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重大事故等及び大規模損壊発生時における体制の整備について 
 

発電用原子炉施設において、重大事故等が発生した場合又は大規模な自然災害若しくは故

意による大型航空機の衝突その他のテロリズムによる発電用原子炉施設の大規模な損壊が発

生した場合における当該事故等に適切に対処するためには、重大事故等に対応するために必

要な要員の配置、重大事故等対処設備を十分に活用するための手順書の整備、活動を行う要

員に対する教育・訓練の実施等運用面での体制をあらかじめ整備するとともに、運転段階の

運用においてもそれら体制が維持管理されていかなければならない。 

従って、発電用原子炉設置者が構築するＱＭＳ文書体系の上位に位置付けられる保安規定

に、「保安規定変更基本方針」に示される以下の方針に基づき発電用原子炉設置者が運用を

行っていく中において遵守しなければならない事項を規定することとし、発電用原子炉設置

者が運用を行っていく中で教育及び訓練や手順書等の改善を継続的に行っていく場合におい

ても、体制が維持管理されていくことを確実にする。 

 

○保安規定第３条（品質保証計画）に基づき、重大事故等発生時及び大規模損壊発生時

に対処しうる体制の整備に関する計画を策定するとともに、体制に係る評価を定期的

に実施し、必要な改善を図っていく管理の枠組みとなる以下の事項を、保安規定本文

に規定する。 

・体制の整備に関する計画を策定すること 

・活動を行うために必要な要員を配置すること 

・要員に対し、教育及び訓練を定期的に実施すること 

・必要な資機材を配備すること 

・活動を行うために必要な手順を整備すること 

・手順に基づき必要な活動を実施すること 

・上記事項について定期的に評価を行うとともに、評価の結果に基づき必要な措置を

講じること 

○技術的能力審査基準にて要求された項目に対して発電用原子炉設置者が継続して実

施しなければならない事項を、保安規定の添付３「重大事故等および大規模損壊対応

に係る実施基準」として新たに規定する。さらに、その添付を本文と関連付け、体制

の整備に係る２次文書他への遵守事項とすることにより、運転段階において発電用原

子炉設置者が運用を行っていく中で、それら内容が確実に継続して確保されるように

する。 

 

上記記載方針に基づく、保安規定の構成は図１のとおりとする。 

重大事故等発生時及び大規模損壊発生時における発電用原子炉施設の保全のための活動を

行う体制（要員の配置、教育及び訓練、資機材の配備等）の整備に係る計画は、２次文書で

ある「運転管理通達」に全体計画として定め、教育及び訓練等それぞれの詳細は関連規定文

書に定める。 
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図１ 重大事故等発生時及び大規模損壊発生時の体制の整備に係る保安規定の構成 

 

重大事故等発生時及び大規模損壊発生時に必要な要員に対する教育は、実用炉規則第９２

条に定められる保安教育の内容（非常時の場合に講ずべき処置に関すること）に該当するも

のであることから、発電所全所員及び重大事故等対策に従事する協力会社社員を対象とした

重大事故等対策に関する知識向上のための全体教育（年１回以上）を保安教育として保安規

定の第１０章に整理する。 

また、重大事故等対策の実施に当たっては、様々なプラント状態に応じて適切な対応策を

選定・実施することが必要であるが、重大事故等対策要員の役割に応じた、必要な知識の習

得・維持及び向上を図るための個別の教育については、添付３「重大事故等および大規模損

壊対応に係る実施基準」に必要な教育項目を定め、２次文書に教育対象者や教育頻度等の詳

細を定め、今後の教育成果等の結果を踏まえ、より有効な教育となるよう継続的に改善を行

っていく。 

 

なお、「保安規定変更基本方針」で検討された、重大事故等発生時及び大規模損壊発生時

における体制整備後の運用に当たって考慮すべき事項は、訓練、要員の配置に係る事項とし

て、添付３「重大事故等および大規模損壊対応に係る実施基準」に記載し、運用における要

求事項とする。 
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 ・
重

大
事

故
等

発
生

時
の

体
制

の
整
備

の
条

文
を

１
，

２
号

炉
へ
拡

大
 

記
 

載
 

例
 

説
 

明
 

等
  

（
重

大
事

故
等

発
生

時
の

体
制

の
整

備
）

 

第
１

８
条

の
５
 

社
長

は
、

重
大

事
故
に

至
る

お
そ

れ
が
あ

る
事

故
ま

た
は

重
大

事
故

が
発
生

し
た

場
合

（
以

下
、
「

重
大

事
故
等

発
生

時
」
と

い
う
。
）

に
お

け
る

原
子

炉
施
設

の
保

全
の

た
め

の
活

動
を

行
う
体

制
の

整
備

に
あ

た
っ

て
、
財

産
（

設
備

等
）

保
護

よ
り

も
安
全

を
優

先
す

る
こ

と
を

方
針

と
し
て

定
め

る
。

 

２
．

原
子

力
安

全
部

門
統

括
は

、
添
付

３
「

重
大

事
故

等
お

よ
び

大
規
模

損
壊

対
応

に
係

る
実

施
基

準
」
に

示
す

重
大

事
故

等
発

生
時

に
お

け
る

原
子

炉
主

任
技

術
者

の
職

務
等

に
つ

い
て

計
画

を
定

め
る

。
 

３
．

原
子

炉
主

任
技

術
者

は
、

第
２
項

に
定

め
る

計
画

に
従

い
、

重
大
事

故
等

発
生

時
に

お
け

る
原

子
炉
施

設
の

保
全

の
た
め

の
活

動
を

行
う

た
め

に
必

要
な
職

務
を

誠
実

か
つ

、
最

優
先

に
行
う

こ
と

を
任

務
と
す

る
。

 

４
．

安
全

・
防

災
室

長
は

、
第

１
項
の

方
針

に
基

づ
き

、
重

大
事

故
等
発

生
時

に
お

け
る

原
子

炉
施

設
の
保

全
の

た
め

の
活
動

を
行

う
体

制
の

整
備

と
し

て
、
次

の
各

号
を

含
む

計
画

を
策

定
し
、

所
長

の
承

認
を
得

る
。

ま
た

、
計
画

は
、

添
付

３
に

示
す

「
重

大
事
故

等
お

よ
び

大
規

模
損

壊
対

応
に
係

る
実

施
基

準
」
に

従
い

策
定

す
る

。
①

 

(
1
) 

重
大

事
故
等
発

生
時
に
お

け
る

原
子

炉
施
設
の

保
全
の
た

め
の
活

動
を

行
う
た
め

に
必
要
な

要
員
の

配

置
に

関
す

る
次

の
事

項
②

 

(
a
)
 要

員
の

役
割

分
担

お
よ

び
責

任
者

の
配

置
に
関

す
る

こ
と

。
 

(
b
)
 同

時
被

災
に

お
け

る
要

員
の

配
置

に
関

す
る
こ

と
。

 

(
2
) 
(1
)の

要
員

に
対

す
る

教
育

訓
練

に
関

す
る

次
の
事

項
 

(
a
) 

重
大
事

故
等

対
処
施

設
の

使
用

を
開
始

す
る
に

あ
た
っ

て
、

あ
ら

か
じ
め

力
量
の

付
与
の

た
め

の
教

育
訓

練
を

実
施

す
る

※
１
こ

と
。

 

(
b
)
 力

量
の

維
持

向
上

の
た

め
の

教
育

訓
練

を
年
１

回
以

上
実

施
す

る
こ

と
。

 

(
c
) 

重
大
事

故
の

発
生
お

よ
び

拡
大

の
防
止

に
必
要

な
措
置

を
実

施
す

る
た
め

に
必
要

な
技
術

的
能

力
を

満
足

す
る

こ
と
お
よ

び
有

効
性

評
価

の
前

提
条

件
を
満

足
す

る
こ

と
を

確
認

す
る

た
め
の

成
立

性
の
確

認
訓

練
（

以
下

、「
成

立
性

の
確

認
訓

練
」

と
い
う

。）
を

年
１

回
以

上
実

施
す

る
こ

と
。

 

(
d
) 

成
立
性

の
確

認
訓
練

の
実

施
計

画
を
作

成
し
、

原
子
炉

主
任

技
術

者
の
確

認
を
得

て
、
所

長
の

承
認

を
得

る
こ

と
。

 

(
e
)
 成

立
性

の
確

認
訓

練
の

結
果

を
記

録
し

、
所
長

お
よ

び
原

子
炉

主
任

技
術

者
に

報
告

す
る

こ
と

。
 

(
3
) 

重
大

事
故
の
発

生
お
よ
び

拡
大

の
防

止
に
必
要

な
措
置
、

ア
ク
セ

ス
ル

ー
ト
の
確

保
、
復
旧

作
業
お

よ

び
支

援
等

の
原

子
炉

施
設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

、
な

ら
び
に

必
要

な
資

機
材

の
配

備
に

関
す
る

こ
と

③
。

 

 

添
付

３
の

骨
子

と
し

て
、

本
文

に
記
載

 
 

①
 

「
原

子
炉

施
設

の
保

全
の

た
め

の
活

動
を

行
う

体
制

の
整

備
と

し
て

、
次

の
各

号
を

含
む

計

画
を

策
定

」
と

は
、

(1
)か

ら
(
3
)に

係
る

具
体

的
な

事
項

を
社

内
規

定
文

書
に

定
め

る
こ

と

を
い
う

。【
添

付
－

１
参

照
】

 

②
 

「
必

要
な

要
員

の
配

置
」

と
は

、
重

大
事

故
等

の
原

子
力

災
害

が
発

生
す

る
お

そ
れ

が
あ

る

場
合

又
は

発
生

し
た

場
合

に
、

事
故

原
因

の
除

去
、

原
子

力
災

害
の

拡
大

の
防

止
そ

の
他

必

要
な

活
動

を
円

滑
に

行
う

た
め

、
原

子
力

防
災

管
理

者
を

本
部

長
と

す
る

緊
急

時
対

策
本

部

体
制

を
い

う
。

詳
細

は
、

添
付

３
「

重
大

事
故

等
及

び
大

規
模

損
壊

対
応

に
係

る
実

施
基

準
」

に
定

め
る

。
 

③
 

「
必

要
な

資
機

材
の

配
備

」
と

は
、

事
故

発
生

後
７

日
間

の
活

動
に

必
要

な
資

機
材

等
を

い

う
。【

添
付
－

２
参

照
】
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記
 
載
 

例
 

説
 
明
 

等
 

５
．

各
課

（
室
）

長
（

当
直

課
長

を
除

く
。
）

は
、

第
１

項
の

方
針

に
基
づ

き
、

重
大
事

故
等

発
生

時
に

お
け

る
原

子
炉

施
設

の
保

全
の

た
め

の
活

動
を

行
う

体
制

の
整

備
と

し
て

、
次

の
各

号
の

手
順

を
定

め
る

。
⑤

 

な
お

、
定

め
る
手

順
は

、
重
大

事
故

等
発

生
時
に
お

い
て

、
的
確

か
つ

状
況

に
応
じ
て

柔
軟

に
対
処

で

き
る

も
の

と
す

る
。

 

ま
た

、
手

順
書
を

定
め

る
に
あ

た
っ

て
は

、
添
付
３

に
示

す
「
重

大
事

故
等

お
よ
び
大

規
模

損
壊
対

応

に
係

る
実

施
基
準

」
に
従
う

と
と
も

に
、

重
大
事
故

等
対
処
設

備
を
使

用
す

る
際
の
切

替
え
の
容

易
性

を

配
慮

し
、

第
４
項

(1
) 
(a
)の

役
割

に
応

じ
た

内
容

と
す

る
。

 

(
1
)
 重

大
事

故
等

発
生

時
に

お
け

る
炉

心
の

著
し

い
損

傷
を

防
止

す
る

た
め

の
対

策
に

関
す

る
こ

と
。

 

(
2
)
 重

大
事

故
等

発
生

時
に

お
け

る
原

子
炉

格
納

容
器

の
破

損
を

防
止

す
る

た
め

の
対

策
に

関
す

る
こ

と
。

 

(
3
) 

重
大

事
故
等

発
生
時
に

お
け
る

使
用

済
燃
料

ピ
ッ
ト

に
貯
蔵

す
る

燃
料

体
の
著

し
い
損

傷
を
防

止
す

る

た
め

の
対

策
に

関
す

る
こ

と
。

 

(
4
) 

重
大

事
故
等

発
生
時
に

お
け
る

原
子

炉
停
止

時
に
お

け
る
燃

料
体

の
著

し
い
損

傷
を
防

止
す
る

た
め

の

対
策

に
関

す
る

こ
と

。
 

(
5
)
 発

生
す

る
有

毒
ガ

ス
か

ら
の

運
転

員
等

の
防

護
に

関
す

る
こ

と
。

 

(
6
) 
(1
)、

(
2
)お

よ
び

(4
)の

対
策

に
お

け
る

特
重

施
設

を
用

い
た

対
策

に
関

す
る

こ
と

。
 

６
．
各

課
（

室
）

長
は

、
第

４
項

の
計
画

に
基

づ
き

、
重

大
事

故
等

発
生
時

に
お

け
る

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

を
実

施
す

る
と

と
も

に
、

第
４

項
（

1）
の

要
員

に
第

５
項

の
手

順
を

遵
守

さ
せ

る
。

⑥
 

７
．

各
課

（
室

）
長

は
、

第
６

項
の

活
動
の

実
施

結
果

を
取

り
ま

と
め

、
定
期

的
に

評
価

を
行

う
と

と
も

に
、

評
価

の
結

果
に

基
づ

き
必

要
な
措

置
を

講
じ

、
安

全
・

防
災

室
長
に

報
告

す
る

。
安

全
・

防
災

室
長

は
、

第
４

項
に

定
め

る
事

項
に

つ
い
て

定
期

的
に

評
価

を
行

う
と

と
も
に

、
評

価
の

結
果

に
基

づ
き

必
要

な
措

置
を

講
じ

る
。

⑦
 

８
．
原

子
力

安
全

部
門

統
括

は
、

第
１
項

の
方

針
に

基
づ

き
、

本
店

が
行
う

支
援

に
関

す
る

活
動

を
行

う
体

制
の

整
備

と
し

て
、

次
の

各
号

を
含
む

計
画

を
策

定
す

る
。

ま
た

、
計
画

は
、

添
付

３
に

示
す

「
重

大
事

故
等

お
よ

び
大

規
模

損
壊

対
応

に
係

る
実

施
基

準
」

に
従

い
策

定
す

る
。

①
 

(
1
)
 支

援
に

関
す

る
活

動
を

行
う

た
め

の
役

割
分

担
お

よ
び

責
任

者
の

配
置

に
関

す
る

こ
と

。
 

(
2
)
 支

援
に

関
す

る
活

動
を

行
う

た
め

の
資

機
材

の
配

備
に

関
す

る
こ

と
。

 

９
．
原

子
力

安
全

部
門

統
括

は
、

第
８
項

の
計

画
に

基
づ

き
、

本
店

が
行
う

支
援

に
関

す
る

活
動

を
行

う
た

め
に

必
要

な
体

制
の

整
備

を
実

施
す

る
。

⑥
 

1
0
．

原
子

力
安

全
部
門

統
括

は
、

第
９
項

の
実

施
結

果
を

踏
ま

え
、

第
８
項

に
定

め
る

事
項

に
つ

い
て

定
期

的
に

評
価

を
行

う
と

と
も

に
、

評
価

の
結

果
に

基
づ

き
必

要
な

措
置

を
講

じ
る

。
⑦

 

 ※
１
：

重
大

事
故

等
対

処
設

備
ま

た
は
特

重
施

設
を

構
成

す
る

設
備

を
設
置

も
し

く
は

改
造

す
る

場
合

は
、

  

⑤
 

「
次

の
各

号
の

手
順

を
定

め
る

」
と

は
、

添
付

３
に

定
め

る
手

順
、

添
付

３
の

内
容

を
満

足

す
る

よ
う

定
め

る
２

次
文

書
他

を
い
う

。【
添

付
－

１
参

照
】

 

⑥
 

第
６

項
の

「
原

子
炉

施
設

の
保

全
の

た
め

の
活

動
を

実
施

」
と

は
、

第
４
項

(1
)か

ら
(
3
)の

活
動

に
つ

い
て

、
具

体
的

な
事

項
を

定
め

た
社

内
規

定
文

書
に

基
づ

き
実

施
す

る
こ

と
を

い

う
。【

添
付
－

１
参

照
】

 
ま

た
、

実
施

状
況

に
つ

い
て

は
、

体
制

表
、

訓
練

結
果

及
び

資
機

材
の

管
理

状
況

等
に

て
確

認
す

る
。

 

⑦
 

第
７

項
の

「
定

期
的

に
評

価
を

行
う

と
と

も
に

、
評

価
の

結
果

に
基

づ
き

必
要

な
措

置
を

講

じ
」

と
は

、
体

制
の

整
備

状
況

に
つ

い
て

、
日

常
の

管
理

状
況

、
訓

練
の

結
果

等
を

通
じ

て

年
１

回
以

上
評

価
し

、
そ

の
結

果
に

基
づ

き
必

要
な

措
置

を
講

じ
る

こ
と

に
よ

り
適

切
な

体

制
と

な
る

よ
う

見
直

し
を

行
う

こ
と

を
い

う
。

 
【

添
付

－
１
参

照
】
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当
該
設

備
の

運
転

上
の
制

限
が

適
用

開
始

さ
れ

る
ま

で
に
、

運
転

員
（

当
直

員
）
、

緊
急

時
対

策
本

部
要

員
、

緊
急

安
全

対
策

要
員

ま
た

は
特
重

施
設

要
員

を
新

た
に

認
定

す
る
場

合
は

、
第

１
３

条
第

２
項

お
よ

び
第

４
項

の
体

制
に

入
る

ま
で

に
実

施
す

る
。

 

 

512



 
添付－１ 

重大事故等対策に係る文書体系 

 

重大事故等発生時及び大規模損壊発生時（以下、「重大事故等発生時等」という。）における原

子炉施設の保全のための活動を行う体制の整備について保安規定に定めることを、実用発電用原

子炉の設置、運転等に関する規則（以下「実用炉規則」という。）第９２条（保安規定）で要求

されていることから、高浜発電所原子炉施設保安規定（以下「保安規定」という。）第１８条の

５（重大事故等発生時の体制の整備）および第１８条の６（大規模損壊発生時の体制の整備）に

以下の内容を１，２号炉として規定する。 
第１８条の５ 重大事故等発生時の体制の整備 
・重大事故等発生時における原子炉施設の保全のための活動を行うために必要な要員の配置 
・重大事故等発生時における原子炉施設の保全のための活動を行う要員に毎年１回以上の教育

及び訓練 
・重大事故等発生時における原子炉施設の保全のための活動を行うために必要な電源車、ポン

プ、ホース及びその他資機材の配備 
・重大事故等発生時における原子炉施設の保全のための活動を行うために必要な事項（炉心の

著しい損傷を防止するための対策に関すること、使用済燃料ピットに貯蔵する燃料体の損傷

を防止するための対策に関すること、原子炉停止時における燃料体の損傷を防止するための

対策に関すること、炉心の著しい損傷を緩和するための対策に関すること、原子炉格納容器

の破損を緩和するための対策に関すること、使用済燃料ピットの水位を確保するための対策

及び燃料の損傷を緩和するための対策に関すること、放射性物質の放出を低減するための対

策に関すること） 
 
 第１８条の６ 大規模損壊発生時の体制の整備 

・大規模損壊発生時における原子炉施設の保全のための活動を行うために必要な要員の配置 
・大規模損壊発生時における原子炉施設の保全のための活動を行う要員に毎年１回以上の教育

及び訓練 
・大規模損壊発生時における原子炉施設の保全のための活動を行うために必要な電源車、ポン

プ、ホース及びその他資機材の配備 
・大規模損壊発生時における原子炉施設の保全のための活動を行うために必要な事項（大規模

な火災が発生した場合における消火活動に関すること、炉心の著しい損傷を緩和するための

対策に関すること、原子炉格納容器の破損を緩和するための対策に関すること、使用済燃料

貯蔵槽の水位を確保するための対策及び燃料の著しい損傷を緩和するための対策に関するこ

と、放射性物質の放出を低減するための対策に関すること） 
 

具体的な内容については、手順書に展開し、実効的な手順書構成となるよう整備する。実用炉

規則各条文と保安規定各条文に対する手順書との関係は、表１のとおり。 
また、規定文書体系図（重大事故等対応にかかる文書）を図１に示す。 

 

技術的能力 1.0.5 まとめ資料より一部抜粋 
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表
１
 
実

用
炉
規

則
各
条

文
と
保

安
規
定

各
条
文

に
対
す

る
手
順

書
と
の

関
係

 
 

実
用

炉
規
則

 
規

定
す
る
内
容

 
発

電
用
原
子

炉
施
設

保
安
規
定

 
下

部
規
定

 

第
92

条
第

1
項
第

22
号

 
重

大
事

故
等

発
生

時
に

お
け
る

発

電
用

原
子

炉
施
設

の
保

全
の
た

め

の
活

動
を
行

う
体
制

の
整
備

 

重
大

事
故
等

発
生

時
に

お
け

る
発

電
用

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め

の
活

動
を
行

う
体
制

の
整
備

に
つ
い
て
、
第

18
条
の

5
と

し
て

規
定

 

「
事

故
時
操

作
所
則

」
に
規
定

 
「

事
故
時
影

響
緩
和

操
作
評

価
所
則
」
に

規
定

 
「

重
大

事
故

等
発

生
時

に
お

け
る

原
子

炉
施

設
保

全
の

た
め

の
活

動
に

関
す
る

所
達
」

に
規
定

 
「

教
育
訓
練

要
綱
」

に
規
定

 
「

原
子
力
運

転
業
務

要
綱
」

に
規
定

 

第
92

条
第

1
項
第

23
号

 
大

規
模

損
壊

発
生

時
に

お
け
る

発

電
用

原
子

炉
施
設

の
保

全
の
た

め

の
活

動
を
行

う
体
制

の
整
備

 

大
規

模
損
壊

発
生

時
に

お
け

る
発

電
用

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め

の
活

動
を
行

う
体
制

の
整
備

に
つ
い
て
、
第

18
条
の

6
と

し
て

規
定

 

「
事

故
時
操

作
所
則

」
に
規
定

 
「

事
故
時
影

響
緩
和

操
作
評

価
所
則
」
に

規
定

 
「

大
規

模
損

壊
時

に
お

け
る

原
子

炉
施

設
保

全
の

た
め

の
活

動
に

関
す

る
所
達

」
に
規
定

 
「

教
育
訓
練

要
綱
」

に
規
定

 
「

原
子
力
運

転
業
務

要
綱
」

に
規
定

 

第
92

条
第

1
項
第

9
号

 
発

電
用

原
子

炉
施

設
の

運
転
に

関

す
る

こ
と

 
運

転
管
理
に

関
す
る

社
内
標

準
の
作
成
に

つ
い
て
、
第

15
条

に
規
定

 

「
発

電
室
業

務
所
則

」
に
規
定

 
「

重
大

事
故

等
発

生
時

に
お

け
る

原
子

炉
施

設
保

全
の

た
め

の
活

動
に

関
す
る

所
達
」

に
規
定

 
「

大
規

模
損

壊
時

に
お

け
る

原
子

炉
施

設
保

全
の

た
め

の
活

動
に

関
す

る
所
達

」
に
規
定

 

第
92

条
第

1
項
第

19
号

 
非

常
の

場
合

に
講

ず
べ

き
処
置

に

関
す

る
こ
と

 

緊
急

事
態
に

お
け

る
運

転
操

作
に

関
す

る
社

内
標

準
の

作
成

に
つ

い

て
、
第

12
3
条
第

2
項

に
規
定

 
「

発
電
室
業

務
所
則

」
に
規
定

 

非
常

時
の
措

置
に
つ

い
て
以

下
の
と
お
り

規
定

 
第

12
1
条

：
原
子
力

防
災
組
織

 
第

12
2
条

：
原
子
力

防
災
要
員

 
第

12
3
条

：
原
子
力

防
災
資

機
材
等
の
整
備

 
第

12
4
条

：
通
報
経
路

 
第

12
5
条

：
原
子
力

防
災
訓
練

 
第

12
6
条

：
通
報

 
第

12
7
条

：
原
子
力

防
災
体

制
の
発
令

 
第

12
8
条

：
応
急
措
置

 
第

12
9
条

：
緊
急
時

に
お
け

る
活
動

 
第

13
0
条

：
原
子
力

防
災
体

制
の
解
除

 

「
原

子
力
防

災
業
務

要
綱
」

に
規
定

 
「

重
大
事
故

等
発
生

時
に
お

け
る
原
子
炉

施
設
保
全

の
た
め

の
活

 
動

に
関

す
る

所
達
」

お
よ

び
「

大
規
模

損
壊

時
に

お
け
る

原
子

炉
施

設
保
全

の
た
め

の
活
動

に
関
す
る
所

達
」
に
規
定

 
「

教
育
訓
練

要
綱
」

に
規
定

 
「

原
子
力
運

転
業
務

要
綱
」

に
規
定
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図
１

 
規
定

文
書
全

体
体
系
図

（
重

大
事

故
等
対

応
に
か
か

る
文

書
）（

１
／
２

）
 

 

原
子

炉
施

設
保

安
規

定

品
質

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

シ
ス

テ
ム

社
内

標
準

体
系

図

原
子

力
発

電
の

安
全

に
係

る
品

質
保

証
規

程

予
防

処
置

通
達

グ
レ

ー
ド

分
通

達

品
質

目
標

通
達

内
部

コ
ミ

ュ
ニ

ケ
ー

シ
ョ

ン
通

達

要
員

・
組

織
計

画
通

達

教
育

・
訓

練
通

達

運
転

員
教

育
訓

練
要

綱
指

針

設
計

・
開

発
通

達

検
査

・
試

験
通

達

原
子

燃
料

管
理

通
達

原
子

燃
料

サ
イ

ク
ル

通
達

放
射

性
廃

棄
物

管
理

通
達

放
射

線
管

理
通

達

安
全

管
理

通
達

保
守

管
理

通
達

非
常

時
の

措
置

通
達

安
全

文
化

通
達

原
子

力
技

術
業

務
要

綱

重
大

事
故

等
関

連
社

内
標

準

原
子

力
部

門
に

お
け

る
文

書
・

記
録

管
理

通
達

原
子

力
部

門
に

お
け

る
内

部
監

査
通

達

不
適

合
管

理
お

よ
び

是
正

処
置

通
達

予
防

処
置

通
達

グ
レ

ー
ド

分
通

達

品
質

目
標

通
達

内
部

コ
ミ

ュ
ニ

ケ
ー

シ
ョ

ン
通

達

要
員

・
組

織
計

画
通

達

教
育

・
訓

練
通

達
教

育
・
訓

練
要

綱

原
子

力
運

転
業

務
要

綱

運
転

員
教

育
訓

練
要

綱
指

針

原
子

力
運

転
サ

ポ
ー

ト
セ

ン
タ

ー
業

務
所

則

設
計

・
開

発
通

達

原
子

力
部

門
に

お
け

る
調

達
管

理
通

達

監
視

機
器

・
測

定
機

器
管

理
通

達

検
査

・
試

験
通

達

デ
ー

タ
分

析
通

達

運
転

管
理

通
達

原
子

燃
料

管
理

通
達

原
子

燃
料

サ
イ

ク
ル

通
達

放
射

性
廃

棄
物

管
理

通
達

放
射

線
管

理
通

達

安
全

管
理

通
達

保
守

管
理

通
達

非
常

時
の

措
置

通
達

原
子

力
防

災
業

務
要

綱

安
全

文
化

通
達

原
子

力
技

術
業

務
要

綱

重
大

事
故

等
関

連
社

内
標

準

火
災

防
護

通
達

原
子

力
運

転
業

務
要

綱

発
電

業
務

所
則

事
故

時
操

作
所

則

原
子

力
運

転
業

務
要

綱

発
電

業
務

所
則

事
故

時
操

作
所

則

重
大

事
故

等
発

生
時

に
お

け
る

原
子

炉
施

設
保

全
の

た
め

の
活

動
に

関
す

る
所

達

大
規

模
損

壊
発

生
時

に
お

け
る

原
子

炉
施

設
保

全
の

た
め

の
活

動
に

関
す

る
所

達
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図
１

 
規
定

文
書
全

体
体
系
図

（
重

大
事

故
等
対

応
に
か
か

る
文

書
）（

２
／
２

）
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1.0.4-1 
 

 
添付－２

事故収束対応を維持するための外部等からの支援について 
 

 

1. 事故収束に必要な資機材について 
復旧作業に必要な燃料は、図 1 に示すとおり事故発生後 7 日間までは発電所内に

確保しており、それ以降については輸送手段も含め優先的に燃料供給を受けること

ができる体制とすることとしている。 
なお、事故発生後 7 日間の活動に必要な資機材等については、表 1～表 4 に示す

とおり緊急時対策所等に配備している。 
 

2. 外部からの支援について 
(1) プラントメーカ及び協力会社等による支援 

重大事故等発生時における外部からの支援については、プラントメーカ及び

協力会社等から重大事故等発生後に現場操作対応等を実施する要員(重大事故等

対策要員含む)派遣や事故収束に向けた対策立案等の技術支援や設備の補修に必

要な予備品等の供給及び補修員の派遣等について、数社と協議・合意の上、支援

計画を定め、「高浜発電所の原子力発電所における原子力防災組織の発足時の事

態収拾活動への協力」に係る協定を締結する等により、事故発生後に必要な支援

を受けられる体制を確立する。 
① プラントメーカによる支援 

原子力災害発生時において、当社が実施する事態収束活動を円滑に実施する

ため、設備の設計根拠や機器の詳細な情報、事故収束手段及び復旧対策を迅速

に得られるようプラントメーカ(三菱重工業株式会社、三菱電機株式会社)との

間で支援体制を整備している。 
a. 支援体制 

(a) 災害発生時にプラントメーカ幹部をトップとした、即決できる緊急時対

応体制として、三菱緊急時原子力安全対策センターを設置。 
(所在地：兵庫県神戸市) 

(b) プラントメーカの総力を結集した技術者 400～500人規模の体制を整備。 
 

b. 役割 
(a) 緊急時の高浜原子力発電所の安全確保のため、プラントメーカ総指令本

部として発電所の事故対応を支援 
(b) 緊急時に、設計根拠や機器の詳細な情報提供するとともにプラント状況

に応じた事故収束手段、復旧対策の早急な検討・技術支援を実施。 
 
② ㈱原子力安全システム研究所（以下、ＩＮＳＳという。）による支援 

原子力防災体制が発令された場合に実施する事象進展予測に係る協力が得ら

れるよう、ＩＮＳＳとの間で支援体制を整備している。 
a. 支援体制 

原子力防災体制を発令した場合における連絡責任者を定め、協力要員の派

遣及び資機材の貸与等必要な支援が得られる体制としている。 
 
b. 役割 

技術的能力まとめ資料 1.0 重大事故等対策における共通事項 

添付資料 1.0.4 事故収束対応を維持するための外部等からの支援について より抜粋 
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以下に係る協力活動を実施する。 
(a) 放射性物質の放出の見通しに関する事項 
(b) 事態の今後の見通しに関する事項 
(c) その他事象進展予測を実施する上で必要な事項 
具体的には、当社との協定に基づき、美浜町の原子力事業本部に設置され

る本店対策本部へ技術者 2 名程度を派遣する。これらの技術者は、ＭＡＡＰ

コードをベースとする事象進展予測ツール、及び発電所構内の線量率を評価

する解析ツール等を用いて、本店対策本部（原子力事業本部）に安全支援係

を通じて事象進展予測及び放射線影響予測等の評価結果の情報を提供する。 
なお、ＩＮＳＳは、当社の原子力総合防災訓練に毎年参加し、訓練での事

故シナリオについて事象進展予測と線量評価を実際に行い、連携強化を図っ

ている。原子力事業本部は、発電所、本店（中之島）等と接続される TV 会

議等のなかでこれらの情報を適宜提供する。 

 
③ 協力会社による支援 

協力会社とは、原子力災害発生時において、事故収束及び復旧対策活動の協

力が得られるよう支援体制を整備している。当社が実施する事態収拾活動を円

滑に実施するため、平常時より必要な連絡体制を整備している。 
協力会社の支援体制については、高線量下においても支援を要請できる体制

を整えている。なお、協力会社の支援については、要員の人命及び身体の安全

を最優先にした放射線管理を行う。 
また、事故発生後 6 日間以降の事故収束対応に対する支援に関しては、事故

対応が長期に及んだ場合においても交代要員等の継続的な派遣を得られる体制

とする。 
 

(2) 原子力事業者による支援 
上記の協力会社やメーカ等からの支援のほか、「原子力事業者間協力協定」

に基づき、他の原子力事業者による発電所周辺地域の環境放射線モニタリング及

び汚染検査・汚染除去に関する事項について、協力要員の派遣や資機材の貸与等

の支援を受けることができる。 
 

(3) その他組織による支援 
東京電力福島第一原子力発電所の事故対応の教訓を踏まえ、万が一原子力災

害が発生した場合に、多様かつ高度な災害対応を行うため、2013年1月に日本原

子力発電(株)内組織として原子力緊急事態支援センターを設置している。さらに、

支援組織の更なる強化を図るため、2016年3月には原子力緊急事態支援組織を設

立し、整備が完了した資機材、施設から順次使用を開始している。全ての施設が

完成し、本格運用を開始している。 
なお、原子力緊急事態支援組織への支援要請については、原災法第10条に基

づく通報を実施した場合、その情報を原子力緊急事態支援組織に連絡し、事態に

応じて資機材の提供等の支援要請を行う。 
① 原子力緊急事態支援センター 

役 割：原子力緊急事態支援組織の本格運用までの期間において、資機材

の調達・管理・輸送や操作要員養成訓練の計画・実施を担う。 
要 員：9名 
資 機 材：現場の偵察用ロボット4台、障害物の除去用ロボット1台、除染用

資機材一式  
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② 原子力緊急事態支援組織 

役 割：原子力緊急事態支援組織の本格運用開始以降、原子力災害発生時

において、高放射線量下での作業員の被ばくを可能な限り低減す

るため、遠隔操作可能なロボット等の資機材を集中的に管理・運

用し、高度な災害対応を実施することにより、事故が発生した事

業者の収束活動を支援する。 
要 員：21名 
資機材：遠隔操作資機材(小型・中型ロボット、小型・大型無線重機、無線

ヘリ)、現地活動用資機材(放射線防護用資機材、除染用資機材等)、
搬送用車両 

[支援内容] 
a. 事故時 
・ 原子力災害発生時、事故が発生した事業者からの出動要請を受け、

要員・資機材を拠点施設から迅速に搬送する。 
・ 事故が発生した事業者と協働し、遠隔操作可能なロボット等を用い

て現場状況の偵察、空間線量率の測定、ガレキなど屋外障害物の除

去によるアクセスルートの確保、屋内障害物の除去や機材運搬等を

行う。 
b. 平常時 
・ 緊急時の連絡体制(24時間体制)を確保し、出動計画を整備する。 
・ 支援組織の要員の技能向上を図り、また原子力事業者各社の対応要

員の計画的な育成に係る訓練を実施する。 
・ 必要な資機材の調達・維持管理に努める。 
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表 1 放 射 線 管 理 用 資 機 材 及 び チ ェ ン ジ ン グ エ リ ア 用 資 機 材 等 
（緊急時対策所） 

 
○防護具 

品名 
保管数 

緊急時対策所（緊急時

対策所建屋内） 構内保管※８ 

汚染防護服（タイベック） 2,100 着※１ 約 6,000 着 
綿帽子 2,100 個※２ 約 6,000 個 
靴下 2,100 足※２ 約 20,000 足 
綿手袋 2,100 双※２ 約 40,000 双 
ゴム手袋 4,200 双※３ 約 40,000 双 
全面マスク 300 個※４ 約 2,300 個 
交換カートリッジ 
（2 個で 1 組） 2,100 組※５ 約 3,000 組 

靴カバー 2100 足※２ 約 6000 足 
長靴 25 足※６ 約 500 足 
タングステンベスト 10 着※７ 20 着 
※１：188 名×7 日＋余裕（2 重化含む） 
※２：188 名×7 日＋余裕 
※３：188 名＋余裕×7 日×2 双＋余裕 
※４：188 名＋余裕 
※５：188 名×7 回(ﾌﾟﾙｰﾑ前後各１回＋その後 1 日に 1 回=5 回) ＋余裕 
※６：188 名×10%＋余裕 
※７：指揮者 1 名＋放射線管理 1 名＋作業者 3 名×2 班＋余裕 
※８：緊急時対策所（緊急時対策所建屋内）保管数を含む 
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○計測器（被ばく管理・汚染管理） 

品名 
保管数 

緊急時対策所（緊急時対

策所建屋内） 
構内保管※７ 

個人線量計 250 台※１ 約 1,700 台 

表面汚染密度測定用 
サーベイメータ 5 台※２ 約 110 台 

ガンマ線測定用 
サーベイメータ 5 台※３ 約 60 台 

緊急時対策所内可搬型エリ

アモニタ 2 台※４※６ 約 10 台※８ 

緊急時対策所外可搬型エリ

アモニタ 2 台※５※６ 2 台 

※１：188 名＋余裕 
※２：チェンジングエリアにて使用 
※３：現場作業時に使用 
※４：緊急時対策所（緊急時対策所建屋内）内にて使用 
※５：緊急時対策所（緊急時対策所建屋内）外にて使用 
※６：予備１台を含む 
※７：緊急時対策所（緊急時対策所建屋内）保管数を含む 
※８：同型の可搬型モニタ８台を含む 
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○緊急時対策所チェンジングエリア設営用資機材 
品   名 数量＊１ 

緊急時対策所（緊急時対策所建屋内） 
養生シート 3 本 
バリア 8 個 
粘着マット 3 個 
ゴミ箱（スタンション含む） 7 個 
ポリ袋（赤・黄・黒） 各 30 枚 
テープ（白・黒） 各 10 巻 
ウエス 1 箱 
ウェットティッシュ 10 個 
はさみ・カッター 各 2 本 
マジック 2 本 
簡易シャワー 1 台 
簡易タンク 1 台 
＊１：チェンジングエリア設置に必要な数量 
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表 2 食料等（緊急時対策所） 
○食料等 

品名 単位 配備数 配備数の根拠 
食料 食 4,200 188 名×3 食×7 日+余裕 
飲料水 ㍑ 2,100 188 名×3 食×0.5 ㍑×7 日+余裕 

 
○その他 資機材 

品名 単位 配備数 配備数の根拠 

酸素濃度計 台 3 緊急時対策所用(予備 2 台含む) 

二酸化炭素濃度計 台 3 緊急時対策所用(予備 2 台含む) 

可搬型照明 台 2  

簡易トイレ 式 1  
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表 3 原子力災害対策活動で使用する主な資料（緊急時対策所） 
区分 資料名 

1. 組織及び体制に関する

資料 

(1) 緊急時対応組織資料 
① 高浜発電所原子力事業者防災業務計画 
② 高浜発電所原子炉施設保安規定 
③ 原子力防災規程 
④ 非常時の措置通達 
⑤ 原子力防災業務要綱 
⑥ 高浜発電所事故時操作所則 
⑦ 高浜発電所重大事故等発生時における原子炉施設

の保全のための活動に係る対応所達 
⑧ 高浜発電所大規模損壊発生時における原子炉施設

の保全のための活動に関する所達 
(2) 緊急時通信連絡体制資料 
① 原子力防災組織要員名簿等 

2. 社会環境に関する資料 

(1) 高浜発電所周辺人口関連資料 
① 方位別人口分布図 
② 集落別人口分布図 
③ 市町村人口表 

(2) 高浜発電所周辺環境資料 
① 発電所周辺航空写真 
② 発電所周辺地図（2万5千分の1） 
③ 発電所周辺地図（5万分の1） 
④ 市町村市街図 

3. 放射能影響推定に関す

る資料 

(1) 高浜発電所気象関係資料 
① 気象観測データ 

(2) 緊急モニタリング資料 
① 空間線量モニタリング配置図 
② 環境試料サンプリング位置図 
③ 環境モニタリング測定データ 

(3) 高浜発電所設備資料 
① 主要系統模式図 
② 1～4号炉 原子炉設置（変更）許可申請書 
③ 1～4号炉 系統図 
④ プラント配置図 
⑤ 1～4号炉 プラント関係プロセス 

及び放射線計測配置図 
⑥ プラント主要設備概要 
⑦ 1～4号炉 原子炉安全保護系ロジック 

一覧表 
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表 4 防護具及びチェンジングエリア設営用資機材等（中央制御室） 
○防護具 

品名 保管数 考え方 

汚染防護具 

(タイベック) 
23 着 運転員等 15 名＋余裕 

綿帽子 23 個 運転員等 15 名＋余裕 
靴下 23 足 運転員等 15 名＋余裕 
綿手袋 23 双 運転員等 15 名＋余裕 
ゴム手袋 46 双 運転員等 15 名×2 双＋余裕 
アノラック 23 着 運転員等 15 名＋余裕 
全面マスク 23 個 運転員等 15 名＋余裕 
靴カバー 23 足 運転員等 15 名＋余裕 

セルフエアセット 2 台 － 
長靴 3 足 － 

 

 

○計測器（被ばく管理・除染管理） 

品名 保管数 考え方 

個人線量計 23 台 運転員等 15 名＋余裕 
表面汚染密度測定用 
サーベイメータ 2 台 中央制御室内等のモニタリング及び中央

制御室入室者の汚染検査に使用 
ガンマ線測定用 
サーベイメータ 2 台 中央制御室内等のモニタリングに使用 
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○中央制御室チェンジングエリア設営用資機材 
品名 数量 考え方 

鋼製パイプ、ボード 1 式 

チェンジングエリア設営に必要な数量 

養生シート 1 本 
バリア 6 個 

粘着マット 3 個 
ゴミ箱（スタンション含

む） 7 個 

ポリ袋（赤・黄・黒） 各 30 枚 
テープ（白・黒） 各 10 巻 

ウエス 1 箱 
ウェットティッシュ 10 個 
はさみ・カッター 各 2 本 

マジック 2 本 
簡易シャワー 1 台 
簡易タンク 1 台 

可搬型空気浄化装置（ダ

クト含む） 1 式 

 
○その他資機材 

品名 保管数 備考 

可搬型照明（ＳＡ） 9 個 中央制御室用（予備 1 個含む） 

可搬型照明（ＳＡ） 3 個 中央制御室 
チェンジングエリア用  

酸素濃度計 3 個 中央制御室用（予備 2 個含む） 
二酸化炭素濃度計 3 個 中央制御室用（予備 2 個含む） 
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常
用

D
G
（

2
号

炉
用

2
台
）

起
動

 
（

事
象
発

生
後

自
動

起
動

、
燃
費

に
つ
い

て
は

定
格

負
荷

を
想

定
=事

象
発

生
後

～
事

象
発

生
後

7
日

間
（

16
8h

）
）

 
A
－

D
G
：

燃
費

約
97

5 
L/

h
×

16
8h

=
約

16
3,

80
0L

 
B
－

D
G

：
燃

費
約

97
5L

/h
×

16
8h

=
約

16
3,

80
0L

 

電
源

車
（

緊
急

時
対

策
所

用
）

起
動

（
保

守
的

に
事

故
発

生
直

後
の

起
動

を
想

定
）

 
燃

費
約

49
.3

L/
h（

定
格

負
荷

）
×

1
台

×
24

h
×

7
日

間
＝

約
8,

28
3L

 

空
冷

D
G
（

2号
炉
用

2台
）
起

動
。

 
（

保
守

的
に

事
象

発
生

直
後

の
起

動
を

想
定
）

 
燃

費
約

10
0L

/h
×

1
台

×
68

h=
約

6,
80

0L
 

 ※
１
 
重

要
事
故

シ
ー

ケ
ン

ス
の

う
ち
、

そ
の
対

応
に

お
い

て
重

油
の
消

費
量
が

最
も

多
く

な
る

「
燃
料

取
出
前

の
ミ

ッ
ド

ル
ー

プ
運
転

中
に
お

け
る

余
熱

除
去

機
能
喪

失
」

へ
の

対
応

に

必
要

な
重

油
量

を
記

載
。
（
た
だ

し
、
外

部
電

源
が

喪
失

し
、

事
象
発

生
後

７
日

間
デ

ィ
ー

ゼ
ル
発

電
機

が
全

出
力

で
運

転
し
た

場
合

を
想

定
）
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29－③ 

大規模損壊発生時における体制の整備について 
 

528



 

・
大

規
模

損
壊

発
生

時
の

体
制

の
整
備

の
条

文
を

１
，

２
号

炉
と
し

て
規

定
  

記
 

載
 

例
 

説
 

明
 

等
 

（
大

規
模

損
壊

発
生

時
の

体
制

の
整

備
）

 

第
１

８
条

の
６

 
安

全
・
防

災
室
長

は
、

大
規
模

な
自

然
災
害

ま
た
は

故
意

に
よ
る

大
型

航
空
機

の
衝
突

そ
の

他
の

テ
ロ

リ
ズ

ム
に
よ

り
原

子
炉

施
設

に
大

規
模

な
損

壊
が

生
じ

た
場

合
（

以
下

、
「

大
規

模
損

壊
発

生
時

」
と

い

う
。
）

に
お
け
る
原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た
め

の
活

動
を

行
う

体
制

の
整

備
と
し

て
、

次
の

各
号

を
含

む
計

画
を
策

定
し

、
所
長

の
承
認

を
得

る
。

ま
た

、
計

画
は

、
添
付

３
に

示
す

「
重

大
事

故
等

お
よ
び

大
規

模
損

壊
対

応
に
係

る
実

施
基

準
」

に
従

い
策

定
す

る
。

①
 

(
1
) 

大
規

模
損

壊
発

生
時

に
お

け
る

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

を
行

う
た

め
に

必
要

な
要

員
の

配
置

に関

す
る

こ
と

。
②

 

(
2
) 
(1
)の

要
員

に
対

す
る

教
育

訓
練

に
関

す
る

次
の

事
項

 

(
a
) 

重
大
事
故

等
対

処
施
設

等
の
使

用
を
開

始
す
る

に
あ
た

っ
て

、
あ

ら
か
じ

め
力
量

の
付
与

の
た

め
の

教
育
訓

練
を

実
施

す
る

※
１

こ
と

。
 

(
b
)
 力

量
の

維
持

向
上

の
た

め
の

教
育

訓
練

を
年

１
回
以

上
実

施
す

る
こ

と
。

 

(
c
) 

重
大
事
故

の
発

生
お
よ

び
拡
大

の
防
止

に
必
要

な
措
置

を
実

施
す

る
た
め

に
必
要

な
技
術

的
能

力
を

満
足
す

る
こ

と
を

確
認
す

る
た

め
の

訓
練

（
以

下
、
「

技
術

的
能

力
の

確
認

訓
練

」
と

い
う
。
）

③
な

ら
び

に
技

術
的

能
力
の
成

立
性

の
確

認
訓

練
お

よ
び

故
意

に
よ

る
大

型
航
空

機
の

衝
突

そ
の

他
の

テ
ロ

リ
ズ
ム

（
以

下
、
「

Ａ

Ｐ
Ｃ

等
」

と
い

う
。
）

時
の

操
作

の
前

提
条

件
を
満

足
す

る
こ

と
を

確
認

す
る

た
め
の

訓
練

（
以

下
、
「

Ａ
Ｐ

Ｃ
等

時
の

成
立

性
の

確
認

訓
練

等
」

と
い
う

。）
を

年
１

回
以

上
実

施
す

る
こ

と
。

 

(
d
) 
(c
)項

の
訓

練
の

実
施

計
画

を
作

成
し

、
原

子
炉
主

任
技

術
者

の
確

認
を

得
て

、
所

長
の

承
認

を
得

る
こ

と
。 

(
e
) 
(c
)項

の
訓

練
の

結
果

を
記

録
し

、
所

長
お

よ
び
原

子
炉

主
任

技
術

者
に

報
告

す
る

こ
と

。
 

(
3
) 

大
規

模
損

壊
発

生
時

に
お

け
る

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

を
行

う
た

め
に

必
要

な
資

機
材

の
配

備に

関
す

る
こ

と
。

④
 

２
．
各
課
（
室
）
長
（
当

直
課

長
を

除
く
。）

は
、

大
規

模
損

壊
発

生
時

に
お
け

る
原

子
炉

施
設

の
保

全
の

た
め
の

活

動
を

行
う
体

制
の
整

備
と

し
て

、
次

の
各

号
の

手
順
を

定
め

る
。

⑤
な

お
、

定
め

る
手
順

は
、

大
規

模
損

壊
発
生

時
に

お
い

て
、

的
確

か
つ

状
況

に
応

じ
て

柔
軟

に
対

処
で

き
る

も
の

と
す

る
。

 

ま
た

、
手

順
書
を

定
め

る
に

あ
た

っ
て

は
、

添
付
３

に
示

す
「

重
大

事
故

等
お

よ
び
大

規
模

損
壊

対
応

に
係
る

実
施

基
準

」
に

従
う

。
 

(
1
)
 大

規
模

損
壊

発
生

時
に

お
け

る
大

規
模

な
火

災
が

発
生

し
た

場
合

に
お

け
る

消
火

活
動

に
関

す
る

こ
と

。
 

(
2
)
 大

規
模

損
壊

発
生

時
に

お
け

る
炉

心
の

著
し

い
損

傷
を

緩
和

す
る

た
め

の
対

策
に

関
す

る
こ

と
。

 

(
3
)
 大

規
模

損
壊

発
生

時
に

お
け

る
原

子
炉

格
納

容
器

の
破

損
を

緩
和

す
る

た
め

の
対

策
に

関
す

る
こ

と
。

 

(
4
) 

大
規

模
損

壊
発

生
時

に
お

け
る

使
用

済
燃

料
ピ

ッ
ト

の
水

位
を

確
保

す
る

た
め

の
対

策
お

よ
び

燃
料

体
の

著し

い
損

傷
を

緩
和

す
る

た
め

の
対

策
に

関
す

る
こ

と
。
 

(
5
)
 大

規
模

損
壊

発
生

時
に

お
け

る
放

射
性

物
質

の
放

出
を

低
減

す
る

た
め

の
対

策
に

関
す

る
こ

と
。

 

(
6
) 
(2
)、

(
3
)お

よ
び

(5
)の

対
策

に
お

け
る

特
重

施
設

を
用

い
た

対
策

に
関

す
る

こ
と

。
 

(
7
) 

Ａ
Ｐ

Ｃ
等

に
よ

る
大

規
模

損
壊

発
生

時
に

お
け

る
特

重
施

設
を

用
い

た
原

子
炉

格
納

容
器

の
破

損
に

よ
る

発電

所
外

へ
の

放
射

性
物

質
の

異
常

な
水

準
の

放
出

の
抑
制

に
関

す
る

こ
と

。
 

①
 

「
原

子
炉

施
設

の
保

全
の

た
め

の
活

動
を

行
う

体
制

の
整

備
と

し
て

、
次

の
各

号

を
含

む
計

画
を

策
定

」
と

は
、

(1
)か

ら
(3
)に

係
る

具
体

的
な

事
項

を
社

内
規

定

文
書

に
定

め
る

こ
と

を
い

う
。

 

②
 

「
必

要
な

要
員

の
配

置
」

と
は

、
重

大
事

故
等

の
原

子
力

災
害

が
発

生
す

る
お

そ

れ
が

あ
る

場
合

又
は

発
生

し
た

場
合

に
、

事
故

原
因

の
除

去
、

原
子

力
災

害
の

拡

大
の

防
止

そ
の

他
必

要
な

活
動

を
円

滑
に

行
う

た
め

、
原

子
力

防
災

管
理

者
を

本

部
長

と
す

る
緊

急
時

対
策

本
部

体
制

を
い

う
。

詳
細

は
、

添
付

３
「

重
大

事
故

等

お
よ

び
大

規
模

損
壊

対
応

に
係

る
実

施
基

準
」

に
定

め
る

。
 

③
 

「
技

術
的

能
力

の
確

認
訓

練
」

に
つ

い
て

は
、

技
術

的
能

力
審

査
基

準
の

２
．

１

（
大

規
模

損
壊

時
）

可
搬

型
設

備
等

に
よ

る
対

応
の

解
釈

に
基

づ
く

大
規

模
損

壊
対

応
に

必
要

な
手

順
（

Ｓ
Ａ

の
１

．
２

～
１

．
１

４
の

手
順

）
の

技
術

的
能

力
を

満
足

す
る

こ
と

を
確

認
す

る
た

め
、

保
安

規
定

添
付

３
に

基
づ
き

、「
大

規
模

損
壊

発
生

時
の

プ
ラ

ン
ト

状
況

の
把

握
、

情
報

収
集

、
的

確
な

対
応

操
作

の
選

択
お

よ
び

指
揮

者
等

と
消

火
活

動
要

員
と

の
連

携
を

含
め

た
実

効
性

等
を

確
認

す
る

総
合

的
な

訓

練
」

を
実

施
す

る
。

 
④

 
「

必
要
な

資
機

材
の

配
備

」
と

は
、

重
大

事
故

等
対

策
で

配
備

す
る

資
機

材
の

基

本
的

な
考

え
方

を
基

に
、

大
規

模
損

壊
時

の
状

況
を

考
慮

し
て

配
備

し
て

い
る

も

の
を

い
う

。
 

⑤
 

第
２

項
の

「
次

の
各

号
の

手
順

を
定

め
る

」
と

は
、

添
付

３
に

定
め

る
手

順
、

添

付
３

の
内

容
を

満
足

す
る

よ
う

定
め

る
２

次
文

書
他

を
い

う
。
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記
 
 
 載

 
 
 例

 
説

 
 
 明

 
 
 等

 

３
．

各
課

（
室

）
長

は
、
第

１
項
の

計
画

に
基
づ

き
、

大
規
模

損
壊
発

生
時

に
お
け

る
原

子
炉
施

設
の
保

全
の

た
め

の
活

動
を

実
施

す
る

と
と

も
に

、
第

１
項

（
1）

の
要

員
に

第
２

項
の

手
順

を
遵

守
さ

せ
る

。
⑥

 
４

．
各

課
（
室

）
長

は
、
第

３
項
の

活
動

の
実
施

結
果

を
取
り

ま
と
め

、
定

期
的
に

評
価

を
行
う

と
と
も

に
、

評
価

の
結

果
に
基

づ
き
必

要
な

措
置

を
講

じ
、

安
全

・
防
災

室
長

に
報

告
す

る
。

安
全

・
防
災

室
長

は
、

第
１

項
に
定

め
る

事
項

に
つ

い
て

定
期

的
に

評
価

を
行

う
と

と
も

に
、

評
価

の
結

果
に

基
づ

き
必

要
な

措
置

を
講

じ
る

。
⑦ 

５
．

原
子

力
安

全
部

門
統
括

は
、
大

規
模

損
壊
発

生
時

に
お
け

る
本
店

が
行

う
支
援

に
関

す
る
活

動
を
行

う
体

制
の

整
備

に
つ
い

て
計
画

を
策

定
す

る
。

ま
た

、
計

画
は
、

添
付

３
に

示
す

「
重

大
事

故
等
お

よ
び

大
規

模
損

壊
対
応

に
係

る
実

施
基

準
」

に
従

い
策

定
す

る
。

①
 

６
．

原
子

力
安

全
部

門
統
括

は
、
第

５
項

の
計
画

に
基

づ
き
、

本
店
が

行
う

支
援
に

関
す

る
活
動

を
行
う

た
め

に
必

要
な

体
制

の
整

備
を

実
施

す
る

。
 

７
．

原
子

力
安

全
部

門
統
括

は
、
第

６
項

の
実
施

内
容

を
踏
ま

え
、
第

５
項

に
定
め

る
事

項
に
つ

い
て
定

期
的

に
評

価
を

行
う

と
と

も
に

、
評

価
の

結
果

に
基

づ
き

必
要

な
措

置
を

講
じ

る
。

⑦
 

 ※
１

：
重

大
事

故
等

対
処
設

備
ま
た

は
特

重
施
設

を
構

成
す
る

設
備
を

設
置

も
し
く

は
改

造
す
る

場
合
は

、
当

該
設

備
の

運
転
上

の
制
限

が
適

用
開

始
さ

れ
る

ま
で

に
、
大

規
模

損
壊

対
応

で
用

い
る

化
学
消

防
自

動
車

の
設

置
も
し

く
は

改
造

す
る
場

合
は
、

当
該

設
備

の
使
用

を
開
始

す
る
ま

で
に

、
運

転
員
（

当
直

員
）
、

緊
急
時

対
策

本
部
要

員
、

緊
急
安

全
対
策

要
員

ま
た

は
特

重
施

設
要

員
を
新

た
に

認
定

す
る

場
合

は
、

第
１
３

条
第

２
項

お
よ

び
第
４

項
の

体
制

に
入

る
ま

で
に

実
施

す
る

。
 

 
 

⑥
 

第
３

項
の

「
原

子
炉

施
設

の
保

全
の

た
め

の
活

動
を

実
施

」
と

は
、

第
１
項

(1
)か

ら
(3
)の

活
動

に
つ

い
て

、
具

体
的

な
事

項
を

定
め

た
社

内
規

定
文

書
に

基
づ

き
実

施
す

る
こ

と
を

い
う

。
実

施
状

況
に

つ
い

て
は

、
体

制
表

、
訓

練
結

果
及

び
資

機

材
の

管
理

状
況

等
に

て
確

認
す

る
。

 

⑦
 

第
４

項
、

第
７

項
の

「
定

期
的

に
評

価
を

行
う

と
と

も
に

、
評

価
の

結
果

に
基

づ

き
必

要
な

措
置

を
講

じ
」

と
は

、
体

制
の

整
備

状
況

に
つ

い
て

、
日

常
の

管
理

状

況
、

訓
練

の
結

果
等

を
通

じ
て

年
１

回
以

上
評

価
し

、
そ

の
結

果
に

基
づ

き
必

要

な
措

置
を

講
じ

る
こ

と
に

よ
り

適
切

な
体

制
と

な
る

よ
う

見
直

し
を

行
う

こ
と

を

い
う

。
 

【
添

付
－

１
参

照
】

 

 

 

530



 

 

 

技術的能力まとめ資料 

大規模な自然災害又は大型航空機の衝突その他テロリズムへの対応 

より一部抜粋 

 

添付資料 2.1.4 

 

 

大規模損壊発生時に使用する対応手順一覧 

 

 

   大規模損壊発生時において、以下に示す【1】～【9】の各戦略による対応が必要と判断さ

れた場合には、個別戦略フローに基づいて当該の手順書を選択し、事故緩和措置を実施する。 
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大規模損壊発生時の対応手順一覧 

対応フロー図中の

手順 
手順書名称（案） 

技術的能力に係
る審査基準の当

該項目 

【アクセスルート確保】 

 【1】「アクセスルート確保および消火活動のための戦略」 

火災消火① 【大規模損壊所達】 

 ・「化学消防自動車および小型動力ポンプ付水槽車によ

る消火のための手順」 
1.12 

火災消火② 【大規模損壊所達】 

 ・「可搬式消防ポンプによる大規模火災の消火のための

手順 

1.12 

火災消火③ 【大規模損壊所達】 

 ・「放水砲による大規模火災の消火のための手順」 
1.12 

構内道路補修・ 

ガレキ除去 

【大規模損壊所達】 

 ・「非常災害時のアクセスルートの確保のための手順」 
－ 

【閉じ込める機能の確保】 

 【2】「放射性物質拡散抑制のための戦略」 

 【3】「格納容器破損防止（破損炉心冠水）のための戦略」 

 【4】「格納容器過圧破損防止のための戦略」 

 【9】「水素爆発抑制のための戦略」 

C/V スプレイ① 

【大規模損壊所達】 

 ・「恒設代替低圧注水ポンプによる格納容器スプレイの

ための手順」 

1.4, 1.6 

1.7, 1.8 

1.12 

C/V スプレイ② 

【大規模損壊所達】 

 ・「原子炉下部キャビティ注水ポンプによる格納容器ス

プレイのための手順」 

1.4, 1.6 

1.7, 1.8 

1.12 

C/V スプレイ③ 

【大規模損壊所達】 

・「消火ポンプによる格納容器スプレイのための手順」 

1.4, 1.6 

1.7, 1.8 

1.12 

C/V スプレイ④ 

【大規模損壊所達】 

・「C･D 内部スプレイポンプ（自己冷却）による格納容器     

スプレイのための手順」 

1.4, 1.6 

1.7, 1.8 

1.12 

C/V スプレイ⑤ 

【大規模損壊所達】 

・「可搬式代替低圧注水ポンプによる格納容器スプレイ

のための手順」 

1.4, 1.6 

1.7, 1.8 

1.12 

C/V スプレイ⑥ 

【大規模損壊所達】 

・「化学消防自動車による格納容器スプレイのための手

順」 

1.4, 1.6 

1.7, 1.8 

1.12 

C/V 放水 
【大規模損壊所達】 

・「放水砲による原子炉建屋への放水のための手順」 
1.12 

C/V 冷却 

【大規模損壊所達】 

・「大容量ポンプによる格納容器循環冷暖房ユニットへ

の海水注水のための手順」 

1.5，1.6 

1.7 

水素爆発抑制・ 

監視① 

【大規模損壊所達】 

・「アニュラス水素濃度低減および監視のための手順」 
1.10 

水素爆発抑制・ 

監視② 

【大規模損壊所達】 

・「原子炉格納容器内水素濃度監視のための手順」 
1.9 
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対応フロー図中の

手順 
手順書名称（案） 

技術的能力に係
る審査基準の当

該項目 

【使用済燃料冷却機能、閉じ込める機能の確保】 

 【8】「使用済燃料冷却のための戦略」 

SFP 補給 
【大規模損壊所達】 

・「使用済燃料ピットへの給水確保のための手順」 
1.11 

SFP スプレイ① 

【大規模損壊所達】 

・「送水車による使用済燃料ピットへのスプレイのため

の手順」 

1.11 

SFP スプレイ② 

【大規模損壊所達】 

・「化学消防自動車による使用済燃料ピットへのスプレ

イのための手順」 

1.11 

SFP 放水  

【大規模損壊所達】 

・「放水砲による燃料取扱建屋（使用済燃料ピット）へ

の放水のための手順」 

1.12 

SFP 監視  

【大規模損壊所達】 

・「可搬型設備による使用済燃料ピット状態監視のため

の手順」 

1.11 

SFP 漏えい緩和 

【大規模損壊所達】 

・「使用済燃料ピット破損状況確認、漏えい緩和のため

の手順」 

1.11 

【原子炉停止機能の確保】 

原子炉停止操作 

【事故時操作所則（第 2部）】 

・「原子炉手動トリップにより原子炉を停止する手順」 

・「ATWS 緩和設備の動作を確認する手順」 

・「タービン手動トリップおよび補助給水確保の手順」 

・「緊急ほう酸注入の手順」 

(1.1) 
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対応フロー図中の

手順 
手順書名称（案） 

技術的能力に係
る審査基準の当

該項目 

【冷却機能の確保】 

 【6】「炉心冷却のための戦略」 

 【7】「SG による原子炉冷却のための戦略」 

SG 注水① 

【大規模損壊所達】 

・「タービン動補助給水ポンプの手動起動による蒸気発

生器への注水のための手順」 

1.2，1.3 

1.5 

SG 注水② 

【大規模損壊所達】 

・「電動補助給水ポンプによる蒸気発生器への注水のた

めの手順」 

1.2，1.3 

1.5 

SG 注水③ 

【大規模損壊所達】 

・「蒸気発生器補給用仮設中圧ポンプ（電動）による蒸

気発生器への注水のための手順」 

1.2，1.3 

1.5 

SG 手動減圧 
【大規模損壊所達】 

・「主蒸気大気放出弁強制開放のための手順」 

1.2，1.3 

1.5 

RCS 減圧 
【大規模損壊所達】 

・「加圧器逃がし弁開放による減圧のための手順」 
1.2，1.3 

炉心注水① 

【大規模損壊所達】 

・「恒設代替低圧注水ポンプによる原子炉容器への給 

   水のための手順」 

1.4，1.8 

炉心注水② 

【大規模損壊所達】 

・「C 充てん/高圧注入ポンプ（自己冷却）による原子炉

容器への注水のための手順」 

1.4，1.8 

炉心注水③ 

【大規模損壊所達】 

・「C･D 内部スプレイポンプ（自己冷却）による原子炉容

器への注水のための手順」 

1.2，1.3 

1.4，1.8 

炉心注水④ 

【大規模損壊所達】 

 ・「消火ポンプによる原子炉容器への注水のための手  

順」 

1.4，1.8 

炉心注水⑤ 

【大規模損壊所達】 

・「可搬式代替低圧注水ポンプによる原子炉容器への注

水のための手順」 

1.4，1.8 

炉心注水⑥ 

【大規模損壊所達】 

・「化学消防自動車による原子炉容器への注水のための

手順」 

1.4，1.8 

原子炉下部キャビ

ティ注水① 

【大規模損壊所達】 

・「原子炉下部キャビティ注水ポンプによる原子炉下部

キャビティ注水のための手順」 

1.8 

原子炉下部キャビ

ティ注水② 

【大規模損壊所達】 

・「消化ポンプによる原子炉下部キャビティ注水のため

の手順」 

1.8 

原子炉下部キャビ

ティ注水③ 

【大規模損壊所達】 

・「燃料取替用水ポンプによる原子炉下部キャビティ注

水のための手順」 

1.8 
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対応フロー図中の

手順 
手順書名称（案） 

技術的能力に係
る審査基準の当

該項目 

【電源の確保】 

 【5】「電源確保のための戦略」 

電源復旧① 

【大規模損壊所達】 

・「空冷式非常用発電装置による電源応急復旧のための

手順」 

1.14 

電源復旧② 

【大規模損壊所達】 

・「予備変圧器 2 次側経由の号機間電源融通のための手

順」 

1.14 

電源復旧③ 

【大規模損壊所達】 

・「恒設および予備ケーブルによる号機間電源融通のた

めの手順」 

1.14 

電源復旧④ 
【大規模損壊所達】 

・「電源車による電源応急復旧のための手順」 
1.14 

電源復旧⑤ 
【大規模損壊所達】 

・「代替所内電気設備による電源供給のための手順」 
1.14 

電源復旧⑥ 

【大規模損壊所達】 

・「可搬式整流器による直流電源応急復旧のための手

順」 

1.14 

【給水源の確保】 

 【2】「放射性物質拡散抑制のための戦略」 

 【3】「格納容器破損防止（破損炉心冠水）のための戦略」 

 【4】「格納容器過圧破損防止のための戦略」 

 【6】「炉心冷却のための戦略」 

 【7】「SG による原子炉冷却のための戦略」 

水源確保 
【大規模損壊所達】 

 ・「水源確保のための手順」 
1.13 

【その他】 

代替監視計器によ

る監視 

【大規模損壊所達】 

 ・「代替監視計器によるパラメータ監視のための手順」 
1.2 
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添付資料 2.1.10 

 

大規模損壊の発生に備えて配備する資機材について 

 

 大規模損壊発生時に想定される以下の a.～d.の環境下等において、緊急安全対策要員等が事

故対応を行うために必要な資機材を表１に示すとおり配備している。 

 なお、e.の資機材については、緊急時対策所および中央制御室等において必要数を配備する

こととしており、詳細については表２に示す。 

 ａ．全交流電源喪失発生時の環境で対応するために必要な照明機能を有する資機材 

 ｂ．地震および津波の大規模な自然災害による油タンク火災、または故意による大型航空機

の衝突による航空機燃料火災の発生時に消火活動を実施するために着用する防護具およ

び消火剤等の資機材 

 ｃ．炉心損傷および原子炉格納容器破損による高線量の環境下において事故対応するために

着用するマスクおよび線量計等の資機材 

 ｄ．化学薬品等が流失した場合に事故対応するために着用するマスクおよび長靴等の資機材 

 ｅ．大規模な自然災害により外部支援が受けられないことを想定した事故対応を行うための

防護具、線量計および食料等の資機材 

 

表１ 重大事故等および大規模損壊の発生に備えた資機材リスト 

保管場所 品目 保管数 規定類 

ａ．全交流電源喪失発生時の環境で対応するために必要な照明機能を有する資機材 

第一事務所 

第二事務所 

中間建屋（１次系冷却

水ポンプ前通路） 

中間建屋（3、4 号機Ｄ

Ｇ用炭酸ガスボンベ

室） 

ポータブル照明 

（予備バッテリー含む） 

14 台 

－ 

Ａ中央制御室 

Ｂ中央制御室 

ポータブル照明 

（予備バッテリー含む） 

懐中電灯 

ランタン 

ヘッドライト 

12 台 

 

20 個 

8 個 

48 個 

－ 

第一事務所 乾電池 4200 本 － 

第一事務所 

安土クラブ 

中間資機材置場 

懐中電灯 

ヘッドライト 

640 個 

640 個 － 
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保管場所 品目 保管数 規定類 

ｂ．大規模火災発生時に消火活動を実施するために着用する防護具および消火薬剤等の資機材 

Ａ中央制御室 

Ｂ中央制御室 

アスファルト固化建屋

(1、2 号機) 

タービン建屋(1、2 号

機) 

アスファルト固化建屋

(3、4 号機) 

タービン建屋(3、4 号

機) 

第一事務所 

第二事務所 

化学消防車 

水槽付ポンプ車 

耐熱服（手袋、ヘルメット） 

空気呼吸器※1 

62 セット 

62 セット 

防火管理所達 

第一出入管理所 

第二出入管理所 

空気呼吸器※1 14 個 防火管理所達 

1・2号機放水口側詰所 防火服 

個人線量計 

全面マスク 

 

21 着 

20 台 

20 個 
－ 

1・2 号機放水口側詰所

横 

事務棟周辺 

化学消防自動車 

小型動力ポンプ付水槽車 

泡消火薬剤 

2 台 

2 台 

2 式 

防火管理所達 

Ａ中央制御室 

Ｂ中央制御室 

第二事務所 

セルフエアセット※1 

（予備ボンベ含む） 

全面マスク 

5 台 

 

70 個 

－ 

可搬型重大事故等対処

設備保管場所（屋外） 

放水砲 

大容量ポンプ 

5 台 

5 台 

大規模損壊所達 
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保管場所 品目 保管数 規定類 

ｃ．高線量の環境下で事故対応するために着用するマスクおよび線量計等の資機材 

緊急時対策所 個人線量計 
表面汚染密度測定用サーベイメータ 
ガンマ線測定用サーベイメータ 
緊急時対策所内可搬型エリアモニタ 
緊急時対策所外可搬型エリアモニタ 
汚染防護服（タイベック） 
綿帽子 
靴下 
綿手袋 
ゴム手袋 
全面マスク 
交換カートリッジ 
靴カバー 
長靴 
タングステンベスト※2 

250 台 

5 台 

5 台 

2 台 

2 台 

2,100 着 

2,100 個 

2,100 足 

2,100 双 

4,200 双 

300 個 

2,100 組 

2,100 足 

25 足 

10 着 

－ 

Ａ中央制御室 

Ｂ中央制御室 

個人線量計 
表面汚染密度測定用サーベイメータ 
ガンマ線測定用サーベイメータ 
汚染防護服（タイベック） 
綿帽子 
靴下 
綿手袋 
ゴム手袋 
アノラック 
全面マスク 
靴カバー 
長靴 
セルフエアセット 

46 台 

4 台 

4 台 

46 着 

46 個 

46 足 

46 双 

92 双 

46 着 

46 個 

46 足 

6 足 

4 台 

－ 

ｄ．化学薬品等が流失した場合に事故対応するために着用するマスクおよび長靴等の資機材 

Ａ中央制御室 

Ｂ中央制御室 

１，２号機放水口側詰

所 

協力会社事務所Ｄ棟 

全面マスク（ガス吸収缶含む） 

化学防護服 

化学防護手袋 

化学防護長靴 

保護メガネ 

32 個 

32 着 

32 双 

32 足 

32 個 

化学管理業務所則 

※1：大規模火災が発生する環境で必要な資機材のうちセルフエアセット（空気呼吸器）は、高線量下での環境で対

応するための資機材および化学薬品が流出するような環境で対応するための機材を兼ねる。 

※2：タングステンベストについては、着用により作業効率が下がり、作業時間の増加に伴い被ばく線量が増加す

るため、移動を伴う作業においては原則着用しない。ただし、高線量下で移動を伴わない作業の場合は、作業場所

の状況に応じ着用する。 
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表２ 外部支援が受けられないことを想定した事故対応を行うための防護具、線量計および食

料等の資機材 

 

(1) 放射線管理用資機材およびチェンジングエリア用資機材等（緊急時対策所） 

 ａ．防護具および除染資材（被ばく管理・汚染管理） 

品名 
保管数 

緊急時対策所（緊急時対

策所建屋内） 構内保管※８ 

汚染防護服（タイベック） 2,100 着※１ 約 6,000 着 
綿帽子 2,100 個※２ 約 6,000 個 
靴下 2,100 足※２ 約 20,000 足 
綿手袋 2,100 双※２ 約 40,000 双 
ゴム手袋 4,200 双※３ 約 40,000 双 
全面マスク 300 個※４ 約 2,300 個 
交換カートリッジ（2 個で 1 組） 2,100 組※５ 約 3,000 組 
靴カバー 2100 足※２ 約 6000 足 
長靴 25 足※６ 約 500 足 
タングステンベスト 10 着※７ 20 着 

※１：188 名×7 日＋余裕（2 重化含む） 
※２：188 名×7 日＋余裕 
※３：188 名＋余裕×7 日×2 双＋余裕 
※４：188 名＋余裕 
※５：188 名×7 回(ﾌﾟﾙｰﾑ前後各１回＋その後 1 日に 1 回=5 回) ＋余裕 
※６：188 名×10%＋余裕 
※７：指揮者 1 名＋放射線管理 1 名＋作業者 3 名×2 班＋余裕 
※８：緊急時対策所（緊急時対策所建屋内）保管数を含む 
 
ｂ．計測器（被ばく管理・汚染管理） 

品名 
保管数 

緊急時対策所（緊急

時対策所建屋内） 
構内保管※７ 

個人線量計 250 台※１ 約 1,700 台 

表面汚染密度測定用 
サーベイメータ 5 台※２ 約 110 台 

ガンマ線測定用 
サーベイメータ 5 台※３ 約 60 台 

緊急時対策所内可搬型エリアモニタ 2 台※４※６ 約 10 台※８ 

緊急時対策所外可搬型エリアモニタ 2 台※５※６ 2 台 
※１：188 名＋余裕 
※２：チェンジングエリアにて使用 
※３：現場作業時に使用 
※４：緊急時対策所（緊急時対策所建屋内）内にて使用 
※５：緊急時対策所（緊急時対策所建屋内）外にて使用 
※６：予備１台を含む 
※７：緊急時対策所（緊急時対策所建屋内）保管数を含む 
※８：同型の可搬型モニタ８台を含む 
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ｃ．チェンジングエリア用資機材および除染資材 
品   名 数量＊１ 

緊急時対策所（緊急時対策所建屋内） 
養生シート 3 本 
バリア 8 個 
粘着マット 3 個 
ゴミ箱（スタンション含む） 7 個 
ポリ袋（赤・黄・黒） 各 30 枚 
テープ（白・黒） 各 10 巻 
ウエス 1 箱 
ウェットティッシュ 10 個 
はさみ・カッター 各 2 本 
マジック 2 本 
簡易シャワー 1 台 
簡易タンク 1 台 

＊１：チェンジングエリア設置に必要な数量 
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(2) 食料等（緊急時対策所） 

 ａ．食料等 

品名 単位 配備数 配備数の根拠 

食料 食 4,200 188 名×3食×7 日＋余裕 

飲料水 ﾘｯﾄﾙ 2,100 188 名×3食×0.5 ﾘｯﾄﾙ×7 日＋余裕 

  

ｂ．その他資機材 

品名 単位 配備数 配備数の根拠 

酸素濃度計 台 ３ 
1 台(予備２台) 
 

二酸化炭素濃度計 台 ３ 
１台(予備２台) 
 

可搬型照明 台 ２ 
 
 

簡易トイレ 式 １ 
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(3) 原子力災害対策活動で使用する主な資料（緊急時対策所） 

区分 資料名 

１．組織および体制に関する資料 (１)緊急時対応組織資料 

① 高浜発電所原子力事業者防災業務計画 

② 高浜発電所原子炉施設保安規定 

③ 原子力防災規程 

④ 非常時の措置通達 

⑤ 原子力防災業務要綱 

⑥ 高浜発電所事故時操作所則 

⑦ 高浜発電所電源機能等喪失時における原子炉施設の保全 

のための活動に係る対応所達 

⑧ 高浜発電所重大事故等発生時における原子炉施設の保全 

のための活動に関する所達 

⑨ 高浜発電所大規模発生時における原子炉施設の保全の 

ための活動に関する所達 

 

(２)緊急時通信連絡体制資料 

① 原子力防災組織要員名簿等 

 

２．社会環境に関する資料 (１)高浜発電所周辺人口関連資料 

① 方位別人口分布図 

② 集落別人口分布図 

③ 市町村人口表 

(２)高浜発電所周辺環境資料 

① 発電所周辺航空写真 

② 発電所周辺地図（２万５千分の１） 

③ 発電所周辺地図（５万分の１） 

④ 市町村市街図 

 

３．放射能影響推定に関する資料 (1)高浜発電所気象関係資料 

① 気象観測データ 

(２)緊急モニタリング資料 

① 空間線量モニタリング配置図 

② 環境試料サンプリング位置図 

③ 環境モニタリング測定データ 

(３)高浜発電所設備資料 

① 主要系統模式図 

② １～４号機 原子炉設置（変更）許可申請書 

③ １～４号機 系統図 

④ プラント配置図 

⑤ １～４号機 プラント関係プロセスおよび放射線計測 

配置図 

⑥ プラント主要設備概要 

⑦ １～４号機 原子炉安全保護系ロジック一覧表 
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(4) 放射線管理用資機材およびチェンジングエリア用資機材等（中央制御室） 

 ａ．防護具および除染用資機材（被ばく管理・汚染管理） 

品名 保管数 考え方 

汚染防護具（タイベック） 23 着 運転員等 15 名＋余裕 

綿帽子 23 個 運転員等 15 名＋余裕 

靴下 23 足 運転員等 15 名＋余裕 

綿手袋 23 双 運転員等 15 名＋余裕 

ゴム手袋 46 双 運転員等 15 名×２双＋余裕 

アノラック 23 着 運転員等 15 名＋余裕 

全面マスク 23 個 運転員等 15 名＋余裕 

靴カバー 23 足 運転員等 15 名＋余裕 

長靴 3 足 － 

セルフエアセット 2 台 － 

 

 ｂ．計測器（被ばく管理・除染管理） 

品  名 保管数 考え方 

個人線量計 23 台 運転員等 15 名＋余裕 

表面汚染密度測定用 
サーベイメータ 

2 台 中央制御室内等のモニタリング及び中央制御室

入室者の汚染検査に使用 

ガンマ線測定用 
サーベイメータ 

2 台 中央制御室内等のモニタリングに使用 

 

 ｃ．中央制御室チェンジングエリア設営用資機材 

品名 保管数 考え方 

鋼製パイプ、ボード 1 式 チェンジングエリア設置に必要な数量 

養生シート 1 本 

バリア 6 個 

粘着マット 3 個 

ゴミ箱（スタンション含む） 7 個 

ポリ袋（赤・黄・黒） 各 30 枚 

テープ（白・黒） 各 10 巻 

ウエス 1 箱 

ウエットティッシュ 10 個 

はさみ・カッター 各 2本 

マジック 2 本 

簡易シャワー 1 台 

簡易タンク 1 台 

可搬型空気浄化装置 
（ダクト含む） 

1 式 
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ｄ．その他資機材（可搬型照明） 

品名 保管数 備考 
可搬型照明（ＳＡ） 

（中央制御室用） 
17 個 

Ａ中央制御室用 9 個(予備 1 個含む)及びＢ中央

制御室用 8個(予備 2個含む) 
可搬型照明（ＳＡ） 

（チェンジングエリア用） 
5 個 Ａ中央制御室用 3個及びＢ中央制御室用 2 個 

酸素濃度計 6 個 Ａ及びＢ中央制御室用（予備 2 個含む）各 3個 

二酸化炭素濃度計 6 個 Ａ及びＢ中央制御室用（予備 2 個含む）各 3個 
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通信手段の確保 

 

 大規模損壊の発生時において、指揮者と現場間、発電所外等との通信手段を確保するため、

多様な複数の通信手段を整備している。 

 

 通常の通信手段が使用不能な場合を想定した通信手段として、携行型通話装置、トランシー

バー、衛星携帯電話および統合原子力防災ネットワークに接続する通信連絡設備を配備すると

ともに、消火活動専用の通信設備としてトランシーバー、衛星携帯電話を配備する。 

 

 ＜携行型通話装置について＞ 

 ・携行型通話装置の通話可能距離は、約 20km※1 であるため、発電所内を十分にカバーできる。 

 ・大規模損壊時の対処において、緊急時対策所にて携行型通話装置を使用する場合、最大の

通話距離となるのは４号機空冷式非常用発電装置であり、その範囲で通話できることを定

期的に確認している。 

 

※1：１対１通話の場合。４～５台のグループ通話の場合は約 10km。 

 

大規模損壊発生時の通信連絡手段について 

通信連絡手段 通信連絡設備 

○保安用電話および運転指令設備等が使用できる場合 

 

緊急時対策所  中央制御室※2  現場（屋内） 

保安用電話 

運転指令設備 

 

保安用電話 

運転指令設備 

保安用電話 

運転指令設備 

   

現場（屋外） 

保安用電話 

運転指令設備 

 
 

 

○保安用電話および運転指令設備等が使用できない場合 

 

緊急時対策所  中央制御室※2  現場（屋内） 

携行型通話装置※3 

衛星電話 

 

携行型通話装置※3 

衛星電話 

携行型通話装置※3 

 

   

現場（屋外） 

携行型通話装置※3 

衛星携帯電話 

トランシーバー 
 

 

※2：中央制御室が使用不能な場合は、緊急時対策所と現場で連絡を取り実施。 

※3：携行型通話装置の通信線は既に敷設済みであるが、断線を考慮して通信線約 4,000m を配備している。 

 

 

保安用電話（固定） 保安用電話（携帯） 

運転指令設備 

衛星電話（固定） 衛星電話（携帯） 

携行型通話装置 トランシーバー 
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29－④ 

内部溢水、重大事故等及び大規模損壊が発生した後の措置について 
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内部溢水、重大事故等及び大規模損壊が発生した後の措置について  

実用炉規則及び保安規定審査基準の改正により、内部溢水、重大事故等及び大規模損壊発生

時における原子炉施設の保全のための活動を行う体制の整備について新たに要求され、この要

求は、実用炉規則第 92条第１項第 19 号「非常の場合に講ずべき処置」とは別に、第 21 号

「内部溢水発生時の体制の整備」、第 22号「重大事故等発生時の体制の整備」及び第 23号

「大規模損壊発生時の体制の整備」として追加された。 

この要求を踏まえた保安規定の変更については、第９章（非常時の措置）ではなく、第４章

（運転管理）第１８条に体制の整備に係る計画を策定し、実施し、評価し、継続的に改善して

いく管理の枠組みとして規定することとした。即ち、本条文は原災法第１０条又は第１５条に

相当する事象が発生した後の措置を規定したものではなく、内部溢水、重大事故等及び大規模

損壊発生時における原子炉施設の保全のための活動を行うために必要な体制の整備（備え）を

規定したものである。  

なお、内部溢水、重大事故等及び大規模損壊の発生（原子力災害に至るおそれが発生した場

合（＝特定事象の発生））以降については、原子力災害の未然防止を目的とする原子炉等規制

法体系の保安規定の範囲を超えているため、防災に係る法令、特に原災法のもと公衆の安全を

守るために講ずるべき措置について原子力事業者防災業務計画に定め、それに従い実施するこ

ととなっている。これは、保安規定審査基準の第 19 号「非常の場合に講ずべき処置」の要求

とも整合している。 

よって、内部溢水、重大事故等及び大規模損壊が発生した後の措置に関する事項について

は、保安規定審査基準の第 19号「非常の場合に講ずべき処置」の要求として、第９章（非常

時の措置）に整理する。  

以 上 

保安規定審査基準 抜粋  

実用炉規則第９２条第１項第１９号 非常の場合に講ずべき処置  

○ 緊急時に備え、平常時から緊急時に実施すべき事項が定められていること。 

○ 緊急時における運転操作に関する社内規程類を作成することが定められていること。 

○ 緊急事態発生時は定められた通報経路に従い、関係機関に通報することが定められていること。 

○ 緊急事態の発生をもってその後の措置は防災業務計画によることが定められていること。 

○ 緊急事態が発生した場合は、緊急時体制を発令し、応急措置及び緊急時における活動を実施することが定

められていること。  

○ 事象が収束した場合は、緊急時体制を解除することが定められていること。 

○ 防災訓練の実施頻度について定められていること。 
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29－⑤ 

重大事故等及び大規模損壊対応に係る実施基準（添付３）における 

資機材配備の記載の考え方について 
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重大事故等及び大規模損壊対応に係る実施基準（添付３）における資機材配備の記載の考

え方について  

１．重大事故等及び大規模損壊対応における設備・資機材は以下のとおり配備することとす

る。 

 

 【設備・資機材リスト項目の凡例】 
項 目 記載の考え方 

資機材区分 設備・資機材の区分。 

・ＳＡ設備   ：重大事故等対処設備（運転上の制限に含まれる資機材を含む） 

・多様性拡張設備：多様性拡張設備 

・大規模損壊設備：大規模損壊時に使用する設備（ＳＡ設備含む） 

・予備品    ：技術的能力１．０に基づき準備する予備品 

・その他資機材 ：工具、運搬車両、消耗品等の一般汎用品 
号機 対象号機を記載（予備は共用） 
資機材名称 設備・資機材の名称。 
数量・数量単位 設備・資機材の保有数。 
所管課  設備・資機材の設備所管課（室）を記載。 
保管場所・保管場所詳細 保管場所を記載。 

 

<重大事故等対応時に必要な設備・資機材> 

重大事故等発生時の対応に必要な資機材について、重大事故の発生及び拡大の防止に必要

な措置（表１～表 19）、アクセスルートの確保、復旧作業及び支援等に記載する資機材を配

備することを記載する。 

 

<大規模損壊時の対応時に必要な設備・資機材>  

大規模損壊発生時の対応に必要な資機材について、重大事故等対策で配備する資機材の

基本的な考え方を基に、高線量の環境、大規模な火災の発生及び外部支援が受けられない

状況を想定し配備することを記載する。 

また、そのような状況においても使用を期待できるよう、原子炉補助建屋等から 100m 

以上離隔をとった場所に分散して配備することを記載する。 
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○配備する資機材の概要 

  

（１） 全交流動力電源喪失が発生する環境で対応するために必要な照明機能を有する資機

材  

（２） 炉心損傷及び原子炉格納容器破損による高線量の環境下において事故対応するため

に着用するマスク、高線量対応防護服及び線量計等の必要な資機材  

（３） 地震及び津波の大規模な自然災害による油タンク火災又は故意による大型航空機の

衝突による大規模な燃料火災の発生時において、必要な消火活動を実施するために

着用する防護具、消火剤等の資機材、消火設備等  

（４） 化学薬品等が流出した場合に事故対応するために着用するマスク、長靴等の資機材  

（５） 大規模な自然災害により外部支援が受けられない場合も事故対応を行うための防護

具、線量計、食料等の資機材  

（６） 大規模損壊の発生時において、指揮者と現場間、発電所外等との連絡に必要な通信

手段を確保するため、多様な通信手段  

また、通常の通信手段が使用不能な場合を想定した通信連絡手段として、携行型

通話装置、トランシーバー、衛星電話（携帯）及び統合原子力防災ネットワークに

接続する通信連絡設備を配備するとともに、消火活動専用の通信連絡設備としてト

ランシーバー、衛星電話（携帯） 

 
 
 
 

以 上 
 

重大事故等対応時に使用する資機材に加えて大規模損壊発生時に必要な資機材の考え

方を整理し記載する。  
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29－⑥ 

重大事故等対処設備の固縛解除の運用について 
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重大事故等対処設備の固縛解除の運用について  

屋外保管の重大事故等対処設備を事故時に使用する場合の固縛解除の運用につ

いて整理する。  

１． 固縛理由  

（１）竜巻発生時の浮き上がり及び横滑り防止：車両関係  

※ 地震発生に対する固縛は転倒評価結果により不要  

 

２． 使用時の運用  

屋外保管の固縛を実施している重大事故等対処設備を重大事故等発生時に

使用する場合は、アクセスルートを選定し使用する設備を決定後、使用する

設備の固縛解除を行う。 

基本的には使用しない設備の固縛解除は行わない。但し、発電所の状況とし

て、重大事故等を収束させる観点から、異なるアクセスルートを用いて同時

に複数の重大事故等対処設備を運ぶことが適切である場合には、固縛解除も

可能とする。 

  

３． 保安規定への反映  

上記の運用については、アクセスルートの選定から重大事故等対処設備を

設置するまでの一連の活動の中のひとつであり、具体的な実施内容となるこ

とから保安規定に記載せず、３次文書に記載する。なお、アクセスルートの

確保等については、添付３に定めることとしている。 

以上  
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添付資料  

屋外保管の固縛を実施している重大事故等対処設備 

No. 設備名称 配置場所 

1 １号機 Ａ空冷式非常用発電装置 １号機背面道路エリア 

2 １号機 Ｂ空冷式非常用発電装置 １号機背面道路エリア 

3 ２号機 Ａ空冷式非常用発電装置 １号機背面道路エリア 

4 ２号機 Ｂ空冷式非常用発電装置 １号機背面道路エリア 

5 共用機 電源車（緊急時対策所用） 緊急時対策所付近 

6 共用機 電源車（緊急時対策所用） 取水路側面エリア 

7 共用機 電源車（緊急時対策所用） ビジターズハウス付近 

8 共用機 タンクローリー 緊急時対策所付近 

9 共用機 タンクローリー 取水路側面エリア 

10 共用機 タンクローリー ビジターズハウス付近 

11 １号機 Ａ可搬式代替低圧注水ポンプ 取水路側面エリア 

12 １号機 Ｂ可搬式代替低圧注水ポンプ 緊急時対策所付近 

13 ２号機 Ａ可搬式代替低圧注水ポンプ 取水路側面エリア 

14 ２号機 Ｂ可搬式代替低圧注水ポンプ 緊急時対策所付近 

15 １号機 Ａ電源車 (可搬式代替低圧注水ポンプ用) 取水路側面エリア 

16 １号機 Ｂ電源車 (可搬式代替低圧注水ポンプ用) 緊急時対策所付近 

17 ２号機 Ａ電源車 (可搬式代替低圧注水ポンプ用) 取水路側面エリア 

18 ２号機 Ｂ電源車 (可搬式代替低圧注水ポンプ用) 緊急時対策所付近 

19 共用機 放水砲 取水路側面エリア 

20 共用機 放水砲 緊急時対策所付近 

21 
１号機 Ａ仮設組立式水槽・可搬型ホース（可搬式代替低圧注水ポ

ンプ用）（トラック積載） 
取水路側面エリア 

22 
１号機 Ｂ仮設組立式水槽・可搬型ホース（可搬式代替低圧注水ポ

ンプ用）（トラック積載） 
緊急時対策所付近 

23 
２号機 Ａ仮設組立式水槽・可搬型ホース（可搬式代替低圧注水ポ

ンプ用）（トラック積載） 
取水路側面エリア 

24 
２号機 Ｂ仮設組立式水槽・可搬型ホース（可搬式代替低圧注水ポ

ンプ用）（トラック積載） 
緊急時対策所付近 

25 １号機 Ａ送水車 取水路側面エリア 

26 １号機 Ｂ送水車 緊急時対策所付近 

27 ２号機 Ａ送水車 取水路側面エリア 

28 ２号機 Ｂ送水車 緊急時対策所付近 

29 共用機 送水車（予備） ビジターズハウス付近 

30 共用機 泡混合器 取水路側面エリア 

31 共用機 可搬式ホース（放水砲用）（50m：ホース巻取り装置） 
取水路側面エリア 

緊急時対策所付近 

32 共用機 可搬式ホース（放水砲用）（10m 及び 5m ホース） 
取水路側面エリア 

緊急時対策所付近 

33 共用機 緊急時対策所非常用空気浄化ファン（予備） ビジターズハウス付近 
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補足説明資料－３０ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記録について 
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記録について 

 

実用炉規則第 67条（記録）第１項の表第２号「再結合装置内の温度」について 

 

 

 実用炉規則第 67条（記録）第１項の表第２号にて要求されている「再結合装置内の温度」について

は、事故時に格納容器内の水素濃度を低減させるために用いる機器の動作状況を確認することが法令

の記録として求められていると解釈されることから、重大事故等対処設備として新規導入した静的触

媒式水素再結合装置及び原子炉格納容器水素燃焼装置が動作環境下である場合の記録について、保安

規定第 133 条（記録）に１号炉及び２号炉も対象に追加することとした。 

 

１．保安規定第 133 条への記載内容 

実用炉規則第 67 条の要求を踏まえ、以下のとおりとする。 

○ 記録すべき場合：運転中※3１時間毎 

○ 保存期間：１年間 

原子炉格納容器水素燃焼装置は、手順着手の判断基準により動作開始時期が明確になっているが、

静的触媒式水素再結合装置は動作開始時期が不明確であることから、記録を採取する「運転中」とし

て※３を追記し「原子炉格納容器水素燃焼装置を起動している期間。」とすることにより、静的触媒

式水素再結合装置も含めた記録採取期間を保安規定上明確にしている。 

装置起動（手順着手）の判断基準については、保安規定添付３「重大事故等および大規模損壊対応

に係る実施基準」に以下の内容を定め、この判断により装置を起動した際に、記録開始とすることを

２次文書以下に定める。 

 

・ 静的触媒式水素再結合装置 

（手順着手の判断基準） 

炉心の損傷が発生したことを，炉心出口温度等により確認した場合 

・ 原子炉格納容器水素燃焼装置 

（手順着手の判断基準） 

非常用炉心冷却設備作動信号が発信した場合 

原子炉格納容器水素燃焼装置の自動起動確認は、事故時における非常用炉心冷却設備作動信号発信

後に実施する。 

 

２．ＢＷＲにおける記録について（参考） 

ＢＷＲにおける「再結合装置内の温度」とは、気体廃棄物処理系排ガス再結合装置内の温度と解釈

されており、本系統は、プラント運転中に必要な系統であることから、「原子炉の状態が運転及び起

動において１時間ごと」としている。 
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添付３「重大事故等および大規模損壊対応に係る実施基準」 抜粋 
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１

お
よ

び
２

に

お
い

て
毎
日

１
回
 

１
年
間
 

1
4．

原
子

炉
内
に
お

け
る
燃
料

体
の

配
置
 

配
置

ま
た

は
配

置
替

え

の
都
度
 

取
出
後
１
０
年
間
 

1
5．

運
転

開
始
前
の

点
検
結
果
 

開
始

の
都
度
 

１
年
間
 

1
6．

運
転

停
止
後
の

点
検
結
果
 

停
止

の
都
度
 

１
年
間
 

1
7．

運
転

開
始
日
時
 

そ
の

都
度
 

１
年
間
 

1
8．

臨
界

到
達
日
時
 

同
上
 

１
年
間
 

1
9．

運
転

切
替
日
時
 

同
上
 

１
年
間
 

2
0．

緊
急

し
ゃ
断
日

時
 

同
上
 

１
年
間
 

2
1．

運
転

停
止
日
時
 

同
上
 

１
年
間
 

2
2．

警
報

装
置
か
ら

発
せ
ら
れ

た
警

報
の

内
容

※
４
 

そ
の

都
度
 

１
年
間
 

2
3．

運
転

責
任
者

の
氏

名
お

よ
び

運
転

員
の

氏
名
な

ら

び
に
こ

れ
ら
の

者
の

交
代
の

日
時

お
よ

び
交

代
時

の

引
継
事

項
 

交
代

の
都
度
 

１
年
間
 

2
4．

運
転

上
の
制

限
の

確
認

お
よ

び
運

転
上

の
制
限

を

満
足
し

て
い

な
い
と

判
断
し
た

場
合

に
講

じ
た
措

置
 

そ
の

都
度
 

１
年

間
（

運
転

上

の
制

限
を

満
足

し

て
い

な
い

と
判

断

し
た

場
合

は
、

当

該
記

録
に

つ
い

て

５
年
間
）
 

2
5．

使
用

済
燃
料

の
貯

蔵
施

設
内

に
お

け
る

燃
料
体

の

配
置
 

配
置

ま
た

は
配

置
替

え

の
都
度
 

５
年
間
 

2
6．

使
用

済
燃
料
の

払
出
し
時

に
お

け
る

放
射
能

の
量

 
払

出
し
の
都

度
 

１
０
年
間
 

2
7．

燃
料

体
の
形

状
ま

た
は

性
状

に
関

す
る

検
査
の

結

果
 

挿
入

前
お

よ
び

取
出

後

（
装

荷
予

定
の

な
い

場

合
を

除
く
）

 

取
出
後
１
０
年
間
 

※
３
：

 
添
付

３
「
重

大
事
故

等
お
よ

び
大
規

模
損

壊
対
応

に
係
る

実
施
基

準
」
に
定
め

る
判
断

基
準
に

よ
り
、

原
子

炉
格

納
容
器
水

素
燃
焼
装

置
を

起
動

し
て
い

る
期
間
。

 

※
４
：
「

警
報
装
置
か

ら
発
せ
ら

れ
た

警
報
」
と
は

、
実
用

発
電

用
原

子
炉
及

び
そ
の
付
属

施
設
の
技
術
基

準

に
関

す
る

規
則
第
４

７
条
第
１

項
お

よ
び

第
２
項

に
規
定
す

る
範

囲
の
警
報
を
い
う
。
 

      

 表
１
３
３
－
１
（
続
き
）
 

記
録
（
実
用
炉

規
則
第
６
７
条
に
基
づ
く

記
録
）
 

記
録
す
べ
き
場

合
※

２
 

保
存
期
間
 

７
．
冷
却
材
入
口
温
度
 

モ
ー

ド
１

お
よ

び
２

に

お
い
て
１
時
間
毎
 

１
０
年
間
 

８
．
冷
却
材
出
口
温
度
 

１
０
年
間
 

９
．
冷
却
材
圧
力
 

モ
ー

ド
１

お
よ

び
２

に

お
い
て
１
時
間
毎
 

１
０
年
間
 

10
．
冷
却
材
流
量
 

１
０
年
間
 

11
．
制
御
棒
位
置
 

１
年
間
 

12
．
再
結
合
装
置
内
の
温
度
 

 

(1
) 
静
的
触
媒
式
水
素
再
結
合
装
置
温
度
 

(2
) 
原
子
炉
格
納
容
器
水
素
燃
焼
装
置
温
度
 

運
転
中

※
３
１
時
間
毎
 

１
年
間
 

13
．
原
子
炉
に
使
用
し
て
い
る
冷

却
材
の
純
度

お
よ
び

毎
日
の
補
給
量
 

モ
ー

ド
１

お
よ

び
２

に

お
い
て
毎
日
１
回
 

１
年
間
 

14
．
原
子
炉
内
に
お
け
る
燃
料
体
の
配
置
 

配
置

ま
た

は
配

置
替

え

の
都
度
 

取
出
後
１
０
年
間
 

15
．
運
転
開
始
前
の
点
検
結
果
 

開
始
の
都
度
 

１
年
間
 

16
．
運
転
停
止
後
の
点
検
結
果
 

停
止
の
都
度
 

１
年
間
 

17
．
運
転
開
始
日
時
 

そ
の
都
度
 

１
年
間
 

18
．
臨
界
到
達
日
時
 

同
上
 

１
年
間
 

19
．
運
転
切
替
日
時
 

同
上
 

１
年
間
 

20
．
緊
急
し
ゃ
断
日
時
 

同
上
 

１
年
間
 

21
．
運
転
停
止
日
時
 

同
上
 

１
年
間
 

22
．
警
報
装
置
か
ら
発
せ
ら
れ
た
警
報
の
内
容

※
４
 

そ
の
都
度
 

１
年
間
 

23
．
運
転
責
任
者
の
氏
名
お
よ
び

運
転
員
の
氏

名
な
ら

び
に
こ
れ
ら
の
者
の
交
代
の

日
時
お
よ

び
交
代
時
の

引
継
事
項
 

交
代
の
都
度
 

１
年
間
 

24
.
運

転
上

の
制

限
の

確
認

お
よ

び
運

転
上

の
制

限
を

満
足
し
て
い
な
い
と
判
断
し
た
場
合
に
講
じ

た
措
置
 

そ
の
都
度
 

１
年

間
（

運
転

上

の
制

限
を

満
足

し

て
い

な
い

と
判

断

し
た

場
合

は
、

当

該
記

録
に

つ
い

て

５
年
間
）
 

25
．
使
用
済
燃
料
の
貯
蔵
施
設
内

に
お
け
る
燃

料
体
の

配
置
 

配
置

ま
た

は
配

置
替

え

の
都
度
 

５
年
間
 

26
．
使
用
済
燃
料
の
払
出
し
時
に
お
け
る
放
射

能
の
量
 

払
出
し
の
都
度
 

１
０
年
間
 

27
．
燃
料
体
の
形
状
ま
た
は
性
状

に
関
す
る
検

査
の
結

果
 

挿
入

前
お

よ
び

取
出

後

（
装

荷
予

定
の

な
い

場

合
を
除
く
）
 

取
出
後
１
０
年
間
 

※
３
：

 
添
付

３
「
重

大
事
故

等
お
よ

び
大
規

模
損
壊
対
応

に
係
る

実
施
基

準
」
に
定
め

る
判
断

基
準
に

よ
り
、

原
子
炉
格
納
容
器
水
素
燃
焼
装
置
を
起

動
し
て
い
る
期
間
。
 

※
４
：
「
警
報
装
置
か
ら
発
せ
ら
れ
た
警
報
」
と
は
、
実
用
発
電
用
原
子
炉
及
び

そ
の
付
属
施

設
の
技
術
基

準

に
関
す
る
規
則
第
４
７
条
第
１
項
お
よ
び

第
２
項
に
規
定
す
る
範
囲
の
警
報
を
い
う
。
 

      

         １
、
２
号
炉
の
追
加
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変
更

前
 

変
更
後
 

記
載
の
考
え

方
 

 表
１
３
３

－
１
（
続
き

）
 

記
録

（
実
用

炉
規

則
第
６
７
条

に
基
づ
く

記
録
）
 

記
録

す
べ
き
場

合
※

２
 

保
存
期
間
 

28
．
原
子
炉

本
体

、
使
用
済

燃
料

の
貯
蔵

施
設

、
放

射
性
廃
棄
物

の
廃

棄
施
設
等

の
放

射
線
し
ゃ

へ
い

物
の
側

壁
に

お
け
る

線
量
当
量

率
 

毎
日

運
転

中
１
回
 

１
０
年
間
 

29
．
放
射
性

廃
棄

物
の
排
気

口
ま

た
は
排

気
監

視
設

備
お
よ
び
排

水
口

ま
た
は
排

水
監

視
設
備
に

お
け

る
放
射
性
物

質
の

１
日
間
お

よ
び

３
月
間
に

つ
い

て
の

平
均
濃

度
 

１
日

間
の

平
均

濃
度

に

あ
っ

て
は

毎
日

１
回

、

３
月

間
の

平
均

濃
度

に

あ
っ

て
は

３
月

毎
に

１

回
 

１
０
年
間
 

3
0
．
管
理
区

域
に
お

け
る

外
部

放
射

線
に

係
る
１

週

間
の
線
量

当
量
、

空
気
中

の
放

射
性
物

質
の
１

週

間
に
つ
い

て
の
平

均
濃
度

お
よ

び
放
射

性
物
質

に

よ
っ
て
汚

染
さ
れ

た
物
の

表
面

の
放
射

性
物
質

の

密
度
 

毎
週

１
回
 

１
０
年
間
 

3
1
．
放
射
線

業
務
従

事
者

の
４

月
１

日
を

始
期
と

す

る
１

年
間

の
線

量
、

女
子

※
５
の

放
射

線
業

務
従

事
者
の
４

月
１
日

、
７
月

１
日

、
１
０

月
１
日

お

よ
び
１
月

１
日
を

始
期
と

す
る

各
３
月

間
の
線

量

な
ら
び
に

本
人
の

申
出
等

に
よ

り
妊
娠

の
事
実

を

知
る
こ
と

と
な
っ

た
女
子

の
放

射
線
業

務
従
事

者

に
あ
っ
て

は
出
産

ま
で
の

間
毎

月
１
日

を
始
期

と

す
る
１
月
間

の
線
量
 

１
年

間
の

線
量

に
あ

っ

て
は

毎
年

度
１

回
、

３

月
間

の
線

量
に

あ
っ

て

は
３

月
毎

に
１

回
、

１

月
間

の
線

量
に

あ
っ

て

は
１

月
毎
に
１

回
 

※
６
 

3
2
．
４
月
１

日
を
始

期
と

す
る

１
年

間
の

線
量
が

２

０
ミ
リ
シ

ー
ベ
ル

ト
を
超

え
た

放
射
線

業
務
従

事

者
の
当
該

１
年
間

を
含
む

原
子

力
規
制

委
員
会

が

定
め
る
５
年

間
の

線
量
 

原
子

力
規

制
委

員
会

が

定
め

る
５

年
間

に
お

い

て
毎

年
度

１
回

（
左

欄

に
掲

げ
る

当
該

１
年

間

以
降

に
限
る

）
 

※
６
 

3
3
．
放
射
線

業
務
従

事
者

が
緊

急
作

業
に

従
事
し

た

期
間
の
始

期
お
よ

び
終
期

な
ら

び
に
放

射
線
業

務

従
事
者
の
当

該
期

間
の
線
量

 

そ
の

都
度
 

※
６
 

3
4.
 
放
射

線
業
務

従
事
者

が
当

該
業

務
に

就
く
日

の

属
す
る
年

度
に
お

け
る
当

該
日

以
前
の

放
射
線

被

ば
く
の
経

歴
お
よ

び
原
子

力
規

制
委
員

会
が
定

め

る
５
年
間

に
お
け

る
当
該

年
度

の
前
年

度
ま
で

の

放
射
線
被
ば

く
の

経
歴
 

そ
の

者
が

当
該
業
務
に

就
く
時
 

※
６
 

3
5
．
発
電
所

の
外
に

お
い

て
運

搬
し

た
核

燃
料
物

質

等
の
種
類

別
の
数

量
、
そ

の
運

搬
に
使

用
し
た

容

器
の
種
類

な
ら
び

に
そ
の

運
搬

の
日
時

お
よ
び

経

路
 

運
搬

の
都
度
 

１
年
間
 

※
５
：
妊

娠
不
能
と
診

断
さ
れ
た

者
お

よ
び
妊
娠
の

意
思
の

な
い

旨
を

書
面
で

申
し
出
た
者

を
除
く
。
 

※
６
：
そ

の
記
録

に
係

る
者
が
放

射
線

業
務

従
事

者
で
な

く
な

っ
た

場
合
、

ま
た
は
そ
の

記
録
を
保
存
し
て
い
る

期
間

が
５

年
を

超
え

た
場
合

に
お

い
て

、
そ
の

記
録

を
原
子

力
規

制
委
員
会
の
指
定
す
る
機
関
に
引
き
渡

す
ま

で
の
期
間

。
 

     

 表
１
３
３
－
１
（
続
き
）
 

記
録
（
実
用
炉

規
則
第
６
７
条
に
基
づ
く

記
録
）
 

記
録
す
べ
き
場
合

※
２
 

保
存
期
間
 

2
8
．
原
子
炉

本
体
、
使

用
済
燃

料
の
貯
蔵

施
設
、

放

射
性
廃
棄
物

の
廃
棄

施
設
等
の

放
射
線
し

ゃ
へ

い

物
の
側
壁
に
お
け
る
線
量
当
量
率
 

毎
日
運
転
中
１
回
 

１
０
年
間
 

2
9
．
放
射
性

廃
棄
物
の

排
気
口

ま
た
は
排

気
監
視

設

備
お
よ
び
排

水
口
ま

た
は
排
水

監
視
設
備

に
お

け

る
放
射
性
物

質
の
１

日
間
お
よ

び
３
月
間

に
つ

い

て
の
平
均
濃
度
 

１
日

間
の

平
均

濃
度

に

あ
っ

て
は

毎
日

１
回

、

３
月

間
の

平
均

濃
度

に

あ
っ

て
は

３
月

毎
に

１

回
 

１
０
年
間
 

3
0
．
管
理
区

域
に
お
け

る
外
部

放
射
線
に

係
る
１

週

間
の
線
量
当

量
、
空

気
中
の
放

射
性
物
質

の
１

週

間
に
つ
い
て

の
平
均

濃
度
お
よ

び
放
射
性

物
質

に

よ
っ
て
汚
染

さ
れ
た

物
の
表
面

の
放
射
性

物
質

の

密
度
 

毎
週
１
回
 

１
０
年
間
 

3
1
．
放
射
線

業
務
従
事

者
の
４

月
１
日
を

始
期
と

す

る
１

年
間

の
線

量
、

女
子

※
５
の

放
射

線
業

務
従

事
者
の
４
月

１
日
、

７
月
１
日

、
１
０
月

１
日

お

よ
び
１
月
１

日
を
始

期
と
す
る

各
３
月
間

の
線

量

な
ら
び
に
本

人
の
申

出
等
に
よ

り
妊
娠
の

事
実

を

知
る
こ
と
と

な
っ
た

女
子
の
放

射
線
業
務

従
事

者

に
あ
っ
て
は

出
産
ま

で
の
間
毎

月
１
日
を

始
期

と

す
る
１
月
間
の
線
量
 

１
年

間
の

線
量

に
あ

っ

て
は

毎
年

度
１

回
、

３

月
間

の
線

量
に

あ
っ

て

は
３

月
毎

に
１

回
、

１

月
間

の
線

量
に

あ
っ

て

は
１
月
毎
に
１
回
 

※
６
 

3
2
．
４
月
１

日
を
始
期

と
す
る

１
年
間
の

線
量
が

２

０
ミ
リ
シ
ー

ベ
ル
ト

を
超
え
た

放
射
線
業

務
従

事

者
の
当
該
１

年
間
を

含
む
原
子

力
規
制
委

員
会

が

定
め
る
５
年
間
の
線
量
 

原
子

力
規

制
委

員
会

が

定
め

る
５

年
間

に
お

い

て
毎

年
度

１
回

（
左

欄

に
掲

げ
る

当
該

１
年

間

以
降
に
限
る
）
 

※
６
 

3
3
．
放
射
線

業
務
従
事

者
が
緊

急
作
業
に

従
事
し

た

期
間
の
始
期

お
よ
び

終
期
な
ら

び
に
放
射

線
業

務

従
事
者
の
当
該
期
間
の
線
量
 

そ
の
都
度
 

※
６
 

3
4.
 
放
射
線
業
務
従
事
者
が
当
該
業
務
に
就
く

日
の

属
す
る
年
度

に
お
け

る
当
該
日

以
前
の
放

射
線

被

ば
く
の
経
歴

お
よ
び

原
子
力
規

制
委
員
会

が
定

め

る
５
年
間
に

お
け
る

当
該
年
度

の
前
年
度

ま
で

の

放
射
線
被
ば
く
の
経
歴
 

そ
の

者
が

当
該

業
務

に

就
く
時
 

※
６
 

3
5
．
発
電
所

の
外
に
お

い
て
運

搬
し
た
核

燃
料
物

質

等
の
種
類
別

の
数
量

、
そ
の
運

搬
に
使
用

し
た

容

器
の
種
類
な

ら
び
に

そ
の
運
搬

の
日
時
お

よ
び

経

路
 

運
搬
の
都
度
 

１
年
間
 

※
５
：
妊
娠
不
能
と
診
断
さ
れ
た
者
お
よ
び
妊
娠
の
意
思
の
な
い
旨
を
書
面
で
申

し
出
た
者
を

除
く
。
 

※
６
：
そ
の

記
録
に
係
る
者
が
放
射
線
業
務
従

事
者
で
な
く
な
っ
た
場
合
、

ま
た
は
そ
の
記

録
を
保
存
し
て
い
る

期
間
が
５
年
を
超

え
た
場
合
に
お

い
て

、
そ
の
記
録
を
原
子
力
規
制
委

員
会
の
指
定
す
る
機
関
に
引
き
渡

す
ま
で
の
期
間
。
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変
更

前
 

変
更
後
 

記
載
の
考
え

方
 

 表
１
３
３

－
１
（
続
き

）
 

記
録

（
実
用

炉
規

則
第
６
７
条

に
基
づ
く

記
録
）
 

記
録

す
べ

き
場

合
※

２
 

保
存
期
間
 

3
6
．

廃
棄

施
設

に
廃

棄
し

た
放

射
性

廃
棄

物
の

種

類
、
当

該
放

射
性

廃
棄

物
に

含
ま

れ
る

放
射

性
物

質
の
数

量
、

当
該

放
射

性
廃

棄
物

を
容

器
に

封
入

し
、
ま

た
は

容
器

と
一

体
的

に
固

型
化

し
た

場
合

に
は
当

該
容

器
の

数
量

お
よ

び
比

重
な

ら
び

に
そ

の
廃
棄
の
日

、
場

所
お
よ
び

方
法
 

そ
の

廃
棄

の
都
度
 

※
７
 

3
7．

放
射

性
廃

棄
物

を
容
器

に
封

入
し

、
ま
た

は
容

器
に
固
型
化

し
た

場
合
に
は

、
そ

の
方
法
 

封
入

ま
た

は
固

型
化

の

都
度
 

※
７
 

3
8．

放
射

性
物
質

に
よ

る
汚

染
の

広
が

り
の

防
止

お

よ
び

除
去

を
行

っ
た

場
合

に
は
、

そ
の

状
況

お
よ

び
担
当

者
の

氏
名
 

広
が

り
の

防
止

お
よ

び

除
去

の
都
度
 

１
年
間
 

3
9．

事
故

の
発
生
お

よ
び
復
旧

の
日

時
 

そ
の

都
度
 

※
７
 

4
0．

事
故

の
状
況

お
よ

び
事

故
に

際
し

て
採

っ
た

処

置
 

同
上
 

※
７
 

4
1．

事
故

の
原
因
 

同
上
 

※
７
 

4
2．

事
故

後
の
処
置
 

同
上
 

※
７
 

4
3．

風
向

お
よ
び
風

速
 

連
続

し
て
 

１
０
年
間
 

4
4．

降
雨
量
 

同
上
 

１
０
年
間
 

4
5．

大
気

温
度
 

同
上
 

１
０
年
間
 

4
6．

保
安

教
育
の
実

施
計
画
 

策
定

の
都
度
 

３
年
間
 

4
7．

保
安

教
育
の

実
施

日
時

、
項

目
お

よ
び

受
け

た

者
の
氏

名
 

実
施

の
都
度
 

３
年
間
 

※
７
：

 
廃
止

措
置
が

終
了
し

、
そ
の

結
果
が

原
子

力
規
制

委
員
会

規
則
で

定
め
る
基
準

に
適
合

し
て
い

る
こ
と

に
つ

い
て
、
原

子
力

規
制
委

員
会

の
確
認

を
受
け

る
ま
で

の
期

間
。
 

                      

 表
１
３
３
－
１
（
続
き
）
 

記
録

（
実
用
炉
規
則
第
６
７
条

に
基
づ
く
記
録
）
 

記
録
す
べ
き
場
合

※
２
 

保
存
期
間
 

3
6
．

廃
棄

施
設

に
廃

棄
し

た
放

射
性

廃
棄

物
の

種

類
、
当
該
放
射

性
廃
棄

物
に
含
ま

れ
る
放
射

性
物

質
の
数
量
、
当

該
放
射

性
廃
棄
物

を
容
器
に

封
入

し
、
ま
た
は
容

器
と
一

体
的
に
固

型
化
し
た

場
合

に
は
当
該
容
器

の
数
量

お
よ
び
比

重
な
ら
び

に
そ

の
廃
棄
の
日
、
場
所
お
よ
び
方
法
 

そ
の
廃
棄
の
都

度
 

※
７
 

3
7．

放
射
性
廃

棄
物
を
容
器

に
封
入
し
、
ま
た

は
容

器
に
固
型
化
し
た
場
合
に
は
、
そ
の
方
法
 

封
入

ま
た

は
固

型
化

の

都
度
 

※
７
 

38
．
放
射
性
物
質
に
よ

る
汚

染
の
広
が
り
の
防
止
お

よ
び

除
去
を
行
っ
た

場
合
に
は
、

そ
の
状
況
お

よ

び
担
当
者
の
氏
名
 

広
が
り
の
防
止
お
よ
び

除
去

の
都
度
 

１
年

間
 

39
．
事
故
の
発
生
お
よ
び
復
旧
の
日
時
 

そ
の
都
度
 

※
７
 

40
．
事
故
の
状
況
お
よ

び
事

故
に
際
し
て
採
っ
た
処

置
 

同
上
 

※
７
 

41
．
事
故
の
原
因
 

同
上
 

※
７
 

42
．
事
故
後
の
処
置
 

同
上
 

※
７
 

43
．
風
向
お
よ
び
風
速
 

連
続
し
て
 

１
０
年
間
 

44
．
降
雨
量
 

同
上
 

１
０
年
間
 

45
．
大
気
温
度
 

同
上
 

１
０
年
間
 

46
．
保
安
教
育
の
実
施
計
画
 

策
定

の
都
度
 

３
年
間
 

47
．
保
安
教
育
の
実
施

日
時

、
項
目
お
よ
び
受
け
た

者
の
氏
名
 

実
施

の
都
度
 

３
年
間
 

※
７
：

 
廃
止

措
置
が

終
了
し

、
そ
の

結
果
が

原
子
力
規
制

委
員
会

規
則
で

定
め
る
基
準

に
適
合

し
て
い

る
こ
と

に
つ
い
て
、
原
子
力
規
制
委
員
会
の
確
認
を
受
け
る
ま
で
の
期
間
。
 

                      

 変
更
な
し
 

                                               

562



変
更

前
 

変
更
後
 

記
載
の
考
え

方
 

 表
１
３
３
－

２
 記

録
（

実
用

炉
規
則

第
１
４
条

の
３

 

お
よ

び
第

５
７
条
に

基
づ
く
記

録
）

 
記

録
す
べ
き

場
合

 
保
存
期
間
 

１
．
使
用

前
事
業
者

検
査
の
結

果
の

記
録
 

(
1)
 検

査
年

月
日
 

(
2)
 検

査
の

対
象
 

(
3)
 検

査
の

方
法
 

(
4)
 検

査
の

結
果
 

(
5)
 検

査
を

行
っ
た

者
の
氏
名

 

(
6)
 
検

査
の

結
果
に
基

づ
い
て

補
修

等
の

措
置

を
講

じ

た
と

き
は
、

そ
の

内
容
 

(
7)
 検

査
の

実
施
に

係
る
組
織

 

(
8)
 検

査
の

実
施
に

係
る
工
程

管
理

 

(
9)
 
検

査
に

お
い
て
役

務
を
供

給
し

た
事

業
者

が
あ

る

場
合

に
は
、

当
該

事
業
者
の

管
理

に
関
す

る
事

項
 

(
10
) 
検
査
記

録
の

管
理
に
関

す
る

事
項
 

(
11
) 
検
査
に

係
る

教
育
訓
練

に
関

す
る

事
項
 

検
査

の
都
度
 

当
該

使
用

前
事

業
者

検
査

に
係

る
発

電
用

原
子

炉
施

設
の

存
続

す
る
期
間
 

２
．
定
期

事
業
者
検

査
の
結
果

の
記

録
 

(
1)
 検

査
年

月
日
 

(
2)
 検

査
の

対
象
 

(
3)
 検

査
の

方
法
 

(
4)
 検

査
の

結
果
 

(
5)
 検

査
を

行
っ
た

者
の
氏
名

 

(
6)
 
検

査
の

結
果
に
基

づ
い
て

補
修

等
の

措
置

を
講

じ

た
と

き
は
、

そ
の

内
容
 

(
7)
 検

査
の

実
施
に

係
る
組
織

 

(
8)
 検

査
の

実
施
に

係
る
工
程

管
理

 

(
9)
 
検

査
に

お
い
て
役

務
を
供

給
し

た
事

業
者

が
あ

る

場
合

に
は
、

当
該

事
業
者
の

管
理

に
関
す

る
事

項
 

(
10
) 
検
査
記

録
の

管
理
に
関

す
る

事
項
 

(
11
) 
検
査
に

係
る

教
育
訓
練

に
関

す
る

事
項
 

検
査

の
都
度
 

そ
の

発
電

用
原

子
炉

施
設

が
廃

棄
さ

れ
た

後
５

年
が

経
過

す
る

ま
で
の
期
間
 

              

 表
１
３
３
－
２
 

記
録
（
実
用

炉
規
則
第
１
４
条
の
３
 

お
よ
び
第
５

７
条
に
基
づ
く
記
録
）
 

記
録
す
べ
き
場
合
 

保
存
期
間
 

１
．
使
用
前
事
業
者
検
査
の
結
果
の
記
録
 

(1
) 
検
査
年
月
日
 

(2
) 
検
査
の
対
象
 

(3
) 
検
査
の
方
法
 

(4
) 
検
査
の
結
果
 

(5
) 
検
査
を
行
っ
た
者
の
氏
名
 

(6
) 

検
査
の
結
果
に
基
づ
い
て
補

修
等
の
措
置
を
講
じ

た
と
き
は
、
そ
の
内
容
 

(7
) 
検
査
の
実
施
に
係
る
組
織
 

(8
) 
検
査
の
実
施
に
係
る
工
程
管
理
 

(9
) 

検
査
に
お
い
て
役
務
を
供
給

し
た
事
業
者
が
あ
る

場
合
に
は
、
当
該
事
業
者
の
管
理
に
関

す
る
事
項
 

(1
0)
 検

査
記
録
の
管
理
に
関
す
る
事
項
 

(1
1)
 検

査
に
係
る
教
育
訓
練
に
関
す
る

事
項
 

検
査
の
都
度
 

当
該

使
用

前
事

業
者

検
査

に
係

る
発

電
用

原
子

炉
施

設
の

存
続

す
る
期
間
 

２
．
定
期
事
業
者
検
査
の
結
果
の
記
録
 

(1
) 
検
査
年
月
日
 

(2
) 
検
査
の
対
象
 

(3
) 
検
査
の
方
法
 

(4
) 
検
査
の
結
果
 

(5
) 
検
査
を
行
っ
た
者
の
氏
名
 

(6
) 

検
査
の
結
果
に
基
づ
い
て
補

修
等
の
措
置
を
講
じ

た
と
き
は
、
そ
の
内
容
 

(7
) 
検
査
の
実
施
に
係
る
組
織
 

(8
) 
検
査
の
実
施
に
係
る
工
程
管
理
 

(9
) 

検
査
に
お
い
て
役
務
を
供
給

し
た
事
業
者
が
あ
る

場
合
に
は
、
当
該
事
業
者
の
管
理
に
関

す
る
事
項

 

(1
0)
 検

査
記
録
の
管
理
に
関
す
る
事
項
 

(1
1)
 検

査
に
係
る
教
育
訓
練
に
関
す
る

事
項
 

検
査
の
都
度
 

そ
の

発
電

用
原

子
炉

施
設

が
廃

棄
さ

れ
た

後
５

年
が

経
過

す
る

ま
で
の
期
間
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変
更

前
 

変
更
後
 

記
載
の
考
え

方
 

 表
１
３
３
－

３
 

記
録
（
実

用
炉
規
則

第
６
７
条

に
基

づ
く

記
録
）

※
８
 

記
録

す
べ

き
場
合
 

保
存
期
間
 

１
．
品
質

方
針
お
よ

び
品
質
目
標
 

変
更
の

都
度
 

変
更

後
５

年
が

経
過

す
る
ま

で
の
期
間
 

２
．

第
３

条
に

定
め
る

品
質

マ
ネ

ジ
メ
ン

ト
シ
ス

テ
ム

計

画
お

よ
び

原
子

力
発

電
の

安
全

に
係
る

品
質

保
証

規

程
 

変
更

の
都
度
 

変
更

後
５

年
が

経
過

す
る
ま

で
の
期
間
 

３
．

品
管

規
則

の
要
求

事
項

に
基

づ
き
作

成
す
る

次
の

社

内
標

準
 

(
1)
 原

子
力

部
門
に

お
け
る
文

書
・

記
録

管
理
通

達
 

(
2)
 原

子
力

部
門
に

お
け
る
内

部
監

査
通
達
 

(
3)
 不

適
合

管
理
お

よ
び
是
正

処
置

通
達
 

(
4)
 未

然
防

止
処
置

通
達

 

変
更

の
都
度
 

変
更

後
５

年
が

経
過

す
る
ま

で
の
期
間
 

４
．

実
効

性
の

あ
る
プ

ロ
セ

ス
の

計
画
的

な
実
施

お
よ

び

管
理

が
な

さ
れ

る
よ

う
に

す
る

た
め
に

必
要

な
次

の

文
書
 

(
1)
 グ

レ
ー

ド
分
け

通
達

 

(
2)
 安

全
文

化
通
達

 

(
3)
 品

質
目

標
通
達

 

(
4)
 内

部
コ

ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ

ン
通

達
 

(
5)
 要

員
・

組
織
計

画
通
達
 

(
6)
 教

育
・

訓
練
通

達
 

(
7)
 運

転
管

理
通
達

 

(
8)
 原

子
燃

料
管
理

通
達

 

(
9)
 放

射
性

廃
棄
物

管
理
通
達

 

(
10
) 
放
射
線

管
理

通
達
 

(
11
) 
施
設
管

理
通
達
 

(
12
) 
非
常
時

の
措

置
通
達
 

(
13
) 
安
全
管

理
通
達
 

(
14
) 
原
子
燃

料
サ

イ
ク
ル
通

達
 

(
15
) 
原
子
力

技
術

業
務
要
綱

 

(
16
) 
外
部
コ

ミ
ュ

ニ
ケ
ー
シ

ョ
ン

通
達
 

(
17
) 
設
計
・

開
発

通
達
 

(
18
) 
原
子
力

部
門

に
お
け
る

調
達

管
理

通
達
 

(
19
) 
監
視
機

器
・

測
定
機
器

管
理

通
達
 

(
20
) 
検
査
・

試
験

通
達
 

(
21
) 
デ
ー
タ

分
析

通
達
 

(
22
) 
火
災
防

護
通
達
 

 

変
更

の
都
度
 

変
更

後
５

年
が

経
過

す
る
ま

で
の
期
間
 

※
８
：
表

１
３
３
－
１

お
よ
び
表

１
３

３
－
２
に
掲

げ
る
も

の
を

除
く
。
 

         

 表
１
３
３
－
３
 

記
録
（

実
用
炉
規
則

第
６
７
条
に
基

づ
く
記
録
）

※
８
 

記
録
す
べ
き
場
合
 

保
存
期
間
 

１
．
品
質
方
針
お
よ
び
品
質
目
標
 

変
更
の
都
度
 

変
更

後
５

年
が

経
過

す
る
ま
で
の

期
間
 

２
．

第
３

条
に

定
め

る
品

質
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
シ

ス
テ

ム
計

画
お
よ

び
原

子
力

発
電

の
安

全
に

係
る

品
質

保
証

規

程
 

変
更
の
都
度
 

変
更

後
５

年
が

経
過

す
る
ま
で
の

期
間
 

３
．

品
管

規
則

の
要

求
事

項
に

基
づ

き
作

成
す

る
次

の
社

内
標
準
 

(1
) 
原
子
力
部
門
に
お
け
る
文
書
・
記
録
管
理
通
達
 

(2
) 
原
子
力
部
門
に
お
け
る
内
部
監
査
通
達
 

(3
) 
不
適
合
管
理
お
よ
び
是
正
処
置
通
達
 

(4
) 
未
然
防
止
処
置
通
達
 

変
更
の
都
度
 

変
更

後
５

年
が

経
過

す
る
ま
で
の

期
間
 

４
．

実
効

性
の

あ
る

プ
ロ

セ
ス

の
計

画
的

な
実

施
お

よ
び

管
理
が

な
さ

れ
る

よ
う

に
す

る
た

め
に

必
要

な
次

の

文
書
 

(1
) 
グ
レ
ー
ド
分
け
通
達
 

(2
) 
安
全
文
化
通
達
 

(3
) 
品
質
目
標
通
達
 

(4
) 
内
部
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
通
達
 

(5
) 
要
員
・
組
織
計
画
通
達
 

(6
) 
教
育
・
訓
練
通
達
 

(7
) 
運
転
管
理
通
達
 

(8
) 
原
子
燃
料
管
理
通
達
 

(9
) 
放
射
性
廃
棄
物
管
理
通
達
 

(1
0)
 放

射
線
管
理
通
達
 

(1
1)
 施

設
管
理
通
達
 

(1
2)
 非

常
時
の
措
置
通
達
 

(1
3)
 安

全
管
理
通
達
 

(1
4)
 原

子
燃
料
サ
イ
ク
ル
通
達
 

(1
5)
 原

子
力
技
術
業
務
要
綱
 

(1
6)
 外

部
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
通
達
 

(1
7)
 設

計
・
開
発
通
達
 

(1
8)
 原

子
力
部
門
に
お
け
る
調
達
管
理

通
達
 

(1
9)
 監

視
機
器
・
測
定
機
器
管
理
通
達
 

(2
0)
 検

査
・
試
験
通
達
 

(2
1)
 デ

ー
タ
分
析
通
達
 

(2
2)
 火

災
防
護
通
達
 

 

変
更
の
都
度
 

変
更

後
５

年
が

経
過

す
る
ま
で
の

期
間
 

※
８
：
表
１
３
３
－
１
お
よ
び
表
１
３
３
－
２
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
 

         

 変
更
な
し
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変
更

前
 

変
更
後
 

記
載
の
考
え

方
 

 表
１
３
３

－
３
（
続
き

）
 

記
録

（
実
用

炉
規

則
第
６
７
条

に
基
づ
く

記
録

）
※

８
 

記
録
す

べ
き
場
合
 

保
存

期
間
 

５
．
品
管
規

則
の
要

求
事
項
に

基
づ
き
作

成
す
る

次
の
記
録

 

(1
)
 マ

ネ
ジ

メ
ン
ト

レ
ビ
ュ
ー

の
結

果
の

記
録
 

(2
)
 要

員
の

力
量
お

よ
び
教
育

訓
練

そ
の

他
の
措

置
に
係
る

記
録

 

(3
)
 
個

別
業
務
に

必
要

な
プ
ロ

セ
ス

お
よ

び
当
該

プ
ロ
セ
ス

を
実

施
し

た
結

果
が
個
別

業
務

等
要

求
事

項
に

適
合

す
る

こ
と
を

実
証

す
る

た
め
に
必

要
な

記
録

（
本

項
の

他
で

定
め

る
も
の

を
除

く
。）

 

(4
)
 
個

別
業
務
等

要
求

事
項
の

審
査

の
結

果
の
記

録
お
よ
び

当
該

審
査

の
結
果

に
基
づ

き
講
じ
た
措

置
に
係

る
記
録
 

(5
)
 設

計
開

発
に
用

い
る
情
報

に
係

る
記
録
 

(6
)
 
設

計
開
発
レ

ビ
ュ

ー
の
結

果
の

記
録

お
よ
び

当
該
設
計

開
発

レ
ビ

ュ
ー
の

結
果
に

基
づ
き
講
じ

た
措
置

に
係

る
記
録
 

(7
)
 
設

計
開
発
の

検
証

の
結
果

の
記

録
お

よ
び
当

該
検
証
の

結
果

に
基

づ
き
講

じ
た
措

置
に
係
る
記

録
 

(8
)
 
設

計
開
発
妥

当
性

確
認
の

結
果

の
記

録
お
よ

び
当
該
設

計
開

発
妥

当
性
確

認
の
結

果
に
基
づ
き

講
じ
た

措
置

に
係
る
記
録

 

(9
)
 設

計
開

発
の
変

更
に
係
る

記
録
 

(1
0
) 

設
計
開

発
の
変

更
の
審

査
、

検
証

お
よ

び
妥

当
性

確
認

の

結
果

の
記

録
お
よ
び

そ
の

結
果

に
基

づ
き

講
じ

た
措

置
に
係

る
記

録
 

(1
1
) 

供
給
者

の
評
価

の
結
果

の
記

録
お

よ
び

当
該

評
価

の
結

果

に
基

づ
き
講

じ
た
措

置
に
係
る
記

録
 

(1
2
) 

個
別
業

務
の
実

施
に
係

る
プ

ロ
セ

ス
の

妥
当

性
確

認
の

結

果
の

記
録
 

(1
3
) 

機
器
等

ま
た
は

個
別
業

務
に

関
す

る
ト

レ
ー

サ
ビ

リ
テ

ィ

の
記

録
 

(1
4
) 
組
織
の

外
部

の
者
の
物

品
を

所
持

し
て
い

る
場
合
の

記
録

 

(1
5
) 

当
該
計

量
の
標

準
が
存

在
し

な
い

場
合

に
お

け
る

、
校

正

ま
た

は
検
証

の
根
拠

の
記
録
 

(1
6
) 

監
視
測

定
の
た

め
の
設

備
に

係
る

要
求

事
項

へ
の

不
適

合

が
判

明
し

た
場
合
に

お
け

る
、

従
前

の
監

視
測

定
の

結
果
の

妥
当

性
を
評

価
し
た

記
録
 

(1
7
) 

監
視
測

定
の
た

め
の
設

備
の

校
正

お
よ

び
検

証
の

結
果

の

記
録

 

(1
8
) 
内
部
監

査
結

果
の
記
録

 

(1
9
) 

使
用
前

事
業
者

検
査
等

ま
た

は
自

主
検

査
等

の
結

果
に

係

る
記

録
 

(2
0
) 

プ
ロ
セ

ス
の
次

の
段
階

に
進

む
こ

と
の

承
認

を
行

っ
た

要

員
を

特
定
す

る
こ
と

が
で
き
る
記

録
 

(2
1
) 

不
適
合

の
内
容

の
記
録

お
よ

び
当

該
不

適
合

に
対

し
て

講

じ
た

措
置
（

特
別
採

用
を
含
む
。
）

に
係

る
記
録
 

(2
2
) 
講
じ
た

全
て

の
是
正
処

置
お

よ
び

そ
の
結

果
の
記
録

 

(2
3
) 
講
じ
た

全
て

の
未
然
防

止
処

置
お

よ
び
そ

の
結
果
の

記
録

 

作
成

の
都
度
 

５
年
 

  

 表
１
３
３
－
３
（
続
き
）
 

記
録
（

実
用
炉
規
則

第
６
７
条
に
基

づ
く
記
録
）

※
８
 

記
録
す
べ
き

場
合
 

保
存
期
間
 

５
．
品
管
規
則
の
要
求
事
項
に
基
づ
き
作
成

す
る
次
の
記
録
 

(1
) 
マ
ネ
ジ
メ

ン
ト
レ
ビ
ュ
ー
の
結
果
の

記
録
 

(2
) 
要
員
の
力

量
お
よ
び
教
育
訓
練
そ
の

他
の
措
置
に
係
る
記
録
 

(3
) 

個
別

業
務
に
必
要
な

プ
ロ
セ
ス
お
よ
び
当
該
プ
ロ
セ
ス
を
実

施
し
た

結
果
が
個
別
業
務
等
要
求
事
項
に
適
合
す
る
こ
と
を

実
証
す

る
た
め
に
必
要
な
記
録
（
本
項
の
他
で
定
め
る
も
の

を
除
く

。）
 

(4
) 

個
別

業
務
等
要
求
事

項
の
審
査
の
結
果
の
記
録
お
よ
び
当
該

審
査
の

結
果
に
基
づ

き
講
じ
た
措
置

に
係
る
記
録
 

(5
) 
設
計
開
発

に
用
い
る
情
報
に
係
る
記

録
 

(6
) 

設
計

開
発
レ
ビ
ュ
ー

の
結
果
の
記
録
お
よ
び
当
該
設
計
開
発

レ
ビ
ュ

ー
の
結
果
に

基
づ
き
講
じ
た

措
置
に
係
る

記
録
 

(7
) 

設
計

開
発
の
検
証
の

結
果
の
記
録
お
よ
び
当
該
検
証
の
結
果

に
基
づ

き
講
じ
た
措

置
に
係
る
記
録
 

(8
) 

設
計

開
発
妥
当
性
確

認
の
結
果
の
記
録
お
よ
び
当
該
設
計
開

発
妥
当

性
確
認
の
結

果
に
基
づ
き
講

じ
た
措
置
に

係
る
記
録

 

(9
) 
設
計
開
発

の
変
更
に
係
る
記
録
 

(1
0)
 
設

計
開

発
の
変

更
の
審
査

、
検

証
お
よ

び
妥

当
性

確
認

の

結
果
の

記
録
お
よ
び
そ
の
結
果
に
基
づ
き
講
じ
た
措
置
に
係

る
記
録
 

(1
1)
 
供

給
者

の
評
価

の
結
果
の

記
録

お
よ
び

当
該

評
価

の
結

果

に
基
づ

き
講
じ
た
措

置
に
係
る
記
録
 

(1
2)
 
個

別
業

務
の
実

施
に
係
る

プ
ロ

セ
ス
の

妥
当

性
確

認
の

結

果
の
記

録
 

(1
3)
 
機

器
等

ま
た
は

個
別
業
務

に
関

す
る
ト

レ
ー

サ
ビ

リ
テ

ィ

の
記
録
 

(1
4)
 組

織
の
外
部
の

者
の
物
品
を
所
持
し
て
い
る
場
合
の
記
録
 

(1
5)
 
当

該
計

量
の
標

準
が
存
在

し
な

い
場
合

に
お

け
る

、
校

正

ま
た
は

検
証
の
根
拠

の
記
録
 

(1
6)
 
監

視
測

定
の
た

め
の
設
備

に
係

る
要
求

事
項

へ
の

不
適

合

が
判
明

し
た
場
合
に
お
け
る
、
従
前
の
監
視
測
定
の
結
果
の

妥
当
性

を
評
価
し
た

記
録
 

(1
7)
 
監

視
測

定
の
た

め
の
設
備

の
校

正
お
よ

び
検

証
の

結
果

の

記
録
 

(1
8)
 内

部
監
査
結
果

の
記
録
 

(1
9)
 
使

用
前

事
業
者

検
査
等
ま

た
は

自
主
検

査
等

の
結

果
に

係

る
記
録
 

(2
0)
 
プ

ロ
セ

ス
の
次

の
段
階
に

進
む

こ
と
の

承
認

を
行

っ
た

要

員
を
特

定
す
る
こ
と

が
で
き
る
記
録
 

(2
1)
 
不

適
合

の
内
容

の
記
録
お

よ
び

当
該
不

適
合

に
対

し
て

講

じ
た
措

置
（
特
別
採

用
を
含
む
。
）
に
係
る

記
録
 

(2
2)
 講

じ
た
全
て
の

是
正
処
置
お
よ
び
そ
の
結
果
の
記
録
 

(2
3)
 講

じ
た
全
て
の

未
然
防
止
処
置
お
よ
び
そ
の
結
果
の
記
録
 

作
成
の
都
度
 

５
年
 

  

 変
更
な
し
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新規制基準適用後の施設管理活動について 
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新規制基準適用後の施設管理活動について 

 

「保安規定変更基本方針」に示した内容を保安規定に反映し、以下のとおり運用

する。 

１．保全対象範囲の策定（第 120 条 3．） 

保全対象範囲に、新規制基準を踏まえ、設置変更許可申請書及び工事計画

認可申請書で保管及び設置要求があり許可又は認可を受けた設備、多様性拡

張設備等を追加する。 

また、これらの機器については、予防保全を基本として、時間基準保全、

状態基準保全、事後保全の中から適切な保全方式を選定し、点検の方法並び

にそれらの実施頻度及び実施時期を定めた点検計画を策定の上、策定した点

検計画に基づき保全を実施する。 

２．保全重要度の設定（第 120 条 4．） 

３．の保全対象範囲について系統毎の範囲と機能を明確にした上で、構築

物、系統及び機器の保全重要度を設定する。  

系統の保全重要度は、原子炉施設の安全性を確保するため、重大事故等対

処設備に該当すること、及び重要度分類指針の重要度に基づき、確率論的リ

スク評価から得られるリスク情報を考慮して設定する。 

機器の保全重要度は、当該機器が属する系統の保全重要度と整合するよう

設定する。なお、この際、機器が故障した場合の系統機能への影響、確率論

的リスク評価から得られるリスク情報を考慮することができる。 

構築物の保全重要度は、系統の保全重要度又は機器の保全重要度に基づき

設定する。 

新規制基準適用前の保安規定では、「重要度分類指針の重要度に基づき、確

率論的リスク評価から得られるリスク情報を考慮して設定する」としてい

た。新規制基準適合の保安規定では、上記に加えて、重大事故等対処設備を

保全重要度が高い設備と位置付けて保全重要度を設定する。 
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保全対象範囲 

 

保全対象範囲は、以下の保安規定第 120 条 3.に定めている。（取消線：本申

請における変更対象箇所） 

 

第 120 条 

３．保全対象範囲の策定 

原子力部門は、原子炉施設の中から、各号炉毎に保全を行うべき対象範

囲として次の各項の設備を選定する。 

(1) 重要度分類指針において、一般の産業施設よりもさらに高度な信頼性

の確保および維持が要求される機能を有する設備 

(2) 重要度分類指針において、一般の産業施設と同等以上の信頼性の確保

および維持が要求される機能を有する設備 

(3) 原子炉設置（変更）許可申請書および設計および工事計画認可申請書

で保管および設置要求があり、許可または認可を得た設備 

(4) 多様性拡張設備※１ 

(5) 炉心損傷または格納容器機能喪失を防止するために必要な機能を有す

る設備 

(6) その他自ら定める設備 

※１：多様性拡張設備とは、技術基準上の全ての要求事項を満たすことや

全てのプラント状況において使用することは困難であるが、プラン

ト状況によっては、事故対応に有効な設備 

 

○ (1)(2)については、JEAC4209-2007 に基づく規定である。 

○ (3)については、設置変更許可申請書の仕様表及び設計方針並びに工事

計画認可申請書の要目表及び基本設計方針に保管又は設置要求のある設

備を全て対象とする。 

○ (4)については、技術基準要求を全て満たすものではないが、設置変更

許可申請書の添付書類十追補に記載しており、プラントの状況によって

は事故対応に有効と考えられる設備であるため対象とする。 
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○ (5)については、リスク評価を行いリスク重要度の高い設備を対象とす

る。基本的には(1)～(4)に含まれるが、今後のリスク評価により追加と

なる設備も対象とする。 

○ 大規模損壊時の対応に使用する設備のうち(3)及び(4)以外の設備につい

ては、原子炉施設の安全性向上に資する設備として(6)のその他自ら定め

る設備に整理する。 
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○保全計画の位置付けについて 

これまで保全計画については、保安規定に定めた施設管理計画に基づき作成し、保安規程の別紙

として提出していた。具体的には、原子力発電の安全に係る品質保証規程に基づく 2次文書である

施設管理通達及びその下部の 3次文書にあたる要綱、要綱指針、所則に従って作成しており、ＱＭ

Ｓ記録として位置付けている。 

この度の法令改正に伴い施設定期検査申請の添付書類として提出することとなったが、今後も保

安規定、原子力発電の安全に係る品質保証規程に基づき作成するプロセス及びＱＭＳ記録の位置付

けは変わらない。 

品質マネジメントシステムに関する文書体系図 抜粋 

注：( )は担当箇所を示す 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

（高浜発電所）

（発電Ｇ）

（原子力事業本部他）

１次文書

原子力発電の安全に係る品質保証規程

原子力発電所設備変更管理要綱指針

（発電Ｇ）

（土木建築課）

（技術課）

（土木建築設備Ｇ）

（保修管理Ｇ）

（保修管理Ｇ）

（保修管理Ｇ）

（保全計画課）
（保全計画課）

（土木建築設備Ｇ）

施設管理通達

原子力発電所保修業務要綱

原子力発電所保修業務要綱指針

保修業務所則 保修業務所則指針

土木建築業務所則原子力発電所土木建築業務要綱

原子力発電所土木設備点検要綱指針

原子力発電所建築設備点検要綱指針

原子力発電所ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物高経年化に関する点検要綱指針

定期事業者検査実施所則原子力発電業務要綱

設備管理区分所則

（保全計画課）

技術業務所則

（技術課）

技術業務所則 （技術課）

法令遵守支援ツール運用に関する 要綱指針

（発電Ｇ）

溶接事業者検査要領書

溶接事業者検査に関する業務所則 （品質保証室）

（保全計画課）

（土木建築設備Ｇ）

（土木建築設備Ｇ）

定検業務所則

（技術課）

土木建築業務所則指針 （土木建築課）

火気使用作業管理所則
(安全・防災室）
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○保安規定施行前の施設管理について 

  安全対策工事として設備が設置された後、設備の適用を開始するまでの間については、以下 

のとおり関連設備を管理する。 

 

設備の使用前検査終了により、関連設備に保安規定第１２０条（施設管理）を適用するまで の間

については、以下の考え方により施設管理を実施する。 

 

・適合性確認（社内自主）まで：工事の調達管理 

・適合性確認（社内自主）以降：工事の調達管理および工認添付資料「設計及び工事に 

使用前検査終了まで     係る品質管理の方法等」に基づく管理※ 

・使用前検査終了以降    ：保安規定第１２０条（施設管理）を適用し管理 

 

 ※：適合性確認検査が完了した設備については、 「施設管理通達」の「保全計画の策定」の中

の「補修、取替および改造計画の策定」として、施設管理に係る業務プロセスに基づき業務を実施

する。 

具体例としては、巡視点検又は日常の保守点検（月次の外観点検、動作確認等）の計画を定め、設

備の状態を点検し、異常のないことを確認する。 

 

施設管理の移行イメージ（例） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以 上 

保安規定施行 
(認可後 10 日以内) 

 

調達管理 

工認添付資料 

「設計及び工事に係る品質管理の方法等」 

保安規定第 120 条適用 

使用前検査完了 
（ＱＡ検査含む） 

適合性確認 
（社内自主） 

保安規定第 120 条 
(施設管理)適用開始 

協力会社 
（メーカー等） 

関西電力 
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4. 適合性確認対象設備の保守管理 

本工事計画に基づく工事は、法令に基づく申請又は届出が必要な発電用原子炉施設の改造

工事であることから、「保守管理通達」の「保全計画の策定」の中の「補修、取替および改

造計画の策定」として、保守管理に係る業務プロセスに基づき業務を実施する。 

なお、保守管理に係る業務のプロセスと品質マネジメントシステムの文書との関連を第11

図に示す。 

 

4.1  使用開始前の適合性確認対象設備の保全 

工事又は検査を主管する箇所の長は、適合性確認対象設備の保全を、以下のとおり実

施する。 

 

4.1.1  新規制基準施行以前に設置している設備 

新規制基準施行以前に設置している設備は、巡視点検又は日常の保守点検（月次

の外観点検、動作確認等）等の点検に加え保全計画の点検計画に従い分解点検、機

能・性能試験等を実施し、異常のないことを確認する。 

なお、長期停止している設備においては、「保守管理通達」に基づき特別な保全

計画を策定し、実施する。 

 

4.1.2  経過規定により工事を着手し設置が完了している常設又は可搬の設備 

経過規定により工事を着手し、設置が完了している常設又は可搬の設備は、巡視

点検又は日常の保守点検（月次の外観点検、動作確認等）の計画を定め、設備の状

態を点検し、異常のないことを確認する。 

 

4.1.3  本工事計画の認可後に工事を着手し設置が完了している常設又は可搬の設備 

本工事計画の認可後に工事を着手し、設置が完了している常設又は可搬の設備は、

巡視点検又は日常の保守点検（月次の外観点検、動作確認等）の計画を定め、設備

の状態を点検し、異常のないことを確認する。 

 

4.2  使用開始後の適合性確認対象設備の保全 

工事を主管する箇所の長は、適合性確認対象設備の使用開始後において、新規制基準

施行以前に設置していた設備と同様に、保守管理に係る業務プロセスに基づき保全重要

度に応じた点検計画を策定し保全を実施する。 
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高浜１号機　工事計画認可申請書（ＨＥＡＦ対策）
【平成３１年４月２６日 認可】より抜粋
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補足説明資料－３２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保安規定の施行期日について 
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保安規定の施行期日について 

１．施行期日の規定方針 

保安規定は、安全機能を有する系統、機器等の健全性が確保されていることを前提とし

て、発電用原子炉施設設置変更許可及び工事計画認可にて記載した事項に基づきその運用

を規定するものである。 
保安規定の施行は、原則として保安規定変更認可日から１０日以内に実施することとし

ているが、高浜１，２号炉においては、新規制基準を踏まえた火災、溢水、竜巻等の設計

基準事象や重大事故等へ対処するための安全対策工事を進めており、個々の状況に鑑み、

附則において施行期日を規定している。 
ここでは、今回の申請における各附則について、施行期日の設定内容に関する詳細説明

を行う。 
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２．施行期日の規定の記載例 

  施行期日の規定の記載例 

申
請
書 

本
文
（
施
行
期
日
） 

 

附 則（平成  年  月  日 平成２６原安管通達第３号－  ） 

（施行期日） 

第 １ 条 この通達は、    年  月  日から施行する。 

２．本規定施行の際、使用前検査の対象となる規定（第３項を除く。）については、原

子炉に燃料体を挿入することができる状態になった時の各原子炉施設に係る使用前検

査終了日（ただし、３号炉および４号炉の重大事故時の原子炉等への注水手段の一部

変更（送水車の導入等）に係る使用前検査の対象となる規定については、工事の計画

に係る全ての工事が完了した時の各原子炉施設に係る使用前検査終了日、かつ１号

炉、２号炉、３号炉および４号炉の津波警報等が発表されない可能性のある津波への

対応に係る全ての工事が完了した時の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関

する法律第４３条の３の１１第３項の使用前確認完了日（発電所構外の観測潮位を用

いた運用を含む））以降に適用することとし、それまでの間、なお、従前の例によ

る。ただし、上記検査がない設備については構造、強度または漏えいに係る検査終了

日以降に適用する。なお、第１３条（運転員等の確保）については、２号炉の原子炉

に燃料体を挿入することができる状態になった時の各原子炉施設に係る使用前検査終

了日以降に適用することとし、それまでの間のうち、１号炉の原子炉に燃料体を挿入

することができる状態になった時の各原子炉施設に係る使用前検査終了日までは従前

の例により、それ以降は別紙－１による。 

３．第８５条（重大事故等対処設備）のうち、原子炉下部キャビティ水位計に係る規定

については、原子炉の運転モード５の期間における使用前検査終了日以降に適用す

る。 

４．第３０条（熱流束熱水路係数（FQ(Z)））における表３０－１のうち１号炉および２

号炉熱流束熱水路係数 FQ(Z)および図３０－１のうち１号炉および２号炉 K(Z)、第３

１条（核的エンタルピ上昇熱水路係数（ＦN
ΔH））における表３１－１のうち１号炉お

よび２号炉核的エンタルピ上昇熱水路係数 FNΔH、第３５条（ＤＮＢ比）における表３

５－１のうち１号炉および２号炉ＤＮＢ比、第５１条（蓄圧タンク）における表５１

－２のうち１号炉および２号炉蓄圧タンクほう素濃度、第５４条（燃料取替用水タン

ク）における表５４－２のうち１号炉および２号炉燃料取替用水タンクほう素濃度、

第５８条（原子炉格納容器スプレイ系）における表５８－２のうち１号炉および２号

炉苛性ソーダ溶液量、第８１条（１次冷却材中のほう素濃度 －モード６－）におけ

る表８１－１のうち１号炉および２号炉１次冷却材中のほう素濃度、第８５条（重大

事故等対処設備）における表８５－４のうち８５－４－２炉心注水（１号炉および２

号炉）アキュムレータほう素濃度、表８５－１４のうち８５－１４－３燃料取替用水

タンク（１号炉および２号炉）ほう素濃度および第１０２条（放射性気体廃棄物の管

理）における表１０２－１のうち放出管理目標値については、１号炉および２号炉に

おける高燃焼度（５５，０００ＭＷd/t）燃料の原子炉内への初回装荷が両号炉とも

に開始した日以降に適用し、それまでの間のうち、１号炉または２号炉における高燃

焼度（５５，０００ＭＷd/t）燃料の原子炉内への装荷を開始する日までは別紙－２

により、それ以降は別紙－３による。 

５．本規定施行の際、使用前事業者検査対象の津波警報等が発表されない可能性のある

津波への対応に関連する規定については、１号炉、２号炉、３号炉および４号炉の

津波警報等が発表されない可能性のある津波への対応に係る全ての工事が完了した

時の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第４３条の３の１１第

３項の使用前確認完了日（発電所構外の観測潮位を用いた運用を含む）、または３

号炉および４号炉の重大事故時の原子炉等への注水手段の一部変更（送水車の導入

等）に係る全ての工事が完了した時の各原子炉施設に係る使用前検査終了日のいず

れか遅い日以降に適用することとし、それまでの間は従前の例による。 
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強

度
又

は
漏

え
い

に
係

る
試

験
を

す
る

こ
と

が
で

き
る

状
態

に

な
っ

た
時

 
 

原
子

炉
本

体
、

核
燃

料
物

質
の

取
扱

施
設

及
び

貯
蔵

施
設

、
原

子
炉

冷
却

系
統

施
設

（
蒸

気
タ

ー

ビ
ン

を
除

く
。
）
、

計
測

制
御

系
統

施
設

（
発

電
用

原
子

炉
の

運
転

を
管

理
す

る
た

め
の

制
 
御

装
置

を
除

く
。
）
、

放
射

性
廃

棄
物

の
廃

棄
施

設
（

排
気

筒
を

除
く

。
）
、

放
射

線
管

理
施

設
又

は
原

子

炉
格

納
施

設
の

構
造

、
機

能
又

は
性

能
を

確
認

す
る

検
査

の
う

ち
次

に
掲

げ
る

も
の

 

一
 
材

料
検

査
 

二
 
寸

法
検

査
 

三
 
外

観
検

査
 

四
 
組

立
て

及
び

据
付

け
状

態
を

確
認

す
る

検
査

 
五

 
耐

圧
検

査
 

六
 
漏

え
い

検
査

 

七
 
原

子
炉

格
納

施
設

が
直

接
設

置
さ

れ
る

基
盤

の
状

態
を

確
認

す
る

検
査

 
 

二
 
蒸

気
タ

ー
ビ

ン
の

車
室

の
下

半
部

の

据
付

け
が

完
了

し
た

時
及

び
補

助
ボ

イ
ラ

ー
の

本
体

の
組

立
て

が
完

了
し

た
時

 
 

一
 
蒸

気
タ

ー
ビ

ン
の

構
造

、
機

能
又

は
性

能
を

確
認

す
る

検
査

の
う

ち
次

に
掲

げ
る

も
の

 

イ
 
材

料
検

査
 

ロ
 
寸

法
検

査
 

ハ
 
外

観
検

査
 

ニ
 
組

立
て

及
び

据
付

け
状

態
を

確
認

す
る

検
査

 
二

 
補

助
ボ

イ
ラ

ー
の

構
造

、
機

能
又

は
性

能
を

確
認

す
る

検
査

の
う

ち
次

に
掲

げ
る

も
の

 

イ
 
材

料
検

査
 

ロ
 
寸

法
検

査
 

ハ
 
外

観
検

査
 

ニ
 
組

立
て

及
び

据
付

け
状

態
を

確
認

す
る

検
査

 

ホ
 
耐

圧
検

査
 

ヘ
 
漏

え
い

検
査

 

三
 
発

電
用

原
子

炉
に

燃
料

体
を

挿
入

す

る
こ

と
が

で
き

る
状

態
に

な
っ

た
時

 
 

核
燃

料
物

質
の

取
扱

施
設

及
び

貯
蔵

施
設

、
原

子
炉

冷
却

系
統

施
設

、
計

測
制

御
系

統
施

設
、

放

射
性

廃
棄

物
の

廃
棄

施
設

、
放

射
線

管
理

施
設

、
原

子
炉

格
納

施
設

、
非

常
用

電
源

設
備

、
 
常

用
電

源
設

備
、

火
災

防
護

設
備

、
浸

水
防

護
施

設
、

補
機

駆
動

用
燃

料
設

備
（

非
常

用
電

源
設

備

及
び

補
助

ボ
イ

ラ
ー

に
係

る
も

の
を

除
く

。
）
、

非
常

用
取

水
設

備
、

敷
地

内
土

木
構

造
物

及
び

緊

急
時

対
策

所
の

機
能

又
は

性
能

で
あ

っ
て

、
発

電
用

原
子

炉
に

燃
料

体
を

挿
入

し
た

状
態

に
お

い
て

必
要

な
も

の
を

確
認

す
る

検
査

 
 

四
 
発

電
用

原
子

炉
の

臨
界

反
応

操
作

を
開

始
す

る
こ

と
が

で
き

る
状

態
に

な
っ

た
時

 
 

原
子

炉
本

体
、

原
子

炉
冷

却
系

統
施

設
、

計
測

制
御

系
統

施
設

（
発

電
用

原
子

炉
の

運
転

を
管

理
す

る
た

め
の

制
御

装
置

を
除

く
。
）

及
び

発
電

機
の

機
能

又
は

性
能

で
あ

っ
て

、
発

電
用

原
子

炉

が
臨

界
に

達
す

る
時

に
必

要
な

も
の

を
確

認
す

る
検

査
 
 

五
 
工

事
の

計
画

に
係

る
全

て
の

工
事

が
完

了
し

た
時

 
 

発
電

用
原

子
炉

の
出

力
運

転
時

に
お

け
る

発
電

用
原

子
炉

施
設

の
総

合
的

な
性

能
を

確
認

す
る

検
査

そ
の

他
工

事
の

完
了

を
確

認
す

る
た

め
に

必
要

な
検

査
 
 

（
使

用
前

検
査

を
要

し
な

い
場

合
）

 
 

第
十

七
条

 
法

第
四

十
三

条
の

三
の

十
一

第
一

項
 
た

だ
し

書
の

原
子

力
規

制
委

員
会

規
則

で
定

め
る

場
合

は
、

次
の

と
お

り
と

す
る

。
 
 

一
 
原

子
炉

本
体

を
試

験
の

た
め

に
使

用
す

る
場

合
で

あ
っ

て
、

そ
の

使
用

の
期

間
及

び
方

法
に

つ
い

て
原

子
力

規
制

委
員

会
の

承
認

を
受

け
、

そ
の

承
認

を
受

け
た

期
間

内
に

お
い

て
そ

の
承

認
を

受
け

た
方

法
に

よ
り

使
用

す
る

と
き

。
 
 

二
 
前

号
に

規
定

す
る

発
電

用
原

子
炉

施
設

以
外

の
発

電
用

原
子

炉
施

設
を

試
験

の
た

め
に

使
用

す
る

場
合

 

三
 
三

 
発

電
用

原
子

炉
施

設
の

一
部

が
完

成
し

た
場

合
で

あ
っ

て
、

そ
の

完
成

し
た

部
分

を
使

用
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

特
別

の
理

由
が

あ
る

場
合

（
前

二
号

に
掲

げ
る

場
合

を
除

く
。
）

に
お

い
て

、
そ

の
使

用
の

期
間

及
び

方
法

に
つ

い
て

原
子

力
規

制
委

員
会

の
承

認
を

受
け

、
そ

の
承

認
を

受

け
た

期
間

内
に

お
い

て
そ

の
承

認
を

受
け

た
 
方

法
に

よ
り

使
用

す
る

と
き

。
 
 

四
 
発

電
用

原
子

炉
施

設
の

設
置

の
場

所
の

状
況

又
は

工
事

の
内

容
に

よ
り

、
原

子
力

規
制

委
員

会
が

支
障

が
な

い
と

認
め

て
検

査
を

受
け

な
い

で
使

用
す

る
こ

と
が

で
き

る
旨

を
指

示
し

た
場

合
 

五
 
制

限
工

事
の

場
合

 

（
使

用
前

検
査

合
格

証
）

 
 

第
二

十
一

条
 
 
原

子
力

規
制

委
員

会
は

、
使

用
前

検
査

に
合

格
し

た
と

認
め

た
と

き
は

、
当

該
申

請
に

係
る

使
用

前
検

査
合

格
証

を
交

付
す

る
。

 
 

２
．

使
用

前
検

査
終

了
日

と
保

安
規

定
の

適
用

と
の

関
係

 
                    

３
．

原
子

炉
の

運
転

モ
ー

ド
表

1
2
－

1 
 表

１
２

－
１

 

モ
ー

ド
 

原
子

炉
の

運
転

状
態

 
原

子
炉

容
器

ス
タ

ッ
ド

ボ
ル

ト
の

状
態

 

１
 

出
力

運
転

（
出

力
領

域
中

性
子

束
指

示
値

 
5
 
%
 
超

）
 

全
ボ

ル
ト

締
付

 

２
（

停
止

時
）

 

出
力

運
転

（
出

力
領

域
中

性
子

束
指

示
値

 
5
 
%
 
以

下
）

 

～
 

制
御

グ
ル

ー
プ

バ
ン

ク
全

挿
入

※
３
に

よ
る

原
子

炉
停

止
 

全
ボ

ル
ト

締
付

 

２
（

起
動

時
）

 

臨
界

操
作

の
た

め
の

制
御

グ
ル

ー
プ

バ
ン

ク
引

抜
操

作
開

始
 

～
 

出
力

運
転

（
出

力
領

域
中

性
子

束
指

示
値

 
5
 
%
 
以

下
）

 

全
ボ

ル
ト

締
付

 

３
 

１
次

冷
却

材
温

度
 

 
1
7
7
 
℃

 
以

上
 

全
ボ

ル
ト

締
付

 

４
 

１
次

冷
却

材
温

度
 

 
9
3
 
℃

 
超

 
1
7
7
 
℃

 
未

満
 

全
ボ

ル
ト

締
付

 

５
 

１
次

冷
却

材
温

度
 

 
9
3
 
℃

 
以

下
 

全
ボ

ル
ト

締
付

 

６
※

４
 

１
本

以
上

が
緩

め
ら

れ

て
い

る
 

 ※
３

：
挿

入
不

能
な

制
御

棒
を

除
く

。
 

※
４

：
全

て
の

燃
料

が
原

子
炉

格
納

容
器

の
外

に
あ

る
場

合
を

除
く

。
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三号検査のない設備の扱いについて 

 

高浜１・２号機では重大事故等に対処するために必要な設備の工事を行うため工事計画認

可申請を行い、使用前検査を受検している。 

本使用前検査の対象設備については、一号検査として、構造、強度または漏えい確認を行

い、その後、機能または性能を確認するために三号検査を受検する。 

ここで、保安規定適用時期は原則、三号検査終了日以降としているが、改造修理工事のう

ち、構造に係る変更であって、機能または性能に影響を与えない工事等については、三号検

査を受検しないため、一号検査の終了日をもって適用することとする。 

以上を踏まえ、保安規定の附則に下記のただし書きを追記することにより、三号検査のな

い設備の適用日を明確にすることとする。 

なお、３号炉および４号炉の原子炉等への注水手段の一部変更（送水車の導入等）に係る

使用前検査については、三号検査と五号検査を同じ時期に行うため、併せて五号検査として

受検することから、五号検査の終了日をもって適用することとし、その旨を追記することと

する。 

 

２．本規定施行の際、使用前検査の対象となる規定（第３項を除く。）については、原子

炉に燃料体を挿入することができる状態になった時の各原子炉施設に係る使用前検査

終了日（ただし、３号炉および４号炉の重大事故時の原子炉等への注水手段の一部変

更（送水車の導入等）に係る使用前検査の対象となる規定については、工事の計画に

係る全ての工事が完了した時の各原子炉施設に係る使用前検査終了日、かつ１号炉、

２号炉、３号炉および４号炉の津波警報等が発表されない可能性のある津波への対応

に係る全ての工事が完了した時の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する

法律第４３条の３の１１第３項の使用前確認完了日（発電所構外の観測潮位を用いた

運用を含む））以降に適用することとし、それまでの間、なお、従前の例による。ただ

し、上記検査がない設備については構造、強度または漏えいに係る検査終了日以降に

適用する。 
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３．附則記載およびその説明 

（１） 工事や運用上の制約がない条文 

 
＜説明＞原子力規制委員会の認可を受けた後、１０日以内に適用する。 

 

（２） 新規制基準適用以降の工事計画認可の対象範囲で、施行時点で三号検査が完了しない設備

については、三号検査完了後に保安規定を適用する。 

 
 

＜説明＞ 

先行プラントにおいては、安全対策工事として設備が設置された後、関連する運用（手順

書、体制等）および設備の適用を開始していた。 

高浜１，２号炉においては、新規制基準を踏まえた火災、溢水、竜巻等の設計基準事象や

重大事故等へ対処するための安全対策工事を進めており、先行プラントと同様に、この工事

完了以降、保安規定における設備および運用に関する条文（例：ＳＡ設備は第８５条、ＳＡ

時の手順、体制は第１３条、第１８条の５，６）を適用開始する。 

具体的には、当該号炉の原子炉に燃料を装荷する前の使用前検査（三号検査）が終了とな

るＱＡ検査（表１参照）による最終的な確認を受けた日以降、適用される旨、附則において

明確にする。 

なお、三号検査終了となるＱＡ検査完了時点におけるプラント状態はモード外であること

から、ＱＡ検査の対象範囲で本附則を適用可能であっても、モード外で機能要求がないもの

については、第２項の適用は不要である。（表２参照） 

 
  

認可 施行
使用前
検査終了（1u）

使用前
検査終了（2u）従前の例にて運用（1u）

従前の例にて運用（2u）

第１条 この通達は、  年  月  日より施行する。 

２．本規定施行の際、使用前検査の対象となる規定（第３項を除く。）については、原子炉

に燃料体を挿入することができる状態になった時の各原子炉施設に係る使用前検査終了日

（ただし、３号炉および４号炉の重大事故時の原子炉等への注水手段の一部変更（送水車

の導入等）に係る使用前検査の対象となる規定については、工事の計画に係る全ての工事

が完了した時の各原子炉施設に係る使用前検査終了日、かつ１号炉、２号炉、３号炉およ

び４号炉の津波警報等が発表されない可能性のある津波への対応に係る全ての工事が完了

した時の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第４３条の３の１１第３

項の使用前確認完了日（発電所構外の観測潮位を用いた運用を含む））以降に適用するこ

ととし、それまでの間、なお、従前の例による。ただし、上記検査がない設備については

構造、強度または漏えいに係る検査終了日以降に適用する。なお、第１３条（運転員等の

確保）については、２号炉の原子炉に燃料体を挿入することができる状態になった時の各

原子炉施設に係る使用前検査終了日以降に適用することとし、それまでの間のうち、１号

炉の原子炉に燃料体を挿入することができる状態になった時の各原子炉施設に係る使用前

検査終了日までは従前の例により、それ以降は別紙－１による。 
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表１：検査の概要 

検査項目 対象範囲 実施内容 実施時期 

三号検査 

（機能・性

能検査等） 

要目表の 

対象設備 

  要目表に記載された容量等のスペックを満足し

ていることを確認される。 

  例えば、要目表にポンプの容量が100m3/hと記載

されていれば、実際にポンプを運転し、100m3/h

以上の性能を有していることを確認される。 

各設備の工事完了時 

基本設計 

方針検査 

全ての工認

対象設備 

  工認の基本設計方針の要求に対して、各設備が

適合していることを確認される。 

  具体的には、事業者が実施した検査記録及び工

事管理記録により包括的な確認が行われるとと

もに検査記録と現物の状態が一致するか否かの

観点から現場を抜取りで確認される。 

・燃料装荷前 

ＱＡ検査 
全ての工認

対象範囲 

  事業者の品質管理の方法等が工認（の品管説明

書）通りに行なわれていることを確認される。 

  具体的には、工事及び事業者による検査が品管

説明書に従って、適切に実施されていることを

包括的に確認される。 

・使用前検査開始時 

・燃料装荷前 

・原子炉起動前 

・負荷検査以外の検査

完了後 等 
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表２：附則を適用する条文一覧 

（１／３） 
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（２／３） 
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（３／３） 
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第１３条（運転員等の確保）については、別紙１のとおり、１号炉の使用前検査終了から

２号炉の使用前検査終了までの期間、２号炉の原子炉に燃料装荷を行わないことを明確にす

る。 

 
（別紙－１にて運用） 
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（３） 新規制基準適用以降の工事計画認可の対象範囲で、三号検査以降に使用前検査がある場合 

 
＜説明＞ 

運転上の制限が適用されないモード外においては、図１に示すとおり通常運転時において原

子炉容器内に挿入されているシンブルチューブが引き抜き状態であり、原子炉下部キャビティ

の線量が高くなる。したがって、原子炉下部キャビティ水位計に係る規定については、原子炉

の運転モード５の期間における使用前検査終了日以降に適用する。 

 
図１ 原子炉下部キャビティ概要図 

  

３．第８５条（重大事故等対処設備）のうち、原子炉下部キャビティ水位計に係る規定に

ついては、原子炉の運転モード５の期間における使用前検査終了日以降に適用する。 
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（４） 高燃焼度燃料の導入に関する条文 

 
＜説明＞ 

高燃焼度燃料の導入に伴い、プラント設備、核設計、熱水力設計及び平常時被ばく評価等

が変更となる（補足説明資料－９）が、１号炉、２号炉ともに導入されていない期間に別紙

－２、１号炉のみに導入されている期間に別紙－３を適用する。 

    

（別紙－２の記載例：表３０－１） 

１．１号炉および２号炉 

項 目 運転上の制限 

ＦＱ(Z) 
原子炉熱出力が 50 % を超える場合、 2.10/P※１×K(Z)※２ 以下であること 

原子炉熱出力が 50 % 以下の場合、 4.20×K(Z) 以下であること 

（別紙－３の記載例：表３０－１） 

１．１号炉および２号炉のうち高燃焼度（ 55,000 MWd/t ）燃料を装荷する号炉 

項 目 運転上の制限 

ＦＱ(Z) 
原子炉熱出力が 50 % を超える場合、 2.25/P※１×K(Z)※２ 以下であること 

原子炉熱出力が 50 % 以下の場合、 4.50×K(Z) 以下であること 

２．１号炉および２号炉のうち高燃焼度（ 55,000 MWd/t ）燃料を装荷しない号炉 

項 目 運転上の制限 

ＦＱ(Z) 
原子炉熱出力が 50 % を超える場合、 2.10/P※１×K(Z)※２ 以下であること 

原子炉熱出力が 50 % 以下の場合、 4.20×K(Z) 以下であること 

 

以 上 

１号炉⾼燃焼度燃料
装荷開始日

２号炉⾼燃焼度燃料
装荷開始日

別紙－２による。 別紙－３による。注 保安規定本文による。

注︓放出管理⽬標値は号炉毎に書き分けができないため、１号炉への⾼燃焼度燃料装荷開始日より、変更後の値を採⽤する。

４．第３０条（熱流束熱水路係数（FQ(Z)））における表３０－１のうち１号炉および２号炉

熱流束熱水路係数 FQ(Z)および図３０－１のうち１号炉および２号炉 K(Z)、第３１条

（核的エンタルピ上昇熱水路係数（ＦN
ΔH））における表３１－１のうち１号炉および２

号炉核的エンタルピ上昇熱水路係数 FN
ΔH、第３５条（ＤＮＢ比）における表３５－１の

うち１号炉および２号炉ＤＮＢ比、第５１条（蓄圧タンク）における表５１－２のう

ち１号炉および２号炉蓄圧タンクほう素濃度、第５４条（燃料取替用水タンク）にお

ける表５４－２のうち１号炉および２号炉燃料取替用水タンクほう素濃度、第５８条

（原子炉格納容器スプレイ系）における表５８－２のうち１号炉および２号炉苛性ソ

ーダ溶液量、第８１条（１次冷却材中のほう素濃度 －モード６－）における表８１

－１のうち１号炉および２号炉１次冷却材中のほう素濃度、第８５条（重大事故等対

処設備）における表８５－４のうち８５－４－２炉心注水（１号炉および２号炉）ア

キュムレータほう素濃度、表８５－１４のうち８５－１４－３燃料取替用水タンク

（１号炉および２号炉）ほう素濃度および第１０２条（放射性気体廃棄物の管理）に

おける表１０２－１のうち放出管理目標値については、１号炉および２号炉における

高燃焼度（５５，０００ＭＷd/t）燃料の原子炉内への初回装荷が両号炉ともに開始し

た日以降に適用し、それまでの間のうち、１号炉または２号炉における高燃焼度（５

５，０００ＭＷd/t）燃料の原子炉内への装荷を開始する日までは別紙－２により、そ

れ以降は別紙－３による。 
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補足説明資料－３３－１ 

 

 

 

 

 

高浜発電所 

火山影響等発生時における発電用原子炉施設の保全のための 

活動を行う体制の整備について 

  

本資料のうち、枠囲みの内容は、商業機密あるいは防護上の観点から公開できません。 
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火山影響等発生時における発電用原子炉施設の保全のための 

活動を行う体制の整備について 

 

＜ 目 次 ＞ 

 

１ 概要 

(1）要求事項及び当社の対応 

(2）火山影響等発生時の想定 

 

２ 要員の配置 

(1）要員の非常召集 

(2）火山影響等発生時の体制 

 

３ 教育訓練の実施 

(1）ディーゼル発電機の機能の維持に係る教育訓練 

(2）タービン動補助給水ポンプを用いた蒸気発生器２次側による炉心冷却に係る

教育訓練 

(3）蒸気発生器補給用仮設中圧ポンプ（電動）を用いた蒸気発生器２次側による

炉心冷却及び同ポンプの機能の維持に係る教育訓練 

(4）緊急時対策所の居住性確保に係る教育訓練 

(5）通信連絡設備の確保に係る教育訓練 

 

４ 資機材の整備 

(1）ディーゼル発電機の機能の維持 

(2）その他 

 

５ 体制及び手順書の整備 

(1）火山影響等発生時における炉心冷却のための対応手段と設備の選定 

a. 対応手段と設備の選定の考え方 

b. 対応手段と設備の選定の結果 

(2）ディーゼル発電機の機能を用いた手順 

a. ディーゼル発電機への改良型フィルタ取付 

(a）手順着手の判断基準 

(b）作業手順 
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(c）作業の成立性 

b. ディーゼル発電機による給電 

(a）手順着手の判断基準 

(b）作業手順 

c. 蒸気発生器２次側及び余熱除去系を用いた炉心冷却 

(a）手順着手の判断基準 

(b）作業手順 

(c）炉心冷却の成立性 

d. ディーゼル発電機改良型フィルタのフィルタ取替・清掃 

(a）手順着手の判断基準 

(b）作業手順 

(c）作業の成立性 

ｅ. 海水ポンプモータの除塵フィルタ取外し 

(a）手順着手の判断基準 

(b）作業手順 

(c）作業の成立性 

(3）タービン動補助給水ポンプを用いた蒸気発生器２次側による炉心冷却のため

の手順等 

a. タービン動補助給水ポンプを用いた炉心冷却 

(a）手順着手の判断基準 

(b）作業手順 

(c）炉心冷却の成立性 

(4）蒸気発生器補給用仮設中圧ポンプ（電動）を用いた蒸気発生器２次側による

炉心冷却及び同ポンプの機能を維持するための手順等 

a. 蒸気発生器補給用仮設中圧ポンプ（電動）の準備作業 

(a）手順着手の判断基準 

(b）作業手順 

(c）作業の成立性 

b. 蒸気発生器補給用仮設中圧ポンプ（電動）を用いた炉心冷却 

(a）手順着手の判断基準 

(b）作業手順 

(c）炉心冷却の成立性 

(5）必要な資源について 

a. ディーゼル発電機の機能維持 
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(a）水源 

(b）電源 

(c）燃料 

b. タービン動補助給水ポンプを用いた蒸気発生器２次側による炉心冷却の機 

能の維持 

(a）水源 

(b）電源 

(c）燃料 

c. 蒸気発生器補給用仮設中圧ポンプ（電動）を用いた蒸気発生器２次側に  

よる炉心冷却及び同ポンプの機能の維持 

(a）水源 

(b）電源 

(c）燃料 

(6）火山影響等発生時における原子炉停止措置 

(7）その他体制の整備に係る手順等 

a. 緊急時対策所の居住性確保に関する手順等 

(a）手順着手の判断基準 

(b）作業手順 

(c）作業の成立性 

b. 通信連絡設備に関する手順等 

(a）対応手段と設備の選定の考え方 

(b）対応手段と設備の選定結果 

(c）手順着手の判断基準 

(d）作業手順 

(e）作業の成立性 

(f）必要な資源について 

c. 電源車の燃料確保に関する手順等 

(a) 電源車（可搬式代替低圧注水ポンプ用）の建屋近傍への移動 

(b) 電源車（可搬式代替低圧注水ポンプ用）からの燃料補給 

(c) 必要な資源について 

  

６ 定期的な評価 
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（図一覧） 

第１図 火山影響等発生時の体制の概略（防災組織図） 

第２図 火山影響等発生時の体制の概略（保安規定第 13 条（運転員等の確保） 
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第３図 火山影響等発生時の体制の概略（要員の対応内容） 
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第４－２図 高浜３,４号機 火山影響等発生時における対応のタイムチャート 

第５図 火山影響等発生時における炉心冷却のための対応フロー 

第６図 対策の概略系統図 

第７図 対応手順の概要 
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第９図 ディーゼル発電機への改良型フィルタ取付 タイムチャート 

第１０図 ディーゼル発電機への改良型フィルタ取替 概略図 

第１１図 ディーゼル発電機への改良型フィルタ取替・清掃 タイムチャート 

第１２図 海水ポンプモータの除塵フィルタ取外し 概略図 

第１３図 海水ポンプモータの除塵フィルタ取外し タイムチャート 

第１４図 対策の概略系統図 

第１５図 対応手順の概要 

第１６図 対策の概略系統図 

第１７図 電源車による給電の概要 

第１８図 対応手順の概要 

第１９－１図 電源車による給電準備 タイムチャート 

第１９－２図 電源車による給電開始 タイムチャート 

第２０図 蒸気発生器補給用仮設中圧ポンプ（電動）を用いた炉心冷却 

     タイムチャート 

第２１－１図 緊急時対策所入口扉へのフィルタ取り付け位置 

第２１－２図 緊急時対策所の居住性確保のための仮設フィルタ設置タイムチャート 

第２２図 火山影響等発生時に使用する通信連絡設備の概要 

第２３図 通信連絡設備の電源系統の概要 

第２４図 携行型通話装置による発電所内の通信連絡の概要 

第２５図 電源車への燃料確保 概略図 

第２６図 電源車の移動 タイムチャート 

第２７図 電源車（可搬式代替低圧注水ポンプ用）からの燃料補給  

タイムチャート 
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（別紙一覧） 

 

別紙１ 高濃度の降下火砕物環境下における作業時の対応について 

別紙２ 火山影響等発生時の炉心冷却に有効な手段の選定について 

別紙３ 降灰予報等を用いた対応着手の判断について 

別紙４ 作業の成立性について 

別紙５ 電源車の容量について 

別紙６ 火山影響等発生時における燃料補給について 
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1 概要 

本章では、実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則の改正（平成２９年１

２月１４日原子力規制委員会規則第十六号）にて、第八十四条の二に「火山影響等

発生時における発電用原子炉施設の保全のための活動」（実用発電用原子炉の設置、

運転等に関する規則の改正（令和２年１月２３日原子力規制委員会規則第三号）に

て第八十三条の一のロ「火山現象による影響」に改正）が追加されたことから、こ

れに対する当社の対応の概要を以下に示す。 

以降、号機の指定がない場合、高浜１，２号機の内容であるものとする。 

 

(1) 要求事項及び当社の対応 

実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則の第八十三条の一のロの（１）、

（２）、（３）において、火山影響等発生時における発電用原子炉施設の保全のた

めの活動は以下のとおり定められており、それに対する当社の対策を示す。また、

第八十三条の四に前三号に掲げるもののほか、火山影響等発生時における発電用

原子炉施設の必要な機能を維持するために、緊急時対策所の居住性の確保及び通

信連絡設備の確保を行う。 

 

第八十三条の一のロ 当社の対応 

第

一

号 

の

ロ 

（１） 

火山影響等発生時における非常用交

流動力電源設備の機能を維持するた

めの対策に関すること。 

ディーゼル発電機の吸気ライン

に改良型フィルタを取り付け、2

台運転。電動補助給水ポンプによ

り炉心の冷却を行う。 

（２） 

（１）に掲げるもののほか、火山影響

等発生時における代替電源設備その

他の炉心を冷却するために必要な設

備の機能を維持するための対策に関

すること。 

タービン動補助給水ポンプを使

用し、蒸気発生器２次側へ注水す

ることにより炉心の冷却を行う。 

 

（３） 

（２）に掲げるもののほか、火山影響

等発生時に交流動力電源が喪失した

場合における炉心の著しい損傷を防

止するための対策に関すること。 

電源車を動力源とした蒸気発生

器補給用仮設中圧ポンプ（電動）

により蒸気発生器２次側へ注水

することにより炉心の冷却を行

う。 
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第四号 

その他、火山影響等発生時における

発電用原子炉施設の保全のための活

動に関すること。 

緊急時対策所の居住性確保、通信

連絡設備の機能確保のための手

順を整備する。 

 

また、これらに対して要員の配置、教育訓練の実施、資機材の整備を含む計画の

策定、体制及び手順書の整備及び定期的な評価を行う。 

 

(2) 火山影響等発生時の想定 

第八十三条の一のロの（１）及び第八十三条の四においては、火山影響等発生時

の想定として、「原子力発電所の火山影響評価ガイド」に示す手法に従い、当該発

電所の降灰量(10cm)が 24時間継続すると仮定することにより気中降下火砕物濃度

を推定し、その環境下での対策を検討した。 

第八十三条の一のロの（２）においては、気中降下火砕物濃度によらず、その動

作に期待できる対策を検討した。 

第八十三条の一のロの（３）においては、推定した気中降下火砕物濃度の 2 倍

の濃度を想定し、その環境下で、ディーゼル発電機は降灰到達後も一定期間機能

を期待するものとして対策を検討した。 
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2 要員の配置 

火山現象による影響が発生するおそれがある場合又は発生した場合（以下「火山

影響等発生時」という。） に備え、必要な要員を配置する。また、休日、時間外（夜

間）に発生した場合に備え、保安規定第 13 条（運転員等の確保）に定める必要な要

員を配置する。 

第１図、第２図及び第３図に火山影響等発生時の体制の概略を示す。 

 

(1）要員の非常召集 

所長は、降灰予報等により発電所（高浜町）への多量の降灰が予想される場合、

社内標準に定める組織の要員を召集して活動する。 

なお、休日、時間外（夜間）においては、社内標準に定める組織が構築されるま

での間、保安規定第 13 条に定める重大事故等の対応を行う要員を活用する。 

 

(2）火山影響等発生時の体制 

火山影響等発生時における対応は、以下の体制にて実施する。 

第４図に火山影響等発生時における対応のタイムチャートを示す。 

 

ａ．ディーゼル発電機の機能維持 

ディーゼル発電機の機能を維持するための対策については、1 ユニット当たり

緊急安全対策要員 8 名にて準備し、取替・清掃を緊急安全対策要員 4 名にて実

施する。 

ディーゼル発電機の冷却に使用する海水ポンプの機能を維持するための対策

については、１号炉、２号炉合わせて緊急安全対策要員 2 名にて実施する。 

なお、休日、時間外（夜間）についても同様に実施する。 
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ｂ．タービン動補助給水ポンプを用いた蒸気発生器２次側による炉心冷却 

タービン動補助給水ポンプを用いた蒸気発生器２次側により炉心を冷却する

ための対策については、1 ユニット当たり緊急安全対策要員 2 名及び運転員等 1

名にて実施する。 

なお、休日、時間外（夜間）についても同様に実施する。 

 

ｃ．蒸気発生器補給用仮設中圧ポンプ（電動）を用いた蒸気発生器２次側による炉

心冷却及び同ポンプの機能の維持 

蒸気発生器補給用仮設中圧ポンプ（電動）を用いた蒸気発生器２次側による炉

心冷却及び同ポンプの機能を維持するための対策（電源車等）として、蒸気発生

器補給用仮設中圧ポンプ（電動）への給電準備については、１ユニット当たり緊

急安全対策要員 9 名及び運転員等 3 名にて実施し、蒸気発生器補給用仮設中圧

ポンプ（電動）を用いた炉心冷却については、1 ユニット当たり緊急安全対策要

員 4 名及び運転員等 1 名にて実施する。 

なお、休日、時間外（夜間）についても同様に実施する。 

 

ｄ．緊急時対策所の居住性確保 

緊急時対策所の居住性を確保するための対策については、緊急安全対策要員 2

名にて実施する。 

なお、休日、時間外（夜間）についても同様に実施する。 

 

ｅ．通信連絡設備の確保 

緊急時運転パラメータ伝送システム（以下「ＳＰＤＳ」という。）等を含む通

信連絡設備（以下「通信連絡設備」という。）を確保するための対策については、

1 ユニット当たり緊急安全対策要員 9 名及び運転員等 3 名にて実施する。 

なお、休日、時間外（夜間）についても同様に実施する。 
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3 教育訓練の実施 

第 2 項の要員に対して、火山影響等発生時のディーゼル発電機の機能を維持する

ための対策及び炉心の著しい損傷を防止するための対策等に関する教育訓練を定期

的に実施する。 

なお、既に整備されている手順の教育訓練については、従前のとおりとする。 

 

(1）ディーゼル発電機の機能の維持に係る教育訓練 

緊急安全対策要員に対して、ディーゼル発電機の機能を維持するための対策（改

良型フィルタの取付等）に係る教育訓練を 1 年に 1 回以上実施する。 

 

(2）タービン動補助給水ポンプを用いた蒸気発生器２次側による炉心冷却に係る教育

訓練 

運転員等に対するタービン動補助給水ポンプを用いた蒸気発生器２次側による炉

心冷却に係る教育訓練については、1 年に 1 回以上実施する。 

 

(3）蒸気発生器補給用仮設中圧ポンプ（電動）を用いた蒸気発生器２次側による炉心

冷却及び同ポンプの機能の維持に係る教育訓練 

緊急安全対策要員に対して、蒸気発生器補給用仮設中圧ポンプ（電動）の機能を

維持するための対策（電源車等）に係る教育訓練を 1 年に 1 回以上実施する。 

なお、緊急安全対策要員に対する蒸気発生器補給用仮設中圧ポンプ（電動）を用

いた蒸気発生器２次側による炉心冷却に係る教育訓練については、1 年に 1 回以上

実施する。 

 

(4）緊急時対策所の居住性確保に係る教育訓練 

緊急安全対策要員に対して、緊急時対策所の居住性確保に係る教育訓練を 1 年に

1 回以上実施する。 

 

(5）通信連絡設備の確保に係る教育訓練 

緊急安全対策要員及び運転員等に対して、通信連絡設備の確保に係る教育訓練を

1 年に 1 回以上実施する。 
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4 資機材の整備 

火山影響等発生時の対応に必要な以下の資機材を配備するとともに、必要時に使

用可能なよう適切に管理する。 

また、既存の資機材（スコップ、マスク、ヘッドライト及びゴーグル等）に加え、

必要な道具を配備するとともに、作業性を確保するための防護具（マスク、ゴーグ

ル）の数を増やす。高濃度の降下火砕物環境下における防護具等の対応を別紙 1 に

示す。 

 

(1）ディーゼル発電機の機能の維持 

ディーゼル発電機の機能維持に必要な改良型フィルタを必要数配備する。 

 

改良型フィルタ    2 台（1 ユニット当たり） 

・フィルタ数    24 体（1 ユニット当たり）（１体あたり 9.5kg） 

・交換用フィルタ数 24 体（1 ユニット当たり） 

 

(2）その他 

緊急時対策所の居住性確保及び通信連絡設備の確保に必要な資機材を配備する。 
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5 体制及び手順書の整備 

(1）火山影響等発生時における炉心冷却のための対応手段と設備の選定 

a.対応手段と設備の選定の考え方 

火山影響等発生時において、原子炉停止後、外部電源喪失が発生した場合は、

炉心崩壊熱の除去を維持継続する必要があるため、ディーゼル発電機からの給

電により蒸気発生器２次側及び余熱除去系による炉心冷却を行う。この場合、

継続してディーゼル発電機の機能を維持する必要がある。 

また、この状態において全てのディーゼル発電機の機能が喪失した場合は全

交流動力電源喪失となるが、降下火砕物の影響により空冷式非常用発電装置か

らの代替受電が不可能なため、タービン動補助給水ポンプを用いた蒸気発生器

２次側による炉心冷却を行う。 

さらに、タービン動補助給水ポンプによる給水ができない場合は、蒸気発生器

補給用仮設中圧ポンプ（電動）を用いた蒸気発生器２次側による炉心冷却を行

う。火山影響等発生時の炉心冷却に有効な手段の選定を別紙２に示す。 

火山影響等発生時における炉心冷却のための対応フローを第５図に示す。 

なお、火山影響等発生後の長期間に亘っても、余熱除去系により炉心冷却が継

続可能である。（添付－1) 

また、火山影響等発生時のアクセスルートについて、降灰前に燃料取扱建屋

内等に電源車等を配置するため、アクセスルート確保のための除灰作業は、降

灰状況や体制等を考慮し、必要に応じ適宜実施する。 

なお、この除灰作業については、保安規定「添付３ 重大事故等および大規

模損壊対応に係る実施基準」において既に定めている手順に基づき実施するも

のである。 
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b. 対応手段と設備の選定の結果 

外部電源が喪失した場合、蒸気発生器２次側及び余熱除去系による炉心冷却

機能を維持するために必要な設備は、以下のとおり。 

・ディーゼル発電機 

・電動補助給水ポンプ又はタービン動補助給水ポンプ 

・復水タンク 

・消火水バックアップタンク 

・消火水バックアップポンプ 

・主蒸気大気放出弁 

・原子炉補機冷却海水系（海水ポンプ） 

・原子炉補機冷却水系 

・余熱除去系 

対策手順等を「5 (2）ディーゼル発電機の機能を用いた手順」に示す。 

これらの設備のうち、ディーゼル発電機は、屋外に設置している吸気消音器の

フィルタの閉塞が想定されるため、対策として火山影響等発生時にはフィルタ

の取替・清掃が容易な改良型フィルタを取り付ける。 

電動補助給水ポンプ又はタービン動補助給水ポンプは、降下火砕物堆積荷重

に対して構造健全性を有する建屋内に設置されており、降下火砕物の影響を受

けることはない。 

復水タンクは降下火砕物堆積荷重に対して構造健全性を有することから、機

能に影響を及ぼすことはない。 

消火水バックアップタンクは降下火砕物堆積荷重に対して構造健全性を有す

ることから、機能に影響を及ぼすことはない。 

消火水バックアップポンプは降下火砕物堆積荷重に対して構造健全性を有す

る建屋内に設置されており、降下火砕物の影響を受けることはない。 

主蒸気大気放出弁は、屋外に大気開放部を有しているが、大気開放部に堆積す

る降下火砕物の荷重より主蒸気大気放出弁の噴出力が大きいことから、機能に

影響を及ぼすことはない。 

原子炉補機冷却海水系である海水ポンプは屋外に設置されており、海水ポン

プモータの除塵フィルタ閉塞が想定されるため、対策として火山影響等発生時

には除塵フィルタを取外す。 

原子炉補機冷却水系及び余熱除去系は、降下火砕物堆積荷重に対して構造健

全性を有する建屋内に設置されており、降下火砕物の影響を受けることはない。 
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タービン動補助給水ポンプを用いた蒸気発生器２次側による炉心冷却機能を

維持するために必要な設備は、以下のとおり。 

・タービン動補助給水ポンプ 

・復水タンク 

・消火水バックアップタンク 

・消火水バックアップポンプ 

・主蒸気大気放出弁 

・蓄電池（安全防護系用） 

・電源車 

対策手順等を「5 (3）タービン動補助給水ポンプを用いた蒸気発生器２次側

による炉心冷却のための手順等」に示す。 

タービン動補助給水ポンプは、降下火砕物堆積荷重に対して構造健全性を有

する建屋内に設置されており、降下火砕物の影響を受けることはない。 

復水タンクは降下火砕物堆積荷重に対して構造健全性を有することから、機

能に影響を及ぼすことはない。 

消火水バックアップタンクは降下火砕物堆積荷重に対して構造健全性を有す

ることから、機能に影響を及ぼすことはない。 

消火水バックアップポンプは降下火砕物堆積荷重に対して構造健全性を有す

る建屋内に設置されており、降下火砕物の影響を受けることはない。 

主蒸気大気放出弁は、屋外に大気開放部を有しているが、大気開放部に堆積す

る降下火砕物の荷重より主蒸気大気放出弁の噴出力が大きいことから、機能に

影響を及ぼすことはない。 

蓄電池（安全防護系用）は、降下火砕物堆積荷重に対して構造健全性を有する

建屋内に設置されており、降下火砕物の影響を受けることはない。 

電源車は降下火砕物堆積荷重に対して構造健全性を有する建屋内に降灰前に

移動させることから、降下火砕物の影響を受けることはない。 

  

601



 
 

外部電源が喪失し、ディーゼル発電機も機能喪失した場合、蒸気発生器補給用

仮設中圧ポンプ（電動）を用いた蒸気発生器２次側による炉心冷却機能を維持

するために必要な設備は、以下のとおり。 

・蒸気発生器補給用仮設中圧ポンプ（電動） 

・蒸気発生器補給用仮設自吸式ポンプ（電動） 

・復水タンク 

・消火水バックアップタンク 

・消火水バックアップポンプ 

・主蒸気大気放出弁 

・蓄電池（安全防護系用） 

・電源車 

対策手順等を「5（4）蒸気発生器補給用仮設中圧ポンプ（電動）を用いた蒸気

発生器２次側による炉心冷却及び同ポンプの機能を維持するための手順等」に

示す。 

蒸気発生器補給用仮設中圧ポンプ（電動）は降下火砕物堆積荷重に対して構造

健全性を有する建屋内に設置されており、降下火砕物の影響を受けることはな

い。 

蒸気発生器補給用仮設自吸式ポンプ（電動）は降下火砕物堆積荷重に対して構

造健全性を有する建屋内に設置されており、降下火砕物の影響を受けることは

ない。 

復水タンクは降下火砕物堆積荷重に対して構造健全性を有することから、機

能に影響を及ぼすことはない。 

消火水バックアップタンクは降下火砕物堆積荷重に対して構造健全性を有す

ることから、機能に影響を及ぼすことはない。 

消火水バックアップポンプは降下火砕物堆積荷重に対して構造健全性を有す

る建屋内に設置されており、降下火砕物の影響を受けることはない。 

主蒸気大気放出弁は、屋外に大気開放部を有しているが、大気開放部に堆積す

る降下火砕物の荷重より主蒸気大気放出弁の噴出力が大きいことから、機能に

影響を及ぼすことはない。 

蓄電池（安全防護系用）は、降下火砕物堆積荷重に対して構造健全性を有する

建屋内に設置されており、降下火砕物の影響を受けることはない。 

電源車は降下火砕物堆積荷重に対して構造健全性を有する建屋内に降灰前に

移動させることから、降下火砕物の影響を受けることはない。 
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 (2）ディーゼル発電機の機能を用いた手順 

「(1)b.対応手段と設備の選定の結果」を踏まえた対策の概略系統図を第６図に、

対応手順の概要を第７図に示すとともに、対策手順等を以下に示す。 

ａ．ディーゼル発電機への改良型フィルタ取付 

火山影響等発生時においてディーゼル発電機の機能を維持するための対策とし

て、フィルタの取替・清掃が容易な改良型フィルタを取り付けるための手順を整

備する。 

(a）手順着手の判断基準 

気象庁が発表する降灰予報（「速報」又は「詳細」）により発電所への「多量」

の降灰が予想された場合、気象庁が発表する噴火に関する火山観測報において、

地理的領域（発電所敷地から半径 160km）内の活火山に 20km 以上の噴煙が観測

されたが噴火後 10 分以内に降灰予報が発表されない場合又は降下火砕物によ

る発電所への重大な影響が予想される場合。 

なお、その後降灰予報が発表され、発電所への降灰が「多量」未満もしくは範

囲外となった場合は、体制を解除する。 

降灰予報等を用いた対応着手の判断については別紙３に示す。 

 

(b）作業手順 

ディーゼル発電機改良型フィルタ取り付けの概略手順は以下のとおり。 

第８図に概略図、第９図にタイムチャートを示す。 

① 発電所対策本部長は、緊急安全対策要員へディーゼル発電機の改良型フ

ィルタ取付を指示する。 

② 緊急安全対策要員は、ディーゼル発電機の吸気消音器前まで移動する。 

③ 緊急安全対策要員は、吸気消音器付近に収納している作業に必要な資機

材を準備する。 

④ 緊急安全対策要員は、吸気消音器へ改良型フィルタを取り付ける。 

⑤ 緊急安全対策要員は、吸気消音器内の既設フィルタを抜き取る。 

⑥ 緊急安全対策要員は、火山灰除けのためのテントを設営する。 

 

(c）作業の成立性 

作業の成立性について、確認結果を別紙４に示す。 

降下火砕物が発電所敷地に到達する前に実施するため、降灰による影響は

ない。  
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ｂ．ディーゼル発電機による給電 

火山影響等発生時において、原子炉停止後、外部電源喪失が発生した場合は、

炉心崩壊熱の除去を維持継続する必要があるため、ディーゼル発電機からの給電

により蒸気発生器２次側及び余熱除去系による炉心冷却を行う。 

(a）手順着手の判断基準 

火山影響等発生時において外部電源喪失が発生した場合。 

 

(b）作業手順 

ディーゼル発電機は、外部電源喪失により自動起動し所内非常用電源に給電

する。ディーゼル発電機が自動起動しない場合は、通常の運転操作により手動

起動し所内非常用電源に給電する。 

 

ｃ．蒸気発生器２次側及び余熱除去系を用いた炉心冷却 

火山影響等発生時において、原子炉停止後、外部電源喪失が発生した場合は、

炉心崩壊熱の除去を維持継続する必要があるため、ディーゼル発電機からの給電

により蒸気発生器２次側及び余熱除去系による炉心冷却を行う。 

 

(a）手順着手の判断基準 

火山影響等発生時において外部電源喪失が発生し、ディーゼル発電機による

給電を開始した場合。 

 

(b）作業手順 

蒸気発生器２次側を用いた炉心冷却に係る作業手順は、通常の運転操作によ

る。 

なお、水源は降下火砕物に対する健全性を確認した復水タンク及び消火水バ

ックアップタンクを使用する。 

余熱除去系を用いた炉心冷却に係る作業手順は、通常の運転操作による。 

 

(c）炉心冷却の成立性 

蒸気発生器２次側及び余熱除去系による炉心冷却は、通常の運転操作と同様

にディーゼル発電機からの給電を行うため、本シナリオにおいても炉心冷却に

必要な流量を確保できる。 
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ｄ．ディーゼル発電機改良型フィルタのフィルタ取替・清掃 

火山影響等発生時において外部電源喪失が発生し、ディーゼル発電機が起動し

た場合において、改良型フィルタの閉塞を防止するため、フィルタの取替・清掃

の手順を整備する。 

(a）手順着手の判断基準 

火山影響等発生時において外部電源喪失が発生し、ディーゼル発電機が起動

した場合。 

 

(b）作業手順 

ディーゼル発電機改良型フィルタのフィルタ取替・清掃の概略手順は以下の

とおり。フィルタ取替に着手するタイミングは「補足説明資料－３３－２ 改

良型フィルタのフィルタ取替の着手時間について」に記載する。 

第１０図に取替手順の概略図、第１１図にタイムチャートを示す。 

 

① 発電所対策本部長は、緊急安全対策要員へディーゼル発電機改良型フィ

ルタの時間監視、フィルタ取替・清掃を指示する。 

② 緊急安全対策要員は、フィルタの取替・清掃を実施する。 

 

(c）作業の成立性 

作業の成立性について、確認結果を別紙４に示す。 

降灰時における屋外の作業については、防護具（マスク、ゴーグル等）を着用

して実施する。また、フィルタ清掃は火山灰除けのためのテント内で実施する。 

 

ｅ．海水ポンプモータの除塵フィルタ取外し 

火山影響等発生時において外部電源喪失が発生し、ディーゼル発電機が起動し

た場合において、ディーゼル発電機を冷却するための海水ポンプモータの除塵フ

ィルタ閉塞を防止するため、除塵フィルタの取外しの手順を整備する。 

(a）手順着手の判断基準 

気象庁が発表する降灰予報（「速報」又は「詳細」）により発電所への「多量」

の降灰が予想された場合、気象庁が発表する噴火に関する火山観測報において、

地理的領域（発電所敷地から半径 160km）内の活火山に 20km 以上の噴煙が観測

されたが噴火後 10 分以内に降灰予報が発表されない場合又は降下火砕物によ

る発電所への重大な影響が予想される場合。 

なお、その後降灰予報が発表され、発電所への降灰が「多量」未満もしくは範
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囲外となった場合は、体制を解除する。 

降灰予報等を用いた対応着手の判断については別紙３に示す。 

 

(b）作業手順 

海水ポンプモータの除塵フィルタ取外しの概略手順は以下のとおり。 

第１２図に取外しの概略図、第１３図にタイムチャートを示す。 

 

① 発電所対策本部長は、緊急安全対策要員へ海水ポンプモータの除塵フィル

タ取外しを指示する。 

② 緊急安全対策要員は、除塵フィルタの取外しを実施する。 

 

(c）作業の成立性 

作業の成立性について、確認結果を別紙４に示す。 

降下火砕物が発電所敷地に到達する前に実施するため、降灰による影響はな

い。 

なお、以下のことを踏まえ、海水ポンプモータについては、除塵フィルタを取

り外して運転する対応としている。 

 

① 除塵フィルタについて清掃対応する場合は、火山影響等発生（降灰）中

において、海水ポンプモータ運転時にフィルタ点検窓を開放しフィルタ

を取り外すことになるため、一時的にではあるがモータ側面から火山灰

を吸い込むことになってしまう。 

（通常であれば吸気は下から入り急変・曲折してモータ内部に入るが、

点検窓を開放することで側面から直接モータ内部に入りこんでしま

う。） 

② 除塵フィルタを清掃して対応することとした場合、清掃要員の体制を組

む必要があり、対応要員が必要となってしまう。 

③ 火山影響等発生中、海水ポンプモータの除塵フィルタを取外して運転し

ても、海水ポンプモータ機能に影響がないことを確認している。 
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(3）タービン動補助給水ポンプを用いた蒸気発生器２次側による炉心冷却のための手 

順等 

「(1)b.対応手段と設備の選定の結果」を踏まえた対策の概略系統図を第１４図

に、対応手順の概要を第１５図に示すとともに、対策手順等を以下に示す。 

ａ．タービン動補助給水ポンプを用いた炉心冷却 

火山影響等発生時において、原子炉停止後、外部電源が喪失しディーゼル発電

機から給電中に全てのディーゼル発電機が機能喪失となった場合は全交流動力

電源喪失となるが、降下火砕物の影響により空冷式非常用発電装置からの代替受

電ができない場合に、タービン動補助給水ポンプを用いた蒸気発生器２次側によ

る炉心冷却を行う。 

(a）手順着手の判断基準 

火山影響等発生時において外部電源喪失が発生し、ディーゼル発電機 2 台が

ともに機能喪失した場合。 

 

(b）作業手順 

ア．電源車による給電開始 

「(4)ｂ．(b)ア．電源車による給電開始」による。 

 

 イ．タービン動補助給水ポンプを用いた炉心冷却 

作業手順は、設置（変更）許可添付書類十追補による。 

 

(c）炉心冷却の成立性 

作業の成立性について、確認結果を別紙４に示す。 

タービン動補助給水ポンプを用いた蒸気発生器２次側による炉心冷却は、全

交流動力電源喪失時には継続されている。全交流動力電源喪失シナリオにおい

ては、事象発生から 40 分後にタービン動補助給水ポンプ及び主蒸気大気放出

弁を用いた２次系強制冷却を開始し、１次冷却材圧力を 1.7MPa[gage]（温度

208℃）で維持できることを確認しており、蒸気発生器２次側による炉心冷却

に必要な給水流量を確保できる。なお、全交流動力電源喪失シナリオでは、約

10 時間で１次冷却材高温側温度が 208℃に到達し、約 26 時間後には１次冷却

材高温側温度が約 170℃に到達する。このシナリオを包絡する温度、圧力条件

での健全性を維持できるＯリングを実機に適用しているため、ＲＣＰシールＬ

ＯＣＡは起き難いと考えられる。（添付－２、３) 
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(4）蒸気発生器補給用仮設中圧ポンプ（電動）を用いた蒸気発生器２次側による炉心

冷却及び同ポンプの機能を維持するための手順等 

「(1)ｂ．対応手段と設備の選定の結果」を踏まえた対策の概略系統図を第１６

図に、電源車による給電の概要を第１７図に、対応手順の概要を第１８図に示すと

ともに、対策手順等を以下に示す。 

ａ．蒸気発生器補給用仮設中圧ポンプ（電動）の準備作業 

 火山影響等発生時において蒸気発生器補給用仮設中圧ポンプ（電動）の機能を 

維持するための対策として、電源車の移動及び電源ケーブルの敷設・接続、可搬

式排気ファンの設置、仮設ダクトの敷設・接続ならびに可搬式ダストサンプラ等

を設置するための手順を整備する。 

 (a）手順着手の判断基準 

気象庁が発表する降灰予報（「速報」又は「詳細」）により発電所への「多量」

の降灰が予想された場合、気象庁が発表する噴火に関する火山観測報において、

地理的領域（発電所敷地から半径 160km）内の活火山に 20km 以上の噴煙が観測

されたが噴火後 10 分以内に降灰予報が発表されない場合又は降下火砕物によ

る発電所への重大な影響が予想される場合。 

なお、その後降灰予報が発表され、発電所への降灰が「多量」未満もしく     

は範囲外となった場合は、体制を解除する。 

降灰予報等を用いた対応着手の判断については別紙３に示す。 

 

(b）作業手順 

蒸気発生器補給用仮設中圧ポンプ（電動）の準備作業の概略手順は以下の 

とおり。第１９－１図、第２０図にタイムチャートを示す。 

ア．電源車による給電準備 

① 発電所対策本部長は、緊急安全対策要員へ電源車による給電準備を指示す

る。 

② 緊急安全対策要員は、燃料取扱建屋のシャッターを開放し、電源車２台（１

台／ユニット）を保管場所から燃料取扱建屋内へ移動する。 

③ 緊急安全対策要員は、電源車の燃料源となる電源車（可搬式代替低圧注水

ポンプ用）４台（２台／ユニット）を燃料取扱建屋近傍へ移動する。 

④ 緊急安全対策要員は、燃料取扱建屋のシャッターを一部開口部を残して閉

止する。 

⑤ 緊急安全対策要員は、電源車から代替所内電気設備変圧器まで電源ケーブ

ルを敷設・接続する。 
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⑥ 緊急安全対策要員は、シャッター開口部にシート養生による目張りを実施

する。 

⑦ 緊急安全対策要員は、燃料取扱建屋に可搬式排気ファン及び仮設ダクトな

らびに可搬式ダストサンプラ等を設置する。 

 

イ．蒸気発生器補給用仮設中圧ポンプ（電動）を用いた炉心冷却準備 

作業手順は、設置（変更）許可添付書類十追補による。 

 

(c）作業の成立性 

作業の成立性について、確認結果を別紙４に示す。 

電源車による給電準備の内、屋外作業は降下火砕物が発電所敷地に到達する

前に完了させるため、降灰による影響はない。 

 

ｂ．蒸気発生器補給用仮設中圧ポンプ（電動）を用いた炉心冷却 

火山影響等発生時において、全交流動力電源喪失となりタービン動補助給水

ポンプを用いた蒸気発生器２次側による炉心冷却を行う際に、タービン動補助

給水ポンプによる給水ができない場合は、電源車を起動し、蒸気発生器補給用仮

設中圧ポンプ（電動）を用いた蒸気発生器２次側による炉心冷却を行う。 

第１６図に概略系統図、第１９－２図にタイムチャートを示す。 

(a）手順着手の判断基準 

火山影響等発生時において外部電源喪失が発生し、ディーゼル発電機 2 台が

ともに機能喪失し、かつタービン動補助給水ポンプによる給水ができない場合。 

 

(b）作業手順 

ア．電源車による給電開始 

① 発電所対策本部長は緊急安全対策要員に、当直課長は運転員等に電源車

による給電開始を指示する。 

② 運転員等は、不要負荷をしゃ断器開放操作にて切り離す。 

③ 緊急安全対策要員は、可搬式ダストサンプラ等を用いて、電源車周辺の

空気中の放射性物質濃度に異常がないことを確認する。 

④ 緊急安全対策要員は、電源車を起動し、運転状態を確認する。 

⑤ 緊急安全対策要員は、可搬式排気ファンを起動する。 

⑥ 運転員等は、メタクラへの給電操作を行い、母線電圧にて受電確認を実

施する。 

609



 
 

 

イ．蒸気発生器補給用仮設中圧ポンプ（電動）を用いた炉心冷却 

作業手順は、設置（変更）許可添付書類十追補による。 

 

(c）炉心冷却の成立性 

作業の成立性について、確認結果を別紙４に示す。 

蒸気発生器補給用仮設中圧ポンプ（電動）を用いた蒸気発生器２次側による炉

心冷却について、第４図に示す作業時間を踏まえた解析を実施し、不確かさの

影響を考慮しても、炉心が著しい損傷に至らないことを確認している。 

（添付－4) 
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 (5）必要な資源について 

ａ．ディーゼル発電機の機能維持 

(a）水源 

復水タンクの有効水量は各号炉 680m3 であり※1、補助給水ポンプを用いた蒸

気発生器への給水による２次冷却系の冷却は約 11.8 時間の給水継続が可能で

ある。 

また、消火水バックアップタンクの有効水量は 300m3であり、消火水バックア

ップタンクから復水タンクへ補給を行うことで約 25.2 時間の給水継続が可能

である。 

※1:運用管理値でありＬＣＯの値ではないが、降灰到達までに２次系純水タン

クからの補給が可能。 

 

(b）電源 

必要な負荷はディーゼル発電機(3,900kW)により給電が可能である。 

 

(c）燃料 

燃料油貯油そうの容量は各号炉 360kℓ であり、ディーゼル発電機が全出力で

運転した場合でも 184 時間の給電継続が可能である。 

 

ｂ．タービン動補助給水ポンプを用いた蒸気発生器２次側による炉心冷却の機能 

の維持 

(a）水源 

復水タンクの有効水量は各号炉 680m3であり※1、タービン動補助給水ポンプを

用いた蒸気発生器への給水による２次冷却系の冷却は約 11.8 時間の給水継続

が可能である。 

また、消火水バックアップタンクの有効水量は 300m3であり、消火水バックア

ップタンクから復水タンクへ補給を行うことで約 25.2 時間の給水継続が可能

である。 

※1：運用管理値でありＬＣＯの値ではないが、降灰到達までに２次系純水タン

クからの補給が可能。 

 

(b）電源 

タービン動補助給水ポンプの起動及び運転員等による監視計器（原子炉圧力・

水位，蒸気発生器圧力・水位等）への給電に必要な蓄電池（安全防護系用）は、
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負荷切り離しを行わずに 24 時間（ただし、「負荷切離しを行わずに」には、中

央制御室において簡易な操作で負荷の切離しを行う場合を含まない。）に亘っ

て電力を供給できる容量を有する設計としている。 

また、消火水バックアップポンプ（電動）の負荷は約 30kW であり、電源車

（488kW）※1により給電が可能である。（別紙５） 

※1：１号炉の通信連絡設備及び可搬式排気ファンの負荷約 84kW を考慮しても

合計約 114kW であり、給電可能である。 

 

(c）燃料 

電源車が降灰継続の 24 時間に亘って連続運転するために必要な燃料は、１号

炉、２号炉ともに「(5)c.(c)燃料」に示す蒸気発生器補給用仮設中圧ポンプ（電

動）を用いた炉心冷却時に必要な量を下回るため、降灰継続の間、消火水バック

アップポンプ（電動）に給電でき、給水継続が可能である。（別紙６) 

 

ｃ．蒸気発生器補給用仮設中圧ポンプ（電動）を用いた蒸気発生器２次側による炉  

心冷却及び同ポンプの機能の維持 

(a）水源 

復水タンクの有効水量は各号炉 680m3 であり※1、補助給水ポンプ及び蒸気発

生器補給用仮設中圧ポンプ（電動）を用いた蒸気発生器への給水による２次冷

却系の冷却は約 11.8 時間の給水継続が可能である。 

また、消火水バックアップタンクの有効水量は 300m3であり、消火水バックア

ップタンクから復水タンクへ補給を行うことで約 25.2 時間の給水継続が可能

である。 

※1:運用管理値でありＬＣＯの値ではないが、降灰到達までに２次系純水タン

クからの補給が可能。 

 

(b）電源 

運転員等による監視計器（原子炉圧力・水位，蒸気発生器圧力・水位等）への

給電に必要な蓄電池（安全防護系用）は、負荷切り離しを行わずに 24 時間（た

だし、「負荷切離しを行わずに」には、中央制御室において簡易な操作で負荷の

切離しを行う場合を含まない。）にわたって電力を供給できる容量を有する設

計としている。 

蒸気発生器補給用仮設中圧ポンプ（電動）及び蒸気発生器補給用仮設自吸式ポ

ンプ（電動）の負荷は１号炉、２号炉ともに約 90kW、消火水バックアップポン
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プ（電動）の負荷は１号炉に約 30kW の最大約 120kW であり、電源車（488kW）※

1により給電が可能である。（別紙５）  

※1：通信連絡設備及び可搬式排気ファンの負荷は１号炉、２号炉ともに約 84kW

であり、これを考慮しても１号炉合計約 204kW、２号炉合計約 174kW であ

り、給電可能である。 

 

(c）燃料 

電源車が降灰継続の 24 時間に亘って連続運転するために必要な燃料は、１号

炉は 1029.9ℓ、２号炉は 974.1ℓ である。電源車の燃料タンク及び補給用の燃料

を合わせて 1323ℓ/ユニット確保しているため、降灰継続の間、蒸気発生器補給

用仮設中圧ポンプ（電動）に給電でき、給水継続が可能である。（別紙６)  

 

(6）火山影響等発生時における原子炉停止措置 

火山影響等発生時において、発電所を含む地域（高浜町）に降灰予報「多量」が発

表された場合、原子炉停止措置を講じる。具体的な原子炉停止の判断基準を以下

に示す。 

 

以下の場合においては原子炉停止措置を講じる。 

○火山影響等発生時において、発電所を含む地域（高浜町）に降灰予報「多量」 

が発表された場合。 

○降灰予報「多量」が発表されていない場合においても、火山影響等発生時の対 

応に着手し、かつ、保安規定第 73 条に定める外部電源 5 回線のうち、3 回 

線以上が動作不能となり、動作可能な外部電源が 2 回線以下となった場合（送 

電線の点検時を含む。）又は全ての外部電源が他の回線に対し独立性を有して 

いない場合。 

 

(7）その他体制の整備に係る手順等 

ａ．緊急時対策所の居住性確保に関する手順等 

火山影響等発生時において、必要な数の要員を収容し、緊急時対策本部として

の機能を維持するため、緊急時対策所の居住性を確保する。 

緊急時対策所の居住性確保のために必要な設備として、 

・緊急時対策所非常用空気浄化ファン 

・緊急時対策所非常用空気浄化フィルタユニット 

が設置されているが、降灰時においてはフィルタの閉塞が懸念されるため、上
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記設備は使用せず、緊急時対策所入口扉を開放し、仮設フィルタを設置するこ

とにより対応する。仮設フィルタ設置の概要を第２１－１図に示す。 

なお、仮設フィルタは緊急時対策所内に保管・設置することとしており、フィ

ルタ閉塞時は適宜フィルタの交換を行うことから、降下火砕物の影響を受ける

ことはない。 

 

(a）手順着手の判断基準 

気象庁が発表する降灰予報（「速報」又は「詳細」）により発電所への「多

量」の降灰が予想された場合、気象庁が発表する噴火に関する火山観測報にお

いて、地理的領域（発電所敷地から半径 160km）内の活火山に 20km 以上の噴

煙が観測されたが噴火後 10 分以内に降灰予報が発表されない場合又は降下火

砕物による発電所への重大な影響が予想される場合。 

なお、その後降灰予報が発表され、発電所への降灰が「多量」未満もしくは

範囲外となった場合は、体制を解除する。 

 

(b）作業手順 

緊急時対策所の居住性確保のための概略手順は以下のとおり。タイムチャー

トを第２１－２図に示す。 

① 発電所対策本部長は、仮設フィルタの取り付けを指示する。 

② 緊急安全対策要員は、緊急時対策所扉を開放する。 

③ 緊急安全対策要員は、緊急時対策所扉(２箇所）に仮設フィルタを取り

付ける。 

 

(c）作業の成立性 

(b）項の対応は、緊急安全対策要員 2 名により降灰開始前に実施することが

可能である。仮設フィルタ設置後に緊急安全対策要員は、緊急時対策所に設置

されている酸素濃度計及び二酸化炭素濃度計を監視し、酸素濃度 19%以上及び

二酸化炭素濃度 1.0%以下を維持できていることを確認する。 

酸素濃度の低下又は二酸化炭素濃度の上昇傾向が見られた場合は、上記濃度

を維持するため、適宜仮設フィルタの交換を行う。 

いずれも緊急時対策所内での作業であるため、降灰による影響はない。 

 

ｂ．通信連絡設備に関する手順等 

(a)対応手段と設備の選定の考え方 
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火山影響等発生時における通信連絡については、新規制基準対応として整

備した設計基準事故対処設備（重大事故等対処設備との兼用を含む。）の通

信連絡設備のうち、降下火砕物の影響を受けない有線系の設備を複数手段確

保することにより機能を確保する。なお、発電所外への通信連絡設備につい

ては、災害時優先契約回線に加えて輻輳等による制限を受けない専用通信回

線にも接続している。 

火山影響等発生時に使用する通信連絡設備は、外部電源が期待できない場

合でもディーゼル発電機又は無停電電源からの給電により統合原子力防災

ネットワークに接続する通信連絡設備（ＴＶ会議システム、ＩＰ電話、ＩＰ

－ＦＡＸ）、安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ）、ＳＰＤＳ表示装置

及び安全パラメータ伝送システムが使用可能である。また、ディーゼル発電

機の機能が喪失した場合においても、蓄電池（安全防護系用）、燃料取扱建

屋に移動した電源車からの給電により連続して使用可能である。 

さらに、電源車の機能が喪失した場合には、火山影響等発生時の手順にお

いて最低限必要となる発電所内の通信連絡機能を確保するため、乾電池で使

用可能な携行型通話装置を使用する。なお、携行型通話装置については、使

用場所（中央制御室、現場、緊急時対策所）に専用通信線及び端子箱が常設

されているため、通話装置を端子箱に接続することにより容易に使用するこ

とが可能である。 

 

   (b)対応手段と設備の選定の結果 

火山影響等発生時に使用する通信連絡設備は以下のとおり。発電所内外の通

信連絡設備の概要を第２２図に示す。 

 ・運転指令設備（事故一斉放送装置） 

 ・保安電話 

 ・加入電話、加入ファクシミリ 

 ・統合原子力防災ネットワークに接続する通信連絡設備 

  （ＴＶ会議システム、ＩＰ電話、ＩＰ－ＦＡＸ） 

 ・安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ）、ＳＰＤＳ表示装置及び安全

パラメータ伝送システム 

 ・携行型通話装置 

これらの設備については、降下火砕物堆積荷重に対して構造健全性を有する

建屋内に設置されており、また有線系の通信回線を有することから降下火砕物

の影響を受けることはない。 
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外部電源が期待できない場合はディーゼル発電機、無停電電源装置、又は蓄

電池（安全防護系用）、燃料取扱建屋に移動した電源車からの給電により、統

合原子力防災ネットワークに接続する通信連絡設備（ＴＶ会議システム、ＩＰ

電話、ＩＰ－ＦＡＸ）、安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ）、ＳＰＤＳ

表示装置及び安全パラメータ伝送システムを使用するが、これらの設備、電源

は建屋内の設置、操作となることから降下火砕物の影響を受けることはない。 

また、全ての電源が期待できない場合は、乾電池を用いた携行型通話装置を

使用するが、建屋内の設置、操作となることから降下火砕物の影響を受けるこ

とはない。 

火山影響等発生時において、電源車による給電の概要を第１７図に、通信連

絡設備の機能を確保するための電源系統の概要を第２３図に示すとともに、対

策手順等を以下に示す。 

 

 

(c) 手順着手の判断基準 

ア．電源車による給電準備 

気象庁が発表する降灰予報（「速報」又は「詳細」）により発電所への 

「多量」の降灰が予想された場合、気象庁が発表する噴火に関する火山 

観測報において、地理的領域（発電所敷地から半径 160km）内の活火山に

20km 以上の噴煙が観測されたが噴火後 10 分以内に降灰予報が発表されな

い場合又は降下火砕物による発電所への重大な影響が予想される場合。 

なお、その後降灰予報が発表され、発電所への降灰が「多量」未満もし 

くは範囲外となった場合は、体制を解除する。 

 

イ．電源車による給電開始 

火山影響等発生時において外部電源喪失が発生し、１号炉又は２号炉

のディーゼル発電機全台が機能喪失した場合、電源車による給電を開始

する。 

 

(d) 作業手順 

通信連絡設備への給電準備及び給電開始の概略手順は以下のとおり。 

第１９－１図に給電準備のタイムチャートを示す。 

第１９－２図に給電開始のタイムチャートを示す。 

ア．電源車による給電準備 
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「(4)ａ．(b)ア．電源車による給電準備」による。 

 

イ．電源車による給電開始 

「(4)ｂ．(b)ア．電源車による給電開始」による。 

 

    (e) 作業の成立性 

ア．電源車による給電準備 

作業の成立性について、確認結果を別紙４に示す。 

電源車の給電準備の内、屋外作業は降灰前に完了させるため、降灰による

影響はない。 

 

イ．電源車による給電開始 

作業は全て屋内で行われるため降灰による影響はない。 

 

(f) 必要な資源について 

ア．電源 

通信連絡設備の負荷は、蓄電池（安全防護系用）から給電される約 14kW（１

号炉，２号炉合計）を除き、１号炉，２号炉ともに約 80kW であり、電源車

（488kW）※1により給電が可能である。（別紙５） 

  携行型通話装置については、電源である乾電池を交換することで 24 時間 

に亘って使用することができる。携行型通話装置による発電所内の通信連 

絡の概要を第２４図に示す。 

なお、緊急時対策所及び統合原子力防災ネットワークに接続する通信連絡

設備（原子炉補助建屋内）については、高浜発電所３号炉及び４号炉の火山

影響等発生時の対応で給電する。 

※1：蒸気発生器補給用仮設中圧ポンプ（電動）、蒸気発生器補給用仮設自吸

式ポンプ（電動）及び可搬式排気ファンの負荷は１号炉、２号炉ともに

約 94kW、消火水バックアップポンプ（電動）の負荷は１号炉に約 30kW

の最大約 124kW を考慮しても１号炉合計約 204kW、２号炉合計約 174kW

であり、給電可能である。 

 

イ．燃料 

電源車が降灰継続の 24 時間に亘って連続運転するために必要な燃料は１

号炉は 1029.9ℓ、２号炉は 974.1ℓ である。電源車（通信連絡設備用）の燃
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料タンク及び補給用燃料を合わせて 1323ℓ/ユニット確保しているため、降

灰継続の間、連続で通信連絡設備に給電することが可能である。 

 

ｃ．電源車の燃料確保に関する手順等 

火山影響等発生時における電源車の燃料確保については、新規制基準対応と

して整備した電源車（可搬式代替低圧注水ポンプ用）を燃料源として使用し、燃

料を抜き取り給油することで、燃料を補給する。 

電源車の燃料確保の概略図を第２５図に示す。 

電源車の燃料を確保するために必要となる燃料源の電源車（電源車（可搬式代

替低圧注水ポンプ用））による燃料補給の手順等を以下のとおり整備する。 

 

(a) 電源車（可搬式代替低圧注水ポンプ用）の建屋近傍への移動 

火山影響等発生時において、燃料補給における降灰の影響を低減させるため、

電源車（可搬式代替低圧注水ポンプ用）４台（２台／ユニット）を燃料取扱建

屋近傍へ移動させる。 

 

ア．手順着手の判断基準 

気象庁が発表する降灰予報（「速報」又は「詳細」）により発電所への「多

量」の降灰が予想された場合、気象庁が発表する噴火に関する火山観測報に

おいて、地理的領域（発電所敷地から半径 160km）内の活火山に 20km 以上の

噴煙が観測されたが噴火後 10 分以内に降灰予報が発表されない場合又は降

下火砕物による発電所への重大な影響が予想される場合。 

なお、その後降灰予報が発表され、発電所への降灰が「多量」未満もし  

くは範囲外となった場合は、体制を解除する。 

 

イ．作業手順 

電源車（可搬式代替低圧注水ポンプ用）の建屋近傍への移動の概略手順は

以下のとおり。第２６図にタイムチャートを示す。 

① 発電所対策本部長は、緊急安全対策要員に電源車（可搬式代替低圧注

水ポンプ用）の燃料取扱建屋近傍への移動を指示する。 

② 緊急安全対策要員は、電源車（可搬式代替低圧注水ポンプ用）４台（２

台／ユニット）を燃料取扱建屋近傍に移動させる。  

 

ウ．作業の成立性 
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作業の成立性について、確認結果を別紙４に示す。 

降下火砕物が発電所敷地に到達する前に実施するため、降灰による影響 

はない。 

給油作業については、消防法に基づく手続きが必要であり、具体的には

「震災時等における危険物の仮貯蔵・仮取扱い等の安全対策及び手続きに

係るガイドライン」で規定されているとおり、消防署への事前計画の届出

及び給油作業時の連絡等を実施する。 

また原子炉等規制法に基づき、建屋内に入れる電源車については、電源

車を建屋内に入れた場合においても当該区画の火災荷重許容値以下であ

ることを確認した。確認結果を以下に示す。 

建屋 

当該区画の火災荷重※1 

（電源車の火災荷重） 

[MJ/m2] 

火災荷重管理目標値 

[MJ/m2] 

１号炉 

燃料取扱建屋 

105 

（61） 
454 

２号炉 

燃料取扱建屋 

110 

（60） 
454 

※1．電源車を含む当該区画の火災荷重を記載 

 

(b) 電源車（可搬式代替低圧注水ポンプ用）からの燃料補給 

火山影響等発生時において、電源車の燃料を確保するための対策として電源

車（可搬式代替低圧注水ポンプ用）からの燃料補給を行う手順を整備する。 

 

ア．手順着手の判断基準 

電源車の運転継続のために燃料補給が必要と判断した場合。 

 

イ．作業手順 

電源車（可搬式代替低圧注水ポンプ用）からの燃料補給の概略手順は以   

下のとおり。 

第２７図にタイムチャートを示す。 

① 発電所対策本部長は、緊急安全対策要員に電源車（可搬式代替低圧注

水ポンプ用）からの燃料補給を指示する。 

② 緊急安全対策要員は電源車の油量を確認し、必要に応じ、電源車（可

搬式代替低圧注水ポンプ用）から燃料を抜き取り、給油を実施する。 
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ウ．作業の成立性 

作業の成立性について、確認結果を別紙４に示す。 

 

(c) 必要な資源について 

ア．燃料 

燃料源である電源車（可搬式代替低圧注水ポンプ用）の保有燃料量は

441ℓ 以上/台を２台配備（合計 882ℓ/ユニット）してあり、電源車の保有燃

料 441ℓ 以上/ユニットと合わせ、1323ℓ/ユニットを確保している。従って、

電源車を降灰継続の間、機能維持するために必要な燃料１号炉は 1029.9ℓ、

２号炉は 974.1ℓ を確保している。従って、電源車を降灰継続の間、機能維

持するために必要な燃料１号炉は 1024.5ℓ、２号炉は 974.1ℓ を確保可能で

ある。（別紙６） 
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6 定期的な評価 

第 1 項から第 4 項の活動の実施結果について、定期的に評価を行うとともに、

評価の結果に基づき必要な措置を講じる。 

 

（1） 各課（室）長は、第１項から第４項の活動の実施結果について、１年に１回

以上定期的に評価を行うとともに、評価結果に基づき、より適切な活動となる

ように必要に応じて、計画の見直しを行い、安全・防災室長に報告する。 

 

実施結果の報告例 

・教育訓練実施報告書 

・資機材点検結果報告書 等 

 

（2） 安全・防災室長は、各課（室）長からの報告を受け、必要に応じて計画の見直

しを行う。 
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第１図 火山影響等発生時の体制の概略 

 （防災組織図） 

  

出典：高浜発電所 一般防災業務所達（案） 
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第２図 火山影響等発生時の体制の概略 

 （保安規定第 13 条（運転員等の確保）に定める要員） 

第 13 条 （運転員等の確保） 

発電室長は、原子炉の運転に必要な知識を有する者を確保する※１。なお、原子炉の運転に必要な知識を

有する者とは、原子炉の運転に関する実務の研修を受けた者をいう。 

２．発電室長は、原子炉の運転にあたって第１項で定める者の中から、１直あたり表１３－１に定める人数の

者をそろえ、中央制御室あたり５直以上を編成した上で３交代勤務を行わせる。特別な事情がある場合を除

き、連続して２４時間を超える勤務を行わせてはならない。また、表１３－１に定める人数のうち、１名は

当直課長とし、運転責任者として原子力規制委員会が定める基準に適合した者の中から選任された者とする。 

＜中略＞ 

４．各課（室）長は、重大事故等の対応のための力量を有する者を確保する※１。また、安全・防災室長は、重

大事故等の対応を行う要員として、表１３－３に定める人数を常時確保し、運転員、常駐の本部要員および

常駐の緊急安全対策要員を、発電所内に合計で１００名（１号炉、２号炉、３号炉および４号炉のうち１つ

の原子炉容器に燃料が装荷されていない場合は９２名、２つの原子炉容器に燃料が装荷されていない場合は

８４名、３つの原子炉容器に燃料が装荷されていない場合は７６名、または全ての原子炉容器に燃料が装荷

されていない場合は６８名）以上常時確保するとともに、特定重大事故等対処施設（以下、「特重施設」と

いう。）による対策を行う要員（以下、「特重施設要員」という。）として、表１３－４に定める人数を特

重施設内に常時確保する。 

＜以下、省略＞ 

出典： 

高浜発電所原子炉施設保安規定 

第１３条（運転員等の確保） 

表 1３－１、表 1３－３ 
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第５図 火山影響等発生時における炉心冷却のための対応フロー 

  

ディーゼル発電機 

フィルタ取替・清掃 

手動原子炉トリップ 

ディーゼル発電機起動 

安全防護母

線電圧確認 

蒸気発生器２次側を用いた冷却 

・補助給水ポンプによる 

 蒸気発生器２次側への給水 

・主蒸気大気放出弁による 

１次冷却系統の冷却 

主蒸気大気放出弁開度調整による１次冷却材圧力 
1.7MPa[gage]（温度 208℃）状態保持 

タービン動補助給水 

ポンプ運転確認 

通信設備電源 

確保準備 

１次冷却系統

2.7MPa[gage](177℃)に到達 

全交流動力電源喪失 

緊急時対策所の 

居住性確保 

蒸気発生器補給用 

仮設中圧ポンプ 

(電動)準備 

ディーゼル発電機 

改良型フィルタ取付 

余熱除去系を用いた 

炉心冷却 

蒸気発生器２次側を用いた炉心冷却 

・タービン動補助給水ポンプに 

 よる蒸気発生器２次側への給水 

・主蒸気逃大気放出弁による 

１次冷却系統の冷却 

蒸気発生器２次側を用いた炉心冷却 

・蒸気発生器補給用仮設中圧 

 ポンプ(電動)による 

 蒸気発生器２次側への給水 

・主蒸気大気放出弁による 

１次冷却系統の冷却 

通信連絡設備 

の確保 

補助給水 

流量確認 

「多量」 

「多量」未満 

あり 

なし 

あり 

なし 

 

   ：操作・確認 

   ：プラント状態 

   ：判断 

   ：準備 

火山噴火 

発電所敷地内に 

降灰予報発表 

蒸気発生器補給用仮設 

中圧ポンプ（電動）起動 

外部電源喪失 

ディーゼル発電機による給電が

不能な場合における降灰終了

（24時間）後の対応については、

タービン動補助給水ポンプ又は

蒸気発生器補給用仮設中圧ポン

プ（電動）による蒸気発生器２次

側を用いた冷却を継続するとと

もに、フィルタ閉塞により停止

したディーゼル発電機又は外部

電源の復旧を行う。電源が復旧

した後は、余熱除去系を用いた

炉心冷却に移行する。 

凡例 

・巡視点検、降灰状況の監視、要員の

召集などを実施 

・降灰が確認された場合、特別点検、

除灰、建屋内への侵入防止措置等を

実施 

噴火後 10 分以内に 

降灰予報発表 

YES 

NO 降灰予報が発表されなくとも、火山観

測報等による情報に基づき必要に応じ

て※の作業に着手。 

※ ※ ※ ※ 
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第６図 対策の概略系統図 

a.系統図 

b.給電系統図 
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第７図 対応手順の概要 

   

降灰予報「多量」 

原子炉トリップ 

ディーゼル発電機起動 

ディーゼル発電機 

フィルタ取替・清掃 

（運転中は継続作業） 

蒸気発生器２次側を用いた冷却 

・補助給水ポンプによる 

 蒸気発生器２次側への給水 

・主蒸気大気放出弁による 

１次冷却系統の冷却 

余熱除去系を用いた 

炉心冷却 

ディーゼル発電機 
改良型フィルタ取付 

  
   ：操作・確認 
   ：プラント状態 

凡例 

外部電源喪失 

１次冷却系統 
2.7MPa[gage](177℃)に到達 
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第８図 ディーゼル発電機への改良型フィルタ取付 概略図 

 

吸気消音器 

改良型フィルタ 

ディーゼル機関へ 
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第１０図 ディーゼル発電機への改良型フィルタ取替 概略図 

 

清掃済フィルタ 目詰まりフィルタ 閉止板

【手順①】

改良型フィルタに閉止板を取り付ける。

取付け

【手順②】

目詰まりフィルタを抜き取る

抜取り

【手順③】

清掃済みフィルタを挿入する。

【手順④】

閉止板を抜き取る。

取付け

抜取り

フィルタ表面の写真 フィルタ側面の写真 

清掃済フィルタ 

閉止板 
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第１２図 海水ポンプモータの除塵フィルタ取外し 概略図 

 
本資料のうち、枠囲みの内容は、商業機密あるいは防護上の観点から公開できません。 
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ａ.系統図 

 

第１４図 対策の概略系統図  

b.給電系統図 
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仮設自吸式ポンプ

（電動） 

消火水バック 

アップポンプ 

実線：恒設 
破線：仮設 
  ：スプールピース 
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第１５図 対応手順の概要  

  
   ：操作・確認 
   ：プラント状態 

凡例 

降灰予報「多量」 

原子炉トリップ 

ディーゼル発電機起動 

蒸気発生器２次側を用いた炉心冷却 

・タービン動補助給水ポンプによる 

 蒸気発生器２次側への給水 

・主蒸気大気放出弁による 

１次冷却系統の冷却 

主蒸気大気放出弁開度調整による 
１次冷却材圧力 1.7MPa[gage]（温度

208℃）状態保持 

外部電源喪失 

全ディーゼル発電機機能喪失 
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ａ.系統図 

 

ｂ．給電系統図 

 

第１６図 対策の概略系統図  
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（電動） 

所内非常用 

低圧母線 

所内非常用 

高圧母線 

電源車 

消火水バック 

アップポンプ 

実線：恒設 
破線：仮設 

：スプールピース 
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第１７図 電源車による給電の概要 

 

 

  

Ａ部 Ｂ部 

本資料のうち、枠囲みの内容は、商業機密あるいは防護上の観点から公開できません。 
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第１８図 対応手順の概要 

  

降灰予報「多量」 

蒸気発生器補給用仮設中圧 

ポンプ（電動）準備 

原子炉トリップ 

蒸気発生器２次側を用いた炉心冷却 

・蒸気発生器補給用仮設中圧 

 ポンプ（電動）による 

 蒸気発生器２次側への給水 

・主蒸気大気放出弁による 

１次冷却系統の冷却 

主蒸気大気放出弁開度調整による 
１次冷却材圧力 1.7MPa[gage]（温度

208℃）状態保持 

全ディーゼル発電機機能喪失 
および 

タービン動補助給水ポンプ 
給水不能 

ディーゼル発電機起動 

  
   ：操作・確認 
   ：プラント状態 

凡例 

外部電源喪失 
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図２１－１ 緊急時対策所入口扉へのフィルタ取り付け位置 
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第２２図 火山影響等発生時に使用する通信連絡設備の概要 

 

  

発電所内

原子炉補助建屋等

現場（屋内）

運転指令設備

携行型通話装置

中央制御室

運転指令設備

携行型通話装置

衛星電話（固定）

安全パラメータ表示ｼｽﾃﾑ（ＳＰＤＳ）

現場（屋外）

運転指令設備

携行型通話装置

トランシーバー

衛星電話（携帯）

携帯電話

緊急時対策所（指揮所）

運転指令設備 SPDS表示装置

保安電話

携行型通話装置

緊急時衛星
通報ｼｽﾃﾑ

統合原子力防災
ﾈｯﾄﾜｰｸに接続す
る通信連絡設備

（IP電話等）

＜通信回線＞

統合原子力防災ﾈｯﾄﾜｰｸ（有線系/衛星系）

・統合原子力防災ﾈｯﾄﾜｰｸに接続する通信連
絡設備（IP電話等）
・ＳＰＤＳ

通信事業者回線（有線系）
・加入電話、加入ﾌｧｸｼﾐﾘ

通信事業者回線（衛星系）
・衛星電話（携帯）

通信事業者回線（無線系）
・携帯電話

発電所外【社外】

国
（ＥＲＣ等）

国データセンター
（ＥＲＳＳ）

地方公共団体他

電力保安通信用回線（衛星系の通信事業者
回線含む）
・保安電話（有線系／無線系）
・社内ＴＶ会議システム（有線系／衛星系）

通信事業者回線（有線系）
・加入電話、加入ﾌｧｸｼﾐﾘ

通信事業者回線（衛星系）
・衛星電話（携帯）

通信事業者回線（無線系）
・携帯電話

発電所外【社内】

本店

原子力事業本部
（即応ｾﾝﾀｰ等）

社内ＴＶ会議
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：有線系

：無線・衛星系

：有線／
無線・衛星系

：有線系／衛星系
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（データ伝送）

：通信連絡

：データ伝送

：専用回線

：専用回線

：非専用回線
（災害時優先）

：非専用回線

・無停電電源装置による
給電のみの設備
［使用可能時間］
※１：４０分以上
※２：１０時間以上
※３：２時間以上
※４：３時間以上

・上記以外
２４時間使用可能

安全パラメータ伝送ｼｽﾃﾑ

事故一斉放送装置

加入電話、
加入ﾌｧｸｼﾐﾘ

衛星保安電話

衛星電話（固定）
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・統合原子力防災ﾈｯﾄﾜｰｸに接続する通信連
絡設備（IP電話等）

※１

※２

※１

※２ ※１

※１ ※１

※２ ※２

※３

※４
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第２３図 通信連絡設備の電源系統の概要 
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第２４図 携行型通話装置による発電所内の通信連絡の概要 
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第２５図 電源車への燃料確保 概略図 

 

 

第２６図 電源車の移動 タイムチャート 

 

 

第２７図 電源車（可搬式代替低圧注水ポンプ用）からの燃料補給 タイムチャート 

  

本資料のうち、枠囲みの内容は、商業機密あるいは防護上の観点から公開できません。 
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別紙１ 

 

高濃度の降下火砕物環境下における作業時の対応について 

 

1 概 要 

火山影響等発生時に屋外にて行う作業は、高濃度の降下火砕物環境下で実施するが、

作業時に装着する防護具、視認性向上のための対応について取りまとめる。 

 

2 火山影響等発生時に屋外において実施する作業項目 

火山影響等発生時に屋外にて行う主な作業は以下のとおりであるが、いずれの作業

も複雑な手順を要求されない作業であるため、広範囲の視界が必要となるものではな

い。 

① ディーゼル発電機の関連作業 

・改良型フィルタのフィルタ取付※1、取替、清掃※2 

※1 改良型フィルタ取付は降下火砕物が発電所敷地に到達する前までに完了するこ

とから、高濃度の降下火砕物環境下での作業とはならない。 

※2 フィルタ清掃は、火山灰除けのためのテント内で実施するため、高濃度の降下

火砕物環境下での作業とならない。 

・海水ポンプモータの除塵フィルタ取外し※3 

※3 除塵フィルタ取外しは、降下火砕物が発電所敷地に到達する前までに完了する

ことから、高濃度の降下火砕物環境下での作業とはならない。 

 

② 蒸気発生器補給用仮設中圧ポンプ（電動）関連作業 

・蒸気発生器２次側へ給水するための給電用の電源車の移動※4 

※4 蒸気発生器補給用仮設中圧ポンプ（電動）に用いる電源車の移動は降下火砕物

が発電所敷地に到達する前までに完了することから、高濃度の降下火砕物環境下

での作業とはならない。 

 

③ 通信連絡設備関連作業 

・通信連絡設備への給電用の電源車の移動※5 

※5 通信連絡設備に用いる電源車の移動は降下火砕物が発電所敷地に到達する前ま

でに完了することから、高濃度の降下火砕物環境下での作業とはならない。 
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④ 燃料補給作業 

・電源車の燃料を確保するための対策として、電源車（可搬式代替低圧注水ポンプ用）

から燃料を抜き取り給油する。 

 

図 1に高濃度の降下火砕物環境下における屋外作業場所を示す。 

 

3 高濃度の降下火砕物環境下での作業時に着用する防護具 

高濃度の降下火砕物環境下での作業時は、作業着を着用の上、ヘルメット、ゴーグル、

マスク、手袋を着用する。また、作業性向上の観点で、昼夜を問わずヘッドライトを着

用する。さらに、降灰の状況により必要に応じて雨合羽を着用する※。 

図 2 に高濃度の降下火砕物環境下での作業時に着用する防護具の状況を示す。 

※ 降下火砕物の終端速度は 2.8m/s (1.414mm）であり、一般的な雨（2～lOm/s）と同

等である。 

 

4 高濃度の降下火砕物環境下での視認性向上のための対応 

高濃度の降下火砕物環境下においては視界が悪くなることが予想されることから、

資機材等の運搬、人の移動時の衝突等を避けるため以下の対応を行う。 

・屋外で作業を行う者の視認性向上を図るため、ヘッドライトを着用する。 

 

図 3 に高濃度の降下火砕物環境下における視認性向上のために使用する資機材の例

を示す。 

 

5 気中降下火砕物濃度を超える降下火砕物濃度環境下での対応 

気中降下火砕物濃度を超える降下火砕物濃度環境下であったとしても、屋外にて行

ういずれの作業も複雑な手順を要求されない作業であり、また、広範囲の視界が必要と

なるものではない。したがって、ヘッドライトの着用で視認性に問題はない。マスクに

ついては適宜交換することで十分対応可能である。 

 

6 まとめ 

火山影響等発生時に屋外において実施する作業にあたっては、作業員防護の観点か

らヘルメット、ゴーグル、マスク、手袋等の防護具を適切に着用するとともに、視界が

悪くなることを考慮して、ヘッドライトを着用する。 
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図１ 高濃度の降下火砕物環境下での主な屋外作業場所 

 

2 号 改良型フィルタ 

燃料補給作業場所 

1 号 改良型フィルタ 
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図２ 高濃度の降下火砕物環境下における作業時の防護具着用状況 

 

 

図３ 高濃度の降下火砕物環境下における視認性向上のための資機材（例） 

  

ヘッドライト 
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（参考） 

降灰状況における視界について 

 

1 概要 

高濃度の降下火砕物環境下では、視界が悪化し各種の作業に影響が生じる可能性があ

るため、参考としてどの程度の視界となるか確認を行った。 

 

2 確認方法 

降下火砕物による視認性への影響を確認するため、図 1 に示す装置を用いて、カメラ

の前に火山灰付着シートを挿入し目標物の撮影を行う。 

火山灰付着シートは火山灰を粘着シートにふるいで一様に分散させて作成する。 

火山灰付着シートへの火山灰付着量（g/m2）は、気中降下火砕物濃度を包絡する濃度 

4(g/m3)と視認距離（m）の積により決定し、火山灰付着量を変化させて写真を撮影す

る。 

なお、降下火砕物環境下では照度も低下するため、ヘッドライトを照らしながら実施

する。 

 

3 確認結果 

確認結果を図 2 に示す。 

今回実施した確認においては、少なくとも視認距離 6m 程度までは目標物の輪郭が明確

に視認できる結果となった。また、視認距離 10m でも目標物自体の視認性に問題はな

く、気中降下火砕物濃度を超える気中降下火砕物濃度であったとしても、屋外作業が必

要な範囲で目標物の視認が可能である。 

 

4 火山灰付着シートの設置位置及び枚数による影響について 

今回の確認においては、視点と目標物の間の空間に存在する降下火砕物を平面上に落

とし込んで火山灰付着量を決定しているため、視認距離 6m （火山灰付着量 24g/m2）に

おいて火山灰付着シートの設置位置及び枚数を変化させ影響確認を行った。確認結果を

図 3 に示す。見え方に差異はあるものの、いずれも目標物の視認は可能である。 

 

5 結論 

降下火砕物環境下では、視認距離は 6m 程度確保でき、目標物も視認できることから、

降下火砕物環境下においてヘッドライトを着用することで作業が可能である。 
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図１ 装置概要 
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図２ 確認結果 
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図３ 火山灰付着シートの設置位置及び枚数による影響確認結果 
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別紙３ 

 

降灰予報等を用いた対応着手の判断について 

 

１ 概 要 

噴火発生時において、気象庁が発表する降灰予報（「速報」及び「詳細」）によ

り発電所（高浜町）への「多量」の降灰が予想された場合、気象庁が発表する噴火

に関する火山観測報において地理的領域（発電所敷地から半径 160km）内の活火山

に 20km以上の噴煙が観測されたが噴火後 10分以内に降灰予報が発表されない場合

又は降下火砕物による発電所への重大な影響が予想される場合、対応に着手する。 

本資料では、火山影響等発生時の判断基準となる降灰予報及び噴火に関する火山

観測報について説明する。 

 

２ 降灰予報について 

降灰予報の概要を第 1 図に示す。 

火山噴火後、事前計算された降灰予報結果から適切なものを抽出することで、噴

火発生から 1 時間以内に予想される、降灰量分布や小さな噴石の落下範囲が速やか

に(5～10 分程度で）降灰予報（速報）として気象庁より発表される。 

その後（噴火後 20～30 分程度で）、噴火の観測情報（噴火時刻、噴煙高など）を

用いて、より精度の高い降灰予測計算を行い、噴火発生から 6 時間先まで（1 時間

ごと）に予想される降灰量分布等が降灰予報（詳細）として気象庁より発表される。 

降灰予報は第 2 図に示すとおり「少量」、「やや多量」、「多量」の 3 階級に区

分されており、火山影響等発生時において、発電所に降灰厚さが 1mm 以上となる「多

量」の降灰が予想された場合、対応に着手する。 

 

３ 降灰予報発表時の情報伝達 

気象庁の降灰予報により、発電所に「多量」の降灰が予想された場合は、システ

ムにより中央制御室へ FAX が自動配信される。降灰予報「多量」を受信すれば、当

直課長は原子炉の手動停止操作に着手する。それとともに、当直課長は速やかに安

全・防災室課長（休日・夜間は現場調整当番）に連絡する。 

この連絡により、所長が自らを本部長とする発電所対策本部を立ち上げ、緊急安

全対策要員へ対応を指示する。休日・夜間においては、全体指揮者が発電所対策本

部を立ち上げ、緊急安全対策要員に対応を指示する。 

以降は、重大事故等対策に係る指揮命令系統に則り行う。運転員操作は当直課長

660



 
 

が指揮し、緊急安全対策要員操作は発電所対策本部が指揮する。中央制御室と発電

所対策本部の間の情報共有は、緊急時対策本部要員のうちユニット指揮者を経由し

て行う。 

 

４ 降灰予報の発表が遅れた場合の対応 

上記のとおり、降灰予報発表後は速やかに対応を取ることが可能であるが、気象

条件等により降灰予報の発表が遅れた場合を想定し、降灰予報が発表されない場合

は、気象庁が噴火の発生とともに、噴火日時、噴煙高さ等を通報する噴火に関する

火山観測報（第３図）により噴火後 10 分以内に対応要否を判断する。 

噴火に関する火山観測報による対応要否の判断については、設置変更許可で用い

た降下火砕物シミュレーションを対象とした火山を対象とすることを基本とし、噴

火リスクを踏まえ、地理的領域（発電所敷地から半径 160km）内の活火山も対象と

する。また、判断基準については、設置変更許可で用いた降下火砕物シミュレーシ

ョンにおいて想定した噴煙高さ 25km を踏まえ、噴火に関する火山観測報において

20km 以上の噴煙が観測された場合は対応を開始する。 

さらに、気象庁から入手可能な情報が限定的である場合を想定し、発電所への重

大な影響が予想される（送配電線の被害状況、報道（TV、ラジオ、インターネット

等）、気象情報（風向、風速等）、周辺地域の降灰状況により総合的に判断）場合

は対応を開始する。 

なお、その後降灰予報が発表され、発電所への降灰が「多量」未満もしくは範囲

外となった場合は、体制を解除する。 

上記を踏まえた対応着手の判断フローを第４図に示す。 
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第１図 降灰予報の概要（気象庁ＨＰより） 

 

第２図 降灰量階級表（気象庁ＨＰより） 
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第３図 噴火に関する火山観測報（気象庁ＨＰより） 
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第４図 対応着手の判断フロー 
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別紙４ 

 

作業の成立性について 

 

【ディーゼル発電機への改良型フィルタ取付】 

 

1. 作業概要 

火山影響等発生時において、ディーゼル発電機の機能を維持するための対策とし

て、フィルタの取替・清掃が容易な改良型フィルタを取付する。 

 

2. 必要要員数及び作業時間 

必 要 要 員 数  ：緊急安全対策要員８名／ユニット（現場） 

作業時間（想定） :50 分（移動 10 分、作業 40 分） 

作業時間（実績） :39 分（移動 9 分、作業 30 分）※) 

※ 改良型フィルタ取付 24 分、既設フィルタ取外 6 分 

 

3. 作業の成立性 

アクセス性：ヘッドライト・懐中電灯等を携行していることから、アクセス可能である。 

作業環境：ディーゼル発電機改良型フィルタの取付エリア周辺には、作業を行う上で 

支障となる設備はなく、また、作業員はヘッドライト・懐中電灯等を携行 

していることから、作業は実施可能である。 

作 業 性 ：既設のディーゼル発電機吸気消音器に改良型フィルタを取付する作業で、

工具が不要であり、容易に実施可能である。 

連絡手段：火山影響等発生時においても、運転指令設備等にて通話可能である。 
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【ディーゼル発電機改良型フィルタの取替・清掃】 

 

1. 作業概要 

火山影響等発生時において、外部電源喪失が発生し、ディーゼル発電機が起動し

た場合において、吸気フィルタの閉塞を防止するため、フィルタの取替・清掃を行

う。 

 

2. 必要要員数及び作業時間（1 交換サイクル当たり）※ 

必 要 要 員 数 ： 緊急安全対策要員４名／ユニット（現場） 

作業時間（想定）: 20 分（取替），60 分（清掃） 

作業時間（実績）: 13 分（取替），25 分（清掃） 

※20 分以内に取替、その後 60 分以内に清掃を行う場合は、取替は４名／ユ

ニットで行い、清掃はそのうちの２名／ユニットで行う。取替・清掃を合

わせて 20 分以内に実施する場合は６名／ユニットで行う。 

 

3. 作業の成立性 

アクセス性：ヘッドライト・懐中電灯等を携行していることから、アクセス可能である。 

作業環境：フィルタの取替を行うディーゼル発電機改良型フィルタの取付エリア周

辺には、作業を行う上で支障となる設備はなく、また、作業員はヘッドラ

イト・懐中電灯等を携行していることから、作業は実施可能である。 

作 業 性 ：フィルタの取替は工具が不要であり、容易に実施可能である。また、フィ

ルタの清掃は火山灰除けのためのテント内（次頁参照）で、振動を加え、

付着している灰を落とす。 

連絡手段：火山影響等発生時においても、運転指令設備等にて通話可能である。 
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火山灰除けテントについて 

 

１．テント設営手順について 

（１）テント運搬について 

    テント保管場所は図１に示すとおりフィルタ清掃エリア近傍であり、重量は  

約 30ｋｇで容易に運搬可能である。 

 

（２）テント設営について 

図２に示すとおり、組立てが容易な折畳み式であり、緊急安全対策要員４人が   

約５分以内に設営可能である。 

なお、テント設営作業は降下火砕物が発電所敷地に到達する前に実施するため 

降灰による影響はない。 

 

２．火山灰荷重の考慮について 

  テント天井部に傾斜を設けて火山灰が堆積しにくい設計とする。 

 

３．風の考慮について 

   図２のとおり、ロープ及びフックによる固定を併用することにより、風の影響 

を受けにくい設計とする。 

 

４．その他の考慮事項について 

  テントは耐火シートとする。また、出入口はファスナー式とし、降灰による影響 

を受けずに出入りが可能な設計とする。 
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図１ 火山灰除けテント設営位置図 

 

 

図２ 火山灰除けテントイメージ図 
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【海水ポンプモータの除塵フィルタ取外し】 

 

1. 作業概要 

火山影響等発生時において、ディーゼル発電機を冷却するための海水ポンプモ

ータの除塵フィルタ閉塞を防止するため、除塵フィルタの取外しを行う。 

 

2. 必要要員数及び作業時間 

必 要 要 員 数  ：緊急安全対策要員２名（現場） 

作業時間（想定） :50 分（移動 10 分、作業 40 分） 

作 業時 間 （ 実 績 ）  :50 分以内（移動 10 分以内、作業 40 分以内） 

  

3. 作業の成立性 

アクセス性：ヘッドライト・懐中電灯等を携行していることから、アクセス可能である。 

作業環境：海水ポンプモータ周辺は、作業を行う上で支障となる設備はなく、また、

作業員はヘッドライト・懐中電灯等を携行していることから、作業は実施

可能である。 

作 業 性 ：除塵フィルタ取外しは工具が不要であり、容易に実施可能である。 

連絡手段：火山影響等発生時においても、運転指令設備等にて通話可能である。 
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【電源車による給電準備及び給電開始】 

 

１． 作業概要 

火山影響等発生時において、蒸気発生器補給用仮設中圧ポンプ（電動）および通

信用設備に給電するために必要な設備の電源対策として、電源車（燃料源含む）の

移動、可搬式排気ファンの設置及び仮設ダクトの敷設・接続ならびに可搬式ダスト

サンプラ等の設置および電源車から代替所内電気設備変圧器へ電源ケーブルの敷

設・接続を行う。 

 

２． 必要要員数及び作業時間 

必要要員数：緊急安全対策要員５名及び運転員等３名／ユニット 

（中央制御室、現場） 

作業時間（想定）：190 分 

作業時間（実績）：164 分（燃料補給用電源車の移動時間を含む） 

（可搬式排気ファンの設置、仮設ダクトの敷設・接続ならびに可搬式ダストサンプ

ラ等の設置については、緊急安全対策要員４名／ユニット（現場）が作業時間 

６０分以内で行う。） 

 

３． 作業の成立性 

アクセス性：ヘッドライト・懐中電灯等を携行していることから、アクセス可能である。 

作業環境 ：電源車の保管場所周辺、燃料取扱建屋および原子炉建屋には、作業を行う

上で支障となる設備はなく、また、作業員はヘッドライト・懐中電灯等を携

行していることから、作業は実施可能である。 

作業性  ：電源車の固縛解除、移動及び電源ケーブルの敷設・接続は容易に実施可能

である。また、可搬式排気ファン、仮設ダクト及び可搬式ダストサンプラ等

は可搬式であり、容易に移動・設置が可能である。 

連絡手段 ：火山影響等発生時においても、運転指令設備等にて通話可能である。 
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【蒸気発生器補給用仮設中圧ポンプ（電動）による蒸気発生器への注水準備】 

 

１． 作業概要 

火山影響等発生時において、蒸気発生器補給用仮設中圧ポンプ（電動）から蒸気

発生器への注水のための系統構成、注水準備を行う。 

 

２． 必要要員数及び作業時間 

必要要員数：緊急安全対策要員４名／ユニット（現場） 

作業時間（想定）：97 分 

作業時間（実績）：82 分 

 

３． 作業の成立性 

アクセス性：ヘッドライト・懐中電灯等を携行していることから、アクセス可能である。 

作業環境 ：蒸気発生器補給用仮設中圧ポンプ（電動）の設置場所周辺には、作業を行

う上で支障となる設備はなく、また、作業員はヘッドライト・懐中電灯等を

携行していることから、作業は実施可能である。 

作業性  ：蒸気発生器補給用仮設中圧ポンプ（電動）から蒸気発生器への注水のため

の系統構成は、弁操作やホース接続（フランジ接続又はカプラ式）であり、

容易に実施可能である。 

連絡手段 ：火山影響等発生時においても、運転指令設備等にて通話可能である。 
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蒸気発生器補給用仮設中圧ポンプ（電動）による蒸気発生器への注水 概略系統  
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【消火水バックアップタンクから復水タンクへの注水準備】 

 

１． 作業概要 

火山影響等発生時において、消火水バックアップタンクから復水タンクへの水源

補給のための系統構成、ホース敷設を行う。 

 

２． 必要要員数及び作業時間 

必要要員数：緊急安全対策要員２名、運転員等３名（中央制御室、現場） 

（１，２号炉合計） 

作業時間（想定）：40 分 

作業時間（実績）：25 分 

 

３． 作業の成立性 

アクセス性：ヘッドライト・懐中電灯等を携行していることから、アクセス可能で

ある。 

作業環境 ：消火水バックアップタンクから復水タンクへの水源補給のための系統

構成、ホース敷設を行う場所周辺には、作業を行う上で支障となる設

備はなく、また、作業員はヘッドライト・懐中電灯等を携行している

ことから、作業は実施可能である。 

作業性  ：消火水バックアップタンクから復水タンクへの水源補給のための系統

構成、ホース敷設は工具が不要であり、容易に実施可能である。なお、

屋外作業は消火水バックアップタンク出口弁２弁および復水タンクブ

ロー弁２弁の開操作のみであり、降灰環境下でも実施可能である。 

連絡手段 ：火山影響等発生時においても、運転指令設備等にて通話可能である。 

 

673



 
 

【電源車（可搬式代替低圧注水ポンプ用）の建屋近傍への移動】 

 

１． 作業概要 

火山影響等発生時において、燃料補給における降灰の影響を低減させるため、燃

料源として電源車（可搬式代替低圧注水ポンプ用）２台／ユニットを燃料取扱建屋

近傍に移動させる。 

 

２． 必要要員数及び作業時間 

必要要員数：緊急安全対策要員２名／ユニット（現場） 

作業時間（想定）：50 分 

作業時間（実績）：45 分（給電用電源車の移動時間を含む） 

 

３． 作業の成立性 

アクセス性：ヘッドライト・懐中電灯等を携行していることから、アクセス可能であ

る。 

作業環境 ：電源車（可搬式代替低圧注水ポンプ用の保管場所周辺、燃料取扱建屋近

傍には、作業を行う上で支障となる設備はなく、作業員はヘッドライト・

懐中電灯等を携行していることから、作業は実施可能である。 

作業性  ：電源車の固縛解除、電源車の移動は容易に実施可能である。 

連絡手段 ：火山影響等発生時においても、運転指令設備等にて通話可能である。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

674



 
 

【電源車（可搬式代替低圧注水ポンプ用）を用いた電源車への燃料補給】 

 

１． 作業概要 

火山影響等発生時において、電源車の燃料を確保するための対策として、燃料源

として、電源車（可搬式代替低圧注水ポンプ用）から燃料を抜き取り給油する。 

 

２． 必要要員数及び作業時間 

必要要員数：緊急安全対策要員２名／ユニット（現場）（１箇所あたり） 

作業時間（想定）：３０分 

作業時間（模擬）：１９分 

 

３． 作業の成立性 

アクセス性：ヘッドライト・懐中電灯等を携行していることから、アクセス可能であ

る。 

作業環境 ：燃料取扱建屋には、作業を行う上で支障となる設備はなく、また、作業

員はヘッドライト・懐中電灯等を携行していることから、作業は実施可

能である。 

作業性  ：電源車（可搬式代替低圧注水ポンプ用）から燃料を抜き取り給油する作

業に特殊な操作はないことから、容易に作業でき、屋外作業時には、ヘ

ッドライト・懐中電灯等携行し、作業性を確保する。また、燃料源とす

る電源車給油口から給電用の電源車給油口までの距離約１２ｍに対し、

電動ポンプの給油ホース長は約１５ｍあるため問題ない。なお、燃料源

とする電源車は建屋近傍へ配置するが、火山灰混入防止対策を行うこと

で、降灰環境下でも作業可能である。 

連絡手段 ：火山影響等発生時においても、運転指令設備等にて通話可能である。 
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別紙５ 

 

電源車の容量について 

 

火山影響等発生時において電源車の最大所要負荷については表 1、２に示すとおり

１号炉約 204kW、２号炉約 174kW である。電源車の容量については最大所要負荷に対

し十分な余裕を有する 488kW とする。 

 

 

 

 表１ １号炉 電源車の最大所要負荷 

最大所要負荷 
電源車 

の容量 
蒸気発生器補給用仮設中圧ポンプ（電動）及び

通信連絡設備 他 
負  荷 合  計 

【補助建屋】 

・蒸気発生器補給用仮設中圧ポンプ（電動） 

・蒸気発生器補給用仮設自吸式ポンプ（電動） 

約 90kW 

約 204kW 488kW 

【制御建屋】 

・１号計器用電源 

中央制御室用衛星電話（固定） 

安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ）Ｄ系 

約 80kW 

【燃料取扱建屋】 

・Ａ消火水バックアップポンプ 

・可搬式排気ファン 

約 34kW 
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表２ ２号炉 電源車の最大所要負荷 

最大所要負荷 
電源車 

の容量 
蒸気発生器補給用仮設中圧ポンプ（電動）及び 

通信連絡設備 他 
負  荷 合  計 

【補助建屋】 

・蒸気発生器補給用仮設中圧ポンプ（電動） 

・蒸気発生器補給用仮設自吸式ポンプ（電動） 

約 90kW 

約 174kW 488kW 
【制御建屋】 

・２号計器用電源 

安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ）Ｃ系 

約 80kW 

【燃料取扱建屋】 

・可搬式排気ファン 
約 4kW 
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別紙６ 

 

火山影響等発生時における燃料補給について 

1. 概 要 

火山影響等発生時における対策手順等で必要となる燃料補給の要否等に係る整

理を行う。 

 

2. 燃料補給を考慮する必要がある設備等の抽出 

（１）ディーゼル発電機 

外部電源が喪失した場合自動起動するため、燃料補給を考慮する必要がある。 

（２）電源車 

全交流動力電源が喪失した場合に、蒸気発生器補給用仮設中圧ポンプ（電動）及び

蒸気発生器補給用仮設自吸式ポンプ（電動）により蒸気発生器２次側へ給水を行う

際使用するため、燃料補給を考慮する必要がある。 

また、全交流動力電源が喪失した場合に、通信連絡設備への給電のために使用

するため、燃料補給を考慮する必要がある。 
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3. 燃料補給の要否 

「2. 燃料補給を考慮する必要がある設備等の抽出」で抽出したものに対し、燃

料補給の要否を取りまとめる。なお、給電イメージは下図のとおり。 

 

 

 

  

 初期状態からの 

運転可能時間 

（単位時間当たりの消

費量） 

燃料補給

の要否 

燃料タンクの 

容量 
燃料補給方法 

ディーゼル発電機 
184.6 時間 

（0.975m3/h） 
不要 － － 

電源車 

1 号：約 7.6 時間 

2 号：約 7.6 時間 

（※1） 

必要 441 ℓ／台 
別電源車保有燃

料を使用※２ 
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※１：電源車の単位時間当たりの消費量は下表、下図のとおり。 

【電源車】 

号炉 時間 

単位時間当

たりの消費

量 

燃料消費量 負荷 

１

号

炉 

降灰到着～7 時間経過 0ℓ /h 0ℓ  

7 時間経過（運転開始）～

10.8 時間経過まで 
57.3ℓ /h 217.74ℓ 

通信連絡設備＋可搬式排気ファ

ン＋蒸気発生器補給用仮設中圧

ポンプ（電動）＋蒸気発生器補

給用仮設自吸式ポンプ（電動） 

10.8 時間経過～20.1 時間経

過まで 

（適宜、燃料補給を実施） 

63.3ℓ /h 588.69ℓ 

通信連絡設備＋可搬式排気ファ

ン＋蒸気発生器補給用仮設中圧

ポンプ（電動）＋蒸気発生器補給

用仮設自吸式ポンプ（電動）＋

12uA 消火水バックアップポンプ 

20.1 時間経過～24 時間経過

まで 

（適宜、燃料補給を実施） 

57.3ℓ /h 223.47ℓ 

通信連絡設備＋可搬式排気ファ

ン＋蒸気発生器補給用仮設中圧

ポンプ（電動）＋蒸気発生器補給

用仮設自吸式ポンプ（電動） 

 合計 1029.9ℓ  

  

号炉 時間 

単位時間当

たりの消費

量 

燃料消費量 負荷 

２

号

炉 

降灰到着～7 時間経過 0ℓ /h 0ℓ  

7 時間経過（運転開始）～24 時

間経過まで 
57.3ℓ /h 974.1ℓ 

通信連絡設備＋可搬式排気フ

ァン＋蒸気発生器補給用仮設

中圧ポンプ（電動）＋蒸気発生

器補給用仮設自吸式ポンプ（電

動） 

 合計 974.1ℓ  
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※２：電源車（可搬式代替低圧注水ポンプ用）（441ℓ）２台／ユニットを降灰前に建屋

近傍に移動させ、燃料を抜き取り給油する。 

 

4. まとめ 

火山影響等発生時において電源車を運転する場合、適宜燃料補給を行い、機能を維

持する。 

 

 

  

７時間後

蒸気発生器補給用仮設

中圧ポンプ

及び

通信連絡設備

給電開始

１０．８時間後
消火水バックアップ

ポンプ給電開始

２０．１時間後

消火水バックアップ

ポンプ給電停止
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添付-1 

長期的な炉心冷却等の対応について 

 

(1) ディーゼル発電機の機能を維持 

a. 炉心冷却 

長期的な観点においても、本文「5(2)c. 蒸気発生器２次側及び余熱除去系を用

いた炉心冷却」に示すとおり、ディーゼル発電機からの給電を行い、余熱除去系を

用いた炉心冷却を行う。 

 

b. ディーゼル発電機改良型フィルタのフィルタ取替・清掃 

ディーゼル発電機運転中は、本文「5(2)d. ディーゼル発電機改良型フィルタの

フィルタ取替・清掃」に示すとおり、ディーゼル発電機改良型フィルタのフィルタ

取替・清掃を行う。 

 

c. その他 

(a) 使用済燃料ピットの冷却 

ディーゼル発電機からの給電を行い、使用済燃料ピット冷却設備による使用済

燃料の冷却を行う。 

 

(2）タービン動補助給水ポンプを用いた蒸気発生器２次側による炉心冷却の機能の維

持 

a. 炉心冷却 

(a）タービン動補助給水ポンプを用いた蒸気発生器２次側による炉心冷却 

① アキュムレータ出口弁閉操作及び２次系強制冷却の実施 

タービン動補助給水ポンプを用いた蒸気発生器２次側による炉心冷却を行い、

１次冷却材圧力が 1.7MPa [gage］、１次冷却材高温側温度が 208°C になった時

点でアキュムレータ出口弁の閉操作を行う。 

アキュムレータ出口弁の閉操作後、２次系強制冷却を再開する。 

 

②タービン動補助給水ポンプの駆動蒸気の確保 

・タービン動補助給水ポンプ及び主蒸気大気放出弁を用いて蒸気発生器２次側

冷却を継続し、１次冷却材圧力を 0.7MPa [gage］に維持している状態におい

て、タービン動補助給水ポンプを用いて蒸気発生器２次側に給水するための

必要駆動蒸気圧力は約 0.3MPa [gage］、必要駆動蒸気量は約 3t/h である。１
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次冷却材圧力を 0.7MPa [gage] （蒸気発生器２次側圧力約 0.5MPa [gage])に

維持している状態において、炉心崩壊熱を除去するための必要蒸気放出量は、

サイクル末期に本事象の発生を想定すると事象発生 30 日後においても約

5.69t/h であるため、タービン動補助給水ポンプによる冷却継続は 30 日以上

可能である。 

・“炉心崩壊熱を除去するための必要蒸気放出量”が“タービン動補助給水ポン

プの必要駆動蒸気量”を下回った状態でタービン動補助給水ポンプの運転（駆

動用蒸気ラインからの蒸気放出）を継続した場合には、蒸気発生器２次側圧力

及び温度が徐々に低下し、１次冷却材圧力及び温度も徐々に低下する。蒸気発

生器２次側圧力が約 0.3MPa [gage］まで低下した時点で、タービン動補助給

水ポンプ駆動用蒸気ラインからの蒸気放出を停止し、蒸気発生器２次側への

給水を停止することにより、炉心崩壊熱により 1 次冷却材圧力及び温度並び

に蒸気発生器２次側圧力及び温度が再び上昇し、再度、タービン動補助給水ポ

ンプを用いた給水が可能となる。このようにしてタービン動補助給水ポンプ

の間欠運転をすることにより、炉心崩壊熱の除去を継続することができる。 

・全交流動力電源が喪失してから 24 時間以降においては、直流電源が枯渇して

いるが、現場でタービン動補助給水ポンプ起動弁及びタービン動補助給水ポ

ンプの蒸気加減弁を開操作し、タービン動補助給水ポンプを起動する手順が

整備されており、この手順に従ってタービン動補助給水ポンプを起動するこ

とができる。 

 

(b）余熱除去系を用いた炉心冷却 

交流電源が復旧し、余熱除去系による炉心冷却が可能となれば、余熱除去系によ

る炉心冷却を行う。 

 

b. その他 

(a)使用済燃料ピットへの補給及び冷却 

使用済燃料ピットへの水の補給は、全交流動力電源が喪失し使用済燃料ピット

の冷却が停止した後、使用済燃料ピット水が沸騰を開始し、使用済燃料ピット水

面での線量率が遮へい設計基準（0.15mSv/h）となる約 3.0m の水位低下となった

時点（約 2.1 日）で、保有水の蒸散を補うために必要な補給を開始する。 

また、交流電源が復旧し、使用済燃料ピット冷却設備による使用済燃料の冷却

が可能となれば、使用済燃料ピット冷却設備による使用済燃料の冷却を行う。 
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(3）蒸気発生器補給用仮設中圧ポンプ（電動）を用いた蒸気発生器２次側による炉心

冷却及び同ポンプの機能を維持 

a. 炉心冷却 

(a）蒸気発生器補給用仮設中圧ポンプ（電動）を用いた蒸気発生器２次側による炉

心冷却 

① アキュムレータ出口弁閉操作及び２次系強制冷却の実施 

蒸気発生器補給用仮設中圧ポンプ（電動）を用いた蒸気発生器２次側による

炉心冷却を行い、１次冷却材圧力が 1.7MPa [gage］、１次冷却材高温側温度

が 208℃になった時点で温度及び圧力をキープし交流電源回復後、アキュムレ

ータ出口弁の閉操作を行う。 

アキュムレータ出口弁の閉操作後、２次系強制冷却を再開する。 

 

(b）余熱除去系を用いた炉心冷却 

交流電源が復旧し、余熱除去系による炉心冷却が可能となれば、余熱除去系によ

る炉心冷却を行う。 

 

b. その他 

(a) 使用済燃料ピットへの補給及び冷却 

使用済燃料ピットへの水の補給は、全交流動力電源が喪失し使用済燃料ピットの

冷却が停止した後、使用済燃料ピット水が沸騰を開始し、使用済燃料ピット水面で

の線量率が遮へい設計基準（0.15mSv/h）となる約 3.0m の水位低下となった時点（約

2.1 日）で、保有水の蒸散を補うために必要な補給を開始する。 

また、交流電源が復旧し、使用済燃料ピット冷却設備による使用済燃料の冷却が

可能となれば、使用済燃料ピット冷却設備による使用済燃料の冷却を行う。 

 

(4）24 時間以降の電源の活用に関する対応について 

火山影響等発生時において、降下火砕物到達後 24 時間以降は降下火砕物の濃度

が低下することから、非常用ディーゼル発電機により電源を確保する。 

直ちに非常用ディーゼル発電機を使用できない場合は、タービン動補助給水ポ

ンプ又は蒸気発生器補給用仮設中圧ポンプ（電動）による蒸気発生器２次側から

の除熱並びに、電源車による通信連絡設備等の電源確保を継続する。 

また、アキュムレータ出口弁が閉止されていない場合、電源車からアキュムレ

ータ出口弁へ給電を行い閉止する。 
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万が一、非常用ディーゼル発電機が使用できない場合は、空冷式非常用発電装

置等による電源の確保を行う。第１図に 24 時間以降の電源確保及び炉心の冷却手

段の例を示す。 
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添付-2 

 

設置（変更）許可添付書類十「7.1.2 全交流電源喪失」 

（全交流動力電源喪失シナリオ）抜粋 

b. ＲＣＰシールＬＯＣＡが発生しない場合 
本重要事故シーケンスの事象進展を第 7.1.2.4 図に、１次冷却材圧力、１

次冷却材温度、１次冷却系保有水量、炉心水位、燃料被覆管温度等の１次冷

却系パラメータの推移を第 7.1.2.28 図から第 7.1.2.36 図に、２次冷却系圧

力、蒸気発生器水位等の２次冷却系パラメータの推移を第 7.1.2.37 図から第

7.1.2.42 図に示す。 

(a) 事象進展 

事象発生後、全交流動力電源喪失に伴い１次冷却材ポンプの母線電圧

が低下することで、｢１次冷却材ポンプ電源電圧低｣信号のトリップ限界

値に到達し、原子炉は自動停止する。また、全交流動力電源喪失と同時に

原子炉補機冷却機能喪失を想定するが、ＲＣＰシールＬＯＣＡは発生し

ないことから１次冷却系は高圧で維持される。 

事象発生の 1 分後にタービン動補助給水ポンプが自動起動することで

蒸気発生器の保有水量は回復し、事象発生の 40分後に主蒸気大気放出弁

の開操作による２次冷却系強制冷却を開始し、１次冷却系を減温、減圧す

ることで、事象発生の約 71 分後に蓄圧注入系が作動する。事象発生の約

13時間後に１次冷却材圧力が約 1.7MPa[gage]に到達した段階でその状態

を維持する。代替交流電源確立の 10 分後にアキュムレータの出口弁を閉

止した後、さらに 10分後に２次冷却系強制冷却を再開する。事象発生の

約 25 時間後に、１次冷却材圧力が 0.83MPa[gage]に到達した段階で、１

次冷却材ポンプ封水戻りラインに設置されている逃がし弁が吹き止まる

ことで、ＲＣＰシール部からの漏えいは停止し、事象発生の約 26 時間後

に１次冷却材圧力が約 0.7MPa[gage]に到達する。 

(b) 評価項目等 

燃料被覆管温度は第 7.1.2.36 図に示すとおり、炉心は冠水状態にある

ことから初期値（約 390℃）以下にとどまり、1,200℃以下となる。当該

温度条件では、燃料被覆管の酸化反応は著しくならない。 

１次冷却材圧力は第 7.1.2.28 図に示すとおり、初期値（約

15.9MPa[gage]）以下となる。このため、原子炉冷却材圧力バウンダリに

かかる圧力は約 16.2MPa[gage]にとどまり、最高使用圧力の 1.2 倍

(20.59MPa[gage])を下回る。 

また、ＲＣＰシール部からの漏えいが停止するまでに原子炉格納容器

内に漏えいした１次冷却材による原子炉格納容器圧力及び温度の上昇は

わずかであり、第 7.1.2.26 図及び第 7.1.2.27 図に示す｢全交流動力電

源喪失（ＲＣＰシールＬＯＣＡが発生する場合）｣の原子炉格納容器圧力

及び温度の最高値である約 0.180MPa[gage]及び約 110℃に比べて厳しく
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ならないことから、原子炉格納容器最高使用圧力(0.261MPa[gage])及び

最高使用温度（122℃）を下回る。 

第 7.1.2.28 図及び第 7.1.2.29 図に示すとおり、事象発生の約 26 時

間後に高温の停止状態になり、安定停止状態に至る。その後も主蒸気大

気放出弁を用いた蒸気発生器による炉心冷却を継続することで、安定停

止状態を維持できる。 

なお、海水系統の復旧により原子炉補機冷却機能の復旧に期待できる

場合には、格納容器スプレイ系により格納容器スプレイ再循環運転を行

うことで更なる原子炉格納容器圧力及び温度の低下を促進させることが

可能である。 
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添付-3 

ＳＢＯ時におけるＲＣＰシールの健全性 

 

ＳＢＯ時のＲＣＰシールの健全性について、ＳＢＯ時にＲＣＰシールが晒される温度・

圧力の観点から説明する。ＲＣＰシールについては、図 1 に示す様に金属部とＯリング部

により、シール機能を発揮するため、金属部とＯリング部それぞれについて、健全性を示

す。 

 

1. ＲＣＰシール（金属部）について 

ＳＢＯ時の挙動において、ＲＣＰシールは一時的に通常運転時のＲＣＳ系統温度（約

290℃）の水に晒されるが、シール部品として用いられている金属材料等は十分な耐熱性能

を有しており、約 290℃において問題を生じることはない。 

2. ＲＣＰシール（Ｏリング部）について 

シール部品間に用いているＯリング（材質：ＥＰＤＭ）については、高温・高圧状態に

おける健全性を確認しておく必要があり、特にＳＢＯ時に 290℃のＲＣＳ系統水に接する

Ｏリングを対象として性能検証を実施している。次頁に性能検証試験の結果を示し、ＳＢ

Ｏ時のＯリングの健全性を示す。 

 

図１ ＲＣＰシール構造図 

  

 拡大図における凡例 
  ：O リング使用箇所 
  ：High-Temperature O-ring 
  ：水の流れ 

 ＊：High-Temperature O-ring が必要な箇所ではないが、同径の High-Temperature O-ring があり、誤取り付け防止のため 
High-Temperature O-ring を使用している箇所 
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Ｏリングの性能試験は、図 2の通り、Ｏリングを試験装置の溝に嵌めた状態で、高温高

圧水をＯリングに負荷することで実施した。 

ここで、試験温度、圧力は、図 2 の試験条件に示す通り、ＲＣＰシール部からの漏えい

量を考慮したプラント挙動解析結果の減温、減圧過程を包絡するように設定し、保持時間

については、ＳＢＯ発生後のプラント挙動として、主蒸気大気放出弁、タービン動補助給

水ポンプを用いた減圧操作により、1日程度で安定な状態（1 次冷却材温度：約 l70℃、圧

力：約 0.7MPa）まで移行するものの、十分に保守的な期間として７日間を設定した。 

また、Ｏリングの耐力に大きく影響を及ぼす”はみ出し隙間”については、実機で想定され

る隙間寸法を包絡する条件とした。 

 

試験結果から、Ｏリングの破損は１例も認められなかった。 

また、上記試験中はＳＢＯ発生時点の高温高圧状態を維持しているが、実際にＳＢＯが

発生した場合には、前述のような 1 次冷却材の冷却・減圧操作によりＯリングに作用する

温度・圧力条件がＳＢＯ発生時点から大きく緩和されることから、長期的なＯリングの健

全性についても問題とならない。 

 

 

 試験条件 試験個数 試験結果 
参考 

SBO 時想定差圧 

第１段シール 

模擬試験 

温度：550℉、圧力：

1800psi 

（約 290℃、約 12.4MPa） 

合計 20 個 

18時間試験：18個 

7日間試験：2個 

18 時間及び 7日間で 

破損したＯリングなし 

約 1400psi 

（約 9.6MPa） 

第２段シール 

模擬試験 

温度：550℉、圧力：

1200psi 

（約 290℃、約 8.3MPa） 

合計 100 個 

18時間試験：90個 

7 日間試験：10個 

18 時間及び 7日間で 

破損したＯリングなし 

約 800psi 

（約 5.5MPa） 

図２ Ｏリング試験概要 
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添付-4 

 

蒸気発生器補給用仮設中圧ポンプ（電動）を用いた蒸気発生器への注水 

による炉心冷却の成立性について 

 

１．はじめに 

火山影響等発生時において、気中降下火砕物濃度を超える降下火砕物濃度を想定した場

合、高浜発電所保安規定審査資料「補足説明資料－３３－２ 高浜発電所 改良型フィル

タのフィルタ取替の着手時間について」の「７ ハの対応におけるディーゼル発電機の機

能を期待する時間について」に示すとおり、非常用ディーゼル発電機が降灰到達から 400

分間機能維持するものと設定する。 

上記設定を踏まえて、降灰と同時に外部電源喪失が発生し、自動起動した非常用ディー

ゼル発電機が 400 分間運転継続した後、非常用ディーゼル発電機が停止することにより全

交流動力電源喪失が発生した場合でも、蒸気発生器補給用仮設中圧ポンプ（電動）（以下、

「仮設中圧ポンプ」という。）により蒸気発生器へ注水することで、炉心の著しい損傷を

防止できることについて確認した。 

 

２．主要解析条件等 

第１表に主要な解析条件を示す。また、第１図に対応手順と事象進展を示す。なお、第

１表以外の主要解析条件は、原子炉設置変更許可申請書 添付書類十のうち、事故シーケ

ンスグループ「全交流動力電源喪失」における重要事故シーケンス「外部電源喪失＋非常

用所内交流電源喪失＋原子炉補機冷却機能喪失」と同様であり、参考表１に示す。 
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第１表 主要解析条件 

項目 主要解析条件 条件設定の考え方 

解析コード Ｍ－ＲＥＬＡＰ５ 
新規制基準適合性確認審査で実績のある

コードを使用。（主要条件のため記載） 

炉心崩壊熱 

FP：日本原子力学会推奨値 

アクチニド：ORIGEN2 

（サイクル末期を仮定） 

サイクル末期炉心の保守的な値を設定。燃

焼度が高いと高次のアクチニドの蓄積が

多くなるため長期冷却時の崩壊熱は大き

くなる。このため、燃焼度が高くなるサイ

クル末期時点を対象に崩壊熱を設定。また

炉心平均評価用崩壊熱を用いる。 

起因事象 
原子炉手動停止 

（解析上の時刻 0 秒） 

降灰予報「多量」から 5 分後（噴火から 15

分後）を設定。 

原子炉手動停止後 

の対応 
高温停止状態維持 

原子炉手動停止後、1 次系濃縮完了までは

高温停止状態を維持。 

安全機能の喪失 

に対する仮定（１） 

外部電源喪失 

（原子炉手動停止から 45 分後） 

発電所への降灰到達時（噴火から 60 分後）

に外部電源が喪失することを仮定。 

安全機能の喪失 

に対する仮定（２） 

非常用所内交流動力電源喪失 

（原子炉手動停止から 445 分後） 

降灰到達から 400 分間の非常用ディーゼ

ル発電機の機能維持を考慮。気中降下物濃

度の 2 倍濃度の火山灰による閉塞を想定

した場合の非常用ディーゼル発電機の機

能維持時間をフィルタ試験結果より保守

的に設定。 

補助給水機能の喪失

に対する仮定 

全交流動力電源喪失と同時に機能

喪失 

全交流動力電源喪失により電動補助給水

ポンプが停止。タービン動補助給水ポンプ

には期待しない。 

２次系強制冷却開始 

(主蒸気大気放出弁

開) 

原子炉手動停止から 515 分後 

（全交流電源喪失から 70 分後） 

仮設中圧ポンプ準備完了時間に弁の操作

時間 10 分を加えた時間を設定。（全交流

電源喪失後に操作現場に移動したのち、仮

設中圧ポンプ準備完了の連絡を現場で受

けてからの手動操作を想定） 

仮設中圧ポンプ 

による蒸気発生器へ

の注水 

蒸気発生器２次側圧力 

3.0MPa[gage]にて注入開始 
設備の仕様から設定 

 

３．解析結果 

  ２次系関係の主要な事象進展を第 2図から第 5 図に、１次系関係の主要な事象進展を第 6 図から第

8 図に示す。 

原子炉の手動停止後、補助給水ポンプによる蒸気発生器への注水及び主蒸気大気放出弁による１次

系温度の維持等により、高温停止状態を維持する。 
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原子炉の手動停止から 45 分後に発生する外部電源喪失以降も非常用ディーゼル発電機からの給電

により高温停止状態を維持する。 

原子炉の手動停止から 445 分後に、非常用ディーゼル発電機が機能喪失することにより全交流電源

喪失および補助給水機能喪失が発生するが、原子炉の手動停止から 515 分後に主蒸気大気放出弁によ

る２次系強制冷却を開始することで蒸気発生器の圧力が低下し、仮設中圧ポンプによる蒸気発生器へ

の注水は原子炉の手動停止から約 531 分後から開始される。それまでの約 86 分間は蒸気発生器への

注水が停止するが、仮設中圧ポンプによる注水の効果により、蒸気発生器の水位は、事象進展中、約

22％以上に保たれる。 

仮設中圧ポンプによる蒸気発生器への注水により蒸気発生器２次側の保有水を確保できること、１

次系の保有水が十分確保されていること、主蒸気安全弁の作動及び主蒸気大気放出弁による２次系強

制冷却により１次系の自然循環が維持されることから、継続的な炉心冷却が可能であり、炉心の著し

い損傷を防止できる。 

以降は、１次系圧力 1.7MPa[gage]にて蓄圧タンク出口弁を閉止し、１次系温度 170℃、１次系圧力

0.7MPa[gage]の状態まで減温・減圧し、安定停止状態に移行する。これらの主要な事象進展と解析結

果を第２表に示す。 

 

 

第２表 主要な事象進展と解析結果 

事象進展 
解析上の経過 

時間（分） 

火山噴火からの 

想定時間（分） 

原子炉手動停止 0 15 

外部電源喪失発生 45 60 

全交流動力電源喪失発生 

（補助給水機能喪失発生） 
445 460 

主蒸気大気放出弁（現場）による 

２次系強制冷却開始 
515 530 

仮設中圧ポンプによる蒸気発生器への 

注水開始 
約 531 約 546 

蒸気発生器水位（広域）の 

最低値（約 22％）到達 
約 552 約 567 
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４．不確かさの影響評価 

  ３．で実施した解析結果に対して、原子炉設置変更許可申請書 添付書類十と同等の不確かさの影

響評価を実施し、運転員等操作時間及び評価結果に与える影響を確認した。 

  不確かさの影響評価方法について、参考図１に示す。 

  不確かさの影響を確認する運転員等操作は、蒸気発生器の水位が回復に転じるまでに実施する操作

を対象とする。具体的には、「外部電源喪失後の対応」、「２次系強制冷却開始」、「仮設中圧ポン

プによる蒸気発生器への注水」を対象に影響を確認する。 

 

 (1) 解析コードにおける重要現象の不確かさの影響評価 

  本解析に対して不確かさの影響評価を行う重要現象は、「蒸気発生器２次側水位変化・ドライアウ

ト」であり、当該重要現象に対する不確かさの影響評価は以下のとおりである。 

ａ．運転員等操作時間に与える影響 

  「蒸気発生器２次側水位変化・ドライアウト」は、ＬＯＦＴＬ９－３試験の結果から、蒸気発生

器水位の低下に伴う伝熱量の低下傾向を適切に模擬できており、不確かさは十分小さいと評価して

いる。また、蒸気発生器水位を起点としている運転員等操作はないことから、運転員等操作時間に

与える影響はない。 

ｂ．評価結果に与える影響 

  ａ．に記載しているとおり、「蒸気発生器２次側水位変化・ドライアウト」は、ＬＯＦＴＬ９－

３試験の結果から、蒸気発生器水位の低下に伴う伝熱量の低下傾向を適切に模擬できており、不確

かさは十分小さいと評価している。このため、評価結果に与える影響は十分小さい。 

 

(2) 解析条件の不確かさの影響評価 

ａ．初期条件、事故条件及び機器条件 

  初期条件、事故条件及び機器条件は第１表に示す条件のうち「原子炉手動停止後の対応」及び「２

次系強制冷却開始」以外の条件であり、それらの条件設定を設計値等、最確条件（現実的な条件）

とした場合の影響を評価する。 

(a) 運転員等操作時間に与える影響 

  炉心崩壊熱の変動を考慮し、現実的な条件の崩壊熱を用いた場合、解析条件として設定してい

る崩壊熱より小さくなるため、蒸気発生器水位は高めに推移する。しかしながら、蒸気発生器水

位を起点としている運転員等操作はないことから、運転員等操作時間に与える影響はない。 

  起因事象及び安全機能の喪失に対する仮定の変動を考慮し、最確条件の起因事象及び安全機能

の喪失に対する仮定を用いた場合、非常用ディーゼル発電機フィルタの捕集容量を現実的に考え

ると、全交流動力電源喪失発生時刻は想定より遅れる。このように、現実的な条件で起因事象や

安全機能の喪失を仮定した場合、事象進展が緩やかになるため、崩壊熱の低下により蒸気発生器

水位は高めに推移する。しかしながら、蒸気発生器水位を起点としている運転員等操作はないこ

とから、運転員等操作時間に与える影響はない。 

  補助給水機能の喪失については、全交流動力電源喪失発生と同時に電動補助給水ポンプは停止

し、また、タービン動補助給水ポンプに期待しないことは前提条件であることから、不確かさは

ない。なお、さらなる考察のため、補助給水機能の喪失に対する仮定の変動を考慮し、、仮にタ

ービン動補助給水ポンプがある期間使用できる場合も考えると、その期間は補助給水が停止しな
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いことから、事象進展が緩やかになるため 、蒸気発生器水位は高めに推移する。しかしながら、

蒸気発生器水位を起点としている運転員等操作はないことから、運転員等操作時間に与える影響

はない。 

  仮設中圧ポンプによる蒸気発生器への注水については、設備仕様から設定していることから不

確かさはない。このため、運転員等操作時間に与える影響はない。 

 

(b) 評価結果に与える影響 

  炉心崩壊熱の変動を考慮し、現実的な条件の崩壊熱を用いた場合、解析条件として設定してい

る崩壊熱より小さくなり、蒸気発生器水位は高めに推移するため、評価結果の余裕は大きくなる。 

  起因事象及び安全機能の喪失に対する仮定の変動を考慮し、最確条件の起因事象及び安全機能

の喪失に対する仮定を用いた場合、非常用ディーゼル発電機フィルタの捕集容量を現実的に考え

ると、全交流動力電源喪失発生時刻は想定より遅れる。このように、現実的な条件で起因事象や

安全機能の喪失を仮定した場合、事象進展が緩やかになることにより、崩壊熱の低下により蒸気

発生器水位は高めに推移するため、評価結果の余裕は大きくなる。 

  補助給水機能の喪失については、全交流動力電源喪失発生と同時に電動補助給水ポンプは停止

し、また、タービン動補助給水ポンプに期待しないことは前提条件であることから、不確かさは

ない。なお、さらなる考察のため、補助給水機能の喪失に対する仮定の変動を考慮し、仮にター

ビン動補助給水ポンプがある期間使用できる場合も考えると、その期間は補助給水が停止しない

ことから、事象進展が緩やかになることにより 、蒸気発生器水位は高めに推移するため、評価結

果の余裕は大きくなる。 

  仮設中圧ポンプによる蒸気発生器への注水については、設備仕様から設定していることから不

確かさはない。このため、評価結果に与える影響はない。 

 

ｂ．操作条件 

  操作条件の不確かさとして、解析コード及び解析条件の不確かさが運転員等操作時間に与える影

響並びに解析上の操作開始時間と実際に見込まれる操作開始時間等の操作時間の変動を考慮して、

要員の配置による他の操作に与える影響及び評価結果に与える影響を確認する。 

(a) 要員の配置による他の操作に与える影響 

  「原子炉手動停止後の対応（運転員操作）」に対して、「仮設中圧ポンプによる蒸気発生器への

注水（運転員操作）」及び「２次系強制冷却開始（運転員操作）」は全交流動力電源喪失発生を起

点に切り替わる操作であり、作業は重複しないことから、要員の配置による他の操作に与える影

響はない。また、「仮設中圧ポンプによる蒸気発生器への注水（運転員操作・緊急安全対策要員

操作）」は、「２次系強制冷却開始（運転員操作・緊急安全対策要員操作）」とは異なる要員によ

る操作であり、作業は重複しないため、要員の配置による他の操作に与える影響はない。 

(b) 評価結果に与える影響 

  「原子炉手動停止後の対応」については、原子炉手動停止の発生を起点とし、全交流動力電源

喪失の発生までの間高温停止状態を維持する操作であることから、評価結果に与える影響はない。 

  「２次系強制冷却開始」及び「仮設中圧ポンプによる蒸気発生器への注水」については、解析

上の開始時間に対して実際に見込まれる開始時間は早くなる。具体的には、仮設中圧ポンプの準

備操作完了を受けて、主蒸気逃がし弁開操作を開始し、主蒸気逃がし弁の開放による２次系強制
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冷却開始後、蒸気発生器２次側が既定の圧力まで減圧されれば、仮設中圧ポンプによる蒸気発生

器への注水が開始されるが、仮設中圧ポンプの準備操作及び主蒸気逃がし弁開操作のそれぞれの

操作時間は実際には短くなることを訓練等で確認していることから、２次系強制冷却開始時間は、

解析上の想定に対して早くなる。このため、蒸気発生器２次側減圧が早まり、仮設中圧ポンプか

ら蒸気発生器への注水が早期に開始されることから、評価結果の余裕は大きくなる。 
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(3) 操作時間余裕 

  不確かさの影響を確認する運転員等操作のうち「原子炉手動停止後の対応」については、原子

炉手動停止を起点とし、全交流動力電源喪失の発生までの間、高温停止状態を維持する操作であ

ることから、十分な操作時間余裕がある。 

  また、「２次系強制冷却開始」については、解析コード及び解析条件の不確かさによる操作開

始時間への影響がないこと、解析上の操作開始時間として電源系統切替に要する時間 60 分と主蒸

気大気放出弁開操作時間 10 分を設定しており、実際に見込まれる操作開始時間は早くなる（注１）

ことから、操作が遅れた場合の時間余裕を確認する必要はないが、どの程度の操作時間余裕があ

るかを把握する観点から、評価結果に対して、対策の有効性が確認できる範囲内での操作時間余

裕を確認する。 

（注１）：電源系統切替が含まれる「電源車による給電準備及び給電開始」作業の想定時間 190 分に対して実

績 164 分であること、および、弁の中間開度での蒸気放出に解析上期待していないことから、実際

の操作開始は早まるとしている。 

  「２次系強制冷却開始」に対する操作時間余裕としては、当該操作が遅れることにより主蒸気

安全弁からの蒸気放出が継続することを仮定し、解析上の蒸気発生器の最低水位である約 22％に

相当する液相保有水である約 18ton が、主蒸気安全弁から放出される蒸気として全て消費される

時間を算出して概算する。 

  第４図に示す蒸気発生器保有水量（液相）の時間変化より、主蒸気安全弁動作時の SG 保有水量

低下率は約 0.3ton/min であることから、余裕時間は以下の通りとなる。 

 

【評価結果】 

   約 18ton ÷ 約 0.3ton/min ＝ 約 60 分  

 

  評価の結果、操作時間余裕として全交流電源喪失から 70 分後に実施する「２次系強制冷却の開

始」に対して、約 60 分の時間余裕が確保できる。 

  また、「仮設中圧ポンプによる蒸気発生器への注水」に関しては、仮設中圧ポンプの準備完了

後に「２次系強制冷却開始」を行うことから、前述の「２次系強制冷却開始」にかかる時間余裕

約 60 分は仮設中圧ポンプの準備にかかる時間余裕としても扱うことができる。 

 

５．まとめ 

降灰予報「多量」を受けて原子炉を手動停止させた後、降灰到達により外部電源喪失が発生し、そ

の 400 分後に全交流動力電源喪失および補助給水機能喪失に至るものと想定した場合でも、仮設中圧

ポンプによる蒸気発生器への注水により蒸気発生器２次側の保有水を確保できること、１次系の保有

水が十分確保されていること、主蒸気安全弁の作動及び主蒸気大気放出弁による２次系強制冷却によ

り１次系の自然循環が維持されることから、継続的な炉心冷却が可能であり、炉心の著しい損傷を防

止できる。また、解析コード及び解析条件の不確かさを考慮した場合でも、蒸気発生器水位に対する

余裕が大きくなる。 

このため、仮設中圧ポンプを用いた蒸気発生器への注水により、炉心の著しい損傷を防止できるこ

とを確認した。 
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第１図 対応手順と事象進展 

 

 
：操作・確認 

：プラント状態 

凡例 

降灰予報「多量」 

原子炉トリップ 

ディーゼル発電機起動 

ディーゼル発電機 

フィルタ取替・清掃 

（運転中は継続作業） 

外部電源喪失 

蒸気発生器２次側を用いた冷却 

・補助給水ポンプによる 

 蒸気発生器２次側への給水 

・主蒸気大気放出弁による 

１次冷却系統の温度維持 

全交流動力電源喪失 
及び 

補助給水機能喪失 

火山噴火 

ディーゼル発電機 

改良型フィルタ取付 

蒸気発生器 

補給用仮設中圧ポンプ 

（電動）準備 

主蒸気大気放出弁による 

１次冷却系統の冷却 

蒸気発生器補給用仮設中圧 

ポンプ（電動）による 

蒸気発生器２次側への給水開始 

蒸気発生器２次側を用いた冷却 

・蒸気発生器補給用仮設中圧 

 ポンプ（電動）による 

 蒸気発生器水位確保 

・主蒸気大気放出弁による 

１次冷却系統の冷却 

主蒸気大気放出弁開度調整による 
１次冷却材圧力 1.7MPa[gage] 
（温度 208℃）状態保持 

イ 非常用交流動力電源設備の

機能維持 

ロ 代替電源設備その他の炉心

を冷却するために必要な

設備の機能維持 

ハ 交流動力電源が喪失した場

合における炉心の著しい

損傷を防止するための対

策 

火山噴火から 

の想定時間 

（0 分） 

（10 分） 

（60 分） 

[降灰到達] 

（460 分） 

(530 分) 

(546 分) 
 

解析上の 

経過時間 

 

445 分 

515 分 

約 531 分 

0 分 （15 分） 

45 分 

蒸気発生器 

への給水の 

一時中断 

準備完了 
(原子炉トリップから 505 分後) 
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第２図 蒸気発生器２次側圧力 

 

 

第３図 蒸気発生器水位（広域） 

 

 

全交流動力電源喪失の発生に伴い 
主蒸気大気放出弁が閉となり、圧 
力が上昇する。（445 分後） 

２次系強制冷却を開始すること 
により、蒸気発生器保有水によ 
る冷却及び蒸気発生器２次側の 
減圧を行う。（515 分後） 

主蒸気安全弁の作動により 
圧力上昇が抑制される。 

原子炉手動停止 
後の経過時間 
火山噴火から 
の想定時間 （0.25） （2.25） （4.25） （6.25） （8.25） （10.25） 

補助給水ポンプによる注水 
に伴い水位が回復する。 

補助給水ポンプの機能喪失及び 
主蒸気安全弁の作動に伴い水位 
が低下に転じる。 

２次系強制冷却を開始す 
ることにより、蒸気発生器 
保有水の低下割合が変化 
する。（515 分後） 

原子炉手動停止 
後の経過時間 
火山噴火から 
の想定時間 （0.25） （2.25） （4.25） （6.25） （8.25） （10.25） 
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第４図 蒸気発生器保有水量（液相） 

 

 

第５図 蒸気発生器２次側への注水流量 

 

蒸気発生器圧力の低下に伴い、 
中圧ポンプからの注水が開始され 
る。（約 531 分後） 

補助給水ポンプによる注水 
に伴い保有水量が回復する。 

補助給水ポンプの機能喪失及び 
主蒸気安全弁の作動に伴い保有
水量が低下に転じる。 

２次系強制冷却を開始す 
ることにより、蒸気発生器 
保有水の低下割合が変化 
する。（515 分後） 

原子炉手動停止 
後の経過時間 
火山噴火から 
の想定時間 （0.25） （2.25） （4.25） （6.25） （8.25） （10.25） 

原子炉手動停止 
後の経過時間 
火山噴火から 
の想定時間 （0.25） （2.25） （4.25） （6.25） （8.25） （10.25） 
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第６図 １次系温度（高温側、低温側） 

 

 

第７図 １次系圧力 

 

外部電源喪失の発生により１次 
冷却材流量が低下することで、 
高温側配管温度は上昇する。 
（45 分後） 

全交流動力電源喪失の発生に伴 
い主蒸気大気放出弁が閉となり、温
度が上昇する。（445 分後） 

主蒸気安全弁の作動により 
温度上昇が抑制される。 

２次系強制冷却の開始に伴い 
温度が低下する。（515 分後） 

外部電源喪失の発生による 
１次冷却材ポンプトリップに 
伴う圧力変動（45 分後） 

全交流動力電源喪失の発生に伴う
シールリークにより１次系圧力は
低下する。 

２次系強制冷却の開始に伴い 
圧力が低下する。（515 分後） 

蓄圧タンクから注水が 
開始されることにより、 
圧力の低下割合が変化 
する。 

原子炉手動停止 
後の経過時間 
火山噴火から 
の想定時間 （0.25） （2.25） （4.25） （6.25） （8.25） （10.25） 

原子炉手動停止 
後の経過時間 
火山噴火から 
の想定時間 （0.25） （2.25） （4.25） （6.25） （8.25） （10.25） 
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第８図 １次系保有水量 

 

 

 

全交流動力電源喪失の発生に伴う 
シールリークにより１次系保有水 
量は減少する。 蓄圧タンクから注水が開始 

されることにより、１次系 
保有水量が回復に転じる。 

原子炉手動停止 
後の経過時間 
火山噴火から 
の想定時間 （0.25） （2.25） （4.25） （6.25） （8.25） （10.25） 
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参考図１ 解析コード及び解析条件の不確かさの影響評価フローについて※ 

 

※：新規制基準適合性確認審査 安全審査資料 「重大事故等対策の有効性評価」添付資料 1.7.1 から抜粋した 
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本資料のうち、枠囲みの内容は、商業機密あるいは防護上の観点から公開できません。 

 

716



 

 

改良型フィルタのフィルタ取替の着手時間について 

 

＜ 目 次 ＞ 

 

１ 対策の概要及び改良型フィルタの仕様 

 

２ 改良型フィルタの取付時間について 

(1) 降灰到達時間 

(2) 改良型フィルタの取付時間 

 

３ フィルタ取替の着手時間の計算に用いる気中降下火砕物濃度 

 

４ フィルタの基準捕集容量到達までの時間の計算について 

 

５ フィルタ取替の着手時間の計算について 

 

６ フィルタの取替・清掃回数について 

 

７ ハの対応におけるディーゼル発電機の機能を期待する時間について 

 

８ 改良型フィルタの火山灰捕集について 

 

（図面） 

図１ 改良型フィルタ外形図 

図２ 改良型フィルタの火山灰捕集の概要図 

 

（別紙） 

別紙１ フィルタの性能試験について 

別紙２ 降灰到達時間について 

別紙３ 気中降下火砕物濃度の算出手法及び算出結果 

別紙４ ディーゼル発電機機関出力と吸気流量の関係について 
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改良型フィルタのフィルタ取替の着手時間について 

 

ディーゼル発電機については、屋外に設置している吸気消音器の吸気フィルタの閉塞

が想定されるため、高濃度の降下火砕物濃度に対して確実にディーゼル発電機の機能を

維持できるよう、改良型フィルタを配備している。 

本資料では、改良型フィルタのフィルタ取替の基準となる着手時間を計算する。 

 

１ 対策の概要及び改良型フィルタの仕様 

火山現象による影響が発生し、又は発生するおそれがある場合、ディーゼル発電機

の吸気消音器前に着脱可能な改良型フィルタを取付ける。 

改良型フィルタはディーゼル発電機運転中においても容易にスライド式のフィルタ

を取替え・清掃することが可能である。また、フィルタには、300 メッシュの金属フ

ィルタをプリーツ状にすることで面積を拡大させたフィルタを使用する。取替え・清

掃時には、火山灰の侵入を防止するため、取替え・清掃するフィルタの流路を塞ぐ閉

止板を装填する。 

改良型フィルタ及びフィルタの主な仕様を以下に示す。また、改良型フィルタの外

形図を図１に、フィルタの性能試験の概要及び結果を別紙１に示す。 

 

改良型フィルタ台数（台）※1 1 

フィルタ個数（個）※2 12 

フィルタ外形寸法※3 
上段 318、下段 483 

高さ 668、幅 148 

フィルタ有効面積(m2)※3  

フィルタの最大捕集容量（g/m2） 467,544 

※1 ディーゼル発電機 1台当たり 

※2 改良型フィルタ 1台当たり 

※3 フィルタ 1 個当たり 

 

２ 改良型フィルタの取付時間について 

(1) 降灰到達時間 

気象条件等を考慮し、噴火から降下火砕物が発電所敷地に到達するまでの時間を

60 分とする。降灰到達時間の考え方について別紙２に示す。 

 

(2) 改良型フィルタの取付時間 

改良型フィルタ取付けに要する時間は、補足説明資料－３３－１の「別紙４ 作

業の成立性について」に示すとおり 50 分である。 

したがって、改良型フィルタの取付は降下火砕物が発電所敷地に到達する前に実

施可能である。 

 
本資料のうち、枠囲みの内容は、商業機密あるいは防護上の観点から公開できません。 
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３ フィルタ取替の着手時間の計算に用いる気中降下火砕物濃度 

計算に用いる気中降下火砕物濃度は、「原子力発電所の火山影響評価ガイド（平成

29 年 11 月 29 日改正）」（以下「ガイド」とする）の添付１「気中降下火砕物濃度の

推定手法について」に定められた手法により推定した気中降下火砕物濃度とする。 

気中降下火砕物濃度の算出方法及び算出結果を別紙３に示す。 

別紙３の結果より、高浜発電所における気中降下火砕物濃度を 3.50g/m3 とする。 

 

４ フィルタの基準捕集容量到達までの時間の計算について 

別紙１に示すフィルタ性能試験の結果では、フィルタの最大捕集容量が、

467,544g/m2 となるが、フィルタ取替の目安として基準捕集容量を保守的に

400,000g/m2とする。フィルタの基準捕集容量到達までの時間は、以下の条件に基づ

いて計算した結果、828 分である。 

 

①フィルタ取替の目安となる基準捕集容量（g/ m2） 400,000 

②ディーゼル発電機吸気流量（m3/h）  

③ディーゼル発電機 フィルタ表面積（m2） 

 ＝個数×有効面積＝12(個)×  
 

④ディーゼル発電機 フィルタ部の流速（m/s） 

 ＝②／③／3,600 

2.21 

≒2.3 

⑤降下火砕物の大気中濃度（g/m3） 3.50 

⑥フィルタの基準捕集容量到達までの時間（min） 

＝①／④／⑤／60 
828 

 

５ フィルタ取替の着手時間の計算について 

フィルタ取替に要する時間は、補足説明資料―３３－１の「別紙４ 作業の成立性

について」に示すとおり１ユニットあたり要員 4 名で 20 分程度を見込んでいる。し

たがって、フィルタの基準捕集容量到達までの時間は 828 分であったことから、フィ

ルタ取替に要する時間（20 分）を差し引くと、フィルタ取替の着手時間は 808 分とな

るが、保守的に 720 分でフィルタ取替を着手することとする。 

 

６ フィルタの取替・清掃回数について 

実機での作業時間は降灰継続時間である 24 時間を想定しており、フィルタ取替の着

手時間が 720 分（12 時間）であることを踏まえると、フィルタの取替回数は 1回とな

る。また、フィルタは 2セット（12 枚／セット）配備していることから、フィルタは

1セット当たり、1回の使用となり、清掃作業は必要ない。 

 

 

 

 
本資料のうち、枠囲みの内容は、商業機密あるいは防護上の観点から公開できません。 
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７ ハの対応におけるディーゼル発電機の機能を期待する時間について 

   ハの対応においては、気中降下火砕物濃度の 2 倍の濃度を想定し、ディーゼル発

電機の機能を期待する時間を設定する。具体的には、フィルタの基準捕集容量到達

までの時間（828 分）を 1/2 にした 400 分とする。 

 

8 改良型フィルタの火山灰捕集について 

改良型フィルタは、300 メッシュの金属フィルタをプリーツ状にすることで面積を

拡大させ、火山灰を捕集する構造としている。 

改良型フィルタによる火山灰捕集の概要を図２に示す。 

 

以 上
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図１ 改良型フィルタ外形図 

 

＜取付前＞ 

＜取付時＞ 

非常⽤ディーゼル発電機 

吸気消音器 
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図２ 改良型フィルタの火山灰捕集の概要図 

 

 

〔改良型フィルタの断⾯図（Ａ視）〕 

流れ方向 
（入口） 

流れ方向 
（出口） 

︓⽕⼭灰付着⾯ 

Ａ視 

〔改良型フィルタ〕 

本資料のうち、枠囲みの内容は、商業機密あるいは防護上の観点から公開できません。 
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別紙１ 

フィルタの性能試験について 

 

１ 試験の概要 

ディーゼル発電機改良型フィルタのフィルタには、300 メッシュの金属フィルタ

をプリーツ状にすることで面積を確保したフィルタを使用する。 

本試験では、フィルタの性能を確認するため、ディーゼル発電機改良型フィルタ

の吸気口を模擬した試験装置によりフィルタの最大捕集容量を測定する。 

 

２ 試験方法 

(1) 試験装置 

図１に示す試験装置にフィルタを挿入し、フィルタ通過風速がディーゼル発電

機運転時と同じになるよう流量調整した後、上流より火山灰を供給する。 

試験は流量を一定に保ってフィルタの圧力損失を連続的に測定し、許容差圧に

到達した時点で装置を停止し、試験終了時の最大捕集容量を測定する。 

 

図１ 試験装置概要 

 

 
図２ 試験状況 

  

差差圧計 

本資料のうち、枠囲みの内容は、商業機密あるいは防護上の観点から公開できません。 
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(2) 試験条件 

試験条件を表１に示す。 

フィルタ性能試験では、実機で使用している 300 メッシュプリーツ型金属フィ

ルタの試験体（W180mm×H290mm）を用いて行う。 

試験風速は、ディーゼル発電機の吸気流量が最大となる定格出力時の吸気流量

から 2.3m/s と算出している。なお、ディーゼル発電機の吸気流量は、別紙４に

示すとおり出力に応じて変化するものであり、通常時の出力は定格出力以下であ

ることから、保守性を有している。 

フィルタ許容差圧は、ディーゼル発電機が定格出力運転時において、最低限必

要とする吸気流量に到達する際のフィルタ前後の差圧    と設定している。 

使用する火山灰は、実際の火山灰を模擬するため、別紙３に示す数値シミュレ

ーション（Tephra2）による粒径分布の計算結果となるように流径調整を行って

いる。 

火山灰濃度は、別紙３に基づき 3.50ｇ/m3としている。 

 

表１ 試験条件 

試験フィルタ 300 メッシュプリーツ型金属フィルタ 

フィルタ寸法 W180mm×H290mm 

試験風速 2.3m/s 

許容差圧  

使用火山灰 Tephra2 シミュレーション結果をもとに

粒径調整 

火山灰濃度 3.50g/m3 

 

３ 試験結果 

試験結果を表２に示す。 

試験結果に基づき、フィルタ取替の着手時間の計算に用いる基準捕集容量は保守

的に 400,000g/m2とする。 

 

表２ 試験結果 

許容差圧到達時間 968min 

最大捕集容量 467,544g/m2 

 

 

 

  

本資料のうち、枠囲みの内容は、商業機密あるいは防護上の観点から公開できません。 
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別紙２ 

降灰到達時間について 

 

高浜発電所において給源火山の対象としている大山火山（高浜発電所から約

180km）が噴火した後、保守的に当該地域の最大風速約 60m/s でそのまま火山灰が

飛散すると仮定して計算した場合、約１時間程度で発電所に到達する可能性がある

ことから、火山の噴火から高浜発電所で降灰が開始する最短時間を約１時間とする。 

高浜発電所から大山火山までの距離を図１に示す。 

 

 
図１ 高浜発電所から大山火山までの距離 

 

以 上 

 

 

  

⾼浜発電所 

大⼭ 
約１８０ｋｍ 
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別紙３ 

気中降下火砕物濃度の算出手法及び算出結果 

 

原子力発電所の火山影響評価ガイド（以下「ガイド」という。）が改正され、設計及

び運用等による安全施設の機能維持が可能かどうかを評価するための基準である気

中降下火砕物濃度を推定する手法が示された。 

高浜発電所について、ガイドに基づき気中降下火砕物濃度の算出を行った。 

 

１ 気中降下火砕物濃度の推定手法 

ガイドにおいては、以下の２つの手法のうちいずれかにより気中降下火砕物を推

定することが求められている。 

a. 降灰継続時間を仮定して降灰量から気中降下火砕物濃度を推定する手法 

b. 数値シミュレーションにより気中降下火砕物濃度を推定する手法 

これらの手法のうち、設置許可段階での降灰量（層厚）の数値シミュレーション

（Tephra2）との連続性の観点から、「a.降灰継続時間を仮定して降灰量から気中降

下火砕物濃度を推定する手法」により気中降下火砕物濃度を推定する。 

「a.降灰継続時間を仮定して降灰量から気中降下火砕物濃度を推定する手法」に

ついては、粒径の大小に関わらず同時に降灰が発生すると仮定していること、粒子

の凝集を考慮しないことから、保守的な手法となっている。また、気中降下火砕物

濃度の算出に用いている降下火砕物の層厚 10cm は、文献調査及び地質調査では敷

地付近で想定する火山噴火（大山）の降下火砕物は 10cm 程度と確認されているも

のの、その噴火履歴と地下構造の検討により発電運用期間に噴火の可能性は十分低

いと評価されていること、噴出源が同定できない降下火砕物が 10cm 以下であるこ

と、補助的に実施した大山を対象とする数値シミュレーション（Tephra2）の計算結

果が最大でも 10cm 程度であることを踏まえて保守的に評価した値であり、これを

前提として算出する「a.降灰継続時間を仮定して降灰量から気中降下火砕物濃度を

推定する手法」による気中降下火砕物濃度は保守的である。 

なお、「b.数値シミュレーションにより気中降下火砕物濃度を推定する手法」につ

いては、数値シミュレーション（３次元の大気拡散シミュレーション）で使用する

噴煙高さの設定や噴出率の時間変化等に課題を残しているため、必要なパラメータ

を設定することが困難であり、その結果の妥当性を評価することが困難である。 

 

２ 気中降下火砕物濃度の算出方法 

ガイドに基づく気中降下火砕物濃度の算出方法を以下に示す。 

①粒径𝑖の降灰量  𝑊 = 𝑝 𝑊  （𝑝 ：粒径𝑖の割合 𝑊 ：総降灰量） 

②粒径𝑖の堆積速度  𝑣 =      （𝑡：降灰継続時間） 

③粒径𝑖の気中濃度  𝐶 =       （𝑟 ：粒径𝑖の降下火砕物の終端速度） 

④気中降下火砕物濃度 𝐶 = ∑ 𝐶    
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３ 入力条件及び計算結果 

入力条件及び計算結果を表１に示す。 

表１の計算結果より、高浜発電所における気中降下火砕物濃度を 1.4g/m3とする。 

なお、フィルタの性能試験の条件及びフィルタ取替の着手時間の計算に用いる気

中降下火砕物濃度については、降下火砕物の層厚が増えることを考慮し、3.50g/m3

とする。 
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12 

 

 
図１ 敷地における降下火砕物の層厚評価 
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13 

 

 

図２ Suzuki（1983）※における降下火砕物の粒径と終端速度との関係図 

（粒径𝑖の終端速度を赤丸表示） 

 

※ Suzuki, T. (1983)A theoretical model for dispersion of tephra, Arc 

Volcanism : Physics and Tectonics : 95-116, Terra Scientific Publishing. 

 

  

730



 

14 

別紙４ 

 

ディーゼル発電機機関出力と吸気流量の関係について 

 

1. ディーゼル発電機機関の空気の流れについて 

図１にディーゼル発電機室の全体概略を示す。ディーゼル発電機機関は、吸入空

気を吸気消音器から取り入れ、過給機により吸入空気を圧縮し、吸気管を通して各

シリンダに供給する。各シリンダに供給された吸入空気はピストンで圧縮され、高

温高圧となった雰囲気に燃料を高圧で噴射し、その自己着火により燃焼する。燃焼

後、高温の排ガスとなって過給機に供給され、過給機はそのタービンを駆動し、吸

入空気を更に取り込む。過給機のタービンの後に排出された排気ガスは排気消音

器を通して屋外に排出される。 

 

2. ディーゼル発電機機関出力と吸気流量の関係について 

ディーゼル発電機機関は発電機の特性より無負荷から定格負荷まで回転数は一

定であるが、発電機出力(負荷)に応じて機関の出力(負荷)は変化する。  

機関は出力に応じた燃料が供給されるので、機関出力が低下すると燃料噴射弁

からの燃料投入量は減少する。シリンダ内で燃料が燃焼した後、高温の燃焼ガス

が排ガスとなり過給機の排ガス流路形成部よりタービンノズルを介し、タービン

翼を回転させる。排ガス量が減少するとタービン翼での仕事が小さくなるため、

回転軸を回す力が小さくなり、過給機の回転は低下する。 

過給機のタービン翼同軸上の反対側に取り付けられた圧縮機インペラは、燃焼

用空気流路形成部を介し、吸入空気を圧縮し、機関に吸入空気を供給するが、過給

機の回転が小さいと圧縮機インペラの仕事は減少し、吸気流量は減少する。つま

り、ディーゼル発電機の機関出力に応じて吸気流量は変化し、                           

    

図 2 に出力と吸気流量の変化をフローとして示す。図３には、機関

の出力と流量の関係を示す。 

 

3. まとめ 

 ディーゼル発電機の吸気流量が機関の出力に応じて変動するかどうかについて

は、上記 2.に記載したとおり、ディーゼル発電機の吸気流量は、機関出力に応じ

て定格出力時の定格流量よりも減少する。   

吸気流量が減少すると吸い込む火山灰量も減少するため、差圧の上昇は最大出力

時よりも緩やかになる。なお、フィルタへの火山灰の付着状態が同じでも流速が

遅くなるとフィルタ差圧は低くなるため、フィルタの捕集容量は定格出力時の捕

集容量よりも余裕があることになる。(一般に圧力損失は流速の 2乗に比例する。) 

今回のフィルタ閉塞時間の評価は、最大吸気流量である定格出力時で評価した

ものであるが、実際には、電気負荷に応じた出力となり、吸気流量は低くなること

から、フィルタ閉塞によりディーゼル発電機が機能喪失するまでの時間はさらに

長くなると考える。 

 

  

本資料のうち、枠囲みの内容は、商業機密あるいは防護上の観点から公開できません。 
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15 

 

 

 

図３ 機関の出力と流量の関係 

 

 

 

図１ ディーゼル発電機室全体概要 図２出力-吸気量変化のフロー 

本資料のうち、枠囲みの内容は、商業機密あるいは防護上の観点から公開できません。 
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高浜発電所 

降下火砕物に対して評価すべき施設の抽出 

 

  

本資料のうち、枠囲みの内容は、商業機密あるいは防護上の観点から公開できません。 
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降下火砕物に対して評価すべき施設の抽出 

 

 

火山影響等発生時における発電用原子炉施設の保全のための活動を行うため、降下

火砕物に対して評価すべき施設の抽出を行う。 

抽出にあたっては、以下の観点から施設を抽出する。 

１設計基準対象施設のうち評価対象施設の抽出 

２その他火山影響等発生時における発電用原子炉施設の保全のための活動を行う

ために必要な施設の抽出。 

 

１．設計基準対象施設のうち評価対象施設の抽出 

設計基準対象施設のうち、気中降下火砕物濃度に対する評価対象施設を原子力発

電所の火山影響評価ガイドを参照し抽出する。抽出の方法は以下のとおり。 

 

(1) 火山事象に対する評価対象施設及び影響因子の抽出 

 

 

(2) 気中降下火砕物濃度に対して評価が必要な影響因子の整理 

 

 

(3) 気中降下火砕物濃度に対する評価対象施設の抽出 

 

(1) 火山事象に対する評価対象施設及び影響因子の抽出 

評価対象施設は、屋内設備は当該設備を内包する建物・構築物により防護す

る設計とすることで、屋外設備、建物・構築物及び屋外との接続がある設備（屋

外に開口している設備又は外気から取り入れた屋内の空気を機器内に取り込む

機構を有する設備）に分類し、抽出する。 

また、降下火砕物の特徴からその影響因子となり得る荷重、閉塞、磨耗、腐

食、大気汚染及び絶縁低下を抽出し、評価対象施設の構造や設置場所等を考慮

して、各設備に対する影響因子を抽出する。 

抽出結果を表―１に示す。 
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表―１ 降下火砕物による各設備への影響因子の抽出結果 

分類 評価対象施設 影響因子 

屋外設備 

・燃料取替用水タンク 荷重、腐食 

・復水タンク 荷重、腐食 

・海水ポンプ 
荷重、腐食、 

閉塞、磨耗 

・海水ストレーナ 腐食、閉塞 

建物・構築物 

・外部しゃへい建屋 

・補助建屋 

・燃料取扱建屋 

・中間建屋 

・ディーゼル建屋 

・制御建屋 

荷重、腐食 

屋外との 

接続が 

ある設備 

・主蒸気大気放出弁（消音器） 

・主蒸気安全弁（排気管） 

・タービン動補助給水ポンプ 

（蒸気大気放出管） 

・ディーゼル発電機 

（機関、消音器） 

閉塞 

・換気空調設備 

 （給気系外気取入口） 
閉塞、大気汚染 

・格納容器排気筒 

・補助建屋排気筒 

・取水設備 

腐食、閉塞 

・計器用空気圧縮機 磨耗 

・安全保護系計装盤 絶縁低下 
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(2) 気中降下火砕物濃度に対して評価が必要な影響因子の整理 

降下火砕物濃度による評価への影響を考慮し、気中降下火砕物濃度に対して評

価が必要となる影響因子は荷重及び閉塞である。 

影響因子の整理結果を表―２に示す。 

 

表―２ 気中降下火砕物濃度に対して評価が必要な影響因子の整理結果 

影響因子 降下火砕物濃度による評価への影響 
評価の 

要否 

荷重 
想定する降下火砕物の層厚は変わらないことから、荷

重評価への影響はない。 
不要 

閉塞 
濃度が増加することにより影響を受ける可能性のある

もの（吸気フィルタ）については、評価が必要。 
一部要 

腐食 
評価対象施設は、外装の塗装や耐腐食材料の使用等を

行っていることから、短期での腐食への影響はない。 
不要 

磨耗 
降下火砕物は、砂より硬度が低くもろいことから、短期

での磨耗への影響はない。 
不要 

大気汚染 
中央制御室の換気空調系の閉回路循環運転を行うこと

としており、大気汚染への影響はない。 
不要 

絶縁低下 
絶縁低下を考慮する施設は空調管理された区域に設置

されていることから、絶縁低下への影響はない。 
不要 

      

     ：気中降下火砕物濃度に対して評価が必要となる影響因子 

 

(3) 気中降下火砕物濃度に対する評価対象施設の抽出 

評価対象施設の閉塞に対する評価内容の検討の結果、気中降下火砕物濃度に対

する評価が必要な評価対象施設はディーゼル発電機（吸気フィルタ）である。 

ディーゼル発電機（吸気フィルタ）以外の施設については、降下火砕物濃度の

増加を考慮しても降下火砕物の粒径や侵入量が変わらないこと等により、気中降

下火砕物濃度に対する影響はない。 

気中降下火砕物濃度に対する評価対象施設の抽出結果を表―３に示す。 
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表―３ 気中降下火砕物濃度に対する評価対象施設の抽出結果(1/2) 

評価対象施設 影響因子 評価内容及び降下火砕物濃度による影響 

燃料取替用水タンク 荷重、腐食 影響因子に閉塞がないため評価不要。 

復水タンク 荷重、腐食 影響因子に閉塞がないため評価不要。 

海水ポンプ 
荷重、閉塞、 

腐食、磨耗 

海塩粒子等の影響を考慮してモータ内部

や固定子は全て耐食性に優れた複数層の

塗料や絶縁材で保護されており、短時間

であれば降下火砕物による影響を受ける

ことはない。除塵フィルタを取り外して

運転することにより、より高濃度の降下

火砕物への対応が可能である。 

（詳細は別紙１を参照） 

海水ストレーナ 閉塞、腐食 

想定する降下火砕物の粒径は小さいこと

から、ストレーナが閉塞することはない。 

また、下流設備であるディーゼル機関の

冷却器、チラーユニット、一次系冷却水

クーラにおいても閉塞することはない。 

⇒降下火砕物の粒径は変わらないことか

ら影響なし。 

（詳細は別紙１を参照） 

外部しゃへい建屋 

補助建屋 

燃料取扱建屋 

中間建屋 

ディーゼル建屋 

制御建屋 

荷重、腐食 影響因子に閉塞がないため評価不要。 

主蒸気大気放出弁 

（消音器） 

主蒸気安全弁 

（排気管） 

閉塞 

降下火砕物が侵入し難い構造である。 

降下火砕物が侵入したとしても、吹出力

が降下火砕物の重量よりも大きいので機

器の機能に影響を及ぼすことはない。 

⇒降下火砕物の侵入量は変わらないこと

から影響なし。 

タービン動補助給水

ポンプ 

（蒸気大気放出管） 

閉塞 

開口部は降下火砕物が侵入し難い構造で

ある。 

⇒降下火砕物の侵入量は変わらないこと

から影響なし。 

     ：気中降下火砕物濃度に対する評価が必要な施設 
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表―３ 気中降下火砕物濃度に対する評価対象施設の抽出結果(2/2) 

評価対象施設 影響因子 評価内容及び降下火砕物濃度による影響 

ディーゼル発電機 

（機関、消音器） 
閉塞 

降下火砕物濃度の増加に伴い、吸気フィル

タの閉塞時間が短くなるため、ディーゼル

発電機の健全性を維持するための手順を

整備する。 

換気空調設備 

(給気系外気取入

口) 

閉塞、 

大気汚染 

中央制御室空調系については、外気取入ダ

ンパを閉止し、閉回路循環運転することに

より、中央制御室の居住性が維持される。

また、その他の換気空調設備については、

ダンパ閉止による対応が可能である。 

⇒閉回路循環運転及びダンパ閉止により

フィルタ閉塞の影響なし。 

格納容器排気筒 

補助建屋排気筒 
閉塞、腐食 

吹出し速度は、降下火砕物の沈降速度より

大きいため、降下火砕物が侵入することは

ない。 

⇒降下火砕物の粒径に変更はなく、沈降速

度は変わらないことから影響なし。 

取水設備 閉塞、腐食 

想定する降下火砕物の粒径は小さいこと

から、取水設備が閉塞することはない。 

⇒降下火砕物の粒径は変わらないことか

ら影響なし。 

計器用空気圧縮機 磨耗 影響因子として閉塞がないため評価不要 

安全保護系計装盤 絶縁低下 影響因子として閉塞がないため評価不要 

     ：気中降下火砕物濃度に対する評価が必要な施設 

 

２．その他火山影響等発生時における発電用原子炉施設の保全のための活動を行うた

めに必要な施設の抽出 

火山影響等発生時において外部電源喪失が発生し、ディーゼル発電機の機能が喪

失した場合は蒸気発生器補給用仮設中圧ポンプ（電動）又はタービン動補助給水ポ

ンプを用いた蒸気発生器２次側による炉心冷却を行う。その際に必要となる施設

を抽出し、影響因子を考慮して評価を行う。 

その他の火山影響等発生時における発電用原子炉施設の保全のための活動を行

うために必要な施設の抽出結果を表―４に示す。 
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表―４ その他火山影響等発生時における発電用原子炉施設の保全のための 

活動を行うために必要な施設の抽出結果 

必要な機能 評価対象施設 影響因子 評価結果 

蒸気発生器 

２次側による 

炉心冷却 

復水タンク 荷重、腐食 
設計基準対象施設として評価を実

施済。 

消火水バックアッ

プ 

タンク 

荷重、腐食 

想定される降下火砕物に対して十

分な強度を有している。（詳細は

別紙２を参照） 

タンク外面は耐環境性塗装されて

いるため、耐腐食性は十分であ

る。 

消火水バックアッ

プポンプ 

荷重、閉塞、 

腐食、磨耗 

降下火砕物に対し構造健全性を有

する建屋内に設置されている。 

蒸気発生器補給用

仮設中圧ポンプ(電

動) 

閉塞 
降下火砕物に対し構造健全性を有

する建屋内に設置されている。 

タービン動補助給

水ポンプ 

荷重、閉塞、 

腐食、磨耗 

降下火砕物に対し構造健全性を有

する建屋内に設置されている。 

主蒸気大気放出弁 

（消音器） 

主蒸気安全弁 

（排気管） 

閉塞 
設計基準対象施設として評価を実

施済。 

燃料取扱建屋 荷重、腐食 
設計基準対象施設として評価を実

施済。 

緊急時 

対策所 
緊急時対策所建屋 荷重、腐食 

外部塗装が施されていることか

ら、火山灰による化学的腐食によ

り直ちに機能に影響を及ぼすこと

はない。荷重に対する影響確認を

別紙３にて行う。 

居住性を確実に確保するための手

順を整備する。 

通信 

連絡 

通信連絡設備 ― 
所内外の通信連絡機能を確実に確

保するための手順を整備する。 

電源車 ― 
建屋内に配置するための手順を整

備する。 

燃料取扱建屋 荷重、腐食 
設計基準対象施設として評価を実

施済。 

：評価結果や手順を補足説明資料に記載  
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３．既許認可との整合性 

気中降下火砕物濃度に対する対応が設置変更許可申請書及び工事計画認可申請

書に抵触しないことを確認している。 

詳細を別紙４及び別表に示す。 

 

４．まとめ 

火山影響等発生時における発電用原子炉施設の保全のための活動を行うため、

降下火砕物に対して評価すべき施設の抽出を行った。結果は以下のとおり。 

 

○影響因子に荷重もしくは閉塞が含まれる施設については、影響評価を行い、降

灰中に機能が維持されることを確認した。なお、海水ポンプモータについて

は、除塵フィルタを取り外すこととするが、短期間であれば降下火砕物による

影響を受けないことを確認した。ディーゼル発電機（機関、消音器）について

は、吸気フィルタが閉塞するまでの時間が短くなることから、ディーゼル発電

機吸気消音器に改良型フィルタを接続する手順を整備する。 

 

○その他、火山影響等発生時における発電用原子炉施設の保全のための活動とし

て、緊急時対策所の居住性を確保するための手順及び所内外の通信連絡機能を

確実に確保するための手順を整備する 

 

 

以 上 
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海水ポンプ及び海水ストレーナに対する気中降下火砕物濃度の影響について 

 

１．概 要 

海水ポンプ及び海水ストレーナに対する降下火砕物の影響として、新規制基準

適合性審査時において荷重、閉塞、腐食、磨耗による影響評価を実施しているが、

実用炉規則の改正を踏まえ気中降下火砕物濃度を考慮した影響評価を実施する。 

 

２．気中降下火砕物濃度に対して評価が必要な影響因子 

海水ポンプ及び海水ストレーナに対する降下火砕物による影響因子（荷重、閉

塞、腐食、磨耗）について、新規制基準適合性審査時の評価結果を踏まえ、気中

降下火砕物濃度を考慮した評価を行う。 

（１）海水ポンプ（海水ポンプモータに関する評価は（２）に記載） 

① 荷重 

【新規制基準適合性審査時における評価】 

設置許可において設定した層厚「10cm」に積雪及び風を考慮して荷重評価

を行い、問題ないことを評価している。 

 

【気中降下火砕物濃度を考慮した評価】 

想定する降下火砕物の層厚「10cm」は変わらないことから、荷重に対する

評価に影響はない。 

 

② 閉塞 

【新規制基準適合性審査時における評価】 

設置許可において設定した降下火砕物の粒径「1mm 以下」に対し、海水ポ

ンプ軸受の間隙（異物逃がし溝）が降下火砕物の粒径より大きいことから閉

塞するおそれはない。 

 

【気中降下火砕物濃度を考慮した評価】 

想定する降下火砕物の粒径「1mm 以下」は変わらないことから、閉塞に対

する評価に影響はない。 

 

なお、海水ポンプについては、気中降下火砕物濃度を考慮すると、短期

間で降下火砕物が海面に降ることにより、海水中の降下火砕物濃度が上昇

する可能性が懸念されるが、以下の理由により閉塞に対する評価に影響は

ない。 

 

別紙１ 
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・降下火砕物は、粒径分布に関わらず、海水との密度差により海水面に浮

くか又は短時間で海底に沈むため、海水中の降下火砕物濃度が極めて高

くなることは考えにくい。 

・海水中の降下火砕物の性質（沈むものの割合、沈降速度等）は粒径によ

り変化するものと考えられるが、想定する層厚「10cm」に対して海水ポ

ンプ室底面は十分な深さ（１号機：9.5m、２号機：9.6m）があり、仮に

降下火砕物が海水中に均一に分散したとしても、濃度は 2wt%程度である。

図－１で示す火山灰の容積濃度とせん断抵抗の関係図では、火山灰濃度

が 2wt％程度の領域で、せん断応力の著しい増加はなく、海水の著しい

粘性増加は起こらないことから、海水ポンプの運転に影響を及ぼすこと

はない。 

・海水ポンプ室へ入る降下火砕物は、取水口から海水取水トンネルを通っ

て海水ポンプ室へ流入するものが想定されるが、海水取水トンネルの形

状により、海水ポンプ室外の海面へ降った降下火砕物が海水ポンプ室へ

多量流入する可能性は低い。（海水ポンプ室及び海水取水トンネルの形状

を図―１に示す。） 

・海水ポンプ吸い込み口は海水ポンプ室底面より 1m 以上高いレベルにあ

る。したがって、降下火砕物が海水ポンプ室底面に堆積しても海水ポン

プの取水に影響を及ぼすことはない。 
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図－１ Taniguchi(1994)※における礫混入火山灰泥流の濃度とせん断抵抗の関係 

※谷口 義信(1994)：桜島火山灰泥流のレオロジー特性、新砂防、Vol.47(195)、P28-P35 

 

図－２ 海水ポンプ室及び海水取水トンネルの形状 

【礫混入率】 

48.5vol％以下の領域ではせん断抵抗
と濃度の対応性は小さいと報告 

約 1.5vol％ 
（2wt％） 

高浜１号機 

高浜２号機 
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③ 腐食 

【新規制基準適合性審査時における評価】 

海水ポンプは防汚塗装を施しており、降下火砕物の付着による化学的影響

（腐食）はない。 

 

【気中降下火砕物濃度を考慮した評価】 

気中降下火砕物濃度を考慮しても、腐食に対する評価に影響はない。 

 

④ 磨耗 

【新規制基準適合性審査時における評価】 

設置許可において設定した降下火砕物の粒径「1mm 以下」に対し、海水ポ

ンプ軸受には、異物逃がし溝を設けており、火山灰による軸固着等には至ら

ない。 

 

【気中降下火砕物濃度を考慮した評価】 

降下火砕物は、砂より硬度が低くもろいことから、短期での磨耗への影響

はない。 

 

なお、海水ポンプについては、気中降下火砕物濃度を考慮すると、短期間

で降下火砕物が海面に降ることにより、海水中の降下火砕物濃度が上昇す

る可能性が懸念されるが、以下の理由により磨耗に対する評価に影響はな

い。 

・海水ポンプは通常運転時においても磨耗を引き起こす要因となりうる砂

を含む海水を通水しながら運転しており、特に台風等の強風時は海底の

砂を多量に含んだ海水を通水しているが、海水ポンプの磨耗によるトラ

ブルは発生していない。 

・降下火砕物は海水との密度差により海水面に浮くか又は短時間で海底に

沈むため、海水中の降下火砕物濃度が極めて高くなることは考えにくい。

したがって、短期（24 時間）でポンプの運転に支障をきたすような磨耗

が発生することは考えにくい。 

 

（２）海水ポンプモータ 

① 荷重 

【新規制基準適合性審査時における評価】 

設置許可において設定した層厚「10cm」に積雪及び風を考慮して荷重評価

を行い、問題ないことを評価している。 
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【気中降下火砕物濃度を考慮した評価】 

想定する降下火砕物の層厚「10cm」は変わらないことから、荷重に対する

評価に影響はない。 

 

② 閉塞 

【新規制基準適合性審査時における評価】 

設置許可において設定した降下火砕物の粒径「1mm 以下」に対し、電動機

は外気を屋外カバー底面の吸気口より下から吸気するため火山灰が入りに

くい構造であり、屋外カバー内部の通風路は粉塵、雨、雪等が内部に侵入し

にくいように冷却風を曲折、急変させる内部構造としている。海水ポンプモ

ータの構造を図－２に示す。火山灰の密度は比較的大きく、水分を含んだ火

山灰はさらに密度が増すため、構造的にモータ内部まで侵入することは考え

にくい。 

また、海水ポンプモータ内部への異物の侵入を防止するため、屋外カバー

内には除塵フィルタが設置されており、粒径が約 5μm より大きい粒子（海

水・塩分等を含んだ塵埃等）を捕集できる性能を有している。なお、冷却風

の取り込み量や目詰まりやすさを考慮し、約 5μmに設定している。 

このため、ほとんどの火山灰については除塵フィルタにより侵入を阻止す

ることが可能であり、除塵フィルタを通過した細かな粒径の火山灰が海水ポ

ンプモータ内部へ侵入した場合でも、海水ポンプモータ内部の通風路（回定

子コアと回転子コア間 1.2mm、コアダクト間 10mm）が閉塞することはない。

海水ポンプモータの通風路を図－３に示す。 

なお、海水ポンプモータ上下の軸貫通部についても、軸受油槽で密封され

ていることから軸貫通部からモータ内部に火山灰が侵入することはない。 

 

【気中降下火砕物濃度を考慮した評価】 

想定する降下火砕物の粒径「1mm 以下」は変わらないが、海水ポンプモー

タについては、除塵フィルタの目詰まりを考慮して除塵フィルタを取り外す

こととする。除塵フィルタを取り外しても、短時間であれば降下火砕物によ

る影響を受けることはない。詳細評価は表－１に記載する。 

 

③ 腐食 

【新規制基準適合性審査時における評価】 

海水ポンプモータは防汚塗装を施しており、降下火砕物の付着による化学

的影響（腐食）はない。 

 

【気中降下火砕物濃度を考慮した評価】 

気中降下火砕物濃度を考慮し、除塵フィルタを取り外しても、短期間であ

れば腐食に対する評価に影響はない。詳細評価は表－１に記載する。 
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④ 磨耗 

【新規制基準適合性審査時における評価】 

設置許可において設定した降下火砕物の粒径「1mm 以下」に対し、海水ポ

ンプモータは外気を屋外カバー底面の吸気口より下から吸気するため火山

灰が入りにくい構造であり、屋外カバー内部の通風路は粉塵、雨、雪等が内

部に侵入しにくいように冷却風を曲折、急変させる内部構造としている。海

水ポンプモータの構造を図－２に示す。火山灰の密度は比較的大きく、水分

を含んだ火山灰はさらに密度が増すため、構造的にモータ内部まで侵入する

ことは考えにくい。 

なお、海水ポンプモータ上下の軸貫通部についても、軸受油槽で密封され

ていることから軸貫通部からモータ内部に火山灰が侵入することはない。 

 

【気中降下火砕物濃度を考慮した評価】 

気中降下火砕物濃度を考慮し、除塵フィルタを取り外しても、降下火砕物

は、砂より硬度が低くもろいことから、短期間であれば磨耗への影響はない。

詳細評価は表－１に記載する。 
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図－２ 海水ポンプモータ構造図  

本資料のうち、枠囲みの内容は、商業機密あるいは防護上の観点から公開できません。 
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図－３ 海水ポンプモータ通風路 

 

 

図－４ Suzuki（1983）※における降下火砕物の粒径と終端速度との関係図 

※ Suzuki, T. (1983)A theoretical model for dispersion of tephra, Arc 

Volcanism : Physics and Tectonics : 95-116, Terra Scientific Publishing. 

Ｂ部 

風速 1.0m/s 

粒径 

0.354mm 

Ａ部 

風速 1.9m/s 

粒径 

0.740mm 

本資料のうち、枠囲みの内容は、商業機密あるいは防護上の観点から公開できません。 
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表－１ 気中降下火砕物濃度を考慮した海水ポンプモータの詳細評価 

影響因子 詳 細 評 価 

閉 塞 外気を取り入れる開放型の海水ポンプモータでは、吸気系の開口部か

ら直接 粉塵、雨、雪等がモータ内部まで侵入しないよう、規格に準拠

した通風路の構造（冷却風を曲折、急変させる内部構造）となっている。

海水ポンプモータの構造を図－２に示す。 

短期間であれば、気中降下火砕物濃度を考慮し、除塵フィルタを取

り外した場合においても、回転子が回転していることに加え、固定子

と回転子の隙間（1.2mm）及びコアダクト間（10mm）は降下火砕物の粒

径（1mm以下）より大きいため、通風路が閉塞することはない。また、

通風路の構造（風が曲折、急変する構造）により、モータ内部まで侵

入してくる火砕物は、降下火砕物の粒径1mm以下より、さらに小さいも

のとなると考えられる。海水ポンプモータの構造を図－２に、海水ポ

ンプモータの通風路を図－３に示す。 

腐 食 海塩粒子等の影響を考慮して、モータの外表面と内部は全て耐食性

に優れた複数層のエポキシ系及びウレタン系の塗料を塗布しており、

降下火砕物が付着したとしても、直ちに腐食が進むことはない。ま

た、モータの固定子巻線と固定子コアは耐薬品性に優れたダイヤエポ

キシ絶縁（ＤＦ絶縁）で保護されており、モータや通風路（コアダク

ト）に降下火砕物が付着した場合を考慮しても、短期間であれば、モ

ータが降下火砕物による化学的影響を受けることはない。 

磨 耗 降下火砕物の気中濃度の増加に伴い、除塵フィルタを取り外して運

転することから、火山灰混合空気による磨耗の影響が考えられるが、

降下火砕物は砂より硬度が低くもろいことから、短期間であれば、磨

耗によるモータの機能への影響はない。 

なお、降下火砕物到達後24時間以降の海水ポンプの運転については、24時間経

過以降に除塵フィルタを取り付けた後、屋外設備として状況確認及び除灰等を行

うこととしている。 
火山影響等発生時に除塵フィルタを取り外して運転したことによって、モータ

内部に降下火砕物が付着していた場合においても、24時間経過以降に取り付けた

除塵フィルタを通した清浄な冷却風によって、付着していた降下火砕物もモータ

外部へ排出されていくため、運転継続は可能と考えている。 
海水ポンプ運転中の健全性については、日常巡視点検にて外観点検、異音・異

臭の有無及び現場温度計による排気温度、軸受温度の確認を行うことで、モータ

内部の異常（閉塞、磨耗、腐食）を確認できる。 
また、海水ポンプモータに異常が確認された場合には、待機中の海水ポンプに

切替えることや海水ポンプモータを予備機と取り替えることができる。 
以上のことから、24時間以降の海水ポンプの運転についても、問題ないことを

確認した。 
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降下火砕物の粒径については、既許可において文献及び地質調査結果を踏ま

え、粒径は 1mm 以下と設定している。 
また、海水ポンプモータの冷却風の吸気は下から吸い込む設計となっている

こと、かつ、モータ内部（冷却風が曲折、急変する）構造によって、降下火砕物

が落下することにより、モータ内部に入り込む降下火砕物の粒径は 1mm 以下

より十分小さくなるといえる。さらに回転子が回転していることを踏まえると、

硬度が低くもろい降下火砕物で閉塞することは考えにくい。以上のことから、

通風路が降下火砕物によって閉塞することはない。 
なお、仮に海水ポンプモータの通風路が閉塞した場合は、モータの冷却が阻

害されることとなるが、その場合のモータ固定子巻線温度は最高温度135℃程

度と推定されるが、海水ポンプモータはF種絶縁で設計されており、F種絶縁の

最高連続使用温度155℃（JIS C4003による）より低い。また、メーカー解析で

は、モータ固定子巻線温度250℃において、約100時間の継続運転が可能である

という結果が出ている。以上のことより、短期間（24 時間）であれば、閉塞を

考慮しても問題ない。 
 

（３）海水ストレーナ 

① 閉塞 

【新規制基準適合性審査時における評価】 

設置許可において設定した降下火砕物の粒径「1mm 以下」に対し、海水ス

トレーナメッシュが大きいことから、閉塞するおそれはないと評価している。

また、下流設備である非常用ディーゼル機関の冷却器、空調用冷凍機、原子

炉補機冷却水冷却器においても閉塞することはないと評価している。 

 

【気中降下火砕物濃度を考慮した評価】 

想定する降下火砕物の粒径「1mm 以下」は変わらないことから、閉塞に対

する評価に影響はない。 

 

なお、気中降下火砕物濃度を考慮すると、短期間で降下火砕物が海面に降

ることにより、海水中の降下火砕物濃度が上昇する可能性が懸念されるが、

以下の理由により閉塞に対する評価に影響はない。 

・降下火砕物は、粒径分布に関わらず、海水との密度差により海水面に浮

くか又は短時間で海底に沈むため、海水中の降下火砕物濃度が極めて高

くなることは考えにくい。 

・海水中の降下火砕物の性質（沈むものの割合、沈降速度等）は粒径によ

り変化するものと考えられるが、想定する層厚「10cm」に対して海水ポ

ンプ室底面は十分な深さ（１号機：9.5m、２号機：9.6m）があり、仮に

降下火砕物が海水中に均一に分散したとしても、濃度は 2wt%程度である。
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したがって、海水の粘性が著しく上昇し、海水ポンプの運転に影響を及

ぼすことはない。 

・海水ポンプ室へ入る降下火砕物は、取水口から海水取水トンネルを通っ

て海水ポンプ室へ流入するものが想定されるが、海水取水トンネルの形

状により、海水ポンプ室外の海面へ降った降下火砕物が海水ポンプ室へ

多量流入する可能性は低い。（海水ポンプ室及び海水取水トンネルの形状

を図―１に示す。） 

 

② 腐食 

【新規制基準適合性審査時における評価】 

海水ストレーナは外装塗装が施されていることから、直ちに腐食により機

能を喪失することはない。 

 

【気中降下火砕物濃度を考慮した評価】 

気中降下火砕物濃度を考慮しても、腐食に対する評価に影響はない。 

 

 

３．まとめ 

海水ポンプ及び海水ストレーナに対する降下火砕物の影響は、荷重、閉塞、腐

食、磨耗が想定されるが、各影響因子に対して気中降下火砕物濃度を考慮した影

響評価を実施した結果、健全性に問題がないことを確認した。 

 

以 上 
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消火水バックアップタンクの降下火砕物荷重の影響評価について 
 
1. 概 要 

本資料は、消火水バックアップタンクが降下火砕物等堆積時においても、主要な

構造部材が構造健全性を有することを確認する。 
 

2. 構造概要 
高浜１，２号機の消火水バックアップタンクは横置き円筒タンクであり、上面が

曲面となっていることから、タンク上面に降下火砕物が堆積しにくい構造であるた

め、影響は軽微と考えられる。 

 

図１ 消火水バックアップタンクの構造 

 

3. 強度評価 
本資料では、保守的な想定としてタンク上面に、積雪 100cm、火山灰 10cm を堆

積させた条件で、消火水バックアップタンクの胴板ならびに支持脚の評価を行う。 
消火水バックアップタンクは、「工事計画認可申請書 資料 13 別添 1 火災防

護設備の耐震性に関する説明書」にて耐震評価を実施している。具体的には、基準

地震動 Ss 設計用加速度（水平 8.47m/s2（=約 0.87G）、鉛直 5.65m/s2（=約 0.58G））

に対して、胴板の裕度は 2.5 以上、支持脚の裕度は 7.3 以上であることを確認して

いる。 
タンク上面への堆積を想定した火山灰及び積雪の質量は 24,520kg であり、消火

水バックアップタンクの質量 216,000kg の約 12％に相当する。 
つまり、タンク上面に積雪および火山灰を堆積させた状態は、胴板および支持脚

に対して、タンク単体の自重による荷重に鉛直加速度 0.12G を加えた状態と等価で

厚さ t = 20mm 

約 5m 

約 13m 約 4m 

別紙２ 
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ある。 

一方で、耐震評価では、タンク単体の自重に鉛直加速度 0.58G を加えた状態で応

力評価を行っており、その結果、十分な裕度を有していることを確認している。 

以上のことから、耐震評価は、火山灰及び積雪を堆積させた強度評価を包含して

いるものと考えられる。  

 

 
図２ 強度評価における積雪・火山灰の想定 

 

 

 

表１ 消火水バックアップタンクの耐震評価結果 

評価部位 材料 応力 
基準地震動 Ssによる応力 

裕度 
評価応力(MPa) 許容応力(MPa) 

胴板 SM400B 

一次一般膜 15 240 16.00 

一次 54 360 6.66 

一次＋二次 86 215 2.50 

支持脚 SM400B 
組合せ 38 279 7.34 

座屈 0.10 1 10.00 

 
 

  

積雪 100cm、火山灰 10cm を想定 
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建物・構築物の降下火砕物荷重の影響評価について 
 
1. 概 要 

本資料は、建物・構築物が降下火砕物等堆積時において、内包する設備に降下火

砕物を堆積させない機能を維持するために、主要な構造部材が構造健全性を有する

ことを説明するものである。 
 

2. 構造概要 
緊急時対策所建屋は、2 層の主要床面を有する鉄筋コンクリート造壁式構造物で

あり、主として長期荷重を支持する目的から、鉄筋コンクリート造の柱を配置した

ラーメン架構としている。 
緊急時対策所建屋の概略配置図、概略平面図及び概略断面図を図－1～図－3 に示

す。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図－1 緊急時対策所建屋の設置位置 
  

別紙３ 

本資料のうち、枠囲みの内容は、商業機密あるいは防護上の観点から公開できません。 
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  (a) E.L.+25.3m 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(b) E.L.+21.2m 
 

図－2  緊急時対策所建屋の概略平面図 

 
  

Y(NS) 

X(EW) 

Y(NS) 

X(EW) 

本資料のうち、枠囲みの内容は、商業機密あるいは防護上の観点から公開できません。 
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(a) A-A 断面図 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(b) B-B 断面図 

 

図－3  緊急時対策所建屋の概略断面図 

  

本資料のうち、枠囲みの内容は、商業機密あるいは防護上の観点から公開できません。 
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3. 評価方針 
建物・構築物に対する降下火砕物の影響評価においては、鉛直方向に作用する降

下火砕物等の荷重及び水平方向に作用する風荷重に対して、質点系解析モデルによ

るせん断ひずみの算定を行い、それぞれ許容限界を超えないことを確認する。 
また、鉛直方向に作用する降下火砕物等の荷重により発生する応力は、曲げモー

メントが支配的となり、その曲げモーメントは主に鉄筋で負担するため、常時作用

する荷重 PA に対する、常時作用する荷重及び降下火砕物等堆積による鉛直荷重の

和 PBの比 PCが許容限界を超えないことを確認する。 
ここで、単位面積あたりの降下火砕物等堆積による鉛直荷重は層厚 10cm の降下

火砕物を考慮した 1,500N/m2とし、表―1 に鉛直荷重の入力条件を示す。風荷重は、

高浜発電所で設定されている基準風速 32m/s に基づき算定する。 
鉄筋コンクリート造建屋のせん断ひずみの許容限界については、JEAG4601-

1987 に基づき算定した耐震壁のせん断応力度－せん断ひずみ関係のトリリニア型

スケルトンカーブにおける第一折点のひずみとする。PCの許容限界は、鉄筋の長期

応力度に対する短期応力度の比とし、1.5 とする。 
 

表―1 鉛直荷重の入力条件 

常時作用する荷重

PA 

（N/m2） 

常時作用する荷重及

び降下火砕物等堆積

による鉛直荷重の和

PB 

（N/m2） 

34,890 36,390 
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4. 評価結果 

緊急時対策所建屋に対する降下火砕物の影響評価結果を表―2～表―3 に示す。表

―2～表―3 より発生するせん断ひずみ及び PC は許容限界を超えないことを確認し

た。 
 

表―2 緊急時対策所建屋の評価結果（水平方向） 

方位 
せん断ひずみ 

(最大値) 
許容限界 判定 

NS 0.000337 0.178 可 

EW 0.000237 0.178 可 

 
表―3 緊急時対策所建屋の評価結果（鉛直方向） 

PC 

（=PB/PA） 
許容限界 判定 

1.05 1.5 可 
 
 

以 上 
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火山影響等発生時に使用する改良型フィルタの扱いについて 

 

(1）改良型フィルタの概要（配備目的及び運用方法） 

従来からディーゼル発電機にはフィルタを配備しているが、算出した気中降下

火砕物濃度を考慮して、火山影響等発生時に改良型フィルタを取り付け、ディー

ゼル発電機の継続的な運転を行えるよう手順の整備（運用による対応）を図るも

のである。 

 

(2）設置許可との関連 

設置許可本文において、降下火砕物による影響因子である荷重、閉塞、腐食、

摩耗、大気汚染、絶縁低下に対する設計方針を記載している。 

気中降下火砕物濃度が増加することによる影響を受ける可能性がある影響因

子として閉塞が抽出されるが、設置許可本文に、設計基準対象施設については「換

気系、電気系及び計装制御系に対する機械的影響（閉塞）に対して降下火砕物が

侵入しにくい設計とする」と、重大事故等対処設備については「屋外の重大事故

等対処設備は、重大事故等時における屋外の環境条件を考慮した設計とする。」

と記載しており、火山影響等発生時においてディーゼル発電機に改良型フィルタ

の取り付けは現行記載の範囲内である。 

 

次に、手順については、実用発電用原子炉に係る発電用原子炉設置者の重大事

故の発生及び拡大の防止に必要な措置を実施するために必要な技術的能力に係

る審査基準に基づき、既に設置許可の本文には、前兆事象を確認した時点で事前

の対応ができる体制及び手順を整備する方針であることを記載している。 

今回の対策は、この設置許可の基本方針に基づき、保安規定にて個別に手順を

定めるものである。 

 

以上により、火山影響等発生時に改良型フィルタを取り付けることは、設置許

可に記載する基本方針の変更を必要とするものではない。 

 

(3）工事計画との関連 

設備の改造、修理等を行う場合の工事計画の手続き（認可又は届出）要否は、

実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則の別表第一に規定されるものに該

当するかで判断を行う。 

ここで、別表第一の規定のうち各施設の「基本設計方針」を変更する場合は工

事計画認可を要する。基本設計方針において、降下火砕物による影響因子である

荷重、閉塞、摩耗、腐食、大気汚染、絶縁低下に対する設計方針を記載している。 

気中降下火砕物濃度が増加することによる影響を受ける可能性がある影響因

別紙４ 
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子として閉塞が抽出されるが、基本設計方針に、設計基準対象施設については「降

下火砕物が侵入しにくい構造、又は降下火砕物が侵入した場合でも、降下火砕物

により流路が閉塞しない設計とする」と、重大事故等対処施設については環境条

件において「降下火砕物による荷重により機能を損なわないように、降下火砕物

を除去する」と記載しており、火山影響等発生時においてディーゼル発電機に一

時的に改良型フィルタを取り付けることは現行記載の範囲内である。 

よって、各施設の基本設計方針の変更はないことから基本設計方針に係る工事

計画の手続きは必要としない。 

 

次に、火山影響等発生時において改良型フィルタを取り替える手順において、

ディーゼル発電機に一時的にフィルタを配備する場合について整理すると、非常

用電源設備の「吸気フィルタ」は実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則

の別表第二の記載すべき事項には該当せず、また主要寸法の変更も必要ないこと

から別表第一に規定される「８ その他発電用原子炉の附属施設（1)非常用電源

設備」の中欄及び下欄に規定される工事に該当しないため工事計画の手続きは不

要と整理できる。 

 

以上より、火山影響等発生時において改良型フィルタを資機材として取り付け

る手順は、工事計画の手続きを必要とするものではない。 

 

(4）改良型フィルタ配備に伴う周辺機器への影響 

改良型フィルタについては、通常時からディーゼル発電機の吸気消音器近傍に

配備することとしている。 

通常時から改良型フィルタをディーゼル発電機の吸気消音器近傍に配備する

ことについて、社内規定文書に基づき、持込可燃物の管理、竜巻対策上の管理、

地震による周辺機器への影響の防止及び安全上重要な設備へのアクセスルート

等の管理について確認を行った上で保管場所を決定している。ディーゼル発電機

の改良型フィルタ配備に伴う周辺機器への影響の確認結果を表１に示す。 
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表１ ディーゼル発電機の改良型フィルタ配備に伴う周辺機器への影響の確認結果 

確認項目 確認結果 

① 安全上重要な機器、配管、計器等精密機

器からは十分離れているか。また、オー

ニング、固縛・滑り止め・ボルト固定等

の処置が適切に実施できるか。 

固縛しており、安全上重要な機器に影響し

ない。 

② 接触、干渉等により発電設備に影響はな

いか。 

他設備への接触、干渉等はない。 

③ 運転員、作業員の通行性（アクセスルー

ト含む）及び弁、操作盤等への操作性が

確保できる。 

配備場所はアクセスルートとの干渉はな

い。 

④ 避難通路、防火シャッター（防火扉）の

作動範囲は確保されているか。 

近傍に非難通路、防火シャッターはないた

め、作動範囲を妨げない。 

⑤ 恒設の消火器、消火栓、救急搬送用具（担

架等）の使用に影響しないか。 

また、火災検知器の機能に影響しない

か。 

近傍に消火器等はない。 

⑥ 火災発生源になる資機材（油脂・木材・

ボンベ・ビニール・ダンボール・ウエス

等の可燃物（難燃性を含む））はないか。 

材料は金属であり、可燃物はない。 

⑦ 屋外に配備する場合、竜巻による飛来対

策区域外であること。 

＊飛来物対策区域内の場合、飛散防止対策

を実施すること。 

資機材の飛来時の運動エネルギーを算出

し、設計飛来物の運動エネルギーを超えな

いことから飛散防止対策が不要であること

を確認している。 

 

(5）まとめ 

火山影響等発生時において一時的に改良型フィルタを資機材として配備する手

順は、現行の設置許可及び工事計画に記載している内容のままで運用可能である。 

 

以 上 
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電源車の燃料取扱建屋内における降下火砕物影響について 

 

１．概要 

火山影響等発生時において、電源車については、降下火砕物の影響を避けるため、

降灰が開始する前に燃料取扱建屋内に移動し、燃料取扱建屋内で使用する。 

そこで、電源車を燃料取扱建屋内で使用する際の降下火砕物の影響について説

明する。 

 

２．電源車の燃料取扱建屋内における降下火砕物影響 

 (1)電源車の排気 

ａ．排気ガスの排出運用 

電源車を燃料取扱建屋内で使用する際には、発電機からの排気ガスが建屋内に

充満することを防止するため、可搬式排気ファンにて屋外に排出する。 

排気ガスを屋外に排出する際には、高浜発電所 原子炉施設保安規定第１０２

条「放射性気体廃棄物の管理」の第４項に基づき、必要な放射線管理を実施する。 
具体的には、放射線管理課長は、高浜発電所 原子炉施設保安規定の表１０２－

３に定める項目について、同表に定める頻度で測定し、法令に定める管理区域に

係る値を超えていないことを確認する。 

 

表１０２－３ 

分類 測定項目 計測器種類 測定頻度 
放出操作担当

課（室）長 
その他作業等に

伴う換気 
粒子状物質濃度 
（主要ガンマ線放

出核種） 

試料放射能測

定装置 
作業の都度※１ 作業の所管課

（室）長 

※１：作業が１週間を超える場合は１週間に１回測定する。 
 

ｂ．排気ガスの排出ライン 

電源車の排気ガスは、燃料取扱建屋の機器搬出入用シャッター（高浜１、２号

炉共）から屋外に排出できるように仮設ダクトを設置する。 

燃料取扱建屋から電源車の排気ガスを排出する概略図を第１図に示す。 

  

別紙５ 
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   電源車（高浜１号炉）※2 

※２：高浜２号炉についても同様の配置となる。 

第１図 燃料取扱建屋から電源車の排気ガスを排出する概略図 

  

 

 

  

本資料のうち、枠囲みの内容は、商業機密あるいは防護上の観点から公開できません。 
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ｃ．排出ラインにおける降下火砕物の影響 

燃料取扱建屋で使用する電源車の排気ガスは、機器搬出入用シャッター（高浜

１、２号炉共）から仮設ダクトで排出することにしている。 

仮設ダクトの設置による開口部については、降下火砕物の侵入を防止すること

を目的としたシート養生を実施することから、降下火砕物の影響はないものと考

えられる。 

 

(2)電源車の吸気 

ａ．電源車を使用する際の吸気量 

電源車及び可搬式排気ファンによる吸気量を第１表に示す。 

ここで、電源車による吸気については、エンジンを通して排気ガスとなり、電

源車の排気口に設置した仮設ダクトから周辺空気とともに可搬式排気ファンに

吸気され屋外に排出されること、また、電源車による吸気量より可搬式排気ファ

ンによる吸気量の方が多いため、電源車を使用する際の吸気量としては、可搬式

排気ファンによる吸気量 3,900m3/h を考慮する。 

 

第１表 燃料取扱建屋内の電源車及び可搬式排気ファンの吸気量 

名 称 個数 吸気量 

電源車※3 １台 3,168 m3/h 

可搬式排気ファン※3 １台 3,900 m3/h 

※３：高浜１号炉と高浜２号炉の各々に配備する。 

 

ｂ．吸気ラインにおける降下火砕物の影響 

電源車を使用する際の吸気量としては、可搬式排気ファンによる吸気量

3,900m3/h となるが、表２に示す燃料取扱建屋の空間体積を考慮すると、十分な

吸気量がある。 

 

第２表 燃料取扱建屋の空間体積 

建屋名 空間体積※4 

高浜１号炉 燃料取扱建屋 約 12,000m3 

高浜２号炉 燃料取扱建屋 約 12,000m3 

※４：空間体積については、建屋図面から算出した体積に対して、

保守的に設備率を 20%としている。 

 

燃料取扱建屋に移動する電源車については、全交流動力電源喪失後に使用する
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ため、建屋内に外気を取り入れる換気空調設備が停止しており、電源車の排気ガ

スを排出する可搬式排気ファンの吸気量 3,900m3/h に対して、燃料取扱建屋の空

間体積が十分あることから、建屋内への降下火砕物の影響はないものと考えられ

る。 

 
３．まとめ 

電源車を燃料取扱建屋内で使用する際の降下火砕物の影響については、電源車

の吸気量を十分確保できる燃料取扱建屋の空間体積があり、電源車の排気ガス排

出ラインの開口部をシート養生することから、問題ないと考えられる。 

 

 

以 上 
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結
果
、
「

添
付
書

類
六

 7
.火

山
」

に
示
す

と
お

り
該

当
す

る
火

山
事
象

は
降
下

火
砕
物

の
み
で
あ
り
、
防
護
す

べ
き

設
計

対
象

施
設

が
降

下
火

砕
物

に
よ

り
安

全
機

能
を

損

な
う

こ
と
の

な
い
設

計
と
す

る
。
以
下
に
、
火
山
事

象
に

対
す

る
防
護

設
計
の

基
本
方

針
を
示
す
。

 

(1
) 
降

下
火

砕
物

に
よ
る

直
接
的

な
影
響
（
荷
重
、
閉
塞
、

磨
耗
、
腐
食
等
）
に
対

し
て
、
安

全
機
能
を

損
な
う
こ
と

  ①
 

設
計

条
件

に
降

下
火

砕
物

濃
度

は
な

い
た
め

、
変

更

不
要

 

    ②
 

デ
ィ

ー
ゼ

ル
発

電
機

機
関

に
降

下
火

砕
物
が

容
易

に

侵
入

し
に

く
い

設
計

は
変

わ
ら

な
い

た
め
、

変
更

不

要
 

 ③
 

デ
ィ

ー
ゼ

ル
発

電
機

機
関

が
摩

耗
し

に
く
い

設
計

は

変
わ

ら
な
い

た
め
、

変
更
不
要

 

  ④
 

デ
ィ

ー
ゼ

ル
発

電
機

に
対

し
て

短
期

で
の
腐

食
が

発

生
し

な
い
設

計
は
変

わ
ら
な

い
た
め
、
変

更
不
要

 

      

黄
色
：
設

計
条
件

に
関
す

る
記
載
 
緑
色
：
デ
ィ

ー
ゼ
ル

発
電
機

に
関
す
る
記
載
 
水
色
：
運
用

に
関
す

る
記
載
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基
本

設
計

方
針

 
設

置
許
可

本
文

 
設

置
許
可

添
付

資
料

八
 

備
 

考
 

防
護

対
象

施
設

及
び

防
護

対
象

施
設

に
影

響
を

及
ぼ

す

可
能

性
の
あ

る
ク
ラ

ス
３
（
発

電
用
軽
水

型
原
子
炉

施
設
の

安
全

機
能
の

重
要
度

分
類
）
に
属

す
る
施
設
（

以
下
「
ク
ラ

ス
３

に
属
す
る

施
設
」
と

い
う
。
）
の
う

ち
、

屋
外
に

設
置

し
て

い
る
施

設
、
並
び

に
防
護

対
象
施
設

を
内
包
し

降
下
火

砕
物

か
ら
そ

の
施
設

を
防
護

す
る
建
屋
で
、
降

下
火
砕

物
が

堆
積

し
や
す

い
屋
根

構
造
を

有
す
る
施
設

に
つ
い
て

は
、
降

下
火

砕
物
を

除
去
す

る
こ
と

に
よ
り
、
短

期
的
な
荷

重
に
対

し
て

安
全

機
能
を

損
な
う

お
そ
れ

が
な

い
よ
う

許
容
荷

重

が
降

下
火
砕

物
、
風
（
台
風
）
及
び
積
雪

に
よ
る
組

合
せ
を

考
慮

し
た

荷
重
に

対
し
て

安
全
裕

度
を

有
す
る

設
計
と

す

る
。

 

な
お

、
①
荷

重
に
よ

り
構
造

健
全
性
を
失

わ
な
い
よ

う
、

降
灰

時
に

は
当
該

施
設
に

堆
積
す

る
降

下
火
砕

物
を
除

去

す
る

こ
と
を

保
安
規

定
に
定

め
る
。

 

屋
内

の
重
大

事
故
等

対
処
設

備
に
つ
い
て

は
、
環
境
条
件

を
考

慮
し

て
降
下

火
砕
物

に
よ
る

短
期

的
な
荷

重
に
よ

り

機
能

を
損
な

わ
な
い

よ
う
に
、
降
下
火
砕

物
に
よ
る

組
合
せ

を
考

慮
し

た
荷
重

に
対
し

安
全
裕

度
を

有
す
る

建
屋
内

に

設
置

す
る
設

計
と
す

る
。

 

屋
外

の
重
大

事
故
等

対
処
設

備
に
つ
い
て

は
、
環
境
条
件

を
考

慮
し

て
降
下

火
砕
物

に
よ
る

荷
重

に
よ
り

機
能
を

損

な
わ

な
い

よ
う
に

、
降
下

火
砕
物

を
除

去
す
る

こ
と
に

よ

り
、
重

大
事
故

等
対
処

設
備
の

重
大
事
故

等
に
対
処

す
る
た

ま
た

、
降
下

火
砕
物

の
間
接

的
影
響
で
あ
る

7
日

間
の

外
部

電
源
喪

失
、
発
電

所
外
で

の
交

通
の

途
絶
に
よ

る

ア
ク

セ
ス
制

限
事
象
に

対
し
、

発
電

所
の

安
全
性
を

維

持
す

る
た

め
に

必
要

と
な

る
電

源
の

供
給

が
継

続
で

き
、

安
全
機

能
を
損

な
う
こ

と
の
な
い
設

計
と
す
る
。

 

の
な

い
設
計

と
す
る
。

 

(2
) 
⑤

発
電

所
内

の
構

築
物

、
系

統
及

び
機

器
に

お
け

る

降
下

火
砕

物
の

除
去

等
の

対
応

が
可

能
な

設
計

と
す

る
。

 

(3
) 
⑥

降
下

火
砕

物
に

よ
る

発
電

所
外

で
の

間
接

的
な

影

響
（

７
日

間
の
外

部
電
源

の
喪
失

、
交
通

の
途
絶

に
よ

る
ア

ク
セ

ス
制
限

事
象
）

を
考
慮

し
、
デ

ィ
ー
ゼ

ル
発

電
機

の
燃

料
油
の

貯
蔵
設

備
等
に

よ
り
、

原
子
炉

及
び

使
用

済
燃

料
ピ
ッ

ト
の
安

全
性
を

損
な
う

こ
と
の

な
い

設
計

と
す
る
。

  

  1.
8.

1.
3 

設
計

条
件
の
設
定

  

1.
8.

1.
3.

1 
設

計
条
件
に

用
い
る

降
下
火

砕
物
の
設
定

  

(1
) 
降

下
火

砕
物

の
層
厚

、
密
度

及
び
粒

径
の
設
定

  

地
質

調
査

結
果

に
文

献
調
査

結
果

も
参

考
に

し
て
、

高
浜

発
電

所
の

敷
地

に
お

い
て

考
慮

す
る

火
山

事
象

と
し
て
は

、
「

添
付
書

類
六

 7
.火

山
」
に

示
す
と

お

り
、

最
大
層
厚

10
cm

、
粒
径

1m
m

以
下

、
密
度

0.
7g

/cm
３
（
乾
燥

状
態
）
～

1.
5g

/cm
３
（

湿
潤
状
態
）

の
降

下
火
砕

物
を
設

計
条
件

と
し
て
設
定

す
る
。

 

(2
) 
降

下
火

砕
物

の
特
徴

  

各
種

文
献

の
調

査
結

果
よ
り

、
降

下
火

砕
物

は
以
下

の
特

徴
を
有

す
る
。

  

a.
 火

山
ガ
ラ
ス
片
、
鉱
物
結

晶
片
か
ら
成
る

(1
0)
。
た

 ⑤
 

今
回

申
請

に
よ

り
運

用
内

容
は

変
わ

ら
な
い

た
め

変

更
不
要

 

 ⑥
 

今
回

申
請

に
よ

り
運

用
内

容
は

変
わ

ら
な
い

た
め

変

更
不
要

 

      ①
 

今
回

申
請

に
よ

り
運

用
内

容
は

変
わ

ら
な
い

た
め

変

更
不
要
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基
本

設
計

方
針

 
設

置
許
可

本
文

 
設

置
許
可

添
付

資
料

八
 

備
 

考
 

め
に

必
要

な
機
能

が
損
な

わ
れ
る

お
そ

れ
が
な

い
設
計

と

す
る
。

 

な
お
、
②
必
要

な
機
能

が
損
な

わ
れ
る
お

そ
れ
が
な

い
よ

う
、
降

灰
時
に

は
屋
外

の
重
大

事
故
等
対

処
設
備
に

堆
積
す

る
降

下
火
砕

物
を
除

去
す
る

こ
と
を
保
安

規
定
に
定

め
る
。
 

 

（
ロ

）
閉
塞

 

ⅰ
．

水
循
環

系
の
閉
塞

 

防
護

対
象

施
設

及
び

防
護

対
象

施
設

に
影

響
を

及
ぼ

す

可
能

性
の
あ

る
ク
ラ

ス
３
に

属
す
る
施
設

の
う

ち
、
屋

外
に

開
口

し
て

お
り
降

下
火
砕

物
を
含

む
海

水
の
流

路
と
な

る

施
設

に
つ
い

て
、
降
下

火
砕
物

の
粒
径
よ

り
大
き
な

流
水
部

を
設

け
る
こ

と
に
よ

り
、
水
循

環
系
の
狭

隘
部
が
閉

塞
し
な

い
設

計
と
す

る
。

 

な
お
、
③
降
下

火
砕
物

に
よ
り

水
循
環
系

が
閉
塞
し

な
い

よ
う
、
降
灰
時

に
は
点

検
を
行

い
、
状
況

に
応
じ
て

ス
ト
レ

ー
ナ

を
洗
浄

す
る
こ

と
を
保

安
規
定
に
定

め
る
。

 

 

ⅱ
．
換
気

系
、
電

気
系
及

び
計
装

制
御
系

に
対
す
る

機
械
的

影
響

（
閉
塞
）

 

防
護

対
象
施

設
、
防
護

対
象
施

設
に
影
響

を
及
ぼ
す

可
能

性
の

あ
る

ク
ラ
ス

３
に
属

す
る
施

設
及

び
そ
の

他
の
施

設

の
う

ち
、
屋
外

に
開
口

し
て
お

り
降
下
火

砕
物
を
含

む
空
気

の
流

路
と
な

る
換
気

空
調
系
（

外
気
取
入

口
）
に

つ
い
て
は
、

だ
し

、
砂
よ

り
も
ろ

く
硬
度

は
低
い

(1
1)
。

 

b.
 硫

酸
等
を
含

む
腐
食

性
の
ガ
ス
（
以
下
「

腐
食
性

ガ
ス
」
と

い
う
。
）
が

付
着
し

て
い
る

(1
0)
。
た
だ
し
、

金
属

腐
食

研
究

の
結

果
よ

り
、

直
ち

に
金

属
腐

食

を
生

じ
さ
せ

る
こ
と

は
な
い

(1
2)
。

 

c. 
水

に
濡

れ
る
と

導
電
性

を
生
じ
る

(1
0)
。

 

d.
 湿

っ
た

降
下

火
砕

物
は

乾
燥

す
る

と
固

結
す

る

(1
0)
。

 

e.
 降

下
火

砕
物
粒

子
の
融

点
は
、
一
般
的

な
砂
に
比

べ
約

1,
00

0℃
と

低
い

(1
0)
。

 

  1.
8.

1.
4 

降
下

火
砕
物
の

影
響
を

設
計
に

考
慮
す
べ

き
施
設

  

降
下

火
砕
物

の
影
響

か
ら
防

護
す
る
施
設

は
、
原
子
炉

施
設

の
安

全
性

を
確

保
す

る
た
め

、
「
発

電
用

軽
水

型
原

子
炉

施
設

の
安

全
機

能
の

重
要

度
分

類
に

関
す

る
審

査

指
針
」
で
規

定
さ
れ

て
い
る

ク
ラ
ス
１
、
ク

ラ
ス
２

及
び

ク
ラ

ス
３

に
該

当
す

る
構

築
物

、
系

統
及

び
機

器
と

す

る
。

 

さ
ら

に
、
当

該
施
設

が
降
下

火
砕
物
の
影

響
に
よ
り
安

全
機

能
を
損

な
う
こ

と
の
な

い
よ
う
、
降

下
火
砕
物

の
影

響
か

ら
防
護

す
る
施
設
（
以
下
「

防
護
対

象
施

設
」
と
い

う
。
）
と
し

て
、
各
施

設
の
構

造
や
設
置
状

況
等
を
考

慮
し

て
設

計
対
象

施
設
を

以
下
の

と
お
り
抽
出

す
る
。

 

(1
) 
ク

ラ
ス

１
及
び

ク
ラ

ス
２

に
属

す
る

施
設

を
内

包

  ②
 

今
回

申
請

に
よ

り
運

用
内

容
は

変
わ

ら
な
い

た
め

変

更
不
要

 

          ③
 

今
回

申
請

に
よ

り
運

用
内

容
は

変
わ

ら
な
い

た
め

変

更
不
要
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基
本

設
計

方
針

 
設

置
許
可

本
文

 
設

置
許
可

添
付

資
料

八
 

備
 

考
 

①
開

口
部
を

下
向
き

の
構
造

と
す
る
こ
と
、
ま

た
フ
ィ

ル
タ

を
設

置
す

る
こ
と

に
よ
り

降
下
火

砕
物

が
侵
入

し
に
く

い

構
造

と
し

、
降
下

火
砕
物

に
よ
り

閉
塞

し
な
い

設
計
と

す

る
。

 

換
気

空
調

系
以

外
の

降
下

火
砕

物
を

含
む

空
気

の
流

路

と
な

る
施
設

に
つ
い

て
も
、
降

下
火
砕
物

が
侵
入
し

に
く
い

構
造
、
又
は
降

下
火
砕

物
が
侵

入
し
た
場

合
で

も
、
降

下
火

砕
物

に
よ
り

流
路
が

関
塞
し

な
い
設
計
と

す
る
。

 

な
お
、
②
降
下

火
砕
物

に
よ
り

閉
塞
し
な

い
よ

う
、
降
灰

時
に

は
点
検

を
行
い
、
状
況
に

応
じ
て
換

気
空
調
系

の
フ
ィ

ル
タ

の
清

掃
や
取

替
え
の

実
施
に

つ
い

て
保
安

規
定
に

定

め
る
。

 

（
ハ

）
磨
耗

 

ⅰ
．
水

循
環
系
、
換
気

系
、
電
気

系
及
び

計
装
制
御

系
に
対

す
る

機
械
的

影
響
（

磨
耗
）

 

防
護

対
象

施
設

及
び

防
護

対
象

施
設

に
影

響
を

及
ぼ

す

可
能

性
の
あ

る
ク
ラ

ス
３
に

属
す
る
施
設

の
う

ち
、
屋

外
に

開
口

し
て

お
り
降

下
火
砕

物
を
含

む
海

水
の
流

路
と
な

る

施
設
、
並
び
に

屋
外
に

開
口
又

は
屋
内
の

空
気
を
機

器
内
に

取
り

込
む
機

構
を
有

し
、
か

つ
摺
動
部
を

有
す
る
換

気
系
、

電
気

系
及
び

計
装
制

御
系
の

施
設
に
つ
い

て
は
、
降
下

火
砕

物
に

対
し
、
機

能
を
損

な
う
お

そ
れ
が
な

い
よ

う
、
③

降
下

火
砕

物
が

侵
入
し

に
く
い

構
造
と

す
る

こ
と
又

は
磨
耗

し

に
く

い
材
料

を
使
用

す
る
こ

と
に
よ
り
、
磨

耗
し
に
く

い
設

し
、

降
下
火

砕
物
に

よ
る
影

響
か
ら
防
護

す
る
建
屋

 

(2
) 
ク

ラ
ス

１
及

び
ク

ラ
ス

２
に

属
す

る
施

設
の

う
ち

、

屋
外

に
設
置

さ
れ
て

い
る
施
設

 

(3
) 
ク

ラ
ス

１
及

び
ク

ラ
ス

２
に

属
す

る
施

設
の

う
ち

、

屋
内

に
あ

っ
て
も

屋
外
に

開
口
し

降
下
火

砕
物
を

含
む

海
水

及
び
空

気
の
流

路
と
な

る
施
設

 

(4
) 
ク

ラ
ス

１
及

び
ク

ラ
ス

２
に

属
す

る
施

設
の

う
ち

、

屋
内

の
空

気
を
機

器
内
に

取
り
込

む
機
構

を
有
し

そ
れ

に
よ

り
降

下
火
砕

物
の
影

響
を
受

け
る
可

能
性
が

あ
る

施
設

  

(5
) 
ク

ラ
ス

３
に

属
す

る
施

設
及

び
そ

の
他

の
施

設
の

う

ち
、

屋
外

に
開
口

し
降
下

火
砕
物

を
含
む

海
水
及

び
空

気
の

流
路

と
な
っ

て
、
ク

ラ
ス
１

及
び
ク

ラ
ス
２

に
属

す
る

施
設

の
機
能

に
影
響

を
及
ぼ

す
可
能

性
が
あ

る
施

設
 な
お

、
そ

の
他

の
ク
ラ
ス

３
に

属
す
る
施

設
に

つ
い

て
は

、
降
下

火
砕
物

に
よ
る

影
響
を
受
け

る
場
合
を
考

慮
し

て
、
代

替
設
備

に
よ
り

必
要
な
機
能

を
確
保
す
る

こ
と

、
又
は

安
全
上

支
障
が

生
じ
な
い
期

間
に
除
灰
あ

る
い

は
修
復

等
の
対

応
が
可

能
と
す
る
こ

と
に
よ
り
、

安
全

機
能
を

損
な
う

こ
と
の

な
い
設
計
と

す
る
。

 

上
記

に
よ

り
抽

出
し

た
設

計
対
象

施
設

を
第

1.
8.

1

表
に

示
す
。

 

  

①
 

デ
ィ

ー
ゼ

ル
発

電
機

機
関

に
降

下
火

砕
物
が

容
易

に

侵
入

し
に

く
い

設
計

は
変

わ
ら

な
い

た
め
、

変
更

不

要
 

     ②
 

今
回

申
請

に
よ

り
運

用
内

容
は

変
わ

ら
な
い

た
め

変

更
不
要

 

           ③
 

今
回

申
請

に
よ

り
摩

耗
し

に
く

い
設

計
は
変

わ
ら

な

い
た

め
変
更

不
要
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基
本

設
計

方
針

 
設

置
許
可

本
文

 
設

置
許
可

添
付

資
料

八
 

備
 

考
 

計
と

す
る
。

 

な
お
、
④
磨
耗

が
進
展

し
な
い

よ
う
、
降

灰
時
に
は

水
循

環
系
、
換
気
空

調
系
の

フ
ィ
ル

タ
の
点
検

を
行
な
い
、
状
況

に
応

じ
て
清

掃
、
取
替

え
、
並

び
に
閉
回

路
循
環
運

転
等
の

実
施

に
つ
い

て
保
安

規
定
に

定
め
る
。

 

 

（
ニ

）
腐
食

 

ⅰ
．

構
造
物

の
化
学

的
影
響

（
腐
食
）

 

防
護

対
象

施
設

及
び

防
護

対
象

施
設

に
影

響
を

及
ぼ

す

可
能

性
の
あ

る
ク
ラ
ス

3
に

属
す
る
施

設
の
う
ち

、
屋
外

に
設

置
し

て
い
る

施
設
並

び
に
防

護
対

象
施
設

を
内
包

し

降
下

火
砕

物
か
ら

そ
の
施

設
を
防

護
す

る
建
屋

に
つ
い

て

は
、
①

耐
食
性

の
あ
る

塗
装
を

実
施
す
る

こ
と
に
よ

り
、
降

下
火

砕
物

に
よ
り

短
期
的

に
腐
食

が
発

生
し
な

い
設
計

と

す
る
。

 

な
お
、
②
長
期

的
な
腐

食
の
影

響
が
生
じ

な
い
よ
う
、
降

灰
時

に
は

日
常
保

守
管
理

に
お
け

る
点

検
並
び

に
状
況

に

応
じ

た
塗
装

の
実
施

に
つ
い

て
保
安
規
定

に
定
め
る
。

 

屋
内

の
重
大

事
故
等

対
処
設

備
に
つ
い
て

は
、
降
下
火
砕

物
に

よ
る

短
期
的

な
腐
食

に
よ
り

機
能

を
損
な

わ
な
い

よ

う
に
、
耐
食
性

の
あ
る

塗
装
を

実
施
し
た

建
屋
内
に

設
置
す

る
設

計
と
す

る
。

 

屋
外

の
重
大

事
故
等

対
処
設

備
に
つ
い
て

は
、
降
下
火
砕

物
を

除
去
す

る
こ
と

に
よ
り
、
降
下
火
砕

物
に
よ
る

腐
食
に

1.
8.

1.
5 

降
下

火
砕

物
の
影

響
に

対
す

る
設

計
対

象
施
設

の

設
計

方
針

  

降
下

火
砕
物

の
特
徴

か
ら
、
設
計
対
象
施

設
に
対
し
直

接
的

又
は

間
接

的
に

影
響

を
及

ぼ
す

可
能

性
の

あ
る

降

下
火

砕
物

の
影

響
に

対
す

る
設

計
対

象
施

設
の

設
計

方

針
を

以
下
に

示
す
。

 

  1.
8.

1.
5.

1 
直

接
的
影
響

因
子

  

降
下

火
砕

物
の

特
徴

及
び

対
象

施
設

の
構

造
や
設

置

状
況

等
を
考

慮
し
、
有
意
な

影
響
を
及
ぼ

す
可
能
性

が
考

え
ら

れ
る

直
接

的
な

影
響

因
子

を
以

下
の

と
お

り
選

定

す
る
。

 

(1
) 
荷
重

  

「
荷

重
」
に

つ
い

て
考

慮
す

べ
き

影
響

因
子

は
、
建

屋
又

は
屋
外

設
備
の

上
に
堆

積
し
静
的
な

負
荷
を
与
え

る
「

構
造
物
へ

の
静
的

負
荷
」
、
並
び
に
建

屋
又
は
屋
外

設
備

に
対
し

降
灰
時

に
衝
撃

を
与
え
る「

粒
子
の

衝
突
」

で
あ

る
。

 

な
お

、
評
価

に
当

た
っ

て
は

以
下

の
荷

重
の

組
合
せ

等
を

考
慮
す

る
。

  

a.
 防

護
対
象
施

設
に
常

時
作
用

す
る
荷
重
、
運
転
時
荷

重
 防
護

対
象
施

設
に
常

時
作
用

す
る

荷
重

と
し
て

、

自
重

等
の

常
時

作
用

す
る
荷

重
及

び
運

転
時

の
荷
重

 ④
 

今
回

申
請

に
よ

り
運

用
内

容
は

変
わ

ら
な
い

た
め

変

更
不
要

  

        ①
 

デ
ィ

ー
ゼ

ル
発

電
機

に
耐

食
性

の
あ

る
材
料

を
使

用

す
る

設
計
は

変
わ
ら

な
い
た

め
、
変
更
不
要

 

 ②
 

今
回

申
請

に
よ

り
運

用
内

容
は

変
わ

ら
な
い

た
め

変

更
不
要
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基
本

設
計

方
針

 
設

置
許
可

本
文

 
設

置
許
可

添
付

資
料

八
 

備
 

考
 

対
し

て
重

大
事
故

等
対
処

設
備
の

重
大

事
故
等

に
対
処

す

る
た

め
に

必
要
な

機
能
が

損
な
わ

れ
る

お
そ
れ

が
な
い

設

計
と

す
る
。

 

な
お
、
①
長
期

的
な
腐

食
の
影

響
が
生
じ

な
い
よ
う
、
降

灰
時

に
は

屋
外
の

重
大
事

故
等
対

処
設

備
に
堆

積
す
る

降

下
火

砕
物
を

除
去
す

る
こ
と

を
保
安
規
定

に
定
め
る
。

 

 

ⅱ
．

水
循
環

系
の
化

学
的
影

響
（
腐
食
）

 

防
護

対
象

施
設

及
び

防
護

対
象

施
設

に
影

響
を

及
ぼ

す

可
能

性
の
あ

る
ク
ラ

ス
３
に

属
す
る
施
設

の
う

ち
、
屋

外
に

閉
口

し
て

お
り
降

下
火
砕

物
を
含

む
海

水
の
流

路
と
な

る

施
設

に
つ
い

て
は
、
②

耐
食
性

の
あ
る
材

料
の
使
用

や
塗
装

を
実

施
す
る

こ
と
に

よ
り
、
降

下
火
砕
物

に
よ
り
短

期
的
に

腐
食

が
発
生

し
な
い

設
計
と

す
る
。

 

な
お
、
③
長
期

的
な
腐

食
の
影

響
が
生
じ

な
い
よ
う
、
降

灰
時

に
は

日
常
保

守
管
理

に
お
け

る
点

検
並
び

に
状
況

に

応
じ

た
塗
装

の
実
施

に
つ
い

て
保
安
規
定

に
定
め
る
。

 

 

ⅲ
．
換
気

系
、
電

気
系
及

び
計
装

制
御
系

に
対
す
る

化
学
的

影
響

（
腐
食
）

 

防
護

対
象

施
設

及
び

防
護

対
象

施
設

に
影

響
を

及
ぼ

す

可
能

性
の
あ

る
ク
ラ

ス
３
に

属
す
る
施
設

の
う

ち
、
屋

外
に

開
口

し
て

お
り
降

下
火
砕

物
を
含

む
空

気
の
流

路
と
な

る

施
設

に
つ
い

て
は
、
④

耐
食
性

の
あ
る
塗

装
を
実
施

す
る
こ

を
適

切
に
組

み
合
わ

せ
る
。

 

b.
 設

計
基
準
事

故
時
荷
重

  

防
護

対
象
施

設
は
、

降
下
火

砕
物

に
よ

っ
て
設

計

基
準

事
故

の
起

因
と

は
な

ら
な

い
設

計
と

す
る

た

め
、

設
計
基

準
事
故

と
は
独

立
事
象
で
あ

る
。

  

ま
た

、
降
下

火
砕
物

の
降
灰

と
設

計
基

準
事
故

が

同
時

に
発

生
す

る
頻

度
は
そ

れ
ぞ

れ
十

分
小

さ
い
こ

と
か

ら
、

設
計

基
準

事
故
時

荷
重

と
降

下
火

砕
物
に

よ
る

荷
重
と

の
組
合

せ
は
考

慮
し
な
い
。

  

仮
に

、
設
計

対
象
施

設
へ
の

影
響

が
小

さ
く
発

生

頻
度

が
高

い
少

量
の

降
下
火

砕
物

の
降

灰
と

設
計
基

準
事

故
が

同
時

に
発

生
す
る

場
合

、
防

護
対

象
施
設

の
う

ち
設

計
基

準
事

故
時
荷

重
が

生
じ

る
施

設
と
し

て
は

動
的

機
器

で
あ

る
海
水

ポ
ン

プ
が

考
え

ら
れ
る

が
、

設
計

基
準

事
故

時
に
お

い
て

も
海

水
ポ

ン
プ
の

圧
力

、
温

度
が

変
わ

ら
ず
、

機
械

的
荷

重
が

変
化
す

る
こ

と
は

な
い

た
め

、
設
計

基
準

事
故

時
に

生
じ
る

荷
重

の
組
合

せ
は
考

慮
し
な

い
。

  

c. 
そ

の
他

の
自

然
現

象
の

影
響

を
考

慮
し

た
荷

重
の

組
合
せ

  

降
下

火
砕
物

と
火
山

以
外
の

自
然

現
象

の
組
合

せ

に
つ

い
て

は
、

荷
重

の
影
響

に
お

い
て

、
降

下
火
砕

物
、

風
（

台
風

）
及

び
積
雪

に
よ

る
組

合
せ

を
考
慮

す
る
。

  

   ①
 

今
回

申
請

に
よ

り
運

用
内

容
は

変
わ

ら
な
い

た
め

変

更
不
要

 

      ②
 

今
回

申
請

に
よ

り
耐

食
性

の
あ

る
設

計
は
変

わ
ら

な

い
た

め
、
変

更
不
要

 

 ③
 

今
回

申
請

に
よ

り
運

用
内

容
は

変
わ

ら
な
い

た
め

変

更
不
要

 

      ④
 

今
回

申
請

に
よ

り
耐

食
性

の
あ

る
設

計
は
変

わ
ら

な

い
た

め
、
変

更
不
要
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基
本

設
計

方
針

 
設

置
許
可

本
文

 
設

置
許
可

添
付

資
料

八
 

備
 

考
 

と
に

よ
り
、
降

下
火
砕

物
に
よ

り
短
期
的

に
腐
食
が

発
生
し

な
い

設
計
と

す
る
。

 

な
お
、
①
長
期

的
な
腐

食
の
影

響
が
生
じ

な
い
よ
う
、
降

灰
時

に
は

日
常
保

守
管
理

に
お
け

る
点

検
並
び

に
状
況

に

応
じ

た
塗
装

の
実
施

に
つ
い

て
保
安
規
定

に
定
め
る
。

 

 

（
ホ

）
発
電

所
周
辺

の
大
気

汚
染

 

防
護

対
象
施

設
、
防
護

対
象
施

設
に
影
響

を
及
ぼ
す

可
能

性
の

あ
る

ク
ラ
ス

３
に
属

す
る
施

設
及

び
そ
の

他
の
施

設

の
う

ち
、
中
央

制
御
室

換
気
空

調
系
に
つ

い
て

は
、
フ

ィ
ル

タ
を

設
置
す

る
こ
と

に
よ
り
、
降
下
火
砕

物
が
中
央

制
御
室

に
侵

入
し
に

く
い
設

計
と
す

る
。

 

な
お
、
②
外
気

を
遮
断

し
降
下

火
砕
物
の

侵
入
に
よ

る
中

央
制

御
室
の

大
気
汚

染
を
防

止
す
る
た
め
、
降

灰
時
に

は
閉

回
路

循
環
運

転
の
実

施
に
つ

い
て
保
安
規

定
に
定
め

る
。

 

 

（
へ

）
絶
縁

低
下

 

防
護

対
象
施

設
、
防
護

対
象
施

設
に
影
響

を
及
ぼ
す

可
能

性
の

あ
る

ク
ラ
ス

３
に
属

す
る
施

設
及

び
そ
の

他
の
施

設

の
う

ち
、
空
気

を
取
り

込
む
機

構
を
有
す

る
計
装
盤

に
つ
い

て
は
、
設
置
場

所
の
換

気
空
調

系
に
フ
ィ

ル
タ
を
設

置
す
る

こ
と

に
よ

り
、
降

下
火
砕

物
が
侵

入
し

に
く
い

設
計
と

す

る
。

 

な
お
、
①
外
気

を
遮
断

し
降
下

火
砕
物
に

よ
る
計
装

盤
の

(2
) 
閉
塞

  

「
閉

塞
」
に

つ
い

て
考

慮
す

べ
き

影
響

因
子

は
、
降

下
火

砕
物
を

含
む
海

水
が
流

路
の
狭
隘
部

等
を
閉
塞
さ

せ
る
「

水
循
環

系
の
閉
塞
」
、
並
び
に
降
下

火
砕
物
を
含

む
空

気
が
機

器
の
狭

隘
部
や

換
気
系
の
流

路
を
閉
塞
さ

せ
る

「
換
気

系
、
電

気
系
及

び
計
装
制
御

系
の
機
械
的

影
響

（
閉
塞
）」

で
あ
る
。

  

(3
) 
磨
耗

  

「
磨

耗
」
に

つ
い

て
考

慮
す

べ
き

影
響

因
子

は
、
降

下
火

砕
物
を

含
む
海

水
が
流

路
に
接
触
す

る
こ
と
に
よ

り
配

管
等
を

磨
耗
さ

せ
る
「

水
循
環
系
の

内
部
に
お
け

る
磨
耗
」
、並

び
に
降

下
火
砕

物
を
含
む
空

気
が
動
的
機

器
の

摺
動
部

に
侵
入

し
磨
耗

さ
せ
る
「
換

気
系
、
電
気

系
及

び
計
装

制
御
系

の
機
械

的
影
響
（
磨

耗
）」
で
あ
る
。
  

(4
) 
腐
食

  

「
腐

食
」
に

つ
い

て
考

慮
す

べ
き

影
響

因
子

は
、
降

下
火

砕
物
に

付
着
し

た
腐
食

性
ガ
ス
に
よ

り
建
屋
及
び

屋
外

施
設
の

外
面
を

腐
食
さ

せ
る
「
構
造

物
の
化
学
的

影
響

（
腐
食
）」
、
海

水
に
溶

出
し
た
腐
食

性
成
分
に
よ

り
海

水
管
等

を
腐
食

さ
せ
る

「
水
循
環
系

の
化
学
的
影

響
（

腐
食
）」
、
並
び

に
換
気

系
、
電
気
系

及
び
計
装
制

御
系

に
お
い

て
降
下

火
砕
物

を
含
む
空
気

の
流
路
等
を

腐
食

さ
せ
る

「
換
気

系
、
電

気
系
及
び
計

装
制
御
系
に

対
す

る
化
学

的
影
響

（
腐
食
）」

で
あ
る
。

  

  ①
 

今
回

申
請

に
よ

り
運

用
内

容
は

変
わ

ら
な
い

た
め

変

更
不
要

 

         ②
 

今
回

申
請

に
よ

り
運

用
内

容
は

変
わ

ら
な
い

た
め

変

更
不
要
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基
本

設
計

方
針

 
設

置
許
可

本
文

 
設

置
許
可

添
付

資
料

八
 

備
 

考
 

絶
縁

低
下
を

防
止
す

る
た
め
、
降
灰
時
に

は
外
気
取

入
ダ
ン

パ
の

閉
止

及
び
閉

回
路
循

環
運
転

の
実

施
に
つ

い
て
保

安

規
定

に
定
め

る
。

 

 

ロ
．

間
接
的

影
響
に

対
す
る

設
計
方
針

 

降
下

火
砕

物
に

よ
る

間
接

的
影

響
で

あ
る

７
日

間
の

外

部
電

源
喪
失
、
発
電
所

外
で
の

交
通
の
途

絶
に
よ
る

ア
ク
セ

ス
制

限
事
象

に
対
し
、
原
子
炉

及
び
使
用

済
燃
料
ピ

ッ
ト
の

安
全

性
を

維
持
す

る
た
め

に
必
要

と
な

る
電
源

の
供
給

が

燃
料

油
貯
油

そ
う
か

ら
の
燃

料
供
給
に
よ

り
継
続
で

き
、
非

常
用

電
源
施

設
か
ら

受
電
で

き
る
設
計
と

す
る
。

 

(5
) 
大

気
汚
染

  

「
大

気
汚
染
」
に

つ
い
て

考
慮
す

べ
き
影

響
因
子
は
、

降
下

火
砕
物

に
よ
り

汚
染
さ

れ
た
発
電
所

周
辺
の
大
気

が
運

転
員
の

常
駐
す

る
中
央

制
御
室
内
に

侵
入
す
る
こ

と
に

よ
る
居

住
性
の

劣
化
、

並
び
に
降
下

火
砕
物
の
除

去
、

屋
外
設

備
の
点

検
等
、

屋
外
に
お
け

る
作
業
環
境

を
劣

化
さ
せ
る
「
発
電

所
周
辺

の
大
気
汚

染
」
で
あ
る
。
  

(6
) 
水

質
汚
染

  

「
水

質
汚
染

」
に

つ
い

て
は

、
給

水
等

に
使

用
す
る

発
電

所
周
辺

の
淡
水

等
に
降

下
火
砕
物
が

混
入
す
る
こ

と
に

よ
る
汚

染
が
考

え
ら
れ

る
が
、
発
電

所
で
は
純
水

装
置

に
よ
り

水
処
理

し
た
給

水
を
使
用
し

て
お
り
、
降

下
火

砕
物
の

影
響
を

受
け
た

淡
水
等
を
直

接
給
水
と
し

て
使

用
し
な

い
こ
と

、
ま
た

水
質
管
理
を

行
っ
て
い
る

こ
と

か
ら
、
安
全

施
設
の

安
全
機

能
に
は

影
響
し
な
い
。
 

(7
) 
絶

縁
低
下

  

「
絶

縁
低
下
」
に

つ
い
て

考
慮
す

べ
き
影

響
因
子
は
、

湿
っ

た
降
下

火
砕
物

が
、
電

気
系
及
び
計

装
制
御
系
に

導
電

性
を
生

じ
さ
せ

る
こ
と

に
よ
る
「
計

装
盤
の
絶
縁

低
下

」
で
あ

る
。

 

  1.
8.

1.
5.

2 
間

接
的
影
響

因
子

  

(1
) 
外

部
電

源
喪

失
及
び

ア
ク
セ

ス
制
限

  

降
下

火
砕
物

に
よ

っ
て

発
電

所
周

辺
に

も
た

ら
さ
れ

①
 

今
回

申
請

に
よ

り
運

用
内

容
は

変
わ

ら
な
い

た
め

変

更
不
要
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基
本

設
計

方
針

 
設

置
許
可

本
文

 
設

置
許
可

添
付

資
料

八
 

備
 

考
 

る
影

響
に
よ

り
、
発

電
所
に

間
接
的
な
影

響
を
及
ぼ
す

因
子

は
、
湿

っ
た
降

下
火
砕

物
が
送
電
線

の
碍
子
及
び

特
高

開
閉
所

の
充
電

露
出
部

等
に
付
着
し

絶
縁
低
下
を

生
じ

さ
せ
る

こ
と
に

よ
る
広

範
囲
に
お
け

る
「
外
部
電

源
喪
失
」
、並

び
に
降

下
火
砕

物
が
道
路
に

堆
積
し
交
通

が
途

絶
す
る

こ
と
に

よ
る
「
ア

ク
セ
ス
制

限
」
で
あ
る
。
 

1.
8.

1.
6 

設
計

対
象
施
設

の
設
計

  

降
下
火

砕
物
が

発
電
所

の
構

築
物
、

系
統

及
び

機
器

に

及
ぼ

す
影

響
は

、
前

述
し

た
と
お

り
、
「

直
接

的
影

響
因

子
」
と
「
間
接

的
影
響

因
子
」
が
あ
り
、
各
々
に

応
じ
て
、

各
構

築
物
、
系
統
及

び
機
器

に
つ
い
て
こ

れ
ら
を
適

切
に

考
慮

し
た
設

計
と
す

る
。

  

  1.
8.

1.
6.

1 
直

接
的
影
響

に
対
す

る
設
計

方
針

  

直
接
的

影
響
に

つ
い
て

は
、

設
計
対

象
施

設
の

構
造

や

設
置

状
況
等
（

形
状
、
機

能
、
外
気
吸
入

や
海
水
通

水
の

有
無

等
）
を

考
慮
し
、
想
定

さ
れ
る
各
影

響
因
子
に

対
し

て
、
影
響
を

受
け
る

各
設
計

対
象
施
設
が

安
全
機
能

を
損

な
う

こ
と
の

な
い
設

計
と
す

る
。

  

(1
) 
荷
重

  

a.
 構

造
物
へ
の

静
的
負
荷

  

設
計

対
象
施

設
の
う

ち
、
構

造
物

へ
の

静
的
負

荷

を
考

慮
す

べ
き

施
設

は
、
以

下
に

示
す

と
お

り
、
降

下
火

砕
物

が
堆

積
し

や
す
い

屋
根

構
造

を
有

す
る
建
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基
本

設
計

方
針

 
設

置
許
可

本
文

 
設

置
許
可

添
付

資
料

八
 

備
 

考
 

屋
及

び
屋
外

施
設
で

あ
る
。

  

・
外
部
し

ゃ
へ
い

建
屋
、
補
助

建
屋
、
燃
料

取
扱
建

屋
、
中
間
建

屋
、
デ

ィ
ー
ゼ

ル
建
屋
、
制

御
建
屋

 

・
復
水
タ

ン
ク
、
燃
料

取
替
用

水
タ
ン
ク
、
海

水
ポ

ン
プ

  

当
該

施
設
の

許
容
荷

重
が
、

降
下

火
砕

物
に
よ

る

荷
重

に
対

し
て

安
全

裕
度
を

有
す

る
こ

と
に

よ
り
、

構
造

健
全

性
を

失
わ

ず
安
全

機
能

を
損

な
う

こ
と
の

な
い

設
計
と

す
る
。

  

b.
 粒

子
の
衝
突

  

設
計

対
象
施

設
の
う

ち
屋
外

施
設

は
、

降
下
火

砕

物
の

衝
突

に
よ

っ
て

構
造
健

全
性

が
失

わ
れ

な
い
こ

と
に

よ
り
、
安
全

機
能
を

損
な
わ

な
い
設

計
と
す
る
。
  

な
お

、
粒
子

の
衝
突

に
よ
る

影
響

に
つ

い
て
は

、

「
1.

7 
竜

巻
防

護
に

関
す

る
基

本
方

針
」

に
包
絡

さ

れ
る
。

  

(2
) 
閉
塞

  

a.
 水

循
環
系
の

閉
塞

  

設
計

対
象
施

設
の
う

ち
、
水

循
環

系
の

閉
塞
を

考

慮
す

べ
き

施
設

は
、

降
下
火

砕
物

を
含

む
海

水
の
流

路
と

な
る

海
水

ポ
ン

プ
、
海

水
ス

ト
レ

ー
ナ

及
び
取

水
設
備
（
こ
れ

ら
の
下

流
の
設

備
を
含
む
。
）
で
あ
る
。
 

前
述

の
と
お

り
降
下

火
砕
物

は
粘

土
質

で
は
な

い

こ
と

か
ら

水
中

で
固

ま
り

閉
塞

す
る

こ
と

は
な

い
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基
本

設
計

方
針

 
設

置
許
可

本
文

 
設

置
許
可

添
付

資
料

八
 

備
 

考
 

が
、

当
該

施
設

は
、

降
下

火
砕

物
の

粒
径

（
最

大

1m
m
）
に
対

し
十
分

大
き
な

流
水
部
を
設

け
る
こ
と

に
よ

り
、

流
路

及
び

ポ
ン
プ

軸
受

部
の

狭
隘

部
等
が

閉
塞

し
な
い

設
計
と

す
る
。

  

b.
 換

気
系
、
電

気
系
及

び
計
装

制
御
系
に

対
す
る
機
械

的
影

響
（
閉

塞
）

  

防
護

対
象
施

設
の
う

ち
、
降

下
火

砕
物

に
よ
る

機

械
的

影
響

（
閉

塞
）

を
考
慮

す
べ

き
施

設
は

、
以
下

に
示

す
と

お
り

、
降

下
火
砕

物
を

含
む

空
気

を
取
り

入
れ

る
可
能

性
が
あ

る
施
設

で
あ
る
。

 

・
海

水
ポ
ン
プ
（
海
水

ポ
ン
プ

モ
ー
タ
）、

主
蒸
気

大
気

放
出
弁

消
音
器

、
主
蒸

気
安
全
弁
排

気
管
、

タ
ー

ビ
ン

動
補

助
給

水
ポ

ン
プ

蒸
気

大
気

放
出

管
、
デ
ィ
ー

ゼ
ル
発

電
機
機

関
、
デ
ィ
ー

ゼ
ル
発

電
機

消
音
器
、
換
気

空
調
設

備
、
格
納
容

器
排
気

筒
及

び
補
助

建
屋
排

気
筒

  

な
お
、
海
水
ポ

ン
プ
モ

ー
タ
は
「

電
気
系

及
び
計
装

制
御

系
」

に
該

当
し

、
そ
れ

以
外

は
「

換
気

系
」
に

該
当

す
る
。

  

各
施

設
の
構

造
上
の

対
応
と

し
て

、
海

水
ポ
ン

プ

（
海

水
ポ

ン
プ
モ

ー
タ

）
、

デ
ィ

ー
ゼ

ル
発

電
機
機

関
、

デ
ィ

ー
ゼ

ル
発

電
機
消

音
器

は
開

口
部

を
下
向

き
の

構
造

と
す

る
こ

と
、
ま

た
主

蒸
気

大
気

放
出
弁

消
音

器
、

主
蒸

気
安

全
弁
排

気
管

等
の

そ
の

他
の
施
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基
本

設
計

方
針

 
設

置
許
可

本
文

 
設

置
許
可

添
付

資
料

八
 

備
 

考
 

設
に

つ
い

て
は

開
口

部
や
配

管
の

形
状

等
に

よ
り
、

降
下

火
砕

物
が

流
路

に
侵
入

し
た

場
合

で
も

閉
塞
し

な
い

設
計
と

す
る
。

  

ま
た
、
設
備
対

応
と
し

て
、
外
気

を
取
り

入
れ
る
海

水
ポ

ン
プ
（

海
水
ポ

ン
プ
モ

ー
タ
）、

換
気

空
調
設
備

及
び

デ
ィ

ー
ゼ

ル
発

電
機
消

音
器

に
そ

れ
ぞ

れ
フ
ィ

ル
タ

を
設

置
す

る
こ

と
に
よ

り
、

フ
ィ

ル
タ

よ
り
大

き
な

降
下

火
砕

物
が

内
部
に

侵
入

し
に

く
い

設
計
と

し
、

さ
ら

に
降

下
火

砕
物
が

フ
ィ

ル
タ

に
付

着
し
た

場
合

で
も

取
替

え
が

可
能
な

構
造

と
す

る
こ

と
で
、

降
下

火
砕
物

に
よ
り

閉
塞
し

な
い
設
計
と

す
る
。

  

主
蒸

気
大
気

放
出
弁

又
は
主

蒸
気

安
全

弁
は
、

開

口
部

に
降

下
火

砕
物

が
侵
入

し
た

場
合

で
も

消
音
器

や
配

管
の

形
状

に
よ

り
閉
塞

し
に

く
い

設
計

と
し
、

ま
た

仮
に

弁
出

口
配

管
内
に

降
下

火
砕

物
が

侵
入
し

堆
積

し
た

場
合

で
も

、
弁
の

吹
き

出
し

に
よ

り
流
路

を
確

保
し
閉

塞
し
な

い
設
計

と
す
る
。

  

デ
ィ

ー
ゼ
ル

発
電
機

機
関
は

、
フ

ィ
ル

タ
を
通

過

し
た

小
さ

な
粒

径
の

降
下
火

砕
物

が
侵

入
し

た
場
合

で
も

、
降

下
火

砕
物

に
よ
り

閉
塞

し
な

い
設

計
と
す

る
。

  

格
納

容
器
排

気
筒
及

び
補
助

建
屋

排
気

筒
は
、

降

下
火

砕
物

が
侵

入
し

た
場
合

で
も

、
排

気
筒

の
構
造

か
ら

排
気
流

路
が
閉

塞
し
な

い
設
計
と
す

る
。
ま
た
、
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基
本

設
計

方
針

 
設

置
許
可

本
文

 
設

置
許
可

添
付

資
料

八
 

備
 

考
 

ま
た

、
降

下
火

砕
物

が
侵
入

し
た

場
合

で
も

、
排
気

筒
内

部
の

点
検

、
並

び
に
状

況
に

応
じ

て
除

去
等
の

対
応

が
可
能

な
設
計

と
す
る
。

  

(3
) 
磨
耗

  

a.
 水

循
環
系
の

内
部
に

お
け
る

磨
耗

  

設
計

対
象
施

設
の
う

ち
、
降

下
火

砕
物

に
よ
る

水

循
環

系
の

内
部

に
お

け
る
磨

耗
を

考
慮

す
べ

き
施
設

は
、

降
下

火
砕

物
を

含
む
海

水
を

取
り

込
む

施
設
で

あ
る

海
水

ポ
ン

プ
、

海
水
ス

ト
レ

ー
ナ

及
び

取
水
設

備
（

こ
れ
ら
の

下
流
の

設
備
を

含
む
。
）
で

あ
る
。
降

下
火

砕
物

は
砂

よ
り

も
硬
度

が
低

く
も

ろ
い

こ
と
か

ら
磨

耗
に

よ
る

影
響

は
小
さ

い
。

ま
た

当
該

施
設
に

つ
い

て
は

、
降

灰
時

の
特
別

点
検

、
そ

の
後

の
日
常

保
守

管
理

に
よ

り
、

状
況
に

応
じ

て
補

修
が

可
能
で

あ
り

、
磨

耗
に

よ
り

安
全
機

能
を

損
な

う
こ

と
の
な

い
設

計
と
す

る
。

  

b.
 換

気
系

、
電

気
系

及
び

計
装

制
御

系
に

対
す
る

機
械

的
影
響

（
磨
耗
）

  

防
護

対
象
施

設
の
う

ち
、
降

下
火

砕
物

に
よ
る

機

械
的

影
響

（
磨

耗
）

を
考
慮

す
べ

き
施

設
は

、
降
下

火
砕

物
を

含
む

空
気

を
取
り

込
む

施
設

で
摺

動
部
を

有
す

る
デ

ィ
ー

ゼ
ル

発
電
機

機
関

、
並

び
に

屋
内
の

空
気

を
取

り
込

む
機

構
を
有

す
る

制
御

用
空

気
圧
縮

機
で

あ
る

。
な

お
、

い
ず
れ

も
「

換
気

系
」

に
該
当
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基
本

設
計

方
針

 
設

置
許
可

本
文

 
設

置
許
可

添
付

資
料

八
 

備
 

考
 

す
る
。

  

降
下

火
砕
物

は
砂
よ

り
も
硬

度
が

低
く

も
ろ
い

こ

と
か

ら
、
磨

耗
の
影

響
は
小

さ
い
。

  

構
造

上
の
対

応
と
し

て
、
開

口
部

を
下

向
き
と

す

る
こ

と
に

よ
り

侵
入

し
に
く

い
構

造
と

し
、

仮
に
当

該
施

設
の

内
部

に
降

下
火
砕

物
が

侵
入

し
た

場
合
で

も
耐

磨
耗

性
の

あ
る

材
料

を
使

用
す

る
こ

と
に

よ

り
、

磨
耗

に
よ

り
安

全
機
能

を
損

な
う

こ
と

の
な
い

設
計

と
す
る
。

  

設
備

対
応
と

し
て
、

外
気
を

取
り

入
れ

る
換
気

空

調
設

備
及

び
デ

ィ
ー

ゼ
ル
発

電
機

消
音

器
に

そ
れ
ぞ

れ
フ

ィ
ル

タ
を

設
置

す
る
こ

と
に

よ
り

、
フ

ィ
ル
タ

よ
り

大
き

な
降

下
火

砕
物
が

内
部

に
侵

入
し

に
く
い

設
計

と
し

、
ま

た
換

気
空
調

設
備

に
お

い
て

は
、
前

述
の

フ
ィ

ル
タ

の
設

置
、
さ

ら
に

外
気

取
入

ダ
ン
パ

の
閉

止
、

換
気

空
調

設
備
の

停
止

又
は

閉
回

路
循
環

運
転

に
よ

り
、

建
屋

内
へ
の

降
下

火
砕

物
の

侵
入
を

防
止

す
る
こ

と
が
可

能
な
設

計
と
す
る
。

  

(4
) 
腐
食

  

a.
 構

造
物
の
化

学
的
影

響
（
腐

食
）

  

設
計

対
象
施

設
の
う

ち
、
降

下
火

砕
物

に
よ
る

構

造
物

の
化

学
的

影
響

（
腐
食

）
を

考
慮

す
べ

き
施
設

は
、

以
下

に
示

す
と

お
り
、

直
接

的
な

付
着

に
よ
る

影
響

が
考
え

ら
れ
る

施
設
で

あ
る
。
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基
本

設
計

方
針

 
設

置
許
可

本
文

 
設

置
許
可

添
付

資
料

八
 

備
 

考
 

・
外
部
し

ゃ
へ
い

建
屋
、
補
助

建
屋
、
燃
料

取
扱
建

屋
、
中
間
建

屋
、
デ

ィ
ー
ゼ

ル
建
屋
、
制

御
建
屋

 

・
復
水
タ

ン
ク
、
燃
料

取
替
用

水
タ
ン
ク
、
海

水
ポ

ン
プ

 

金
属

腐
食
研

究
の
結

果
よ
り

、
降

下
火

砕
物
に

よ

っ
て

直
ち

に
金

属
腐

食
を
生

じ
な

い
が

、
外

装
の
塗

装
等

に
よ

っ
て

短
期

で
の
腐

食
に

よ
り

安
全

機
能
を

損
な

う
こ

と
の

な
い

設
計
と

す
る

。
な

お
、

降
灰
後

の
長

期
的

な
腐

食
の

影
響
に

つ
い

て
は

、
日

常
保
守

管
理

等
に

よ
り

、
状

況
に
応

じ
て

補
修

が
可

能
な
設

計
と

す
る
。

  

b.
 水

循
環
系
の

化
学
的

影
響
（

腐
食
）

  

設
計

対
象
施

設
の
う

ち
、
水

循
環

系
の

化
学
的

影

響
（

腐
食

）
を

考
慮

す
べ
き

施
設

は
、

降
下

火
砕
物

を
含

む
海

水
を

取
り

込
む

施
設

で
あ

る
海

水
ポ

ン

プ
、

海
水

ス
ト

レ
ー

ナ
及
び

取
水

設
備

（
こ

れ
ら
の

下
流

の
設
備

を
含
む
。）

で
あ
る
。

  

金
属

腐
食
研

究
の
結

果
よ
り

、
降

下
火

砕
物
に

よ

っ
て

直
ち

に
金

属
腐

食
を
生

じ
な

い
が

、
耐

食
性
の

あ
る

材
料

の
使

用
や

塗
装
の

実
施

等
に

よ
っ

て
、
腐

食
に

よ
り

安
全

機
能

を
損
な

う
こ

と
の

な
い

設
計
と

す
る

。
な

お
、

降
灰

後
の
長

期
的

な
腐

食
の

影
響
に

つ
い

て
は

、
日

常
保

守
管
理

等
に

よ
り

、
状

況
に
応

じ
て

補
修
が

可
能
な

設
計
と

す
る
。
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基
本

設
計

方
針

 
設

置
許
可

本
文

 
設

置
許
可

添
付

資
料

八
 

備
 

考
 

c. 
換

気
系
、
電

気
系

及
び

計
装

制
御
系

に
対
す

る

化
学

的
影
響

（
腐
食
）

  

防
護

対
象
施

設
の
う

ち
、
降

下
火

砕
物

に
よ
る

化

学
的

影
響

（
腐

食
）

を
考
慮

す
べ

き
施

設
は

、
降
下

火
砕

物
を

含
む

空
気

を
取
り

入
れ

、
か

つ
腐

食
に
よ

り
安

全
機

能
に

影
響

を
及
ぼ

す
可

能
性

が
考

え
ら
れ

る
海

水
ポ

ン
プ

（
海

水
ポ
ン

プ
モ

ー
タ

（
電

気
系
及

び
計

装
制

御
系
）
）
、

格
納

容
器

排
気

筒
（

換
気

系
）

及
び

補
助
建

屋
排
気

筒
（
換

気
系
）
で
あ

る
。

  

金
属

腐
食
研

究
の
結

果
よ
り

、
降

下
火

砕
物
に

よ

っ
て

直
ち

に
金

属
腐

食
を
生

じ
な

い
が

、
塗

装
の
実

施
等

に
よ

っ
て

、
腐

食
に
よ

り
安

全
機

能
を

損
な
う

こ
と

の
な

い
設

計
と

す
る
。

な
お

、
降

灰
後

の
長
期

的
な

腐
食

の
影

響
に

つ
い
て

は
、

日
常

保
守

管
理
等

に
よ

り
、

状
況

に
応

じ
て
補

修
が

可
能

な
設

計
と
す

る
。

  

(5
) 
大

気
汚
染

  

a.
 発

電
所
周
辺

の
大
気

汚
染

  

降
下

火
砕
物

に
よ
り

汚
染
さ

れ
た

発
電

所
周
辺

の

大
気

が
、

中
央

制
御

室
空
調

装
置

の
外

気
取

入
口
に

平
型

フ
ィ

ル
タ

を
設

置
す
る

こ
と

に
よ

り
、

降
下
火

砕
物

が
外

気
取

入
口

に
到
達

し
た

場
合

で
あ

っ
て
も

フ
ィ

ル
タ

よ
り

大
き

な
降
下

火
砕

物
が

内
部

に
侵
入

し
に

く
い
設

計
と
す

る
。
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基
本

設
計

方
針

 
設

置
許
可

本
文

 
設

置
許
可

添
付

資
料

八
 

備
 

考
 

こ
れ

に
加
え

て
下
流

側
に
さ

ら
に

細
か

な
粒
子

を

捕
集

可
能

な
粗

フ
ィ

ル
タ
を

設
置

し
て

い
る

こ
と
か

ら
、

降
下

火
砕

物
の

侵
入
に

対
し

て
他

の
換

気
空
調

設
備

に
比

べ
て

高
い

防
護
性

能
を

有
し

て
い

る
が
、

仮
に

室
内

に
侵

入
し

た
場
合

で
も

降
下

火
砕

物
は
微

量
で

あ
り
、

粒
径
は

極
め
て

細
か
な
粒
子

で
あ
る
。

 

ま
た
、
中
央
制

御
室
空

調
装
置

に
つ
い
て

は
、
外
気

取
入

ダ
ン

パ
の

閉
止

及
び
閉

回
路

循
環

運
転

を
可
能

と
す

る
こ

と
に

よ
り

、
中
央

制
御

室
内

へ
の

降
下
火

砕
物

の
侵

入
を

防
止

す
る
こ

と
、

さ
ら

に
外

気
取
入

遮
断

時
に

お
い

て
室

内
の

居
住

性
を

確
保

す
る

た

め
、

酸
素

濃
度

及
び

二
酸
化

炭
素

濃
度

の
影

響
評
価

を
実

施
す

る
こ

と
に

よ
り
、

安
全

機
能

を
損

な
う
こ

と
の

な
い
設

計
と
す

る
。

  

(6
) 
絶

縁
低
下

  

a.
 計

装
盤
の
絶

縁
低
下

  

計
装

盤
の
う

ち
、
空

気
を
取

り
込

む
機

構
を
有

す

る
安

全
保

護
系

計
装

盤
に
つ

い
て

は
、

屋
内

に
侵
入

し
た

降
下

火
砕

物
を

取
り
込

む
こ

と
に

よ
る

影
響
を

考
慮

す
る
。

  

当
該

機
器
の

設
置
場

所
は
安

全
補

機
開

閉
器
室

空

調
装

置
に

て
空

調
管

理
さ
れ

て
お

り
、

本
換

気
空
調

設
備

の
外

気
取

入
口

に
は

平
型

フ
ィ

ル
タ

を
設

置

し
、

こ
れ

に
加

え
て

下
流
側

に
さ

ら
に

細
か

な
粒
子
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基
本

設
計

方
針

 
設

置
許
可

本
文

 
設

置
許
可

添
付

資
料

八
 

備
 

考
 

を
捕

集
可

能
な

粗
フ

ィ
ル
タ

を
設

置
し

て
い

る
こ
と

か
ら

、
降

下
火

砕
物

の
侵
入

に
対

し
て

他
の

換
気
空

調
設

備
に

比
べ

て
高

い
防

護
性

能
を

有
し

て
い

る

が
、

仮
に

室
内

に
侵

入
し
た

場
合

で
も

降
下

火
砕
物

は
微

量
で

あ
り

、
粒

径
は
極

め
て

細
か

な
粒

子
で
あ

る
。

  

ま
た
、
本
換
気

空
調
設

備
に
つ

い
て
は
、
外

気
取
入

ダ
ン

パ
の

閉
止

及
び

閉
回
路

循
環

運
転

を
可

能
と
す

る
こ

と
に

よ
り

、
リ

レ
ー
室

内
へ

の
降

下
火

砕
物
の

侵
入

を
防
止

す
る
こ

と
が
可

能
で
あ
る
。

  

こ
れ

ら
フ
ィ

ル
タ
の

設
置
に

よ
り

侵
入

に
対
す

る

高
い

防
護

性
能

を
有

す
る
こ

と
、

ま
た

外
気

取
入
ダ

ン
パ

の
閉

止
及

び
閉

回
路
循

環
運

転
に

よ
る

侵
入
防

止
が

可
能

な
設

計
と

す
る
こ

と
に

よ
り

、
降

下
火
砕

物
の

付
着

に
よ

る
絶

縁
低

下
に

よ
る

影
響

を
防

止

し
、

安
全

保
護

系
計

装
盤
の

安
全

機
能

を
損

な
う
こ

と
の

な
い
設

計
と
す

る
。

  

  1.
8.

1.
6.

2 
間

接
的
影
響

に
対
す

る
設
計

方
針

  

降
下
火

砕
物
に

よ
る
間

接
的

影
響
に

は
、

広
範

囲
に

わ

た
る

送
電
網

の
損
傷

に
よ
る

７
日
間
の
外

部
電
源
喪

失
、

発
電

所
外

で
の

交
通

の
途

絶
に

よ
る

ア
ク

セ
ス

制
限

事

象
に

対
し
、
原
子
炉

の
停
止
、
並
び
に
停

止
後
の
原

子
炉

及
び

使
用

済
燃

料
ピ

ッ
ト

の
冷

却
に

係
る

機
能

を
担

う
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基
本

設
計

方
針

 
設

置
許
可

本
文

 
設

置
許
可

添
付

資
料

八
 

備
 

考
 

た
め

に
必

要
と

な
る

電
源

の
供

給
が

燃
料

油
貯

油
そ

う

及
び

デ
ィ
ー

ゼ
ル
発

電
機
に

よ
り
継
続
で

き
、
安
全

機
能

を
損

な
う
こ

と
の
な

い
設
計

と
す
る
。

  

  1.
8.

2 
手

順
等

  

降
下
火

砕
物
の

降
灰
時

に
お

け
る
手

順
に

つ
い

て
は

、

降
灰

時
の
特

別
点
検
、
除
灰
（
資

機
材
を

含
む
。
）
等
の
対

応
を

適
切
に

実
施
す

る
た
め

、
以
下
に
つ

い
て
定
め

る
。

  

(1
) 
降

灰
が

確
認

さ
れ

た
場

合
に

は
、

建
屋

や
屋

外
の

構

築
物

等
に

長
期
間

降
下
火

砕
物
の

荷
重
を

掛
け
続

け
な

い
こ

と
、

ま
た
降

下
火
砕

物
の
付

着
に
よ

る
腐
食

等
が

生
じ

る
状

況
を
緩

和
す
る

た
め
に

、
設
計

対
象
施

設
等

に
堆

積
し
た

降
下
火

砕
物
の

除
灰
を
実
施

す
る
。

  

(2
) 
降

灰
が

確
認

さ
れ

た
場

合
に

は
、

設
計

対
象

施
設

に

対
す

る
特

別
点
検

を
行
い

、
降
下

火
砕
物

の
降
灰

に
よ

る
影

響
が

考
え
ら

れ
る
設

備
等
が

あ
れ
ば

、
状
況

に
応

じ
て

補
修
等

を
行
う
。

  

(3
) 
降

灰
が

確
認

さ
れ

た
場

合
に

は
、

外
気

取
入

口
に

設

置
し

て
い

る
平
型

フ
ィ
ル

タ
、
外

気
取
入

ダ
ン
パ

の
閉

止
、

換
気

空
調
設

備
の
停

止
又
は

閉
回
路

循
環
運

転
に

よ
り
、
建
屋

内
へ
の

降
下
火

砕
物
の
侵
入

を
防
止
す
る
。
  

(4
) 
降

灰
が

確
認

さ
れ

た
場

合
に

は
、

換
気

空
調

設
備

の

外
気

取
入

口
の
平

型
フ
ィ

ル
タ
に

つ
い
て

、
点
検

に
よ

り
フ

ィ
ル

タ
差
圧

を
確
認

す
る
と

と
も
に

、
状
況

に
応
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基
本

設
計

方
針

 
設

置
許
可

本
文

 
設

置
許
可

添
付

資
料

八
 

備
 

考
 

じ
て

清
掃
や

取
替
え

を
実
施

す
る
。

  

(5
) 
降

灰
が

確
認

さ
れ

た
場

合
に

は
、

水
循

環
系

の
ス

ト

レ
ー

ナ
に

つ
い
て

、
差
圧

を
確
認

す
る
と

と
も
に

、
状

況
に

応
じ
て

洗
浄
を

行
う
。

  

(6
) 
降

灰
が

確
認

さ
れ

た
場

合
に

は
、

開
閉

所
設

備
の

碍

子
洗

浄
を
行

う
。

  

(7
) 
降

灰
後

の
腐
食

等
の

中
長

期
的

な
影

響
に

つ
い

て

は
、

日
常

巡
視
点

検
や
定

期
点
検

等
に
よ

り
腐
食

等
に

よ
る

異
常

が
な
い

か
確
認

を
行
い

、
異
常

が
確
認

さ
れ

た
場

合
に

は
、
状

況
に
応

じ
て
塗

替
塗
装

等
の
対

応
を

行
う
。

  

(8
) 
火

山
事

象
に
対

す
る

運
用

管
理

に
万

全
を

期
す

た

め
、

必
要

な
技
術

的
能
力

を
維
持

・
向
上

さ
せ
る

こ
と

を
目

的
と

し
、
降

下
火
砕

物
に
よ

る
施
設

へ
の
影

響
を

生
じ

さ
せ

な
い
た

め
の
運

用
管
理

に
関
す

る
教
育

を
実

施
す

る
。
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許容される降下火砕物の層厚について 

 

１．概 要 

影響因子に荷重が含まれている施設に対しては、許容される降下火砕物の層厚

について確認を行う。 

 

２．確認方法 

発電所に設置される各施設の許容応力と同等の応力が発生する場合の降下火砕

物の層厚を算出する。なお、重畳させる荷重として、積雪 100cm を含めることと

する。 

 

３．確認結果 

各施設の許容層厚の確認結果を表１に示す。 

 

表１ 各施設の許容層厚 

機器名 許容層厚（ｃｍ） 

外部しゃへい建屋 100 以上 

補助建屋 39 

燃料取扱建屋 42 

中間建屋 100 以上 

ディーゼル建屋 48 

制御建屋 39 

緊急時対策所建屋 100 以上 

燃料取替用水タンク  28 

復水タンク 67 

海水ポンプ 100 以上 

消火水バックアップタンク 100 以上 

 

 

参考 
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補足説明資料－３４ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高浜発電所における地滑り対策について 
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〔高浜発電所における地滑り対策について〕 
 高浜発電所において、国土交通省が示す土石流危険区域内に重要安全施設である２号海

水ポンプがあり、土石流影響を受ける可能性があるため、地滑り防護対策として土石流危険

渓流ごとに堰堤を３か所設置する。また、その他の施設として、Ｃ固体廃棄物貯蔵庫や１，

２号淡水タンクがあるが、この堰堤の設置により、土石流は到達しない。（堰堤高さごとの

捕捉可能容量については、別紙１参照） 
しかしながら、万が一、降雨起因により土石流が発生し、土砂が堰堤に堆積した状態で

基準地震動 Ss が発生した場合、施設に与える影響は甚大と想定される。 
このため、堰堤に土砂が堆積することを想定し、基準地震動 Ss に対して、堰堤の健全性

が確保できる堆積制限位を設けるとともに、堰堤に土砂が堆積した際には、この堆積制限位

を下回るように、速やかに土砂の撤去を行うこととしている。 
なお、土砂撤去時の土砂置き場については、以下の観点により選定することとしている。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     図 土石流危険区域の分布 

 
ここで、土砂の撤去にかかる猶予期間としては添付１のとおり７日間としており、堰堤に

堆積した土砂を７日以内に堆積制限位以下に撤去できないと判断した場合は、基準地震動

Ss 発生時には堰堤を損傷させるおそれがあるとして、速やかにプラントを停止する措置を

行うこととしている。 
具体的には保安規定への規定内容については次頁のとおりであるが、プラントの安全確

保に際して防護すべき機器は添付２のとおり高浜２号炉の海水ポンプであることから、こ

土石流危険渓流に、堰堤を３か所設置することで、 
２号海水ポンプ、Ｃ固体廃棄物貯蔵庫、１，２号 
淡水タンクに土砂は到達しない。 

【土砂置き場の選定】 
土砂置き場の選定にあたっては、以下の観点を考慮

し選定する。 
・撤去土砂が流水により再び流下することがないよ 

う、土石流危険渓流における渓床から外れた場所

を選定する。 
・速やかに堆積制限以下となるよう運搬作業等が容 

易な箇所を選定する。 
・撤去土砂量を考慮したスペースが確保できる箇所 

を選定する。 

枠囲みの範囲は機密にかかる事項ですので、公開することはできません。 
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の規定内容については高浜２号炉にのみ適用する。また、海水ポンプがプラント停止後も要

求される設備であり、プラント停止判断後においても土砂除去作業を継続することを明確

にするため、保安規定においてその旨を明記する。 
なお、高浜発電所において土石流危険区域にある設備には、高浜１，２号炉の淡水タンク、

C・D－固体廃棄物貯蔵庫および２号炉海水ポンプあるが、重要安全施設としては２号海水

ポンプのみが該当する。（添付３参照） 
プラント停止後の運転管理上の措置について、万が一、高浜２号炉の海水ポンプが影響を

受けた場合の措置として、既申請中の保安規定添付１（異常時の運転操作基準）表－９（原

子炉補機冷却機能喪失）および添付３（重大事故等および大規模損壊対応に係る実施基準）

表－５（最終ヒートシンクへ熱を輸送するための手順等）に基づき、蒸気発生器２次側によ

る１次冷却系の強制冷却または加圧器逃がし弁による１次冷却系の減圧および代替炉心注

水を行うともに、海水冷却機能が回復していなければ、大容量ポンプを用いてモード５（低

温停止）に移行する。（添付４参照） 
 
上記に記載する堰堤設置の前提条件、土砂撤去の目的および土砂置き場の選定の考え方に

ついては、以下のとおり社内標準に定め地滑り対策の設計の前提条件が変更されないよう管

理する。 
 
（社内標準案） 
 高浜発電所は、国土交通省が示す土石流危険区域内に重要安全施設である２号海水ポン

プがあり、土石流影響を受ける可能性があるため、地滑り防護対策として土石流危険渓流ご

とに堰堤を設置している。 
土木建築課長は、当該堰堤について、土石流発生後の基準地震動による地震力に対して堰

堤の健全性が確保できるよう、No.1 および No.3 堰堤において、堆積制限位（No.1 堰堤：

EL.52.0m、No.3 堰堤：EL.42.5m）以下となるよう土砂撤去作業を実施する。 
土砂撤去を行う手順として、現地の状況を把握し、撤去に必要な資機材を調達する。調達

した資機材を現地搬入後、土砂撤去作業を実施する。土砂置き場については、土石流危険渓

流における渓床から外れた箇所、土砂運搬作業等が容易な箇所、および撤去土砂量を考慮し

たスペースを確保できる箇所を選定する。 
なお、7 日以内に上記堆積制限位以下に出来ないと判断した場合は、原子炉の停止期間を

考慮し当直課長に連絡するとともに、土砂撤去作業を継続する。 
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添付２ 火災、内部溢水、火山影響等、自然災害および有毒ガス発生時の 
対応に係る実施基準 

（第１８条、第１８条の２、第１８条の２の２、第１８条の３ 
および第１８条の３の２関連、抜粋） 

（赤下線部が地滑りに関連する今回の変更申請範囲） 
 

３ 火山影響等、降雪および地滑り※１発生時 

安全・防災室長は、火山影響等、降雪および地滑り発生時における原子炉施設の保全の

ための活動を行う体制の整備として、次の３．１項から３．４項を含む計画を策定し、所

長の承認を得る。また、各課（室）長は、計画に基づき、火山影響等、降雪および地滑り

発生時における原子炉施設の保全のための活動を行うために必要な体制および手順の整

備を実施する。 

※１：地滑りは２号炉のみに適用する。以下、同様とする。 

 

３．４ 手順書の整備 

(1) 各課（室）長（当直課長を除く。）は、火山影響等、降雪および地滑り発生時にお

ける原子炉施設の保全のための活動を行うために必要な体制の整備として、以下の

活動を実施することを社内標準に定める。 

 

ｃ．地滑り防護対策の堰堤の健全性確保 

土木建築課長は、地滑りが確認された場合は、施設の機能に影響が及ばないよう、

堰堤の堆積制限位以下になるよう土砂撤去作業を実施する。 

ｄ．地滑り発生後の撤去作業が困難と判断された場合の対応 

土木建築課長は、地滑り発生後の土砂撤去作業において、７日以内に堆積制限位

以下にできないと判断した場合は当直課長に連絡するとともに、土砂撤去作業を

継続する。連絡を受けた当直課長は、地滑りが確認された後、７日以内に原子炉を

停止（モード５まで）する。 

以 上 
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資料１－２ 

 

 

 

 

 

 

 

高浜発電所１，２（３，４）号炉 

設計基準対象施設等について 

（コメント回答） 

補足説明資料 

 

枠囲みの範囲は機密にかかる事項のため、公開できません。 
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補足-2 

 

 

これらの内、土石流危険区域については、現地踏査を実施し渓床付近に土石流の発

生源となる堆積土砂が確認されたため、図１に示された土石流危険区域にある構造物

に影響を与える可能性があることを前提に、評価を実施する。また、地すべり地形に

ついても、地すべりが発生した場合を想定し、図１に示された地すべり地形のすべり

範囲にある構造物に影響を与える可能性があることを前提に、評価を実施する。 

 

１．地滑り箇所①及び②について 

本箇所において、重要安全施設である２号海水ポンプがあり、土石流影響を受ける

可能性があるため、地滑り防護対策として、土石流危険渓流ごとに堰堤を設置する。

また、その他の施設として、Ｃ固体廃棄物貯蔵庫や１，２号淡水タンクがあるが、こ

の堰堤の設置により、土石流が到達しないことから、影響を及ぼすおそれはない。 

なお、対策工事については、「砂防基本計画策定指針（土石流・流木対策編）解説」

及び「土石流・流木対策技術指針解説」（国土交通省国土技術政策総合研究所）に基

づき設計する。その際、計画流出土砂量は、流域内の移動可能土砂量と、計画規模の

土石流によって運搬できる土砂量（運搬可能土砂量）を比較し小さい方の値とする。

堰堤の設計においては、計画流出土砂量と計画流出流木量を合わせた計画流出量を捕

捉できる容量を確保する。 

 

 

２．地滑り箇所③について 

本箇所において、地滑りの影響を受ける設備はＤ固体廃棄物貯蔵庫である。 

 

Ｄ固体廃棄物貯蔵庫は、以下の観点から安全施設の安全機能に影響を及ぼすおそれ

はない。 

・ 地すべり地形に対して、斜面の滑りに対する評価をすべり面法により実施した

結果、Ｄ固体廃棄物貯蔵庫を含む地すべり地形範囲における最小すべり安全率

は背後斜面の 6.9 であり、Ｄ固体廃棄物貯蔵庫の下をとおるすべり安全率は

15.9 であることから、十分な安定性を有していることを確認している。（図 2） 

 

なお、仮に最も地すべりが発生しやすい背後斜面の地すべりによる土砂の衝突が発

生したとしても、Ｄ固体廃棄物貯蔵庫は建屋が約 40m×約 50m、高さ約 12m の安定し

た形状、杭基礎により岩盤に支持された壁厚さ 60cm 以上の鉄筋コンクリート構造で

あり、建屋の外壁に発生する応力を評価した結果、許容応力以下であり、地滑りによ

る土砂の衝突により倒壊するおそれはないがないことを確認している。（図 3）また、

固体廃棄物貯蔵庫の周りに土砂が堆積したとしても固体廃棄物貯蔵庫の安全機能に

影響を及ぼすおそれはない。 
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表－９（１号炉および２号炉） 

事象ベース運転操作基準 

４．サポート系の確保 

（２）原子炉補機冷却機能喪失 

① 目 的 

・原子炉補機冷却水系において配管等に破損が生じた場合に、または原子炉補機冷却水

系の機能が喪失した場合に、原子炉補機冷却水系の機能を維持するため、適切な運転

操作を行うことを目的とする。 

② 導入条件 

・１次系冷却水タンク水位が維持できない場合または、原子炉補機冷却水系の機能が喪

失した場合 

③ 主な監視操作内容 

原子炉補機冷却水系の機能回復操作 

１．現場の状況を確認し原子炉補機冷却水系の機能回復に努める。 

 

原子炉手動停止 

１．手動による原子炉トリップを行う。 

 

１次冷却材ポンプ手動停止 

１．１次冷却材ポンプを全台停止する。 

 

原子炉補機冷却水系の状態確認 

１．原子炉補機冷却水系の状態を確認する。 

・原子炉補機冷却水系の漏えいがあり、１次系冷却水タンク水位が維持できない場

合は、【原子炉補機冷却水系の漏えいの場合】へ移行する。 

・原子炉補機冷却水系の漏えいがなく、１次系冷却水ポンプが全台停止している場

合は、充てん系ポンプを全台停止し、制御用空気系の空気供給を雑用空気系へ切

替え、１次冷却材ポンプの封水系、原子炉補機冷却水系の隔離を行い、【原子炉補

機冷却水系機能喪失の場合】へ移行する。 

 

【原子炉補機冷却水系の漏えいの場合】 

原子炉補機冷却水ヘッダ隔離（破断ヘッダの確認） 

１．運転中の１次系冷却水ポンプを停止する。 

２．健全ヘッダからの流出を防止するため系統分離を行う。 
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原子炉補機冷却水系隔離後の措置 

１．充てん系ポンプを全台停止する。 

２．制御用空気系の空気供給を雑用空気系より行う。 

３．１次系冷却水タンクに補給されていることを確認する。 

 

１次冷却材ポンプの封水系、原子炉補機冷却水系の隔離 

１．１次冷却材ポンプの封水系および原子炉補機冷却水系の隔離を行う。 

２．非常用炉心冷却系作動信号および原子炉格納容器スプレイ系作動信号発信時に作

動する機器の自動起動ブロックを行う。 

 

破断箇所の特定 

１．破断箇所が判明すれば、破断ヘッダに対応した措置に移行する。 

２．破断箇所が不明の場合には、充てん系ポンプ停止後の措置へ移行する。 

 

破断ヘッダに対応した措置 

１．１台の充てん系ポンプの冷却を、健全ヘッダ側原子炉補機冷却水系ドレンにより

確保し、当該充てん系ポンプを起動し１次冷却材ポンプ封水注入を再開するとと

もに、１次冷却系にほう酸水を注入する。 

２．余熱除去系による冷却ができるまで、主蒸気大気放出弁またはタービンバイパス

弁により１次冷却系の冷却を行う。 

３．余熱除去系による冷却ができるまで、加圧器逃がし弁により１次冷却系の減圧を

行う。 

４．健全ヘッダの隔離を解除する。 

５．破断ヘッダ側の１次系冷却水タンクへの補給を停止する。 

６．１次系冷却水クーラへの海水の通水を確認する。 

７．充てん系ポンプの冷却が確保されており、健全ヘッダ側の１次系冷却水タンクに

水位が確保されれば、【原子炉補機冷却水系機能回復の場合】に移行する。 

・充てん系ポンプの冷却が確保されていない場合は、充てん系ポンプ停止後の措置

に移行する。 

 

【原子炉補機冷却水系機能喪失の場合】 

代替炉心注水他準備 

１．代替炉心注水の準備、原子炉格納容器内自然対流冷却の準備および蒸気発生器、

使用済燃料ピットへの注水準備を行う。 

 

１次冷却系からの漏えいの有無の確認 

１．１次冷却材漏えいの有無を確認する。 
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充てん系ポンプ停止後の措置 

１．余熱除去系による冷却ができるまで、主蒸気大気放出弁またはタービンバイパス

弁により蒸気発生器２次側による１次冷却系の強制冷却を行う。 

２．余熱除去系による冷却ができるまで、加圧器逃がし弁により１次冷却系の減圧を

行う。 

３．非常用炉心冷却系作動信号が発信された場合は、非常用炉心冷却系作動信号をリ

セットし、必要な機器の起動は、１次系冷却水ポンプ起動後に手動にて行う。 

 

アキュムレータ隔離 

１．１次冷却材圧力がアキュムレータからの窒素ガスの混入を防止するための圧力未

満となればアキュムレータの出口弁を閉止する。 

 

代替炉心注水 

１．１次冷却材圧力が１次冷却材ポンプ封水戻りライン安全弁吹き止まり圧力未満と

なり、代替炉心注水系の準備が整えば代替炉心注水を開始する。 

 

原子炉補機冷却水系機能回復の確認 

１．健全ヘッダ側の１次系冷却水タンクに水位が確認されれば、【原子炉補機冷却水系

機能回復の場合】へ移行する。 

・原子炉補機冷却水系機能が回復していなければ大容量ポンプからの海水供給によ

る再循環運転へ移行する。 

２．【海水冷却機能喪失の場合】は海水冷却機能回復の確認へ移行する。 

 

再循環運転 

１．格納容器サンプＢ水位が、再循環可能水位となれば代替炉心注水から再循環運転

に切替え、炉心冷却を継続する。 

 

原子炉格納容器内自然対流冷却の開始 

１．原子炉格納容器圧力が原子炉格納容器スプレイ系作動設定値以上となり、大容量

ポンプからの海水供給が可能となれば格納容器循環冷暖房ユニットへの海水通水

により、原子炉格納容器内自然対流冷却を開始する。 
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【原子炉補機冷却水系機能回復の場合】 

１次系冷却水ポンプ運転可能の場合 

１．健全ヘッダの１次系冷却水ポンプを起動する。 

２．充てん系ポンプの冷却を行っていた場合は、原子炉補機冷却水系ドレンを停止す

る。 

３．充てん系ポンプによる充てん、封水注入を再開する。 

４．制御用空気系を起動し、雑用空気系からの空気供給を停止する。 

５．モード５（低温停止）に移行する。 

 

【海水冷却機能喪失の場合】 

１．手動による原子炉トリップを行い、１次冷却材ポンプを全台停止、代替炉心注水

他準備、および制御用空気系の空気供給を雑用空気系に切替え、１次冷却材漏え

いの有無および原子炉補機冷却水温度を確認し、以下の措置を実施する。 

 

〔安全系補機の冷却水制限温度未満の場合〕 

１．蒸気発生器２次側による１次冷却系の減温、減圧を実施し、海水冷却機能が回復

すればモード５（低温停止）に移行する。 

 

〔安全系補機の冷却水制限温度以上の場合〕 

１．充てん系ポンプを全台停止し、１次冷却材ポンプの封水系隔離、１次系冷却水ポ

ンプを全台停止後、【原子炉補機冷却水系機能喪失の場合】へ移行する。 

 

海水冷却機能回復の確認 

１．海水冷却機能が回復すれば、海水系、原子炉補機冷却水系を復旧後、必要な補機

を起動しモード５（低温停止）に移行する。 

・海水冷却機能が回復していなければ、大容量ポンプを用いてモード５（低温停止）

に移行する。 
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表－５（１号炉および２号炉） 

操作手順 

５．最終ヒートシンクへ熱を輸送するための手順等 

① 方針目的 

設計基準事故対処設備が有する最終ヒートシンクへ熱を輸送する機能が喪失した場合

において炉心の著しい損傷および原子炉格納容器（以下、「格納容器」という。）の破損

（炉心の著しい損傷が発生する前に生ずるものに限る。）を防止するため、蒸気発生器２

次側による炉心冷却、格納容器内自然対流冷却、代替補機冷却、大容量ポンプによる代

替補機冷却により最終ヒートシンクへ熱を輸送することを目的とする。 

② 対応手段等 

フロントライン系機能喪失時 

１．蒸気発生器２次側による炉心冷却（注水） 

(1) 電動補助給水ポンプまたはタービン動補助給水ポンプによる蒸気発生器への注

水 

当直課長は、海水ポンプまたは１次系冷却水ポンプの故障等により、最終ヒー

トシンクヘ熱を輸送する機能が喪失した場合、電動補助給水ポンプまたはタービ

ン動補助給水ポンプにより復水タンク水を蒸気発生器へ注水する。 

ａ．手順着手の判断基準 

海水ポンプまたは１次系冷却水ポンプの故障等により、最終ヒートシンクヘ

熱を輸送する機能が喪失し、原子炉補機冷却水の通水を、原子炉補機冷却水供

給母管流量等にて確認できない場合に、蒸気発生器へ注水するために必要な復

水タンク水位が確保されている場合 

 

２．蒸気発生器２次側による炉心冷却（蒸気放出） 

(1) 主蒸気大気放出弁（現場手動操作）による主蒸気大気放出弁の機能回復 

当直課長は、蒸気発生器への注水が確保されれば、主蒸気大気放出弁を現場に

て手動により開操作することで、蒸気発生器２次側による原子炉の冷却を行う。 

ａ．手順着手の判断基準 

海水ポンプまたは１次系冷却水ポンプの故障等により、最終ヒートシンクヘ

熱を輸送する機能が喪失し、原子炉補機冷却水の通水を、原子炉補機冷却水供

給母管流量等にて確認できない場合に、補助給水流量等により蒸気発生器への

注水が確保されている場合 

 

３．格納容器内自然対流冷却 

(1) 大容量ポンプを用いたＡ格納容器循環冷暖房ユニットによる格納容器内自然対

流冷却 

当直課長は、海水ポンプまたは１次系冷却水ポンプの故障等により、最終ヒー

トシンクヘ熱を輸送する機能が喪失した状態において、１次冷却材喪失事象が発

生した場合、大容量ポンプを配置、接続し、Ａ格納容器循環冷暖房ユニット冷却

状態監視のための可搬型温度計測装置を取付け後、Ａ格納容器循環冷暖房ユニッ

トに海水を通水することにより格納容器内自然対流冷却を行う。海水通水後、可

搬型温度計測装置等によりＡ格納容器循環冷暖房ユニット冷却水出入口温度差、
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格納容器圧力および温度指示の低下等により、格納容器が冷却状態であることを

確認する。 

ａ．手順着手の判断基準 

海水ポンプまたは１次系冷却水ポンプの故障等により、最終ヒートシンクヘ

熱を輸送する機能が喪失し、原子炉補機冷却水または原子炉補機冷却海水の通

水を、原子炉補機冷却水供給母管流量等にて確認できない場合 

 

４．代替補機冷却 

(1) 大容量ポンプによる補機冷却水（海水）通水 

当直課長は、海水ポンプまたは１次系冷却水ポンプの故障等により、最終ヒー

トシンクヘ熱を輸送する機能が喪失した場合、大容量ポンプによりＢ充てん／高

圧注入ポンプ、Ｂ余熱除去ポンプに補機冷却水（海水）を通水し、各補機の機能

回復を図る。 

ａ．手順着手の判断基準 

海水ポンプまたは１次系冷却水ポンプの故障等により、原子炉補機冷却機能

が喪失し、原子炉補機冷却水または原子炉補機冷却海水の通水を原子炉補機冷

却水供給母管流量等にて確認できない場合に、大容量ポンプの系統構成が完了

している場合 

 

サポート系機能喪失時 

１．蒸気発生器２次側による炉心冷却（注水） 

(1) タービン動補助給水ポンプまたは電動補助給水ポンプによる蒸気発生器への注

水 

当直課長は、全交流動力電源が喪失し、最終ヒートシンクヘ熱を輸送する機能

が喪失した場合、タービン動補助給水ポンプまたは空冷式非常用発電装置から受

電した電動補助給水ポンプにより復水タンク水を蒸気発生器へ注水する。 

ａ．手順着手の判断基準 

全交流動力電源喪失時において、蒸気発生器へ注水されていることを補助給

水流量等により確認できない場合に、蒸気発生器へ注水するために必要な復水

タンクの水位が確保されている場合 

 

２． 蒸気発生器２次側による炉心冷却（蒸気放出） 

(1) 主蒸気大気放出弁（現場手動操作）による主蒸気大気放出弁の機能回復 

当直課長は、蒸気発生器への注水が確保されれば、主蒸気大気放出弁を現場に

て手動により開操作することで、蒸気発生器２次側による原子炉の冷却を行う。 

ａ．手順着手の判断基準 

全交流動力電源が喪失し、主蒸気大気放出弁の駆動源が喪失した場合におい

て、中央制御室から主蒸気大気放出弁を操作できないことを蒸気発生器圧力等

にて確認した場合に、補助給水流量等により蒸気発生器への注水が確保されて

いることを確認できた場合 
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３．格納容器内自然対流冷却 

(1) 大容量ポンプを用いたＡ格納容器循環冷暖房ユニットによる格納容器内自然対

流冷却 

当直課長は、全交流動力電源が喪失し、最終ヒートシンクヘ熱を輸送する機能

が喪失した場合、大容量ポンプを配置、接続し、Ａ格納容器循環冷暖房ユニット

冷却状態監視のための可搬型温度計測装置を取付け後、Ａ格納容器循環冷暖房ユ

ニットに海水を通水することにより格納容器内自然対流冷却を行う。海水通水後、

可搬型温度計測装置等によりＡ格納容器循環冷暖房ユニット冷却水出入口温度

差、格納容器圧力および温度の低下等により、格納容器が冷却状態であることを

確認する。 

ａ．手順着手の判断基準 

全交流動力電源喪失が発生した場合 

 

４．大容量ポンプによる代替補機冷却 

(1) 大容量ポンプによる補機冷却水（海水）通水 

当直課長は、全交流動力電源が喪失し、最終ヒートシンクヘ熱を輸送する機能

が喪失した場合、大容量ポンプによりＢ充てん／高圧注入ポンプ、Ｂ余熱除去ポ

ンプに補機冷却水（海水）を通水し、各補機の機能回復を図る。 

ａ．手順着手の判断基準 

全交流動力電源喪失が発生した場合 

 

フロントライン系機能喪失時・サポート系機能喪失時 

（配慮すべき事項） 

○ 優先順位 

補助給水ポンプについては、電動補助給水ポンプを優先して使用し、電動補助給

水ポンプが使用できなければ、タービン動補助給水ポンプを使用する。 

全交流動力電源が喪失した場合は、空冷式非常用発電装置の燃料消費量削減の観

点から、タービン動補助給水ポンプを使用できる間は、電動補助給水ポンプは起動

せず後備の設備として待機させる。 

 

○ 作業性 

大容量ポンプによる格納容器内自然対流冷却に係る可搬型ホース等の接続につい

ては速やかに作業ができるように大容量ポンプの保管場所に使用工具および可搬型

ホースを配備する。また、原子炉補機冷却水系と海水系を接続するディスタンスピ

ース取替えについても速やかに作業ができるよう、作業場所近傍に使用工具を配備

する。 

主蒸気大気放出弁は、現場において専用工具を用いて容易に操作できる。専用工

具については速やかに操作ができるよう操作場所近傍に配備する。 

 

○ 主蒸気大気放出弁現場操作時の環境条件 

蒸気発生器伝熱管破損または主蒸気、主給水配管破断等により現場の環境が悪化

した場合において、現場での主蒸気大気放出弁操作を行う必要がある場合、初動対
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応としては現場にて確実に主蒸気大気放出弁を開操作し、以降は運転員等の負担軽

減を図るとともに現場の環境が悪化した場合でも対応が可能となるため、使用可能

であれば多様性拡張設備である窒素ボンベ（主蒸気大気放出弁作動用）または可搬

式空気圧縮機（主蒸気大気放出弁作動用）により駆動源を確保し、中央制御室から

の遠隔操作を行う。なお、状況に応じて放射線防護具を着用し、線量計を携帯する。 

 

○ 電源確保 

全交流動力電源喪失時は、空冷式非常用発電装置により電動補助給水ポンプへ

給電する。給電の手順は、表－１４「電源の確保に関する手順等」参照。 

 

○ 燃料補給 

大容量ポンプへの重油の補給は、定格負荷運転における燃料補給作業着手時間

となれば燃料油貯油そうおよびタンクローリーを用いて実施する。その後の補給

は、定格負荷運転時における補給間隔を目安に実施する。燃料補給の手順は、表

－４「原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための手順

等」参照。 
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補足説明資料－３５ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

高浜１，２号炉 

有毒ガス発生時の体制の整備に係る補足説明資料 
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１．有毒ガスに関連する保安規定変更概要について 

 平成２９年５月１日に施行された実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及

び設備の基準に関する規則等により、原子力発電所における中央制御室の運転員等に対

する有毒ガス防護を求められた。 
これに対応するため、有毒ガスに関連する保安規定条文について、有毒ガス発生時の

体制の整備を３，４号炉に限定せず、１～４号炉として整備する変更を実施する。（添

付１参照） 
 

２．保安規定変更箇所について 
高浜３，４号炉に関する有毒ガスに関連する保安規定変更（2020.3.30 認可）におい

て、変更した箇所は以下のとおりである。 
・第５条（保安に関する職務） 
・第８条（原子力発電安全運営委員会） 
・第１０条（原子炉主任技術者の職務等） 
・第１５条（運転管理に関する社内標準の作成） 
・第１８条（火災発生時の体制の整備） 
・第１８条の２（内部溢水発生時の体制の整備） 
・第１８条の２の２（火山影響等発生時の体制の整備） 
・第１８条の３（その他自然災害発生時等の体制の整備） 
・第１８条の３の２（有毒ガス発生時の体制の整備） 
・第１８条の５（重大事故等発生時の体制の整備） 
・第１３１条（所員への保安教育） 
・第１３２条（請負会社従業員への保安教育） 
・添付２の第７項の「有毒ガス」 
・添付３の手順書の整備「有毒ガス」 
 
次ページに条文ごとの変更概要と、有毒ガス防護を全号炉へ適用するにあたっての影

響を整理する。（保安規定審査基準の要求事項に対する保安規定への記載方針は添付２

を参照） 
 

814



表
 

３
，

４
号

炉
有

毒
ガ

ス
防

護
に
関

連
す

る
保

安
規

定
変

更
（

20
20

.3
.3

0
認

可
）
で

の
変
更

対
象

条
文

及
び

概
要

並
び
に

全
号

炉
適

用
に

あ
た

る
影
響

整
理

 

 

 
条

文
 

概
要

 
整

理
結

果
 

申 請 対 象 

第
１

８
条
の

３
の
２

 
有

毒
ガ

ス
発

生
時
の

体
制
の
整

備
 

規
則

改
正

を
受

け
「

有
毒

ガ
ス

防

護
」

の
運
用

を
定
め

る
。

 
３

，
４

号
炉

に
限

定
し

た
記

載
を

全
号

炉
対

象
に

変
更

す
る

た
め

、
今

回
の

高
浜
１

，
２
号

の
補

正
申

請
に
お

い
て

、
申

請

対
象

と
す
る

。
 

当
該

条
文
は

、
有

毒
ガ
ス

規
則

改
正

を
受

け
た
変

更
で
あ
り

、

有
毒

ガ
ス
防

護
の
運

用
の
説
明

を
含

め
、
次

頁
の
“
３

．
有

毒

ガ
ス

防
護

に
か

か
る

運
用

の
全

号
炉

へ
の

適
用

に
つ

い
て

”

に
て

整
理
結

果
を
記

載
す
る
。

 

第
１

８
条
の

５
 

重
大

事
故
等

発
生
時

の
体
制
の

整
備

 
添

付
２

の
第

７
項
「

有
毒
ガ
ス

」
 

添
付

３
の
手

順
書
の

整
備
「
有

毒
ガ

ス
」

 

第
８

条
（
原

子
力
発

電
安
全
運

営
委

員
会

）
、

 
「

第
１

８
条

の
３

の
２

（
有

毒
ガ

ス
発

生
時
の

体
制
の

整
備

）」
を

規

定
の

対
象
に

加
え
る

 

３
，

４
号

炉
に

限
定

し
た

記
載

を
全

号
炉

対
象

に
変

更
す

る

た
め

、
今

回
の

高
浜
１

，
２
号

の
補

正
申

請
に
お

い
て

、
申

請

対
象

と
す
る

。
 

第
１

０
条
（

原
子
炉

主
任
技
術

者
の

職
務

等
）

 
第

１
５

条
（

運
転

管
理

に
関

す
る

社
内

標
準

の
作

成
）

 

申 請 対 象 外 

第
１

８
条
（

火
災
発

生
時
の
体

制
の

整
備

）
 

添
付

２
の
名

称
に
「

有
毒
ガ
ス

」
を

加
え

、「
火
災

、
内

部
溢

水
、
火

山

影
響

等
、

自
然

災
害

お
よ

び
有

毒

ガ
ス

発
生

時
の

対
応

に
係

る
実

施

基
準

」
と
す

る
。

 

高
浜

発
電

所
保

安
規

定
と

し
て

添
付

２
の

名
称

を
記

載
し

た

も
の

で
あ
る

こ
と
か

ら
、
今
回

の
高

浜
１

，
２

号
の

補
正
申

請

に
お

い
て
申

請
対
象

外
で
あ
る

。
 

第
１

８
条

の
２

（
内

部
溢

水
発

生
時

の
体

制
の

整

備
）

 
第

１
８

条
の

２
の
２
（

火
山
影

響
等

発
生

時
の
体

制

の
整

備
）

 
第

１
８

条
の

３
（
そ

の
他
自
然

災
害

発
生

時
等
の

体

制
の

整
備
）

 
第

５
条

（
保

安
に
関

す
る
職
務

）
 

職
務

内
容
へ

の
有
毒

ガ
ス
の
追

加
 

３
，

４
号

炉
に

限
定

し
た

記
載

で
は

な
く

高
浜

発
電

所
と

し

て
設

定
し

て
い

る
運

用
事

項
で

あ
る

こ
と

か
ら

、
今

回
の

高

浜
１

，
２
号

の
補
正

申
請
に
お

い
て

申
請

対
象
外

で
あ
る
。

 
第

１
３

１
条

（
所
員

へ
の
保
安

教
育

）
 

有
毒

ガ
ス

防
護

に
関

す
る

教
育

実

施
を

定
め
る

。
 

第
１

３
２
条

（
請
負

会
社
従
業

員
へ

の
保

安
教
育

）
 

815



 
３．有毒ガス防護にかかる運用の全号炉への適用について 

設置変更許可申請書及び工事計画認可申請書においては、 
・固定源に対しては、漏えい発生時の運転員等の吸気中の有毒ガス濃度が判断基準値

を下回る設計とし、漏えい発生時であっても運転員等の対処能力が損なわれない設

計方針とした。 
・可動源に対しては、通信連絡設備による連絡、換気設備の隔離、防護具の着用等の

防護措置により、運転員等の要員を防護する設計方針とした。 
・予期せず発生する有毒ガスに対しては、防護具の着用により運転員等の要員を防護

する設計方針とした。 
これらの設計方針から運用事項として定める事項として、以下のものがある。（添付

３－１，３－２参照） 
 
①固定源について 
⇒判断基準値を下回るように有毒化学物質を管理することを運用として定める。

（添付４参照） 
 a. 有毒ガス影響を軽減することを期待する堰および覆い（以下、「防液堤等」と

いう。）の運用管理及び保守管理の実施 
b. 固定源の見直しがある場合の評価および評価結果に基づく必要な有毒ガス防護 

 
②可動源への対応 
 ⇒可動源に対する防護措置の整備を運用として定める。（添付５参照） 

a. 可動源に対する立会人の随行 
b. 通信連絡設備による連絡体制の整備 
c. 換気設備（中央制御室、緊急時対策所）の隔離 
d. 防護具の着用 
e. 可動源からの有毒ガス発生時の終息活動 

 
③予期せぬ有毒ガスの発生に対する対応（添付６参照） 
 ⇒防護具及びバックアップ体制の整備を運用として定める。 

a. 防護具の着用（バックアップ体制の整備を含む） 
 
 
このうち、青字にて示す①-a. ,b.，②-a. ,b. ,e.については、発電所全体での運用事項

（「１，２号炉のみ」または「３，４号炉のみ」のように切り分けていない運用事項）で

あり、今回の保安規定変更（１，２号炉に係る有毒ガス発生時の体制の整備）にて既認

可保安規定（３，４号炉に係る有毒ガス発生時の体制の整備）から追加される運用事項

はない。 
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また、緑字にて示す②-d.，③-a.については、３，４号炉に係る有毒ガス発生時の体制

の整備に関する保安規定審査において、３，４号炉のみ運転を前提とした数量ではなく、

１，２号炉の運転も含めた４基運転を前提とした数量を配備することとしており、今回

の保安規定変更に伴い、追加される運用事項はない。（添付７参照） 
そして、赤字にて示す②-c.については、既認可保安規定（３，４号炉に係る有毒ガス

発生時の体制の整備）の段階で、自主として１，２号炉の中央制御室から３，４号炉へ

派遣される応援要員（6名）については既に防護対象としており、社内標準にて１，２

号炉中央制御室換気設備を隔離する手順を定めている。なっており、今回の１，２号炉

に係る有毒ガス発生時の体制の整備のために、防護対象を拡大し、運転員 12 名を防護

する手順を定めるが、上記のとおり、本手順は既に自主として整備しているため、社内

標準の変更はなく、当該応援要員の防護のために、１，２号炉の中央制御室を換気隔離

する運用としているため、今回の保安規定変更に伴い追加される運用事項はない。保安

規定においては、１、２号炉の設置変更許可申請書に記載の設備名称との整合の観点で

１，２号炉の中央制御室換気設備の名称がを追加明確化となるする。 

 
 以  上 

 
 添付１：高浜発電所原子炉施設保安規定変更前後表（高浜３、４号炉申請版との比較） 
 添付２：保安規定審査基準の要求事項に対する保安規定への記載方針【有毒ガス】 
 添付３－１：上流文書（設置変更許可申請書）から保安規定への記載内容【有毒ガス】 
 添付３－２：上流文書（工事計画）から保安規定への記載内容【有毒ガス】 
 添付４：有毒化学物質及び固定源に対する運用管理について  
 添付５：可動源に対する対策と運用について 
 添付６：予期せず発生する有毒ガスに対する対策と運用について 
 添付７：３，４号炉の有毒ガス発生時の体制の整備に係る高浜発電所原子炉施設保安規定変

更認可申請書 審査資料（抜粋） 
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(
25
) 
第
２
項
(3
)か

ら
(2
4)
に
定
め
る
各
職
位
（
以
下
、「

各
課
（
室
）
長
」
と
い
う
。
）
は
、
所
管
業
務
に
基

づ
き
非
常
時
の
措
置
、
保
安
教
育
な
ら
び
に
記
録
お
よ
び
報
告
を
行
う
（
火
災
発
生
時
、
内
部
溢
水
発
生

時
、
火
山
影
響
等
発
生
時
、
そ
の
他
自
然
災
害
発
生
時
等
、
有
毒
ガ
ス
発
生
時
、
重
大
事
故
等
発
生
時
お

よ
び
大
規
模
損
壊
発
生
時
の
体
制
の
整
備
に
関
す
る
業
務
を
含
む
）。

 

 

  変
更
な
し
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高
浜

発
電
所

原
子
炉
施
設
保
安
規
定
 

＜
第
８
条
＞

 

1/
2 

赤
下
線

：
現

行
版

と
今

回
申

請
版

で
差

の
あ

る
箇
所

 

赤
字
：

現
行

版
と

今
回

申
請

で
差

が
あ

る
箇

所
の
う

ち
有

毒
ガ

ス
で

変
更

す
る

箇
所
 

黄
色
マ

ー
カ

ー
：

変
更

前
に

お
け

る
有

毒
ガ

ス
に
関

す
る

変
更

箇
所
 

変
更

前
（
３
／

４
号

炉
）
 

変
更
後
（
１
～
４
号
炉
）
 

差
異
の
理
由
 

（
原
子
力
発
電
安
全
運
営
委
員
会

）
 

第
 
８
 
条
 
発
電
所
に
原
子

力
発
電
安

全
運
営

委
員
会
（

以
下
、
「
運

営
委
員
会
」
と
い
う
。
）
を
設
置
す
る
。
 

２
．
運
営
委
員
会
は
、
発
電
所
に

お
け

る
原
子
炉

施
設
の
保

安
運

営
に

関
す
る
次
の
事
項
を
審
議
し
、
確
認
す
る
。

た
だ
し

、
委
員
会
で
審
議
し
た

事
項

も
し
く
は
あ

ら
か
じ
め
運

営
委

員
会
に
お
い
て
定
め
た
軽
微
な
事
項
は
、

審
議
事
項
に
該
当
し
な
い
。
 

(
1)
 運

転
管
理
に
関
す
る
社
内

標
準

の
制

定
お
よ
び

改
正
 

(
a)
 運

転
員
の
構
成
人
員
に
関

す
る

事
項
 

(
b)
 当

直
の
引
継
方
法
に
関
す

る
事

項
 

(
c)
 原

子
炉
の
起
動
お
よ
び
停

止
操

作
に

関
す

る
事
項
 

(
d)
 巡

視
点
検
に
関
す
る
事
項

 

(
e)
 異

常
時
の
措
置
に
関
す
る

事
項

 

(
f)
 警

報
発
生
時
の
措
置
に
関

す
る

事
項
 

(
g)
 原

子
炉
施
設
の
各
設
備
の

運
転

操
作

に
関

す
る
事
項
 

(
h)
 定

期
的
に
実
施
す
る
サ
ー

ベ
ラ

ン
ス

に
関

す
る
事
項
 

(
i)
 誤

操
作
の
防
止
に
関
す
る

事
項

（
３

号
炉

お
よ
び
４
号

炉
）
 

  (
j)
 火

災
、
内
部
溢
水
（
３

号
炉

お
よ
び

４
号
炉
）
、
火

山
影

響
等
（
３
号
炉
お
よ
び
４
号
炉
）
、
そ
の
他
自

然
災
害
発
生
時
等
お
よ
び
有

毒
ガ

ス
発
生

時
（
３

号
炉
お
よ

び
４

号
炉
）
の
体
制
の
整
備
に
関
す
る
事
項

 

 (
k)
 重

大
事
故
等
お
よ
び
大
規

模
損

壊
発

生
時

の
体
制
の
整

備
に
関
す
る
事
項
（
３
号
炉
お
よ
び
４
号
炉
）
 

(
2)
 燃

料
管
理
に
関
す
る
社
内

標
準

の
制

定
お
よ
び

改
正
 

(
a)
 新

燃
料
お
よ
び
使
用
済
燃

料
の

運
搬

に
関

す
る
事
項
 

(
b)
 新

燃
料
お
よ
び
使
用
済
燃

料
の

貯
蔵

に
関

す
る
事
項
 

(
c)
 燃

料
の
検
査
お
よ
び
取
替

に
関

す
る

事
項

 

(
3)
 放

射
性
廃
棄
物
管
理
に
関

す
る

社
内

標
準
の
制

定
お
よ

び
改

正
 

(
a)
 放

射
性
固
体
廃
棄
物
の
保

管
お

よ
び

運
搬

に
関
す
る
事

項
 

(
b)
 放

射
性
液
体
廃
棄
物
の
放

出
管

理
に

関
す

る
事
項
 

(
c)
 放

射
性
気
体
廃
棄
物
の
放

出
管

理
に

関
す

る
事
項
 

(
d)
 放

出
管
理
用
計
測
器
の
点

検
・

校
正

に
関

す
る
事
項
 

(
4)
 放

射
線
管
理
に
関
す
る
社

内
標

準
の

制
定
お
よ

び
改
正

 

(
a)
 管

理
区
域
の
設
定
、
区
域

区
分

お
よ

び
特

別
措
置
を
要

す
る
区
域
に
関
す
る
事
項
 

(
b)
 管

理
区
域
の
出
入
管
理
お

よ
び

遵
守

事
項

に
関
す
る
事

項
 

(
c)
 保

全
区
域
に
関
す
る
事
項

 

(
d)
 周

辺
監
視
区
域
に
関
す
る

事
項

 

(
e)
 線

量
の
評
価
に
関
す
る
事

項
 

(
f)
 除

染
に
関
す
る
事
項
 

（
原
子
力
発
電
安
全
運
営
委
員
会
）
 

第
 
８
 
条
 
発
電
所
に
原
子
力
発
電
安
全
運
営
委
員
会
（
以
下
、
「
運
営
委
員
会
」
と
い
う
。）

を
設
置
す
る
。
 

２
．
運
営
委
員
会
は
、
発
電
所
に
お
け
る
原
子
炉
施
設
の
保
安
運
営
に
関
す
る
次
の
事
項
を
審
議
し
、
確
認
す
る
。

た
だ
し
、
委
員
会
で
審
議
し
た
事
項
も
し
く
は
あ
ら
か
じ
め
運
営
委
員
会
に
お
い
て
定
め
た
軽
微
な
事
項
は
、

審
議
事
項
に
該
当
し
な
い
。
 

(
1)
 運

転
管
理
に
関
す
る
社
内
標
準
の
制
定

お
よ
び
改
正
 

(
a)
 
運
転
員
の
構
成
人
員
に
関
す
る
事
項

 

(
b)
 
当
直
の
引
継
方
法
に
関
す
る
事
項
 

(
c)
 
原
子
炉
の
起
動
お
よ
び
停
止
操
作
に

関
す
る
事
項
 

(
d)
 
巡
視
点
検
に
関
す
る
事
項
 

(
e)
 
異
常
時
の
措
置
に
関
す
る
事
項
 

(
f)
 
警
報
発
生
時
の
措
置
に
関
す
る
事
項

 

(
g)
 
原
子
炉
施
設
の
各
設
備
の
運
転
操
作

に
関
す
る
事
項
 

(
h)
 
定
期
的
に
実
施
す
る
サ
ー
ベ
ラ
ン
ス

に
関
す
る
事
項
 

(
i)
 
誤
操
作
の
防
止
に
関
す
る
事
項
 

  (
j)
 
火
災
、
内
部
溢
水
、
火
山
影
響
等
、
そ
の
他
自
然
災
害
発
生
時
等
お
よ
び
有
毒
ガ
ス
発
生
時
の
体
制
の

整
備
に
関
す
る
事
項
 

 (
k)
 
重
大
事
故
等
お
よ
び
大
規
模
損
壊
発

生
時
の
体
制
の
整
備
に
関
す
る
事
項
 

(
2)
 燃

料
管
理
に
関
す
る
社
内
標
準
の
制
定

お
よ
び
改
正
 

(
a)
 
新
燃
料
お
よ
び
使
用
済
燃
料
の
運
搬

に
関
す
る
事
項
 

(
b)
 
新
燃
料
お
よ
び
使
用
済
燃
料
の
貯
蔵

に
関
す
る
事
項
 

(
c)
 
燃
料
の
検
査
お
よ
び
取
替
に
関
す
る

事
項
 

(
3)
 放

射
性
廃
棄
物
管
理
に
関
す
る
社
内
標

準
の
制
定
お
よ
び
改
正
 

(
a)
 
放
射
性
固
体
廃
棄
物
の
保
管
お
よ
び

運
搬
に
関
す
る
事
項
 

(
b)
 
放
射
性
液
体
廃
棄
物
の
放
出
管
理
に

関
す
る
事
項
 

(
c)
 
放
射
性
気
体
廃
棄
物
の
放
出
管
理
に

関
す
る
事
項
 

(
d)
 
放
出
管
理
用
計
測
器
の
点
検
・
校
正

に
関
す
る
事
項
 

(
4)
 放

射
線
管
理
に
関
す
る
社
内
標
準
の
制

定
お
よ
び
改
正
 

(
a)
 
管
理
区
域
の
設
定
、
区
域
区
分
お
よ

び
特
別
措
置
を
要
す
る
区
域
に
関
す
る
事
項
 

(
b)
 
管
理
区
域
の
出
入
管
理
お
よ
び
遵
守

事
項
に
関
す
る
事
項
 

(
c)
 
保
全
区
域
に
関
す
る
事
項
 

(
d)
 
周
辺
監
視
区
域
に
関
す
る
事
項
 

(
e)
 
線
量
の
評
価
に
関
す
る
事
項
 

(
f)
 
除
染
に
関
す
る
事
項
 

              １
、
２
号
炉
の
追
加
 

（
以
下
、
明
記
し
な
い
箇
所

に
つ
い
て
は
同
じ
理
由
に
よ

る
変
更
）
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高
浜

発
電
所

原
子
炉
施
設
保
安
規
定
 

＜
第
８
条
＞

 

2/
2 

赤
下
線

：
現

行
版

と
今

回
申

請
版

で
差

の
あ

る
箇
所

 

赤
字
：

現
行

版
と

今
回

申
請

で
差

が
あ

る
箇

所
の
う

ち
有

毒
ガ

ス
で

変
更

す
る

箇
所
 

黄
色
マ

ー
カ

ー
：

変
更

前
に

お
け

る
有

毒
ガ

ス
に
関

す
る

変
更

箇
所
 

変
更

前
（
３
／

４
号

炉
）
 

変
更
後
（
１
～
４
号
炉
）
 

差
異
の
理
由
 

(
g)
 外

部
放
射
線
に
係
る
線
量

当
量

率
等

の
測

定
に
関
す
る

事
項
 

(
h)
 放

射
線
計
測
器
類
の
点
検

・
校

正
に

関
す

る
事
項
 

(
i)
 管

理
区
域
内
で
使
用
し
た

物
品

の
搬

出
お

よ
び
運
搬
に

関
す
る
事
項
 

(
5)
 保

守
管
理
に
関
す
る
社
内

標
準

の
制

定
お
よ
び

改
正
 

(
6)
 改

造
の
実
施
に
関
す
る
事

項
 

(
7
)
 
非

常
事

態
に

お
け

る
運

転
操

作
に

関
す

る
社

内
標

準
の

制
定

お
よ

び
改

正
（

第
１
２
３
条
）
 

(
8
)
 
保

安
教

育
実

施
計

画
の

策
定

（
第
１
３

１
条
）

に
関

す
る

事
項

 

(
9)
 事

故
・
故
障
の
水
平
展
開

の
実

施
状

況
に
関
す

る
事
項

 

３
．
所
長
を
委
員
長
と
す
る
。

委
員
長
は

、
運
営

委
員
会
の

審
議

を
主

宰
す
る
。
 

４
．
運
営
委
員
会
は
、
委
員
長
、

原
子

炉
主
任
技

術
者
、
電
気

主
任

技
術
者
、
ボ
イ
ラ
ー
・
タ
ー
ビ
ン
主
任
技
術

者
、
第

５
条
第
２
項
(3
)、

(
5)
、
(7
)、

同
項
(9
)
か
ら
(
12
)お

よ
び
(1
5
)か

ら
(
2
3)
に
定
め
る
職
位
に
加
え
、

委
員
長
が
指
名
し
た
者
で
構
成

す
る

。
 

    

(
g)
 
外
部
放
射
線
に
係
る
線
量
当
量
率
等

の
測
定
に
関
す
る
事
項
 

(
h)
 
放
射
線
計
測
器
類
の
点
検
・
校
正
に

関
す
る
事
項
 

(
i)
 
管
理
区
域
内
で
使
用
し
た
物
品
の
搬

出
お
よ
び
運
搬
に
関
す
る
事
項
 

(
5)
 保

守
管
理
に
関
す
る
社
内
標
準
の
制
定

お
よ
び
改
正
 

(
6)
 改

造
の
実
施
に
関
す
る
事
項
 

(
7
)
 非

常
事
態
に

お
け

る
運

転
操
作

に
関
す

る
社
内
標

準
の
制

定
お
よ

び
改
正
（

第
１
２
３
条
）
 

(
8
)
 保

安
教
育
実

施
計

画
の

策
定
（

第
１
３
１
条
）
に
関

す
る
事

項
 

(
9)
 事

故
・
故
障
の
水
平
展
開
の
実
施
状
況

に
関
す
る
事
項
 

３
．
所
長
を
委
員
長
と
す
る
。
委
員
長
は
、
運
営
委
員
会
の
審
議
を
主
宰
す
る
。
 

４
．
運
営
委
員
会
は
、
委
員
長
、
原
子
炉
主
任

技
術
者
、
電
気
主
任
技
術
者
、
ボ
イ
ラ
ー
・
タ
ー
ビ
ン
主
任
技
術

者
、
第
５
条
第
２
項
(3
)
、
(
5)
、
(7
)
、
同
項
(
9)
か
ら
(
1
2)
お
よ
び
(1
5
)か

ら
(2
3)
に
定
め
る
職
位
に
加
え
、

委
員
長
が
指
名
し
た
者
で
構
成
す
る
。
 

    

変
更
な
し
 

 

820



高
浜

発
電
所

原
子
炉
施
設
保
安
規
定
 

＜
第
１
０
条
＞

 

1/
6 

赤
下
線

：
現

行
版

と
今

回
申

請
版

で
差

の
あ

る
箇
所

 

赤
字
：

現
行

版
と

今
回

申
請

で
差

が
あ

る
箇

所
の
う

ち
有

毒
ガ

ス
で

変
更

す
る

箇
所
 

黄
色
マ

ー
カ

ー
：

変
更

前
に

お
け

る
有

毒
ガ

ス
に
関

す
る

変
更

箇
所
 

変
更

前
（
３
／

４
号

炉
）
 

変
更
後
（
１
～
４
号
炉
）
 

差
異
の
理
由
 

（
原
子
炉
主
任
技
術
者
の
職
務
等

）
 

第
 １

０
 条

 
原
子
炉
主
任
技

術
者

は
、
原
子
炉

施
設
の
運
転

に
関

し
保
安
の
監
督
を
誠
実
に
、
か
つ
、
最
優
先

に
行
う
こ
と
を
任
務
と
し
、
次

の
職

務
を

遂
行
す

る
。

 

(
1)
 原

子
炉
施
設
の
運
転
に
関

し
保

安
上

必
要
な
場

合
は
、
運

転
に

従
事
す
る
者
（
所
長
を
含
む
。
以
下
、
本

条
に
お
い
て
同
じ
。）

へ
指
示

す
る
。
 

(
2)
 表

１
０
－
１
に
定
め
る
事

項
に

つ
い

て
、
所
長

の
承
認

に
先

立
ち

確
認
す
る
。
 

(
3)
 表

１
０
－
２
に
定
め
る
事

項
に

つ
い

て
、
各
課

（
室
）

長
か

ら
の

報
告
内
容
等
を
確
認
す
る
。
 

(
4)
 表

１
０
－
３
に
示
す
記
録

の
内

容
を

確
認
す
る

。
 

(
5)
 そ

の
他
原
子
炉
施
設
の
運

転
に

関
し

保
安
の
監

督
に
必

要
な

職
務

を
行
う
。
 

２
．
原
子
炉
主
任
技
術
者
は
次

の
場
合
に

お
い
て

原
子
力
事

業
本

部
長

に
報
告
を
行
う
。
 

(
1)
 前

項
(1
)の

職
務
を
遂
行
す

べ
き
状

況
が

生
じ
た
場
合

 

(
2)
 第

１
３
４
条
第
１
項
(1
)
か

ら
(5
)の

報
告
を
受

け
た
場

合
 

３
．
原
子
炉
施
設
の
運
転
に
従

事
す
る
者

は
、
原

子
炉
主
任

技
術

者
が

そ
の
保
安
の
た
め
に
す
る
指
示
に
従
う
。
 

４
．
原
子
炉
主
任
技
術
者
、
電
気

主
任

技
術
者
お

よ
び
ボ
イ
ラ

ー
・

タ
ー
ビ
ン
主
任
技
術
者
は
、
相
互
の
職
務
に

つ
い
て
情
報
共
有
を
行
い
、
意

思
疎

通
を

図
る
。
 

 

（
原
子
炉
主
任
技
術
者
の
職
務
等
）
 

第
 １

０
 条

 
原
子
炉
主
任
技
術
者
は
、
原
子

炉
施
設
の
運
転
に
関
し
保
安
の
監
督
を
誠
実
に
、
か
つ
、
最
優
先

に
行
う
こ
と
を
任
務
と
し
、
次
の
職
務
を
遂
行
す
る
。
 

(
1)
 原

子
炉
施
設
の
運
転
に
関
し
保
安
上
必

要
な
場
合
は
、
運
転
に
従
事
す
る
者
（
所
長
を
含
む
。
以
下
、
本

条
に
お
い
て
同
じ
。）

へ
指
示
す
る
。
 

(
2)
 表

１
０
－
１
に
定
め
る
事
項
に
つ
い
て

、
所
長
の
承
認
に
先
立
ち
確
認
す
る
。
 

(
3)
 表

１
０
－
２
に
定
め
る
事
項
に
つ
い
て

、
各
課
（
室
）
長
か
ら
の
報
告
内
容
等
を
確
認
す
る
。
 

(
4)
 表

１
０
－
３
に
示
す
記
録
の
内
容
を
確

認
す
る
。
 

(
5)
 そ

の
他
原
子
炉
施
設
の
運
転
に
関
し
保

安
の
監
督
に
必
要
な
職
務
を
行
う
。
 

２
．
原
子
炉
主
任
技
術
者
は
次
の
場
合
に
お
い
て
原
子
力
事
業
本
部
長
に
報
告
を
行
う
。
 

(
1)
 前

項
(1
)
の
職
務
を
遂
行
す
べ
き
状
況
が

生
じ
た
場
合
 

(
2)
 第

１
３
４
条
第
１
項
(1
)
か
ら
(
5
)の

報
告
を
受
け
た
場
合
 

３
．
原
子
炉
施
設
の
運
転
に
従
事
す
る
者
は
、
原
子
炉
主
任
技
術
者
が
そ
の
保
安
の
た
め
に
す
る
指
示
に
従
う
。
 

４
．
原
子
炉
主
任
技
術
者
、
電
気
主
任
技
術
者

お
よ
び
ボ
イ
ラ
ー
・
タ
ー
ビ
ン
主
任
技
術
者
は
、
相
互
の
職
務
に

つ
い
て
情
報
共
有
を
行
い
、
意
思
疎
通
を
図
る
。
 

 

変
更
な
し
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2/
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赤
下
線

：
現

行
版

と
今

回
申

請
版

で
差

の
あ

る
箇
所

 

赤
字
：

現
行

版
と

今
回

申
請

で
差

が
あ

る
箇

所
の
う

ち
有

毒
ガ

ス
で

変
更

す
る

箇
所
 

黄
色
マ

ー
カ

ー
：

変
更

前
に

お
け

る
有

毒
ガ

ス
に
関

す
る

変
更

箇
所
 

変
更

前
（
３
／

４
号

炉
）
 

変
更
後
（
１
～
４
号
炉
）
 

差
異
の
理
由
 

表
１
０
－
１
 

条
文
 

内
容
 

第
１
３
条
（
運
転
員
等
の
確
保
）
 

第
５

項
お

よ
び

第
７

項
に

定
め

る
体

制
の

構
築
 

第
１

８
条

の
５

（
重
大

事
故

等
発

生
時

の
体

制

の
整
備
）
 

第
４

項
に

定
め
る

成
立

性
の

確
認

訓
練

の
実

施
計

画

（
３

号
炉

お
よ

び
４

号
炉

）
 

 

第
１

８
条

の
６

（
大
規

模
損

壊
発

生
時

の
体

制

の
整
備
）
 

第
１

項
に

定
め

る
技

術
的

能
力

の
確

認
訓

練
の

実
施

計
画

（
３

号
炉

お
よ

び
４

号
炉

）
 

 

第
２
４
条
（
制
御
棒
の
挿
入
限
界

）
 

制
御

棒
の
挿
入

限
界
 

第
３
２
条
（
軸
方
向
中
性
子
束
出

力
偏

差
）
 

軸
方

向
中

性
子

束
出
力

偏
差

の
目

標
範

囲
お

よ
び
許

容
運

転
制
限
範

囲
 

第
３
６
条
（
１
次
冷
却
材
の
温
度
・
圧
力
お

よ
び

１
次
冷
却
材
温
度
変

化
率
）

 

１
次

冷
却
材
温

度
・

圧
力
の
制
限
範
囲
 

第
７
２
条
（
燃
料
取

扱
建
屋
空

気
浄

化
系

）
 

照
射

終
了

後
の

所
定

期
間
 

第
９
３
条
（
異
常
収
束
後
の
措
置

）
 

原
子

炉
の
再
起

動
 

第
９
５
条
（
新
燃
料
の
貯
蔵
）
 

第
２

項
に
定
め

る
燃

料
移
動
の
実
施
計
画
 

第
９
７
条
（
燃
料
の
取
替
等
）
 

第
１

項
に
定
め

る
燃

料
装
荷
実
施
計
画
 

第
３

項
に
定
め

る
取

替
炉
心
の
安
全
性
評
価
の
結
果
 

第
５

項
に
定
め

る
燃

料
移
動
の
実
施
計
画
 

第
９
８
条
（
使
用
済
燃
料
の
貯
蔵

）
 

第
２

項
に
定
め

る
燃

料
移
動
の
実
施
計
画
 

第
１
０
５
条
（
管
理
区
域
の
設
定

・
解

除
）
 

第
５

項
に
定
め

る
一

時
的
な
管
理
区
域
の
設
定
・
解
除
 

第
７

項
に
定
め

る
管

理
区
域
の
設
定
・
解
除
 

第
１
３
１
条
（
所
員
へ
の
保
安
教

育
）
 

所
員

へ
の
保
安

教
育

実
施
計
画
 

第
１
３

２
条

（
請

負
会

社
従

業
員

へ
の

保
安

教

育
）
 

請
負

会
社
従
業

員
へ

の
保
安
教
育
実
施
計
画
 

  

表
１
０
－
１
 

条
文
 

内
容
 

第
１
３
条
（
運
転
員
等
の
確
保
）
 

第
５

項
お

よ
び
第

７
項

に
定

め
る
体

制
の
構

築
 

第
１

８
条

の
５

（
重
大

事
故

等
発

生
時

の
体

制

の
整
備
）
 

第
４
項
に
定
め
る
成

立
性

の
確

認
訓
練

の
実
施

計
画
 

  

第
１

８
条

の
６

（
大
規

模
損

壊
発

生
時

の
体

制

の
整
備
）
 

第
１

項
に

定
め

る
技

術
的

能
力

の
確

認
訓

練
の

実
施

計
画
 

 

第
２
４
条
（
制
御
棒
の
挿
入
限
界
）
 

制
御
棒
の
挿
入
限
界
 

第
３
２
条
（
軸
方
向
中
性
子
束
出
力
偏
差
）
 

軸
方
向
中

性
子
束

出
力

偏
差

の
目
標

範
囲
お

よ
び

許

容
運
転
制
限
範
囲
 

第
３
６
条
（
１
次
冷
却
材
の
温
度
・
圧
力
お
よ
び

１
次
冷
却
材
温
度
変
化
率
）
 

１
次
冷
却
材
温
度
・
圧
力
の
制
限
範
囲
 

第
７
２
条
（
燃
料
取

扱
建
屋
空

気
浄
化

系
）
 

照
射

終
了

後
の
所

定
期

間
 

第
９
３
条
（
異
常
収
束
後
の
措
置
）
 

原
子
炉
の
再
起
動
 

第
９
５
条
（
新
燃
料
の
貯
蔵
）
 

第
２
項
に
定
め
る
燃
料
移
動
の
実
施
計
画
 

第
９
７
条
（
燃
料
の
取
替
等
）
 

第
１
項
に
定
め
る
燃
料
装
荷
実
施
計
画
 

第
３
項
に
定
め
る
取
替
炉
心
の
安
全
性
評
価
の
結
果
 

第
５
項
に
定
め
る
燃
料
移
動
の
実
施
計
画
 

第
９
８
条
（
使
用
済
燃
料
の
貯
蔵
）
 

第
２
項
に
定
め
る
燃
料
移
動
の
実
施
計
画
 

第
１
０
５
条
（
管
理
区
域
の
設
定
・
解
除
）
 

第
５
項
に
定
め
る
一
時
的
な
管
理
区
域
の
設
定
・
解
除
 

第
７
項
に
定
め
る
管
理
区
域
の
設
定
・
解
除
 

第
１
３
１
条
（
所
員
へ
の
保
安
教
育
）
 

所
員
へ
の
保
安
教
育
実
施
計
画
 

第
１

３
２

条
（

請
負

会
社

従
業

員
へ

の
保
安

教

育
）
 

請
負
会
社
従
業
員
へ
の
保
安
教
育
実
施
計
画
 

  

    １
、
２
号
炉
の
追
加
 

（
以
下

、
明

記
し
な

い
箇

所
に

つ
い
て

は
同

じ
理
由

に
よ

る
変

更
）
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3/
6 

赤
下
線

：
現

行
版

と
今

回
申

請
版

で
差

の
あ

る
箇
所

 

赤
字
：

現
行

版
と

今
回

申
請

で
差

が
あ

る
箇

所
の
う

ち
有

毒
ガ

ス
で

変
更

す
る

箇
所
 

黄
色
マ

ー
カ

ー
：

変
更

前
に

お
け

る
有

毒
ガ

ス
に
関

す
る

変
更

箇
所
 

変
更

前
（
３
／

４
号

炉
）
 

変
更
後
（
１
～
４
号
炉
）
 

差
異
の
理
由
 

表
１
０
－
２
 

条
文
 

内
容
 

第
１
８
条
（
火
災
発
生
時
の
体

制
の
整
備

）
 

火
災

が
発

生
し
た
場

合
に
講
じ
た
措
置
の
結
果
 

第
１
８
条
の
２
（
内
部
溢
水
発

生
時
の
体
制

の

整
備
）
 

内
部

溢
水

が
発

生
し
た

場
合

に
講

じ
た
措

置
の

結

果
（

３
号

炉
お

よ
び

４
号
炉

）
 

 

第
１
８
条
の
２
の
２
（
火
山
影

響
等
発
生
時

の

体
制
の
整
備
）
 

火
山

影
響

等
発

生
時
に

講
じ

た
措

置
の
結

果
（

３

号
炉

お
よ

び
４
号
炉

）
 

 

第
１
８
条
の
３
（
そ
の
他
自
然

災
害
発
生
時

等

の
体
制
の
整
備
）
 

地
震

、
津

波
お

よ
び
竜

巻
等

が
発

生
し
た

場
合

に

講
じ

た
措

置
の
結
果
 

第
１
８
条
の
３
の
２
（
有
毒
ガ

ス
発
生
時
の

体

制
の
整
備
）
 

有
毒

ガ
ス

が
発

生
し
た

場
合

に
講

じ
た
措

置
の

結

果
（

３
号

炉
お
よ
び

４
号
炉
）
 

第
１

８
条

の
５

（
重
大

事
故
等

発
生

時
の

体

制
の
整
備
）
 

第
４

項
に

定
め

る
成

立
性

の
確

認
訓

練
の

結
果

（
３

号
炉

お
よ
び

４
号

炉
）
 

 

第
１

８
条

の
６

（
大
規

模
損
壊

発
生

時
の

体

制
の
整
備
）
 

第
１

項
に

定
め
る

技
術
的

能
力

の
確

認
訓

練
の

結

果
（

３
号

炉
お
よ

び
４

号
炉

）
 

 

第
８
５
条
（
重
大
事
故
等
対
処

設
備
）
 

要
求
さ
れ

る
代

替
措
置

の
確
認
（

３
号

炉
お
よ

び

４
号

炉
）
 

 

第
８
８
条（

運
転
上
の
制
限
を

満
足
し
な
い

場

合
）
 

第
１

１
項

に
定

め
る
運

転
上

の
制

限
を
満

足
し

て

い
る

と
判

断
し
た
場

合
 

第
１

１
項

に
定

め
る
原

子
炉

熱
出

力
の
上

昇
ま

た

は
原

子
炉

起
動
状
態

へ
近
づ
く
モ
ー
ド
へ
の
移
行
 

第
８
９
条
（
予
防
保
全
を
目
的
と

し
た

点
検
・

保
修
を
実
施
す
る
場

合
）

 

第
２

項
に

定
め
る
必

要
な
安
全
措
置
 

第
１

１
項

に
定

め
る
運

転
上

の
制

限
外
か

ら
復

帰

し
て

い
る

と
判
断
し

た
場
合
 

第
９
１
条
（
異
常
時
の
基
本
的

な
対
応
）
 

異
常

が
発

生
し

た
場
合

の
原

因
調

査
お
よ

び
対

応

措
置
 

第
９
２
条
（
異
常
時
の
措
置
）
 

異
常

の
収
束
 

第
１
３
４
条
（
報
告
）
 

運
転

上
の

制
限

を
満
足

し
て

い
な

い
と
判

断
し

た

場
合
（

実
用

発
電
用
原

子
炉
の
設
置
、
運
転
等
に
関

す
る

規
則
（
以
下
、「

実
用
炉
規
則
」
と
い
う
。）

第

８
７

条
第

９
号
に
定

め
る
事
象
が
生
じ
た
場
合
）
 

表
１
０
－
２
 

条
文
 

内
容
 

第
１
８
条
（
火
災
発
生
時
の
体
制
の
整
備
）
 

火
災
が
発
生
し
た
場
合
に
講
じ
た
措
置
の
結
果
 

第
１
８
条
の
２
（
内
部
溢
水
発
生
時
の
体
制
の

整
備
）
 

内
部
溢
水

が
発

生
し

た
場

合
に

講
じ

た
措

置
の
結

果
 

 

第
１
８
条
の
２
の
２
（
火
山
影
響
等
発
生
時
の

体
制
の
整
備
）
 

火
山
影
響
等
発
生
時
に
講
じ
た
措
置
の
結
果
 

  

第
１
８
条
の
３
（
そ
の
他
自
然
災
害
発
生
時
等

の
体
制
の
整
備
）
 

地
震
、
津

波
お

よ
び

竜
巻

等
が

発
生

し
た

場
合
に

講
じ
た
措
置
の
結
果
 

第
１
８
条
の
３
の
２
（
有
毒
ガ
ス
発
生
時
の
体

制
の
整
備
）
 

有
毒
ガ
ス

が
発

生
し

た
場

合
に

講
じ

た
措

置
の
結

果
 

第
１

８
条

の
５

（
重
大

事
故
等

発
生

時
の

体

制
の
整
備
）
 

第
４
項
に
定
め
る
成
立

性
の
確

認
訓
練

の
結
果
 

  

第
１

８
条

の
６

（
大
規

模
損
壊

発
生

時
の

体

制
の
整
備
）
 

第
１

項
に

定
め
る
技

術
的
能
力

の
確
認

訓
練
の

結

果
 

 

第
８
５
条
（
重
大
事
故
等
対
処
設
備
）
 

要
求
さ
れ
る
代
替
措
置
の
確
認
 

  

第
８
８
条（

運
転
上
の
制
限
を
満
足
し
な
い
場

合
）
 

第
１
１
項

に
定

め
る

運
転

上
の

制
限

を
満

足
し
て

い
る
と
判
断
し
た
場
合
 

第
１
１
項

に
定

め
る

原
子

炉
熱

出
力

の
上

昇
ま
た

は
原
子
炉
起
動
状
態
へ
近
づ
く
モ
ー
ド
へ
の
移
行
 

第
８
９
条
（
予
防
保
全
を
目
的
と
し
た
点
検
・

保
修
を
実
施
す
る
場
合
）
 

第
２
項
に
定
め
る
必
要
な
安
全
措
置
 

第
１
１
項

に
定

め
る

運
転

上
の

制
限

外
か

ら
復
帰

し
て
い
る
と
判
断
し
た
場
合
 

第
９
１
条
（
異
常
時
の
基
本
的
な
対
応
）
 

異
常
が
発

生
し

た
場

合
の

原
因

調
査

お
よ

び
対

応

措
置
 

第
９
２
条
（
異
常
時
の
措
置
）
 

異
常
の
収
束
 

第
１
３
４
条
（
報
告
）
 

運
転
上
の

制
限

を
満

足
し

て
い

な
い

と
判

断
し

た

場
合
（
実
用
発
電
用
原
子
炉
の
設
置
、
運
転
等
に
関

す
る
規
則
（
以
下
、「

実
用
炉
規
則
」
と
い
う
。
）
第

８
７
条
第
９
号
に
定
め
る
事
象
が
生
じ
た
場
合
）
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高
浜

発
電
所

原
子
炉
施
設
保
安
規
定
 

＜
第
１
０
条
＞

 

4/
6 

赤
下
線

：
現

行
版

と
今

回
申

請
版

で
差

の
あ

る
箇
所

 

赤
字
：

現
行

版
と

今
回

申
請

で
差

が
あ

る
箇

所
の
う

ち
有

毒
ガ

ス
で

変
更

す
る

箇
所
 

黄
色
マ

ー
カ

ー
：

変
更

前
に

お
け

る
有

毒
ガ

ス
に
関

す
る

変
更

箇
所
 

変
更

前
（
３
／

４
号

炉
）
 

変
更
後
（
１
～
４
号
炉
）
 

差
異
の
理
由
 

第
９

１
条

に
定
め
る

異
常
が
発
生
し
た
場
合
 

放
射

性
液

体
廃

棄
物
ま

た
は

放
射

性
気
体

廃
棄

物

に
つ

い
て

放
出

管
理
目

標
値

を
超

え
て
放

出
し

た

場
合
 

外
部

放
射

線
に

係
る
線

量
当

量
率

等
に
異

常
が

認

め
ら

れ
た

場
合
 

実
用

炉
規

則
第

１
３
４

条
第

２
号

か
ら
第

１
４

号

に
定

め
る

報
告
事
象

が
生
じ
た
場
合
 

 

第
９
１
条
に
定
め
る
異
常
が
発
生
し
た
場
合
 

放
射
性
液

体
廃

棄
物

ま
た

は
放

射
性

気
体

廃
棄
物

に
つ
い
て

放
出

管
理

目
標

値
を

超
え

て
放

出
し
た

場
合
 

外
部
放
射

線
に

係
る

線
量

当
量

率
等

に
異

常
が
認

め
ら
れ
た
場
合
 

実
用
炉
規

則
第

１
３

４
条

第
２

号
か

ら
第

１
４
号

に
定
め
る
報
告
事
象
が
生
じ
た
場
合
 

 

変
更
な
し
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高
浜

発
電
所

原
子
炉
施
設
保
安
規
定
 

＜
第
１
０
条
＞

 

5/
6 

赤
下
線

：
現

行
版

と
今

回
申

請
版

で
差

の
あ

る
箇
所

 

赤
字
：

現
行

版
と

今
回

申
請

で
差

が
あ

る
箇

所
の
う

ち
有

毒
ガ

ス
で

変
更

す
る

箇
所
 

黄
色
マ

ー
カ

ー
：

変
更

前
に

お
け

る
有

毒
ガ

ス
に
関

す
る

変
更

箇
所
 

変
更

前
（
３
／

４
号

炉
）
 

変
更
後
（
１
～
４
号
炉
）
 

差
異
の
理
由
 

表
１
０
－
３
 

記
 
録
 
項
 
目
 

１
．
運

転
日
誌
等
 

(
1)
 熱

出
力
 

(
2)
 炉

心
の
中
性
子
束
密
度
 

(
3)
 炉

心
の
温
度
 

(
4)
 冷

却
材
入
口
温
度
 

(
5)
 冷

却
材
出
口
温
度
 

(
6)
 冷

却
材
圧
力
 

(
7)
 冷

却
材
流
量
 

(
8)
 制

御
棒
位
置
 

(
9)
 再

結
合
装
置
内
の
温
度
（

３
号

炉
お

よ
び
４

号
炉
）
 

(
10
) 
原
子
炉
に
使
用
し
て
い

る
冷
却
材

の
純

度
お
よ
び

毎
日

の
補
給

量
 

２
．
燃

料
に
係
る
記
録
 

(
1)
 原

子
炉
内
に
お
け
る
燃
料

体
の

配
置
 

(
2)
 使

用
済
燃
料
の
貯
蔵
施
設

内
に

お
け

る
燃
料

体
の
配
置

 

(
3)
 使

用
済
燃
料
の
払
出
し
時

に
お

け
る

放
射
能

の
量
 

３
．
点

検
報
告
書
 

(
1)
 運

転
開
始
前
の
点
検
結
果

 

(
2)
 運

転
停
止
後
の
点
検
結
果

 

４
．
引

継
日
誌
 

５
．
放

射
線
管
理
に
係
る
記
録

 

(
1)
 原

子
炉
本
体
、
使
用
済

燃
料

の
貯
蔵

施
設
、
放

射
性

廃
棄

物
の
廃
棄
施
設
等
の
放
射
線
し
ゃ

へ
い
物
の
側
壁
に
お
け
る
線
量

当
量

率
 

(
2)
 管

理
区
域
に
お
け
る
外
部

放
射

線
に

係
る
１

週
間
の
線
量

当
量
、
空
気
中
の
放
射
性
物
質
の

１
週
間

に
つ

い
て

の
平

均
濃
度

お
よ

び
放

射
性

物
質

に
よ

っ
て

汚
染

さ
れ
た

物
の

表
面
の

放
射
性
物
質
の
密
度
 

(
3)
 放

射
性
物
質
に
よ
る
汚
染

の
広

が
り

の
防
止

お
よ
び
除
去

を
行
っ
た
場
合
に
は
、
そ
の
状
況
 

６
．
放

射
性
廃
棄
物
管
理
に
係

る
記

録
 

(
1)
 
放

射
性
廃

棄
物

の
排

気
口

ま
た

は
排
気

監
視

設
備
お

よ
び

排
水

口
ま

た
は
排

水
監

視
設

備

に
お
け
る
放
射
性
物
質
の
１
日

間
お

よ
び

３
月
間

に
つ
い
て

の
平
均
濃
度
 

(
2)
 廃

棄
施
設
に
廃
棄
し
た
放

射
性

廃
棄

物
の
種

類
、
当

該
放

射
性
廃
棄
物
に
含
ま
れ
る
放
射
性

物
質
の
数
量
、
当
該
放
射
性
廃

棄
物

を
容

器
に
封

入
し
、
ま

た
は
容
器
と
一
体
的
に
固
型
化

し
た
場
合
に
は
当
該
容
器
の
数

量
お

よ
び

比
重
な

ら
び
に
そ

の
廃
棄
の
場
所
お
よ
び
方
法
 

(
3)
 放

射
性
廃
棄
物
を
容
器
に

封
入

し
、

ま
た
は

容
器
に
固
型

化
し
た
場
合
に
は
、
そ
の
方
法
 

(
4)
 発

電
所
の
外
に
お
い
て
運

搬
し

た
核

燃
料
物

質
等
の
種
類

別
の
数
量
、
そ
の
運
搬
に
使
用
し

表
１
０
－
３
 

記
 
録
 
項
 
目
 

１
．
運
転
日
誌
等
 

(
1)
 
熱
出
力
 

(
2)
 
炉
心
の
中
性
子
束
密
度
 

(
3)
 
炉
心
の
温
度
 

(
4)
 
冷
却
材
入
口
温
度
 

(
5)
 
冷
却
材
出
口
温
度
 

(
6)
 
冷
却
材
圧
力
 

(
7)
 
冷
却
材
流
量
 

(
8)
 
制
御
棒
位
置
 

(
9)
 
再
結
合
装
置
内
の
温
度
 

(
10
)
 原

子
炉
に
使
用
し
て
い
る
冷
却
材
の
純
度
お
よ
び
毎
日
の
補
給
量
 

２
．
燃
料
に
係
る
記
録
 

(
1)
 
原
子
炉
内
に
お
け
る
燃
料
体
の
配
置
 

(
2)
 
使
用
済
燃
料
の
貯
蔵
施
設
内
に
お
け
る
燃
料
体
の
配
置
 

(
3)
 
使
用
済
燃
料
の
払
出
し
時
に
お
け
る
放
射
能
の
量
 

３
．
点
検
報
告
書
 

(
1)
 
運
転
開
始
前
の
点
検
結
果
 

(
2)
 
運
転
停
止
後
の
点
検
結
果
 

４
．
引
継
日
誌
 

５
．
放
射
線
管
理
に
係
る
記
録
 

(
1)
 
原
子
炉
本
体
、
使
用
済
燃
料
の
貯
蔵
施
設
、
放
射
性
廃
棄
物
の
廃
棄
施
設
等
の
放
射
線
し
ゃ

へ
い
物
の
側
壁
に
お
け
る
線
量
当
量
率

 

(
2)
 
管
理
区
域
に
お
け
る
外
部
放
射
線
に
係
る
１
週
間
の
線
量
当
量
、
空
気
中
の
放
射
性
物
質
の

１
週

間
に
つ

い
て

の
平
均

濃
度

お
よ
び

放
射

性
物
質

に
よ
っ

て
汚

染
さ
れ
た

物
の

表
面

の

放
射
性
物
質
の
密
度
 

(
3)
 
放
射
性
物
質
に
よ
る
汚
染
の
広
が
り
の
防
止
お
よ
び
除
去
を
行
っ
た
場
合
に
は
、
そ
の
状
況
 

６
．
放
射
性
廃
棄
物
管
理
に
係
る
記
録
 

(
1)
 
放

射
性

廃
棄

物
の

排
気
口

ま
た

は
排

気
監

視
設
備

お
よ

び
排
水

口
ま
た

は
排

水
監
視

設
備

に
お
け
る
放
射
性
物
質
の
１
日
間
お
よ

び
３
月
間
に
つ
い
て
の
平
均
濃
度
 

(
2)
 
廃
棄
施
設
に
廃
棄
し
た
放
射
性
廃
棄
物
の
種
類
、
当
該
放
射
性
廃
棄
物
に
含
ま
れ
る
放
射
性

物
質
の
数
量
、
当
該
放
射
性
廃
棄
物
を

容
器
に
封
入
し
、
ま
た
は
容
器
と
一
体
的
に
固
型
化

し
た
場
合
に
は
当
該
容
器
の
数
量
お
よ

び
比
重
な
ら
び
に
そ
の
廃
棄
の
場
所
お
よ
び
方
法
 

(
3)
 
放
射
性
廃
棄
物
を
容
器
に
封
入
し
、
ま
た
は
容
器
に
固
型
化
し
た
場
合
に
は
、
そ
の
方
法
 

(
4)
 
発
電
所
の
外
に
お
い
て
運
搬
し
た
核
燃
料
物
質
等
の
種
類
別
の
数
量
、
そ
の
運
搬
に
使
用
し
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高
浜

発
電
所

原
子
炉
施
設
保
安
規
定
 

＜
第
１
０
条
＞

 

6/
6 

赤
下
線

：
現

行
版

と
今

回
申

請
版

で
差

の
あ

る
箇
所

 

赤
字
：

現
行

版
と

今
回

申
請

で
差

が
あ

る
箇

所
の
う

ち
有

毒
ガ

ス
で

変
更

す
る

箇
所
 

黄
色
マ

ー
カ

ー
：

変
更

前
に

お
け

る
有

毒
ガ

ス
に
関

す
る

変
更

箇
所
 

変
更

前
（
３
／

４
号

炉
）
 

変
更
後
（
１
～
４
号
炉
）
 

差
異
の
理
由
 

た
容
器
の
種
類
な
ら
び
に
そ
の

運
搬

の
経
路
 

７
．
原

子
炉
施
設
の
巡
視
ま
た

は
点

検
の

結
果

 

８
．
保

安
教
育
の
実
施
報
告
書

 

  

た
容
器
の
種
類
な
ら
び
に
そ
の
運
搬
の

経
路
 

７
．
原
子
炉
施
設
の
巡
視
ま
た
は
点
検
の
結
果
 

８
．
保
安
教
育
の
実
施
報
告
書
 

 

変
更
な
し
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高
浜

発
電
所
原
子
炉
施

設
保
安
規
定
【
有
毒

ガ
ス
審
査
資
料
用
】
 

【
有
毒
ガ
ス

審
査
資
料
用
】
＜
第

１
５
条
＞

 

1/
1 

赤
下
線

：
現

行
版

と
今

回
申

請
版

で
差

の
あ

る
箇
所

 

赤
字
：

現
行

版
と

今
回

申
請

で
差

が
あ

る
箇

所
の
う

ち
有

毒
ガ

ス
で

変
更

す
る

箇
所
 

黄
色
マ

ー
カ

ー
：

変
更

前
に

お
け

る
有

毒
ガ

ス
に
関

す
る

変
更

箇
所
 

変
更
前
 

変
更
後
 

差
異
の
理
由
 

（
運
転
管
理
に
関
す
る
社
内
標

準
の
作
成

）
 

第
 １

５
 条

 
各
課
（
室
）
長
（

当
直

課
長
を

除
く
。）

は
、
次

の
各
号
に

掲
げ
る
原
子
炉
施
設
の
運
転
管
理
に
関

す
る
社

内
標
準
を
作
成
し
、
制

定
・

改
正
に
当
た

っ
て
は
、
第

８
条

第
２
項
に
基
づ
き
運
営
委
員
会
の
確
認
を

得
る
。
 

(
1)
 原

子
炉
の
起
動
お
よ
び
停

止
操

作
に

関
す
る
事

項
 

(
2)
 巡

視
点
検
に
関
す
る
事
項

 

(
3)
 異

常
時
の
措
置
に
関
す
る

事
項

 

(
4)
 警

報
発
生
時
の
措
置
に
関

す
る

事
項
 

(
5)
 原

子
炉
施
設
の
各
設
備
の

運
転

操
作

に
関
す
る

事
項
 

(
6)
 定

期
的
に
実
施
す
る
サ
ー

ベ
ラ

ン
ス

に
関
す
る

事
項
 

(
7)
 誤

操
作
の
防
止
に
関
す
る

事
項

（
３

号
炉
お
よ

び
４
号

炉
）

 

  (
8)
 火

災
、
内
部
溢
水
（
３
号

炉
お
よ
び

４
号

炉
）、

火
山

影
響
等
（
３
号
炉
お
よ
び
４
号
炉
）、

そ
の
他
自
然

災
害
お
よ
び
有
毒
ガ
ス
（
３
号

炉
お

よ
び

４
号
炉

）
発
生
時
等

の
体
制
の
整
備
に
関
す
る
事
項
 

 (
9)
 重

大
事
故
等
お
よ
び
大
規

模
損

壊
発

生
時
の
体

制
の
整

備
に

関
す

る
事
項
（
３
号
炉
お
よ
び
４
号
炉
）
 

  

（
運
転
管
理
に
関
す
る
社
内
標
準
の
作
成
）
 

第
 １

５
 条

 
各
課
（
室
）
長
（
当
直
課
長
を
除
く
。）

は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
原
子
炉
施
設
の
運
転
管
理
に
関

す
る
社
内
標
準
を
作
成
し
、
制
定
・
改
正
に
当
た
っ
て
は
、
第
８
条
第
２
項
に
基
づ
き
運
営
委
員
会
の
確
認
を

得
る
。
 

(
1)
 原

子
炉
の
起
動
お
よ
び
停
止
操
作
に
関

す
る
事
項
 

(
2)
 巡

視
点
検
に
関
す
る
事
項
 

(
3)
 異

常
時
の
措
置
に
関
す
る
事
項
 

(
4)
 警

報
発
生
時
の
措
置
に
関
す
る
事
項
 

(
5)
 原

子
炉
施
設
の
各
設
備
の
運
転
操
作
に

関
す
る
事
項
 

(
6)
 定

期
的
に
実
施
す
る
サ
ー
ベ
ラ
ン
ス
に

関
す
る
事
項
 

(
7)
 誤

操
作
の
防
止
に
関
す
る
事
項
 

  (
8)
 火

災
、
内
部
溢
水
、
火
山
影
響
等
、
そ
の
他
自
然
災
害
お
よ
び
有
毒
ガ
ス
発
生
時
等
の
体
制
の
整
備
に
関

す
る
事
項
 

 (
9)
 重

大
事
故
等
お
よ
び
大
規
模
損
壊
発
生

時
の
体
制
の
整
備
に
関
す
る
事
項
 

  

          １
、
２
号
炉
の
追
加
 

（
以
下
、
明
記
し
な
い
箇
所
に

つ
い

て
は

同
じ

理
由

に
よ

る

変
更
）
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高
浜

発
電
所

原
子
炉
施
設
保
安
規
定
 

＜
第
１
８
条
＞

 

1/
1 

赤
下
線

：
現

行
版

と
今

回
申

請
版

で
差

の
あ

る
箇
所

 

赤
字
：

現
行

版
と

今
回

申
請

で
差

が
あ

る
箇

所
の
う

ち
有

毒
ガ

ス
で

変
更

す
る

箇
所
 

黄
色
マ

ー
カ

ー
：

変
更

前
に

お
け

る
有

毒
ガ

ス
に
関

す
る

変
更

箇
所
 

変
更

前
（
３
／

４
号

炉
）
 

変
更
後
（
１
～
４
号
炉
）
 

差
異
の
理
由
 

（
火
災
発
生
時
の
体
制
の
整
備
）
 

第
 １

８
 条

 
安
全
・
防
災
室

長
は

、
火
災
が
発

生
し
た
場
合

（
以

下
、
「
火
災
発
生
時
」
と
い
う
。
）
に
お
け

る
原

子
炉
施
設
の

保
全
の

た
め

の
活
動

※
１
を

行
う

体
制
の

整
備
と

し
て

、
次

の
各

号
を

含
む
計
画

※
２
を
策
定

し
、
所

長
の
承
認
を
得
る
。
ま

た
、

計
画
は
、
添

付
２
に
示
す

「
火

災
、
内
部
溢
水
、
火
山
影
響
等
、
自
然
災

害
お
よ
び
有
毒
ガ
ス
発
生
時
の

対
応

に
係

る
実
施

基
準
」
に

従
い

策
定

す
る
。
 

(
1)
 中

央
制
御
室
（
１
，
２

号
炉

中
央
制

御
盤

取
替
工
事

に
伴

い
Ａ
中

央
制
御
室
が
運
用
停
止
（
取
水
路
防
潮

ゲ
ー
ト
を
閉
止
す
る
機
能
は
除

く
。

）
と

な
る

期
間
は
、
運

転
員
が
常
駐
す
る
区
画
で
あ
る
運
転
員
控
室
）

か
ら
消
防
機
関
へ
通
報
す
る
た

め
の

専
用

回
線

を
使
用
し
た

通
報
設
備
の
設
置

※
３
 

(
2)
 火

災
発
生
時
に
お
け
る
原

子
炉

施
設

の
保
全
の

た
め
の

活
動

を
行

う
た
め
に
必
要
な
要
員
の
配
置
 

(
3)
 火

災
発
生
時
に
お
け
る
原

子
炉

施
設

の
保
全
の

た
め
の

活
動

を
行

う
要
員
に
対
す
る
教
育
訓
練
 

(
4)
 火

災
発
生
時
に
お
け
る
原

子
炉

施
設

の
保
全
の

た
め
の

活
動

を
行

う
た
め
に
必
要
な
資
機
材
の
配
備
 

(
5)
 発

電
所
に
お
け
る
可
燃
物

の
適

切
な

管
理
 

２
．
各
課
（
室
）
長
（
当
直
課
長

を
除

く
。
）
は

、
前
項
の
計

画
に

基
づ
き
、
火
災
発
生
時
に
お
け
る
原
子
炉
施

設
の
保
全
の
た
め
の
活
動
を
行

う
た

め
に

必
要
な

体
制
お
よ

び
手

順
の

整
備
を
実
施
す
る
。
 

３
．
安
全
・
防
災
室
長
は
、
第
２

項
の

活
動
の
実

施
結
果
を
取

り
ま

と
め
、
第
１
項
に
定
め
る
事
項
に
つ
い
て
定

期
的
に
評
価
を
行
う
と
と
も
に

、
評

価
の

結
果
に

基
づ
き
必

要
な

措
置

を
講
じ
る
。
 

４
．
各
課
（
室
）
長
は
、
火
災
の

影
響

に
よ
り
、

原
子
炉
施
設

の
保

安
に
重
大
な
影
響
を
及
ぼ
す
可
能
性
が
あ
る

と
判
断

し
た
場
合
は
、
所
長
、

原
子

炉
主
任
技
術

者
お
よ
び
関

係
課

（
室
）
長
に
連
絡
す
る
と
と
も
に
、
必
要

に
応
じ
て
原
子
炉
停
止
等
の
措

置
に

つ
い

て
協
議

す
る
。
 

 ※
１
：
消
防
機
関
へ
の
通
報
、
消

火
ま

た
は
延
焼

の
防
止
、
そ

の
他

公
設
消
防
隊
が
火
災
の
現
場
に
到
着
す
る
ま

で
に
行
う
活
動
を
含
む
。
ま
た
、
火
災

の
発

生
防
止
、
火
災

の
早

期
感
知
お
よ
び
消
火
な
ら
び
に
火
災
に
よ

る
影
響
の
軽
減
に
係
る
措
置
を

含
む

（
以

下
、
本

条
に
お
い

て
同

じ
）。

 

※
２
：
計
画
と
は
、
３
号
炉
お
よ

び
４

号
炉
な
ら

び
に
外
部
遮

蔽
壁

保
管
庫
に
お
い
て
は
、
火
災
防
護
計
画
を
示

す
。
 

※
３
：
一
般
回
線
の
代
替
設
備
で

あ
る

専
用
回
線

、
通
報
設
備

が
点

検
ま
た
は
故
障
に
よ
り
使
用
不
能
と
な
っ
た

場
合
を
除
く
。
た
だ
し
、
点
検

後
ま

た
は

修
復
後

は
遅
滞
な

く
復

旧
さ
せ
る
。
 

  

（
火
災
発
生
時
の
体
制
の
整
備
）
 

第
 １

８
 条

 
安
全
・
防
災
室
長
は
、
火
災
が

発
生
し
た
場
合
（
以
下
、
「
火
災
発
生
時
」
と
い
う
。
）
に
お
け

る
原

子
炉

施
設
の

保
全
の
た
め

の
活
動

※
１
を

行
う

体
制
の

整
備
と
し
て

、
次

の
各

号
を

含
む
計
画

※
２
を
策
定

し
、
所
長
の
承
認
を
得
る
。
ま
た
、
計
画
は
、
添
付
２
に
示
す
「
火
災
、
内
部
溢
水
、
火
山
影
響
等
、
自
然
災

害
お
よ
び
有
毒
ガ
ス
発
生
時
の
対
応
に
係
る
実
施
基
準
」
に
従
い
策
定
す
る
。
 

(
1)
 中

央
制
御
室
か
ら
消
防
機
関
へ
通
報
す

る
た
め
の
専
用
回
線
を
使
用
し
た
通
報
設
備
の
設
置

※
３

 

  (
2)
 火

災
発
生
時
に
お
け
る
原
子
炉
施
設
の

保
全
の
た
め
の
活
動
を
行
う
た
め
に
必
要
な
要
員
の
配
置
 

(
3)
 火

災
発
生
時
に
お
け
る
原
子
炉
施
設
の

保
全
の
た
め
の
活
動
を
行
う
要
員
に
対
す
る
教
育
訓
練
 

(
4)
 火

災
発
生
時
に
お
け
る
原
子
炉
施
設
の

保
全
の
た
め
の
活
動
を
行
う
た
め
に
必
要
な
資
機
材
の
配
備
 

(
5)
 発

電
所
に
お
け
る
可
燃
物
の
適
切
な
管

理
 

２
．
各
課
（
室
）
長
（
当
直
課
長
を
除
く
。
）

は
、
前
項
の
計
画
に
基
づ
き
、
火
災
発
生
時
に
お
け
る
原
子
炉
施

設
の
保
全
の
た
め
の
活
動
を
行
う
た
め
に
必
要
な
体
制
お
よ
び
手
順
の
整
備
を
実
施
す
る
。
 

３
．
安
全
・
防
災
室
長
は
、
第
２
項
の
活
動
の

実
施
結
果
を
取
り
ま
と
め
、
第
１
項
に
定
め
る
事
項
に
つ
い
て
定

期
的
に
評
価
を
行
う
と
と
も
に
、
評
価
の
結
果
に
基
づ
き
必
要
な
措
置
を
講
じ
る
。
 

４
．
各
課
（
室
）
長
は
、
火
災
の
影
響
に
よ
り

、
原
子
炉
施
設
の
保
安
に
重
大
な
影
響
を
及
ぼ
す
可
能
性
が
あ
る

と
判
断
し
た
場
合
は
、
所
長
、
原
子
炉
主
任
技
術
者
お
よ
び
関
係
課
（
室
）
長
に
連
絡
す
る
と
と
も
に
、
必
要

に
応
じ
て
原
子
炉
停
止
等
の
措
置
に
つ
い
て
協
議
す
る
。
 

 ※
１
：
消
防
機
関
へ
の
通
報
、
消
火
ま
た
は
延

焼
の
防
止
、
そ
の
他
公
設
消
防
隊
が
火
災
の
現
場
に
到
着
す
る
ま

で
に
行
う
活
動
を
含
む
。
ま
た
、
火
災
の
発
生
防
止
、
火
災
の
早
期
感
知
お
よ
び
消
火
な
ら
び
に
火
災
に
よ

る
影
響
の
軽
減
に
係
る
措
置
を
含
む
（
以
下
、
本
条
に
お
い
て
同
じ
）。

 

※
２
：
計
画
と
は
、
火
災
防
護
計
画
を
示
す
。
 

 ※
３
：
一
般
回
線
の
代
替
設
備
で
あ
る
専
用
回

線
、
通
報
設
備
が
点
検
ま
た
は
故
障
に
よ
り
使
用
不
能
と
な
っ
た

場
合
を
除
く
。
た
だ
し
、
点
検
後
ま
た
は
修
復
後
は
遅
滞
な
く
復
旧
さ
せ
る
。
 

  

     １
、
２
号
炉
中
央
制
御
盤
取

替
工
事
完
了
に
伴
う
削
除
 

                １
、
２
号
炉
の
追
加
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高
浜

発
電
所

原
子
炉
施
設
保
安
規
定
 

＜
第
１
８
条

の
２
、
第
１
８
条
の

２
の
２
＞
 

1/
2 

 

赤
下
線

：
現

行
版

と
今

回
申

請
版

で
差

の
あ

る
箇
所

 

赤
字
：

現
行

版
と

今
回

申
請

で
差

が
あ

る
箇

所
の
う

ち
有

毒
ガ

ス
で

変
更

す
る

箇
所
 

黄
色
マ

ー
カ

ー
：

変
更

前
に

お
け

る
有

毒
ガ

ス
に
関

す
る

変
更

箇
所
 

変
更

前
（
３
／

４
号

炉
）
 

変
更
後
（
１
～
４
号
炉
）
 

差
異
の
理
由
 

（
内
部
溢
水
発
生
時
の
体
制
の

整
備
）
 

第
１
８
条
の
２
 
３
号
炉
お
よ

び
４

号
炉
に
つ
い

て
、
安
全
・

防
災

室
長
は
、
原
子
炉
施
設
内
に
お
い
て
溢
水
が

発
生
し

た
場
合
（
以
下
、
「
内

部
溢

水
発
生
時
」

と
い
う
。
）

に
お

け
る
原
子
炉
施
設
の
保
全
の
た
め
の
活
動

を
行
う

体
制
の
整
備
と
し
て
、

次
の

各
号
を
含
む

計
画
を
策
定

し
、

所
長
の
承
認
を
得
る
。
ま
た
、
計
画
は
、

添
付
２

に
示
す
「
火
災
、
内
部

溢
水

、
火
山
影
響

等
、
自
然
災

害
お

よ
び
有
毒
ガ
ス
発
生
時
の
対
応
に
係
る
実

施
基
準
」
に
従
い
策
定
す
る
。

 

(
1)
 内

部
溢
水
発
生
時
に
お
け

る
原

子
炉

施
設
の
保

全
の
た

め
の

活
動

を
行
う
た
め
に
必
要
な
要
員
の
配
置
 

(
2)
 内

部
溢
水
発
生
時
に
お
け

る
原

子
炉

施
設
の
保

全
の
た

め
の

活
動

を
行
う
要
員
に
対
す
る
教
育
訓
練
 

(
3)
 
内
部

溢
水
発
生

時
に

お
け
る

原
子

炉
施
設

の
保

全
の

た
め
の
活

動
を

行
う

た
め

に
必
要

な
資
機
材

の
配

備
 

２
．
各
課
（
室
）
長
（
当
直
課
長

を
除

く
。
）
は

、
前
項
の
計

画
に

基
づ
き
、
内
部
溢
水
発
生
時
に
お
け
る
原
子

炉
施
設
の
保
全
の
た
め
の
活
動

を
行

う
た

め
に
必

要
な
体
制

お
よ

び
手

順
の
整
備
を
実
施
す
る
。
 

３
．
各
課
（
室
）
長
は
、
第
２
項

の
活

動
の
実
施

結
果
を
取
り

ま
と

め
、
第
１
項
に
定
め
る
事
項
に
つ
い
て
定
期

的
に
評
価
を
行
う
と
と
も
に
、
評

価
の

結
果
に
基

づ
き
必
要

な
措

置
を

講
じ
、
安
全
・
防
災
室
長
に
報
告
す
る
。

安
全
・

防
災
室
長
は
、
第
１
項

に
定

め
る
事
項
に

つ
い
て
定
期

的
に

評
価
を
行
う
と
と
も
に
、
評
価
の
結
果
に

基
づ
き
必
要
な
措
置
を
講
じ
る
。
 

４
．
３
号
炉
お
よ
び
４
号
炉
に
つ

い
て

、
各
課
（

室
）
長
は
、

内
部

溢
水
の
影
響
に
よ
り
、
原
子
炉
施
設
の
保
安

に
重
大

な
影
響
を
及
ぼ
す
可
能

性
が

あ
る
と
判
断

し
た
場
合
は

、
所

長
、
原
子
炉
主
任
技
術
者
お
よ
び
関
係
課

（
室
）
長
に
連
絡
す
る
と
と
も

に
、

必
要

に
応
じ

て
原
子
炉

停
止

等
の

措
置
に
つ
い
て
協
議
す
る
。
 

  

（
内
部
溢
水
発
生
時
の
体
制
の
整
備
）
 

第
１
８
条
の
２
 
安
全
・
防
災
室
長
は
、
原
子
炉
施
設
内
に
お
い
て
溢
水
が
発
生
し
た
場
合
（
以
下
、
「
内
部
溢

水
発
生
時
」
と
い
う
。
）
に
お
け
る
原
子
炉
施
設
の
保
全
の
た
め
の
活
動
を
行
う
体
制
の
整
備
と
し
て
、
次
の

各
号
を
含
む
計
画
を
策
定
し
、
所
長
の
承
認
を
得
る
。
ま
た
、
計
画
は
、
添
付
２
に
示
す
「
火
災
、
内
部
溢
水
、

火
山
影
響
等
、
自
然
災
害
お
よ
び
有
毒
ガ
ス
発
生
時
の
対
応
に
係
る
実
施
基
準
」
に
従
い
策
定
す
る
。
 

 

(
1)
 内

部
溢
水
発
生
時
に
お
け
る
原
子
炉
施

設
の
保
全
の
た
め
の
活
動
を
行
う
た
め
に
必
要
な
要
員
の
配
置
 

(
2)
 内

部
溢
水
発
生
時
に
お
け
る
原
子
炉
施

設
の
保
全
の
た
め
の
活
動
を
行
う
要
員
に
対
す
る
教
育
訓
練
 

(
3)
 
内
部
溢

水
発
生
時

に
お

け
る
原

子
炉

施
設
の
保

全
の

た
め

の
活
動

を
行

う
た

め
に

必
要
な

資
機
材
の
配

備
 

２
．
各
課
（
室
）
長
（
当
直
課
長
を
除
く
。
）

は
、
前
項
の
計
画
に
基
づ
き
、
内
部
溢
水
発
生
時
に
お
け
る
原
子

炉
施
設
の
保
全
の
た
め
の
活
動
を
行
う
た
め
に
必
要
な
体
制
お
よ
び
手
順
の
整
備
を
実
施
す
る
。
 

３
．
各
課
（
室
）
長
は
、
第
２
項
の
活
動
の
実

施
結
果
を
取
り
ま
と
め
、
第
１
項
に
定
め
る
事
項
に
つ
い
て
定
期

的
に
評
価
を
行
う
と
と
も
に
、
評
価
の
結
果
に
基
づ
き
必
要
な
措
置
を
講
じ
、
安
全
・
防
災
室
長
に
報
告
す
る
。

安
全
・
防
災
室
長
は
、
第
１
項
に
定
め
る
事
項
に
つ
い
て
定
期
的
に
評
価
を
行
う
と
と
も
に
、
評
価
の
結
果
に

基
づ
き
必
要
な
措
置
を
講
じ
る
。
 

４
．
各
課
（
室
）
長
は
、
内
部
溢
水
の
影
響
に

よ
り
、
原
子
炉
施
設
の
保
安
に
重
大
な
影
響
を
及
ぼ
す
可
能
性
が

あ
る
と
判
断
し
た
場
合
は
、
所
長
、
原
子
炉
主
任
技
術
者
お
よ
び
関
係
課
（
室
）
長
に
連
絡
す
る
と
と
も
に
、

必
要
に
応
じ
て
原
子
炉
停
止
等
の
措
置
に
つ
い
て
協
議
す
る
。
 

  

 １
、
２
号
炉
の
追
加
 

              １
、
２
号
炉
の
追
加
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高
浜

発
電
所

原
子
炉
施
設
保
安
規
定
 

＜
第
１
８
条

の
２
、
第
１
８
条
の

２
の
２
＞
 

2/
2 

赤
下
線

：
現

行
版

と
今

回
申

請
版

で
差

の
あ

る
箇
所

 

赤
字
：

現
行

版
と

今
回

申
請

で
差

が
あ

る
箇

所
の
う

ち
有

毒
ガ

ス
で

変
更

す
る

箇
所
 

黄
色
マ

ー
カ

ー
：

変
更

前
に

お
け

る
有

毒
ガ

ス
に
関

す
る

変
更

箇
所
 

変
更

前
（
３
／

４
号

炉
）
 

変
更
後
（
１
～
４
号
炉
）
 

差
異
の
理
由
 

（
火
山
影
響
等
発
生
時
の
体
制

の
整
備
）

 

第
１
８
条
の
２
の
２
 
３
号
炉

お
よ

び
４
号
炉
に

つ
い
て
、
安

全
・

防
災
室
長
は
、
火
山
現
象
に
よ
る
影
響
が
発

生
す
る

お
そ
れ
が
あ
る
場
合
ま

た
は

発
生
し
た
場

合
（
以
下
、
「

火
山

影
響
等
発
生
時
」
と
い
う
。
）
に
お
け
る

原
子
炉
施
設
の
保
全
の
た
め
の

活
動

※
１
を
行
う

体
制
の
整

備
と

し
て
、
次
の
各
号
を
含
む
計
画
を
策
定
し
、
所

長
の
承

認
を
得
る
。
ま
た
、
計

画
は

、
添
付
２
に

示
す
「
火
災

、
内

部
溢
水
、
火
山
影
響
等
、
自
然
災
害
お
よ

び
有
毒
ガ
ス
発
生
時
の
対
応
に

係
る

実
施

基
準
」

に
従
い
策

定
す

る
。
 

(
1)
 
火
山

影
響
等
発

生
時

に
お
け

る
原

子
炉
施

設
の

保
全

の
た
め
の

活
動

を
行

う
た

め
に
必

要
な
要
員

の
配

置
 

(
2)
 火

山
影
響
等
発
生
時
に
お

け
る

原
子

炉
施
設
の

保
全
の

た
め

の
活

動
を
行
う
要
員
に
対
す
る
教
育
訓
練
 

(
3)
 
火
山

影
響
等
発

生
時

に
お
け

る
原

子
炉
施

設
の

保
全

の
た
め
の

活
動

を
行

う
た

め
に
必

要
な
フ
ィ

ル
タ

そ
の
他
の
資
機
材
の
配
備
 

２
．
各
課
（
室
）
長
（
当
直
課
長

を
除
く

。）
は
、
前
項
の

計
画

に
基

づ
き
、
次
の
各
号
を
含
む
火
山
影
響
等
発
生

時
に
お

け
る
原
子
炉
施
設
の
保

全
の

た
め
の
活
動

を
行
う
た
め

に
必

要
な
体
制
お
よ
び
手
順
の
整
備
を
実
施
す

る
。
 

(
1)
 
火
山
影
響
等
発
生
時

に
お

け
る

非
常

用
交

流
動

力
電
源

設
備

の
機

能
を
維
持
す
る
た
め
の
対
策
に
関
す

る
こ
と
。
 

(
2)
 
(1
)に

掲
げ
る
も
の
の
他

、
火

山
影

響
等
発

生
時
に
お

け
る

代
替

電
源
設
備
そ
の
他
の
炉
心
を
冷
却
す
る

た
め
に
必
要
な
設
備
の
機
能

を
維

持
す
る

た
め

の
対
策
に

関
す

る
こ
と
。
 

(
3)
 
(2
)に

掲
げ
る
も
の
の
他

、
火

山
影

響
等
発

生
時
に
お

け
る

交
流

動
力
電
源
が
喪
失
し
た
場
合
に
お
け
る

炉
心
の
著
し
い
損
傷
を
防
止

す
る

た
め
の

対
策

に
関
す
る

こ
と
。
 

３
．
各
課
（
室
）
長
は
、
第
１
項

の
計

画
に

基
づ

き
、
火
山

影
響

等
発

生
時
に
お
け
る
原
子
炉
施
設
の
保
全
の
た

め
の
活
動
を
実
施
す
る
と
と
も

に
、
第
１
項

(1
)の

要
員
に

第
２

項
の

手
順
を
遵
守
さ
せ
る
。
 

４
．
各
課
（
室
）
長
は
、
第
３
項

の
活

動
の
実
施

結
果
を
取
り

ま
と

め
、
第
１
項
に
定
め
る
事
項
に
つ
い
て
定
期

的
に
評
価
を
行
う
と
と
も
に
、
評

価
の

結
果
に
基

づ
き
必
要

な
措

置
を

講
じ
、
安
全
・
防
災
室
長
に
報
告
す
る
。

安
全
・

防
災
室
長
は
、
第
１
項

に
定

め
る
事
項
に

つ
い
て
定
期

的
に

評
価
を
行
う
と
と
も
に
、
評
価
の
結
果
に

基
づ
き
必
要
な
措
置
を
講
じ
る
。
 

５
．
３
号
炉
お
よ
び
４
号
炉
に
つ

い
て

、
各
課
（

室
）
長
は
、

火
山

現
象
の
影
響
に
よ
り
、
原
子
炉
施
設
の
保
安

に
重
大

な
影
響
を
及
ぼ
す
可
能

性
が

あ
る
と
判
断

し
た
場
合
は

、
所

長
、
原
子
炉
主
任
技
術
者
お
よ
び
関
係
課

（
室
）
長
に
連
絡
す
る
と
と
も

に
、

必
要

に
応
じ

て
原
子
炉

停
止

等
の

措
置
に
つ
い
て
協
議
す
る
。
 

６
．
３
号
炉
お
よ
び
４
号
炉
に
つ

い
て

、
原
子
力

技
術
部
門
統

括
（

原
子
力
技
術
）
は
、
火
山
現
象
に
係
る
新
た

な
知
見
等
の
収
集
、
反
映
等
を

実
施

す
る
。
 

 ※
１
：
火
山
影
響
等
発
生
時
に

行
う
活
動

を
含
む

（
以
下
、

本
条

に
お

い
て
同
じ
）
。
 

   

（
火
山
影
響
等
発
生
時
の
体
制
の
整
備
）
 

第
１
８
条
の
２
の
２
 
安
全
・
防
災
室
長
は
、

火
山
現
象
に
よ
る
影
響
が
発
生
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
ま
た
は

発
生
し
た
場
合
（
以
下
、「

火
山
影
響
等
発
生
時
」
と
い
う
。
）
に
お
け
る
原
子
炉
施
設
の
保
全
の
た
め
の
活
動

※
１
を
行
う
体
制
の
整
備
と
し
て
、
次
の
各
号
を
含
む
計
画
を
策
定
し
、
所
長
の
承
認
を
得
る
。
ま
た
、
計
画
は
、

添
付
２
に
示
す
「
火
災
、
内
部
溢
水
、
火
山
影
響
等
、
自
然
災
害
お
よ
び
有
毒
ガ
ス
発
生
時
の
対
応
に
係
る
実

施
基
準
」
に
従
い
策
定
す
る
。
 

(
1)
 
火
山
影

響
等
発
生

時
に

お
け
る

原
子

炉
施
設
の

保
全

の
た

め
の
活

動
を

行
う

た
め

に
必
要

な
要
員
の
配

置
 

(
2)
 火

山
影
響
等
発
生
時
に
お
け
る
原
子
炉

施
設
の
保
全
の
た
め
の
活
動
を
行
う
要
員
に
対
す
る
教
育
訓
練
 

(
3)
 
火
山
影

響
等
発
生

時
に

お
け
る

原
子

炉
施
設
の

保
全

の
た

め
の
活

動
を

行
う

た
め

に
必
要

な
フ
ィ
ル
タ

そ
の
他
の
資
機
材
の
配
備
 

２
．
各
課
（
室
）
長
（
当
直
課
長
を
除
く
。）

は
、
前
項
の
計
画
に
基
づ
き
、
次
の
各
号
を
含
む
火
山
影
響
等
発
生

時
に
お
け
る
原
子
炉
施
設
の
保
全
の
た
め
の
活
動
を
行
う
た
め
に
必
要
な
体
制
お
よ
び
手
順
の
整
備
を
実
施
す

る
。
 

(
1)
 
火
山
影
響
等
発
生
時
に
お
け
る
非
常

用
交
流
動
力
電
源
設
備
の
機
能
を
維
持
す
る
た
め
の
対
策
に
関
す

る
こ
と
。
 

(
2)
 
(1
)に

掲
げ
る
も
の
の
他
、
火
山
影
響
等
発
生
時
に
お
け
る
代
替
電
源
設
備
そ
の
他
の
炉
心
を
冷
却
す
る

た
め
に
必
要
な
設
備
の
機
能
を
維
持
す
る
た
め
の
対
策
に
関
す
る
こ
と
。
 

(
3)
 
(2
)に

掲
げ
る
も
の
の
他
、
火
山
影
響
等
発
生
時
に
お
け
る
交
流
動
力
電
源
が
喪
失
し
た
場
合
に
お
け
る

炉
心
の
著
し
い
損
傷
を
防
止
す
る
た
め
の
対
策
に
関
す
る
こ
と
。
 

３
．
各
課
（
室
）
長
は
、
第
１
項
の
計
画
に
基

づ
き
、
火
山
影
響
等
発
生
時
に
お
け
る
原
子
炉
施
設
の
保
全
の
た

め
の
活
動
を
実
施
す
る
と
と
も
に
、
第
１
項
(1
)の

要
員
に
第
２
項
の
手
順
を
遵
守
さ
せ
る
。
 

４
．
各
課
（
室
）
長
は
、
第
３
項
の
活
動
の
実

施
結
果
を
取
り
ま
と
め
、
第
１
項
に
定
め
る
事
項
に
つ
い
て
定
期

的
に
評
価
を
行
う
と
と
も
に
、
評
価
の
結
果
に
基
づ
き
必
要
な
措
置
を
講
じ
、
安
全
・
防
災
室
長
に
報
告
す
る
。

安
全
・
防
災
室
長
は
、
第
１
項
に
定
め
る
事
項
に
つ
い
て
定
期
的
に
評
価
を
行
う
と
と
も
に
、
評
価
の
結
果
に

基
づ
き
必
要
な
措
置
を
講
じ
る
。
 

５
．
各
課
（
室
）
長
は
、
火
山
現
象
の
影
響
に

よ
り
、
原
子
炉
施
設
の
保
安
に
重
大
な
影
響
を
及
ぼ
す
可
能
性
が

あ
る
と
判
断
し
た
場
合
は
、
所
長
、
原
子
炉
主
任
技
術
者
お
よ
び
関
係
課
（
室
）
長
に
連
絡
す
る
と
と
も
に
、

必
要
に
応
じ
て
原
子
炉
停
止
等
の
措
置
に
つ
い
て
協
議
す
る
。
 

６
．
原
子
力
技
術
部
門
統
括
（
原
子
力
技
術
）

は
、
火
山
現
象
に
係
る
新
た
な
知
見
等
の
収
集
、
反
映
等
を
実
施

す
る
。
 

 ※
１
：
火
山
影
響
等
発
生
時
に
行
う
活
動
を
含
む
（
以
下
、
本
条
に
お
い
て
同
じ
）
。
 

  

 １
、
２
号
炉
の
追
加
 

（
以
下
、
明

記
し
な
い
箇
所
に

つ
い
て
は
同

じ
理
由
に
よ
る
変

更
）
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高
浜

発
電
所

原
子
炉
施
設
保
安
規
定
 

＜
第
１
８
条

の
３
、
第
１
８
条
の

３
の
２
＞

 

1/
2 

赤
下
線

：
現

行
版

と
今

回
申

請
版

で
差

の
あ

る
箇
所

 

赤
字
：

現
行

版
と

今
回

申
請

で
差

が
あ

る
箇

所
の
う

ち
有

毒
ガ

ス
で

変
更

す
る

箇
所
 

黄
色
マ

ー
カ

ー
：

変
更

前
に

お
け

る
有

毒
ガ

ス
に
関

す
る

変
更

箇
所
 

変
更

前
（
３
／

４
号

炉
）
 

変
更
後
（
１
～
４
号
炉
）
 

差
異
の
理
由
 

（
そ
の
他
自
然
災
害
発
生
時
等

の
体
制
の

整
備
）
 

第
１
８
条
の
３
 
安
全
・
防
災

室
長

は
、
原
子
炉

施
設
内
に
お

い
て

そ
の
他
自
然
災
害
（
「
地
震
、
津
波
お
よ
び

竜
巻
等

」
を
い
う
。
以
下
、
本

条
に

お
い
て
同
じ

。
）
が
発
生

し
た

場
合
に
お
け
る
原
子
炉
施
設
の
保
全
の
た

め
の
活

動
※

１
を
行
う
体
制
の

整
備
と
し

て
、
次
の

各
号

を
含

む
計
画

を
策
定
し
、
所
長
の
承
認
を
得
る
。
ま
た
、

計
画
は

、
添
付
２
に
示
す
「
火

災
、

内
部
溢
水
、

火
山
影
響
等

、
自

然
災
害
お
よ
び
有
毒
ガ
ス
発
生
時
の
対
応

に
係
る
実
施
基
準
」
に
従
い
策

定
す

る
。
 

(
1)
 
そ
の

他
自
然
災

害
発

生
時
に

お
け

る
原
子

炉
施

設
の

保
全
の
た

め
の

活
動

を
行

う
た
め

に
必
要
な

要
員

の
配
置
 

(
2)
 
そ
の

他
自
然
災

害
発

生
時
に

お
け

る
原
子

炉
施

設
の

保
全
の
た

め
の

活
動

を
行

う
要
員

に
対
す
る

教
育

訓
練
 

(
3)
 
そ
の

他
自
然
災

害
発

生
時
に

お
け

る
原
子

炉
施

設
の

保
全
の
た

め
の

活
動

を
行

う
た
め

に
必
要
な

資
機

材
の
配
備
 

２
．
各
課
（
室
）
長
（
当
直
課
長

を
除

く
。
）
は

、
前
項
の
計

画
に

基
づ
き
、
そ
の
他
自
然
災
害
発
生
時
に
お
け

る
原
子
炉
施
設
の
保
全
の
た
め

に
必

要
な

体
制
お

よ
び
手
順

の
整

備
を

実
施
す
る
。
 

３
．
各
課
（
室
）
長
は
、
第
２
項

の
活

動
の
実
施

結
果
を
取
り

ま
と

め
、
第
１
項
に
定
め
る
事
項
に
つ
い
て
定
期

的
に
評
価
を
行
う
と
と
も
に
、
評

価
の

結
果
に
基

づ
き
必
要

な
措

置
を

講
じ
、
安
全
・
防
災
室
長
に
報
告
す
る
。

安
全
・

防
災
室
長
は
、
第
１
項

に
定

め
る
事
項
に

つ
い
て
定
期

的
に

評
価
を
行
う
と
と
も
に
、
評
価
の
結
果
に

基
づ
き
必
要
な
措
置
を
講
じ
る
。
 

４
．
各
課
（
室
）
長
は
、
そ
の
他

自
然

災
害
の
影

響
に
よ
り
、

原
子

炉
施
設
の
保
安
に
重
大
な
影
響
を
及
ぼ
す
可

能
性
が

あ
る
と
判
断
し
た
場
合

は
、

所
長
、
原
子

炉
主
任
技
術

者
お

よ
び
関
係
課
（
室
）
長
に
連
絡
す
る
と
と

も
に
、
必
要
に
応
じ
て
原
子
炉

停
止

等
の

措
置
に

つ
い
て
協

議
す

る
。
 

５
．
３
号
炉
お
よ
び
４
号
炉
に
つ

い
て

、
原
子
力

技
術
部
門
統

括
（

原
子
力
技
術
）
お
よ
び
原
子
力
技
術
部
門
統

括
（
土
木
建
築
）
は
、
そ
の
他

自
然

災
害

に
係
る

新
た
な
知

見
等

の
収

集
、
反
映
等
を
実
施
す
る
。
 

６
．
３
号
炉
お
よ
び
４
号
炉
に
つ

い
て

、
原
子
力

技
術
部
門
統

括
（

原
子
力
技
術
）
は
、
そ
の
他
自
然
災
害
の
う

ち
地
震
に
関
し
て
、
新
た
な
波

及
的

影
響

の
観
点

の
抽
出
を

実
施

す
る
。
 

７
．
３
号
炉
お
よ
び
４
号
炉
に
つ

い
て

、
原
子
力

技
術
部
門
統

括
（

原
子
力
技
術
）
お
よ
び
原
子
力
技
術
部
門
統

括
（
土
木
建
築
）
は
、
地
震
観

測
お

よ
び

影
響
確

認
に
関
す

る
活

動
を

実
施
す
る
。
 

８
．
３
号
炉
お
よ
び
４
号
炉
に
つ

い
て

、
原
子
力

安
全
部
門
統

括
は

、
定
期
的
に
発
電
所
周
辺
の
航
空
路
を
含
め

た
航
空

機
落
下
確
率
評
価
に
用

い
る

デ
ー
タ
の
変

更
状
況
を
確

認
し

、
確
認
結
果
に
基
づ
き
防
護
措
置
の
要
否

を
判
断

す
る
。
防
護
措
置
が
必

要
と

判
断
さ
れ
た

場
合
は
、
関

係
箇

所
へ
防
護
措
置
の
検
討
依
頼
を
行
う
。
ま

た
、
関
係
箇
所
の
対
応
が
完
了

し
た

こ
と

を
確
認

す
る
。
 

 ※
１
：
そ
の
他
自
然
災
害
発
生

時
に
行
う

活
動
を

含
む
（
以

下
、

本
条

に
お
い
て
同
じ
）
。
 

  

（
そ
の
他
自
然
災
害
発
生
時
等
の
体
制
の
整
備
）
 

第
１
８
条
の
３
 
安
全
・
防
災
室
長
は
、
原
子
炉
施
設
内
に
お
い
て
そ
の
他
自
然
災
害
（
「
地
震
、
津
波
お
よ
び

竜
巻
等
」
を
い
う
。
以
下
、
本
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
発
生
し
た
場
合
に
お
け
る
原
子
炉
施
設
の
保
全
の
た

め
の
活
動

※
１
を
行
う
体
制
の
整
備
と
し
て
、
次
の
各
号
を
含
む
計
画
を
策
定
し
、
所
長
の
承
認
を
得
る
。
ま
た
、

計
画
は
、
添
付
２
に
示
す
「
火
災
、
内
部
溢
水
、
火
山
影
響
等
、
自
然
災
害
お
よ
び
有
毒
ガ
ス
発
生
時
の
対
応

に
係
る
実
施
基
準
」
に
従
い
策
定
す
る
。
 

(
1)
 
そ
の
他

自
然
災
害

発
生

時
に
お

け
る

原
子
炉
施

設
の

保
全

の
た
め

の
活

動
を

行
う

た
め
に

必
要
な
要
員

の
配
置
 

(
2)
 
そ
の
他

自
然
災
害

発
生

時
に
お

け
る

原
子
炉
施

設
の

保
全

の
た
め

の
活

動
を

行
う

要
員
に

対
す
る
教
育

訓
練
 

(
3)
 
そ
の
他

自
然
災
害

発
生

時
に
お

け
る

原
子
炉
施

設
の

保
全

の
た
め

の
活

動
を

行
う

た
め
に

必
要
な
資
機

材
の
配
備
 

２
．
各
課
（
室
）
長
（
当
直
課
長
を
除
く
。
）

は
、
前
項
の
計
画
に
基
づ
き
、
そ
の
他
自
然
災
害
発
生
時
に
お
け

る
原
子
炉
施
設
の
保
全
の
た
め
に
必
要
な
体
制
お
よ
び
手
順
の
整
備
を
実
施
す
る
。
 

３
．
各
課
（
室
）
長
は
、
第
２
項
の
活
動
の
実

施
結
果
を
取
り
ま
と
め
、
第
１
項
に
定
め
る
事
項
に
つ
い
て
定
期

的
に
評
価
を
行
う
と
と
も
に
、
評
価
の
結
果
に
基
づ
き
必
要
な
措
置
を
講
じ
、
安
全
・
防
災
室
長
に
報
告
す
る
。

安
全
・
防
災
室
長
は
、
第
１
項
に
定
め
る
事
項
に
つ
い
て
定
期
的
に
評
価
を
行
う
と
と
も
に
、
評
価
の
結
果
に

基
づ
き
必
要
な
措
置
を
講
じ
る
。
 

４
．
各
課
（
室
）
長
は
、
そ
の
他
自
然
災
害
の

影
響
に
よ
り
、
原
子
炉
施
設
の
保
安
に
重
大
な
影
響
を
及
ぼ
す
可

能
性
が
あ
る
と
判
断
し
た
場
合
は
、
所
長
、
原
子
炉
主
任
技
術
者
お
よ
び
関
係
課
（
室
）
長
に
連
絡
す
る
と
と

も
に
、
必
要
に
応
じ
て
原
子
炉
停
止
等
の
措
置
に
つ
い
て
協
議
す
る
。
 

５
．
原
子
力
技
術
部
門
統
括
（
原
子
力
技
術
）

お
よ
び
原
子
力
技
術
部
門
統
括
（
土
木
建
築
）
は
、
そ
の
他
自
然

災
害
に
係
る
新
た
な
知
見
等
の
収
集
、
反
映
等
を
実
施
す
る
。
 

６
．
原
子
力
技
術
部
門
統
括
（
原
子
力
技
術
）

は
、
そ
の
他
自
然
災
害
の
う
ち
地
震
に
関
し
て
、
新
た
な
波
及
的

影
響
の
観
点
の
抽
出
を
実
施
す
る
。
 

７
．
原
子
力
技
術
部
門
統
括
（
原
子
力
技
術
）

お
よ
び
原
子
力
技
術
部
門
統
括
（
土
木
建
築
）
は
、
地
震
観
測
お

よ
び
影
響
確
認
に
関
す
る
活
動
を
実
施
す
る
。
 

８
．
原
子
力
安
全
部
門
統
括
は
、
定
期
的
に
発

電
所
周
辺
の
航
空
路
を
含
め
た
航
空
機
落
下
確
率
評
価
に
用
い
る

デ
ー
タ
の
変
更
状
況
を
確
認
し
、
確
認
結
果
に
基
づ
き
防
護
措
置
の
要
否
を
判
断
す
る
。
防
護
措
置
が
必
要
と

判
断
さ
れ
た
場
合
は
、
関
係
箇
所
へ
防
護
措
置
の
検
討
依
頼
を
行
う
。
ま
た
、
関
係
箇
所
の
対
応
が
完
了
し
た

こ
と
を
確
認
す
る
。
 

 ※
１
：
そ
の
他
自
然
災
害
発
生
時
に
行
う
活
動
を
含
む
（
以
下
、
本
条
に
お
い
て
同
じ
）
。
 

  

                     １
、
２
号
炉
の
追
加
 

（
以
下
、
明

記
し
な
い
箇
所
に

つ
い
て
は
同

じ
理
由
に
よ
る
変

更
）
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高
浜

発
電
所

原
子
炉
施
設
保
安
規
定
 

＜
第
１
８
条

の
３
、
第
１
８
条
の

３
の
２
＞

 

2/
2 

赤
下
線

：
現

行
版

と
今

回
申

請
版

で
差

の
あ

る
箇
所

 

赤
字
：

現
行

版
と

今
回

申
請

で
差

が
あ

る
箇

所
の
う

ち
有

毒
ガ

ス
で

変
更

す
る

箇
所
 

黄
色
マ

ー
カ

ー
：

変
更

前
に

お
け

る
有

毒
ガ

ス
に
関

す
る

変
更

箇
所
 

変
更

前
（
３
／

４
号

炉
）
 

変
更
後
（
１
～
４
号
炉
）
 

差
異
の
理
由
 

（
有
毒
ガ
ス
発
生
時
の
体
制
の

整
備
）
 

第
１
８
条
の
３
の
２
 
３
号
炉
お

よ
び

４
号
炉
に

つ
い
て
、
安
全

・
防
災
室
長
は
、
発
電
所
敷
地
内
に
お
い
て
有

毒
ガ
ス

を
確
認
し
た
場
合
（
以

下
、「

有
毒

ガ
ス

発
生
時

」
と

い
う
。
）
に
お
け
る
運
転
員
等
の
防
護
の
た
め
の

活
動

※
１
を
行
う
体
制
の
整
備

と
し
て
、
次

の
各
号
を

含
む

計
画
を
策

定
し
、
所
長
の
承
認
を
得
る
。
ま
た
、
計

画
は
、

添
付
２
に
示
す
「
火
災

、
内

部
溢
水
、
火

山
影
響
等
、

自
然

災
害
お
よ
び
有
毒
ガ
ス
発
生
時
の
対
応
に

係
る
実
施
基
準
」
に
従
い
策
定

す
る

。
 

(
1)
 有

毒
ガ
ス
発
生
時
に
お
け

る
運

転
員

等
の
防
護

の
た
め

の
活

動
を

行
う
た
め
に
必
要
な
要
員
の
配
置
 

(
2)
 有

毒
ガ
ス
発
生
時
に
お
け

る
運

転
員

等
の
防
護

の
た
め

の
活

動
を

行
う
要
員
に
対
す
る
教
育
訓
練
 

(
3)
 有

毒
ガ
ス
発
生
時
に
お
け

る
運

転
員

等
の
防
護

の
た
め

の
活

動
を

行
う
た
め
に
必
要
な
資
機
材
の
配
備
 

２
．
各
課
（
室
）
長
（
当
直
課
長

を
除
く

。）
は
、
前
項
の

計
画

に
基

づ
き
、
有
毒
ガ
ス
発
生
時
に
お
け
る
運
転
員

等
の
防
護
の
た
め
に
必
要
な
体

制
お

よ
び

手
順
の

整
備
を
実

施
す

る
。
 

３
．
各
課
（
室
）
長
は
、
第
２
項

の
活

動
の

実
施

結
果
を
取

り
ま

と
め

、
第
１
項
に
定
め
る
事
項
に
つ
い
て
定
期

的
に
評
価
を
行
う
と
と
も
に
、
評

価
の
結
果

に
基

づ
き
必
要

な
措

置
を

講
じ
、
安
全
・
防
災
室
長
に
報
告
す
る
。

安
全
・
防
災
室
長
は
、
第
１

項
に

定
め
る
事

項
に

つ
い
て

定
期

的
に
評

価
を
行
う
と
と
も
に
、
評
価
の
結
果
に

基
づ
き
必
要
な
措
置
を
講
じ
る
。
 

４
．
各
課
（
室
）
長
は
、
有
毒
ガ

ス
の

影
響
に
よ

り
、
原
子
炉

施
設

の
保
安
に
重
大
な
影
響
を
及
ぼ
す
可
能
性
が

あ
る
と

判
断
し
た
場
合
は
、
所

長
、

原
子
炉
主
任

技
術
者
お
よ

び
関

係
課
（
室
）
長
に
連
絡
す
る
と
と
も
に
、

必
要
に
応
じ
て
原
子
炉
停
止
等

の
措

置
に

つ
い
て

協
議
す
る
。
 

 ※
１
：
有
毒
ガ
ス
発
生
時
に
行

う
活
動
を

含
む
（

以
下
、
本

条
に

お
い

て
同
じ
）
。
 

 

（
有
毒
ガ
ス
発
生
時
の
体
制
の
整
備
）
 

第
１
８
条
の
３
の
２
 
安
全
・
防
災
室
長
は
、

発
電
所
敷
地
内
に
お
い
て
有
毒
ガ
ス
を
確
認
し
た
場
合
（
以
下
、

「
有
毒
ガ
ス
発
生
時
」
と
い
う
。
）
に
お
け
る
運
転
員
等
の
防
護
の
た
め
の
活
動

※
１
を
行
う
体
制
の
整
備
と
し

て
、
次
の
各
号
を
含
む
計
画
を
策
定
し
、
所
長
の
承
認
を
得
る
。
ま
た
、
計
画
は
、
添
付
２
に
示
す
「
火
災
、

内
部
溢
水
、
火
山
影
響
等
、
自
然
災
害
お
よ
び
有
毒
ガ
ス
発
生
時
の
対
応
に
係
る
実
施
基
準
」
に
従
い
策
定
す

る
。
 

(
1)
 有

毒
ガ
ス
発
生
時
に
お
け
る
運
転
員
等

の
防
護
の
た
め
の
活
動
を
行
う
た
め
に
必
要
な
要
員
の
配
置
 

(
2)
 有

毒
ガ
ス
発
生
時
に
お
け
る
運
転
員
等

の
防
護
の
た
め
の
活
動
を
行
う
要
員
に
対
す
る
教
育
訓
練
 

(
3)
 有

毒
ガ
ス
発
生
時
に
お
け
る
運
転
員
等

の
防
護
の
た
め
の
活
動
を
行
う
た
め
に
必
要
な
資
機
材
の
配
備
 

２
．
各
課
（
室
）
長
（
当
直
課
長
を
除
く
。）

は
、
前
項
の
計
画
に
基
づ
き
、
有
毒
ガ
ス
発
生
時
に
お
け
る
運
転
員

等
の
防
護
の
た
め
に
必
要
な
体
制
お
よ
び
手
順
の
整
備
を
実
施
す
る
。
 

３
．
各
課
（
室
）
長
は
、
第
２
項
の
活
動
の
実

施
結
果
を
取
り
ま
と
め
、
第
１
項
に
定
め
る
事
項
に
つ
い
て
定
期

的
に
評
価
を
行
う
と
と
も
に
、
評
価
の
結
果
に
基
づ
き
必
要
な
措
置
を
講
じ
、
安
全
・
防
災
室
長
に
報
告
す
る
。

安
全
・
防
災
室
長
は
、
第
１
項
に
定
め
る
事
項
に
つ
い
て
定
期
的
に
評
価
を
行
う
と
と
も
に
、
評
価
の
結
果
に

基
づ
き
必
要
な
措
置
を
講
じ
る
。
 

４
．
各
課
（
室
）
長
は
、
有
毒
ガ
ス
の
影
響
に

よ
り
、
原
子
炉
施
設
の
保
安
に
重
大
な
影
響
を
及
ぼ
す
可
能
性
が

あ
る
と
判
断
し
た
場
合
は
、
所
長
、
原
子
炉
主
任
技
術
者
お
よ
び
関
係
課
（
室
）
長
に
連
絡
す
る
と
と
も
に
、

必
要
に
応
じ
て
原
子
炉
停
止
等
の
措
置
に
つ
い
て
協
議
す
る
。
 

 ※
１
：
有
毒
ガ
ス
発
生
時
に
行
う
活
動
を
含
む
（
以
下
、
本
条
に
お
い
て
同
じ
）
。
 

 

 １
、
２
号
炉
の
追
加
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高
浜

発
電
所

原
子
炉
施
設
保
安
規
定
 

＜
第

１
８
条
の
５
＞

 

1/
2 

赤
下
線

：
現

行
版

と
今

回
申

請
版

で
差

の
あ

る
箇
所

 

赤
字
：

現
行

版
と

今
回

申
請

で
差

が
あ

る
箇

所
の
う

ち
有

毒
ガ

ス
で

変
更

す
る

箇
所
 

黄
色
マ

ー
カ

ー
：

変
更

前
に

お
け

る
有

毒
ガ

ス
に
関

す
る

変
更

箇
所
 

変
更
前
 

変
更
後
 

差
異
の
理
由
 

（
重
大
事
故
等
発
生
時
の
体
制

の
整
備
）

 

第
１
８
条
の
５
 
社
長
は
、
重
大

事
故

に
至
る
お

そ
れ
が
あ

る
事

故
ま

た
は
重
大
事
故
が
発
生
し
た
場
合
（
以
下
、

「
重
大

事
故
等
発
生
時
」
と
い

う
。

）
に
お
け
る

原
子
炉
施
設

の
保

全
の
た
め
の
活
動
を
行
う
体
制
の
整
備
に

あ
た
っ
て
、
財
産
（
設
備
等
）

保
護

よ
り

も
安
全

を
優
先
す

る
こ

と
を

方
針
と
し
て
定
め
る
。
 

２
．
３
号
炉
お
よ
び
４
号
炉
に
つ

い
て

、
原
子
力

安
全
部
門
統

括
は

、
添
付
３
「
重
大
事
故
等
お
よ
び
大
規
模
損

壊
対
応
に
係
る
実
施
基
準
」
に

示
す

重
大

事
故
等
発

生
時
に

お
け

る
原

子
炉
主
任

技
術
者

の
職
務

等
に
つ

い
て

計
画

を
定

め
る

。
 

３
．
原
子

炉
主
任
技
術
者
は
、
第

２
項

に
定

め
る
計
画

に
従

い
、
重

大
事

故
等
発
生
時
に
お
け
る
原
子
炉
施
設
の

保
全
の
た
め
の
活
動
を
行
う
た

め
に

必
要

な
職
務

を
誠
実
か

つ
、

最
優

先
に
行
う
こ
と
を
任
務
と
す
る
。
 

４
．
３
号
炉
お
よ
び
４
号
炉
に
つ

い
て

、
安
全
・

防
災
室
長
は

、
第

１
項
の
方
針
に
基
づ
き
、
重
大
事
故
等
発
生

時
に
お

け
る
原
子
炉
施
設
の
保

全
の

た
め
の
活
動

を
行
う
体
制

の
整

備
と
し
て
、
次
の
各
号
を
含
む
計
画
を
策

定
し
、

所
長
の
承
認
を
得
る
。

ま
た

、
計
画
は
、

添
付
３
に
示

す
「

重
大
事
故
等
お
よ
び
大
規
模
損
壊
対
応
に

係
る
実
施
基
準
」
に
従
い
策
定

す
る

。
 

(
1)
 
重
大

事
故
等
発

生
時

に
お
け

る
原

子
炉
施

設
の

保
全

の
た
め
の

活
動

を
行

う
た

め
に
必

要
な
要
員

の
配

置
に
関
す
る
次
の
事
項
 

(a
) 
要
員
の
役
割
分
担
お
よ
び

責
任

者
の

配
置
に

関
す
る
こ

と
。

 

(b
) 
３
号
炉
お
よ
び
４
号
炉
の

同
時

被
災

に
お
け

る
要
員
の

配
置

に
関
す
る
こ
と
。
 

(
2)
 (
1)
の
要
員
に
対
す
る
教
育

訓
練
に

関
す

る
次
の
事
項

 

(
a)
 
重
大
事
故
等
対
処
施
設

の
使

用
を
開

始
す

る
に
あ
た

っ
て
、
あ
ら
か
じ
め
力
量
の
付
与
の
た
め
の
教
育

訓
練
を
実
施
す
る

※
１
こ
と

。
 

(b
) 
力
量
の
維
持
向
上
の
た
め

の
教

育
訓

練
を
年

１
回
以
上

実
施

す
る
こ
と
。
 

(
c)
 
重
大
事
故

の
発
生
お
よ

び
拡

大
の
防

止
に
必

要
な
措

置
を

実
施
す
る
た
め

に
必
要

な
技
術
的
能

力
を

満
足

す
る
こ

と
お

よ
び

有
効

性
評

価
の

前
提

条
件

を
満

足
す

る
こ

と
を

確
認

す
る

た
め

の
成

立
性

の
確

認
訓
練
（
以
下
、
「
成
立
性

の
確

認
訓
練
」

と
い

う
。
）

を
年

１
回
以
上
実
施
す
る
こ
と
。
 

(
d)
 成

立
性
の
確
認
訓
練
の
実

施
計

画
を

作
成

し
、
原
子

炉
主

任
技
術
者
の
確
認
を
得
て
、
所
長
の
承
認
を

得
る
こ
と
。
 

(e
) 
成
立
性
の
確
認
訓
練
の
結

果
を

記
録

し
、
所

長
お
よ
び

原
子

炉
主
任
技
術
者
に
報
告
す
る
こ
と
。
 

(
3)
 重

大
事
故
の
発
生
お
よ
び

拡
大

の
防

止
に
必
要

な
措
置
、
ア

ク
セ
ス
ル
ー
ト
の
確
保
、
復
旧
作
業
お
よ
び

支
援
等
の
原
子
炉
施
設
の
保
全

の
た

め
の

活
動

、
な
ら
び
に

必
要
な
資
機
材
の
配
備
に
関
す
る
こ
と
。
 

５
．
３
号
炉
お
よ
び
４
号
炉
に
つ

い
て

、
各
課
（

室
）
長
（
当

直
課

長
を
除
く
。
）
は
、
第
１
項
の
方
針
に
基
づ

き
、
重

大
事
故
等
発
生
時
に
お

け
る

原
子
炉
施
設

の
保
全
の
た

め
の

活
動
を
行
う
体
制
の
整
備
と
し
て
、
次
の

各
号
の

手
順
を
定
め
る
。
ま
た

、
手

順
書
を
定
め

る
に
あ
た
っ

て
は

、
添
付
３
に
示
す
「
重
大
事
故
等
お
よ
び

大
規
模

損
壊
対
応
に
係
る
実
施

基
準

」
に
従
う
と

と
も
に
、
重

大
事

故
等
対
処
設
備
を
使
用
す
る
際
の
切
替
え

の
容
易
性
を
配
慮
し
、
第
４
項
(
1)
 (
a
)の

役
割

に
応
じ
た

内
容

と
す

る
。
 

(
1)
 
重
大
事
故
等
発
生
時
に
お

け
る
炉
心

の
著

し
い
損
傷

を
防

止
す
る

た
め
の
対
策
に
関
す
る
こ
と
。
 

(
2)
 
重
大
事
故
等
発
生
時
に
お

け
る
原
子

炉
格

納
容
器
の

破
損

を
防
止

す
る
た
め
の
対
策
に
関
す
る
こ
と
。
 

(
3)
 
重

大
事

故
等

発
生
時
に

お
け

る
使
用

済
燃

料
ピ
ッ

ト
に

貯
蔵
す

る
燃
料
体

の
著

し
い
損

傷
を

防
止
す
る

（
重
大
事
故
等
発
生
時
の
体
制
の
整
備
）
 

第
１
８
条
の
５
 
社
長
は
、
重
大
事
故
に
至
る
お
そ
れ
が
あ
る
事
故
ま
た
は
重
大
事
故
が
発
生
し
た
場
合
（
以
下
、

「
重
大
事
故
等
発
生
時
」
と
い
う
。
）
に
お
け
る
原
子
炉
施
設
の
保
全
の
た
め
の
活
動
を
行
う
体
制
の
整
備
に

あ
た
っ
て
、
財
産
（
設
備
等
）
保
護
よ
り
も
安
全
を
優
先
す
る
こ
と
を
方
針
と
し
て
定
め
る
。
 

２
．
原
子
力
安
全
部
門
統
括
は
、
添
付
３
「
重

大
事
故
等
お
よ
び
大
規
模
損
壊
対
応
に
係
る
実
施
基
準
」
に
示
す

重
大
事
故
等
発
生
時
に
お
け
る
原
子
炉
主

任
技

術
者

の
職

務
等

に
つ

い
て

計
画

を
定

め
る

。
 

 ３
．
原
子
炉
主
任
技
術
者
は
、
第
２
項
に
定
め
る
計
画
に
従

い
、
重
大
事
故
等
発
生
時
に
お
け
る
原
子
炉
施
設
の

保
全
の
た
め
の
活
動
を
行
う
た
め
に
必
要
な
職
務
を
誠
実
か
つ
、
最
優
先
に
行
う
こ
と
を
任
務
と
す
る
。
 

４
．
安
全
・
防
災
室
長
は
、
第
１
項
の
方
針
に

基
づ
き
、
重
大
事
故
等
発
生
時
に
お
け
る
原
子
炉
施
設
の
保
全
の

た
め
の
活
動
を
行
う
体
制
の
整
備
と
し
て
、
次
の
各
号
を
含
む
計
画
を
策
定
し
、
所
長
の
承
認
を
得
る
。
ま
た
、

計
画
は
、
添
付
３
に
示
す
「
重
大
事
故
等
お
よ
び
大
規
模
損
壊
対
応
に
係
る
実
施
基
準
」
に
従
い
策
定
す
る
。
 

 

(
1)
 
重
大
事

故
等
発
生

時
に

お
け
る

原
子

炉
施
設
の

保
全

の
た

め
の
活

動
を

行
う

た
め

に
必
要

な
要
員
の
配

置
に
関
す
る
次
の
事
項
 

(
a)
 要

員
の
役
割
分
担
お
よ
び
責
任
者
の

配
置
に
関
す
る
こ
と
。
 

(
b)
 同

時
被
災
に
お
け
る
要
員
の
配
置
に

関
す
る
こ
と
。
 

(
2)
 (
1
)の

要
員
に
対
す
る
教
育
訓
練
に
関
す

る
次
の
事
項
 

(a
) 
重
大
事
故
等
対
処
施
設
の
使
用
を
開
始
す
る
に
あ
た
っ
て
、
あ
ら
か
じ
め
力
量
の
付
与
の
た
め
の
教
育

訓
練
を
実
施
す
る

※
１
こ
と
。
 

(
b)
 力

量
の
維
持
向
上
の
た
め
の
教
育
訓

練
を
年
１
回
以
上
実
施
す
る
こ
と
。
 

(
c)
 
重
大
事
故
の
発
生
お
よ

び
拡
大
の
防

止
に
必

要
な
措
置

を
実
施
す

る
た
め
に
必
要

な
技
術
的
能
力
を

満
足

す
る

こ
と

お
よ

び
有

効
性

評
価

の
前

提
条

件
を

満
足

す
る

こ
と

を
確

認
す

る
た

め
の

成
立

性
の確

認
訓
練
（
以
下
、
「
成
立
性
の
確
認
訓

練
」
と
い
う
。
）
を
年
１
回
以
上
実
施
す
る
こ
と
。
 

(
d)
 
成
立
性
の
確
認
訓
練
の
実
施
計
画
を

作
成
し
、
原
子
炉
主
任
技
術
者
の
確
認
を
得
て
、
所
長
の
承
認
を

得
る
こ
と
。
 

(
e)
 成

立
性
の
確
認
訓
練
の
結
果
を
記
録

し
、
所
長
お
よ
び
原
子
炉
主
任
技
術
者
に
報
告
す
る
こ
と
。
 

(
3)
 重

大
事
故
の
発
生
お
よ
び
拡
大
の
防
止

に
必
要
な
措
置
、
ア
ク
セ
ス
ル
ー
ト
の
確
保
、
復
旧
作
業
お
よ
び

支
援
等
の
原
子
炉
施
設
の
保
全
の
た
め
の

活
動
、
な
ら
び
に
必
要
な
資
機
材
の
配
備
に
関
す
る
こ
と
。
 

５
．
各
課
（
室
）
長
（
当
直
課
長
を
除
く
。
）

は
、
第
１
項
の
方
針
に
基
づ
き
、
重
大
事
故
等
発
生
時
に
お
け
る

原
子
炉
施
設
の
保
全
の
た
め
の
活
動
を
行
う
体
制
の
整
備
と
し
て
、
次
の
各
号
の
手
順
を
定
め
る
。
ま
た
、
手

順
書
を
定
め
る
に
あ
た
っ
て
は
、
添
付
３
に
示
す
「
重
大
事
故
等
お
よ
び
大
規
模
損
壊
対
応
に
係
る
実
施
基
準
」

に
従
う
と
と
も
に
、
重
大
事
故
等
対
処
設
備
を
使
用
す
る
際
の
切
替
え
の
容
易
性
を
配
慮
し
、
第
４
項
(
1
) 
(a
)

の
役
割
に
応
じ
た
内
容
と
す
る
。
 

(1
) 
重
大
事
故
等
発
生
時
に
お
け
る
炉
心
の

著
し
い
損
傷
を
防
止
す
る
た
め
の
対
策
に
関
す
る
こ
と
。
 

(2
) 
重
大
事
故
等
発
生
時
に
お
け
る
原
子
炉

格
納
容
器
の
破
損
を
防
止
す
る
た
め
の
対
策
に
関
す
る
こ
と
。
 

(3
) 

重
大
事
故

等
発

生
時
に
お

け
る

使
用
済

燃
料

ピ
ッ
ト

に
貯
蔵
す

る
燃

料
体
の

著
し

い
損
傷

を
防

止
す
る

    １
、
２
号
炉
の
追
加
 

（
以
下
、
明

記
し
な
い
箇
所
に

つ
い
て
は
同

じ
理
由
に
よ
る
変

更
）
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高
浜

発
電
所

原
子
炉
施
設
保
安
規
定
 

＜
第

１
８
条
の
５
＞

 

2/
2 

赤
下
線

：
現

行
版

と
今

回
申

請
版

で
差

の
あ

る
箇
所

 

赤
字
：

現
行

版
と

今
回

申
請

で
差

が
あ

る
箇

所
の
う

ち
有

毒
ガ

ス
で

変
更

す
る

箇
所
 

黄
色
マ

ー
カ

ー
：

変
更

前
に

お
け

る
有

毒
ガ

ス
に
関

す
る

変
更

箇
所
 

変
更
前
 

変
更
後
 

差
異
の
理
由
 

た
め
の
対
策
に
関
す
る
こ
と

。
 

(
4)
 
重

大
事

故
等

発
生
時
に

お
け

る
原
子

炉
停

止
時
に

お
け

る
燃
料

体
の
著
し

い
損

傷
を
防

止
す

る
た
め
の

対
策
に
関
す
る
こ
と
。
 

(
5)
 
発
生
す
る
有
毒
ガ
ス
か
ら

の
運
転
員

等
の

防
護
に
関

す
る

こ
と
。

 

６
．
各
課
（
室
）
長
は
、
第
４
項

の
計

画
に
基
づ

き
、
重
大
事

故
等

発
生
時
に
お
け
る
原
子
炉
施
設
の
保
全
の
た

め
の
活
動
を
実
施
す
る
と
と
も

に
、

第
４

項
（
１

）
の
要
員

に
第

５
項

の
手
順
を
遵
守
さ
せ
る
。
 

７
．
各
課
（
室
）
長
は
、
第
６
項

の
活

動
の
実
施

結
果
を
取
り

ま
と

め
、
定
期
的
に
評
価
を
行
う
と
と
も
に
、
評

価
の
結

果
に
基
づ
き
必
要
な
措

置
を

講
じ
、
安
全

・
防
災
室
長

に
報

告
す
る
。
安
全
・
防
災
室
長
は
、
第
４
項

に
定
め
る
事
項
に
つ
い
て
定
期

的
に

評
価

を
行
う

と
と
も
に
、
評

価
の
結
果
に
基
づ
き
必
要
な
措
置
を
講
じ
る
。 

８
．
３
号
炉
お
よ
び
４
号
炉
に
つ

い
て

、
原
子
力

安
全
部
門
統

括
は

、
第
１
項
の
方
針
に
基
づ
き
、
本
店
が
行
う

支
援
に

関
す
る
活
動
を
行
う
体

制
の

整
備
と
し
て

、
次
の
各
号

を
含

む
計
画
を
策
定
す
る
。
ま
た
、
計
画
は
、

添
付
３
に
示
す
「
重
大
事
故
等

お
よ

び
大

規
模
損

壊
対
応
に

係
る

実
施

基
準
」
に
従
い
策
定
す
る
。
 

(
1)
 支

援
に
関
す
る
活
動
を
行

う
た

め
の

役
割
分
担

お
よ
び

責
任

者
の

配
置
に
関
す
る
こ
と
。
 

(
2)
 支

援
に
関
す
る
活
動
を
行

う
た

め
の

資
機
材
の

配
備
に

関
す

る
こ

と
。
 

９
．
原
子
力
安
全
部
門
統
括
は
、

第
８

項
の
計
画

に
基
づ
き
、

本
店

が
行
う
支
援
に
関
す
る
活
動
を
行
う
た
め
に

必
要
な
体
制
の
整
備
を
実
施
す

る
。
 

10
．
原
子

力
安
全
部
門
統
括
は

、
第

９
項
の
実
施

結
果
を
踏
ま

え
、

第
８
項
に
定
め
る
事
項
に
つ
い
て
定
期
的
に

評
価
を
行
う
と
と
も
に
、
評
価

の
結

果
に

基
づ
き

必
要
な
措

置
を

講
じ

る
。
 

 ※
１
：
重
大
事
故
等
対
処
設
備
を

設
置

も
し
く
は

改
造
す
る

場
合
、
重

大
事
故
等
対
処
設
備
に
係
る
運
転
上
の
制

限
が

適
用
開
始
さ
れ
る
ま
で
に
、
ま

た
は
運

転
員
（

当
直
員
）
、
緊

急
時
対
策
本
部
要
員
も
し
く
は
緊
急
安

全
対

策
要
員
を
新
た
に
認
定
す

る
場

合
は
、
第
１

３
条
第
２

項
お

よ
び
第
４
項
の
体
制
に
入
る
ま
で
に
実
施

す
る

。
 

 

た
め
の
対
策
に
関
す
る
こ
と
。
 

(4
) 

重
大
事
故

等
発

生
時
に
お

け
る

原
子
炉

停
止

時
に
お

け
る
燃
料

体
の

著
し
い

損
傷

を
防
止

す
る

た
め
の

対
策
に
関
す
る
こ
と
。
 

(5
) 
発
生
す
る
有
毒
ガ
ス
か
ら
の
運
転
員
等

の
防
護
に
関
す
る
こ
と
。
 

６
．
各
課
（
室
）
長
は
、
第
４
項
の
計
画
に
基

づ
き
、
重
大
事
故
等
発
生
時
に
お
け
る
原
子
炉
施
設
の
保
全
の
た

め
の
活
動
を
実
施
す
る
と
と
も
に
、
第
４
項

（
1）

の
要
員
に
第
５
項
の
手
順
を
遵
守
さ
せ
る
。
 

７
．
各
課
（
室
）
長
は
、
第
６
項
の
活
動
の
実

施
結
果
を
取
り
ま
と
め
、
定
期
的
に
評
価
を
行
う
と
と
も
に
、
評

価
の
結
果
に
基
づ
き
必
要
な
措
置
を
講
じ
、
安
全
・
防
災
室
長
に
報
告
す
る
。
安
全
・
防
災
室
長
は
、
第
４
項

に
定
め
る
事
項
に
つ
い
て
定
期
的
に
評
価
を
行
う
と
と
も
に
、
評
価
の
結
果
に
基
づ
き
必
要
な
措
置
を
講
じ
る
。 

８
．
原
子
力
安
全
部
門
統
括
は
、
第
１
項
の
方

針
に
基
づ
き
、
本
店
が
行
う
支
援
に
関
す
る
活
動
を
行
う
体
制
の

整
備
と
し
て
、
次
の
各
号
を
含
む
計
画
を
策
定
す
る
。
ま
た
、
計
画
は
、
添
付
３
に
示
す
「
重
大
事
故
等
お
よ

び
大
規
模
損
壊
対
応
に
係
る
実
施
基
準
」
に
従
い
策
定
す
る
。
 

(
1)
 支

援
に
関
す
る
活
動
を
行
う
た
め
の
役

割
分
担
お
よ
び
責
任
者
の
配
置
に
関
す
る
こ
と
。
 

(
2)
 支

援
に
関
す
る
活
動
を
行
う
た
め
の
資

機
材
の
配
備
に
関
す
る
こ
と
。
 

９
．
原
子
力
安
全
部
門
統
括
は
、
第
８
項
の
計

画
に
基
づ
き
、
本
店
が
行
う
支
援
に
関
す
る
活
動
を
行
う
た
め
に

必
要
な
体
制
の
整
備
を
実
施
す
る
。
 

10
．
原
子
力
安
全
部
門
統
括
は
、
第
９
項
の
実

施
結
果
を
踏
ま
え
、
第
８
項
に
定
め
る
事
項
に
つ
い
て
定
期
的
に

評
価
を
行
う
と
と
も
に
、
評
価
の
結
果
に
基
づ
き
必
要
な
措
置
を
講
じ
る
。
 

 ※
１
：
重
大
事
故
等
対
処
設
備
を
設
置
も
し
く
は
改
造
す
る
場
合
、
重
大
事
故
等
対
処
設
備
に
係
る
運
転
上
の
制

限
が
適
用
開
始
さ
れ
る
ま
で
に
、
ま
た
は
運
転
員
（
当
直
員
）
、
緊
急
時
対
策
本
部
要
員
も
し
く
は
緊
急
安

全
対
策
要
員
を
新
た
に
認
定
す
る
場
合
は
、
第
１
３
条
第
２
項
お
よ
び
第
４
項
の
体
制
に
入
る
ま
で
に
実
施

す
る
。
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高
浜

発
電

所
原

子
炉

施
設

保
安

規
定

 

＜
第

１
３
１

条
＞

 

1/
2 

赤
下

線
：

現
行

版
と

今
回

申
請

版
で

差
の

あ
る

箇
所

 

赤
字

：
現

行
版

と
今

回
申

請
で

差
が

あ
る

箇
所

の
う

ち
有

毒
ガ

ス
で

変
更

す
る

箇
所

 

黄
色

マ
ー

カ
ー

：
変

更
前

に
お

け
る

有
毒

ガ
ス

に
関

す
る

変
更

箇
所

 

変
更

前
（
３
／

４
号

炉
）
 

変
更
後
（
１
～
４
号
炉
）
 

差
異
の
理
由
 

（
所

員
へ

の
保

安
教

育
）

 

第
１
３
１
条
 
所
長
室
長
は
、
毎

年
度

、
原
子
炉

施
設
の
運

転
お

よ
び

管
理
を
行
う
所
員
へ
の
保
安
教
育
実
施

計
画
を
表
１
３
１
－
１
、
表
１
３

１
－
２

お
よ

び
表
１
３
１

－
３
の
実
施
方
針
に
基
づ
い
て
作
成
し
、
原
子

炉
主
任
技
術
者
の
確
認
を
得
て
、

所
長
の

承
認

を
得
る
。
 

（
中

略
）
 

 

（
中

略
）
 

 

（
所

員
へ

の
保

安
教

育
）

 

第
１
３
１
条
 
所
長
室
長
は
、
毎
年
度
、
原
子
炉
施
設
の
運
転
お
よ
び
管
理
を
行
う
所
員
へ
の
保
安
教
育
実
施

計
画
を
表
１
３
１
－
１
、
表
１
３
１
－
２
お
よ
び
表
１
３
１
－
３
の
実
施
方
針
に
基
づ
い
て
作
成
し
、
原
子

炉
主
任
技
術
者
の
確
認
を
得
て
、
所
長
の
承
認
を
得
る
。
 

（
中
略
）
 

 

（
中
略
）
 

  

 変
更
な
し
 

表
１

３
１

－
１

 
保

安
教

育
実

施
方

針
（

総
括

表
）

 
 

保
安

教
育

の
内

容
 

対
象
者
と
教
育
時
間
 
※
３
 

運
転

員
 

燃
料
取
替
の
業
務
に

関
わ
る
者
 

左
記
以
外
の
技
術
系

所
員
 

事
務
系
所
員
 

大
分

類
 

中
分

類
 

（
実

用
炉

規
則

第
９

２
条

の
内

容
）

 
小

分
類
（
項

目
）
 

内
 
 
 
 
容
 

実
施

時
期
 

当
直

課
長
 

当
直

主
任
 

当
直
班

長
 

原
子

炉
制
御
員
 

主
機
運
転
員
 

補
機
運

転
員
 

放
射
性
廃
棄
物
処
理

設
備
の
業
務
に
関
わ

る
者
 

入
所
時
に
 

実
施
す
る
 

教
育

 
※

１
 

関
係

法
令
お

よ
び

保
安

規
定

の
遵
守

に
関

す
る

こ
と
 

原
子

炉
等
規
制

法
お

よ
び

法
令

等
の
遵

守
※

２
 

原
子

炉
等

規
制
法
に

関
連
す
る

法
令
の
概
要
お
よ
び
法
令

等
の

遵
守

※
２
 

入
所
時
（
原
子
力

発
電
所
新
規
配
属

時
）
 

◎
 

（
１
時
間

以
上
）
 

◎
 

（
１

時
間
以
上
）
 

◎
 

（
１
時
間

以
上
）
 

◎
 

（
１
時
間

以
上
）
 

◎
 

（
１
時
間
以
上

）
 

◎
 

（
１
時
間

以
上
）
 

◎
 

（
１
時
間
以
上

）
 

◎
 

（
１
時
間
以
上

）
 

原
子

炉
施
設

の
構

造
、

性
能

に
関
す

る
こ

と
 

設
備

概
要

、
主

要
系
統
の
機

能
 

原
子

炉
の

し
く
み
 

◎
 

（
0
.
5時

間
以
上

）
 

◎
 

（
0
.
5時

間
以
上
）
 

◎
 

（
0
.
5時

間
以
上

）
 

◎
 

（
0
.
5時

間
以
上
）
 

◎
 

（
0
.5
時
間
以
上
）
 

◎
 

（
0
.
5時

間
以
上
）
 

◎
 

（
0
.5
時
間
以
上
）
 

◎
 

（
0
.
5
時
間
以
上
）
 

原
子

炉
容

器
等
主
要
機
器
の
構
造
に

関
す
る
こ
と
 

原
子

炉
冷

却
系
統
等
主
要
系
統
の
機

能
・
性
能
に
関
す
る

こ
と
 

◎
 

（
0
.
5時

間
以
上

）
 

◎
 

（
0
.
5時

間
以
上
）
 

◎
 

（
0
.
5時

間
以
上

）
 

◎
 

（
0
.
5時

間
以
上
）
 

◎
 

（
0
.5
時
間
以
上
）
 

◎
 

（
0
.
5時

間
以
上
）
 

○
 

（
0
.5
時
間
以
上
）
 

×
 

非
常
の
場

合
に

講
ず

べ
き
処
置

に
関
す

る
こ

と
 

非
常

時
の

場
合
に
講
ず
べ
き
処
置
の

概
要
 

◎
 

（
0
.
5時

間
以
上

）
 

◎
 

（
0
.
5時

間
以
上
）
 

◎
 

（
0
.
5時

間
以
上

）
 

◎
 

（
0
.
5時

間
以
上
）
 

◎
 

（
0
.5
時
間
以
上
）
 

◎
 

（
0
.
5時

間
以
上
）
 

◎
 

（
0
.5
時
間
以
上
）
 

◎
 

（
0
.
5
時
間
以
上
）
 

放
射
線
業
 

務
従
事
者
 

教
育

 
※

１
 

関
係
法
令

お
よ

び
保

安
規
定
の

遵
守
に

関
す

る
こ
と
 

法
、
令
、
労
働
安
全
衛
生

規
則
お
よ
び

電
離
放
射
線
障
害
防
止
規

則
の

関
係

条
項
 

管
理

区
域
内
に
お

い
て

核
燃
料
物

質
、

使
用
済
燃
料

ま
た

は
こ
れ
ら
に

よ
っ

て
汚
染
さ
れ

た
物

を
取
り
扱
う

業
務

に
就
か
せ
る

と
き
 

対
象
者
と
教
育

時
間
は
、
表
１
３
１
－
２
参
照
 

原
子
炉
施

設
の

構
造

、
性
能
に

関
す
る

こ
と

 
原

子
炉
、
放
射
性
廃
棄
物

の
廃
棄
設
備

お
よ
び
そ
の
他
の
設
備
の

構
造

に
関

す
る
こ
と
 

放
射
線
管

理
に

関
す

る
こ
と
 

原
子

炉
、
放
射
性
廃
棄
物

の
廃
棄
設
備

お
よ
び
そ
の
他
の
設
備
の

取
扱

い
の

方
法
 

管
理

区
域

へ
の
立
入
り
お
よ
び
退
去

の
手
順
 

外
部

放
射

線
に
よ
る

線
量
当
量

率
お
よ
び
空
気
中
の
放
射

性
物

質
の

濃
度

の
監
視
の
方
法
 

電
離

放
射

線
が
生
体
の
細
胞
、
組
織
、
器
官
お
よ
び
全
身
に
与
え

る
影

響
 

核
燃
料
物

質
お
よ
び

核
燃
料
物

質
に

よ
っ
て

汚
染

さ
れ

た
物

の
取
扱

い
に
関
す

る
こ

と
 

核
燃

料
物

質
ま
た
は

使
用
済
燃

料
ま
た
は
こ
れ
ら
に
よ
っ

て
汚

染
さ

れ
た

物
の
種
類
お
よ
び
性
状
な

ら
び
に
運
搬
、
貯
蔵
、
廃
棄

の
作

業
の

方
法
・
順
序
 

非
常
の
場

合
に

講
ず

べ
き
処
置

に
関
す

る
こ

と
 

異
常

な
事

態
が
発
生
し
た
場
合
に
お

け
る
応
急
措
置
の
方

法
 

そ
の

他
 

反
復

教
育
 

関
係

法
令
お

よ
び

保
安

規
定

の
遵
守

に
関

す
る

こ
と
 

原
子

炉
施
設
保

安
規

定
お

よ
び

法
令
等

の
遵

守
※

２
 

総
則
、
品
質
保

証
、
保
安
管
理

体
制
、
保
安
教
育
、
記
録
お
よ
び

報
告

に
関

す
る
こ
と
お
よ
び
法
令
等

の
遵
守
※
２
 

１
回

／
１

０
年
毎

以
上
 

対
象
者
と

実
施

時
期
、
教
育
時
間
に
 

つ
い
て
は

、
表
１
３
１
－
３
参
照
 

○
 

（
１
時
間
以
上
) 

○
 

（
１
時
間

以
上
)
 

原
子

炉
施
設

の
運

転
に

関
す

る
こ
と
 

運
転

管
理
 

臨
界

管
理

に
関
す
る
こ
と
 

○
 

（
１
時
間
以
上

）
 

×
 

運
転

上
の

留
意
事
項
に
関
す
る
こ
と

、
通
則
に
関
す
る
こ

と
 

運
転

上
の

制
限
に
関
す
る
こ
と
 

異
常

時
の

措
置
に
関
す
る
こ
と
 

原
子

炉
物

理
・
理
論
に
関
す
る
こ

と
 

×
 

巡
視

点
検

に
関
す
る
こ
と
 

定
期

的
に

実
施
す
る
サ
ー
ベ
イ
ラ
ン

ス
の
操
作
に
関
す
る

こ
と
 

異
常

時
対

応
（
現
場
機
器
対
応
）
※

４
 

異
常

時
対

応
（
中
央
制
御
室
内
対
応

）
※
４
 

異
常

時
対

応
（
指
揮
、
状
況
判
断
）

※
４
 

運
転

訓
練
 

シ
ミ

ュ
レ

ー
タ
訓
練
Ⅰ
（
直
員
連
携

訓
練
）
 

シ
ミ

ュ
レ

ー
タ
訓
練
Ⅱ
（
起
動
停
止
・
異
常
時
・
警
報
発
生
時
対

応
訓

練
）
 

シ
ミ

ュ
レ

ー
タ
訓
練
Ⅲ
（
起
動
停
止
・
異
常
時
・
警
報
発
生
時
の

対
応

・
判

断
・
指
揮
命
令
訓
練
）
 

施
設

管
理
 

施
設

管
理

計
画
に
関
す
る
こ
と
 

○
 

（
１
時
間
以
上

）
 

放
射

線
管
理

に
関

す
る

こ
と

 
放

射
線
管

理
 

放
射

線
測

定
器
の
取
扱
い
 

◎
 

（
１
時
間

以
上
）
 

◎
 

（
１

時
間
以
上
）
 

◎
 

（
１
時
間

以
上
）
 

◎
 

（
１
時
間

以
上
）
 

◎
 

（
１
時
間
以
上

）
 

◎
 

（
１
時
間

以
上
）
 

○
 

（
１
時
間
以
上

）
 

×
 

管
理

区
域

へ
の
出
入
り
管
理
等
、
区

域
管
理
に
関
す
る
こ

と
 

線
量

限
度

等
、
被
ば
く
管
理
に
関
す

る
こ
と
 

外
部

放
射

線
に
係
る
線
量
当
量
率
等

の
測
定
に
関
す
る
こ

と
 

管
理

区
域

外
へ
の
移
動
等
物
品
移
動

の
管
理
に
関
す
る
こ

と
 

請
負

会
社

等
の
放
射
線
防
護
に
関
す

る
こ
と
 

核
燃

料
物
質

お
よ

び
核

燃
料

物
質

に
よ

っ
て

汚
染

さ
れ

た
物

の
取

扱
い

に
関

す
る

こ
と
 

放
射

性
廃

棄
物

管
理
 

放
射

性
固

体
・
液
体
・
気
体
廃
棄
物

の
管
理
に
関
す
る
こ

と
 

対
象
者
と

実
施

時
期
、
教
育
時
間
に
 

つ
い
て
は

、
表
１
３
１
－
３
参
照
 

○
 

（
０
．
５
時
間
以
上
)
 

×
 

燃
料

管
理
 

燃
料

管
理

に
お
け
る
臨
界
管
理
 

○
 

（
０
．
５
時
間
以

上
）
 

燃
料

の
検

査
、
取
替
、
運
搬
お
よ
び

貯
蔵
に
関
す
る
 

こ
と
 

非
常
の
場

合
に

講
ず

べ
き
処
置

に
関
す

る
こ

と
 

緊
急

事
態

応
急
対
策
等
、
原
子
力
防
災

対
策
活
動
に
関
す
る
こ
と
 

１
回
／
年
以
上
 

◎
 

（
１
時
間
以
上

) 
◎
 

（
１

時
間
以
上
) 

◎
 

（
１
時
間
以
上

) 
◎
 

（
１
時
間
以
上
) 

◎
 

（
１
時
間
以
上
)
 

◎
 

（
１
時
間
以
上
) 

◎
 

（
１
時
間
以
上
) 

◎
 

（
１
時
間

以
上
)
 

重
大

事
故

等
お
よ
び

大
規
模
損

壊
発
生
時
に
お
け
る
原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た
め
の
活
動
に
関
す
る

こ
と
 

火
災

発
生

時
の
措
置
に
関
す
る
こ

と
 

◎
 

（
１
時
間
以
上

) 
◎
 

（
１

時
間
以
上
) 

◎
 

（
１
時
間
以
上

) 
◎
 

（
１
時
間
以
上
) 

◎
 

（
１
時
間
以
上
)
 

◎
 

（
１
時
間
以
上
) 

◎
 

（
１
時
間
以
上
) 

◎
 

（
１
時
間

以
上
)
 

内
部

溢
水

発
生
時
の
措
置
に
関
す
る

こ
と
 

火
山

影
響

等
お
よ
び
そ
の
他
自
然
災

害
（
地
震
、
津
波
お
よ
び
竜

巻
等

）
発

生
時
の
措
置
に
関
す
る
こ

と
 

有
毒

ガ
ス

発
生
時
の
措
置
に
関
す
る

こ
と
 

※
１

：
各
課

（
室

）
長

が
、

所
長
に

よ
り
別

途
承
認

さ
れ

た
基

準
に

従
い
、

各
項
目

の
全
部

ま
た
は

一
部

に
つ

い
て

十
分
な

知
識

お
よ

び
技

能
を

有
し
て

い
る
と

認
め
た

者
に
つ

い
て

は
、
該

当
す

る
教

育
に
つ

い
て
省

略
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

 
※

２
：

法
令

等
の

遵
守

と
は

、
関
係

法
令
お

よ
び
保

安
規
定

の
遵

守
に

関
す

る
こ
と

を
い
う

。
 

※
３

：
各
対

象
者

に
要

求
さ

れ
て
い

る
教
育

項
目
は

、
対

象
者

と
な

っ
た
時

点
か
ら

課
せ
ら

れ
る
。

 
※

４
：

重
大

事
故

等
お

よ
び

大
規
模

損
壊
発

生
時
に

お
け
る

原
子

炉
施

設
の

保
全
の

た
め
の

活
動
に

関
す

る
こ
と

、
火

災
、

内
部

溢
水
、

火
山
影

響
等

、
そ

の
他

自
然
災

害
お
よ

び
有
毒

ガ
ス

発
生
時

の
措

置
に

関
す
る

こ
と
を

含
み
、

そ
の

実
施

時
期

は
、

１
回
／

年
以

上
と

す
る

。
 

 
◎

：
全

員
が

教
育
の

対
象
者

（
関

連
す

る
業

務
内
容

に
応
じ

て
教

育
内

容
に

濃
淡

あ
り

）
 

○
：

業
務
に

関
連
す

る
者
が

教
育

の
対

象
（

関
連
す

る
業
務

内
容

に
応

じ
教

育
内

容
に

濃
淡

あ
り
）
 

×
：

教
育
の

対
象
外
 

（
 ）

：
合
計

の
教
育

時
間

 

表
１

３
１

－
１

 
保

安
教

育
実

施
方

針
（

総
括

表
）

 
 

保
安
教
育
の
内
容
 

対
象

者
と
教
育
時

間
 

※
３
 

運
転

員
 

燃
料
取
替

の
業

務
に

関
わ
る
者
 

左
記
以
外

の
技

術
系

所
員
 

事
務
系
所

員
 

大
分
類
 

中
分
類
 

（
実

用
炉
規
則
第
９
２
条

の
内
容
）
 

小
分
類
（
項
目
）
 

内
 
 
 
 
容
 

実
施

時
期
 

当
直

課
長
 

当
直

主
任
 

当
直
班
長

 
原

子
炉
制

御
員
 

主
機
運

転
員
 

補
機
運
転

員
 

放
射
性
廃

棄
物

処
理

設
備
の
業

務
に

関
わ

る
者
 

入
所
時
に
 

実
施
す
る
 

教
育
 

※
１
 

関
係
法

令
お
よ

び
保
安

規
定
の
遵

守
に
関
す
る
こ
と
 

原
子
炉
等

規
制
法
お
よ
び
法

令
等
の
遵

守
※
２
 

原
子
炉
等
規

制
法
に
関

連
す
る

法
令
の

概
要
お
よ
び
法

令
等

の
遵
守
※
２
 

入
所
時

（
原
子

力
発

電
所

新
規
配

属
時
）

 

◎
 

（
１

時
間

以
上
）
 

◎
 

（
１
時
間

以
上
）

 
◎
 

（
１

時
間

以
上
）
 

◎
 

（
１
時
間

以
上
）

 
◎
 

（
１

時
間

以
上
）
 

◎
 

（
１
時
間

以
上
）

 
◎
 

（
１

時
間

以
上

）
 

◎
 

（
１
時
間

以
上
）

 

原
子
炉

施
設
の

構
造
、

性
能
に
関

す
る
こ
と
 

設
備
概
要
、
主
要
系

統
の
機
能
 

原
子
炉
の
し
く
み
 

◎
 

（
0.
5
時
間
以

上
）

 
◎

 
（

0
.
5
時
間
以

上
）
 

◎
 

（
0
.
5
時
間
以

上
）
 

◎
 

（
0
.
5
時
間
以

上
）
 

◎
 

（
0
.
5
時
間
以

上
）
 

◎
 

（
0
.
5
時
間
以

上
）
 

◎
 

（
0
.
5時

間
以
上
）
 

◎
 

（
0
.
5
時
間
以

上
）
 

原
子
炉
容
器
等
主
要
機
器
の
構

造
に
関
す
る
こ
と
 

原
子
炉
冷
却
系
統
等
主
要
系
統

の
機
能
・
性
能
に
関
す
る
こ
と
 

◎
 

（
0.
5
時
間
以

上
）

 
◎

 
（

0
.
5
時
間
以

上
）
 

◎
 

（
0
.
5
時
間
以

上
）
 

◎
 

（
0
.
5
時
間
以

上
）
 

◎
 

（
0
.
5
時
間
以

上
）
 

◎
 

（
0
.
5
時
間
以

上
）
 

○
 

（
0
.
5時

間
以
上
）
 

×
 

非
常
の

場
合
に
講
ず
べ
き

処
置
に
関
す
る
こ
と
 

非
常
時
の
場
合

に
講
ず
べ
き
処
置
の
概
要
 

◎
 

（
0.
5
時
間
以

上
）

 
◎

 
（

0
.
5
時
間
以

上
）
 

◎
 

（
0
.
5
時
間
以

上
）
 

◎
 

（
0
.
5
時
間
以

上
）
 

◎
 

（
0
.
5
時
間
以

上
）
 

◎
 

（
0
.
5
時
間
以

上
）
 

◎
 

（
0
.
5時

間
以
上
）
 

◎
 

（
0
.
5
時
間
以

上
）
 

放
射
線
業
 

務
従
事
者
 

教
育
 

※
１
 

関
係
法

令
お
よ
び
保
安
規

定
の
遵
守
に
関
す
る
こ
と
 

法
、
令
、
労
働
安
全
衛
生
規
則
お
よ

び
電
離
放
射
線
障
害
防
止
規

則
の
関
係
条
項
 

管
理
区
域

内
に

お
い

て
核
燃

料
物

質
、
使
用

済
燃

料
ま

た
は
こ

れ
ら

に
よ

っ
て
汚

染
さ

れ
た

物
を
取

り
扱

う
業

務
に
就

か
せ

る
と

き
 

対
象
者
と

教
育

時
間
は

、
表
１

３
１
－
２

参
照
 

原
子
炉

施
設
の
構
造
、
性

能
に
関
す
る
こ
と
 

原
子
炉
、
放
射
性
廃
棄
物
の
廃
棄
設

備
お
よ
び
そ
の
他
の
設
備
の

構
造
に
関
す
る
こ
と
 

放
射
線

管
理
に
関
す
る
こ

と
 

原
子
炉
、
放
射
性
廃
棄
物
の
廃
棄
設

備
お
よ
び
そ
の
他
の
設
備
の

取
扱
い
の
方
法
 

管
理
区
域
へ
の
立
入
り
お
よ
び

退
去
の
手
順
 

外
部
放
射
線

に
よ
る
線

量
当
量

率
お
よ

び
空
気
中
の
放

射
性

物
質
の
濃
度
の
監
視
の
方
法
 

電
離
放
射
線
が
生
体
の
細
胞
、
組
織
、
器
官
お
よ
び
全
身
に
与
え

る
影
響
 

核
燃
料

物
質
お
よ
び
核
燃
料
物
質
に
よ

っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
の
取
扱

い
に
関

す
る
こ
と
 

核
燃
料
物
質

ま
た
は
使

用
済
燃

料
ま
た

は
こ
れ
ら
に
よ

っ
て

汚
染
さ
れ
た
物
の
種
類
お
よ
び
性

状
な
ら
び
に
運
搬
、
貯
蔵
、
廃
棄

の
作
業
の
方
法
・
順
序
 

非
常
の

場
合
に
講
ず
べ
き

処
置
に
関
す
る
こ
と
 

異
常
な
事
態
が

発
生
し
た
場
合
に
お
け
る
応
急
措
置
の
方
法
 

そ
の
他
 

反
復
教
育
 

関
係
法

令
お
よ

び
保
安

規
定
の
遵

守
に
関
す
る
こ
と
 

原
子
炉
施

設
保
安
規
定
お
よ

び
法
令
等

の
遵
守
※
２
 

総
則
、
品
質
保
証
、
保
安
管
理
体
制
、
保
安
教
育
、
記
録
お
よ
び

報
告
に
関
す
る
こ
と
お
よ
び
法

令
等
の
遵
守
※
２
 

１
回

／
１

０
年

毎
以

上
 

対
象
者
と

実
施

時
期
、
教

育
時

間
に

 
つ
い

て
は

、
表

１
３
１
－

３
参
照

 

○
 

（
１
時

間
以
上

) 
○

 
（

１
時
間
以

上
)
 

原
子
炉

施
設
の

運
転
に

関
す
る
こ

と
 

運
転
管
理
 

臨
界
管
理
に
関
す
る
こ
と
 

○
 

（
１

時
間

以
上

）
 

×
 

運
転
上
の
留
意
事
項
に
関
す
る

こ
と
、
通
則
に
関
す
る
こ
と
 

運
転
上
の
制
限
に
関
す
る
こ
と
 

異
常
時
の
措
置
に
関
す
る
こ
と
 

原
子
炉
物
理
・
理
論
に
関
す
る

こ
と
 

×
 

巡
視
点
検
に
関
す
る
こ
と
 

定
期
的
に
実
施
す
る
サ
ー
ベ
イ

ラ
ン
ス
の
操
作
に
関
す
る
こ
と
 

異
常
時
対
応
（
現
場
機
器
対
応

）
※
４
 

異
常
時
対
応
（
中
央
制
御
室
内

対
応
）
※
４
 

異
常
時
対
応
（
指
揮
、
状
況
判

断
）
※
４
 

運
転
訓
練
 

シ
ミ
ュ
レ
ー
タ
訓
練
Ⅰ
（
直
員

連
携
訓
練
）
 

シ
ミ
ュ
レ
ー
タ
訓
練
Ⅱ
（
起
動
停
止
・
異
常
時
・
警
報
発
生
時
対

応
訓
練
）
 

シ
ミ
ュ
レ
ー
タ
訓
練
Ⅲ
（
起
動
停
止
・
異
常
時
・
警
報
発
生
時
の

対
応
・
判
断
・
指
揮
命
令
訓
練

）
 

施
設
管
理
 

施
設
管
理
計
画
に
関
す
る
こ
と
 

○
 

（
１

時
間

以
上

）
 

放
射
線

管
理
に

関
す
る

こ
と
 

放
射
線
管
理
 

放
射
線
測
定
器
の
取
扱
い
 

◎
 

（
１

時
間

以
上
）
 

◎
 

（
１
時
間

以
上
）

 
◎
 

（
１

時
間

以
上
）
 

◎
 

（
１
時
間

以
上
）

 
◎
 

（
１

時
間

以
上
）
 

◎
 

（
１
時
間

以
上
）

 
○
 

（
１

時
間

以
上

）
 

×
 

管
理
区
域
へ
の
出
入
り
管
理
等

、
区
域
管
理
に
関
す
る
こ
と
 

線
量
限
度
等
、
被
ば
く
管
理
に

関
す
る
こ
と
 

外
部
放
射
線
に
係
る
線
量
当
量

率
等
の
測
定
に
関
す
る
こ
と
 

管
理
区
域
外
へ
の
移
動
等
物
品

移
動
の
管
理
に
関
す
る
こ
と
 

請
負
会
社
等
の
放
射
線
防
護
に

関
す
る
こ
と
 

核
燃
料

物
質
お

よ
び
核

燃
料

物
質

に
よ
っ

て
汚
染

さ
れ

た
物

の
取
扱

い
に
関

す
る
こ
と
 

放
射
性
廃
棄
物
管
理
 

放
射
性
固
体
・
液
体
・
気
体
廃

棄
物
の
管
理
に
関
す
る
こ
と
 

対
象
者
と

実
施

時
期
、
教

育
時

間
に

 
つ
い

て
は

、
表

１
３
１
－

３
参
照

 

○
 

（
０
．

５
時
間

以
上

) 

×
 

燃
料
管
理
 

燃
料
管
理
に
お
け
る
臨
界
管
理
 

○
 

（
０

．
５

時
間

以
上

）
 

燃
料
の
検
査
、
取
替
、
運
搬
お

よ
び
貯
蔵
に
関
す
る
 

こ
と
 

非
常
の

場
合
に
講
ず
べ
き

処
置
に
関
す
る
こ
と
 

緊
急
事
態
応
急
対
策
等
、
原
子
力
防

災
対
策
活
動
に
関
す
る
こ
と

 

１
回
／

年
以
上
 

◎
 

（
１

時
間

以
上

) 
◎

 
（

１
時
間
以

上
)
 

◎
 

（
１
時
間

以
上

) 
◎

 
（

１
時
間
以

上
)
 

◎
 

（
１
時
間

以
上

) 
◎

 
（

１
時
間
以

上
)
 

◎
 

（
１
時

間
以
上

) 
◎

 
（

１
時
間
以

上
)
 

重
大
事
故
等

お
よ
び
大

規
模
損

壊
発
生

時
に
お
け
る
原

子
炉

施
設
の
保
全
の
た
め
の
活
動
に
関

す
る
こ
と
 

火
災
発
生
時
の
措
置
に
関
す
る

こ
と
 

◎
 

（
１

時
間

以
上

) 
◎

 
（

１
時
間
以

上
)
 

◎
 

（
１
時
間

以
上

) 
◎

 
（

１
時
間
以

上
)
 

◎
 

（
１
時
間

以
上

) 
◎

 
（

１
時
間
以

上
)
 

◎
 

（
１
時

間
以
上

) 
◎

 
（

１
時
間
以

上
)
 

内
部
溢
水
発
生
時
の
措
置
に
関

す
る
こ
と
 

火
山
影
響
等
お
よ
び
そ
の
他
自

然
災
害
（
地
震
、
津
波
お
よ
び
竜

巻
等
）
発
生
時
の
措
置
に
関
す

る
こ
と
 

有
毒
ガ
ス
発
生
時
の
措
置
に
関

す
る
こ
と
 

※
１

：
各
課

（
室

）
長

が
、

所
長
に

よ
り
別

途
承
認

さ
れ

た
基
準

に
従

い
、

各
項
目

の
全
部

ま
た

は
一

部
に

つ
い
て

十
分
な

知
識

お
よ

び
技

能
を

有
し
て

い
る
と

認
め
た

者
に

つ
い

て
は

、
該

当
す

る
教

育
に
つ

い
て

省
略

す
る

こ
と
が

で
き

る
。

 
※

２
：

法
令

等
の

遵
守

と
は

、
関
係

法
令
お

よ
び
保

安
規

定
の
遵

守
に

関
す

る
こ
と

を
い
う

。
 

※
３

：
各
対

象
者

に
要

求
さ

れ
て
い

る
教
育

項
目
は

、
対

象
者
と

な
っ

た
時

点
か
ら

課
せ
ら

れ
る

。
 

※
４

：
重
大

事
故

等
お

よ
び

大
規
模

損
壊
発

生
時
に

お
け

る
原
子

炉
施

設
の

保
全
の

た
め
の

活
動

に
関

す
る

こ
と
、

火
災
、

内
部

溢
水
、

火
山

影
響

等
、

そ
の
他

自
然
災

害
お
よ

び
有

毒
ガ
ス

発
生

時
の

措
置
に

関
す
る

こ
と

を
含
み

、
そ

の
実

施
時

期
は
、

１
回

／
年
以

上
と

す
る

。
 

 
◎

：
全

員
が

教
育
の

対
象
者

（
関
連

す
る

業
務

内
容

に
応
じ

て
教

育
内

容
に

濃
淡

あ
り
）

 
○

：
業

務
に

関
連
す

る
者
が

教
育
の

対
象

（
関

連
す

る
業
務

内
容

に
応

じ
教

育
内

容
に
濃

淡
あ

り
）
 

×
：
教

育
の

対
象
外
 

（
 
）
：

合
計

の
教
育

時
間
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赤
下

線
：
現

行
版

と
今

回
申

請
版

で
差

の
あ

る
箇

所
 

赤
字
：

現
行

版
と

今
回

申
請

で
差

が
あ

る
箇

所
の

う
ち
有

毒
ガ

ス
で

変
更

す
る

箇
所
 

黄
色

マ
ー
カ

ー
：

変
更

前
に

お
け

る
有

毒
ガ

ス
に

関
す
る

変
更

箇
所
 

変
更

前
（
３
／

４
号

炉
）
 

変
更
後
（
１
～
４
号
炉
）
 

差
異
の
理
由
 

 
 

  変
更
な
し
 

 

表
１

３
１

－
３

 
保
安

教
育

実
施

方
針

（
運

転
員

等
）

 
 

保
安

教
育

の
内
容
 

具
体

的
教
育
内

容
 

対
象
者
 
※
１
 

 

実
施
時
期
お
よ
び
教
育
時
間
 

運
転
員
 

燃
料
取
替

の
業
務
に
関
わ

る
者
 

中
分
類
 

小
分

類
 

（
項

目
）
 

細
目
 

当
直

課
長
 

当
直

主
任
 

当
直
班
長
 

原
子

炉
制
御
員
 

主
機
運
転
員

 
補
機
運
転
員
 

放
射
性
廃
棄
物
処
理
 

設
備
の
業
務
に
 

関
わ
る
者
 

関
係

法
令

お
よ

び
保

安
規

定
の

遵
守

に
関

す
る

こ
と
 

原
子

炉
施

設
保

安
規

定
お

よ
び

法
令

等
 

の
遵

守
※

２
 

総
則
、
品
質

保
証
、
保
安
管

理
体
制
、
保
安
教
育

、
記
録
お
よ
び
報

告
に

関
す
る
規

則
の

概
要

お
よ
び
法
令
等
の
遵
守
※
２
 

◎
 

◎
 

◎
 

◎
 

◎
 

◎
 

＜
運
転
員

＞
 

３
年
間
で

３
０
時
間
以
上
※
３
 

※
４
(
下
記
※
４
と
同
枠
内
）
 

 ＜
放
射
性

廃
棄
物
処
理
設
備
の
業
務
に
関

わ
る
者
＞
 

３
年
間
で

２
４
時
間
以
上
※
３
 

※
４
(
下
記
※
４
と
同
枠
内
）
 

 ＜
燃
料
取

替
業
務
に
関
わ
る
者
＞
 

３
年
間
で

３
時
間
以
上
※
３
 

※
４
(
下
記
※
４
と
同
枠
内
）
 

保
安
に

関
す

る
各

組
織
お

よ
び
各

職
務
の
具
体
的
役
割
と

確
認
す
べ
き

記
録
 

◎
 

×
 

×
 

×
 

×
 

×
 

原
子

炉
施

設
の

運
転

に
関

す
る

こ
と
 

運
転

管
理
 

原
子

炉
物
理
・
臨

界
管

理
 

原
子
炉
物

理
・

臨
界
管
理
に
関
す
る
こ
と
 

◎
 

◎
 

◎
 

◎
 

×
 

×
 

運
転

管
理

Ⅰ
 

運
転
上
の

通
則

に
つ

い
て
の
概
要
 

◎
 

◎
 

◎
 

◎
 

◎
 

（
放
射
性
廃
棄
物
 

処
理
設
備
に
関
 

す
る
こ
と
の
み
）
 

×
 

運
転
上
の

留
意

事
項

の
概
要
 

運
転
上
の

制
限

の
概

要
 

異
常
時
の

措
置

の
概

要
 

巡
視

点
検

・
定

期
的
 

検
査

Ⅰ
 

巡
視
点
検

の
範

囲
と

確
認
項
目
 

◎
 

◎
 

◎
 

◎
 

◎
 

（
放
射
性
廃
棄
物
 

処
理
設
備
に
関
 

す
る
こ
と
の
み
）
 

×
 

定
期
的
に

実
施

す
る

サ
ー
ベ
イ
ラ
ン
ス
の
内
容
と
頻
度
 

異
常

時
対
応

※
５

 
（

現
場
機

器
対

応
）
 

原
子
炉
の

起
動

停
止

の
概
要
 

◎
 

◎
 

◎
 

◎
 

×
 

×
 

各
設
備
の

運
転

操
作

の
概
要
（
現
場
操
作
）
 

◎
 

（
放
射
性
廃
棄
物
 

処
理
設
備
に
関
 

す
る
こ
と
の
み
）
 

警
報
発
生

時
の

対
応

操
作
（
現
場
操
作
）
 

異
常
時
操

作
の

対
応

（
現
場
操
作
）
 

×
 

運
転

管
理

Ⅱ
 

運
転
上
の

通
則

の
適

用
と
根
拠
 

◎
 

◎
 

◎
 

×
 

×
 

×
 

運
転
上
の

留
意

事
項

の
基
準
値
と
管
理
方
法
 

運
転
上
の

制
限

の
具

体
的
値
と
制
限
を
超
え
た
場
合
の
措

置
 

異
常
時
の

措
置

を
実

施
す
る
際
の
運
転
操
作
基
準
 

巡
視

点
検

・
定

期
的
 

検
査

Ⅱ
 

巡
視
点
検

時
の

確
認

項
目
の
根
拠
 

◎
 

◎
 

◎
 

×
 

×
 

×
 

定
期
的
に

実
施

す
る

サ
ー
ベ
イ
ラ
ン
ス
の
操
作
と
基
準

値
 

異
常

時
対
応

※
５

 
（

中
央

制
御
室
内

対
応

）
 

原
子
炉
の

起
動

停
止

に
関
す
る
操
作
と
監
視
項
目
 

◎
 

◎
 

◎
 

×
 

×
 

×
 

各
設
備
の

運
転

操
作

と
監
視
項
目
 

警
報
発
生

時
の

対
応

操
作
（
中
央
制
御
室
）
 

異
常
時
操

作
の

対
応

（
中
央
制
御
室
）
 

運
転

管
理

Ⅲ
 

運
転
上

の
通

則
に

関
す
る

留
意
事

項
の
根
拠
と
制
限
を
超

え
る
場
合
の

措
置
 

◎
 

×
 

×
 

×
 

×
 

×
 

制
限
お
よ

び
制

限
を

超
え
た
場
合
の
措
置
の
根
拠
と
運

用
 

異
常
時
の

措
置

を
実

施
す
る
際
の
運
転
操
作
基
準
の
根

拠
 

異
常

時
対
応

※
５

 
（

指
揮
、

状
況

判
断

）
 

異
常
時
操

作
の

対
応

（
判
断
・
指
揮
命
令
）
 

◎
 

×
 

×
 

×
 

×
 

×
 

警
報
発
生

時
の

監
視

項
目
 

運
転

訓
練
 

シ
ミ

ュ
レ

ー
タ

訓
練

Ⅰ
 

運
転
操
作

の
際

の
連
携
訓
練
 

◎
 

◎
 

◎
 

◎
 

×
 

×
 

３
年
間
で

１
５
時
間
以
上
 

シ
ミ

ュ
レ

ー
タ

訓
練

Ⅱ
 

起
動
停
止

・
異

常
時
・
警
報
発
生
時
対
応
訓
練
 

×
 

◎
 

×
 

×
 

×
 

×
 

３
年
間
で

９
時
間
以
上
 

シ
ミ

ュ
レ

ー
タ

訓
練

Ⅲ
 

起
動
停
止

・
異

常
時
・
警
報
発
生
時
の
対
応
・
判
断
・
指

揮
命
令
訓
練
 

◎
 

×
 

×
 

×
 

×
 

×
 

３
年
間
で

９
時
間
以
上
 

施
設

管
理
 

施
設

管
理
計

画
に

 
関

す
る
こ
と

Ⅰ
 

定
期
事
業

者
検

査
時

の
検
査
項
目
概
要
 

◎
 

◎
 

◎
 

◎
 

×
 

×
 

＜
運
転
員

＞
 

３
年
間
で

３
０
時
間
以
上
※
３
 

※
４
（
上

記
※
４
と
同
枠
内
）
 

＜
放

射
性

廃
棄

物
処

理
設
備

の
業

務
に

関
わ
る
者
＞
 

３
年
間
で

２
４
時
間
以
上
※
３
 

※
４
（
上

記
※
４
と
同
枠
内
）
 

＜
燃
料
取

替
業
務
に
関
わ
る
者
＞
 

３
年
間
で

３
時
間
以
上
※
３
 

※
４
(
上
記
※
４
と
同
枠
内
) 

施
設

管
理
計

画
に

 
関

す
る
こ
と

Ⅱ
 

定
期
事
業

者
検

査
時

の
検
査
項
目
の
根
拠
 

◎
 

×
 

×
 

×
 

×
 

×
 

核
燃

料
物

質
お

よ
び

核
燃

料
物

質
に

よ
っ

て
汚

染
さ

れ
た

物
の

取
扱

い
に

関
す

る
こ

と
 

放
射

性
廃
棄
物

管
理

 
放

射
性

固
体
・

液
体
・
気

体
廃

棄
物
の
管

理
に

関
す
る
こ
と
 

◎
 

◎
 

◎
 

◎
 

◎
 

（
放
射
性
廃
棄
物
 

処
理
設
備
に
関
 

す
る
こ
と
の
み
）
 

×
 

燃
料

管
理
 

燃
料
の

臨
界
管

理
に
関
す

る
こ

と
 

◎
 

◎
 

◎
 

◎
 

×
 

◎
 

燃
料
の

検
査
・

取
替
・
運

搬
お

よ
び
貯
蔵

に
関

す
る
こ
と
 

※
１

：
各

対
象

者
に
要

求
さ

れ
て

い
る

教
育

項
目

は
、

対
象

者
と

な
っ

た
時

点
か

ら
課

せ
ら

れ
る

。
 

※
２

：
法

令
等

の
遵
守

と
は

、
関

係
法

令
お

よ
び

保
安

規
定

の
遵

守
に

関
す

る
こ

と
を

い
う

。
 

※
３

：
記

載
す

る
に
当

た
っ

て
の

考
え

は
、

以
下

の
と

お
り

。
 

・
本

教
育

は
、

同
一

細
目

で
あ

っ
て

も
対
象

者
の

職
位

に
応

じ
て

理
解

の
範

囲
、

深
さ

に
差

が
あ

る
（

あ
る

教
育

で
、

複
数

の
細

目
を

カ
バ
ー

す
る

場
合

も
あ

る
）
。

 
・

こ
の

○
年

間
で

○
○

時
間

以
上

と
は

、
運

転
員

が
行

う
一

連
の

教
育

の
時

間
で

あ
り

、
上

表
は

こ
の

教
育

時
間

の
中

に
含

ま
れ

て
い

る
（
上

述
の

表
の

細
目

の
時

間
を

累
積

し
た

時
間

で
は

な
い

）。
 

・
各

細
目

の
内

容
が

密
接

に
関

わ
っ
て

い
る

こ
と

か
ら

細
目

毎
の

時
間

の
区

別
は

行
わ

な
い

。
 

※
５

：
重

大
事

故
等
お

よ
び

大
規

模
損

壊
発

生
時

に
お

け
る

原
子

炉
施

設
の
保

全
の

た
め

の
活

動
に

関
す

る
こ

と
、

火
災

、
内

部
溢

水
、

火
山

影
響

等
、

そ
の

他
自

然
災

害
お

よ
び
有

毒
ガ

ス
発

生
時

の
措

置
に

関
す

る
こ

と
を

含
む

。
 

 
◎

：
全

員
が

教
育

の
対

象
者
 

（
関

連
す

る
業

務
内

容
に

応
じ

て
教

育
内

容
に

濃
淡

あ
り

）
 

×
：

教
育

の
対

象
外

 

表
１

３
１

－
３

 
保
安

教
育

実
施

方
針

（
運

転
員

等
）

 
 

保
安
教
育
の
内
容
 

具
体
的
教
育
内

容
 

対
象
者
 

※
１
 

 

実
施
時
期

お
よ

び
教

育
時
間

 
運

転
員

 

燃
料
取
替

の
業

務
に
関

わ
る

者
 

中
分
類
 

小
分
類
 

（
項
目
）
 

細
目
 

当
直
課
長
 

当
直
主
任
 

当
直
班
長

 
原

子
炉
制
御

員
 

主
機

運
転

員
 

補
機
運
転

員
 

放
射
性
廃

棄
物

処
理
 

設
備
の
業

務
に
 

関
わ
る
者

 

関
係

法
令

お
よ

び
保

安
規

定
の

遵
守

に
関

す
る

こ
と
 

原
子
炉
施
設
保
安
規
定
お
よ
び
法
令
等
 

の
遵
守
※
２
 

総
則
、
品
質
保
証
、
保
安
管
理
体
制
、
保
安
教
育
、
記
録
お
よ
び
報
告
に

関
す
る
規
則
の
概
要

お
よ
び
法
令
等
の
遵
守
※
２
 

◎
 

◎
 

◎
 

◎
 

◎
 

◎
 

＜
運

転
員
＞
 

３
年

間
で
３
０

時
間

以
上
※
３

 
※
４

(
下
記
※

４
と

同
枠
内

）
 

 ＜
放

射
性
廃
棄

物
処

理
設
備
の

業
務

に
関

わ
る
者
＞
 

３
年

間
で
２
４

時
間

以
上
※
３

 
※
４

(
下
記
※

４
と

同
枠
内

）
 

 ＜
燃

料
取
替
業

務
に

関
わ
る
者

＞
 

３
年

間
で
３
時

間
以

上
※
３
 

※
４

(
下
記
※

４
と

同
枠
内

）
 

保
安
に

関
す
る

各
組
織
お

よ
び
各

職
務
の
具
体
的
役
割
と

確
認
す
べ
き

記
録
 

◎
 

×
 

×
 

×
 

×
 

×
 

原
子

炉
施

設
の

運
転

に
関

す
る
こ
と
 

運
転
管
理
 

原
子
炉
物

理
・
臨
界
管
理
 

原
子
炉
物
理
・
臨
界

管
理
に
関
す
る
こ
と
 

◎
 

◎
 

◎
 

◎
 

×
 

×
 

運
転
管
理
Ⅰ
 

運
転
上
の
通
則
に
つ

い
て
の
概
要
 

◎
 

◎
 

◎
 

◎
 

◎
 

（
放
射
性

廃
棄
物

 
処

理
設
備

に
関
 

す
る
こ
と

の
み
）

 

×
 

運
転
上
の
留
意
事
項

の
概
要
 

運
転
上
の
制
限
の
概

要
 

異
常
時
の
措
置
の
概

要
 

巡
視
点
検
・
定
期
的
 

検
査
Ⅰ
 

巡
視
点
検
の
範
囲
と

確
認
項
目
 

◎
 

◎
 

◎
 

◎
 

◎
 

（
放
射
性

廃
棄
物

 
処

理
設
備

に
関
 

す
る
こ
と

の
み
）

 

×
 

定
期
的
に
実
施
す
る

サ
ー
ベ
イ
ラ
ン
ス
の
内
容
と
頻
度
 

異
常
時
対
応
※
５
 

（
現
場
機
器
対
応
）
 

原
子
炉
の
起
動
停
止

の
概
要
 

◎
 

◎
 

◎
 

◎
 

×
 

×
 

各
設
備
の
運
転
操
作

の
概
要
（
現
場
操
作
）
 

◎
 

（
放
射
性

廃
棄
物

 
処

理
設
備

に
関
 

す
る
こ
と

の
み
）

 
警
報
発
生
時
の
対
応

操
作
（
現
場
操
作
）
 

異
常
時
操
作
の
対
応

（
現
場
操
作
）
 

×
 

運
転
管
理
Ⅱ
 

運
転
上
の
通
則
の
適

用
と
根
拠
 

◎
 

◎
 

◎
 

×
 

×
 

×
 

運
転
上
の
留
意
事
項

の
基
準
値
と
管
理
方
法
 

運
転
上
の
制
限
の
具

体
的
値
と
制
限
を
超
え
た
場
合
の
措

置
 

異
常
時
の
措
置
を
実

施
す
る
際
の
運
転
操
作
基
準
 

巡
視
点
検
・
定
期
的
 

検
査
Ⅱ
 

巡
視
点
検
時
の
確
認

項
目
の
根
拠
 

◎
 

◎
 

◎
 

×
 

×
 

×
 

定
期
的
に
実
施
す
る

サ
ー
ベ
イ
ラ
ン
ス
の
操
作
と
基
準
値
 

異
常
時
対
応
※
５
 

（
中
央
制

御
室
内
対
応
）
 

原
子
炉
の
起
動
停
止

に
関
す
る
操
作
と
監
視
項
目
 

◎
 

◎
 

◎
 

×
 

×
 

×
 

各
設
備
の
運
転
操
作

と
監
視
項
目
 

警
報
発
生
時
の
対
応

操
作
（
中
央
制
御
室
）
 

異
常
時
操
作
の
対
応

（
中
央
制
御
室
）
 

運
転
管
理
Ⅲ
 

運
転
上

の
通
則

に
関
す
る

留
意
事

項
の
根
拠
と
制
限
を
超

え
る
場
合
の

措
置
 

◎
 

×
 

×
 

×
 

×
 

×
 

制
限
お
よ
び
制
限
を

超
え
た
場
合
の
措
置
の
根
拠
と
運
用
 

異
常
時
の
措
置
を
実

施
す
る
際
の
運
転
操
作
基
準
の
根
拠
 

異
常
時
対
応
※
５
 

（
指
揮
、
状
況
判
断
）
 

異
常
時
操
作
の
対
応

（
判
断
・
指
揮
命
令
）
 

◎
 

×
 

×
 

×
 

×
 

×
 

警
報
発
生
時
の
監
視

項
目
 

運
転
訓
練
 

シ
ミ
ュ
レ
ー
タ
訓
練
Ⅰ
 

運
転
操
作
の
際
の
連

携
訓
練
 

◎
 

◎
 

◎
 

◎
 

×
 

×
 

３
年

間
で
１
５

時
間

以
上

 

シ
ミ
ュ
レ
ー
タ
訓
練
Ⅱ
 

起
動
停
止
・
異
常
時

・
警
報
発
生
時
対
応
訓
練
 

×
 

◎
 

×
 

×
 

×
 

×
 

３
年

間
で
９
時

間
以

上
 

シ
ミ
ュ
レ
ー
タ
訓
練
Ⅲ
 

起
動
停
止
・
異
常
時

・
警
報
発
生
時
の
対
応
・
判
断
・
指

揮
命
令
訓
練
 

◎
 

×
 

×
 

×
 

×
 

×
 

３
年

間
で
９
時

間
以

上
 

施
設
管
理
 

施
設
管
理
計
画
に
 

関
す
る
こ
と
Ⅰ
 

定
期
事
業
者
検
査
時

の
検
査
項
目
概
要
 

◎
 

◎
 

◎
 

◎
 

×
 

×
 

＜
運

転
員
＞
 

３
年

間
で
３
０

時
間

以
上
※
３

 
※
４

（
上
記
※

４
と

同
枠
内
）

 
＜

放
射

性
廃

棄
物

処
理

設
備

の
業

務
に

関
わ
る

者
＞
 

３
年

間
で
２
４

時
間

以
上
※
３

 
※
４

（
上
記
※

４
と

同
枠
内
）

 
＜
燃

料
取
替
業

務
に

関
わ
る
者

＞
 

３
年

間
で
３
時

間
以

上
※
３
 

※
４

(
上
記
※

４
と

同
枠
内

) 

施
設
管
理
計
画
に
 

関
す
る
こ
と
Ⅱ
 

定
期
事
業
者
検
査
時

の
検
査
項
目
の
根
拠
 

◎
 

×
 

×
 

×
 

×
 

×
 

核
燃

料
物

質
お

よ
び

核
燃

料
物

質
に

よ
っ

て
汚

染
さ

れ
た

物
の

取
扱

い
に

関
す

る
こ

と
 

放
射
性

廃
棄
物
管

理
 

放
射
性
固
体
・
液
体
・
気
体
廃
棄
物
の
管
理
に
関
す

る
こ
と
 

◎
 

◎
 

◎
 

◎
 

◎
 

（
放
射
性

廃
棄
物

 
処

理
設
備

に
関
 

す
る
こ
と

の
み
）

 

×
 

燃
料
管
理
 

燃
料
の
臨
界
管
理
に
関
す
る
こ
と
 

◎
 

◎
 

◎
 

◎
 

×
 

◎
 

燃
料
の
検
査
・
取
替
・
運
搬
お
よ
び
貯
蔵
に
関
す
る

こ
と
 

※
１

：
各

対
象

者
に
要

求
さ

れ
て

い
る

教
育

項
目

は
、

対
象

者
と

な
っ

た
時

点
か

ら
課

せ
ら

れ
る

。
 

※
２

：
法

令
等

の
遵
守

と
は

、
関

係
法

令
お

よ
び

保
安

規
定

の
遵

守
に

関
す

る
こ

と
を

い
う

。
 

※
３

：
記

載
す

る
に
当

た
っ

て
の

考
え

は
、

以
下

の
と

お
り

。
 

・
本

教
育

は
、

同
一

細
目

で
あ

っ
て

も
対
象

者
の

職
位

に
応

じ
て

理
解

の
範

囲
、

深
さ

に
差

が
あ

る
（

あ
る

教
育

で
、

複
数

の
細

目
を

カ
バ
ー

す
る

場
合

も
あ

る
）
。

 
・

こ
の

○
年

間
で

○
○

時
間

以
上

と
は

、
運

転
員

が
行

う
一

連
の

教
育

の
時

間
で

あ
り

、
上

表
は

こ
の

教
育

時
間

の
中

に
含

ま
れ

て
い

る
（
上

述
の

表
の

細
目

の
時

間
を

累
積

し
た

時
間

で
は

な
い

）。
 

・
各

細
目

の
内

容
が

密
接

に
関

わ
っ
て

い
る

こ
と

か
ら

細
目

毎
の

時
間

の
区

別
は

行
わ

な
い

。
 

※
５

：
重

大
事

故
等
お

よ
び

大
規

模
損

壊
発

生
時

に
お

け
る

原
子

炉
施

設
の
保

全
の

た
め

の
活

動
に

関
す

る
こ

と
、

火
災

、
内

部
溢

水
、

火
山

影
響

等
、

そ
の

他
自

然
災

害
お

よ
び
有

毒
ガ

ス
発

生
時

の
措

置
に

関
す

る
こ

と
を

含
む

。
 

 
◎

：
全

員
が

教
育

の
対

象
者
 

（
関

連
す

る
業

務
内

容
に

応
じ

て
教

育
内

容
に

濃
淡

あ
り

）
 

×
：

教
育

の
対

象
外
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高
浜

発
電
所

原
子
炉
施
設
保
安
規
定
 

＜
第

１
３
２
条
＞

 

1/
1 

赤
下
線

：
現

行
版

と
今

回
申

請
版

で
差

の
あ

る
箇
所

 

赤
字
：

現
行

版
と

今
回

申
請

で
差

が
あ

る
箇

所
の
う

ち
有

毒
ガ

ス
で

変
更

す
る

箇
所
 

黄
色
マ

ー
カ

ー
：

変
更

前
に

お
け

る
有

毒
ガ

ス
に
関

す
る

変
更

箇
所
 

変
更

前
（
３
／

４
号

炉
）
 

変
更
後
（
１
～
４
号
炉
）
 

差
異
の
理
由
 

（
請
負
会
社
従
業
員
へ
の
保
安

教
育
）
 

第
１
３
２
条
 

（
中

略
）
 

 

５
．
各
課
(
室
)長

（
当
直
課
長
を

除
く
。）

は
、
原
子
炉
施
設

に
関
す

る
業
務
の
う
ち
、
火
災
、
内
部
溢
水
、
火
山

影
響
等

、
そ
の
他
自
然
災
害
(地

震
、

津
波

お
よ

び
竜
巻

等
)お

よ
び
有
毒
ガ
ス
発
生
時
の
措
置
に
お
け
る
業
務

の
補
助

を
請
負
会
社
に
行
わ
せ

る
場

合
は
、
当
該

業
務
に
従
事

す
る

請
負
会
社
従
業
員
に
対
し
、
安
全
上
必
要

な
教
育
が
表
１
３
１
－
１
の
実

施
方

針
の

う
ち
「

左
記
以
外

の
技

術
系

所
員
」
に
準
じ
る
保
安
教
育
(
火
災
、
内

部
溢
水

、
火
山
影
響
等
、
そ
の

他
自

然
災
害
(
地

震
、
津

波
お

よ
び

竜
巻
等
)お

よ
び
有
毒
ガ
ス
発
生
時
の
措
置

に
関
す
る
こ
と
)の

実
施
計
画
を

定
め

て
い
る
こ

と
を
確
認

し
、
原

子
炉
主
任
技
術
者
の
確
認
を
得
て
、
所
長
の

承
認
を
得
る
。
 

 

（
請
負
会
社
従
業
員
へ
の
保
安
教
育
）
 

第
１
３
２
条
 

（
中
略
）
 

 

５
．
各
課
(
室
)長

（
当
直
課
長
を
除
く
。）

は
、
原
子
炉
施
設
に
関
す
る
業
務
の
う
ち
、
火
災
、
内
部
溢
水
、
火
山

影
響
等
、
そ
の
他
自
然
災
害
(地

震
、
津
波
お
よ
び
竜
巻
等
)
お
よ
び
有
毒
ガ
ス
発
生
時
の
措
置
に
お
け
る
業
務

の
補
助
を
請
負
会
社
に
行
わ
せ
る
場
合
は
、
当
該
業
務
に
従
事
す
る
請
負
会
社
従
業
員
に
対
し
、
安
全
上
必
要

な
教
育
が
表
１
３
１
－
１
の
実
施
方
針
の
う
ち
「
左
記
以
外
の
技
術
系
所
員
」
に
準
じ
る
保
安
教
育
(
火
災
、
内

部
溢
水
、
火
山
影
響
等
、
そ
の
他
自
然
災
害
(地

震
、
津
波
お
よ
び
竜
巻
等
)お

よ
び
有
毒
ガ
ス
発
生
時
の
措
置

に
関
す
る
こ
と
)の

実
施
計
画
を
定
め
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
、
原
子
炉
主
任
技
術
者
の
確
認
を
得
て
、
所
長
の

承
認
を
得
る
。
 

 

 変
更
な
し
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高
浜

発
電
所

原
子
炉
施
設
保
安
規
定
 

＜
添
付
２
＞

 

1/
2 

赤
下
線

：
現

行
版

と
今

回
申

請
版

で
差

の
あ

る
箇
所

 

赤
字
：

現
行

版
と

今
回

申
請

で
差

が
あ

る
箇

所
の
う

ち
有

毒
ガ

ス
で

変
更

す
る

箇
所
 

黄
色
マ

ー
カ

ー
：

変
更

前
に

お
け

る
有

毒
ガ

ス
に
関

す
る

変
更

箇
所
 

変
更

前
（
３
／

４
号

炉
）
 

変
更
後
（
１
～
４
号
炉
）
 

差
異
の
理
由
 

７
 有

毒
ガ
ス
 

安
全
・
防
災
室
長
は
、

有
毒
ガ

ス
発

生
時

に
お
け

る
運

転
員

お
よ
び
緊
急
時
対
策
所
で
重
大
事
故
等
に

対
処
す
る
た
め
に
必
要
な
指
示

を
行

う
要
員
（
以

下
、
本

項
に

お
い
て
「
運
転
員
等
」
と
い
う
。
）
の
防
護

の
た
め
の
活
動
を
行
う
体
制
の

整
備

と
し

て
、
次

の
７
．
１
項

か
ら
７
．
４
項
を
含
む
計
画
を
策
定
し
、
所

長
の
承
認
を
得
る
。
ま
た
、
各
課
（

室
）
長
は
、
計
画

に
基

づ
き
、
有
毒
ガ
ス
発
生
時
に
お
け
る
運
転
員
等

の
防
護
の
た
め
の
活
動
を
行
う

た
め

に
必

要
な

体
制
お
よ
び

手
順
の
整
備
を
実
施
す
る
。
 

 ７
．
１
 
要
員
の
配
置
 

所
長
は
、
発

電
所
敷

地
内

に
お

い
て

輸
送

手
段
の

輸
送

容
器
に

保
管
さ

れ
て
い
る
有
毒
ガ
ス

を
発
生
さ

せ
る
お
そ
れ
の
あ
る
有
毒
化
学

物
質
（

以
下
、
「

可
動
源
」
と

い
う
。
）
に
随
行
・
立
会
す
る
者
（
以
下
、

「
立
会
人
」
と
い
う
。
）
お
よ

び
有
毒
ガ

ス
の

発
生
を
終

息
さ

せ
る
た
め
に
必
要
な
措
置
（
以
下
、
「
終
息

活
動
」
と
い
う
。
）
を
行
う
要

員
等

を
確

保
す
る

。
 

 

７
．
２
 
教
育
訓
練
の
実
施
 

(1
) 
安
全
・
防
災
室
長
は
、
全

所
員

に
対

し
て
、
有
毒
ガ

ス
発

生
時
に
お
け
る
運
転
員
等
の
防
護
の
た
め
の

活
動
に
係
る
教
育
訓

練
を
定
期

的
に
実
施

す
る
。
 

(2
) 
安
全
・
防
災
室
長
は
、
運

転
員
等
、
立
会
人

お
よ
び
終
息

活
動
を
行
う
要
員
に
対
し
て
、
有
毒
ガ
ス
発

生
時
に
お
け
る
防
護

具
の
着
用

の
た
め
の

教
育

訓
練
を
定

期
的

に
実
施
す
る
。
 

(3
) 
所
長
室
長
は
、
第
１
３
１

条
お

よ
び

第
１
３
２

条
に
基

づ
き

、
発

電
所
の
入
所
者
に
対
し
て
、
有
毒
ガ

ス
発
生
時
の
認
知
・

連
絡
に
係

る
教
育
訓

練
を

入
所
時
に

実
施

す
る
。
 

 

７
．
３
 
資
機
材
の
配
備
 

各
課
（
室
）
長
は
、
有
毒

ガ
ス

発
生
時
に

お
け

る
運
転
員

等
の

防
護
の
た
め
の
活
動
を
行
う
た
め
に
必
要

な
防
護
具
そ
の
他
の
必
要
な
資

機
材

を
配

備
す
る

。
 

 

７
．
４
 
手
順
書
の
整
備
 

(1
) 
各
課
（
室
）
長
（
当
直
課

長
を
除
く
。
）
は
、
有
毒
ガ

ス
発

生
時
に
お
け
る
運
転
員
等
の
防
護
の
た
め

の
活
動
を
行

う
た
め

に
必

要
な

体
制

の
整

備
と
し

て
、

以
下
の

活
動
を

実
施
す
る
こ
と
を
社

内
標
準
に

定
め
る
。
 

ａ
．
有
毒
ガ
ス
防
護
の
確
認

に
関

す
る
手

順
 

(a
) 
各
課
（
室
）
長

は
、
発

電
所

敷
地
内

外
に

お
い
て
貯

蔵
施

設
に
保
管
さ
れ
て
い
る
有
毒
ガ
ス
を
発

生
さ
せ
る
お
そ
れ
の

あ
る
有
毒
化

学
物
質
（
以
下
、
「

固
定

源
」
と
い
う
。
）
に
対
し
て
、
(
b
)項

、

(
c)
項
お
よ
び

c
.項

の
実
施
に

よ
り
、
運

転
員
等

の
吸
気
中

の
有
毒
ガ
ス
濃
度
を
有
毒
ガ
ス
防
護
の

た
め
の
判
断
基
準
値

を
下
回
る
よ

う
に
す

る
。

 

(
b)
 各

課
（
室
）
長
は
、
発
電

所
敷

地
内

お
よ
び

中
央
制
御

室
等
か
ら
半
径
１
０
ｋ
ｍ
近
傍
に
新
た
な

有
毒
化
学
物
質
お
よ

び
有
毒
化
学

物
質
の

性
状
、
貯

蔵
状

況
等
の
変
更
を
確
認
し
、
固
定
源
の
見
直

し
が
あ
る
場
合
は
、
有

毒
ガ

ス
が

発
生
し

た
場

合
の
吸
気

中
の
有
毒
ガ
ス
濃
度
評
価
を
実
施
し
、
評

価
結
果
に
基
づ
き
必

要
な
有
毒
ガ

ス
防
護

を
実

施
す

る
。
可

動
源
の
見
直
し
が
あ
る
場
合
は
、
必
要

な
有
毒
ガ
ス
防
護
を

実
施
す
る

。
 

(
c)
 各

課
（
室
）
長

は
、
有
毒

ガ
ス

防
護

に
係
る

影
響
評
価

に
お
い
て
、
有
毒
ガ
ス
影
響
を
軽
減
す
る

こ
と
を
期
待
す
る
堰

お
よ
び
覆
い
（

以
下
、
「
防
液

堤
等
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
、
適
切
に
運
用

管
理
を
実
施
す
る
。

 

ｂ
．
有
毒
ガ
ス
発
生
時
の
防

護
に

関
す
る
手

順
 

(
a)
 
各
課
（
室
）
長
は
、
可

動
源

に
対
し

て
、
立

会
人
の
随

行
、
通
信
連
絡
手
段
に
よ
る
連
絡
、
中
央

制
御

室
空
調

装
置

お
よ
び

緊
急

時
対
策

所
換

気
設
備

の
隔

離
、
防

護
具
の
着

用
な

ら
び
に

終
息
活

動
等
の
対
策
を
実
施

す
る
。
 

７
 
有
毒
ガ
ス
 

安
全
・
防
災
室
長
は
、
有
毒
ガ
ス
発
生
時
に
お
け
る
運
転
員
お
よ
び
緊
急
時
対
策
所
で
重
大
事
故
等
に

対
処
す
る
た
め
に
必
要
な
指
示
を
行
う
要
員
（
以
下
、
本
項
に
お
い
て
「
運
転
員
等
」
と
い
う
。
）
の
防
護

の
た
め
の
活
動
を
行
う
体
制
の
整
備
と
し

て
、
次
の
７
．
１
項
か
ら
７
．
４
項
を
含
む
計
画
を
策
定
し
、
所

長
の
承
認
を
得
る
。
ま
た
、
各
課
（
室
）
長
は
、
計
画
に
基
づ
き
、
有
毒
ガ
ス
発
生
時
に
お
け
る
運
転
員
等

の
防
護
の
た
め
の
活
動
を
行
う
た
め
に
必

要
な
体
制
お
よ
び
手
順
の
整
備
を
実
施
す
る
。
 

 ７
．
１
 
要
員
の
配
置
 

所
長
は
、
発

電
所
敷

地
内
に
お

い
て
輸
送

手
段
の

輸
送
容
器
に
保
管
さ

れ
て
い

る
有
毒
ガ
ス

を
発
生
さ

せ
る
お
そ
れ
の
あ
る
有
毒
化
学
物
質
（
以

下
、
「
可
動
源
」
と
い
う
。
）
に
随
行
・
立
会
す
る
者
（
以
下
、

「
立
会
人
」
と
い
う
。
）
お
よ
び
有
毒
ガ

ス
の
発
生
を
終
息
さ
せ
る
た
め
に
必
要
な
措
置
（
以
下
、
「
終
息

活
動
」
と
い
う
。
）
を
行
う
要
員
等
を
確

保
す
る
。
 

 

７
．
２
 
教
育
訓
練
の
実
施
 

(
1)
 安

全
・
防
災
室
長
は
、
全
所
員
に
対

し
て
、
有
毒
ガ
ス
発
生
時
に
お
け
る
運
転
員
等
の
防
護
の
た
め
の

活
動
に
係
る
教
育
訓
練
を
定
期
的
に
実
施
す
る
。
 

(
2)
 安

全
・
防
災
室
長
は
、
運
転
員
等
、
立
会
人
お
よ
び
終
息
活
動
を
行
う
要
員
に
対
し
て
、
有
毒
ガ
ス
発

生
時
に
お
け
る
防
護
具
の
着
用
の
た
め
の
教
育
訓
練
を
定
期
的
に
実
施
す
る
。
 

(
3)
 所

長
室
長
は
、
第
１
３
１
条
お
よ
び
第
１
３
２
条
に
基
づ
き
、
発
電
所
の
入
所
者
に
対
し
て
、
有
毒
ガ

ス
発
生
時
の
認
知
・
連
絡
に
係
る
教
育
訓
練
を
入
所
時
に
実
施
す
る
。
 

 

７
．
３
 
資
機
材
の
配
備
 

各
課
（
室
）
長
は
、
有
毒
ガ
ス
発
生
時
に

お
け
る
運
転
員
等
の
防
護
の
た
め
の
活
動
を
行
う
た
め
に
必
要

な
防
護
具
そ
の
他
の
必
要
な
資
機
材
を
配

備
す
る
。
 

 

７
．
４
 手

順
書
の
整
備
 

(
1)
 各

課
（
室
）
長
（
当
直
課
長
を
除
く
。
）
は
、
有
毒
ガ
ス
発
生
時
に
お
け
る
運
転
員
等
の
防
護
の
た
め

の
活
動
を
行

う
た
め

に
必
要
な

体
制
の
整

備
と
し

て
、
以
下
の
活
動
を

実
施
す

る
こ
と
を
社

内
標
準
に

定
め
る
。
 

ａ
．
有
毒
ガ
ス
防
護
の
確
認
に
関
す
る

手
順
 

(a
) 
各
課
（
室
）
長
は
、
発
電
所
敷
地
内
外
に
お
い
て
貯
蔵
施
設
に
保
管
さ
れ
て
い
る
有
毒
ガ
ス
を
発

生
さ
せ
る
お
そ
れ
の
あ
る
有
毒
化

学
物
質
（
以
下
、
「
固
定
源
」
と
い
う
。
）
に
対
し
て
、
(
b
)項

、

(
c)
項
お
よ
び

c
.項

の
実
施
に
よ
り
、
運
転
員
等
の
吸
気
中
の
有
毒
ガ
ス
濃
度
を
有
毒
ガ
ス
防
護
の

た
め
の
判
断
基
準
値
を
下
回
る
よ

う
に
す
る
。
 

(
b)
 
各
課
（
室
）
長
は
、
発
電
所
敷
地

内
お
よ
び
中
央
制
御
室
等
か
ら
半
径
１
０
ｋ
ｍ
近
傍
に
新
た
な

有
毒
化
学
物
質
お
よ
び
有
毒
化
学

物
質
の
性
状
、
貯
蔵
状
況
等
の
変
更
を
確
認
し
、
固
定
源
の
見
直

し
が
あ
る
場
合
は
、
有
毒
ガ
ス
が

発
生
し
た
場
合
の
吸
気
中
の
有
毒
ガ
ス
濃
度
評
価
を
実
施
し
、
評

価
結
果
に
基
づ
き
必
要
な
有
毒
ガ

ス
防
護
を
実
施
す
る
。
可
動
源
の
見
直
し
が
あ
る
場
合
は
、
必
要

な
有
毒
ガ
ス
防
護
を
実
施
す
る
。
 

(
c)
 
各
課
（
室
）
長
は
、
有
毒
ガ
ス
防
護
に
係
る
影
響
評
価
に
お
い
て
、
有
毒
ガ
ス
影
響
を
軽
減
す
る

こ
と
を
期
待
す
る
堰
お
よ
び
覆
い
（
以
下
、
「
防
液
堤
等
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
、
適
切
に
運
用

管
理
を
実
施
す
る
。
 

ｂ
．
有
毒
ガ
ス
発
生
時
の
防
護
に
関
す

る
手
順
 

(a
) 
各
課
（
室
）
長
は
、
可
動
源
に
対
し
て
、
立
会
人
の
随
行
、
通
信
連
絡
手
段
に
よ
る
連
絡
、
中
央

制
御
室
換
気
設
備
（
１
号
炉
お
よ

び
２
号
炉
）
、
中
央
制
御
室
空
調
装
置
（
３
号
炉
お
よ
び
４
号
炉
）

                                １
、
２
号
炉
に
つ
い
て
有
毒

ガ
ス
発
生
時
の
防
護
に
関
す

る
手
順
を
新
た
に
規
定
（
設

備
名
称
の
違
い
に
よ
る
記
載

分
け
）
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2/
2 

赤
下
線

：
現

行
版

と
今

回
申

請
版

で
差

の
あ

る
箇
所

 

赤
字
：

現
行

版
と

今
回

申
請

で
差

が
あ

る
箇

所
の
う

ち
有

毒
ガ

ス
で

変
更

す
る

箇
所
 

黄
色
マ

ー
カ

ー
：

変
更

前
に

お
け

る
有

毒
ガ

ス
に
関

す
る

変
更

箇
所
 

変
更

前
（
３
／

４
号

炉
）
 

変
更
後
（
１
～
４
号
炉
）
 

差
異
の
理
由
 

  (
b)
 
各
課
（
室
）
長

は
、
予

期
せ

ぬ
有
毒
ガ

ス
の

発
生
に

対
し

て
、
防
護
具
の
着
用
お
よ
び
防
護
具
の

バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
体
制

整
備
の
対
策

を
実
施

す
る
。
 

ｃ
．
保
守
管
理
、
点
検
 

各
課
（
室
）
長
は
、
有

毒
ガ
ス

防
護

に
係

る
影

響
評
価
に
お
い
て
、
有
毒
ガ
ス
影
響
を
軽
減
す

る
こ
と
を
期
待
す
る

防
液
堤
等

は
、

有
毒

ガ
ス
影

響
を
軽
減

す
る
機
能
を
維
持
す
る
た
め
、
保
守
管

理
計
画
に
基
づ
き
適

切
に
保
守

管
理

、
点

検
を
実

施
す
る
と

と
も
に
、
必
要
に
応
じ
補
修
を
行
う
。
 

 

７
．
５
 
定
期
的
な
評
価
 

(1
) 
各
課
（
室
）
長
は
、
７

．
１

項
か
ら
７

．
４

項
の
活

動
の

実
施
結
果
に
つ
い
て
、
１
年
に
１
回
以
上

定
期
的
に
評
価
を
行
う

と
と
も

に
、

評
価

結
果

に
基
づ
き
、

よ
り
適
切
な
活
動
と
な
る
よ
う
に
必
要
に

応
じ
て
、
計
画
の
見
直

し
を
行

い
、

安
全

・
防

災
室
長
に
報

告
す
る
。
 

(
2)
 安

全
・
防
災
室
長
は
、
各

課
（

室
）

長
か
ら
の

報
告
を

受
け

、
必
要
に
応
じ
て
、
計
画
の
見
直
し
を

行
う
。
 

 

７
．
６
 
原
子
炉
施
設
の
災
害
を

未
然

に
防
止
す

る
た
め
の

措
置

 

各
課
（
室
）
長
は
、
有
毒

ガ
ス

の
影
響
に
よ

り
、
原
子

炉
施

設
の
保
安
に
重
大
な
影
響
を
お
よ
ぼ
す
可
能

性
が
あ
る
と
判
断
し
た
場
合
は
、
所
長
、
原

子
炉
主

任
技

術
者

お
よ
び
関
係
課
（
室
）
長
に
連
絡
す
る
と
と

も
に
、
必
要
に
応
じ
て
原
子
炉

停
止

等
の

措
置
に

つ
い
て
協

議
す

る
。
 

お
よ

び
緊
急
時

対
策

所
換
気

設
備

の
隔
離

、
防
護
具

の
着

用
な
ら

び
に

終
息
活

動
等

の
対
策

を
実

施
す
る
。
 

(b
) 
各
課
（
室
）
長
は
、
予
期
せ
ぬ
有
毒
ガ
ス
の
発
生
に
対
し
て
、
防
護
具
の
着
用
お
よ
び
防
護
具
の

バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
体
制
整
備
の
対
策

を
実
施
す
る
。
 

ｃ
．
保
守
管
理
、
点
検
 

各
課
（
室
）
長
は
、
有
毒
ガ
ス
防
護
に
係
る
影
響
評
価
に
お
い
て
、
有
毒
ガ
ス
影
響
を
軽
減
す

る
こ
と
を
期
待
す
る
防
液
堤
等
は
、
有
毒
ガ
ス
影
響
を
軽
減
す
る
機
能
を
維
持
す
る
た
め
、
保
守
管

理
計
画
に
基
づ
き
適
切
に
保
守
管
理
、
点
検
を
実
施
す
る
と
と
も
に
、
必
要
に
応
じ
補
修
を
行
う
。
 

 

７
．
５
 定

期
的
な
評
価
 

(1
) 
各
課
（
室
）
長
は
、
７
．
１
項
か
ら
７
．
４
項
の
活
動
の
実
施
結
果
に
つ
い
て
、
１
年
に
１
回
以
上

定
期
的
に
評
価
を
行
う
と
と
も
に
、
評
価
結
果
に
基
づ
き
、
よ
り
適
切
な
活
動
と
な
る
よ
う
に
必
要
に

応
じ
て
、
計
画
の
見
直
し
を
行
い
、
安
全
・
防
災
室
長
に
報
告
す
る
。
 

(
2)
 安

全
・
防
災
室
長
は
、
各
課
（
室
）
長
か
ら
の
報
告
を
受
け
、
必
要
に
応
じ
て
、
計
画
の
見
直
し
を

行
う
。
 

 

７
．
６
 
原
子
炉
施
設
の
災
害
を
未
然
に
防
止
す
る
た
め
の
措
置
 

各
課
（
室
）
長
は
、
有
毒
ガ
ス
の
影
響
に
よ
り
、
原
子
炉
施
設
の
保
安
に
重
大
な
影
響
を
お
よ
ぼ
す
可
能

性
が
あ
る
と
判
断
し
た
場
合
は
、
所
長
、
原
子
炉
主
任
技
術
者
お
よ
び
関
係
課
（
室
）
長
に
連
絡
す
る
と
と

も
に
、
必
要
に
応
じ
て
原
子
炉
停
止
等
の

措
置
に
つ
い
て
協
議
す
る
。
 

 差
異
な
し
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1/
1 

赤
下
線

：
現

行
版

と
今

回
申

請
版

で
差

の
あ

る
箇
所

 

赤
字
：

現
行

版
と

今
回

申
請

で
差

が
あ

る
箇

所
の
う

ち
有

毒
ガ

ス
で

変
更

す
る

箇
所
 

黄
色
マ

ー
カ

ー
：

変
更

前
に

お
け

る
有

毒
ガ

ス
に
関

す
る

変
更

箇
所
 

変
更

前
（
３
／

４
号

炉
）
 

変
更
後
（
１
～
４
号
炉
）
 

差
異
の
理
由
 

重
大
事
故
等
お

よ
び

大
規
模

損
壊

対
応
に

係
る
実
施
基
準
 

 

本
「
実
施
基
準
」
は
、
重
大
事

故
に
至

る
お

そ
れ
が

あ
る

事
故

も
し

く
は
重
大
事
故
が
発
生
し
た
場
合
ま
た
は

大
規
模
な
自
然
災
害
も
し
く
は
故

意
に

よ
る
大
型

航
空
機
の
衝

突
そ

の
他
の
テ
ロ
リ
ズ
ム
に
よ
る
原
子
炉
施
設
の

大
規
模
な
損
壊
が
発
生
し
た
場
合

に
対

処
し
う
る

体
制
を
維
持

管
理

し
て
い
く
た
め
の
実
施
内
容
に
つ
い
て
定
め

る
。
 

ま
た
、
重
大
事
故
等
の
発
生
お

よ
び
拡

大
の

防
止
に

必
要

な
措

置
の

運
用
手
順
等
に
つ
い
て
は
、
表
－
１
か
ら

表
－
１
９
に
定
め
る
。
な
お
、
多

様
性

拡
張
設
備

を
使
用
し
た

運
用

手
順
お
よ
び
運
用
手
順
の
詳
細
な
内
容
等
に

つ
い
て
は
、
社
内
標
準
に
定
め

る
。
 

１
 
重
大
事
故
等
対
策
 

（
中

略
）
 

重
大
事
故
等
お
よ
び

大
規
模
損
壊
対
応
に
係
る
実
施
基
準
 

 

本
「
実
施
基
準
」
は
、
重
大
事
故
に
至
る
お
そ
れ
が
あ
る
事
故
も
し
く
は
重
大
事
故
が
発
生
し
た
場
合
ま
た
は

大
規
模
な
自
然
災
害
も
し
く
は
故
意
に
よ
る
大

型
航
空
機
の
衝
突
そ
の
他
の
テ
ロ
リ
ズ
ム
に
よ
る
原
子
炉
施
設
の

大
規
模
な
損
壊
が
発
生
し
た
場
合
に
対
処
し
う

る
体
制
を
維
持
管
理
し
て
い
く
た
め
の
実
施
内
容
に
つ
い
て
定
め

る
。
 

ま
た
、
重
大
事
故
等
の
発
生
お
よ
び
拡
大
の
防
止
に
必
要
な
措
置
の
運
用
手
順
等
に
つ
い
て
は
、
表
－
１
か
ら

表
－
１
９
に
定
め
る
。
な
お
、
多
様
性
拡
張
設

備
を
使
用
し
た
運
用
手
順
お
よ
び
運
用
手
順
の
詳
細
な
内
容
等
に

つ
い
て
は
、
社
内
標
準
に
定
め
る
。
 

１
 
重
大
事
故
等
対
策
 

（
中
略
）
 

         

１
．
３
 
 手

順
書
の
整
備
 

(1
) 
各
課
（
室
）
長
（
当
直
課

長
を

除
く
。
）
は
、
重
大
事

故
等

発
生

時
に
お
い
て
、
事
象
の
種
類
お
よ
び
事

象
の

進
展
に
応
じ
て
、
重
大
事

故
等

に
的

確
か
つ

柔
軟
に
対

処
す

る
た
め
の
内
容
を
社
内
標
準
に
定
め
る
。
 

ま
た
、
重
大
事
故
等
の

対
処
に

関
す

る
事

項
に
つ

い
て
、
使

用
主
体
に
応
じ
た
内
容
を
社
内
標
準
に
定
め

る
。
 

（
中

略
）
 

１
．
３
 
手
順
書
の
整
備
 

(1
) 
各
課
（
室
）
長
（
当
直
課
長
を
除
く
。
）
は
、
重
大
事
故
等
発
生
時
に
お
い
て
、
事
象
の
種
類
お
よ
び
事

象
の
進
展
に
応
じ
て
、
重
大
事
故
等
に
的

確
か
つ
柔
軟
に
対
処
す
る
た
め
の
内
容
を
社
内
標
準
に
定
め
る
。
 

ま
た
、
重
大
事
故
等
の
対
処
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
、
使
用
主
体
に
応
じ
た
内
容
を
社
内
標
準
に
定
め

る
。
 

（
中
略
）
 

     

ケ
 
安
全
・
防
災
室
長
お
よ
び

発
電

室
長

は
、
有
毒

ガ
ス

発
生

時
に
、
事
故
対
策
に
必
要
な
各
種
の
指
示
・

操
作
を
行
う
こ
と
が
で

き
る

よ
う

、
運

転
員

（
当

直
員
）
、

緊
急

時
対
策
本
部
要
員
お
よ
び
緊
急
安
全
対

策
要

員
の

吸
気
中

の
有

毒
ガ

ス
濃
度

を
有

毒
ガ
ス

防
護

の
た

め
の
判
断

基
準

値
以

下
と
す

る
た
め

の
手

順
お
よ
び
体
制
を
社
内

標
準
に

定
め

る
。
 

(
ｱ)
 
安
全
・
防
災
室
長
は
、
発
電
所

敷
地

内
外
の
固

定
源

に
対
し
て
、
有
毒
化
学
物
質
の
確
認
、
防
液
堤

等
の
運
用
管
理
お
よ

び
防

液
堤
等

の
保

守
管

理
の

実
施
に

よ
り
、
運
転
員
（
当
直
員
）
、
緊
急
時
対
策

本
部

要
員

お
よ

び
緊
急

安
全

対
策

要
員

の
吸

気
中

の
有

毒
ガ
ス

濃
度
を

有
毒

ガ
ス

防
護
の

た
め

の
判

断
基
準
値
を
下
回
る

よ
う
に

す
る

手
順
お

よ
び
体

制
を
社
内

標
準
に
定
め
る
。
 

(
ｲ)
 
安
全
・
防
災
室
長
お
よ

び
発

電
室

長
は
、
可

動
源
に

対
し

て
、
運
転
員
（
当
直
員
）
お
よ
び
緊
急
時

対
策
本
部
要
員
が
事

故
対
策

に
必

要
な
各

種
の
指
示
・
操
作

を
行
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
立
会
人
の
随

行
、
通
信
連
絡
手
段
に

よ
る

連
絡
、
中
央
制

御
室
空

調
装

置
お

よ
び
緊
急
時
対
策
所
換
気
設
備
の
隔
離
、

防
護
具
の
着
用
な
ら

び
に
終

息
活

動
等
の

手
順
を

社
内
標
準

に
定
め
る
。
 

 (
ｳ)
 
安
全
・
防
災
室
長
お

よ
び

発
電
室

長
は
、
予
期

せ
ぬ

有
毒
ガ
ス
の
発
生
に
お
い
て
も
、
運
転
員
（
当

直
員
）
お
よ
び
緊
急
時

対
策
本

部
要

員
の

う
ち
初

動
対
応
を

行
う
要
員
に
対
し
て
配
備
し
た
防
護
具
を

着
用
す
る
こ
と
な
ら

び
に
防

護
具

の
バ
ッ

ク
ア
ッ

プ
体
制
を

整
備
す
る
こ
と
に
よ
り
、
事
故
対
策
に
必

要
な
各
種
の
指
示
・

操
作
を

行
う

こ
と
が

で
き
る

よ
う
手
順

お
よ
び
体
制
を
社
内
標
準
に
定
め
る
。
 

(
ｴ)
 
安
全
・
防
災
室
長
は
、

有
毒

ガ
ス

の
発
生

に
よ
る
異
常

を
検
知
し
た
場
合
は
、
運
転
員
（
当
直
員
）

に
連
絡
し
、
運
転
員
（
当

直
員
）
が

通
信
連
絡

設
備

に
よ
り
、
発

電
所
内
の
必
要
な
要
員
に
有
毒
ガ
ス

の
発
生
を
周
知
す
る

手
順
を

社
内

標
準
に

定
め
る
。
 

(
ｵ)
 
安
全
・
防
災
室
長

は
、
常

設
設

備
と

接
続
す
る

屋
外

に
設

け
ら
れ
た
可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備

（
原
子
炉
建
屋
の
外

か
ら

水
ま
た

は
電

力
を

供
給

す
る
も

の
に
限
る
。
）
の
接
続
を
行
う
地
点
に
お
け

る
緊
急
安
全
対
策
要

員
の
有

毒
ガ

ス
防
護

の
た
め
、
１
．
２
（
1)
項
で
配
備
す
る
薬
品
保
護
具
を
着
用

す
る
手
順
を
社
内
標

準
に
定

め
る
。
 

（
以

下
略
）
 

ケ
 
安
全
・
防
災
室
長
お
よ
び
発
電
室
長
は
、
有
毒
ガ
ス
発
生
時
に
、
事
故
対
策
に
必
要
な
各
種
の
指
示
・

操
作
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
運

転
員
（
当
直
員
）
、
緊
急
時
対
策
本
部
要
員
お
よ
び
緊
急
安
全
対

策
要
員
の

吸
気
中

の
有

毒
ガ

ス
濃
度

を
有
毒

ガ
ス
防
護

の
た
め

の
判
断

基
準
値
以

下
と
す

る
た
め

の
手

順
お
よ
び
体
制
を
社
内
標
準
に
定
め
る
。
 

(
ｱ)
 
安
全
・
防
災
室
長
は
、
発
電
所
敷
地
内
外
の
固
定
源
に
対
し
て
、
有
毒
化
学
物
質
の
確
認
、
防
液
堤

等
の
運
用
管
理
お
よ
び
防
液
堤
等
の
保
守
管
理
の
実
施
に
よ
り
、
運
転
員
（
当
直
員
）
、
緊
急
時
対
策

本
部

要
員

お
よ
び

緊
急

安
全

対
策

要
員

の
吸

気
中

の
有

毒
ガ
ス

濃
度

を
有

毒
ガ
ス

防
護
の

た
め

の
判

断
基
準
値
を
下
回
る
よ
う
に
す
る
手

順
お
よ
び
体
制
を
社
内
標
準
に
定
め
る
。
 

(
ｲ)
 
安
全
・
防
災
室
長
お
よ
び
発
電
室
長
は
、
可
動
源
に
対
し
て
、
運
転
員
（
当
直
員
）
お
よ
び
緊
急
時

対
策
本
部
要
員
が
事
故
対
策
に
必
要

な
各
種
の
指
示
・
操
作
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
立
会
人
の
随

行
、
通
信
連
絡
手
段
に
よ
る
連
絡
、
中
央
制
御
室
換
気
設
備
（
１
号
炉
お
よ
び
２
号
炉
）
、
中
央
制
御

室
空
調
装
置
（
３
号
炉
お
よ
び
４
号
炉
）
お
よ
び
緊
急
時
対
策
所
換
気
設
備
の
隔
離
、
防
護
具
の
着
用

な
ら
び
に
終
息
活
動
等
の
手
順
を
社

内
標
準
に
定
め
る
。
 

(
ｳ)
 
安
全
・
防
災
室
長
お
よ
び
発
電
室
長
は
、
予
期
せ
ぬ
有
毒
ガ
ス
の
発
生
に
お
い
て
も
、
運
転
員
（
当

直
員
）
お
よ
び
緊
急
時
対
策
本
部
要
員
の
う
ち
初
動
対
応
を
行
う
要
員
に
対
し
て
配
備
し
た
防
護
具
を

着
用
す
る
こ
と
な
ら
び
に
防
護
具
の

バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
体
制
を
整
備
す
る
こ
と
に
よ
り
、
事
故
対
策
に
必

要
な
各
種
の
指
示
・
操
作
を
行
う
こ

と
が
で
き
る
よ
う
手
順
お
よ
び
体
制
を
社
内
標
準
に
定
め
る
。
 

(
ｴ)
 
安
全
・
防
災
室
長
は
、
有
毒
ガ
ス
の
発
生
に
よ
る
異
常
を
検
知
し
た
場
合
は
、
運
転
員
（
当
直
員
）

に
連
絡
し
、
運
転
員
（
当
直
員
）
が
通
信
連
絡
設
備
に
よ
り
、
発
電
所
内
の
必
要
な
要
員
に
有
毒
ガ
ス

の
発
生
を
周
知
す
る
手
順
を
社
内
標

準
に
定
め
る
。
 

(
ｵ)
 
安
全
・
防
災
室
長
は
、
常
設
設
備
と
接
続
す
る
屋
外
に
設
け
ら
れ
た
可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備

（
原
子
炉
建
屋
の
外
か
ら
水
ま
た
は
電
力
を
供
給
す
る
も
の
に
限
る
。
）
の
接
続
を
行
う
地
点
に
お
け

る
緊
急
安
全
対
策
要
員
の
有
毒
ガ
ス

防
護
の
た
め
、
１
．
２
（
1)
項
で
配
備
す
る
薬
品
保
護
具
を
着
用

す
る
手
順
を
社
内
標
準
に
定
め
る
。
 

（
以
下
略
）
 

        １
、
２
号
炉
に
つ
い
て
有
毒
ガ
ス

発
生

時
の

防
護

に
関

す
る

手
順

を
新
た
に
規
定
（
設
備
名
称
の
違

い
に
よ
る
記
載
分
け
）
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保安規定審査基準の要求事項に対する保安規定への記載方針 
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1. 保安規定審査基準の要求事項に対する保安規定への記載方針 

 

 

保安規定審査基準の要求事項から保安規定に記載すべき内容を整理するに当た

っては、保安規定変更に係る基本方針を受け、以下の方針により記載する。 

 

 

（1）保安規定変更に係る基本方針の内容（抜粋） 

2.1 保安規定に規定すべき項目について 

法令上及び保安規定審査基準等の要求事項の変更を踏まえ、発電用原子炉

設置者は論点ごとに保安規定へ反映すべき項目を整理し、必要な改正、制定

を行ったうえで引き続きこれらを遵守する。 

2.2.1 保安規定に記載すべき事項について 

保安規定に法令等へ適合することを確認した内容の行為者及び行為内容を

定める。 

 

（2）保安規定の記載方針 

（1）項の「保安規定変更に係る基本方針」を受け、具体的には、以下の方針で

記載する。 

保安規定本文には保安規定審査基準にて要求されている内容に応じた記載（行

為内容の骨子）とし、具体的な行為内容については保安規定添付 2及び添付 3に

記載する。また、必要に応じて二次文書等に記載する。 

 

 

以 上 
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（本資料において、ご説明する事項） 

 

原子炉施設保安規定の変更認可申請においては、変更内容に関する下記の２点についてご確認い

ただく必要がある。 

① 実用炉規則第９２条第１項各号及び「実用発電用原子炉及びその附属施設における発電用原子

炉施設保安規定の審査基準」（以下「保安規定審査基準」という。）に定める基準に適合するもの

であること。 

② 原子炉等規制法第４３条の３の２４第２項に定める「核燃料物質若しくは核燃料物質によつて

汚染された物又は発電用原子炉による災害の防止上十分でないと認めるとき」に該当しないこ

と。 

 

そのため、本資料の説明の構成は次のとおり。 

 

１．保安規定審査基準の要求事項に対する保安規定変更条項の整理 

実用炉規則第９２条第１項及び保安規定審査基準（以下、「審査基準等」という。）で要求され

る事項について、既認可の保安規定においてどの条項で対応しているかを整理している。 

今回の変更認可申請において、審査基準等に適合する変更内容であることを説明するため、審

査基準等が要求する事項に対して直接的に該当する内容を変更するものについては変更有無欄に

「有」を記載し、「主要な変更対象の項目」として黄色ハッチングを行う。 

また、審査基準等が要求する事項に対して、直接的に該当する内容の変更ではないものの、条

文単位で該当するものについては、変更有無欄にどの実用炉規則要求で変更するかを【ＯＯ関連

にて変更】と明示する。 

 

２．保安規定審査基準の要求事項に対する保安規定の記載内容 

前項において抽出された「審査基準等－保安規定条文の変更」について、詳細な対比を行い、

審査基準等に適合する変更内容であること、又は審査基準等が要求する事項に影響のない変更内

容であることを「保安規定の記載の考え方」欄でご説明する。 

また、保安規定の変更内容に対応する社内標準（２次文書等）の変更概要を記載する。 

 

なお、上述②の観点をご説明するためには、記載の妥当性を示す必要があるが、本表内で説明

しきれない部分については、「補足説明資料」を添付する。 
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2.保安規定審査基準の要求事項に対する保安規定変更条項の整理 
2－（1）保安規定変更条項の整理 

下表において、変更対象となる保安規定条文に該当する保安規定審査基準を示す。 

：変更対象の項目 
保安規定審査基準（実用炉） 

（H25.6.19 制定、R1.12.25 最終改正） 
保安規定条文 

変更 

有無 

実用炉規則第 92 条

第 1 項第 1 号 

【関係法令及び保

安規定の遵守のた

めの体制】 

１．関係法令及び保安規定の遵守のための体制（経営責任者の関与

を含む。）に関することについては、保安規定に基づき、要領

書、手順書その他保安に関する文書について、重要度等に応じて

定めるとともに、これを遵守することが定められていること。ま

た、これらの文書の位置付けが明確にされていること。特に、経

営責任者の積極的な関与が明記されていること。 

第 2 条の 2 関係法令および本規定

の遵守 

－ 

 

第 3 条 品質マネジメントシス

テム計画 

－ 

２．保安のための関係法令及び保安規定の遵守を確実に行うため、

コンプライアンスに係る体制が確実に構築されていることが明確

となっていること。 

 

第 2 条の 2 関係法令および本規定

の遵守 

－ 

実用炉規則第 92 条

第 1 項第 2 号 

【品質マネジメン

トシステム】 

１．品質マネジメントシステム（以下「ＱＭＳ」という。）について

は、原子炉等規制法第４３条の３の５第１項又は第４３条の３の

８第１項の許可（以下単に「許可」という。）を受けたところに

よるものであり、かつ、原子力施設の保安のための業務に係る品

質管理に必要な体制の基準に関する規則（令和２年原子力規制委

員会規則第２号）及び原子力施設の保安のための業務に係る品質

管理に必要な体制の基準に関する規則の解釈（原規規発第１９１

２２５７号－２（令和元年１２月２５日原子力規制委員会決

定））を踏まえて定められていること。 

 

第 3 条 品質マネジメントシス

テム計画 

－ 

２．具体的には、保安活動の計画、実施、評価及び改善に係る組織

及び仕組みについて、安全文化の育成及び維持の体制や手順書等

の位置付けを含めて、発電用原子炉施設の保安活動に関する管理

の程度が把握できるように定められていること。また、その内容

は、原子力安全に対する重要度に応じて、その適用の程度を合理

的かつ組織の規模に応じたものとしているとともに、定められた

内容が、合理的に実現可能なものであること。 

 

第 3 条 品質マネジメントシス

テム計画 

－ 

３．その際、要求事項を個別業務に展開する具体的な体制及び方法

について明確にされていること。この具体的な方法について保安

規定の下位文書も含めた文書体系の中で定める場合には、当該文

書体系について明確にされていること。 

 

第 3 条 品質マネジメントシス

テム計画 

－ 

４．手順書等の保安規定上の位置付けに関することについては、要

領書、手順書その他保安に関する文書について、これらを遵守す

るために、重要度等に応じて、保安規定及びその２次文書、３次

文書等といったＱＭＳに係る文書の階層的な体系における位置付

けが明確にされていること。 

 

第 3 条 品質マネジメントシス

テム計画 

－ 

実用炉規則第 92 条

第 1 項第 3 号 

【発電用原子炉施

設の運転及び管理

を行う者の職務及

び組織】 

１．本店等における発電用原子炉施設に係る保安のために講ずべき

措置に必要な組織及び各職位の職務内容が定められていること。 

 

第 4 条 保安に関する組織 － 

第 5 条 保安に関する職務 － 

２．工場又は事業所における発電用原子炉施設に係る保安のために

講ずべき措置に必要な組織及び各職位の職務内容が定められてい

ること。  

 

第 4 条 保安に関する組織 － 

第 5 条 保安に関する職務 － 

実用炉規則第 92 条

第 1 項第 4 号、5

号、6 号 

【発電用原子炉主

任技術者の職務の

範囲等】 

１．発電用原子炉の運転に関し、保安の監督を行う発電用原子炉主

任技術者の選任について定められていること。  

 

第 9 条 原子炉主任技術者の選

任 

－ 

２．発電用原子炉主任技術者が保安の監督の責務を十分に果たすこ

とができるようにするため、原子炉等規制法第 43 条の 3 の 26 第

2 項において準用する第 42 条第 1 項に規定する要件を満たすこと

を含め、職務範囲及びその内容（発電用原子炉の運転に従事する

者は、発電用原子炉主任技術者が保安のために行う指示に従うこ

とを含む。）について適切に定められていること。また、発電用

原子炉主任技術者が保安の監督を適切に行う上で、必要な権限及

び組織上の位置付けがなされていること。  

 

第 3 条 品質マネジメントシス

テム計画 

－ 

第 5 条 保安に関する職務 － 

第 6 条 原子力発電安全委員会 － 

第 8 条 原子力発電安全運営委

員会 

【実用炉規則第 92 条第

1 項第 8 号ホ関連】 

第 9 条 原子炉主任技術者の選

任 

－ 

第 10 条 原子炉主任技術者の職

務等 

有 

３．特に、発電用原子炉主任技術者が保安の監督に支障を来すこと

がないよう、上位者等との関係において独立性が確保されている

こと。なお、必ずしも工場又は事業所の保安組織から発電用原子

炉主任技術者が独立していることが求められるものではない。  

 

第 9 条 原子炉主任技術者の選

任 

－ 

４．電気主任技術者及びボイラー・タービン主任技術者が保安の監

督の責務を十分に果たすことができるようにするため、電気事業

法第４３条第４項に規定する要件を満たすことを含め、職務範囲

及びその内容について適切に定められていること。また、電気主

任技術者及びボイラー・タービン主任技術者が保安の監督を適切

に行う上で、必要な権限及び組織上の位置付けがなされているこ

と。 

第 3 条 品質マネジメントシス

テム計画 

－ 

第 8 条 原子力発電安全運営委

員会 

【実用炉規則第 92 条第

1 項第 8 号ホ関連】 

第 9 条の 2 電気主任技術者および

ボイラー・タービン主

任技術者の選任 

－ 
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保安規定審査基準（実用炉） 

（H25.6.19 制定、R1.12.25 最終改正） 
保安規定条文 

変更 

有無 

 第 10 条の 2 電気主任技術者および

ボイラー・タービン主

任技術者の選任 

－ 

５．発電用原子炉主任技術者、電気主任技術者及びボイラー・ター

ビン主任技術者が相互の職務について情報を共有し、意思疎通を

図ることが定められていること。 

 

第 8 条 原子力発電安全運営委

員会 

【実用炉規則第 92 条第

1 項第 8 号ホ関連】 

第 10 条 原子炉主任技術者の職

務等 

【実用炉規則第 92 条第

1 項第 4 号、第 17 号関

連】 

第 10 条の 2 電気主任技術者および

ボイラー・タービン主

任技術者の職務等 

－ 

実用炉規則第 92 条

第 1 項第 7 号 

【保安教育】 

１．発電用原子炉施設の運転及び管理を行う者（役務を供給する事

業者に属する者を含む。以下「従業員」という。）について、保

安教育実施方針が定められていること。  

 

第 131 条 所員への保安教育 － 

第 132 条 請負会社従業員への保

安教育 

－ 

２．従業員について、保安教育実施方針に基づき、保安教育実施計

画を定め、計画的に保安教育を実施することが定められているこ

と。  

 

第 131 条 所員への保安教育 － 

第 132 条 請負会社従業員への保

安教育 

－ 

３．従業員について、保安教育実施方針に基づいた保安教育実施状

況を確認することが定められていること。  

第 131 条 所員への保安教育 － 

第 132 条 請負会社従業員への保

安教育 

－ 

４．燃料取替に関する業務の補助及び放射性廃棄物取扱設備に関す

る業務の補助を行う従業員については、当該業務に係る保安教育

を実施することが定められていること。  

 

第 132 条 請負会社従業員への保

安教育 

－ 

５．保安教育の内容について、関係法令及び保安規定への抵触を起

こさないことを徹底する観点から、具体的な保安教育の内容、そ

の見直しの頻度等について明確に定められていること。  

 

第 131 条 所員への保安教育 － 

第 132 条 請負会社従業員への保

安教育 

－ 

実用炉規則第 92 条

第 1項第 8号イから

ハまで 

【発電用原子炉施

設の運転に関する

体制、確認すべき

事項、異状があっ

た場合の措置等】 

１．発電用原子炉の運転に必要な運転員の確保について定められて

いること。 

 

第 13 条 運転員等の確保 － 

２．発電用原子炉施設の運転管理に係る組織内規程類を作成するこ

とが定められていること。  

 

第 13 条の 2 運転管理業務 － 

第 15 条 運転管理に関する社内

標準の作成 

有 

３．運転員の引継時に実施すべき事項について定められているこ

と。  

 

第 16 条 引 継 － 

４．発電用原子炉の起動その他の発電用原子炉の運転に当たって確

認すべき事項について定められていること。  

 

第 13 条の 2 運転管理業務 － 

第 17 条 原子炉起動前の確認事

項 

－ 

５．地震、火災、有毒ガス（予期せず発生するものを含む。）等の発

生時に講ずべき措置について定められていること。  

第 18 条 火災発生時の体制の整

備 

－ 

第 18 条の 2 内部溢水発生時の体制

の整備 

－ 

第 18 条の 2

の 2 

火山影響等発生時の体

制の整備 

－ 

第 18 条の 3 その他自然災害発生時

等の体制の整備 

－ 

第 18 条の 3

の 2 

有毒ガス発生時の体制

の整備 

有 

第 18 条の 4 資機材等の整備 

 
－ 

第 18 条の 5 重大事故等発生時の 

体制の整備 

有 

添付 2 火災、内部溢水、火山
影響等、自然災害およ
び有毒ガス発生時の対
応に係る実施基準 
（第 18 条、第 18 条の

2、第 18 条の 2 の 2、第

18 条の 3 および第 18 条

の 3 の 2 関連） 

有 

添付 3 重大事故等および大規
模損壊対応に係る実施
基準 
（第 18 条の 5 および第
18 条の 6 関連） 

有 

６．原子炉冷却材の水質の管理について定められていること。   第 19 条 水質管理 － 

７．発電用原子炉施設の重要な機能に関して、安全機能を有する系

統及び機器、重大事故等対処設備（特定重大事故等対処施設を構

成する設備を含む。）等について、運転状態に対応した運転上の

制限（Limiting Conditions for Operation。以下「ＬＣＯ」とい

う。）、ＬＣＯを逸脱していないことの確認（以下「サーベイラン

ス」という。）の実施方法及び頻度、ＬＣＯを逸脱した場合に要

求される措置（以下単に「要求される措置」という。）並びに要

求される措置の完了時間（Allowed Outage Time。以下「ＡＯＴ」

第 20 条 停止余裕 － 

第 21 条 臨界ボロン濃度 － 

第 22 条 減速材温度係数 － 

第 23 条 制御棒動作機能 － 

第 24 条 制御棒の挿入限界 － 

第 25 条 制御棒位置指示 － 

第 26 条 炉物理検査 －モード１

－ 

－ 
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保安規定審査基準（実用炉） 

（H25.6.19 制定、R1.12.25 最終改正） 
保安規定条文 

変更 

有無 

という。）が定められていること。 

なお、ＬＣＯ等は、許可を受けたところによる安全解析の前提

条件又はその他の設計条件を満足するように定められているこ

と。 

 

第 27 条 炉物理検査 －モード２

－ 

－ 

第 28 条 化学体積制御系（ほう

酸濃縮機能） 

－ 

第 29 条 原子炉熱出力 － 

第 30 条 熱流束熱水路係数（ＦＱ

(Z)） 

－ 

第 31 条 核的エンタルピ上昇熱

水路係数（ＦＮ
ΔＨ） 

－ 

第 32 条 軸方向中性子束出力偏

差 

－ 

第 33 条 1/4 炉心出力偏差 － 

第 34 条 計測および制御設備 － 

第 35 条 ＤＮＢ比 － 

第 36 条 １次冷却材の温度・圧

力および１次冷却材温

度変化率 

－ 

第 37 条 １次冷却系 －モード３

－ 

－ 

第 38 条 １次冷却系 －モード４

－ 

－ 

第 39 条 １次冷却系 －モード５

（１次冷却系満水）－ 

－ 

第 40 条 １次冷却系 －モード５

（１次冷却系非満水）

－ 

－ 

第 41 条 １次冷却系 －モード６

（キャビティ高水位）

－ 

－ 

第 42 条 １次冷却系 －モード６

（キャビティ低水位）

－ 

－ 

第 43 条 加圧器 － 

第 44 条 加圧器安全弁 － 

第 45 条 加圧器逃がし弁 － 

第 46 条 低温過加圧防護 － 

第 47 条 １次冷却材漏えい率 － 

第 48 条 蒸気発生器細管漏えい

監視 

－ 

第 49 条 余熱除去系への漏えい

監視 

－ 

第 50 条 １次冷却材中のよう素

１３１濃度 

－ 

第 51 条 蓄圧タンク － 

第 52 条 非常用炉心冷却系 －モ

ード１、２および３－ 

－ 

第 53 条 非常用炉心冷却系 －モ

ード４－ 

－ 

第 54 条 燃料取替用水タンク － 

第 55 条 ほう酸注入タンク － 

第 56 条 原子炉格納容器 － 

第 57 条 原子炉格納容器真空逃

がし系 

－ 

第 58 条 原子炉格納容器スプレ

イ系 

－ 

第 59 条 アニュラス空気浄化系 － 

第 60 条 アニュラス － 

第 61 条 主蒸気安全弁 － 

第 62 条 主蒸気隔離弁 － 

第 63 条 主給水隔離弁、主給水

制御弁および主給水バ

イパス制御弁 

－ 

第 64 条 主蒸気逃がし弁 － 

第 65 条 補助給水系 － 

第 66 条 復水タンク － 

第 67 条 原子炉補機冷却水系 － 

第 68 条 原子炉補機冷却海水系 － 

第68条の２ 津波防護施設 － 

第 69 条 制御用空気系 － 

第 70 条 中央制御室非常用循環

系 

－ 

第 71 条 安全補機室空気浄化系 － 

第 72 条 燃料取扱建屋空気浄化

系 

－ 

第 73 条 外部電源 － 
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保安規定審査基準（実用炉） 

（H25.6.19 制定、R1.12.25 最終改正） 
保安規定条文 

変更 

有無 

第 74 条 ディーゼル発電機 －モ

ード１、２、３および

４－ 

－ 

第 75 条 ディーゼル発電機 －モ

ード１、２、３および

４以外－ 

－ 

第 76 条 ディーゼル発電機の燃

料油、潤滑油および始

動用空気 

－ 

第 77 条 非常用直流電源 －モー

ド１、２、３および４

－ 

－ 

第 78 条 非常用直流電源 －モー

ド５、６および照射済

燃料移動中－ 

－ 

第 79 条 所内非常用母線 －モー

ド１、２、３および４

－ 

－ 

第 80 条 所内非常用母線 －モー

ド５、６および照射済

燃料移動中－ 

－ 

第 81 条 １次冷却材中のほう素

濃度 －モード６－ 

－ 

第 82 条 原子炉キャビティ水位 － 

第 83 条 原子炉格納容器貫通部 － 

第 84 条 使用済燃料ピットの水

位および水温 

－ 

第 85 条 重大事故等対処設備 － 

第 85 条の 2 特重施設を構成する設

備 

－ 

第 86 条 １次冷却系の耐圧・漏

えい検査の実施 

－ 

第 86 条の 2 安全注入系逆止弁漏え

い検査の実施 

－ 

８．サーベイランスの実施方法については、確認する機能が必要と

なる事故時等の条件で必要な性能が発揮できるかどうかを確認

（以下「実条件性能確認」という。）するために十分な方法（事

故時等の条件を模擬できない場合等においては、実条件性能確認

に相当する方法であることを検証した代替の方法を含む。）が定

められていること。また、サーベイランス及び要求される措置を

実施する時期の延長に関する考え方、サーベイランスの際のＬＣ

Ｏの取扱い等が定められていること。 

 

第 87 条 運転上の制限の確認 － 

９．ＬＣＯを逸脱した場合について、事象発見からＬＣＯに係る判

断までの対応目安時間等を組織内規程類に定めること及び要求さ

れる措置等の取扱方法が定められていること。 

 

第 88 条 運転上の制限を満足し

ない場合 

－ 

１０．LCO に係る記録の作成について定められていること。 

 

第 90 条 運転上の制限に関する

記録 

－ 

１１．ＬＣＯを逸脱した場合のほか、緊急遮断等の異常発生時や監

視項目が警報設定値を超過するなどの異状があった場合の基本的

対応事項及び講ずべき措置並びに異常収束後の措置について定め

られていること。 

 

第 13 条の 2 運転管理業務 － 

第 91 条 異常時の基本的な対応 － 

第 92 条 異常時の措置 － 

第 93 条 異常収束後の措置 － 

添付 1 異常時の運転操作基準

（第 92 条関連） 

－ 

第 18 条の 7 電源機能喪失時等の体

制の整備 

－ 

１２．ＬＣＯが設定されている設備等について、予防保全を目的と

した保全作業をその機能が要求されている発電用原子炉の状態に

おいてやむを得ず行う場合には、当該保全作業が限定され、原則

としてＡＯＴ内に完了することとし、必要な安全措置を定め、確

率論的リスク評価（ＰＲＡ：Probabilistic Risk Assessment）等

を用いて措置の有効性を検証することが定められていること。 

 

第 89 条 予防保全を目的とした

点検・保修を実施する

場合 

－ 

 第 12 条 構成および定義 － 

第 19 条の 2 原子炉冷却材圧力バウ

ンダリ隔離弁管理 

－ 

実用炉規則第 92 条

第 1 項第 8 号二 

【発電用原子炉の

運転期間】 

１．発電用原子炉の運転期間の範囲内で、発電用原子炉を運転する

ことが定められていること。 

 

第 12 条の 2 原子炉の運転期間 － 

２．取替炉心の安全性評価を行うことが定められていること。な

お、取替炉心の安全性評価に用いる期間は、当該取替炉心につい

ての燃料交換の間隔から定まる期間としていること。 

 

第 97 条 燃料の取替等 － 
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保安規定審査基準（実用炉） 

（H25.6.19 制定、R1.12.25 最終改正） 
保安規定条文 

変更 

有無 

３．実用炉規則第９２条第２項第１号に基づき、実用炉規則第９２

条第１項第８号ニに掲げる発電用原子炉の運転期間を定め、又は

これを変更しようとする場合は、申請書に発電用原子炉の運転期

間の設定に関する説明書（発電用原子炉の運転期間を変更しよう

とする場合は、実用炉規則第８２条第４項の見直しの結果を記載

した書類を含む。以下単に「説明書」という。）が添付されてい

ること。 

 

－ 〔手続きに関する事項

で あり 、 保 安 規 定に

は、記載なし〕 

－ 

４．発電用原子炉ごとに、説明書に記載された①発電用原子炉を停

止して行う必要のある点検及び検査の間隔から定まる期間、②燃

料交換の間隔から定まる期間（発電用原子炉起動から次回の定期

事業者検査を開始するために発電用原子炉を停止するまでの期

間）、のうちいずれか短い期間の範囲内で、実用炉規則第５５条

に定める定期事業者検査を実施すべき時期の区分を上限として、

発電用原子炉の運転期間（定期事業者検査が終了した日から次回

の定期事業者検査を開始するために発電用原子炉を停止するまで

の期間）が記載されていること。なお、発電用原子炉の運転期間

の設定に当たっては、発電用原子炉を起動してから定期事業者検

査が終了するまでの期間も考慮していること。 

実用炉規則第８２条第４項の見直しの結果の内容は、「実用発電

用原子炉施設における高経年化対策実施ガイド」（原管Ｐ発第１

３０６１９８号（平成２５年６月１９日原子力規制委員会決

定））を参考として記載していること。  

 

－ 〔手続きに関する事項

で あり 、 保 安 規 定に

は、記載なし〕 

－ 

５．特に、同結果において、発電用原子炉の運転期間の変更に伴う

長期施設管理方針の変更の有無及びその理由が明らかとなってい

ること。 

－ 〔手続きに関する事項

で あり 、 保 安 規 定に

は、記載なし〕 

－ 

６．発電用原子炉の運転期間を延長する場合には、実用炉規則第５

５条に定める定期事業者検査を実施すべき時期の区分を上限とし

て、段階的に延長することとなっていること。  

 

－ 〔運転期間の延長は実

施 して い な い こ とか

ら、該当なし〕 

－ 

７．運転期間が１３月を超える延長の場合には、当該延長に伴う許

可を受けたところによる基本設計ないし基本的設計方針に則した

影響評価の結果が説明書に記載されていること。 

  

－ 〔運転期間の延長は実

施 して い な い こ とか

ら、該当なし〕 

－ 

８．説明書に記載された燃料交換の間隔から定まる期間について

は、期間を変更した後においても発電用原子炉の安全性について

許可を受けたところによる基本設計ないし基本的設計方針を満た

していること。  

 

－ 〔運転期間の延長は実

施 して い な い こ とか

ら、該当なし〕 

－ 

実用炉規則第 92 条

第 1項第 8号ホ【発

電用原子炉施設の

運転の安全審査】 

１．発電用原子炉施設の保安に関する重要事項及び発電用原子炉施

設の保安運営に関する重要事項を審議する委員会の設置、構成及

び審議事項について定められていること。  

 

第 6 条 原子力発電安全委員会 － 

第 8 条 原子力発電安全運営委

員会 

有 

実用炉規則第 92 条

第 1項第 9号【管理

区域、保全区域及

び周辺監視区域の

設定等】 

１．管理区域を明示し、管理区域における他の場所と区別するため

の措置を定め、管理区域の設定及び解除において実施すべき事項

が定められていること。  

 

第 105 条の

2 

管理区域の設定・解除 － 

添付 4 管理区域図（第105条の

2 および第 106 条関連） 

－ 

２．管理区域内の区域区分について、汚染のおそれのない管理区域

及びそれ以外の管理区域について表面汚染密度及び空気中の放射

性物質濃度の基準値が定められていること。  

 

第 106 条 管理区域内における区

域区分 

－ 

添付 4 管理区域図（第105条の

2 および第 106 条関連） 

－ 

３．管理区域内において特別措置が必要な区域について講ずべき措

置を定め、特別措置を実施する外部放射線に係る線量当量率、空

気中の放射性物質濃度及び床、壁その他人の触れるおそれのある

物の表面汚染密度の基準が定められていること。  

 

第 107 条 管理区域内における特

別措置 

－ 

４．管理区域への出入管理に係る措置事項が定められていること。  

 

第 108 条 管理区域への出入管理 － 

５．管理区域から退出する場合等の表面汚染密度の基準が定められ

ていること。  

 

第 108 条 管理区域への出入管理 － 

６．管理区域へ出入りする者に遵守させるべき事項及びそれを遵守

させる措置が定められていること。  

 

第 109 条 管理区域出入者の遵守

事項 

－ 

７．管理区域から物品又は核燃料物質等の搬出及び運搬をする際に

講ずべき事項が定められていること。  

 

第 116 条 管理区域外等への搬出

および運搬 

－ 

第 117 条 発電所外への運搬 － 

８．保全区域を明示し、保全区域についての管理措置が定められて

いること。  

 

第 110 条 保全区域 － 

添付 5 保全区域図（第110条関

連） 

－ 

９．周辺監視区域を明示し、業務上立ち入る者を除く者が周辺監視

区域に立ち入らないように制限するために講ずべき措置が定めら

れていること。  

 

第 111 条 周辺監視区域 － 

１０．役務を供給する事業者に対して遵守させる放射線防護上の必

要事項及びこれを遵守させる措置が定められていること。  

 

第 118 条 請負会社の放射線防護 － 

849



 

 

保安規定審査基準（実用炉） 

（H25.6.19 制定、R1.12.25 最終改正） 
保安規定条文 

変更 

有無 

 第 119 条 頻度の定義 － 

実用炉規則第 92 条

第 1 項第 10 号 

【排気監視設備及

び排水監視設備】 

１．放射性気体廃棄物及び放射性液体廃棄物の放出物質濃度の測定

等の放出管理に係る設備の設置及び機能の維持の方法並びにその

使用方法が定められていること。 

 

第 101 条 放射性液体廃棄物の管

理 

－ 

第 102 条 放射性気体廃棄物の管

理 

－ 

２．これらの設備の機能の維持の方法については、施設全体の管理

方法の一部として、第１８号における施設管理に関する事項と併

せて定められていてもよい。また、これらの設備のうち放射線測

定に係るものの使用方法については、施設全体の管理方法の一部

として、第１２号における放射線測定器の管理及び放射線の測定

の方法に関する事項と併せて定められていてもよい。  

 

－ [1.の記載箇所について

の説明であり、保安規

定には記載なし] 

－ 

実用炉規則第 92 条

第 1 項第 11 号 

【 線 量 、 線 量 当

量 、 汚 染 の 除 去

等】 

１．放射線業務従事者が受ける線量について、線量限度を超えない

ための措置（個人線量計の管理の方法を含む。）が定められてい

ること。  

 

第 112 条 放射線業務従事者の線

量管理等 

－ 

２．国際放射線防護委員会（ＩＣＲＰ）が１９７７年勧告で示した

放 射 線 防 護 の 基 本 的 考 え 方 を 示 す 概 念 （ as low as 

reasonablyachievable。以下「ＡＬＡＲＡ」という。）の精神に

のっとり、放射線業務従事者が受ける線量を管理することが定め

られていること。 

 

第 2 条 基本方針 － 

第 105 条 放射線管理に係る基本

方針 

－ 

３．実用炉規則第７８条に基づく床、壁等の除染を実施すべき表面

汚染密度の明確な基準が定められていること。  

 

第 113 条 床・壁等の除染 － 

４．管理区域及び周辺監視区域境界付近における線量当量率等の測

定に関する事項が定められていること。  

 

第 114 条 外部放射線に係る線量

当量率等の測定 

－ 

５．管理区域内で汚染のおそれのない区域に物品又は核燃料物質等

を移動する際に講ずべき事項が定められていること。  

 

第 116 条 管理区域外等への搬出

および運搬 

－ 

６．核燃料物質等（新燃料、使用済燃料及び放射性固体廃棄物を除

く。）の工場又は事業所の外への運搬に関する行為（工場又は事

業所の外での運搬中に関するものを除く。）が定められているこ

と。なお、この事項は、第１３号又は第１４号における運搬に関

する事項と併せて定められていてもよい。  

 

第 116 条 管理区域外等への搬出

および運搬 

－ 

第 117 条 発電所外への運搬 － 

７．原子炉等規制法第６１条の２第２項により認可を受けた場合に

おいては、同項により認可を受けた放射能濃度の測定及び評価の

方法に基づき、当該認可を受けた申請書等において記載された内

容を満足するよう、同条第１項の確認を受けようとする物に含ま

れる放射性物質の放射能濃度の測定及び評価を行い、適切に取り

扱うことが定められていること。なお、この事項は、放射性廃棄

物との仕分け等を明確にするため、第１４号における放射性廃棄

物の管理に関する事項と併せて定められていてもよい。  

 

－ 〔 クリ ア ラ ン ス 規定

は、採用していないた

め、保安規定に記載な

し〕 

－ 

８．放射性廃棄物でない廃棄物の取扱いに関することについては、

「原子力施設における「放射性廃棄物でない廃棄物」の取扱いに

ついて（指示）」（平成２０･０４･２１原院第１号（平成２０年５

月２７日原子力安全・保安院制定（ＮＩＳＡ－１１１ａ－０８－

１）））を参考として定められていること。なお、この事項は、放

射性廃棄物との仕分け等を明確にするため、第１４号における放

射性廃棄物の管理に関する事項と併せて定められていてもよい。 

  

第 100 条の

3 

放射性廃棄物でない廃

棄物の管理 

－ 

第 100 条の

4 

事故由来放射性物質の

降下物の影響確認 

－ 

第 104 条 頻度の定義 － 

９．汚染拡大防止のための放射線防護上、必要な措置が定められて

いること。  

 

第 105 条の

2 

管理区域の設定・解除 － 

第 106 条 管理区域内における区

域区分 

－ 

第 109 条 管理区域出入者の遵守

事項 

－ 

第 113 条 床・壁等の除染 － 

第 116 条 管理区域外等への搬出

および運搬 

－ 

添付 3 重大事故等および大規

模損壊対応に係る実施

基準（第 18 条の 5 およ

び第 18 条の 6 関連） 

【実用炉規則第 92 条第

1 項第 8 号イ～ハ、第

16 号関連にて変更】 

実用炉規則第 92 条

第 1 項第 12 号 

【放射線測定器の

管理及び放射線の

測定の方法】 

１．放射線測定器（放出管理用計測器及び放射線計測器を含む。以

下同じ。）の種類、所管箇所、数量及び機能の維持の方法並びに

その使用方法（測定及び評価の方法を含む。）が定められている

こと。  

 

第 103 条 放出管理用計測器の管

理 

－ 

第 115 条 放射線計測器類の管理 － 

２．放射線測定器の機能の維持の方法については、施設全体の管理

方法の一部等として、第１８号における施設管理に関する事項と

併せて定められていてもよい。 

 

－ [1.の記載箇所について

の説明であり、保安規

定には記載なし] 

－ 

実用炉規則第 92 条

第 1 項第 13 号【核

１．工場又は事業所内における新燃料の運搬及び貯蔵並びに使用済

燃料の運搬及び貯蔵に際して、臨界に達しないようにする措置そ

第 94 条 新燃料の運搬 － 

第 95 条 新燃料の貯蔵 － 
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保安規定審査基準（実用炉） 

（H25.6.19 制定、R1.12.25 最終改正） 
保安規定条文 

変更 

有無 

燃料物質の受払、

運搬、貯蔵等】 

の他の保安のために講ずべき措置を講ずること、貯蔵施設におけ

る貯蔵の条件等が定められていること。 

 

第 98 条 使用済燃料の貯蔵 － 

第 99 条 使用済燃料の運搬 － 

２．新燃料及び使用済燃料の工場又は事業所の外への運搬に関する

行為（工場又は事業所の外での運搬中に関するものを除く。）に

関することが定められていること。なお、この事項は、第１１号

又は第１４号における運搬に関する事項と併せて定められていて

もよい。  

第 94 条 新燃料の運搬 － 

第 99 条 使用済燃料の運搬 － 

３．燃料取替に際して、炉心の核的制限値及び熱的制限値の範囲内

で運転するために取替炉心の安全性評価を許可を受けたところに

よる安全評価と同様に行った上で燃料装荷実施計画を定めること

及び燃料移動手順に従うこと等が定められていること。なお、発

電用原子炉の運転期間の設定に関する説明書において取替炉心ご

とに管理するとした項目が、取替炉心の安全性評価項目等として

定められていること。 

 

第 97 条 燃料の取替等 － 

実用炉規則第 92 条

第 1 項第 14 号 

【放射性廃棄物の

廃棄】 

１．放射性固体廃棄物の貯蔵及び保管に係る具体的な管理措置並び

に運搬に関し、放射線安全確保のための措置が定められているこ

と。  

 

第 100 条の

2 

放射性固体廃棄物の管

理 

－ 

２．放射性液体廃棄物の固型化等の処理及び放射性廃棄物の工場又

は事業所の外への廃棄（放射性廃棄物の輸入を含む。）に関する

行為の実施体制が定められていること。 

 

第 100 条の

2 

放射性固体廃棄物の管

理 

－ 

第 100 条の

5 

輸入廃棄物の管理 － 

３．放射性固体廃棄物の工場又は事業所の外への運搬に関する行為

（工場又は事業所の外での運搬中に関するものを除く。）に係る

体制が構築されていることが明記されていること。なお、この事

項は、第１１号及び第１３号における運搬に関する事項と併せて

定められていてもよい。 

 

第 100 条の

2 

放射性固体廃棄物の管

理 

－ 

４．放射性液体廃棄物の放出箇所、放射性液体廃棄物の放出管理目

標値及び基準値を満たすための放出管理方法並びに放射性液体廃

棄物の放出物質濃度の測定項目及び頻度が定められていること。  

 

第 101 条 放射性液体廃棄物の管

理 

－ 

５．放射性気体廃棄物の放出箇所、放射性気体廃棄物の放出管理目

標値を満たすための放出量管理方法並びに放射性気体廃棄物の放

出物質濃度の測定項目及び頻度が定められていること。  

 

第 102 条 放射性気体廃棄物の管

理 

－ 

６．平常時の環境放射線モニタリングの実施体制（計画、実施、評

価等）について定められていること。 

第 114 条の 2 平常時の環境放射線モ

ニタリング 

－ 

７．ＡＬＡＲＡの精神にのっとり、排気、排水等を管理することが

定められていること。 

第 2 条 基本方針 － 

第 100 条 放射性廃棄物管理に係

る基本方針 

－ 

 第 104 条 頻度の定義 － 

実用炉規則第 92 条

第 1 項第 15 号 

【非常の場合に講

ずべき措置】 

１．緊急時に備え、平常時から緊急時に実施すべき事項が定められ

ていること。  

 

第 121 条 原子力防災組織 － 

第 122 条 原子力防災要員 － 

第 123 条 原子力防災資機材等の

整備 

－ 

２．緊急時における運転に関する組織内規程類を作成することが定

められていること。  

 

第 123 条 原子力防災資機材等の

整備 

－ 

３．緊急事態発生時は定められた通報経路に従い、関係機関に通報

することが定められていること。  

 

第 124 条 通報経路 － 

第 126 条 通 報 － 

４．緊急事態の発生をもってその後の措置は、原子力災害対策特別

措置法（平成１１年法律第１５６号）第７条第１項の原子力事業

者防災業務計画によることが定められていること。  

 

第 121 条 原子力防災組織 － 

５．緊急事態が発生した場合は、緊急時体制を発令し、応急措置及

び緊急時における活動を実施することが定められていること。  

 

第 127 条 原子力防災体制等の発

令 

－ 

第 128 条 応急措置 － 

第 129 条 緊急時における活動 － 

６．次に掲げる要件に該当する放射線業務従事者を緊急作業に従事

させるための要員として選定することが定められていること。  

（１）緊急作業時の放射線の生体に与える影響及び放射線防護措

置について教育を受けた上で、緊急作業に従事する意思がある

旨を発電用原子炉設置者に書面で申し出た者であること。  

（２）緊急作業についての訓練を受けた者であること。  

（３）実効線量について２５０ｍＳｖを線量限度とする緊急作業

に従事する従業員は、原子力災害対策特別措置法第８条第３項

に規定する原子力防災要員、同法第９条第１項に規定する原子

力防災管理者又は同条第３項に規定する副原子力防災管理者で

あること。 

 

第 122 条の

2 

緊急作業従事者の選定 － 
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保安規定審査基準（実用炉） 

（H25.6.19 制定、R1.12.25 最終改正） 
保安規定条文 

変更 

有無 

７．放射線業務従事者が緊急作業に従事する期間中の線量管理（放

射線防護マスクの着用等による内部被ばくの管理を含む。）、緊急

作業を行った放射線業務従事者に対し、健康診断を受診させる等

の非常の場合に講ずべき処置に関し、適切な内容が定められてい

ること。 

 

第 129 条の

2 

緊急作業従事者の線量

管理等 

－ 

８．事象が収束した場合には、緊急時体制を解除することが定めら

れていること。  

 

第 130 条 原子力防災体制等の解

除 

－ 

９．防災訓練の実施頻度について定められていること。  

 

第 125 条 原子力防災訓練 － 

実用炉規則第 92 条

第 1 項第 16 号 

【設計想定事象等

に係る発電用原子

炉施設の保全に関

する措置】 

１．許可を受けたところによる基本設計ないし基本的設計方針に則

した対策が機能するよう、想定する事象に応じて、次に掲げる措

置を講ずることが定められていること。 

－ [以下参照] － 

（１）発電用原子炉施設の必要な機能を維持するための活動に関す

る計画を策定し、要員を配置するとともに、計画に従って必要な

活動を行わせること。特に、当該計画には、次に掲げる事項を含

めること。 

－ [以下参照] － 

イ 火災 

可燃物の管理、消防吏員への通報、消火又は延焼の防止その

他消防隊が火災の現場に到着するまでに行う活動に関するこ

と。 

第 18 条 火災発生時の体制の整

備 

－ 

添付 2 火災、内部溢水、火山
影響等、自然災害およ
び有毒ガス発生時の対
応に係る実施基準 

（第 18 条、第 18 条の

2、第 18 条の 2 の 2、第

18 条の 3 および第 18 条

の 3 の 2 関連） 

【実用炉規則第 92 条第

1 項第 8 号イ～ハ関連に

て変更】 

ロ 火山現象による影響（影響が発生するおそれを含む。以下

「火山影響等」という。） 

① 火山影響等発生時における非常用交流動力電源設備の機能

を維持するための対策に関すること。 

② ①に掲げるもののほか、火山影響等発生時における代替電

源設備その他の炉心を冷却するために必要な設備の機能を維

持するための対策に関すること。 

③ ②に掲げるもののほか、火山影響等発生時に交流動力電源

が喪失した場合における炉心の著しい損傷を防止するための

対策に関すること。 

第 18 条の 2

の 2 

火山影響等発生時の体

制の整備 

－ 

添付 2 火災、内部溢水、火山
影響等、自然災害およ
び有毒ガス発生時の対
応に係る実施基準 

（第 18 条、第 18 条の

2、第 18 条の 2 の 2、第

18 条の 3 および第 18 条

の 3 の 2 関連） 

【実用炉規則第 92 条第

1 項第 8 号イ～ハ関連に

て変更】 

ハ 重大事故に至るおそれのある事故（運転時の異常な過渡変化

及び設計基準事故を除く。）又は重大事故（以下「重大事故

等」という。） 

① 重大事故等発生時における炉心の著しい損傷を防止するた

めの対策に関すること。 

② 重大事故等発生時における原子炉格納容器の破損を防止す

るための対策に関すること。 

③ 重大事故等発生時における使用済燃料貯蔵設備に貯蔵する

燃料体の著しい損傷を防止するための対策に関すること。 

④ 重大事故等発生時における原子炉停止時の燃料体の著しい

損傷を防止するための対策に関すること。 

⑤ 重大事故等（原子炉建屋への故意による大型航空機の衝突

その他のテロリズムによるものを除く。）発生時における特

定重大事故等対処施設を用いた対策（上記①から④までの対

策に関することを含む。）に関すること。 

⑥ 発生する有毒ガスからの運転員等の防護に関すること。 

第 13 条 運転員等の確保 － 

第 18 条の 5 重大事故等発生時の体

制の整備 

有 

添付 3 重大事故等および大規
模損壊対応に係る実施
基準 
（第 18 条の 5 および第

18 条の 6 関連） 

有 

ニ 大規模な自然災害又は故意による大型航空機の衝突その他の

テロリズムによる発電用原子炉施設の大規模な損壊（以下「大

規模損壊」という。） 

① 大規模損壊発生時における大規模な火災が発生した場合に

おける消火活動に関すること。 

② 大規模損壊発生時における炉心の著しい損傷を緩和するた

めの対策に関すること。 

③ 大規模損壊発生時における原子炉格納容器の破損を緩和す

るための対策に関すること。 

④ 大規模損壊発生時における使用済燃料貯蔵槽の水位を確保

するための対策及び燃料体の著しい損傷を緩和するための対

策に関すること。 

⑤ 大規模損壊発生時における放射性物質の放出を低減するた

めの対策に関すること。 

⑥ 重大事故等（原子炉建屋への故意による大型航空機の衝突

その他のテロリズムによるものに限る。）発生時における特

定重大事故等対処施設を用いた対策に関すること。 

第 13 条 運転員等の確保 － 

第 18 条の 6 大規模損壊発生時の体

制の整備 

－ 

添付 3 重大事故等および大規
模損壊対応に係る実施
基準 
（第 18 条の 5 および第

18 条の 6 関連） 

【実用炉規則第 92 条第

1 項第 8 号イ～ハ、第

16 号関連にて変更】 

（２）（１）に掲げる措置のうち重大事故等発生時又は大規模損壊

発生時におけるそれぞれの措置に係る手順については、それぞれ

次に掲げるとおりとすること。 

－ [以下参照] － 
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保安規定審査基準（実用炉） 

（H25.6.19 制定、R1.12.25 最終改正） 
保安規定条文 

変更 

有無 

イ 重大事故等発生時 

① 許可を受けた対応手段、重要な配慮事項、有効性評価の前

提条件となる操作の成立性に係る事項が定められ、定められ

た内容が重大事故等に対し的確かつ柔軟に対処することを妨

げるものでないこと。 

② 炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損を防ぐために

最優先すべき操作等の判断基準の基本的な考え方が定められ

ていること。 

原子炉格納容器の過圧破損の防止に係る手順については、

格納容器圧力逃がし装置を設けている場合、格納容器代替循

環冷却系又は格納容器再循環ユニットにより原子炉格納容器

内の圧力及び温度を低下させる手順を、格納容器圧力逃がし

装置による手順に優先して実施することが定められていると

ともに、原子炉格納容器内の圧力が高い場合など、必要な状

況においては確実に格納容器圧力逃がし装置を使用すること

が定められていること。 

③ 措置に係る手順の優先順位や手順着手の判断基準等（②に

関するものを除く。）については記載を要しない。 

添付 3 重大事故等および大規
模損壊対応に係る実施
基準 
（第 18 条の 5 および第

18 条の 6 関連） 

【実用炉規則第 92 条第

1 項第 8 号イ～ハ、第

16 号関連にて変更】 

ロ 大規模損壊発生時 

定められた内容が大規模損壊に対し的確かつ柔軟に対処する

ことを妨げるものでないこと。 

 

添付 3 重大事故等および大規
模損壊対応に係る実施
基準 
（第 18 条の 5 および第

18 条の 6 関連） 

【実用炉規則第 92 条第

1 項第 8 号イ～ハ、第

16 号関連にて変更】 

（３）必要な機能を維持するための活動を行う要員に対する教育及

び訓練に関すること。特に重大事故等又は大規模損壊の発生時に

おける発電用原子炉施設の必要な機能を維持するための活動を行

う要員に対する教育及び訓練については、それぞれ毎年１回以上

定期に実施すること及び重大事故等対処施設の使用を開始するに

当たって必要な教育及び訓練をあらかじめ実施すること。 

添付 3 重大事故等および大規
模損壊対応に係る実施
基準 

（第 18 条の 5 および第

18 条の 6 関連） 

【実用炉規則第 92 条第

1 項第 8 号イ～ハ、第

16 号関連にて変更】 

（４）必要な機能を維持するための活動を行うために必要な電源

車、消防自動車、化学消防自動車、泡消火薬剤、消火ホース、照

明器具、無線機器、フィルターその他の資機材を備え付けるこ

と。 

第 18 条 火災発生時の体制の整

備 

－ 

第 18 条の 2 内部溢水発生時の体制

の整備 

－ 

第 18 条の 2

の 2 

火山影響等発生時の体

制の整備 

－ 

第 18 条の 3 その他自然災害発生時

等の体制の整備 

－ 

第 18 条の 3

の 2 

有毒ガス発生時の体制

の整備 

有 

第 18 条の 4 資機材等の整備 － 

第 18 条の 5 重大事故等発生時の体

制の整備 

【実用炉規則第 92 条第

1 項第 8 号イ～ハ、第

16 号関連にて変更】 

第 18 条の 6 大規模損壊発生時の体

制の整備 

－ 

添付 2 火災、内部溢水、火山
影響等、自然災害およ
び有毒ガス発生時の対
応に係る実施基準 

（第 18 条、第 18 条の

2、第 18 条の 2 の 2、第

18 条の 3 および第 18 条

の 3 の 2 関連） 

【実用炉規則第 92 条第

1 項第 8 号イ～ハ関連に

て変更】 

添付 3 重大事故等および大規
模損壊対応に係る実施
基準 
（第 18 条の 5 および第

18 条の 6 関連） 

【実用炉規則第 92 条第

1 項第 8 号イ～ハ、第

16 号関連にて変更】 

（５）その他必要な機能を維持するための活動を行うために必要な

体制を整備すること。 

添付 2 火災、内部溢水、火山
影響等、自然災害およ
び有毒ガス発生時の対
応に係る実施基準 

（第 18 条、第 18 条の

2、第 18 条の 2 の 2、第

18 条の 3 および第 18 条

の 3 の 2 関連） 

【実用炉規則第 92 条第

1 項第 8 号イ～ハ関連に

変更】 

２．重大事故等又は大規模損壊が発生した場合において、核燃料物

質若しくは核燃料物質によって汚染された物又は発電用原子炉に

よる災害を防止するために必要があると認めるときは、組織内規

程類にあらかじめ定めた計画及び手順にとらわれず、発電用原子

炉施設の保全のための所要の措置を講ずることが定められている

こと。 

 

 

 

添付 3 重大事故等および大規

模損壊対応に係る実施

基準 

（第 18 条の 5 および第

18 条の 6 関連） 

【実用炉規則第 92 条第

1 項第 8 号イ～ハ関連に

変更】 

実用炉規則第 92 条

第 1 項第 17 号 

【記録及び報告】 

１．発電用原子炉施設に係る保安に関し、必要な記録を適正に作成

し、管理することが定められていること。その際、保安規定及び

その下位文書において、必要な記録を適正に作成し、管理するた

めの措置が定められていること。  

 

第 133 条 記録 － 

第 3 条 品質マネジメントシス

テム計画 

－ 
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保安規定審査基準（実用炉） 

（H25.6.19 制定、R1.12.25 最終改正） 
保安規定条文 

変更 

有無 

２．実用炉規則第６７条に定める記録について、その記録の管理に

関すること（計量管理規定及び核物質防護規定で定めるものを除

く。）が定められていること。  

 

第 133 条 記録 － 

３．発電所長及び発電用原子炉主任技術者に報告すべき事項が定め

られていること。  

 

第 134 条 報告 － 

第 10 条 原子炉主任技術者の職

務等 

有 

４．特に、実用炉規則第 134 条各号に掲げる事故故障等の事象及び

これらに準ずるものが発生した場合においては、経営責任者に確

実に報告がなされる体制が構築されていることなど、安全確保に

関する経営責任者の強い関与が明記されていること。  

 

第 134 条 報告 － 

５．当該事故故障等の事象に準ずる重大な事象について、具体的に

明記されていること。  

 

第 134 条 報告 － 

実用炉規則第 92 条

第 1 項第 18 号 

【発電用原子炉施

設の施設管理】 

１．施設管理方針、施設管理目標及び施設管理実施計画の策定並び

にこれらの評価及び改善について、「原子力事業者等における使

用前事業者検査、定期事業者検査、保安のための措置等に係る運

用ガイド」（原規規発第１９１２２５７号－７（令和元年１２月

２５日原子力規制委員会決定））を参考として定められているこ

と。  

 

第 14 条 巡視点検 － 

第 120 条 施設管理計画 － 

第 120 条の

2 

設計管理 － 

第 120 条の

3 

作業管理 － 

２．発電用原子炉施設の経年劣化に係る技術的な評価に関すること

については、「実用発電用原子炉施設における高経年化対策実施

ガイド」を参考とし、実用炉規則第８２条に規定された発電用原

子炉施設の経年劣化に関する技術的な評価を実施するための手順

及び体制を定め、当該評価を定期的に実施することが定められて

いること。 

 

第 120 条の

6 

原子炉施設の経年劣化

に関する技術的な評価

および長期施設管理方

針 

－ 

３．運転を開始した日以後３０年を経過した発電用原子炉について

は、長期施設管理方針が定められていること。  

 

添付 6 長期施設管理方針 － 

４．実用炉規則第９２条第１項第１８号に掲げる発電用原子炉施設

の施設管理に関することを変更しようとする場合（実用炉規則第

８２条第１項から第３項までの規定により長期施設管理方針を策

定し、又は同条第４項の規定により長期施設管理方針を変更しよ

うとする場合に限る。）は、申請書に実用炉規則第８２条第１

項、第２項若しくは第３項の評価の結果又は第４項の見直しの結

果を記載した書類（以下「技術評価書」という。）が添付されて

いること。  

 

－ 〔手続きに関する事項

であり保安規定には記

載なし〕 

－ 

５．長期施設管理方針及び技術評価書の内容は、「実用発電用原子炉

施設における高経年化対策の実施ガイド」を参考として記載され

ていること。 

 

添付 6 長期施設管理方針 － 

６．使用前事業者検査及び定期事業者検査の実施に関することが定

められていること。 

 

第 120 条の

4 

使用前事業者検査の実

施 

－ 

第 120 条の

5 

定期事業者検査の実施 － 

７．燃料体に関する定期事業者検査として、装荷予定の照射された

燃料のうちから選定したものの健全性に異常のないことを確認す

ること、燃料使用の可否を判断すること等が定められているこ

と。 

第 96 条 燃料の検査 － 

実用炉規則第 92 条

第 1 項第 19 号 

【 技 術 情 報 の 共

有】 

１．プラントメーカーなどの保守点検を行った事業者から得られた

保安に関する技術情報をＢＷＲ事業者協議会、ＰＷＲ事業者連絡

会等の事業者の情報共有の場を活用し、他の発電用原子炉設置者

と共有し、自らの発電用原子炉施設の保安を向上させるための措

置が定められていること。  

 

第 120 条 施設管理計画 － 

実用炉規則第 92 条

第 1 項第 20 号 

【不適合発生時の

情報の公開】 

１．発電用原子炉施設の保安の向上を図る観点から、不適合が発生

した場合の公開基準が定められていること。  

 

第 3 条 品質マネジメントシス

テム計画 

－ 

２．情報の公開に関し、原子力施設情報公開ライブラリーへの登録

等に必要な事項が定められていること。  

 

第 3 条 品質マネジメントシス

テム計画 

－ 

実用炉規則第 92 条

第 1 項第 21 号 

【その他必要な事

項】 

１．日常のＱＭＳに係る活動の結果を踏まえ、必要に応じ、発電用

原子炉施設に係る保安に関し必要な事項を定めていること。  

 

第 1 条 目的 － 

２．保安規定を定める「目的」が、核燃料物質、核燃料物質によっ

て汚染された物又は発電用原子炉による災害の防止を図るものと

して定められていること。  

 

第 1 条 目的 － 
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3.保安規定審査基準の要求事項に対する保安規定の記載内容  

 

項  目 説 明 内 容 

関連する実用炉規則 ○「黒字」により、保安規定審査基準に関連する実用炉規則の内容

を記載する。 

○「黒字（赤下線）」により、新規制基準に係る実用炉規則の変更

箇所を明確にする。 

保安規定審査基準 ○「黒字」により、保安規定審査基準の内容を記載する  

○「黒字（赤下線）」により、新規制基準に係る実用炉規則の変更

箇所を明確にする。 

記載すべき内容 ○「黒字」により、保安規定に記載すべき内容を記載する。 

また、記載に当たっては、文書の体系がわかる範囲で記載する。 

○「黒字（赤下線）」により、保安規定の変更内容を記載する。 

 

記載の考え方 ○保安規定に記載すべき内容の記載の考え方を記載する。 

○社内規定文書（2 次文書等）に記載すべき内容の記載の考え方を

記載する。 

○保安規定及び社内規定文書（2 次文書等）他に記載しない場合の

考え方を記載する。 

該当規定文書 ○該当する社内規定文書（2 次文書等）を記載する。 

 

記載内容の概要 ○該当する社内規定文書（2 次文書等）の具体的な記載内容を記載

する。 
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容
並

び

に
電

気
主

任
技

術
者

が
保

安
の

監
督

を
行

う
上

で

必
要

と
な

る
権

限
及

び
組

織
上

の
位

置
付

け
に

関

す
る

こ
と

。
 

  六
 

ボ
イ

ラ
ー
・
タ

ー
ビ

ン
主

任
技

術
者
（

電
気

事
業

法
第

四
十

三
条

第
一

項
に

規
定

す
る

主
任

技
術

者

の
う

ち
同

法
第

四
十

四
条

第
一

項
第

六
号

又
は

第

七
号

に
掲

げ
る

種
類

の
主

任
技

術
者

免
状

の
交

付

を
受

け
て

い
る

者
を

い
う

。
以

下
同

じ
。
）
の

職
務

の
範

囲
及

び
そ

の
内

容
並

び
に

ボ
イ

ラ
ー
・
タ

ー
ビ

ン
主

任
技

術
者

が
保

安
の

監
督

を
行

う
上

で
必

要

と
な

る
権

限
及

び
組

織
上

の
位

置
付

け
に

関
す

る

こ
と

。
 

 

 ２
．
発

電
用

原
子

炉
主

任
技

術
者

が
保

安
の

監
督

の
責

務
を

十
分

に
果

た
す

こ
と

が

で
き

る
よ

う
に

す
る

た
め

、
原

子
炉

等

規
制

法
第

4
3
条

の
3
の

2
6
第

2
項

に

お
い

て
準

用
す

る
第

4
2
条

第
1
項

に
規

定
す

る
要

件
を

満
た

す
こ

と
を

含
め

、

職
務

範
囲

及
び

そ
の

内
容

（
発

電
用

原

子
炉

の
運

転
に

従
事

す
る

者
は

、
発

電

用
原

子
炉

主
任

技
術

者
が

保
安

の
た

め

に
行

う
指

示
に

従
う

こ
と

を
含

む
。
）
に

つ
い

て
適

切
に

定
め

ら
れ

て
い

る
こ

と
。
ま

た
、
発

電
用

原
子

炉
主

任
技

術
者

が
保

安
の

監
督

を
適

切
に

行
う

上
で

、

必
要

な
権

限
及

び
組

織
上

の
位

置
付

け

が
な

さ
れ

て
い

る
こ

と
。

 

 

 

 
 

 
 ・
 
各

条
文

に
て

追
加

さ
れ

た
1
号

及
び

2
号

の
原

子
炉

主
任

技
術

者
の

確
認

項
目

に
つ

い
て

反
映

す
る

。
 

                     

（
原

子
炉

主
任

技
術

者
の

職
務

等
）

 

第
 
１

０
 
条

 
原

子
炉

主
任

技
術

者
は

、
原

子
炉

施
設

の
運

転

に
関

し
保

安
の

監
督

を
誠

実
に

、
か

つ
、
最

優
先

に
行

う
こ

と
を

任
務

と
し

、
次

の
職

務
を

遂
行

す
る

。
 

(
1
)
 
原

子
炉

施
設

の
運

転
に

関
し

保
安

上
必

要
な

場
合

は
、
運

転
に

従
事

す
る

者
（

所
長

を
含

む
。
以

下
、
本

条
に

お
い

て

同
じ

。
）

へ
指

示
す

る
。

 

(
2
)
 
表

１
０

－
１

に
定

め
る

事
項

に
つ

い
て

、
所

長
の

承
認

に

先
立

ち
確

認
す

る
。

 

(
3
)
 
表

１
０

－
２

に
定

め
る

事
項

に
つ

い
て

、
各

課
（

室
）
長

か
ら

の
報

告
内

容
等

を
確

認
す

る
。

 

(
4
)
 
表

１
０

－
３

に
示

す
記

録
の

内
容

を
確

認
す

る
。

 

(
5
)
 
そ

の
他

原
子

炉
施

設
の

運
転

に
関

し
保

安
の

監
督

に
必

要
な

職
務

を
行

う
。

 

２
．
原

子
炉

主
任

技
術

者
は

次
の

場
合

に
お

い
て

原
子

力
事

業

本
部

長
に

報
告

を
行

う
。

 

(
1
)
 
前

項
(
1
)
の

職
務

を
遂

行
す

べ
き

状
況

が
生

じ
た

場
合

 

(
2
)
 
第

１
３

４
条

第
１

項
(
1
)
か

ら
(
5
)
の

報
告

を
受

け
た

場

合
 

３
．
原

子
炉

施
設

の
運

転
に

従
事

す
る

者
は

、
原

子
炉

主
任

技

術
者

が
そ

の
保

安
の

た
め

に
す

る
指

示
に

従
う

。
 

４
．
原

子
炉

主
任

技
術

者
、
電

気
主

任
技

術
者

お
よ

び
ボ

イ
ラ

ー
・
タ

ー
ビ

ン
主

任
技

術
者

は
、
相

互
の

職
務

に
つ

い
て

情

報
共

有
を

行
い

、
意

思
疎

通
を

図
る

。
 

 

・
 
各

条
文

に
て

追
加

さ
れ

た
1

号
及

び
2
号

の
原

子
炉

主
任

技
術

者
の

確
認

項
目

に
つ

い

て
表

に
追

加
す

る
。

 

   

・
 
安

全
管

理
通

達
 

 

 
 

 表
１

０
－

１
 

条
文

 
内

容
 

第
１

３
条

（
運

転
員

等
の

確
保

）
 

第
５

項
お

よ
び

第
７

項
に

定
め

る
体

制
の

構
築

 

第
１

８
条

の
５

（
重

大
事

故
等

発
生

時
の

体

制
の

整
備

）
 

第
４

項
に

定
め

る
成

立
性

の
確

認
訓

練
の

実
施

計
画

 

第
１

８
条

の
６

（
大

規
模

損
壊

発
生

時
の

体

制
の

整
備

）
 

第
１

項
に

定
め

る
技

術
的

能
力

の
確

認
訓

練
の

実
施

計
画

 

第
２

４
条

（
制

御
棒

の
挿

入
限

界
）

 
制

御
棒

の
挿

入
限

界
 

第
３

２
条

（
軸

方
向

中
性

子
束

出
力

偏
差

）
 

軸
方

向
中

性
子

束
出

力
偏

差
の

目
標

範
囲

お
よ

び
許

容
運

転
制

限
範

囲
 

第
３

６
条

（
１

次
冷

却
材

の
温

度
・

圧
力

お
よ

び
１

次
冷

却
材

温
度

変
化

率
）

 

１
次

冷
却

材
温

度
・

圧
力

の
制

限
範

囲
 

第
７

２
条

（
燃

料
取

扱
建

屋
空

気
浄

化
系

）
 

照
射

終
了

後
の

所
定

期
間

 

第
９

３
条

（
異

常
収

束
後

の
措

置
）

 
原

子
炉

の
再

起
動

 

第
９

５
条

（
新

燃
料

の
貯

蔵
）

 
第

２
項

に
定

め
る

燃
料

移
動

の
実

施
計

画
 

第
９

７
条

（
燃

料
の

取
替

等
）

 
第

１
項

に
定

め
る

燃
料

装
荷

実
施

計
画
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関
連
す
る
実
用
炉
規
則
 

保
安
規
定
審
査
基
準
 

原
子
炉
施
設
保
安
規
定
 

社
内
規
定
文
書
 

記
載
す
べ
き
内
容
 

記
載
の
考
え
方
 

該
当
規
定
文
書
 

記
載
内
容
の
概
要
 

第
２

項
お

よ
び

第
４

項
に

定
め

る
取

替
炉

心
の

安
全

性
評

価
の

結
果

 
第

６
項

に
定

め
る

燃
料

移
動

の
実

施
計

画
 

第
９

８
条

（
使

用
済

燃
料

の
貯

蔵
）

 
第

２
項

に
定

め
る

燃
料

移
動

の
実

施
計

画
 

第
１

０
５

条
の

２
（

管
理

区
域

の
設

定
・

解

除
）

 

第
５

項
に

定
め

る
一

時
的

な
管

理
区

域
の

設
定
・

解
除

 
第

７
項

に
定

め
る

管
理

区
域

の
設

定
・

解
除

 

第
１

３
１

条
（

所
員

へ
の

保
安

教
育

）
 

所
員

へ
の

保
安

教
育

実
施

計
画

 

第
１

３
２

条
（

請
負

会
社

従
業

員
へ

の
保

安
教

育
）

 

請
負

会
社

従
業

員
へ

の
保

安
教

育
実

施
計

画
 

 
 

 
 

表
１

０
－

２
 

条
文

 
内

容
 

第
１

８
条

（
火

災
発

生
時

の
体

制
の

整
備

）
 
火

災
が

発
生

し
た

場
合

に
講

じ
た

措
置

の
結

果
 

第
１

８
条

の
２

（
内

部
溢

水
発

生
時

の
体

制
の

整
備

）
 

内
部

溢
水

が
発

生
し

た
場

合
に

講
じ

た
措

置
の

結
果

 

第
１

８
条

の
２

の
２

（
火

山
影

響
等

発
生

時
の

体
制

の
整

備
）

 
火

山
影

響
等

発
生

時
に

講
じ

た
措

置
の

結
果

 

第
１

８
条

の
３

（
そ

の
他

自
然

災
害

発
生

時
等

の
体

制
の

整
備

）
 

地
震

、
津

波
お

よ
び

竜
巻

等
が

発
生

し
た

場
合

に
講

じ
た

措
置

の
結

果
 

第
１

８
条

の
３

の
２

（
有

毒
ガ

ス
発

生
時

の
体

制
の

整
備

）
 

有
毒

ガ
ス

が
発

生
し

た
場

合
に

講
じ

た
措

置
の

結
果

 

第
１

８
条

の
５

（
重

大
事

故
等

発
生

時
の

体
制

の
整

備
）

 
第

４
項

に
定

め
る

成
立

性
の

確
認

訓
練

の
結

果
 

第
１

８
条

の
６

（
大

規
模

損
壊

発
生

時
の

体
制

の
整

備
）

 
第

１
項

に
定

め
る

技
術

的
能

力
の

確
認

訓
練

の
結

果
 

第
８

５
条

（
重

大
事

故
等

対
処

設
備

）
 

要
求

さ
れ

る
代

替
措

置
の

確
認

 

第
８

８
条

（
運

転
上

の
制

限
を

満
足

し
な

い
場

合
）

 
第

１
１

項
に

定
め

る
運

転
上

の
制

限
を

満
足

し
て

い
る

と
判

断
し

た
場

合
 

第
１

１
項

に
定

め
る

原
子

炉
熱

出
力

の
上

昇
ま

た
は

原
子

炉
起

動
状

態
へ

近
づ

く
モ

ー
ド

へ
の

移
行

 

第
８

９
条

（
予

防
保

全
を

目
的

と
し

た
点

検
・

保
修

を
実

施
す

る
場

合
）

 
第

２
項

に
定

め
る

必
要

な
安

全
措

置
 

第
１

１
項

に
定

め
る

運
転

上
の

制
限

外
か

ら
復

帰
し

て
い

る
と

判
断

し
た

場
合

 

第
９

１
条

（
異

常
時

の
基

本
的

な
対

応
）

 
異

常
が

発
生

し
た

場
合

の
原

因
調

査
お

よ
び

対
応

措
置

 

第
９

２
条

（
異

常
時

の
措

置
）

 
異

常
の

収
束

 

第
１

３
４

条
（

報
告

）
 

運
転

上
の

制
限

を
満

足
し

て
い

な
い

と
判

断
し

た
場

合
（

実
用

発
電

用
原

子
炉

の
設

置
、

運
転

等
に

関
す

る
規

則
（

以
下

、
「

実
用

炉
規

則
」

と
い

う
。
）

第
８

７
条

第
９

号
に

定
め

る
事

象
が

生
じ

た
場

合
）

 

第
９

１
条

に
定

め
る

異
常

が
発

生
し

た
場

合
 

放
射

性
液

体
廃

棄
物

ま
た

は
放

射
性

気
体

廃
棄

物
に

つ
い

て
放

出
管

理
目

標
値

を
超

え
て

放
出

し
た

場
合

 

外
部

放
射

線
に

係
る

線
量

当
量

率
等

に
異

常
が

認
め

ら
れ

た
場

合
 

 
 

 
 

 
 

表
１

０
－

３
 

記
 

録
 

項
 

目
 

１
．

運
転

日
誌

等
 

(
1
)
 
熱

出
力

 

(
2
)
 
炉

心
の

中
性

子
束

密
度

 

(
3
)
 
炉

心
の

温
度
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関
連
す
る
実
用
炉
規
則
 

保
安
規
定
審
査
基
準
 

原
子
炉
施
設
保
安
規
定
 

社
内
規
定
文
書
 

記
載
す
べ
き
内
容
 

記
載
の
考
え
方
 

該
当
規
定
文
書
 

記
載
内
容
の
概
要
 

(
4
)
 
冷

却
材

入
口

温
度

 

(
5
)
 
冷

却
材

出
口

温
度

 

(
6
)
 
冷

却
材

圧
力

 

(
7
)
 
冷

却
材

流
量

 

(
8
)
 
制

御
棒

位
置

 

(
9
)
 
再

結
合

装
置

内
の

温
度

 

(
1
0
)
 
原

子
炉

に
使

用
し

て
い

る
冷

却
材

の
純

度
お

よ
び

毎
日

の
補

給
量

 

２
．

燃
料

に
係

る
記

録
 

(
1
)
 
原

子
炉

内
に

お
け

る
燃

料
体

の
配

置
 

(
2
)
 
使

用
済

燃
料

の
貯

蔵
施

設
内

に
お

け
る

燃
料

体
の

配
置

 

(
3
)
 
使

用
済

燃
料

の
払

出
し

時
に

お
け

る
放

射
能

の
量

 

３
．

点
検

報
告

書
 

(
1
)
 
運

転
開

始
前

の
点

検
結

果
 

(
2
)
 
運

転
停

止
後

の
点

検
結

果
 

４
．

引
継

日
誌

 

５
．

放
射

線
管

理
に

係
る

記
録

 

(
1
)
 
原

子
炉

本
体

、
使

用
済

燃
料

の
貯

蔵
施

設
、

放
射

性
廃

棄
物

の
廃

棄
施

設
等

の
放

射
線

し
ゃ

へ
い

物
の

側
壁

に
お

け
る

線
量

当
量

率
 

(
2
)
 
管

理
区

域
に

お
け

る
外

部
放

射
線

に
係

る
１

週
間

の
線

量
当

量
、

空
気

中
の

放
射

性
物

質
の

１
週

間
に

つ
い

て
の

平
均

濃
度

お
よ

び
放

射
性

物
質

に
よ

っ
て

汚
染

さ
れ

た
物

の

表
面

の
放

射
性

物
質

の
密

度
 

(
3
)
 
放

射
性

物
質

に
よ

る
汚

染
の

広
が

り
の

防
止

お
よ

び
除

去
を

行
っ

た
場

合
に

は
、

そ
の

状
況

 

６
．

放
射

性
廃

棄
物

管
理

に
係

る
記

録
 

(
1
)
 
放

射
性

廃
棄

物
の

排
気

口
ま

た
は

排
気

監
視

設
備

お
よ

び
排

水
口

ま
た

は
排

水
監

視
設

備
に

お
け

る
放

射
性

物
質

の
１

日
間

お
よ

び
３

月
間

に
つ

い
て

の
平

均
濃

度
 

(
2
)
 
廃

棄
施

設
に

廃
棄

し
た

放
射

性
廃

棄
物

の
種

類
、

当
該

放
射

性
廃

棄
物

に
含

ま
れ

る
放

射
性

物
質

の
数

量
、

当
該

放
射

性
廃

棄
物

を
容

器
に

封
入

し
、

ま
た

は
容

器
と

一
体

的

に
固

型
化

し
た

場
合

に
は

当
該

容
器

の
数

量
お

よ
び

比
重

な
ら

び
に

そ
の

廃
棄

の
場

所

お
よ

び
方

法
 

(
3
)
 
放

射
性

廃
棄

物
を

容
器

に
封

入
し

、
ま

た
は

容
器

に
固

型
化

し
た

場
合

に
は

、
そ

の
方

法
 

(
4
)
 
発

電
所

の
外

に
お

い
て

運
搬

し
た

核
燃

料
物

質
等

の
種

類
別

の
数

量
、

そ
の

運
搬

に
使

用
し

た
容

器
の

種
類

な
ら

び
に

そ
の

運
搬

の
経

路
 

７
．

原
子

炉
施

設
の

巡
視

ま
た

は
点

検
の

結
果

 

８
．

保
安

教
育

の
実

施
報

告
書

 

 
 

 
 

（
原

子
力

発
電

安
全

運
営

委
員

会
）

 

第
 

８
 

条
 

 

【
実

用
炉

規
則

第
9
2
条

第
1
項

第
8
号

ホ
に

て
整

理
】

 

 

 
 

 

 
４

．
電

気
主

任
技

術
者

及
び

ボ
イ

ラ
ー

・
タ

ー
ビ

ン
主

任
技

術
者

が
保

安
の

監
督

の

責
務

を
十

分
に

果
た

す
こ

と
が

で
き

る

よ
う

に
す

る
た

め
、

電
気

事
業

法
第

４

３
条

第
４

項
に

規
定

す
る

要
件

を
満

た

す
こ

と
を

含
め

、
職

務
範

囲
及

び
そ

の

内
容

に
つ

い
て

適
切

に
定

め
ら

れ
て

い

る
こ

と
。
ま

た
、
電

気
主

任
技

術
者

及
び

ボ
イ

ラ
ー

・
タ

ー
ビ

ン
主

任
技

術
者

が

保
安

の
監

督
を

適
切

に
行

う
上

で
、

必

（
原

子
力

発
電

安
全

運
営

委
員

会
）

 

第
 

８
 

条
 

 

【
実

用
炉

規
則

第
9
2
条

第
1
項

第
8
号

ホ
に

て
整

理
】
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関
連
す
る
実
用
炉
規
則
 

保
安
規
定
審
査
基
準
 

原
子
炉
施
設
保
安
規
定
 

社
内
規
定
文
書
 

記
載
す
べ
き
内
容
 

記
載
の
考
え
方
 

該
当
規
定
文
書
 

記
載
内
容
の
概
要
 

要
な

権
限

及
び

組
織

上
の

位
置

付
け

が

な
さ

れ
て

い
る

こ
と

。
 

 
５

．
発

電
用

原
子

炉
主

任
技

術
者

、
電

気
主

任
技

術
者

及
び

ボ
イ

ラ
ー

・
タ

ー
ビ

ン

主
任

技
術

者
が

相
互

の
職

務
に

つ
い

て

情
報

を
共

有
し

、
意

思
疎

通
を

図
る

こ

と
が

定
め

ら
れ

て
い

る
こ

と
。

 

（
原

子
力

発
電

安
全

運
営

委
員

会
）

 

第
 

８
 

条
 

 

【
実

用
炉

規
則

第
9
2
条

第
1
項

第
8
号

ホ
に

て
整

理
】

 

 

（
原

子
炉

主
任

技
術

者
の

職
務

等
）

 

第
 

１
０

 
条

 
 

【
実

用
炉

規
則

第
9
2
条

第
1
項

第
4
号

、
第

1
7
号

に
て

整
理

】
 

 

 
 

 

八
 

発
電

用
原

子
炉

施
設

の
運

転
に

関
す

る
こ

と
で

あ
っ

て
、

次
に

掲
げ

る
も

の
 

実
用

炉
規

則
第

9
2
条

第
1
項

第
8
号

イ
か

ら
ハ

ま
で

 

【
発

電
用

原
子

炉
施

設
の

運
転

に
関

す
る

体
制

、
確

認
す

べ
き

事
項

、
異

状
が

あ
っ

た
場

合
の

措
置

等
】

 

 
 

 
 

イ
 

発
電

用
原

子
炉

の
運

転
を

行
う

体
制

の
整

備

に
関

す
る

こ
と

。
 

ロ
 

発
電

用
原

子
炉

の
運

転
に

当
た

っ
て

確
認

す

べ
き

事
項

及
び

運
転

の
操

作
に

必
要

な
事

項
 

ハ
 

異
状

が
あ

っ
た

場
合

の
措

置
に

関
す

る
こ

と

（
第

十
五

号
に

掲
げ

る
も

の
を

除
く

。
）

。
 

 

２
．
発

電
用

原
子

炉
施

設
の

運
転

管
理

に
係

る
組

織
内

規
程

類
を

作
成

す
る

こ
と

が

定
め

ら
れ

て
い

る
こ

と
。

 

（
運

転
管

理
に

関
す

る
社

内
標

準
の

作
成

）
 

第
 
１

５
 
条

 
各

課
（

室
）

長
（

当
直

課
長

を
除

く
。

）
は

、

次
の

各
号

に
掲

げ
る

原
子

炉
施

設
の

運
転

管
理

に
関

す
る

社

内
標

準
を

作
成

し
、
制

定
・
改

正
に

当
た

っ
て

は
、
第

８
条

第

２
項

に
基

づ
き

運
営

委
員

会
の

確
認

を
得

る
。

 

(
1
)
 
原

子
炉

の
起

動
お

よ
び

停
止

操
作

に
関

す
る

事
項

 

(
2
)
 
巡

視
点

検
に

関
す

る
事

項
 

(
3
)
 
異

常
時

の
措

置
に

関
す

る
事

項
 

(
4
)
 
警

報
発

生
時

の
措

置
に

関
す

る
事

項
 

(
5
)
 
原

子
炉

施
設

の
各

設
備

の
運

転
操

作
に

関
す

る
事

項
 

(
6
)
 
定

期
的

に
実

施
す

る
サ

ー
ベ

イ
ラ

ン
ス

に
関

す
る

事

項
 

(
7
)
 
誤

操
作

の
防

止
に

関
す

る
事

項
 

(
8
)
 
火

災
、
内

部
溢

水
、
火

山
影

響
等

、
そ

の
他

自
然

災
害

お
よ

び
有

毒
ガ

ス
発

生
時

等
の

体
制

の
整

備
に

関
す

る
事

項
 

(
9
)
 
重

大
事

故
等

お
よ

び
大

規
模

損
壊

発
生

時
の

体
制

の

整
備

に
関

す
る

事
項

 

 

・
 
第

4
章

 
運

転
管

理
に

新
規

追

加
さ

れ
た

第
1
8
条

関
連

に
関

す
る

事
項

の
追

記
 
 

・
 
設

置
変

更
許

可
申

請
書

で
前

提
と

し
た

運
転

管
理

事
項

の

反
映

 

・
 
添

付
４

、
５

、
６

、
７

参
照

 

・
 
運

転
管

理
通

達
 

・
 
1
号

及
び

2
号

に
対

す
る

誤
操

作
の

防

止
に

関
す

る
事

項
に

つ
い

て
記

載
す

る
。

 

・
 
1
号

及
び

2
号

に
対

す
る
「

火
災

、
内

部

溢
水

発
生

時
及

び
そ

の
他

自
然

災
害

発
生

時
の

体
制

の
整

備
に

関
す

る
事

項
」
及

び
「

重
大

事
故

等
及

び
大

規
模

損
壊

発
生

時
の

体
制

の
整

備
に

関
す

る
事

項
」

に
つ

い
て

記
載

す
る

。
 

 
５

．
地

震
、
火

災
、
有

毒
ガ

ス
（

予
期

せ
ず

発
生

す
る

も
の

を
含

む
。
）
等

の
発

生
時

に

講
ず

べ
き

措
置

に
つ

い
て

定
め

ら
れ

て
い

る
こ

と
。

 

（
有

毒
ガ

ス
発

生
時

の
体

制
の

整
備

）
 

第
１

８
条

の
３

の
２

 
安

全
・
防

災
室

長
は

、
発

電
所

敷
地

内
に

お
い

て
有

毒
ガ

ス
を

確
認

し
た

場
合
（

以
下

、
「

有
毒

ガ
ス

発
生

時
」
と

い
う

。
）
に

お
け

る
運

転
員

等
の

防
護

の
た

め
の

活
動

※
１
を

行
う

体
制

の
整

備
と

し
て

、
次

の
各

号
を

含
む

計
画

を
策

定
し

、
所

長
の

承
認

を
得

る
。
ま

た
、
計

画
は

、
添

付
２

に
示

す
「

火
災

、
内

部
溢

水
、
火

山
影

響
等

、
自

然
災

害
お

よ
び

有
毒

ガ
ス

発
生

時
の

対
応

に
係

る
実

施
基

準
」

に
従

い
策

定
す

る
。

 
(
1
)
 
有

毒
ガ

ス
発

生
時

に
お

け
る

運
転

員
等

の
防

護
の

た
め

の
活

動
を

行
う

た
め

に
必

要
な

要
員

の
配

置
 

(
2
)
 
有

毒
ガ

ス
発

生
時

に
お

け
る

運
転

員
等

の
防

護
の

た
め

の
活

動
を

行
う

要
員

に
対

す
る

教
育

訓
練

 
(
3
)
 
有

毒
ガ

ス
発

生
時

に
お

け
る

運
転

員
等

の
防

護
の

た
め

の
活

動
を

行
う

た
め

に
必

要
な

資
機

材
の

配
備

 
２

．
各

課
（

室
）
長
（

当
直

課
長

を
除

く
。
）
は

、
前

項
の

計
画

に
基

づ
き

、
有

毒
ガ

ス
発

生
時

に
お

け
る

運
転

員
等

の
防

護
の

た
め

に
必

要
な

体
制

お
よ

び
手

順
の

整
備

を
実

施
す

る
。

 
３

．
各

課
（

室
）
長

は
、
第

２
項

の
活

動
の

実
施

結
果

を
取

り

・
 
設

置
変

更
許

可
申

請
書

に
記

載
さ

れ
た

内
容

を
踏

ま
え

保

安
規

定
に

反
映

す
る

。
 

・
 
運

転
管

理
通

達
 

・
 
1
号

及
び

2
号

に
対

す
る

有
毒

ガ
ス

発

生
時

の
対

応
に

つ
い

て
記

載
す

る
。
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関
連
す
る
実
用
炉
規
則
 

保
安
規
定
審
査
基
準
 

原
子
炉
施
設
保
安
規
定
 

社
内
規
定
文
書
 

記
載
す
べ
き
内
容
 

記
載
の
考
え
方
 

該
当
規
定
文
書
 

記
載
内
容
の
概
要
 

ま
と

め
、
第

１
項

に
定

め
る

事
項

に
つ

い
て

定
期

的
に

評
価

を
行

う
と

と
も

に
、
評

価
の

結
果

に
基

づ
き

必
要

な
措

置
を

講
じ

、
安

全
・
防

災
室

長
に

報
告

す
る

。
安

全
・
防

災
室

長
は

、
第

１
項

に
定

め
る

事
項

に
つ

い
て

定
期

的
に

評
価

を
行

う
と

と
も

に
、
評

価
の

結
果

に
基

づ
き

必
要

な
措

置
を

講
じ

る
。

 
４

．
各

課
（

室
）
長

は
、
有

毒
ガ

ス
の

影
響

に
よ

り
、
原

子
炉

施
設

の
保

安
に

重
大

な
影

響
を

及
ぼ

す
可

能
性

が
あ

る
と

判
断

し
た

場
合

は
、
所

長
、
原

子
炉

主
任

技
術

者
お

よ
び

関
係

課
（

室
）
長

に
連

絡
す

る
と

と
も

に
、
必

要
に

応
じ

て
原

子
炉

停
止

等
の

措
置

に
つ

い
て

協
議

す
る

。
 

 ※
１
：
有

毒
ガ

ス
発

生
時

に
行

う
活

動
を

含
む
（

以
下

、
本

条
に

お
い

て
同

じ
）

。
 

 
 

 添
付

２
 

火
災

、
内

部
溢

水
、
火

山
影

響
等

、
自

然
災

害
お

よ

び
有

毒
ガ

ス
発

生
時

の
対

応
に

係
る

実
施

基
準

（
第

１
８

条
、

第
１

８
条

の
２

、
第

１
８

条
の

２
の

２
、
第

１
８

条
の

３
お

よ

び
第

１
８

条
の

３
の

２
関

連
）

 

 ７
 
有

毒
ガ

ス
 

安
全
・
防

災
室

長
は

、
有

毒
ガ

ス
発

生
時

に
お

け
る

運
転

員

お
よ

び
緊

急
時

対
策

所
で

重
大

事
故

等
に

対
処

す
る

た
め

に

必
要

な
指

示
を

行
う

要
員
（

以
下

、
本

項
に

お
い

て
「

運
転

員

等
」
と

い
う

。
）
の

防
護

の
た

め
の

活
動

を
行

う
体

制
の

整
備

と
し

て
、
次

の
７

．
１

項
か

ら
７

．
４

項
を

含
む

計
画

を
策

定

し
、
所

長
の

承
認

を
得

る
。
ま

た
、
各

課
（

室
）
長

は
、
計

画

に
基

づ
き

、
有

毒
ガ

ス
発

生
時

に
お

け
る

運
転

員
等

の
防

護
の

た
め

の
活

動
を

行
う

た
め

に
必

要
な

体
制

お
よ

び
手

順
の

整

備
を

実
施

す
る

。
 

 ７
．

１
 
要

員
の

配
置

 

所
長

は
、
発

電
所

敷
地

内
に

お
い

て
輸

送
手

段
の

輸
送

容
器

に
保

管
さ

れ
て

い
る

有
毒

ガ
ス

を
発

生
さ

せ
る

お
そ

れ
の

あ

る
有

毒
化

学
物

質
（

以
下

、
「

可
動

源
」
と

い
う

。
）
に

随
行
・

立
会

す
る

者
（

以
下

、
「

立
会

人
」
と

い
う

。
）
お

よ
び

有
毒

ガ
ス

の
発

生
を

終
息

さ
せ

る
た

め
に

必
要

な
措

置
（

以
下

、「
終

息
活

動
」

と
い

う
。

）
を

行
う

要
員

等
を

確
保

す
る

。
 

 ７
．

２
 
教

育
訓

練
の

実
施

 

(
1
)
 
安

全
・
防

災
室

長
は

、
全

所
員

に
対

し
て

、
有

毒
ガ

ス

発
生

時
に

お
け

る
運

転
員

等
の

防
護

の
た

め
の

活
動

に

係
る

教
育

訓
練

を
定

期
的

に
実

施
す

る
。

 

(
2
)
 
安

全
・
防

災
室

長
は

、
運

転
員

等
、
立

会
人

お
よ

び
終

息
活

動
を

行
う

要
員

に
対

し
て

、
有

毒
ガ

ス
発

生
時

に

お
け

る
防

護
具

の
着

用
の

た
め

の
教

育
訓

練
を

定
期

的

に
実

施
す

る
。

 

(
3
)
 
所

長
室

長
は

、
第

１
３

１
条

お
よ

び
第

１
３

２
条

に
基

づ
き

、
発

電
所

の
入

所
者

に
対

し
て

、
有

毒
ガ

ス
発

生
時

の
認

知
・

連
絡

に
係

る
教

育
訓

練
を

入
所

時
に

実
施

す

る
。

 

 ７
．

３
 
資

機
材

の
配

備
 

各
課
（

室
）
長

は
、
有

毒
ガ

ス
発

生
時

に
お

け
る

運
転

員

・
 
設

置
変

更
許

可
申

請
書

の
記

載
を

踏
ま

え
保

安
規

定
に

反

映
す

る
。

 

               

・
 
 

・
 
運

転
管

理
通

達
 

1
号

及
び

2
号

に
対

し
て

重
大

事
故

等

発
生

時
に

お
け

る
原

子
炉

施
設

の
保

全
の

た
め

の
活

動
に

つ
い

て
記

載
す

る
。
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関
連
す
る
実
用
炉
規
則
 

保
安
規
定
審
査
基
準
 

原
子
炉
施
設
保
安
規
定
 

社
内
規
定
文
書
 

記
載
す
べ
き
内
容
 

記
載
の
考
え
方
 

該
当
規
定
文
書
 

記
載
内
容
の
概
要
 

等
の

防
護

の
た

め
の

活
動

を
行

う
た

め
に

必
要

な
防

護
具

そ
の

他
の

必
要

な
資

機
材

を
配

備
す

る
。

 

 ７
．

４
 
手

順
書

の
整

備
 

(
1
)
 
各

課
（

室
）
長
（

当
直

課
長

を
除

く
。
）
は

、
有

毒
ガ

ス
発

生
時

に
お

け
る

運
転

員
等

の
防

護
の

た
め

の
活

動

を
行

う
た

め
に

必
要

な
体

制
の

整
備

と
し

て
、

以
下

の

活
動

を
実

施
す

る
こ

と
を

社
内

標
準

に
定

め
る

。
 

ａ
．

有
毒

ガ
ス

防
護

の
確

認
に

関
す

る
手

順
 

(
a
)
 
各

課
（

室
）
長

は
、
発

電
所

敷
地

内
外

に
お

い
て

貯
蔵

施
設

に
保

管
さ

れ
て

い
る

有
毒

ガ
ス

を
発

生
さ

せ
る

お

そ
れ

の
あ

る
有

毒
化

学
物

質
（

以
下

、
「

固
定

源
」
と

い

う
。
）
に

対
し

て
、
(
b
)
項

、
(
c
)
項

お
よ

び
c
.
項

の
実

施

に
よ

り
、

運
転

員
等

の
吸

気
中

の
有

毒
ガ

ス
濃

度
を

有

毒
ガ

ス
防

護
の

た
め

の
判

断
基

準
値

を
下

回
る

よ
う

に

す
る

。
 

(
b
)
 
各

課
（

室
）
長

は
、
発

電
所

敷
地

内
お

よ
び

中
央

制
御

室
等

か
ら

半
径

１
０

ｋ
ｍ

近
傍

に
新

た
な

有
毒

化
学

物

質
お

よ
び

有
毒

化
学

物
質

の
性

状
、

貯
蔵

状
況

等
の

変

更
を

確
認

し
、
固

定
源

の
見

直
し

が
あ

る
場

合
は

、
有

毒

ガ
ス

が
発

生
し

た
場

合
の

吸
気

中
の

有
毒

ガ
ス

濃
度

評

価
を

実
施

し
、

評
価

結
果

に
基

づ
き

必
要

な
有

毒
ガ

ス

防
護

を
実

施
す

る
。
可

動
源

の
見

直
し

が
あ

る
場

合
は

、

必
要

な
有

毒
ガ

ス
防

護
を

実
施

す
る

。
 

(
c
)
 
各

課
（

室
）
長

は
、
有

毒
ガ

ス
防

護
に

係
る

影
響

評
価

に
お

い
て

、
有

毒
ガ

ス
影

響
を

軽
減

す
る

こ
と

を
期

待

す
る

堰
お

よ
び

覆
い
（

以
下

、
「

防
液

堤
等

」
と

い
う

。
）

に
つ

い
て

、
適

切
に

運
用

管
理

を
実

施
す

る
。

 

ｂ
．

有
毒

ガ
ス

発
生

時
の

防
護

に
関

す
る

手
順

 

(
a
)
 
各

課
（

室
）
長

は
、
可

動
源

に
対

し
て

、
立

会
人

の
随

行
、
通

信
連

絡
手

段
に

よ
る

連
絡

、
中

央
制

御
室

換
気

設

備
（

１
号

炉
お

よ
び

２
号

炉
）
、
中

央
制

御
室

空
調

装
置

（
３

号
炉

お
よ

び
４

号
炉

）
お

よ
び

緊
急

時
対

策
所

換

気
設

備
の

隔
離

、
防

護
具

の
着

用
な

ら
び

に
終

息
活

動

等
の

対
策

を
実

施
す

る
。

 

(
b
)
 
各

課
（

室
）
長

は
、
予

期
せ

ぬ
有

毒
ガ

ス
の

発
生

に
対

し
て

、
防

護
具

の
着

用
お

よ
び

防
護

具
の

バ
ッ

ク
ア

ッ

プ
体

制
整

備
の

対
策

を
実

施
す

る
。

 

ｃ
．

施
設

管
理

、
点

検
 

各
課
（

室
）
長

は
、
有

毒
ガ

ス
防

護
に

係
る

影
響

評
価

に
お

い
て

、
有

毒
ガ

ス
影

響
を

軽
減

す
る

こ
と

を
期

待

す
る

防
液

堤
等

は
、

有
毒

ガ
ス

影
響

を
軽

減
す

る
機

能

を
維

持
す

る
た

め
、

施
設

管
理

計
画

に
基

づ
き

適
切

に

施
設

管
理

、
点

検
を

実
施

す
る

と
と

も
に

、
必

要
に

応
じ

補
修

を
行

う
。

 

 ７
．

５
 
定

期
的

な
評

価
 

(
1
)
 
各

課
（

室
）
長

は
、
７

．
１

項
か

ら
７

．
４

項
の

活
動

の
実

施
結

果
に

つ
い

て
、

１
年

に
１

回
以

上
定

期
的

に

評
価

を
行

う
と

と
も

に
、
評

価
結

果
に

基
づ

き
、
よ

り
適

切
な

活
動

と
な

る
よ

う
に

必
要

に
応

じ
て

、
計

画
の

見

直
し

を
行

い
、

安
全

・
防

災
室

長
に

報
告

す
る

。
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関
連
す
る
実
用
炉
規
則
 

保
安
規
定
審
査
基
準
 

原
子
炉
施
設
保
安
規
定
 

社
内
規
定
文
書
 

記
載
す
べ
き
内
容
 

記
載
の
考
え
方
 

該
当
規
定
文
書
 

記
載
内
容
の
概
要
 

(
2
)
 
安

全
・
防

災
室

長
は

、
各

課
（

室
）
長

か
ら

の
報

告
を

受
け

、
必

要
に

応
じ

て
、

計
画

の
見

直
し

を
行

う
。

 

 ７
．

６
 
原

子
炉

施
設

の
災

害
を

未
然

に
防

止
す

る
た

め
の

措

置
 各
課
（

室
）
長

は
、
有

毒
ガ

ス
の

影
響

に
よ

り
、
原

子

炉
施

設
の

保
安

に
重

大
な

影
響

を
お

よ
ぼ

す
可

能
性

が

あ
る

と
判

断
し

た
場

合
は

、
所

長
、
原

子
炉

主
任

技
術

者

お
よ

び
関

係
課
（

室
）
長

に
連

絡
す

る
と

と
も

に
、
必

要

に
応

じ
て

原
子

炉
停

止
等

の
措

置
に

つ
い

て
協

議
す

る
。

 

 
 

 
 

 （
重

大
事

故
等

発
生

時
の

体
制

の
整

備
）

 

第
１

８
条

の
５

 
社

長
は

、
重

大
事

故
に

至
る

お
そ

れ
が

あ
る

事
故

ま
た

は
重

大
事

故
が

発
生

し
た

場
合
（

以
下

、
「

重
大

事
故

等
発

生
時

」
と

い
う

。
）
に

お
け

る
原

子
炉

施
設

の
保

全
の

た
め

の
活

動
を

行
う

体
制

の
整

備
に

あ
た

っ
て

、
財

産
（

設
備

等
）
保

護
よ

り
も

安
全

を
優

先
す

る
こ

と
を

方
針

と
し

て
定

め
る

。
 

２
．
原

子
力

安
全

部
門

統
括

は
、
添

付
３
「

重
大

事
故

等
お

よ

び
大

規
模

損
壊

対
応

に
係

る
実

施
基

準
」
に

示
す

重
大

事
故

等
発

生
時

に
お

け
る

原
子

炉
主

任
技

術
者

の
職

務
等

に
つ

い
て

計
画

を
定

め
る

。
 

３
．
原

子
炉

主
任

技
術

者
は

、
第

２
項

に
定

め
る

計
画

に
従

い
、

重
大

事
故

等
発

生
時

に
お

け
る

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

を
行

う
た

め
に

必
要

な
職

務
を

誠
実

か
つ

、
最

優

先
に

行
う

こ
と

を
任

務
と

す
る

。
 

４
．
安

全
・
防

災
室

長
は

、
第

１
項

の
方

針
に

基
づ

き
、
重

大

事
故

等
発

生
時

に
お

け
る

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

を
行

う
体

制
の

整
備

と
し

て
、
次

の
各

号
を

含
む

計
画

を
策

定
し

、
所

長
の

承
認

を
得

る
。
ま

た
、
計

画
は

、
添

付

３
に

示
す
「

重
大

事
故

等
お

よ
び

大
規

模
損

壊
対

応
に

係
る

実
施

基
準

」
に

従
い

策
定

す
る

。
 

(
1
)
 
重

大
事

故
等

発
生

時
に

お
け

る
原

子
炉

施
設

の
保

全

の
た

め
の

活
動

を
行

う
た

め
に

必
要

な
要

員
の

配
置

に

関
す

る
次

の
事

項
 

(
a
)
 
要

員
の

役
割

分
担

お
よ

び
責

任
者

の
配

置
に

関
す

る
こ

と
。

 

(
b
)
 
同

時
被

災
に

お
け

る
要

員
の

配
置

に
関

す
る

こ

と
。

 

(
2
)
 (
1
)
の

要
員

に
対

す
る

教
育

訓
練

に
関

す
る

次
の

事
項

 

(
a
)
 
重

大
事

故
等

対
処

施
設

の
使

用
を

開
始

す
る

に
あ

た
っ

て
、
あ

ら
か

じ
め

力
量

の
付

与
の

た
め

の
教

育

訓
練

を
実

施
す

る
※

１
こ

と
。

 

(
b
)
 
力

量
の

維
持

向
上

の
た

め
の

教
育

訓
練

を
年

１
回

以
上

実
施

す
る

こ
と

。
 

(
c
)
 
重

大
事

故
の

発
生

お
よ

び
拡

大
の

防
止

に
必

要
な

措
置

を
実

施
す

る
た

め
に

必
要

な
技

術
的

能
力

を

満
足

す
る

こ
と

お
よ

び
有

効
性

評
価

の
前

提
条

件

を
満

足
す

る
こ

と
を

確
認

す
る

た
め

の
成

立
性

の

・
 
設

置
変

更
許

可
申

請
書

の
記

載
を

踏
ま

え
保

安
規

定
に

反

映
す

る
。

 

               

・
 
 

・
 
運

転
管

理
通

達
 

・
 
1
号

及
び

2
号

に
対

し
て

重
大

事
故

等

発
生

時
に

お
け

る
原

子
炉

施
設

の
保

全
の

た
め

の
活

動
に

つ
い

て
記

載
す

る
。

 

862



保
安

規
定

審
査

基
準
の
要

求
事

項
に
対

す
る

保
安

規
定

へ
の
記

載
内
容

 

 8
 / 

18
 

 

関
連
す
る
実
用
炉
規
則
 

保
安
規
定
審
査
基
準
 

原
子
炉
施
設
保
安
規
定
 

社
内
規
定
文
書
 

記
載
す
べ
き
内
容
 

記
載
の
考
え
方
 

該
当
規
定
文
書
 

記
載
内
容
の
概
要
 

確
認

訓
練
（

以
下

、
「

成
立

性
の

確
認

訓
練

」
と

い

う
。

）
を

年
１

回
以

上
実

施
す

る
こ

と
。

 

(
d
)
 
成

立
性

の
確

認
訓

練
の

実
施

計
画

を
作

成
し

、
原

子
炉

主
任

技
術

者
の

確
認

を
得

て
、
所

長
の

承
認

を

得
る

こ
と

。
 

(
e
)
 
成

立
性

の
確

認
訓

練
の

結
果

を
記

録
し

、
所

長
お

よ
び

原
子

炉
主

任
技

術
者

に
報

告
す

る
こ

と
。

 

(
3
)
 
重

大
事

故
の

発
生

お
よ

び
拡

大
の

防
止

に
必

要
な

措

置
、
ア

ク
セ

ス
ル

ー
ト

の
確

保
、
復

旧
作

業
お

よ
び

支
援

等
の

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

、
な

ら
び

に

必
要

な
資

機
材

の
配

備
に

関
す

る
こ

と
。

 

５
．
各

課
（

室
）
長
（

当
直

課
長

を
除

く
。
）
は

、
第

１
項

の

方
針

に
基

づ
き

、
重

大
事

故
等

発
生

時
に

お
け

る
原

子
炉

施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

を
行

う
体

制
の

整
備

と
し

て
、
次

の
各

号
の

手
順

を
定

め
る

。
ま

た
、
手

順
書

を
定

め
る

に
あ

た
っ

て
は

、
添

付
３

に
示

す
「

重
大

事
故

等
お

よ
び

大
規

模

損
壊

対
応

に
係

る
実

施
基

準
」
に

従
う

と
と

も
に

、
重

大
事

故
等

対
処

設
備

を
使

用
す

る
際

の
切

替
え

の
容

易
性

を
配

慮
し

、
第

４
項

(
1
)
 
(
a
)
の

役
割

に
応

じ
た

内
容

と
す

る
。

 

(
1
)
 
重

大
事

故
等

発
生

時
に

お
け

る
炉

心
の

著
し

い
損

傷

を
防

止
す

る
た

め
の

対
策

に
関

す
る

こ
と

。
 

(
2
)
 
重

大
事

故
等

発
生

時
に

お
け

る
原

子
炉

格
納

容
器

の

破
損

を
防

止
す

る
た

め
の

対
策

に
関

す
る

こ
と

。
 

(
3
)
 
重

大
事

故
等

発
生

時
に

お
け

る
使

用
済

燃
料

ピ
ッ

ト

に
貯

蔵
す

る
燃

料
体

の
著

し
い

損
傷

を
防

止
す

る
た

め

の
対

策
に

関
す

る
こ

と
。

 

(
4
)
 
重

大
事

故
等

発
生

時
に

お
け

る
原

子
炉

停
止

時
に

お

け
る

燃
料

体
の

著
し

い
損

傷
を

防
止

す
る

た
め

の
対

策

に
関

す
る

こ
と

。
 

(
5
)
 
発

生
す

る
有

毒
ガ

ス
か

ら
の

運
転

員
等

の
防

護
に

関

す
る

こ
と

。
 

６
．
各

課
（

室
）
長

は
、
第

４
項

の
計

画
に

基
づ

き
、
重

大
事

故
等

発
生

時
に

お
け

る
原

子
炉

施
設

の
保

全
の

た
め

の
活

動
を

実
施

す
る

と
と

も
に

、
第

４
項

（
1
）

の
要

員
に

第
５

項
の

手
順

を
遵

守
さ

せ
る

。
 

７
．
各

課
（

室
）
長

は
、
第

６
項

の
活

動
の

実
施

結
果

を
取

り

ま
と

め
、
定

期
的

に
評

価
を

行
う

と
と

も
に

、
評

価
の

結
果

に
基

づ
き

必
要

な
措

置
を

講
じ

、
安

全
・
防

災
室

長
に

報
告

す
る

。
安

全
・
防

災
室

長
は

、
第

４
項

に
定

め
る

事
項

に
つ

い
て

定
期

的
に

評
価

を
行

う
と

と
も

に
、
評

価
の

結
果

に
基

づ
き

必
要

な
措

置
を

講
じ

る
。

 

８
．

原
子

力
安

全
部

門
統

括
は

、
第

１
項

の
方

針
に

基
づ

き
、

本
店

が
行

う
支

援
に

関
す

る
活

動
を

行
う

体
制

の
整

備
と

し
て

、
次

の
各

号
を

含
む

計
画

を
策

定
す

る
。
ま

た
、
計

画

は
、
添

付
３

に
示

す
「

重
大

事
故

等
お

よ
び

大
規

模
損

壊
対

応
に

係
る

実
施

基
準

」
に

従
い

策
定

す
る

。
 

(
1
)
 
支

援
に

関
す

る
活

動
を

行
う

た
め

の
役

割
分

担
お

よ
び

責
任

者
の

配
置

に
関

す
る

こ
と

。
 

(
2
)
 
支

援
に

関
す

る
活

動
を

行
う

た
め

の
資

機
材

の
配

備
に

関
す

る
こ

と
。
 

９
．

原
子

力
安

全
部

門
統

括
は

、
第

８
項

の
計

画
に

基
づ

き
、

本
店

が
行

う
支

援
に

関
す

る
活

動
を

行
う

た
め

に
必

要
な
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保
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規
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へ
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載
内
容
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関
連
す
る
実
用
炉
規
則
 

保
安
規
定
審
査
基
準
 

原
子
炉
施
設
保
安
規
定
 

社
内
規
定
文
書
 

記
載
す
べ
き
内
容
 

記
載
の
考
え
方
 

該
当
規
定
文
書
 

記
載
内
容
の
概
要
 

体
制

の
整

備
を

実
施

す
る

。
 

1
0
．
原

子
力

安
全

部
門

統
括

は
、
第

９
項

の
実

施
結

果
を

踏
ま

え
、
第

８
項

に
定

め
る

事
項

に
つ

い
て

定
期

的
に

評
価

を
行

う
と

と
も

に
、
評

価
の

結
果

に
基

づ
き

必
要

な
措

置
を

講
じ

る
。

 

 ※
１
：
重

大
事

故
等

対
処

設
備

を
設

置
も

し
く

は
改

造
す

る
場

合
、

重
大

事
故

等
対

処
設

備
に

係
る

運
転

上
の

制
限

が

適
用

開
始

さ
れ

る
ま

で
に

、
ま

た
は

運
転

員
（

当
直

員
）
、

緊
急

時
対

策
本

部
要

員
も

し
く

は
緊

急
安

全
対

策
要

員

を
新

た
に

認
定

す
る

場
合

は
、

第
１

３
条

第
２

項
お

よ

び
第

４
項

の
体

制
に

入
る

ま
で

に
実

施
す

る
。

 

 
 

添
付

３
（

重
大

事
故

等
お

よ
び

大
規

模
損

壊
対

応
に

係
る

実

施
基

準
（

第
1
8
条

の
5
お

よ
び

第
1
8
条

の
6
関

連
）

）
 

 １
．

３
 

手
順

書
の

整
備

 

(
1
)
 
各

課
（

室
）
長
（

当
直

課
長

を
除

く
。
）
は

、
重

大
事

故

等
発

生
時

に
お

い
て

、
事

象
の

種
類

お
よ

び
事

象
の

進
展

に
応

じ
て

、
重

大
事

故
等

に
的

確
か

つ
柔

軟
に

対
処

す
る

た
め

の
内

容
を

社
内

標
準

に
定

め
る

。
 

ま
た

、
重

大
事

故
等

の
対

処
に

関
す

る
事

項
に

つ
い

て
、

使
用

主
体

に
応

じ
た

内
容

を
社

内
標

準
に

定
め

る
。

 

（
中

略
）

 
ケ

 
安

全
・
防

災
室

長
お

よ
び

発
電

室
長

は
、
有

毒
ガ

ス
発

生
時

に
、

事
故

対
策

に
必

要
な

各
種

の
指

示
・

操
作

を
行

う
こ

と
が

で
き

る
よ

う
、
運

転
員
（

当
直

員
）
、

緊
急

時
対

策
本

部
要

員
お

よ
び

緊
急

安
全

対
策

要
員

の
吸

気
中

の
有

毒
ガ

ス
濃

度
を

有
毒

ガ
ス

防
護

の
た

め
の

判
断

基
準

値
以

下
と

す
る

た
め

の
手

順
お

よ
び

体
制

を
社

内
標

準
に

定
め

る
。

 
(
ｱ
)
 

安
全
・
防

災
室

長
は

、
発

電
所

敷
地

内
外

の
固

定
源

に
対

し
て

、
有

毒
化

学
物

質
の

確
認

、
防

液
堤

等
の

運
用

管
理

お
よ

び
防

液
堤

等
の

施
設

管
理

の
実

施
に

よ
り

、
運

転
員
（

当
直

員
）
、
緊

急
時

対
策

本
部

要
員

お
よ

び
緊

急
安

全
対

策
要

員
の

吸
気

中
の

有
毒

ガ
ス

濃
度

を
有

毒
ガ

ス
防

護
の

た
め

の
判

断
基

準
値

を
下

回
る

よ
う

に
す

る
手

順
お

よ
び

体
制

を
社

内
標

準
に

定
め

る
。

 
(
ｲ
)
 

安
全
・
防

災
室

長
お

よ
び

発
電

室
長

は
、
可

動
源

に
対

し
て

、
運

転
員
（

当
直

員
）
お

よ
び

緊
急

時
対

策
本

部
要

員
が

事
故

対
策

に
必

要
な

各
種

の
指

示
・
操

作
を

行
う

こ
と

が
で

き
る

よ
う

立
会

人
の

随
行

、
通

信
連

絡
手

段
に

よ
る

連
絡

、
中

央
制

御
室

換
気

設
備

（
１

号
炉

お
よ

び
２

号
炉

）
、

中
央

制
御

室
空

調
装

置
（

３
号

炉
お

よ
び

４
号

炉
）

お
よ

び
緊

急
時

対
策

所
換

気
設

備
の

隔
離

、
防

護
具

の
着

用
な

ら
び

に
終

息
活

動
等

の
手

順
を

社
内

標
準

に
定

め
る

。
 

(
ｳ
)
 

安
全
・
防

災
室

長
お

よ
び

発
電

室
長

は
、
予

期
せ

ぬ
有

毒
ガ

ス
の

発
生

に
お

い
て

も
、

運
転

員
（

当
直

員
）
お

よ
び

緊
急

時
対

策
本

部
要

員
の

う
ち

初
動

対
応

を
行

う
要

員
に

対
し

て
配

備
し

た
防

護
具

を
着

用
す

る
こ

と
な

ら
び

に
防

護
具

の
バ

ッ
ク

ア
ッ

プ
体

制
を

整
備

す
る

こ
と

に
よ

り
、

事
故

対
策

に
必

要
な

各
種

の
指

示
・
操

作
を

行
う

こ
と

が
で

き
る

よ
う

手
順

お
よ

び
体

制
を

社
内

・
 
設

置
変

更
許

可
申

請
書

の
記

載
を

踏
ま

え
保

安
規

定
に

反

映
す

る
。

 

               

・
 
 

・
 
運

転
管

理
通

達
 

・
 
1
号

及
び

2
号

に
対

し
て

重
大

事
故

等

発
生

時
に

お
け

る
原

子
炉

施
設

の
保

全
の

た
め

の
活

動
に

つ
い

て
記

載
す

る
。
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保
安

規
定

審
査

基
準
の
要

求
事

項
に
対

す
る

保
安

規
定

へ
の
記

載
内
容

 

 1
0 

/ 1
8 

 

関
連
す
る
実
用
炉
規
則
 

保
安
規
定
審
査
基
準
 

原
子
炉
施
設
保
安
規
定
 

社
内
規
定
文
書
 

記
載
す
べ
き
内
容
 

記
載
の
考
え
方
 

該
当
規
定
文
書
 

記
載
内
容
の
概
要
 

標
準

に
定

め
る

。
 

(
ｴ
)
 

安
全
・
防

災
室

長
は

、
有

毒
ガ

ス
の

発
生

に
よ

る
異

常
を

検
知

し
た

場
合

は
、
運

転
員
（

当
直

員
）

に
連

絡
し

、
運

転
員
（

当
直

員
）
が

通
信

連
絡

設
備

に
よ

り
、
発

電
所

内
の

必
要

な
要

員
に

有
毒

ガ
ス

の
発

生
を

周
知

す
る

手
順

を
社

内
標

準
に

定
め

る
。

 
(
ｵ
)
 

安
全
・
防

災
室

長
は

、
常

設
設

備
と

接
続

す
る

屋
外

に
設

け
ら

れ
た

可
搬

型
重

大
事

故
等

対
処

設
備
（

原
子

炉
建

屋
の

外
か

ら
水

ま
た

は
電

力
を

供
給

す
る

も
の

に
限

る
。
）

の
接

続
を

行
う

地
点

に
お

け
る

緊
急

安
全

対
策

要
員

の
有

毒
ガ

ス
防

護
の

た
め

、
１

．
２
（

1
)
項

で
配

備
す

る
薬

品
保

護
具

を
着

用
す

る
手

順
を

社
内

標
準

に
定

め
る

。
 

（
以

下
略

）
 

 

ホ
 

発
電

用
原

子
炉

施
設

の
運

転
の

安
全

審
査

に

関
す

る
こ

と
。

 

 

実
用

炉
規

則
第

9
2
条

第
1
項

第
8
号

ホ
 

【
発

電
用

原
子

炉
施

設
の

運
転

の
安

全

審
査

】
 

 
 

 
 

 
１

．
発

電
用

原
子

炉
施

設
の

保
安

に
関

す
る

重
要

事
項

及
び

発
電

用
原

子
炉

施
設

の
保

安
運

営
に

関
す

る
重

要
事

項
を

審
議

す
る

委
員

会
の

設
置

、
構

成
及

び
審

議
事

項
に

つ

い
て

定
め

ら
れ

て
い

る
こ

と
。

 

（
原

子
力

発
電

安
全

運
営

委
員

会
）

 

第
 

８
 

条
 

発
電

所
に

原
子

力
発

電
安

全
運

営
委

員
会
（

以

下
、
「

運
営

委
員

会
」

と
い

う
。
）

を
設

置
す

る
。

 

２
．
運

営
委

員
会

は
、
発

電
所

に
お

け
る

原
子

炉
施

設
の

保
安

運
営

に
関

す
る

次
の

事
項

を
審

議
し

、
確

認
す

る
。
た

だ
し

、

委
員

会
で

審
議

し
た

事
項

も
し

く
は

あ
ら

か
じ

め
運

営
委

員
会

に
お

い
て

定
め

た
軽

微
な

事
項

は
、
審

議
事

項
に

該
当

し
な

い
。

 

(
1
)
 
運

転
管

理
に

関
す

る
社

内
標

準
の

制
定

お
よ

び
改

正
 

(
a
)
 
運

転
員

の
構

成
人

員
に

関
す

る
事

項
 

(
b
)
 
当

直
の

引
継

方
法

に
関

す
る

事
項

 

(
c
)
 
原

子
炉

の
起

動
お

よ
び

停
止

操
作

に
関

す
る

事

項
 

(
d
)
 
巡

視
点

検
に

関
す

る
事

項
 

(
e
)
 
異

常
時

の
措

置
に

関
す

る
事

項
 

(
f
)
 
警

報
発

生
時

の
措

置
に

関
す

る
事

項
 

(
g
)
 
原

子
炉

施
設

の
各

設
備

の
運

転
操

作
に

関
す

る

事
項

 

(
h
)
 
定

期
的

に
実

施
す

る
サ

ー
ベ

イ
ラ

ン
ス

に
関

す

る
事

項
 

・
 
設

置
変

更
許

可
申

請
書

で
前

提
と

し
た

運
転

管
理

事
項

の

反
映

 
 

・
 
第

4
章

 
運

転
管

理
に

新
規

追

加
さ

れ
た

第
1
8
条

関
連

に
関

す
る

事
項

の
追

記
 

 

・
 
内

部
コ

ミ
ュ

ニ
ケ

ー
シ

ョ

ン
通

達
 

・
 
1
号

及
び

2
号

に
対

し
て
「

運
転

管
理

に

関
す

る
社

内
基

準
の

制
定

及
び

改
正

」

の
項

目
に
「

誤
操

作
防

止
に

関
す

る
事

項
」
、
「

火
災

、
内

部
溢

水
発

生
時

及

び
そ

の
他

自
然

災
害

発
生

時
の

体
制

の
整

備
に

関
す

る
事

項
」
及

び
「

重
大

事
故

等
及

び
大

規
模

損
壊

発
生

時
の

体
制

の
整

備
に

関
す

る
事

項
」
を

記
載

す
る

。
 

 

 
 

(
i
)
 
誤

操
作

の
防

止
に

関
す

る
事

項
 

(
j
)
 
火

災
、

内
部

溢
水

発
生

時
、

そ
の

他
自

然
災

害
お

よ
び

有
毒

ガ
ス

発
生

時
の

体
制

の
整

備
に

関
す

る
事

項
 

(
k
)
 
重

大
事

故
等

お
よ

び
大

規
模

損
壊

発
生

時
の

体
制

の
整

備
に

関
す

る
事

項
 

 

【
以

下
、

省
略

】
 

 
 

 

十
一

 
線

量
、
線

量
当

量
、
放

射
性

物
質

の
濃

度
及

び

放
射

性
物

質
に

よ
っ

て
汚

染
さ

れ
た

物
の

表
面

の

放
射

性
物

質
の

密
度

の
監

視
並

び
に

汚
染

の
除

去

に
関

す
る

こ
と

。
 

実
用

炉
規

則
第

9
2
条

第
1
項

第
1
1
号

 

【
線

量
、

線
量

当
量

、
汚

染
の

除
去

等
】
 

 
 

 
 

 
９

．
汚

染
拡

大
防

止
の

た
め

の
放

射
線

防
護

上
、

必
要

な
措

置
が

定
め

ら
れ

て
い

る

添
付

３
 

重
大

事
故

等
お

よ
び

大
規

模
損

壊
対

応
に

係
る

実

施
基

準
（

第
１

８
条

の
５

お
よ

び
第

１
８

条
の

６
関

連
）

 

 
・
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保
安

規
定

審
査

基
準
の
要

求
事

項
に
対

す
る

保
安

規
定

へ
の
記

載
内
容

 

 1
1 

/ 1
8 

 

関
連
す
る
実
用
炉
規
則
 

保
安
規
定
審
査
基
準
 

原
子
炉
施
設
保
安
規
定
 

社
内
規
定
文
書
 

記
載
す
べ
き
内
容
 

記
載
の
考
え
方
 

該
当
規
定
文
書
 

記
載
内
容
の
概
要
 

こ
と

。
 

 【
実

用
炉

規
則

第
9
2
条

第
1
項

第
8
号

イ
～

ハ
、
第

1
6
号

に
て

整

理
】

 

 
十

六
 

設
計

想
定

事
象

、
重

大
事

故
等

又
は

大
規

模
損

壊
に

係
る

発
電

用
原

子
炉

施
設

の
保

全
に

関
す

る

措
置

に
関

す
る

こ
と

。
 

 

 

実
用

炉
規

則
第

9
2
条

第
1
項

第
1
6
号

 

【
設

計
想

定
事

象
等

に
係

る
発

電
用

原
子

炉
施

設
の

保
全

に
関

す
る

措
置

】
 

 
 

 
 

 
１

．
許

可
を

受
け

た
と

こ
ろ

に
よ

る
基

本
設

計
な

い
し

基
本

的
設

計
方

針
に

則
し

た
対

策
が

機
能

す
る

よ
う

、
想

定
す

る
事

象
に

応

じ
て

、
次

に
掲

げ
る

措
置

を
講

ず
る

こ
と

が

定
め

ら
れ

て
い

る
こ

と
。

 

【
以

下
参

照
】

 
 

 
 

 
（

１
）
発

電
用

原
子

炉
施

設
の

必
要

な
機

能

を
維

持
す

る
た

め
の

活
動

に
関

す
る

計
画

を
策

定
し

、
要

員
を

配
置

す
る

と
と

も
に

、

計
画

に
従

っ
て

必
要

な
活

動
を

行
わ

せ
る

こ
と

。
特

に
、
当

該
計

画
に

は
、
次

に
掲

げ

る
事

項
を

含
め

る
こ

と
。

 

【
以

下
参

照
】

 
 

 
 

 
イ

 
火

災
 

可
燃

物
の

管
理

、
消

防
吏

員
へ

の
通

報
、

消
火

又
は

延
焼

の
防

止
そ

の
他

消
防

隊
が

火
災

の
現

場
に

到
着

す
る

ま
で

に
行

う
活

動
に

関
す

る
こ

と
。

 

添
付

２
 

火
災

、
内

部
溢

水
、
火

山
影

響
等

、
自

然
災

害
お

よ

び
有

毒
ガ

ス
発

生
時

の
対

応
に

係
る

実
施

基
準

（
第

１
８

条
、

第
１

８
条

の
２

、
第

１
８

条
の

２
の

２
、
第

１
８

条
の

３
お

よ

び
第

１
８

条
の

３
の

２
関

連
）

 

 【
実

用
炉

規
則

第
9
2
条

第
1
項

第
8
号

イ
～

ハ
に

て
整

理
】

 

  

・
 
 

・
 
 

・
 
 

 
ロ

 
火

山
現

象
に

よ
る

影
響

（
影

響
が

発

生
す

る
お

そ
れ

を
含

む
。
以

下
「

火
山

影
響

等
」

と
い

う
。

）
 

①
 
火

山
影

響
等

発
生

時
に

お
け

る
非

常
用

交
流

動
力

電
源

設
備

の
機

能

を
維

持
す

る
た

め
の

対
策

に
関

す

る
こ

と
。

 

②
 
①

に
掲

げ
る

も
の

の
ほ

か
、

火
山

影
響

等
発

生
時

に
お

け
る

代
替

電

源
設

備
そ

の
他

の
炉

心
を

冷
却

す

る
た

め
に

必
要

な
設

備
の

機
能

を

維
持

す
る

た
め

の
対

策
に

関
す

る

こ
と

。
 

③
 
②

に
掲

げ
る

も
の

の
ほ

か
、

火
山

影
響

等
発

生
時

に
交

流
動

力
電

源

が
喪

失
し

た
場

合
に

お
け

る
炉

心

の
著

し
い

損
傷

を
防

止
す

る
た

め

の
対

策
に

関
す

る
こ

と
。
 

添
付

２
 

火
災

、
内

部
溢

水
、
火

山
影

響
等

、
自

然
災

害
お

よ

び
有

毒
ガ

ス
発

生
時

の
対

応
に

係
る

実
施

基
準

（
第

１
８

条
、

第
１

８
条

の
２

、
第

１
８

条
の

２
の

２
、
第

１
８

条
の

３
お

よ

び
第

１
８

条
の

３
の

２
関

連
）

 

 【
実

用
炉

規
則

第
9
2
条

第
1
項

第
8
号

イ
～

ハ
に

て
整

理
】

 

 

・
 
 

・
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
ハ

 
重

大
事

故
に

至
る

お
そ

れ
の

あ
る

事

故
（

運
転

時
の

異
常

な
過

渡
変

化
及

び

設
計

基
準

事
故

を
除

く
。
）
又

は
重

大

（
重

大
事

故
等

発
生

時
の

体
制

の
整

備
）

 

第
１

８
条

の
５

 
社

長
は

、
重

大
事

故
に

至
る

お
そ

れ
が

あ
る

事
故

ま
た

は
重

大
事

故
が

発
生

し
た

場
合
（

以
下

、
「

重
大

・
 
設

置
変

更
許

可
申

請
書

の
記

載
を

踏
ま

え
保

安
規

定
に

反

映
す

る
。

 

・
 
運

転
管

理
通

達
 

・
 
1
号

及
び

2
号

に
対

し
て

重
大

事
故

等

発
生

時
に

お
け

る
原

子
炉

施
設

の
保

全
の

た
め

の
活

動
に

つ
い

て
記

載
す
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安

規
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審
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基
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の
要

求
事

項
に
対

す
る

保
安

規
定

へ
の
記

載
内
容
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関
連
す
る
実
用
炉
規
則
 

保
安
規
定
審
査
基
準
 

原
子
炉
施
設
保
安
規
定
 

社
内
規
定
文
書
 

記
載
す
べ
き
内
容
 

記
載
の
考
え
方
 

該
当
規
定
文
書
 

記
載
内
容
の
概
要
 

事
故
（

以
下
「

重
大

事
故

等
」
と

い
う

。
）
 

①
 
重

大
事

故
等

発
生

時
に

お
け

る
炉

心
の

著
し

い
損

傷
を

防
止

す
る

た

め
の

対
策

に
関

す
る

こ
と

。
 

②
 
重

大
事

故
等

発
生

時
に

お
け

る
原

子
炉

格
納

容
器

の
破

損
を

防
止

す

る
た

め
の

対
策

に
関

す
る

こ
と

。
 

③
 
重

大
事

故
等

発
生

時
に

お
け

る
使

用
済

燃
料

貯
蔵

設
備

に
貯

蔵
す

る

燃
料

体
の

著
し

い
損

傷
を

防
止

す

る
た

め
の

対
策

に
関

す
る

こ
と

。
 

④
 
重

大
事

故
等

発
生

時
に

お
け

る
原

子
炉

停
止

時
の

燃
料

体
の

著
し

い

損
傷

を
防

止
す

る
た

め
の

対
策

に

関
す

る
こ

と
。

 

⑤
 
重

大
事

故
等

（
原

子
炉

建
屋

へ
の

故
意

に
よ

る
大

型
航

空
機

の
衝

突

そ
の

他
の

テ
ロ

リ
ズ

ム
に

よ
る

も

の
を

除
く

。
）
発

生
時

に
お

け
る

特

定
重

大
事

故
等

対
処

施
設

を
用

い

た
対

策
（

上
記

①
か

ら
④

ま
で

の
対

策
に

関
す

る
こ

と
を

含
む

。
）
に

関

す
る

こ
と

。
 

⑥
 
発

生
す

る
有

毒
ガ

ス
か

ら
の

運
転

員
等

の
防

護
に

関
す

る
こ

と
。
 

事
故

等
発

生
時

」
と

い
う

。
）
に

お
け

る
原

子
炉

施
設

の
保

全
の

た
め

の
活

動
を

行
う

体
制

の
整

備
に

あ
た

っ
て

、
財

産
（

設
備

等
）
保

護
よ

り
も

安
全

を
優

先
す

る
こ

と
を

方
針

と
し

て
定

め
る

。
 

２
．
原

子
力

安
全

部
門

統
括

は
、
添

付
３
「

重
大

事
故

等
お

よ

び
大

規
模

損
壊

対
応

に
係

る
実

施
基

準
」
に

示
す

重
大

事
故

等
発

生
時

に
お

け
る

原
子

炉
主

任
技

術
者

の
職

務
等

に
つ

い
て

計
画

を
定

め
る

。
 

３
．
原

子
炉

主
任

技
術

者
は

、
第

２
項

に
定

め
る

計
画

に
従

い
、

重
大

事
故

等
発

生
時

に
お

け
る

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

を
行

う
た

め
に

必
要

な
職

務
を

誠
実

か
つ

、
最

優

先
に

行
う

こ
と

を
任

務
と

す
る

。
 

４
．
安

全
・
防

災
室

長
は

、
第

１
項

の
方

針
に

基
づ

き
、
重

大

事
故

等
発

生
時

に
お

け
る

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

を
行

う
体

制
の

整
備

と
し

て
、
次

の
各

号
を

含
む

計
画

を
策

定
し

、
所

長
の

承
認

を
得

る
。
ま

た
、
計

画
は

、
添

付

３
に

示
す
「

重
大

事
故

等
お

よ
び

大
規

模
損

壊
対

応
に

係
る

実
施

基
準

」
に

従
い

策
定

す
る

。
 

(
1
)
 
重

大
事

故
等

発
生

時
に

お
け

る
原

子
炉

施
設

の
保

全

の
た

め
の

活
動

を
行

う
た

め
に

必
要

な
要

員
の

配
置

に

関
す

る
次

の
事

項
 

(
a
)
 
要

員
の

役
割

分
担

お
よ

び
責

任
者

の
配

置
に

関
す

る
こ

と
。

 

(
b
)
 
同

時
被

災
に

お
け

る
要

員
の

配
置

に
関

す
る

こ

と
。

 

(
2
)
 (
1
)
の

要
員

に
対

す
る

教
育

訓
練

に
関

す
る

次
の

事
項

 

(
a
)
 
重

大
事

故
等

対
処

施
設

の
使

用
を

開
始

す
る

に
あ

た
っ

て
、
あ

ら
か

じ
め

力
量

の
付

与
の

た
め

の
教

育

訓
練

を
実

施
す

る
※

１
こ

と
。

 

(
b
)
 
力

量
の

維
持

向
上

の
た

め
の

教
育

訓
練

を
年

１
回

以
上

実
施

す
る

こ
と

。
 

(
c
)
 
重

大
事

故
の

発
生

お
よ

び
拡

大
の

防
止

に
必

要
な

措
置

を
実

施
す

る
た

め
に

必
要

な
技

術
的

能
力

を

満
足

す
る

こ
と

お
よ

び
有

効
性

評
価

の
前

提
条

件

を
満

足
す

る
こ

と
を

確
認

す
る

た
め

の
成

立
性

の

確
認

訓
練
（

以
下

、
「

成
立

性
の

確
認

訓
練

」
と

い

う
。

）
を

年
１

回
以

上
実

施
す

る
こ

と
。

 

(
d
)
 
成

立
性

の
確

認
訓

練
の

実
施

計
画

を
作

成
し

、
原

子
炉

主
任

技
術

者
の

確
認

を
得

て
、
所

長
の

承
認

を

得
る

こ
と

。
 

(
e
)
 
成

立
性

の
確

認
訓

練
の

結
果

を
記

録
し

、
所

長
お

よ
び

原
子

炉
主

任
技

術
者

に
報

告
す

る
こ

と
。

 

(
3
)
 
重

大
事

故
の

発
生

お
よ

び
拡

大
の

防
止

に
必

要
な

措

置
、
ア

ク
セ

ス
ル

ー
ト

の
確

保
、
復

旧
作

業
お

よ
び

支
援

等
の

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

、
な

ら
び

に

必
要

な
資

機
材

の
配

備
に

関
す

る
こ

と
。

 

５
．
各

課
（

室
）
長
（

当
直

課
長

を
除

く
。
）
は

、
第

１
項

の

方
針

に
基

づ
き

、
重

大
事

故
等

発
生

時
に

お
け

る
原

子
炉

施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

を
行

う
体

制
の

整
備

と
し

て
、
次

の
各

号
の

手
順

を
定

め
る

。
ま

た
、
手

順
書

を
定

め
る

に
あ

た
っ

て
は

、
添

付
３

に
示

す
「

重
大

事
故

等
お

よ
び

大
規

模

損
壊

対
応

に
係

る
実

施
基

準
」
に

従
う

と
と

も
に

、
重

大
事

               

 

る
。
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関
連
す
る
実
用
炉
規
則
 

保
安
規
定
審
査
基
準
 

原
子
炉
施
設
保
安
規
定
 

社
内
規
定
文
書
 

記
載
す
べ
き
内
容
 

記
載
の
考
え
方
 

該
当
規
定
文
書
 

記
載
内
容
の
概
要
 

故
等

対
処

設
備

を
使

用
す

る
際

の
切

替
え

の
容

易
性

を
配

慮
し

、
第

４
項

(
1
)
 
(
a
)
の

役
割

に
応

じ
た

内
容

と
す

る
。

 

(
1
)
 
重

大
事

故
等

発
生

時
に

お
け

る
炉

心
の

著
し

い
損

傷

を
防

止
す

る
た

め
の

対
策

に
関

す
る

こ
と

。
 

(
2
)
 
重

大
事

故
等

発
生

時
に

お
け

る
原

子
炉

格
納

容
器

の

破
損

を
防

止
す

る
た

め
の

対
策

に
関

す
る

こ
と

。
 

(
3
)
 
重

大
事

故
等

発
生

時
に

お
け

る
使

用
済

燃
料

ピ
ッ

ト

に
貯

蔵
す

る
燃

料
体

の
著

し
い

損
傷

を
防

止
す

る
た

め

の
対

策
に

関
す

る
こ

と
。

 

(
4
)
 
重

大
事

故
等

発
生

時
に

お
け

る
原

子
炉

停
止

時
に

お

け
る

燃
料

体
の

著
し

い
損

傷
を

防
止

す
る

た
め

の
対

策

に
関

す
る

こ
と

。
 

(
5
)
 
発

生
す

る
有

毒
ガ

ス
か

ら
の

運
転

員
等

の
防

護
に

関

す
る

こ
と

。
 

６
．
各

課
（

室
）
長

は
、
第

４
項

の
計

画
に

基
づ

き
、
重

大
事

故
等

発
生

時
に

お
け

る
原

子
炉

施
設

の
保

全
の

た
め

の
活

動
を

実
施

す
る

と
と

も
に

、
第

４
項

（
1
）

の
要

員
に

第
５

項
の

手
順

を
遵

守
さ

せ
る

。
 

７
．
各

課
（

室
）
長

は
、
第

６
項

の
活

動
の

実
施

結
果

を
取

り

ま
と

め
、
定

期
的

に
評

価
を

行
う

と
と

も
に

、
評

価
の

結
果

に
基

づ
き

必
要

な
措

置
を

講
じ

、
安

全
・
防

災
室

長
に

報
告

す
る

。
安

全
・
防

災
室

長
は

、
第

４
項

に
定

め
る

事
項

に
つ

い
て

定
期

的
に

評
価

を
行

う
と

と
も

に
、
評

価
の

結
果

に
基

づ
き

必
要

な
措

置
を

講
じ

る
。

 

８
．

原
子

力
安

全
部

門
統

括
は

、
第

１
項

の
方

針
に

基
づ

き
、

本
店

が
行

う
支

援
に

関
す

る
活

動
を

行
う

体
制

の
整

備
と

し
て

、
次

の
各

号
を

含
む

計
画

を
策

定
す

る
。
ま

た
、
計

画

は
、
添

付
３

に
示

す
「

重
大

事
故

等
お

よ
び

大
規

模
損

壊
対

応
に

係
る

実
施

基
準

」
に

従
い

策
定

す
る

。
 

(
1
)
 
支

援
に

関
す

る
活

動
を

行
う

た
め

の
役

割
分

担
お

よ
び

責
任

者
の

配
置

に
関

す
る

こ
と

。
 

(
2
)
 
支

援
に

関
す

る
活

動
を

行
う

た
め

の
資

機
材

の
配

備
に

関
す

る
こ

と
。
 

９
．

原
子

力
安

全
部

門
統

括
は

、
第

８
項

の
計

画
に

基
づ

き
、

本
店

が
行

う
支

援
に

関
す

る
活

動
を

行
う

た
め

に
必

要
な

体
制

の
整

備
を

実
施

す
る

。
 

1
0
．
原

子
力

安
全

部
門

統
括

は
、
第

９
項

の
実

施
結

果
を

踏
ま

え
、
第

８
項

に
定

め
る

事
項

に
つ

い
て

定
期

的
に

評
価

を
行

う
と

と
も

に
、
評

価
の

結
果

に
基

づ
き

必
要

な
措

置
を

講
じ

る
。

 

 ※
１
：
重

大
事

故
等

対
処

設
備

を
設

置
も

し
く

は
改

造
す

る
場

合
、

重
大

事
故

等
対

処
設

備
に

係
る

運
転

上
の

制
限

が

適
用

開
始

さ
れ

る
ま

で
に

、
ま

た
は

運
転

員
（

当
直

員
）
、

緊
急

時
対

策
本

部
要

員
も

し
く

は
緊

急
安

全
対

策
要

員

を
新

た
に

認
定

す
る

場
合

は
、

第
１

３
条

第
２

項
お

よ

び
第

４
項

の
体

制
に

入
る

ま
で

に
実

施
す

る
。

 

 

 
 

添
付

３
（

重
大

事
故

等
お

よ
び

大
規

模
損

壊
対

応
に

係
る

実

施
基

準
（

第
1
8
条

の
5
お

よ
び

第
1
8
条

の
6
関

連
）

）
 

 １
．

３
 

手
順

書
の

整
備

 

・
 
設

置
変

更
許

可
申

請
書

の
記

載
を

踏
ま

え
保

安
規

定
に

反

映
す

る
。

 

 

運
転

管
理

通
達

 
1
号

及
び

2
号

に
対

し
て

重
大

事
故

等

発
生

時
に

お
け

る
原

子
炉

施
設

の
保

全
の

た
め

の
活

動
に

つ
い

て
記

載
す

る
。
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関
連
す
る
実
用
炉
規
則
 

保
安
規
定
審
査
基
準
 

原
子
炉
施
設
保
安
規
定
 

社
内
規
定
文
書
 

記
載
す
べ
き
内
容
 

記
載
の
考
え
方
 

該
当
規
定
文
書
 

記
載
内
容
の
概
要
 

(
1
)
 
各

課
（

室
）
長
（

当
直

課
長

を
除

く
。
）
は

、
重

大
事

故

等
発

生
時

に
お

い
て

、
事

象
の

種
類

お
よ

び
事

象
の

進
展

に
応

じ
て

、
重

大
事

故
等

に
的

確
か

つ
柔

軟
に

対
処

す
る

た
め

の
内

容
を

社
内

標
準

に
定

め
る

。
 

ま
た

、
重

大
事

故
等

の
対

処
に

関
す

る
事

項
に

つ
い

て
、

使
用

主
体

に
応

じ
た

内
容

を
社

内
標

準
に

定
め

る
。

 

（
中

略
）

 
ケ

 
安

全
・
防

災
室

長
お

よ
び

発
電

室
長

は
、
有

毒
ガ

ス
発

生
時

に
、

事
故

対
策

に
必

要
な

各
種

の
指

示
・

操
作

を
行

う
こ

と
が

で
き

る
よ

う
、
運

転
員
（

当
直

員
）
、

緊
急

時
対

策
本

部
要

員
お

よ
び

緊
急

安
全

対
策

要
員

の
吸

気
中

の
有

毒
ガ

ス
濃

度
を

有
毒

ガ
ス

防
護

の
た

め
の

判
断

基
準

値
以

下
と

す
る

た
め

の
手

順
お

よ
び

体
制

を
社

内
標

準
に

定
め

る
。

 
(
ｱ
)
 

安
全
・
防

災
室

長
は

、
発

電
所

敷
地

内
外

の
固

定
源

に
対

し
て

、
有

毒
化

学
物

質
の

確
認

、
防

液
堤

等
の

運
用

管
理

お
よ

び
防

液
堤

等
の

施
設

管
理

の
実

施
に

よ
り

、
運

転
員
（

当
直

員
）
、
緊

急
時

対
策

本
部

要
員

お
よ

び
緊

急
安

全
対

策
要

員
の

吸
気

中
の

有
毒

ガ
ス

濃
度

を
有

毒
ガ

ス
防

護
の

た
め

の
判

断
基

準
値

を
下

回
る

よ
う

に
す

る
手

順
お

よ
び

体
制

を
社

内
標

準
に

定
め

る
。

 
(
ｲ
)
 

安
全
・
防

災
室

長
お

よ
び

発
電

室
長

は
、
可

動
源

に
対

し
て

、
運

転
員
（

当
直

員
）
お

よ
び

緊
急

時
対

策
本

部
要

員
が

事
故

対
策

に
必

要
な

各
種

の
指

示
・
操

作
を

行
う

こ
と

が
で

き
る

よ
う

立
会

人
の

随
行

、
通

信
連

絡
手

段
に

よ
る

連
絡

、
中

央
制

御
室

換
気

設
備

（
１

号
炉

お
よ

び
２

号
炉

）
、

中
央

制
御

室
空

調
装

置
（

３
号

炉
お

よ
び

４
号

炉
）

お
よ

び
緊

急
時

対
策

所
換

気
設

備
の

隔
離

、
防

護
具

の
着

用
な

ら
び

に
終

息
活

動
等

の
手

順
を

社
内

標
準

に
定

め
る

。
 

(
ｳ
)
 

安
全
・
防

災
室

長
お

よ
び

発
電

室
長

は
、
予

期
せ

ぬ
有

毒
ガ

ス
の

発
生

に
お

い
て

も
、

運
転

員
（

当
直

員
）
お

よ
び

緊
急

時
対

策
本

部
要

員
の

う
ち

初
動

対
応

を
行

う
要

員
に

対
し

て
配

備
し

た
防

護
具

を
着

用
す

る
こ

と
な

ら
び

に
防

護
具

の
バ

ッ
ク

ア
ッ

プ
体

制
を

整
備

す
る

こ
と

に
よ

り
、

事
故

対
策

に
必

要
な

各
種

の
指

示
・
操

作
を

行
う

こ
と

が
で

き
る

よ
う

手
順

お
よ

び
体

制
を

社
内

標
準

に
定

め
る

。
 

(
ｴ
)
 

安
全
・
防

災
室

長
は

、
有

毒
ガ

ス
の

発
生

に
よ

る
異

常
を

検
知

し
た

場
合

は
、
運

転
員
（

当
直

員
）

に
連

絡
し

、
運

転
員
（

当
直

員
）
が

通
信

連
絡

設
備

に
よ

り
、
発

電
所

内
の

必
要

な
要

員
に

有
毒

ガ
ス

の
発

生
を

周
知

す
る

手
順

を
社

内
標

準
に

定
め

る
。

 
(
ｵ
)
 

安
全
・
防

災
室

長
は

、
常

設
設

備
と

接
続

す
る

屋
外

に
設

け
ら

れ
た

可
搬

型
重

大
事

故
等

対
処

設
備
（

原
子

炉
建

屋
の

外
か

ら
水

ま
た

は
電

力
を

供
給

す
る

も
の

に
限

る
。
）

の
接

続
を

行
う

地
点

に
お

け
る

緊
急

安
全

対
策

要
員

の
有

毒
ガ

ス
防

護
の

た
め

、
１

．
２
（

1
)
項

で
配

備
す

る
薬

品
保

護
具

を
着

用
す

る
手

順
を

社
内

標
準

に
定

め
る

。
 

（
以

下
略

）
 

 

               

 
ニ

 
大

規
模

な
自

然
災

害
又

は
故

意
に

よ

る
大

型
航

空
機

の
衝

突
そ

の
他

の
テ

添
付

３
 

重
大

事
故

等
お

よ
び

大
規

模
損

壊
対

応
に

係
る

実

施
基

準
（

第
１

８
条

の
５

お
よ

び
第

１
８

条
の

６
関

連
）
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関
連
す
る
実
用
炉
規
則
 

保
安
規
定
審
査
基
準
 

原
子
炉
施
設
保
安
規
定
 

社
内
規
定
文
書
 

記
載
す
べ
き
内
容
 

記
載
の
考
え
方
 

該
当
規
定
文
書
 

記
載
内
容
の
概
要
 

ロ
リ

ズ
ム

に
よ

る
発

電
用

原
子

炉
施

設
の

大
規

模
な

損
壊
（

以
下
「

大
規

模

損
壊

」
と

い
う

。
）

 

①
 
大

規
模

損
壊

発
生

時
に

お
け

る
大

規
模

な
火

災
が

発
生

し
た

場
合

に

お
け

る
消

火
活

動
に

関
す

る
こ

と
。
 

②
 
大

規
模

損
壊

発
生

時
に

お
け

る
炉

心
の

著
し

い
損

傷
を

緩
和

す
る

た

め
の

対
策

に
関

す
る

こ
と

。
 

③
 
大

規
模

損
壊

発
生

時
に

お
け

る
原

子
炉

格
納

容
器

の
破

損
を

緩
和

す

る
た

め
の

対
策

に
関

す
る

こ
と

。
 

④
 
大

規
模

損
壊

発
生

時
に

お
け

る
使

用
済

燃
料

貯
蔵

槽
の

水
位

を
確

保

す
る

た
め

の
対

策
及

び
燃

料
体

の

著
し

い
損

傷
を

緩
和

す
る

た
め

の

対
策

に
関

す
る

こ
と

。
 

⑤
 
大

規
模

損
壊

発
生

時
に

お
け

る
放

射
性

物
質

の
放

出
を

低
減

す
る

た

め
の

対
策

に
関

す
る

こ
と

。
 

⑥
 
重

大
事

故
等

（
原

子
炉

建
屋

へ
の

故
意

に
よ

る
大

型
航

空
機

の
衝

突

そ
の

他
の

テ
ロ

リ
ズ

ム
に

よ
る

も

の
に

限
る

。
）
発

生
時

に
お

け
る

特

定
重

大
事

故
等

対
処

施
設

を
用

い

た
対

策
に

関
す

る
こ

と
。
 

 【
実

用
炉

規
則

第
9
2
条

第
1
項

第
8
号

イ
～

ハ
、
第

1
6
号

に
て

整

理
】

 

 

 

 
（

４
）
必

要
な

機
能

を
維

持
す

る
た

め
の

活

動
を

行
う

た
め

に
必

要
な

電
源

車
、

消
防

自
動

車
、
化

学
消

防
自

動
車

、
泡

消
火

薬
剤

、
消

火
ホ

ー
ス

、
照

明
器

具
、
無

線
機

器
、
フ

ィ
ル

タ
ー

そ
の

他

の
資

機
材

を
備

え
付

け
る

こ
と

。
 

・
第

１
８

条
の

５
（

重
大

事
故

等
発

生
時

の
体

制
の

整
備

）
 

・
添

付
２

 
火

災
、

内
部

溢
水

、
火

山
影

響
等

、
自

然
災

害

お
よ

び
有

毒
ガ

ス
発

生
時

の
対

応
に

係
る

実
施

基
準

 

（
第

1
8
条

、
第

1
8
条

の
2
、

第
1
8
条

の
2
の

2
、

第
1
8
条

の
3
、

第
1
8
条

の
3
の

2
関

連
）

 

・
添

付
３

 
重

大
事

故
等

お
よ

び
大

規
模

損
壊

対
応

に
係

る

実
施

基
準

（
第

１
８

条
の

５
お

よ
び

第
１

８
条

の
６

関

連
）

 

 

【
実

用
炉

規
則

第
9
2
条

第
1
項

第
8
号

イ
～

ハ
、

第
1
6
号

関
連

】
 

 
 

 

 
（

５
）
そ

の
他

必
要

な
機

能
を

維
持

す
る

た

め
の

活
動

を
行

う
た

め
に

必
要

な
体

制
を

整
備

す
る

こ
と

。
 

[
(
1
)
に

同
じ

]
 

 
 

 

十
七

 
発

電
用

原
子

炉
施

設
に

係
る

保
安
（

保
安

規
定

の
遵

守
状

況
を

含
む

。
）
に

関
す

る
適

正
な

記
録

及

び
報

告
（

第
百

三
十

四
条

各
号

に
掲

げ
る

事
故

故
障

等
の

事
象

及
び

こ
れ

ら
に

準
ず

る
も

の
が

発
生

し

た
場

合
の

経
営

責
任

者
へ

の
報

告
を

含
む

。
）
に

関

す
る

こ
と

。
 

実
用

炉
規

則
第

9
2
条

第
1
項

第
1
7
号

 

【
記

録
及

び
報

告
】

 

 
 

 
 

 
３

．
発

電
所

長
及

び
発

電
用

原
子

炉
主

任
技

術
者

に
報

告
す

べ
き

事
項

が
定

め
ら

れ
て

い
る

こ
と

。
 

 

（
原

子
炉

主
任

技
術

者
の

職
務

等
）

 

第
 
１

０
 
条

 
原

子
炉

主
任

技
術

者
は

、
原

子
炉

施
設

の
運

転

に
関

し
保

安
の

監
督

を
誠

実
に

、
か

つ
、
最

優
先

に
行

う
こ

と
を

任
務

と
し

、
次

の
職

務
を

遂
行

す
る

。
 

(
1
)
 
原

子
炉

施
設

の
運

転
に

関
し

保
安

上
必

要
な

場
合
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保
安

規
定

審
査

基
準
の
要

求
事

項
に
対

す
る

保
安

規
定

へ
の
記

載
内
容

 

 1
6 

/ 1
8 

 

関
連
す
る
実
用
炉
規
則
 

保
安
規
定
審
査
基
準
 

原
子
炉
施
設
保
安
規
定
 

社
内
規
定
文
書
 

記
載
す
べ
き
内
容
 

記
載
の
考
え
方
 

該
当
規
定
文
書
 

記
載
内
容
の
概
要
 

は
、
運

転
に

従
事

す
る

者
（

所
長

を
含

む
。
以

下
、
本

条

に
お

い
て

同
じ

。
）

へ
指

示
す

る
。

 

(
2
)
 
表

１
０

－
１

に
定

め
る

事
項

に
つ

い
て

、
所

長
の

承

認
に

先
立

ち
確

認
す

る
。

 

(
3
)
 
表

１
０

－
２

に
定

め
る

事
項

に
つ

い
て

、
各

課
（

室
）

長
か

ら
の

報
告

内
容

等
を

確
認

す
る

。
 

(
4
)
 
表

１
０

－
３

に
示

す
記

録
の

内
容

を
確

認
す

る
。

 

(
5
)
 
そ

の
他

原
子

炉
施

設
の

運
転

に
関

し
保

安
の

監
督

に

必
要

な
職

務
を

行
う

。
 

２
．
原

子
炉

主
任

技
術

者
は

次
の

場
合

に
お

い
て

原
子

力
事

業

本
部

長
に

報
告

を
行

う
。

 

(
1
)
 
前

項
(
1
)
の

職
務

を
遂

行
す

べ
き

状
況

が
生

じ
た

場

合
 

(
2
)
 
第

１
３

４
条

第
１

項
(
1
)
か

ら
(
5
)
の

報
告

を
受

け
た

場
合

 

３
．
原

子
炉

施
設

の
運

転
に

従
事

す
る

者
は

、
原

子
炉

主
任

技

術
者

が
そ

の
保

安
の

た
め

に
す

る
指

示
に

従
う

。
 

 
 

４
．
原

子
炉

主
任

技
術

者
、
電

気
主

任
技

術
者

お
よ

び
ボ

イ
ラ

ー
・
タ

ー
ビ

ン
主

任
技

術
者

は
、
相

互
の

職
務

に
つ

い
て

情

報
共

有
を

行
い

、
意

思
疎

通
を

図
る

。
 

 

・
 
新

規
制

基
準

を
踏

ま
え

て

「
各

条
文

に
て

1
号

及
び

2
号

原
子

炉
主

任
技

術
者

に
報

告
、
確

認
を

求
め

る
事

項
」
を

反
映

す
る

。
 

・
 
安

全
管

理
通

達
 

・
 
新

規
制

基
準

を
踏

ま
え

て
「

各
条

文
に

て
1
号

及
び

2
号

原
子

炉
主

任
技

術
者

に
報

告
、
確

認
を

求
め

る
事

項
」
を

反

映
す

る
。

 

 
 

表
１

０
－

１
 

条
文

 
内

容
 

第
１

３
条

（
運

転
員

等
の

確
保

）
 

第
５

項
お

よ
び

第
７

項
に

定
め

る
体

制
の

構
築

 

第
１

８
条

の
５

（
重

大
事

故
等

発
生

時
の

体

制
の

整
備

）
 

第
４

項
に

定
め

る
成

立
性

の
確

認
訓

練
の

実
施

計
画

 

第
１

８
条

の
６

（
大

規
模

損
壊

発
生

時
の

体

制
の

整
備

）
 

第
１

項
に

定
め

る
技

術
的

能
力

の
確

認
訓

練
の

実
施

計
画

 

第
２

４
条

（
制

御
棒

の
挿

入
限

界
）

 
制

御
棒

の
挿

入
限

界
 

第
３

２
条

（
軸

方
向

中
性

子
束

出
力

偏
差

）
 

軸
方

向
中

性
子

束
出

力
偏

差
の

目
標

範
囲

お
よ

び
許

容
運

転
制

限
範

囲
 

第
３

６
条

（
１

次
冷

却
材

の
温

度
・

圧
力

お
よ

び
１

次
冷

却
材

温
度

変
化

率
）

 

１
次

冷
却

材
温

度
・

圧
力

の
制

限
範

囲
 

第
７

２
条

（
燃

料
取

扱
建

屋
空

気
浄

化
系

）
 

照
射

終
了

後
の

所
定

期
間

 

第
９

３
条

（
異

常
収

束
後

の
措

置
）

 
原

子
炉

の
再

起
動

 

第
９

５
条

（
新

燃
料

の
貯

蔵
）

 
第

２
項

に
定

め
る

燃
料

移
動

の
実

施
計

画
 

第
９

７
条

（
燃

料
の

取
替

等
）

 
第

１
項

に
定

め
る

燃
料

装
荷

実
施

計
画

 

第
２

項
お

よ
び

第
４

項
に

定
め

る
取

替
炉

心
の

安
全

性
評

価
の

結
果

 

第
６

項
に

定
め

る
燃

料
移

動
の

実
施

計
画

 

第
９

８
条

（
使

用
済

燃
料

の
貯

蔵
）

 
第

２
項

に
定

め
る

燃
料

移
動

の
実

施
計

画
 

第
１

０
５

条
の

２
（

管
理

区
域

の
設

定
・

解

除
）

 

第
５

項
に

定
め

る
一

時
的

な
管

理
区

域
の

設

定
・

解
除

 

第
７

項
に

定
め

る
管

理
区

域
の

設
定

・
解

除
 

第
１

３
１

条
（

所
員

へ
の

保
安

教
育

）
 

所
員

へ
の

保
安

教
育

実
施

計
画

 

第
１

３
２

条
（

請
負

会
社

従
業

員
へ

の
保

安
教

育
）

 

請
負

会
社

従
業

員
へ

の
保

安
教

育
実

施
計

画
 

 
 

 
 

 
 

表
１

０
－

２
 

条
文

 
内

容
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保
安

規
定

審
査

基
準
の
要

求
事

項
に
対

す
る

保
安

規
定

へ
の
記

載
内
容
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関
連
す
る
実
用
炉
規
則
 

保
安
規
定
審
査
基
準
 

原
子
炉
施
設
保
安
規
定
 

社
内
規
定
文
書
 

記
載
す
べ
き
内
容
 

記
載
の
考
え
方
 

該
当
規
定
文
書
 

記
載
内
容
の
概
要
 

第
１

８
条

（
火

災
発

生
時

の
体

制
の

整
備

）
 
火

災
が

発
生

し
た

場
合

に
講

じ
た

措
置

の
結

果
 

第
１

８
条

の
２

（
内

部
溢

水
発

生
時

の
体

制

の
整

備
）

 

内
部

溢
水

が
発

生
し

た
場

合
に

講
じ

た
措

置
の

結

果
 

第
１

８
条

の
３

（
そ

の
他

自
然

災
害

発
生

時

等
の

体
制

の
整

備
）

 

地
震

、
津

波
、

竜
巻

お
よ

び
火

山
（

降
灰

）
等

が

発
生

し
た

場
合

に
講

じ
た

措
置

の
結

果
 

第
１

８
条

の
３

の
２

（
有

毒
ガ

ス
発

生
時

の

体
制

の
整

備
）

 

有
毒

ガ
ス

が
発

生
し

た
場

合
に

講
じ

た
措

置
の

結

果
 

第
１

８
条

の
５

（
重

大
事

故
等

発
生

時
の

体

制
の

整
備

）
 

第
４

項
に

定
め

る
成

立
性

の
確

認
訓

練
の

結
果

 

第
１

８
条

の
６

（
大

規
模

損
壊

発
生

時
の

体

制
の

整
備

）
 

第
１

項
に

定
め

る
技

術
的

能
力

の
確

認
訓

練
の

結

果
 

第
８

５
条

（
重

大
事

故
等

対
処

設
備

）
 

要
求

さ
れ

る
代

替
措

置
の

確
認

 

第
８

８
条

（
運

転
上

の
制

限
を

満
足

し
な

い

場
合

）
 

第
１

１
項

に
定

め
る

運
転

上
の

制
限

を
満

足
し

て

い
る

と
判

断
し

た
場

合
 

第
１

１
項

に
定

め
る

原
子

炉
熱

出
力

の
上

昇
ま

た

は
原

子
炉

起
動

状
態

へ
近

づ
く

モ
ー

ド
へ

の
移

行
 

第
８

９
条

（
予

防
保

全
を

目
的

と
し

た
点

検
・

保
修

を
実

施
す

る
場

合
）

 

第
２

項
に

定
め

る
必

要
な

安
全

措
置

 

第
１

１
項

に
定

め
る

運
転

上
の

制
限

外
か

ら
復

帰

し
て

い
る

と
判

断
し

た
場

合
 

第
９

１
条

（
異

常
時

の
基

本
的

な
対

応
）

 
異

常
が

発
生

し
た

場
合

の
原

因
調

査
お

よ
び

対
応

措
置

 

第
９

２
条

（
異

常
時

の
措

置
）

 
異

常
の

収
束

 

第
１

３
４

条
（

報
告

）
 

運
転

上
の

制
限

を
満

足
し

て
い

な
い

と
判

断
し

た

場
合

（
実

用
発

電
用

原
子

炉
の

設
置

、
運

転
等

に

関
す

る
規

則
（

以
下

、
「

実
用

炉
規

則
」

と
い

う
。
）

第
８

７
条

第
９

号
に

定
め

る
事

象
が

生
じ

た
場

合
）

 

第
９

１
条

に
定

め
る

異
常

が
発

生
し

た
場

合
 

放
射

性
液

体
廃

棄
物

ま
た

は
放

射
性

気
体

廃
棄

物

に
つ

い
て

放
出

管
理

目
標

値
を

超
え

て
放

出
し

た

場
合

 

外
部

放
射

線
に

係
る

線
量

当
量

率
等

に
異

常
が

認

め
ら

れ
た

場
合

 

実
用

炉
規

則
第

１
３

４
条

第
２

号
か

ら
第

１
４

号

に
定

め
る

報
告

事
象

が
生

じ
た

場
合

 

 
 

 
 

表
１

０
－

３
 

記
 

録
 

項
 

目
 

１
．

運
転

日
誌

等
 

(
1
)
 
熱

出
力

 

(
2
)
 
炉

心
の

中
性

子
束

密
度

 

(
3
)
 
炉

心
の

温
度

 

(
4
)
 
冷

却
材

入
口

温
度

 

(
5
)
 
冷

却
材

出
口

温
度

 

(
6
)
 
冷

却
材

圧
力

 

(
7
)
 
冷

却
材

流
量

 

(
8
)
 
制

御
棒

位
置

 

(
9
)
 
再

結
合

装
置

内
の

温
度

 

(
1
0
)
 
原

子
炉

に
使

用
し

て
い

る
冷

却
材

の
純

度
お

よ
び

毎
日

の
補

給
量

 

２
．

燃
料

に
係

る
記

録
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保
安

規
定

審
査

基
準
の
要

求
事

項
に
対

す
る

保
安

規
定

へ
の
記

載
内
容
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関
連
す
る
実
用
炉
規
則
 

保
安
規
定
審
査
基
準
 

原
子
炉
施
設
保
安
規
定
 

社
内
規
定
文
書
 

記
載
す
べ
き
内
容
 

記
載
の
考
え
方
 

該
当
規
定
文
書
 

記
載
内
容
の
概
要
 

(
1
)
 
原

子
炉

内
に

お
け

る
燃

料
体

の
配

置
 

(
2
)
 
使

用
済

燃
料

の
貯

蔵
施

設
内

に
お

け
る

燃
料

体
の

配
置

 

(
3
)
 
使

用
済

燃
料

の
払

出
し

時
に

お
け

る
放

射
能

の
量

 

３
．

点
検

報
告

書
 

(
1
)
 
運

転
開

始
前

の
点

検
結

果
 

(
2
)
 
運

転
停

止
後

の
点

検
結

果
 

４
．

引
継

日
誌

 

５
．

放
射

線
管

理
に

係
る

記
録

 

(
1
)
 
原

子
炉

本
体

、
使

用
済

燃
料

の
貯

蔵
施

設
、

放
射

性
廃

棄
物

の
廃

棄
施

設
等

の
放

射
線

し
ゃ

へ
い

物
の

側
壁

に
お

け
る

線
量

当
量

率
 

(
2
)
 
管

理
区

域
に

お
け

る
外

部
放

射
線

に
係

る
１

週
間

の
線

量
当

量
、

空
気

中
の

放
射

性
物

質
の

１
週

間
に

つ
い

て
の

平
均

濃
度

お
よ

び
放

射
性

物
質

に
よ

っ
て

汚
染

さ
れ

た
物

の

表
面

の
放

射
性

物
質

の
密

度
 

(
3
)
 
放

射
性

物
質

に
よ

る
汚

染
の

広
が

り
の

防
止

お
よ

び
除

去
を

行
っ

た
場

合
に

は
、

そ
の

状
況

 

６
．

放
射

性
廃

棄
物

管
理

に
係

る
記

録
 

(
1
)
 
放

射
性

廃
棄

物
の

排
気

口
ま

た
は

排
気

監
視

設
備

お
よ

び
排

水
口

ま
た

は
排

水
監

視
設

備
に

お
け

る
放

射
性

物
質

の
１

日
間

お
よ

び
３

月
間

に
つ

い
て

の
平

均
濃

度
 

(
2
)
 
廃

棄
施

設
に

廃
棄

し
た

放
射

性
廃

棄
物

の
種

類
、

当
該

放
射

性
廃

棄
物

に
含

ま
れ

る
放

射
性

物
質

の
数

量
、

当
該

放
射

性
廃

棄
物

を
容

器
に

封
入

し
、

ま
た

は
容

器
と

一
体

的

に
固

型
化

し
た

場
合

に
は

当
該

容
器

の
数

量
お

よ
び

比
重

な
ら

び
に

そ
の

廃
棄

の
場

所

お
よ

び
方

法
 

(
3
)
 
放

射
性

廃
棄

物
を

容
器

に
封

入
し

、
ま

た
は

容
器

に
固

型
化

し
た

場
合

に
は

、
そ

の
方

法
 

(
4
)
 
発

電
所

の
外

に
お

い
て

運
搬

し
た

核
燃

料
物

質
等

の
種

類
別

の
数

量
、

そ
の

運
搬

に
使

用
し

た
容

器
の

種
類

な
ら

び
に

そ
の

運
搬

の
経

路
 

７
．

原
子

炉
施

設
の

巡
視

ま
た

は
点

検
の

結
果

 

８
．

保
安

教
育

の
実

施
報

告
書
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添付３－１  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

上流文書（設置変更許可申請書）から保安規定への記載内容 

【有毒ガス】 
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１．上流文書（設置変更許可申請書）から保安規定への記載方針 
 

設置変更許可申請書（ＤＢ、技術的能力）の記載内容から保安規定に記載すべき内容を整理する

に当たっては、保安規定変更に係る基本方針を受け、以下の方針により記載する。 
 

（１）保安規定変更に係る基本方針の内容（抜粋） 
1. はじめに 

設置変更許可申請書で確認された原子炉施設の安全性が、運転段階においても継続して確保

されることを担保するために必要な事項を保安規定に要求事項として規定 
 

2.2.1  保安規定に記載すべき事項 
保安規定に法令等へ適合することを確認した内容の行為者及び行為内容を定める 

 
（２）保安規定の記載方針 

上述の「保安規定変更に係る基本方針」を受け、具体的には、以下の方針で記載する。 
① 設置許可本文は、規制要求事項であるため、設置許可本文のうち運用に係る事項について実施

手段も含めて網羅するように保安規定に記載する。 

ただし、例示や多様性拡張設備等に相当する部分の記載は任意とする。 

 

② 設置許可の添付書類は、直接の規制要求ではないが、（1）項の基本方針に沿って、要求事項に

適合するための行為内容の部分は保安規定に記載し、実施手段に相当する部分は必要に応じて 2

次文書他に記載する。 

 

③ 保安規定の記載にあっては、保安規定本文には保安規定審査基準にて要求されている内容に応

じた記載（行為内容の骨子）とし、具体的な行為内容は、保安規定添付 2および添付 3 に記載す

る。 

 

④ 設置許可本文、添付書類の図、表は、法令等へ適合することを確認した内容の行為者および

行為内容に係る部分を保安規定に添付する。 

ただし、同図、表の内容が保安規定に記載されている場合は任意とする。 
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２．保安規定の記載方針フォーマットの説明 
 

項  目 説 明 内 容 

設置変更許可申請書 

【本文】 

○「黒字」により、設置変更許可申請書（本文）の内容を記載する。 

〇「下線」により、設置変更許可申請書における変更申請箇所を明

確にする。 

○「青字」により、変更申請箇所のうち、保安規定および関連する

社内規定文書（2次文書）に記載すべき内容を明確にする。 

○「緑字」により、変更申請箇所のうち、関連する社内規定文書（2

次文書）に記載すべき内容を明確にする。 

設置変更許可申請書 

【添付書類】 
○「黒字」により、設置変更許可申請書（添付書類）の内容を記載

する。 

〇「下線」により、変更申請箇所を明確にする。 

○「青字」により、変更申請箇所のうち、保安規定および関連する

社内規定文書（2次文書）に記載すべき内容を明確にする。 

○「緑字」により、変更申請箇所のうち、関連する社内規定文書（2

次文書）に記載すべき内容を明確にする。 

原
子
炉
施
設
保
安
規
定 

記載すべき内容 ○「黒字」により、保安規定に記載すべき内容を記載する。 

また、記載に当たっては、文書の体系がわかる範囲で記載する。 

〇「赤字」により、保安規定変更箇所を明確にする。 
○「青下線」により、要求事項を実施する行為者を明確にする。 

記載の考え方 ○保安規定に記載すべき内容の記載の考え方を記載する。 
○社内規定文書（2次文書）に記載すべき内容の記載の考え方を記

載する。 
○保安規定及び社内規定文書（2次文書）他に記載しない場合の考

え方を記載する。 

社
内
規
定
文
書 

該当規定文書 ○該当する社内規定文書（2 次文書）を記載する。 
○「（新規）」により、新規に制定した社内規定文書を明確にする。 
○「（既存）」により、既存の社内規定文書を改正したものを明確に

する。 

記載内容の概要 ○関連する社内規定文書（2 次文書）の具体的な記載内容を記載す

る。 
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３．上流文書（設置変更許可申請書）から保安規定への記載内容 
 

上流文書（設置変更許可申請書） 
（１） 本文五号 ＋ 添付書類八（6.10 制御室） 
（２） 本文五号 ＋ 添付書類八（10.10 緊急時対策所） 
（３） 本文十号 ＋ 添付書類十（5.1 重大事故等対策） 
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（
１

）
本

文
五

号
 

＋
 

添
付

書
類
八

（
6.

10
 

制
御

室
）

 
設

置
変

更
許

可
申

請
書

（
本

文
）

 

R
0
2
.
0
1
.
2
9
許

可
 

設
置

変
更

許
可

申
請

書
（

添
付

書
類

）
 

R
0
2
.
0
1
.
2
9
許

可
 

原
子

炉
施

設
保

安
規

定
 

社
内

規
定

文
書

 

記
載

す
べ

き
内

容
 

記
載

の
考

え
方

 
該

当
規

定
文

書
 

記
載

内
容

の
概

要
 

ロ
．

発
電

用
原

子
炉

施
設

の
一

般
構

造
 

(
3
)
 
そ

の
他

の
主

要
な

構
造

 

(
ⅰ

)
 
本

原
子

炉
施

設
は

、
(
1
)
 
耐

震
構

造
、

(
2
)
 
耐

津
波

構
造

に
加

え
、
以

下
の

基
本

的
方

針
の

基
に

安
全

設
計

を
行

う
。

 

a
.
 
設

計
基

準
対

象
施

設
 

(
u
)
 
中

央
制

御
室

 

中
央

制
御

室
は

、
設

計
基

準
対

象

施
設

の
健

全
性

を
確

認
す

る
た

め
に

必
要

な
パ

ラ
メ

ー
タ

を
監

視
で

き
る

と
と

も
に

、
原

子
炉

施
設

の
安

全
性

を
確

保
す

る
た

め
に

必
要

な
操

作
を

手
動

に
よ

り
行

う
こ

と
が

で
き

る
設

計
と

す
る

。
ま

た
、

原
子

炉
施

設
の

外
部

の
状

況
を

把
握

す
る

た
め

、
監

視
カ

メ
ラ

、
気

象
観

測
設

備
及

び
Ｆ

Ａ
Ｘ

等
を

設
置

し
、

中
央

制
御

室
か

ら
原

子
炉

施
設

に
影

響
を

及
ぼ

す
可

能
性

の
あ

る
自

然
現

象
等

を
把

握
で

き
る

設
計

と
す

る
。

 

原
子

炉
施

設
に

は
、

火
災

そ
の

他

の
異

常
な

状
態

に
よ

り
中

央
制

御
室

が
使

用
で

き
な

い
場

合
に

お
い

て
、

中
央

制
御

室
以

外
の

場
所

か
ら

、
原

子
炉

を
高

温
停

止
の

状
態

に
直

ち
に

移
行

さ
せ

、
及

び
必

要
な

パ
ラ

メ
ー

タ
を

想
定

さ
れ

る
範

囲
内

に
制

御

し
、

そ
の

後
、

原
子

炉
を

安
全

な
低

温
停

止
の

状
態

に
移

行
さ

せ
、

及
び

低
温

停
止

の
状

態
を

維
持

さ
せ

る
た

め
に

必
要

な
機

能
を

有
す

る
装

置
を

設
け

る
設

計
と

す
る

。
 

１
次

冷
却

系
統

に
係

る
原

子
炉

施

設
の

損
壊

又
は

故
障

そ
の

他
の

異
常

が
発

生
し

た
場

合
に

原
子

炉
の

運
転

の
停

止
そ

の
他

の
原

子
炉

施
設

の
安

全
性

を
確

保
す

る
た

め
の

措
置

を
と

る
た

め
、

従
事

者
が

支
障

な
く

中
央

制
御

室
に

入
る

こ
と

が
で

き
る

よ
う

に
す

る
と

と
も

に
、

中
央

制
御

室
内

に
と

ど
ま

り
必

要
な

操
作

、
措

置
を

行
う

こ
と

が
で

き
る

設
計

と
す

る
。

 

中
央

制
御

室
は

、
有

毒
ガ

ス
が

運

転
員

に
及

ぼ
す

影
響

に
よ

り
、

運
転

員
の

対
処

能
力

が
著

し
く

低
下

し
、

安
全

施
設

の
安

全
機

能
が

損
な

わ
れ

る
こ

と
が

な
い

設
計

と
す

る
。

 

そ
の

た
め

に
、

敷
地

内
外

に
お

い

て
貯

蔵
施

設
に

保
管

さ
れ

て
い

る
有

毒
ガ

ス
を

発
生

さ
せ

る
お

そ
れ

の
あ

る
有

毒
化

学
物

質
（

以
下

「
固

定

源
」

と
い

う
。

）
及

び
敷

地
内

に
お

い
て

輸
送

手
段

の
輸

送
容

器
に

保
管

       6
.
 
計

測
制

御
系

統
施

設
 

6
.
1
0
 
制

御
室

 

6
.
1
0
.
1
 
通

常
運

転
時

等
 

6
.
1
0
.
1
.
2
 
中

央
制

御
室

 

6
.
1
0
.
1
.
2
.
1
 
設

計
方

針
 

中
央

制
御

室
及

び
中

央
制

御
盤

は
、
以

下

の
方

針
を

満
足

す
る

よ
う

に
設

計
す

る
。

 

(
1
)
 
原

子
炉

施
設

の
通

常
運

転
時

、
運

転

時
の

異
常

な
過

渡
変

化
時

及
び

設
計

基
準

事
故

時
の

対
応

に
必

要
な

計
測

制
御

装
置

を
、
中

央
制

御
盤

上
で

集
中

監
視

及
び

制
御

が
行

え
る

よ
う

に
設

計
す

る
。

 

(
2
)
 
中

央
制

御
盤

の
配

置
及

び
操

作
器

具

の
盤

面
配

置
等

に
つ

い
て

は
人

間
工

学
的

な
操

作
性

を
考

慮
し

設
計

す
る

。

ま
た

、
中

央
制

御
室

に
て

同
時

に
も

た

ら
さ

れ
る

環
境

条
件
（

地
震

、
内

部
火

災
、
内

部
溢

水
、
外

部
電

源
喪

失
及

び

外
部

火
災

に
伴

う
ば

い
煙

や
有

毒
ガ

ス
、

降
下

火
砕

物
並

び
に

有
毒

ガ
ス

）

を
想

定
し

て
も

安
全

施
設

を
容

易
に

操
作

す
る

こ
と

が
可

能
な

よ
う

に
設

計
す

る
。

 

(
3
)
 
原

子
炉

施
設

に
影

響
を

及
ぼ

す
可

能

性
が

あ
る

と
想

定
さ

れ
る

自
然

現
象

等
や

発
電

所
構

内
の

状
況

を
昼

夜
に

わ
た

り
把

握
す

る
こ

と
が

で
き

る
設

計
と

す
る

。
 

(
4
)「

実
用

発
電

用
原

子
炉

及
び

そ
の

附
属

施
設

の
位

置
、
構

造
及

び
設

備
の

基
準

に
関

す
る

規
則

」
を

満
足

す
る

よ
う

に
、
１

次
冷

却
系

統
に

係
る

原
子

炉
施

設
の

損
壊

又
は

故
障

そ
の

他
の

異
常

が
発

生
し

た
場

合
、
有

毒
ガ

ス
が

運
転

員
に

及
ぼ

す
影

響
に

よ
り

、
運

転
員

の

対
処

能
力

が
著

し
く

低
下

し
な

い
よ

う
す

る
と

と
も

に
、
運

転
員

の
過

度
の

放
射

線
被

ば
く

も
考

慮
す

る
こ

と
で

、

従
事

者
が

支
障

な
く

中
央

制
御

室
に

入
れ

る
と

と
も

に
、
一

定
期

間
中

央
制

御
室

内
に

と
ど

ま
っ

て
所

要
の

操
作

及
び

措
置

を
と

る
こ

と
が

で
き

る
設

計
と

す
る

。
(
5
)
 
中

央
制

御
室

は
、
必

要
な

運
転

コ
ン

ソ
ー

ル
に

つ
い

て
は

個
別

に
設

置
し

、
共

用
に

よ
り

運
転

操

                                                     

 
 

 

879



（
１

）
本

文
五

号
 

＋
 

添
付

書
類
八

（
6.

10
 

制
御

室
）

 
設

置
変

更
許

可
申

請
書

（
本

文
）

 

R
0
2
.
0
1
.
2
9
許

可
 

設
置

変
更

許
可

申
請

書
（

添
付

書
類

）
 

R
0
2
.
0
1
.
2
9
許

可
 

原
子

炉
施

設
保

安
規

定
 

社
内

規
定

文
書

 

記
載

す
べ

き
内

容
 

記
載

の
考

え
方

 
該

当
規

定
文

書
 

記
載

内
容

の
概

要
 

さ
れ

て
い

る
有

毒
ガ

ス
を

発
生

さ
せ

る
お

そ
れ

の
あ

る
有

毒
化

学
物

質

（
以

下
「

可
動

源
」

と
い

う
。

）
そ

れ
ぞ

れ
に

対
し

て
有

毒
ガ

ス
が

発
生

し
た

場
合

の
影

響
評

価
（

以
下

「
有

毒
ガ

ス
防

護
に

係
る

影
響

評
価

」
と

い
う

。
）

を
実

施
す

る
。

 

有
毒

ガ
ス

防
護

に
係

る
影

響
評

価

に
当

た
っ

て
は

、
有

毒
ガ

ス
が

大
気

中
に

多
量

に
放

出
さ

れ
る

か
の

観
点

か
ら

有
毒

化
学

物
質

の
性

状
、

貯
蔵

状
況

等
を

踏
ま

え
、

固
定

源
及

び
可

動
源

を
特

定
す

る
。

ま
た

、
固

定
源

の
有

毒
ガ

ス
影

響
を

軽
減

す
る

こ
と

を
期

待
す

る
防

液
堤

等
は

、
現

場
の

設
置

状
況

を
踏

ま
え

、
評

価
条

件
を

設
定

す
る

。
 

固
定

源
に

対
し

て
は

、
運

転
員

の

吸
気

中
の

有
毒

ガ
ス

濃
度

の
評

価
結

果
が

、
有

毒
ガ

ス
防

護
の

た
め

の
判

断
基

準
値

を
下

回
る

よ
う

設
計

す

る
。

可
動

源
に

対
し

て
は

、
中

央
制

御
室

換
気

設
備

の
隔

離
等

の
対

策
に

よ
り

運
転

員
を

防
護

で
き

る
設

計
と

す
る

。
 

有
毒

ガ
ス

防
護

に
係

る
影

響
評

価

に
お

い
て

、
有

毒
ガ

ス
影

響
を

軽
減

す
る

こ
と

を
期

待
す

る
防

液
堤

等

は
、

必
要

に
応

じ
て

保
守

管
理

及
び

運
用

管
理

を
適

切
に

実
施

す
る

。
 

ま
た

、
中

央
制

御
室

及
び

こ
れ

に

連
絡

す
る

通
路

並
び

に
運

転
員

そ
の

他
の

従
事

者
が

中
央

制
御

室
に

出
入

り
す

る
た

め
の

区
域

は
、

運
転

員
が

過
度

の
被

ば
く

を
受

け
な

い
よ

う
施

設
し

、
運

転
員

の
勤

務
形

態
を

考
慮

し
、

事
故

後
3
0
日

間
に

お
い

て
、

運

転
員

が
中

央
制

御
室

に
入

り
、

と
ど

ま
っ

て
も

、
中

央
制

御
室

遮
蔽

を
透

過
す

る
放

射
線

に
よ

る
線

量
、

中
央

制
御

室
に

侵
入

し
た

外
気

に
よ

る
線

量
及

び
入

退
域

時
の

線
量

が
、

中
央

制
御

室
換

気
設

備
等

の
機

能
と

あ
い

ま
っ

て
、

「
実

用
発

電
用

原
子

炉
及

び
そ

の
附

属
施

設
の

技
術

基
準

に
関

す
る

規
則

」
及

び
「

実
用

発
電

用
原

子
炉

及
び

そ
の

附
属

施
設

の
技

術
基

準
に

関
す

る
規

則
の

解
釈

」
に

示
さ

れ
る

1
0
0
m
S
v
を

下
回

る
よ

う
に

遮
蔽

を
設

け
る

。
ま

た
、

気
体

状
の

放
射

性
物

質
及

び
中

央
制

御
室

外
の

火
災

に
よ

り
発

生
す

る
有

毒
ガ

ス
に

対
す

る
換

気
空

調
設

備
の

隔
離

そ
の

他
の

作
に

支
障

を
き

た
さ

な
い

よ
う

設
計

す
る

。
ま

た
、
中

央
制

御
室

は
同

一
ス

ペ
ー

ス
を

共
用

す
る

こ
と

に
よ

り
、
プ

ラ
ン

ト
の

状
況

や
運

転
員

の
対

応
状

況
等

の
情

報
を

共
有

し
つ

つ
、
事

故
処

置
を

含
む

総
合

的
な

運
転

管
理

を
図

る
こ

と
が

で
き

る
よ

う
居

住
性

に
も

配
慮

し
た

上
で

、
安

全
性

が
向

上
す

る

設
計

と
す

る
。

 

(
6
)
 
室

内
の

酸
素

濃
度

及
び

二
酸

化
炭

素

濃
度

が
活

動
に

支
障

が
な

い
範

囲
に

あ
る

こ
と

を
把

握
で

き
る

よ
う

に
酸

素
濃

度
計

及
び

二
酸

化
炭

素
濃

度
計

を
保

管
す

る
設

計
と

す
る

。
 

                     ［
6
.
1
0
.
1
.
2
.
3
 
手

順
等

 
に

て
整

理
］
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（
１

）
本

文
五

号
 

＋
 

添
付

書
類
八

（
6.

10
 

制
御

室
）

 
設

置
変

更
許

可
申

請
書

（
本

文
）

 

R
0
2
.
0
1
.
2
9
許

可
 

設
置

変
更

許
可

申
請

書
（

添
付

書
類

）
 

R
0
2
.
0
1
.
2
9
許

可
 

原
子

炉
施

設
保

安
規

定
 

社
内

規
定

文
書

 

記
載

す
べ

き
内

容
 

記
載

の
考

え
方

 
該

当
規

定
文

書
 

記
載

内
容

の
概

要
 

適
切

に
防

護
す

る
た

め
の

設
備

を
設

け
る

設
計

と
す

る
。

 

ま
た

、
中

央
制

御
室

に
は

、
重

大
事

故
が

発
生

し
た

場
合

に
お

い
て

も
運

転
員

が
と

ど
ま

る
た

め
に

必
要

な
重

大
事

故
等

対
処

設
備

を
設

置
及

び
保

管
す

る
。

 

 ヘ
．
計

測
制

御
系

統
施

設
の

構
造

及
び

設
備

 

(
5
)
 
そ

の
他

の
主

要
な

事
項

 

(
ⅴ

)
 
中

央
制

御
室

 

中
央

制
御

室
（

１
号

及
び

２
号

炉
共

用
）
は

、
設

計
基

準
対

象
施

設
の

健
全

性

を
確

認
す

る
た

め
に

必
要

な
パ

ラ
メ

ー

タ
を

監
視

で
き

る
と

と
も

に
、
原

子
炉

施

設
の

安
全

性
を

確
保

す
る

た
め

に
必

要

な
操

作
を

手
動

に
よ

り
行

う
こ

と
が

で

き
る

設
計

と
す

る
。
ま

た
、
原

子
炉

施
設

の
外

部
の

状
況

を
把

握
す

る
た

め
、
監

視

カ
メ

ラ
、
気

象
観

測
設

備
及

び
Ｆ

Ａ
Ｘ

等

を
設

置
し

、
中

央
制

御
室

か
ら

原
子

炉
施

設
に

影
響

を
及

ぼ
す

可
能

性
の

あ
る

自

然
現

象
等

を
把

握
で

き
る

設
計

と
す

る
。
 

原
子

炉
施

設
に

は
、
火

災
そ

の
他

の
異

常
な

状
態

に
よ

り
中

央
制

御
室

が
使

用

で
き

な
い

場
合

に
お

い
て

、
中

央
制

御
室

以
外

の
場

所
か

ら
、
原

子
炉

を
高

温
停

止

の
状

態
に

直
ち

に
移

行
さ

せ
、
及

び
必

要

な
パ

ラ
メ

ー
タ

を
想

定
さ

れ
る

範
囲

内

に
制

御
し

、
そ

の
後

、
原

子
炉

を
安

全
な

低
温

停
止

の
状

態
に

移
行

さ
せ

、
及

び
低

温
停

止
の

状
態

を
維

持
さ

せ
る

た
め

に

必
要

な
機

能
を

有
す

る
装

置
を

設
け

る

設
計

と
す

る
。

 

気
体

状
の

放
射

性
物

質
及

び
中

央
制

御
室

外
の

火
災

に
よ

り
発

生
す

る
有

毒

ガ
ス

に
対

す
る

換
気

空
調

設
備

の
隔

離

そ
の

他
の

適
切

に
防

護
す

る
た

め
の

設

備
を

設
け

る
設

計
と

す
る

。
 

１
次

冷
却

系
統

に
係

る
原

子
炉

施
設

の
損

壊
又

は
故

障
そ

の
他

の
異

常
が

発

生
し

た
場

合
に

原
子

炉
の

運
転

の
停

止

そ
の

他
の

原
子

炉
施

設
の

安
全

性
を

確

保
す

る
た

め
の

措
置

を
と

る
た

め
、
従

事

者
が

支
障

な
く

中
央

制
御

室
に

入
る

こ

と
が

で
き

る
よ

う
に

す
る

と
と

も
に

、
中

央
制

御
室

内
に

と
ど

ま
り

必
要

な
操

作
、

措
置

を
行

う
こ

と
が

で
き

る
設

計
と

す

る
。

 

中
央

制
御

室
は

、
有

毒
ガ

ス
が

運
転

員

に
及

ぼ
す

影
響

に
よ

り
、
運

転
員

の
対

処

能
力

が
著

し
く

低
下

し
、
安

全
施

設
の

安

全
機

能
が

損
な

わ
れ

る
こ

と
が

な
い

設

6
.
1
0
.
1
.
2
.
2
 
主

要
設

備
 

(
1
)
 
中

央
制

御
盤

 

中
央

制
御

盤
は

、
原

子
炉

制
御

設
備

、

プ
ロ

セ
ス

計
装

設
備

、
原

子
炉

保
護

設

備
、
工

学
的

安
全

施
設

、
タ

ー
ビ

ン
設

備
、

電
気

設
備

等
の

計
測

制
御

装
置

を
設

け

た
運

転
コ

ン
ソ

ー
ル
（

安
全

系
V
D
U
、
監

視
操

作
V
D
U
、
警

報
V
D
U
及

び
ハ

ー
ド

ス

イ
ッ

チ
）
等

で
構

成
し

、
原

子
炉

施
設

の

通
常

運
転

時
、
運

転
時

の
異

常
な

過
渡

変

化
時

及
び

設
計

基
準

事
故

時
の

対
応

に

必
要

な
盤

面
機

器
及

び
盤

面
表

示
（

操
作

器
、
指

示
計

、
警

報
）
を

運
転

員
の

操
作

性
を

考
慮

し
て

設
置

す
る

。
 

な
お

、
中

央
制

御
盤

は
盤

面
機

器
及

び

盤
面

表
示

（
操

作
器

、
指

示
計

、
警

報
）

を
シ

ス
テ

ム
ご

と
に

グ
ル

ー
プ

化
し

た

配
列

及
び

色
分

け
に

よ
る

識
別

や
操

作

器
の

コ
ー

ド
化
（

色
、
形

状
、
大

き
さ

等

の
視

覚
的

要
素

で
の

識
別

）
等

を
行

う
こ

と
で

、
通

常
運

転
時

、
運

転
時

の
異

常
な

過
渡

変
化

時
及

び
設

計
基

準
事

故
時

に

お
け

る
運

転
員

の
誤

操
作

の
防

止
及

び

操
作

が
容

易
に

で
き

る
も

の
と

す
る

。
 

      (
2
)
 
中

央
制

御
室

 

中
央

制
御

室
は

、
原

子
炉

補
助

建
屋

内
に

設
置

し
、
1
次

冷
却

系
統

に
係

る
原

子
炉

施
設

の
損

壊
又

は
故

障
が

発
生

し

た
場

合
に

、
従

事
者

が
支

障
な

く
中

央
制

御
室

に
入

る
こ

と
が

で
き

る
よ

う
、
こ

れ

に
連

絡
す

る
通

路
及

び
出

入
り

す
る

た

め
の

区
域

を
多

重
化

す
る

と
と

も
に

、
中

央
制

御
室

内
に

と
ど

ま
り

必
要

な
操

作
、

措
置

を
行

う
こ

と
が

で
き

る
設

計
と

す

る
。

 

中
央

制
御

室
は

、
有

毒
ガ

ス
が

運
転

員
に

及
ぼ

す
影

響
に

よ
り

、
運

転
員

の
対

処
能

力
が

著
し

く
低

下
し

、
安

全
施

設
の

安
全

機
能

が
損

な
わ

れ
る

こ
と

が
な

い
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（
１

）
本

文
五

号
 

＋
 

添
付

書
類
八

（
6.

10
 

制
御

室
）

 
設

置
変

更
許

可
申

請
書

（
本

文
）

 

R
0
2
.
0
1
.
2
9
許

可
 

設
置

変
更

許
可

申
請

書
（

添
付

書
類

）
 

R
0
2
.
0
1
.
2
9
許

可
 

原
子

炉
施

設
保

安
規

定
 

社
内

規
定

文
書

 

記
載

す
べ

き
内

容
 

記
載

の
考

え
方

 
該

当
規

定
文

書
 

記
載

内
容

の
概

要
 

計
と

す
る

。
 

そ
の

た
め

に
、
固

定
源

及
び

可
動

源
そ

れ
ぞ

れ
に

対
し

て
有

毒
ガ

ス
防

護
に

係

る
影

響
評

価
を

実
施

す
る

。
 

    有
毒

ガ
ス

防
護

に
係

る
影

響
評

価
に

当
た

っ
て

は
、
有

毒
ガ

ス
が

大
気

中
に

多

量
に

放
出

さ
れ

る
か

の
観

点
か

ら
有

毒

化
学

物
質

の
性

状
、
貯

蔵
状

況
等

を
踏

ま

え
、

固
定

源
及

び
可

動
源

を
特

定
す

る
。

ま
た

、
固

定
源

の
有

毒
ガ

ス
影

響
を

軽
減

す
る

こ
と

を
期

待
す

る
防

液
堤

等
は

、
現

場
の

設
置

状
況

を
踏

ま
え

、
評

価
条

件
を

設
定

す
る

。
 

     固
定

源
に

対
し

て
は

、
運

転
員

の
吸

気

中
の

有
毒

ガ
ス

濃
度

の
評

価
結

果
が

、
有

毒
ガ

ス
防

護
の

た
め

の
判

断
基

準
値

を

下
回

る
よ

う
設

計
す

る
。

 

                       可
動

源
に

対
し

て
は

、
中

央
制

御
室

換

気
設

備
の

隔
離

等
の

対
策

に
よ

り
運

転

員
を

防
護

で
き

る
設

計
と

す
る

。
 

 

設
計

と
す

る
。

 

そ
の

た
め

に
、「

有
毒

ガ
ス

防
護

に
係

る
影

響
評

価
ガ

イ
ド

（
平

成
2
9
年

4
月

5
日

 
原

規
技

発
第

1
7
0
4
0
5
2
号

原
子

力

規
制

委
員

会
決

定
）
」（

以
下
「

有
毒

ガ
ス

評
価

ガ
イ

ド
」
と

い
う

。
）
を

参
照

し
、
有

毒
ガ

ス
防

護
に

係
る

影
響

評
価

を
実

施

す
る

。
 

有
毒

ガ
ス

防
護

に
係

る
影

響
評

価
に

当
た

っ
て

は
、
有

毒
ガ

ス
が

大
気

中
に

多

量
に

放
出

さ
れ

る
か

の
観

点
か

ら
、
有

毒

化
学

物
質

の
揮

発
性

等
の

性
状

、
貯

蔵

量
、
建

屋
内

保
管

、
換

気
等

の
貯

蔵
状

況

等
を

踏
ま

え
、
敷

地
内

及
び

中
央

制
御

室

等
か

ら
半

径
1
0
k
m
以

内
に

あ
る

敷
地

外

の
固

定
源

並
び

に
可

動
源

を
特

定
し

、
特

定
し

た
有

毒
化

学
物

質
に

対
し

て
有

毒

ガ
ス

防
護

の
た

め
の

判
断

基
準

値
を

設

定
す

る
。
ま

た
、
固

定
源

の
有

毒
ガ

ス
影

響
を

軽
減

す
る

こ
と

を
期

待
す

る
防

液

堤
等

は
、

現
場

の
設

置
状

況
を

踏
ま

え
、

評
価

条
件

を
設

定
す

る
。

 

固
定

源
に

対
し

て
は

、
貯

蔵
容

器
す

べ

て
が

損
傷

し
、
有

毒
化

学
物

質
の

全
量

流

出
に

よ
っ

て
発

生
し

た
有

毒
ガ

ス
が

大

気
中

に
放

出
さ

れ
る

事
象

を
想

定
し

、
運

転
員

の
吸

気
中

の
有

毒
ガ

ス
濃

度
の

評

価
結

果
が

、
有

毒
ガ

ス
防

護
の

た
め

の
判

断
基

準
値

を
下

回
る

よ
う

設
計

す
る

。
 

                    可
動

源
に

対
し

て
は

、
「

1
0
.
1
3
 
通

信

連
絡

設
備

」
に

記
載

す
る

通
信

連
絡

設
備

に
よ

る
連

絡
、
中

央
制

御
室

換
気

設
備

の

隔
離

、
防

護
具

の
着

用
等

に
よ

り
運

転
員

                    添
付

２
 

７
 

有
毒

ガ
ス

 
７

．
４

手
順

書
の

整
備

 

ａ
．

有
毒

ガ
ス

防
護

の
確

認
に

関
す

る
手

順
 

(
a
)
 
各

課
（

室
）
長

は
、
発

電
所

敷
地

内
外

に
お

い
て

貯
蔵

施
設

に
保

管

さ
れ

て
い

る
有

毒
ガ

ス
を

発
生

さ
せ

る
お

そ
れ

の
あ

る
有

毒
化

学
物

質
（

以
下

、「
固

定
源

」
と

い
う

。
）
に

対
し

て
、
(
b
)
項

、
(
c
)
項

お
よ

び
c
.
項

の
実

施
に

よ
り

、
運

転
員

等
の

吸
気

中
の

有
毒

ガ
ス

濃
度

を

有
毒

ガ
ス

防
護

の
た

め
の

判
断

基
準

値
を

下
回

る
よ

う
に

す
る

。
 

 

(
b
)
 
各

課
（

室
）

長
は

、
発

電
所

敷
地

内
お

よ
び

中
央

制
御

室
等

か
ら

半
径

１
０

ｋ
ｍ

近
傍

に
新

た
な

有
毒

化
学

物
質

お
よ

び
有

毒
化

学
物

質
の

性
状

、
貯

蔵
状

況
等

の
変

更
を

確
認

し
、

固
定

源
の

見
直

し
が

あ
る

場
合

は
、

有
毒

ガ
ス

が
発

生
し

た
場

合
の

吸
気

中
の

有
毒

ガ
ス

濃
度

評
価

を
実

施
し

、
評

価
結

果
に

基
づ

き
必

要
な

有
毒

ガ
ス

防
護

を
実

施
す

る
。

可
動

源
の

見
直

し
が

あ
る

場
合

は
、

必
要

な
有

毒
ガ

ス
防

護
を

実
施

す
る

。
 

 (
c
)
 
各

課
（

室
）
長

は
、
有

毒
ガ

ス
防

護
に

係
る

影
響

評
価

に
お

い
て

、

有
毒

ガ
ス

影
響

を
軽

減
す

る
こ

と
を

期
待

す
る

堰
お

よ
び

覆
い

（
以

下
、「

防
液

堤
等

」
と

い
う

。
）
に

つ
い

て
、
適

切
に

運
用

管
理

を
実

施

す
る

。
 

 

ｃ
．

施
設

管
理

、
点

検
 

各
課
（

室
）
長

は
、
有

毒
ガ

ス
防

護
に

係
る

影
響

評
価

に
お

い
て

、

有
毒

ガ
ス

影
響

を
軽

減
す

る
こ

と
を

期
待

す
る

防
液

堤
等

は
、

有

毒
ガ

ス
影

響
を

軽
減

す
る

機
能

を
維

持
す

る
た

め
、

施
設

管
理

計

画
に

基
づ

き
適

切
に

施
設

管
理

、
点

検
を

実
施

す
る

と
と

も
に

、

必
要

に
応

じ
補

修
を

行
う

。
 

  ［
6
.
1
0
.
1
.
2
.
3
 
手

順
等

 
に

て
整

理
］

 

   

                     〇
 
有

毒
ガ

ス
発

生
時

の
運

転
員

等
の

防
護

の
活

動
の

う
ち

、

設
置

許
可

で
約

束
し

た
個

別

の
運

用
事

項
を

規
定

す
る

。
 

 〇
 
固

定
源

に
対

す
る

影
響

を
基

準
値

以
下

す
る

こ
と

に
つ

い

て
、

既
存

の
固

定
源

に
対

し

て
は

防
液

堤
等

の
運

用
管

理
・
施

設
管

理
で

担
保

し
、
将

来
発

生
し

得
る

固
定

源
に

つ

い
て

は
、

有
毒

化
学

物
質

の

確
認

、
影

響
評

価
、
防

護
措

置

の
実

施
に

よ
り

担
保

す
る

。
 

                     運
転

管
理

通
達
（

既
存

）
 

 

                     ・
運

転
管

理
通

達
（

２
次

文
書

）
に

紐
づ

く

３
次

文
書

に
お

い
て

、
有

毒
ガ

ス
発

生
時

の
体

制
の

整
備

に
係

る
計

画
策

定
と

し

て
、

社
内

標
準

を
作

成
し

、
具

体
的

活
動

を
定

め
る

。
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（
１

）
本

文
五

号
 

＋
 

添
付

書
類
八

（
6.

10
 

制
御

室
）

 
設

置
変

更
許

可
申

請
書

（
本

文
）

 

R
0
2
.
0
1
.
2
9
許

可
 

設
置

変
更

許
可

申
請

書
（

添
付

書
類

）
 

R
0
2
.
0
1
.
2
9
許

可
 

原
子

炉
施

設
保

安
規

定
 

社
内

規
定

文
書

 

記
載

す
べ

き
内

容
 

記
載

の
考

え
方

 
該

当
規

定
文

書
 

記
載

内
容

の
概

要
 

 有
毒

ガ
ス

防
護

に
係

る
影

響
評

価
に

お
い

て
、
有

毒
ガ

ス
影

響
を

軽
減

す
る

こ

と
を

期
待

す
る

防
液

堤
等

は
、
必

要
に

応

じ
て

保
守

管
理

及
び

運
用

管
理

を
適

切

に
実

施
す

る
。

 

       ま
た

、
中

央
制

御
室

及
び

こ
れ

に

連
絡

す
る

通
路

並
び

に
運

転
員

そ
の

他

の
従

事
者

が
中

央
制

御
室

に
出

入
り

す

る
た

め
の

区
域

は
、

運
転

員
が

過
度

の

被
ば

く
を

受
け

な
い

よ
う

施
設

し
、

運

転
員

の
勤

務
形

態
を

考
慮

し
、

事
故

後

3
0
日

間
に

お
い

て
、

運
転

員
が

中
央

制

御
室

に
入

り
、

と
ど

ま
っ

て
も

、
中

央

制
御

室
遮

蔽
を

透
過

す
る

放
射

線
に

よ

る
線

量
、

中
央

制
御

室
に

侵
入

し
た

外

気
に

よ
る

線
量

及
び

入
退

域
時

の
線

量

が
、

中
央

制
御

室
換

気
設

備
等

の
機

能

と
あ

い
ま

っ
て

、
「

実
用

発
電

用
原

子

炉
及

び
そ

の
附

属
施

設
の

技
術

基
準

に

関
す

る
規

則
」

及
び

「
実

用
発

電
用

原

子
炉

及
び

そ
の

附
属

施
設

の
技

術
基

準

に
関

す
る

規
則

の
解

釈
」

に
示

さ
れ

る

1
0
0
m
S
v
を

下
回

る
よ

う
に

遮
蔽

を
設

け

る
。

室
内

の
酸

素
濃

度
及

び
二

酸
化

炭

素
濃

度
が

活
動

に
支

障
が

な
い

範
囲

に

あ
る

こ
と

を
把

握
で

き
る

よ
う

、
酸

素

濃
度

計
及

び
二

酸
化

炭
素

濃
度

計
を

保

管
す

る
設

計
と

す
る

。
 

中
央

制
御

室
は

、
共

用
す

る
こ

と
に

よ

り
、
プ

ラ
ン

ト
の

状
況

に
応

じ
た

運
転

員

の
相

互
融

通
等

を
図

る
こ

と
が

で
き

、
必

要
な

情
報
（

相
互

の
プ

ラ
ン

ト
状

況
、
運

転
員

の
対

応
状

況
等

）
を

共
有

し
な

が

ら
、
事

故
処

置
を

含
む

総
合

的
な

運
転

管

理
を

図
る

こ
と

が
で

き
る

等
、
安

全
性

が

向
上

す
る

た
め

、
居

住
性

に
配

慮
し

た
設

計
と

す
る

。
 

中
央

制
御

室
に

は
、
重

大
事

故
が

発
生

し
た

場
合

に
お

い
て

も
運

転
員

が
と

ど

ま
る

た
め

に
必

要
な

重
大

事
故

等
対

処

設
備

を
設

置
及

び
保

管
す

る
。

 

重
大

事
故

等
時

に
お

い
て

中
央

制
御

室
の

居
住

性
を

確
保

す
る

た
め

の
設

備

と
し

て
以

下
の

重
大

事
故

等
対

処
設

備

（
居

住
性

の
確

保
）

を
設

け
る

。
 

を
防

護
で

き
る

設
計

と
す

る
。

 

有
毒

ガ
ス

防
護

に
係

る
影

響
評

価
に

お
い

て
、
有

毒
ガ

ス
影

響
を

軽
減

す
る

こ

と
を

期
待

す
る

防
液

堤
等

は
、
必

要
に

応

じ
て

保
守

管
理

及
び

運
用

管
理

を
適

切

に
実

施
す

る
。

 

       中
央

制
御

室
及

び
こ

れ
に

連
絡

す
る

通
路

並
び

に
運

転
員

そ
の

他
の

従
事

者

が
原

子
炉

制
御

室
に

出
入

り
す

る
た

め

の
区

域
は

、
運

転
員

が
過

度
の

被
ば

く
を

受
け

な
い

よ
う

に
施

設
し

、
運

転
員

の
勤

務
形

態
を

考
慮

し
、

事
故

後
3
0
日

間
に

お
い

て
、

運
転

員
が

中
央

制
御

室
に

入

り
、
と

ど
ま

っ
て

も
、
中

央
制

御
室

遮
蔽

を
透

過
す

る
放

射
線

に
よ

る
線

量
、
中

央

制
御

室
に

侵
入

し
た

外
気

に
よ

る
線

量

及
び

入
退

域
時

の
線

量
が

、
中

央
制

御
室

換
気

設
備

等
の

機
能

と
あ

い
ま

っ
て

、

「
実

用
発

電
用

原
子

炉
及

び
そ

の
附

属

施
設

の
技

術
基

準
に

関
す

る
規

則
」
及

び

「
実

用
発

電
用

原
子

炉
及

び
そ

の
附

属

施
設

の
技

術
基

準
に

関
す

る
規

則
の

解

釈
」

に
示

さ
れ

る
1
0
0
m
S
v
を

下
回

る
よ

う
に

遮
蔽

を
設

け
る

。
 

換
気

系
は

他
と

独
立

し
て

設
け

、
事

故
時

に
は

外
気

と
の

連
絡

口
を

遮
断

し
、

中
央

制
御

室
非

常
用

循
環

フ
ィ

ル
タ

ユ

ニ
ッ

ト
を

通
る

閉
回

路
循

環
方

式
と

し

運
転

員
を

内
部

被
ば

く
か

ら
防

護
す

る

設
計

と
す

る
。
外

部
と

の
遮

断
が

長
期

に

わ
た

り
、
室

内
の

環
境

が
悪

く
な

っ
た

場

合
に

は
、
外

気
を

中
央

制
御

室
非

常
用

循

環
フ

ィ
ル

タ
ユ

ニ
ッ

ト
で

浄
化

し
な

が

ら
取

り
入

れ
る

こ
と

も
可

能
な

設
計

と

す
る

。
ま

た
、
室

内
の

酸
素

濃
度

及
び

二

酸
化

炭
素

濃
度

も
活

動
に

支
障

の
な

い

範
囲

で
あ

る
こ

と
を

把
握

で
き

る
よ

う
、

酸
素

濃
度

計
及

び
二

酸
化

炭
素

濃
度

計

を
保

管
す

る
設

計
と

す
る

。
 

中
央

制
御

室
は

、
原

子
炉

施
設

に
影

響
を

及
ぼ

す
可

能
性

が
あ

る
と

想
定

さ

れ
る

自
然

現
象

等
や

発
電

所
構

内
の

状

況
を

昼
夜

に
わ

た
り

把
握

す
る

た
め

遠

隔
操

作
及

び
暗

視
機

能
等

を
持

っ
た

監

視
カ

メ
ラ

を
設

置
す

る
。

 

中
央

制
御

室
は

、
当

該
操

作
が

必
要

 添
付

２
 

７
 

有
毒

ガ
ス

 
７

．
４

手
順

書
の

整
備

 

(
c
)
 
各

課
（

室
）
長

は
、
有

毒
ガ

ス
防

護
に

係
る

影
響

評
価

に
お

い
て

、

有
毒

ガ
ス

影
響

を
軽

減
す

る
こ

と
を

期
待

す
る

堰
お

よ
び

覆
い

（
以

下
、「

防
液

堤
等

」
と

い
う

。
）
に

つ
い

て
、
適

切
に

運
用

管
理

を
実

施

す
る

。
 

 ｃ
．

施
設

管
理

、
点

検
 

各
課
（

室
）
長

は
、
有

毒
ガ

ス
防

護
に

係
る

影
響

評
価

に
お

い
て

、

有
毒

ガ
ス

影
響

を
軽

減
す

る
こ

と
を

期
待

す
る

防
液

堤
等

は
、

有

毒
ガ

ス
影

響
を

軽
減

す
る

機
能

を
維

持
す

る
た

め
、

施
設

管
理

計

画
に

基
づ

き
適

切
に

施
設

管
理

、
点

検
を

実
施

す
る

と
と

も
に

、

必
要

に
応

じ
補

修
を

行
う

。
 

 

883



（
１

）
本

文
五

号
 

＋
 

添
付

書
類
八

（
6.

10
 

制
御

室
）

 
設

置
変

更
許

可
申

請
書

（
本

文
）

 

R
0
2
.
0
1
.
2
9
許

可
 

設
置

変
更

許
可

申
請

書
（

添
付

書
類

）
 

R
0
2
.
0
1
.
2
9
許

可
 

原
子

炉
施

設
保

安
規

定
 

社
内

規
定

文
書

 

記
載

す
べ

き
内

容
 

記
載

の
考

え
方

 
該

当
規

定
文

書
 

記
載

内
容

の
概

要
 

重
大

事
故

等
対

処
設

備
（

居
住

性
の

確

保
）
と

し
て

、
重

大
事

故
等

時
に

お
い

て

中
央

制
御

室
換

気
設

備
は

、
微

粒
子

フ
ィ

ル
タ

及
び

よ
う

素
フ

ィ
ル

タ
を

内
蔵

し

た
中

央
制

御
室

非
常

用
循

環
フ

ィ
ル

タ

ユ
ニ

ッ
ト

並
び

に
中

央
制

御
室

非
常

用

循
環

フ
ァ

ン
か

ら
な

る
非

常
用

ラ
イ

ン

を
設

け
、

外
気

と
の

連
絡

口
を

遮
断

し
、

中
央

制
御

室
非

常
用

循
環

フ
ィ

ル
タ

ユ

ニ
ッ

ト
を

通
る

閉
回

路
循

環
方

式
と

し
、

運
転

員
を

内
部

被
ば

く
か

ら
防

護
す

る

設
計

と
す

る
。

 

中
央

制
御

室
遮

蔽
は

、
重

大
事

故
等

時

に
、
中

央
制

御
室

に
と

ど
ま

り
必

要
な

操

作
を

行
う

運
転

員
が

過
度

の
被

ば
く

を

受
け

な
い

よ
う

施
設

す
る

。
運

転
員

の
被

ば
く

の
観

点
か

ら
結

果
が

最
も

厳
し

く

な
る

重
大

事
故

等
時

に
、
全

面
マ

ス
ク

の

着
用

及
び

運
転

員
の

交
代

要
員

体
制

を

考
慮

し
、
そ

の
実

施
の

た
め

の
体

制
を

整

備
す

る
こ

と
で

、
中

央
制

御
室

換
気

設
備

及
び

中
央

制
御

室
遮

蔽
の

機
能

と
あ

わ

せ
て

、
１

号
炉

、
２

号
炉

、
３

号
炉

及
び

４
号

炉
の

同
時

被
災

を
考

慮
し

て
も

、
運

転
員

の
実

効
線

量
が

7
日

間
で

1
0
0
m
S
v
を

超
え

な
い

よ
う

に
す

る
こ

と
に

よ
り

、
中

央
制

御
室

の
居

住
性

を
確

保
で

き
る

設

計
と

す
る

。
可

搬
型

の
酸

素
濃

度
計

及
び

二
酸

化
炭

素
濃

度
計

は
、
室

内
の

酸
素

及

び
二

酸
化

炭
素

濃
度

が
活

動
に

支
障

が

な
い

範
囲

に
あ

る
こ

と
を

把
握

で
き

る

設
計

と
す

る
。
外

部
と

の
遮

断
が

長
期

に

わ
た

り
、
室

内
の

環
境

が
悪

く
な

っ
た

場

合
に

は
、
外

気
を

中
央

制
御

室
非

常
用

循

環
フ

ィ
ル

タ
ユ

ニ
ッ

ト
で

浄
化

し
な

が

ら
取

り
入

れ
る

こ
と

も
可

能
な

設
計

と

す
る

。
照

明
に

つ
い

て
は

、
可

搬
型

照
明

（
Ｓ

Ａ
）
に

よ
り

確
保

で
き

る
設

計
と

す

る
。

 

重
大

事
故

等
が

発
生

し
、
中

央
制

御
室

の
外

側
が

放
射

性
物

質
に

よ
り

汚
染

し

た
よ

う
な

状
況

下
に

お
い

て
、
運

転
員

が

中
央

制
御

室
の

外
側

か
ら

室
内

に
放

射

性
物

質
に

よ
る

汚
染

を
持

ち
込

む
こ

と

を
防

止
す

る
た

め
、
身

体
サ

ー
ベ

イ
及

び

作
業

服
の

着
替

え
等

を
行

う
た

め
の

区

画
を

設
け

る
設

計
と

す
る

。
ま

た
、
以

下

の
重

大
事

故
等

対
処

設
備
（

汚
染

の
持

ち

込
み

防
止

）
を

設
け

る
。

 

重
大

事
故

等
対

処
設

備
（

汚
染

の
持

ち

込
み

防
止

）
と

し
て

、
照

明
に

つ
い

て
は

、

可
搬

型
照

明
（

Ｓ
Ａ

）
に

よ
り

確
保

で
き

る
設

計
と

す
る

。
身

体
サ

ー
ベ

イ
の

結

と
な

る
理

由
と

な
っ

た
事

象
に

よ
り

有

意
な

可
能

性
を

も
っ

て
同

時
に

も
た

ら

さ
れ

る
環

境
条

件
及

び
原

子
炉

施
設

で

有
意

な
可

能
性

を
も

っ
て

同
時

に
も

た

ら
さ

れ
る

環
境

条
件
（

地
震

、
内

部
火

災
、

内
部

溢
水

、
外

部
電

源
喪

失
及

び
外

部
火

災
に

伴
う

ば
い

煙
や

有
毒

ガ
ス

、
降

下
火

砕
物

並
び

に
有

毒
ガ

ス
）

を
想

定
し

て

も
、
適

切
な

措
置

を
講

じ
る

こ
と

に
よ

り

運
転

員
が

運
転

時
の

異
常

な
過

渡
変

化

及
び

設
計

基
準

事
故

に
対

応
す

る
た

め

の
設

備
を

容
易

に
操

作
す

る
こ

と
が

で

き
る

も
の

と
す

る
。

 

ま
た

、
現

場
操

作
が

必
要

な
添

付
書

類
十

の
設

計
基

準
事

故
（

蒸
気

発
生

器
伝

熱
管

破
損

）
時

の
操

作
場

所
で

あ
る

主
蒸

気
管

ヘ
ッ

ダ
室

及
び

設
計

基
準

事
故
（

原

子
炉

冷
却

材
喪

失
）
時

の
操

作
場

所
で

あ

る
原

子
炉

補
機

冷
却

水
設

備
ト

レ
ン

分

離
箇

所
に

お
い

て
も

、
環

境
条

件
（

地
震

、

内
部

火
災

、
内

部
溢

水
、
外

部
電

源
喪

失

及
び

外
部

火
災

に
伴

う
ば

い
煙

や
有

毒

ガ
ス

、
降

下
火

砕
物

）
を

想
定

し
て

も
容

易
に

操
作

が
で

き
る

と
と

も
に

、
操

作
に

必
要

な
照

明
（

ア
ク

セ
ス

ル
ー

ト
上

の
照

明
を

含
む

。
）

は
、

内
蔵

の
蓄

電
池

か
ら

の
給

電
に

よ
り

外
部

電
源

喪
失

時
に

お

い
て

も
点

灯
を

継
続

す
る

。
さ

ら
に

、
そ

の
他

の
安

全
施

設
の

操
作

等
に

つ
い

て

も
、
プ

ラ
ン

ト
の

安
全

上
重

要
な

機
能

に

障
害

を
き

た
す

お
そ

れ
の

あ
る

機
器

や

外
部

環
境

に
影

響
を

与
え

る
お

そ
れ

の

あ
る

現
場

弁
等

に
対

し
て

、
色

分
け

に
よ

る
識

別
管

理
及

び
施

錠
管

理
に

よ
り

誤

操
作

を
防

止
す

る
。

 

想
定

さ
れ

る
環

境
条

件
及

び
そ

の
措

置
は

以
下

の
と

お
り

。
 

（
地

震
）

 

中
央

制
御

室
及

び
中

央
制

御
盤

は
、

原
子

炉
補

助
建

屋
（

耐
震

Ｓ
ク

ラ
ス

）
内

に
設

置
し

、
基

準
地

震
動

に
よ

る
地

震
力

に
対

し
必

要
と

な
る

機
能

が
喪

失
し

な

い
も

の
と

す
る

。
ま

た
、
運

転
員

机
、
運

転
コ

ン
ソ

ー
ル

に
手

摺
を

設
置

し
、
地

震

発
生

時
に

お
け

る
運

転
員

の
安

全
確

保

及
び

運
転

コ
ン

ソ
ー

ル
の

操
作

器
へ

の

誤
接

触
を

防
止

す
る

と
と

も
に

天
井

照

明
設

備
に

は
落

下
防

止
措

置
を

講
じ

る
。
 

（
内

部
火

災
）

 

中
央

制
御

室
に

消
火

器
を

設
置

す
る

と
と

も
に

、
火

災
が

発
生

し
た

場
合

の
運

転
員

の
対

応
を

規
定

類
に

定
め

、
運

転
員

に
よ

る
速

や
か

な
消

火
を

行
う

こ
と

で

884



（
１

）
本

文
五

号
 

＋
 

添
付

書
類
八

（
6.

10
 

制
御

室
）

 
設

置
変

更
許

可
申

請
書

（
本

文
）

 

R
0
2
.
0
1
.
2
9
許

可
 

設
置

変
更

許
可

申
請

書
（

添
付

書
類

）
 

R
0
2
.
0
1
.
2
9
許

可
 

原
子

炉
施

設
保

安
規

定
 

社
内

規
定

文
書

 

記
載

す
べ

き
内

容
 

記
載

の
考

え
方

 
該

当
規

定
文

書
 

記
載

内
容

の
概

要
 

果
、
運

転
員

の
汚

染
が

確
認

さ
れ

た
場

合

は
、
運

転
員

の
除

染
を

行
う

こ
と

が
で

き

る
区

画
を

、
身

体
サ

ー
ベ

イ
を

行
う

区
画

に
隣

接
し

て
設

け
る

こ
と

が
で

き
る

よ

う
考

慮
す

る
。

 

中
央

制
御

室
換

気
設

備
及

び
可

搬
型

照
明
（

Ｓ
Ａ

）
は

、
デ

ィ
ー

ゼ
ル

発
電

機

に
加

え
て

、
全

交
流

動
力

電
源

喪
失

時
に

お
い

て
も

代
替

電
源

設
備

で
あ

る
空

冷

式
非

常
用

発
電

装
置

か
ら

給
電

で
き

る

設
計

と
す

る
。

 

炉
心

の
著

し
い

損
傷

が
発

生
し

た
場

合
に

お
い

て
、
運

転
員

が
中

央
制

御
室

に

と
ど

ま
る

た
め

に
、
原

子
炉

格
納

容
器

か

ら
漏

え
い

し
た

空
気

中
の

放
射

性
物

質

の
濃

度
を

低
減

す
る

た
め

の
設

備
と

し

て
以

下
の

重
大

事
故

等
対

処
設

備
（

放
射

性
物

質
の

濃
度

低
減

）
を

設
け

る
。

 

重
大

事
故

等
対

処
設

備
（

放
射

性
物

質

の
濃

度
低

減
）
と

し
て

、
ア

ニ
ュ

ラ
ス

循

環
排

気
フ

ァ
ン

は
、
原

子
炉

格
納

容
器

か

ら
ア

ニ
ュ

ラ
ス

へ
漏

え
い

す
る

放
射

性

物
質

等
を

含
む

空
気

を
吸

入
し

、
ア

ニ
ュ

ラ
ス

循
環

排
気

フ
ィ

ル
タ

ユ
ニ

ッ
ト

を

介
し

て
放

射
性

物
質

を
低

減
さ

せ
た

後

排
出

す
る

こ
と

で
放

射
性

物
質

の
濃

度

を
低

減
す

る
設

計
と

す
る

。
ア

ニ
ュ

ラ
ス

循
環

排
気

フ
ァ

ン
は

、
デ

ィ
ー

ゼ
ル

発
電

機
に

加
え

て
、
代

替
電

源
設

備
で

あ
る

空

冷
式

非
常

用
発

電
装

置
か

ら
給

電
で

き

る
設

計
と

す
る

。
ま

た
、
Ａ

系
ア

ニ
ュ

ラ

ス
循

環
排

気
系

の
弁

は
、
デ

ィ
ー

ゼ
ル

発

電
機

に
加

え
て

、
代

替
電

源
設

備
で

あ
る

空
冷

式
非

常
用

発
電

装
置

に
よ

り
電

磁

弁
を

開
放

す
る

こ
と

で
制

御
用

空
気

設

備
の

窒
素

ボ
ン

ベ
（

ア
ニ

ュ
ラ

ス
排

気
弁

等
作

動
用

）
に

よ
り

開
操

作
で

き
る

設
計

と
す

る
。

 

中
央

制
御

室
及

び
中

央
制

御
室

遮
蔽

は
、
プ

ラ
ン

ト
の

状
況

に
応

じ
た

運
転

員

の
相

互
融

通
等

を
考

慮
し

、
居

住
性

に
も

配
慮

し
た

共
通

の
ス

ペ
ー

ス
と

し
て

い

る
。
ス

ペ
ー

ス
の

共
用

に
よ

り
、
必

要
な

情
報
（

相
互

の
プ

ラ
ン

ト
状

況
、
運

転
員

の
対

応
状

況
等

）
を

共
有
・
考

慮
し

な
が

ら
、
総

合
的

な
運

転
管

理
（

事
故

処
置

を

含
む

。
）
を

す
る

こ
と

で
、
安

全
性

の
向

上
が

図
れ

る
こ

と
か

ら
、
１

号
炉

及
び

２

号
炉

で
共

用
す

る
設

計
と

す
る

。
 

各
号

炉
の

制
御

盤
は

、
共

用
に

よ
っ

て

悪
影

響
を

及
ぼ

さ
な

い
よ

う
、
一

部
の

共

通
設

備
を

除
い

て
独

立
し

て
設

置
す

る

こ
と

で
、
一

方
の

号
炉

の
監

視
・
操

作
中

運
転

操
作

に
影

響
を

与
え

ず
容

易
に

操

作
で

き
る

設
計

と
す

る
。
ま

た
、
安

全
系

V
D
U

盤
内

で
火

災
が

発
生

し
た

場
合

に

は
、
盤

内
の

煙
感

知
器

に
よ

り
火

災
を

感

知
し

、
常

駐
す

る
運

転
員

が
消

火
器

に
よ

る
消

火
を

行
う

こ
と

を
規

定
類

に
定

め

る
こ

と
で

速
や

か
な

消
火

を
可

能
と

し
、

容
易

に
操

作
す

る
こ

と
が

で
き

る
設

計

と
す

る
。
な

お
、
念

の
た

め
、
安

全
系

V
D
U

盤
に

隣
接

す
る

盤
に

つ
い

て
も

、
火

災
を

早
期

に
感

知
す

る
た

め
、
煙

感
知

器
を

設

置
す

る
。

 

（
内

部
溢

水
）

 

中
央

制
御

室
周

り
に

は
、

地
震

時
に

溢
水

源
と

な
る

機
器

を
設

け
な

い
設

計

と
す

る
。
な

お
、
中

央
制

御
室

周
り

の
消

火
作

業
に

つ
い

て
は

、
中

央
制

御
室

に
影

響
を

与
え

な
い

消
火

方
法

と
す

る
こ

と

に
よ

り
、

溢
水

に
よ

る
影

響
を

与
え

ず
、

中
央

制
御

室
に

て
容

易
に

操
作

す
る

こ

と
が

で
き

る
設

計
と

す
る

。
 

（
外

部
電

源
喪

失
）

 

運
転

操
作

に
必

要
な

照
明

は
、
地

震
、

竜
巻
・
風
（

台
風

）
、
積

雪
、
落

雷
、
外

部

火
災

、
降

下
火

砕
物

に
伴

い
外

部
電

源
が

喪
失

し
た

場
合

に
は

、
デ

ィ
ー

ゼ
ル

発
電

機
が

起
動

す
る

こ
と

に
よ

り
操

作
に

必

要
な

照
明

用
電

源
を

確
保

し
、
容

易
に

操

作
で

き
る

も
の

と
す

る
。
ま

た
、
全

交
流

動
力

電
源

喪
失

時
か

ら
重

大
事

故
等

に

対
処

す
る

た
め

に
必

要
な

電
力

の
供

給

が
交

流
動

力
電

源
設

備
か

ら
開

始
さ

れ

る
ま

で
の

間
に

お
い

て
も

、
蓄

電
池

内
蔵

の
照

明
設

備
に

よ
り

運
転

操
作

に
必

要

な
照

明
用

電
源

を
確

保
し

、
容

易
に

操
作

で
き

る
も

の
と

す
る

。
 

（
ば

い
煙

等
に

よ
る

中
央

制
御

室
内

環

境
の

悪
化

）
 

中
央

制
御

室
外

の
火

災
に

よ
り

発
生

す
る

ば
い

煙
や

有
毒

ガ
ス

及
び

降
下

火

砕
物

に
よ

る
中

央
制

御
室

内
の

操
作

環

境
の

悪
化

を
想

定
し

て
も

、
中

央
制

御
室

換
気

設
備

の
外

気
取

入
を

手
動

で
遮

断

し
、
閉

回
路

循
環

方
式

に
切

り
替

え
る

こ

と
に

よ
り

、
運

転
操

作
に

影
響

を
与

え
ず

容
易

に
操

作
で

き
る

設
計

と
す

る
。

 

（
有

毒
ガ

ス
）

 

有
毒

ガ
ス

が
運

転
員

に
及

ぼ
す

影
響

に
よ

り
、
運

転
員

の
対

処
能

力
が

著
し

く

低
下

す
る

こ
と

な
く

、
１

次
冷

却
系

統
に

係
る

原
子

炉
施

設
の

損
壊

又
は

故
障

そ

の
他

の
異

常
が

発
生

し
た

場
合

所
要

の

操
作

及
び

措
置

を
と

る
こ

と
が

で
き

る
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（
１

）
本

文
五

号
 

＋
 

添
付

書
類
八

（
6.

10
 

制
御

室
）

 
設

置
変

更
許

可
申

請
書

（
本

文
）

 

R
0
2
.
0
1
.
2
9
許

可
 

設
置

変
更

許
可

申
請

書
（

添
付

書
類

）
 

R
0
2
.
0
1
.
2
9
許

可
 

原
子

炉
施

設
保

安
規

定
 

社
内

規
定

文
書

 

記
載

す
べ

き
内

容
 

記
載

の
考

え
方

 
該

当
規

定
文

書
 

記
載

内
容

の
概

要
 

に
、
他

方
の

号
炉

の
プ

ラ
ン

ト
監

視
機

能

が
喪

失
し

な
い

設
計

と
す

る
。

 

中
央

制
御

室
遮

蔽
は

、
「

チ
．

(
1
)
(
 
i
i
i
)
 
遮

蔽
設

備
」

に
記

載
す

る
。
 

中
央

制
御

室
換

気
設

備
は

、
「

チ
．

(
1
)
(
 
i
v
)
 
換

気
設

備
」

に
記

載
す

る
。

 

ア
ニ

ュ
ラ

ス
空

気
再

循
環

設
備

は
、

「
リ

．
(
4
)
(
ⅱ

)
 
ア

ニ
ュ

ラ
ス

空
気

再
循

環
設

備
」

に
記

載
す

る
。

 

空
冷

式
非

常
用

発
電

装
置

は
、

「
ヌ

．

(
2
)
(
 
i
v
)
 
代

替
電

源
設

備
」

に
記

載
す

る
。

 

酸
素

濃
度

計
（

１
号

及
び

２
号

炉
共

用
）

 
 

 
 

 
個

 
数

 
1
（

予
備

2
）

 

二
酸

化
炭

素
濃

度
計
（

１
号

及
び

２
号

炉
共

用
）

 
 

 
個

 
数

 
1
（

予
備

2
）

 

酸
素

濃
度

計
及

び
二

酸
化

炭
素

濃
度

計
は

、
設

計
基

準
事

故
時

及
び

重
大

事
故

等
時

と
も

に
使

用
す

る
。

 

 

 
[
可

搬
型

重
大

事
故

等
対

処
設

備
]
 

可
搬

型
照

明
（

Ｓ
Ａ

）
（

１
号

及
び

２

号
炉

共
用

）
 

 
個

 
数

 
1
1
（

予
備

1
）
 

 

 

設
計

と
す

る
。

 

 な
お

、
原

子
炉

施
設

の
外

の
状

況
を

把
握

す
る

た
め

、
以

下
の

設
備

を
設

置
す

る
。

 

a
.
 
監

視
カ

メ
ラ

 

想
定

さ
れ

る
自

然
現

象
等
（

地
震

、
津

波
、
洪

水
、
風
（

台
風

）・
竜

巻
通

過
後

の

設
備

周
辺

に
お

け
る

飛
散

状
況

、
降

水
、

積
雪

、
落

雷
、
地

す
べ

り
、
降

下
火

砕
物

、

火
災

、
飛

来
物

）
に

加
え

発
電

所
構

内
の

状
況
（

海
側

、
山

側
）
を

昼
夜

に
わ

た
り

把
握

す
る

た
め

に
屋

外
に

暗
視

機
能

等

を
持

っ
た

監
視

カ
メ

ラ
を

設
置

す
る

。
 

b
.
 
気

象
観

測
設

備
等

 

津
波

、
風
（

台
風

）
、
竜

巻
等

に
よ

る

発
電

所
構

内
の

状
況

の
把

握
に

有
効

な

パ
ラ

メ
ー

タ
（

潮
位

、
風

向
・

風
速

等
）

を
入

手
す

る
た

め
に

、
気

象
観

測
設

備
等

を
設

置
す

る
。

 

c
.
 
Ｆ

Ａ
Ｘ

等
 

公
的

機
関

か
ら

の
地

震
、

津
波

、
竜

巻
、
雷

雨
、
降

雨
予

報
、
天

気
図

、
台

風

情
報

等
を

入
手

す
る

た
め

に
、
中

央
制

御

室
に

Ｆ
Ａ

Ｘ
、

テ
レ

ビ
等

を
設

置
す

る
。
 

 
6
.
1
0
.
1
.
2
.
3
 
手

順
等

 

(
1
)
 
手

順
に

基
づ

き
、

酸
素

濃
度

計
及

び

二
酸

化
炭

素
濃

度
計

に
よ

り
、

中
央

制
御

室
内

の
酸

素
濃

度
、

二
酸

化
炭

素
濃

度
を

測
定

す
る

。
 

(
2
)
 
手

順
に

基
づ

き
、

監
視

カ
メ

ラ
及

び

気
象

観
測

設
備

等
に

よ
り

原
子

炉
施

設
の

外
の

状
況

を
把

握
す

る
と

と
も

に
、

Ｆ
Ａ

Ｘ
等

に
よ

り
公

的
機

関
か

ら
必

要
な

情
報

を
入

手
す

る
。

 

(
3
)
 
監

視
カ

メ
ラ

、
気

象
観

測
設

備
等

に

要
求

さ
れ

る
機

能
を

維
持

す
る

た

め
、

適
切

な
保

守
管

理
を

実
施

す
る

と
と

も
に

、
故

障
時

に
お

い
て

は
補

修
を

行
う

。
 

(
4
)
 
酸

素
濃

度
計

、
二

酸
化

炭
素

濃
度

計

等
の

保
守

管
理

及
び

運
転

に
関

す
る

教
育

を
行

う
。

 

(
5
)
 
手

順
に

基
づ

き
、
「

1
0
.
1
3
 
通

信
連

絡

設
備

」
に

記
載

す
る

通
信

連
絡

設
備

に

よ
る

連
絡

、
中

央
制

御
室

換
気

設
備

の

隔
離

、
防

護
具

の
着

用
等

に
よ

り
、
中

央
制

御
室

内
の

運
転

員
の

対
処

能
力

を
確

保
す

る
。

 

                 添
付

２
 

７
 

有
毒

ガ
ス

 
７

．
４

手
順

書
の

整
備

 

ｂ
．

有
毒

ガ
ス

発
生

時
の

防
護

に
関

す
る

手
順

 

(
a
)
 
各

課
（

室
）
長

は
、
可

動
源

に
対

し
て

、
立

会
人

の
随

行
、
通

信
連

絡
手

段
に

よ
る

連
絡

、
中

央
制

御
室

換
気

設
備

（
１

号
炉

お
よ

び

２
号

炉
）
、
中

央
制

御
室

空
調

装
置
（

３
号

炉
お

よ
び

４
号

炉
）
お

よ
び

緊
急

時
対

策
所

換
気

設
備

の
隔

離
、

防
護

具
の

着
用

な
ら

び

に
終

息
活

動
等

の
対

策
を

実
施

す
る

。
 

 

                 〇
 
有

毒
ガ

ス
発

生
時

の
運

転
員

等
の

防
護

の
活

動
の

う
ち

、

設
置

許
可

で
約

束
し

た
個

別

の
運

用
事

項
を

規
定

す
る

。
 

                 運
転

管
理

通
達
（

既
存

）
 

 

                 ・
運

転
管

理
通

達
（

２
次

文
書

）
に

紐
づ

く

３
次

文
書

に
お

い
て

、
有

毒
ガ

ス
発

生
時

の
体

制
の

整
備

に
係

る
計

画
策

定
と

し

て
、

社
内

標
準

を
作

成
し

、
具

体
的

活
動

を
定

め
る

。
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（
２

）
本

文
五

号
 

＋
 

添
付

書
類
八

（
10

.1
0 

緊
急

時
対

策
所
）

 
設

置
変

更
許

可
申

請
書

（
本

文
）

 

R
0
2
.
0
1
.
2
9
許

可
 

設
置

変
更

許
可

申
請

書
（

添
付

書
類

）
 

R
0
2
.
0
1
.
2
9
許

可
 

原
子

炉
施

設
保

安
規

定
 

社
内

規
定

文
書

 

記
載

す
べ

き
内

容
 

記
載

の
考

え
方

 
該

当
規

定
文

書
 

記
載

内
容

の
概

要
 

ロ
．

発
電

用
原

子
炉

施
設

の
一

般
構

造
 

(
3
)
 
そ

の
他

の
主

要
な

構
造

 

(
ⅰ

)
 
本

原
子

炉
施

設
は

、
(
1
)
 
耐

震
構

造
、

(
2
)
 
耐

津
波

構
造

に
加

え
、
以

下
の

基
本

的
方

針
の

基
に

安
全

設
計

を
行

う
。

 

a
.
 
設

計
基

準
対

象
施

設
 

(
a
c
)
 
緊

急
時

対
策

所
 

原
子

炉
施

設
に

は
、

１
次

冷
却

系

統
に

係
る

原
子

炉
施

設
の

損
壊

そ
の

他
の

異
常

が
発

生
し

た
場

合
に

適
切

な
措

置
を

と
る

た
め

、
緊

急
時

対
策

所

（
緊

急
時

対
策

所
建

屋
内

）
を

中
央

制

御
室

以
外

の
場

所
に

設
置

す
る

。
 

緊
急

時
対

策
所

（
緊

急
時

対
策

所

建
屋

内
）
は

、
有

毒
ガ

ス
が

重
大

事
故

等
に

対
処

す
る

た
め

に
必

要
な

指
示

を
行

う
要

員
に

及
ぼ

す
影

響
に

よ
り

、

重
大

事
故

等
に

対
処

す
る

た
め

に
必

要
な

指
示

を
行

う
要

員
の

対
処

能
力

が
著

し
く

低
下

し
、
安

全
施

設
の

安
全

機
能

が
損

な
わ

れ
る

こ
と

が
な

い
設

計
と

す
る

。
 

そ
の

た
め

に
、

固
定

源
及

び
可

動

源
そ

れ
ぞ

れ
に

対
し

て
有

毒
ガ

ス
防

護
に

係
る

影
響

評
価

を
実

施
す

る
。

 

有
毒

ガ
ス

防
護

に
係

る
影

響
評

価

に
当

た
っ

て
は

、
有

毒
ガ

ス
が

大
気

中

に
多

量
に

放
出

さ
れ

る
か

の
観

点
か

ら
有

毒
化

学
物

質
の

性
状

、
貯

蔵
状

況

等
を

踏
ま

え
、
固

定
源

及
び

可
動

源
を

特
定

す
る

。
ま

た
、
固

定
源

の
有

毒
ガ

ス
影

響
を

軽
減

す
る

こ
と

を
期

待
す

る
防

液
堤

等
は

、
現

場
の

設
置

状
況

を

踏
ま

え
、

評
価

条
件

を
設

定
す

る
。

 

固
定

源
に

対
し

て
は

、
重

大
事

故

等
に

対
処

す
る

た
め

に
必

要
な

指
示

を
行

う
要

員
の

吸
気

中
の

有
毒

ガ
ス

濃
度

の
評

価
結

果
が

、
有

毒
ガ

ス
防

護

の
た

め
の

判
断

基
準

値
を

下
回

る
よ

う
設

計
す

る
。

可
動

源
に

対
し

て
は

、

緊
急

時
対

策
所

換
気

設
備

の
隔

離
等

の
対

策
に

よ
り

重
大

事
故

等
に

対
処

す
る

た
め

に
必

要
な

指
示

を
行

う
要

員
を

防
護

で
き

る
設

計
と

す
る

。
 

有
毒

ガ
ス

防
護

に
係

る
影

響
評

価

に
お

い
て

、
有

毒
ガ

ス
影

響
を

軽
減

す

る
こ

と
を

期
待

す
る

防
液

堤
等

は
、
必

要
に

応
じ

て
保

守
管

理
及

び
運

用
管

理
を

適
切

に
実

施
す

る
。

 

緊
急

時
対

策
所

（
緊

急
時

対
策

所

建
屋

内
）
は

、
重

大
事

故
等

が
発

生
し

た
場

合
に

お
い

て
も

当
該

重
大

事
故

等
に

対
処

す
る

た
め

に
必

要
な

指
示

1
0
.
 
そ

の
他

発
電

用
原

子
炉

の
附

属
施

設
 

1
0
.
1
0
 
緊

急
時

対
策

所
 

1
0
.
1
0
.
1
 
通

常
運

転
時

等
 

1
0
.
1
0
.
1
.
1
 
概

要
 

１
次

冷
却

系
統

に
係

る
原

子
炉

施
設

の
損

壊
そ

の
他

の
異

常
が

発
生

し
た

場

合
に

適
切

な
措

置
を

と
る

た
め

、
緊

急

時
対

策
所

（
緊

急
時

対
策

所
建

屋
内

）

は
１

号
炉

及
び

２
号

炉
並

び
に

３
号

炉

及
び

４
号

炉
中

央
制

御
室

以
外

の
場

所

に
設

置
す

る
。

 

                                      緊
急

時
対

策
所

（
緊

急
時

対
策

所
建

屋
内

）
は

、
異

常
等

に
対

処
す

る
た

め

に
必

要
な

指
示

を
行

う
た

め
の

要
員

を

収
容

で
き

る
設

計
と

す
る

。
ま

た
、

異

                                        ［
1
0
.
1
0
.
1
.
2
 
設

計
方

針
 

に
て

整
理

］
 

   ［
1
0
.
1
0
.
1
.
2
 
設

計
方

針
 

に
て

整
理

］
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（
２

）
本

文
五

号
 

＋
 

添
付

書
類
八

（
10

.1
0 

緊
急

時
対

策
所
）

 
設

置
変

更
許

可
申

請
書

（
本

文
）

 

R
0
2
.
0
1
.
2
9
許

可
 

設
置

変
更

許
可

申
請

書
（

添
付

書
類

）
 

R
0
2
.
0
1
.
2
9
許

可
 

原
子

炉
施

設
保

安
規

定
 

社
内

規
定

文
書

 

記
載

す
べ

き
内

容
 

記
載

の
考

え
方

 
該

当
規

定
文

書
 

記
載

内
容

の
概

要
 

を
行

う
要

員
が

と
ど

ま
る

こ
と

が
で

き
る

よ
う

、
適

切
な

措
置

を
講

じ
る

。

ま
た

、
必

要
な

情
報

を
把

握
で

き
る

設

備
及

び
発

電
所

内
外

の
通

信
連

絡
を

す
る

必
要

の
あ

る
場

所
と

通
信

連
絡

を
行

う
た

め
に

必
要

な
設

備
を

設
け

る
と

と
も

に
、
重

大
事

故
等

に
対

処
す

る
た

め
に

必
要

な
数

の
要

員
を

収
容

で
き

る
設

計
と

す
る

。
 

 

 

常
等

に
対

処
す

る
た

め
に

必
要

な
情

報

を
中

央
制

御
室

内
の

運
転

員
を

介
さ

ず

に
正

確
か

つ
速

や
か

に
把

握
で

き
る

設

備
と

し
て

、
安

全
パ

ラ
メ

ー
タ

表
示

シ

ス
テ

ム
（

Ｓ
Ｐ

Ｄ
Ｓ

）
、

安
全

パ
ラ

メ
ー

タ
伝

送
シ

ス
テ

ム
及

び
Ｓ

Ｐ
Ｄ

Ｓ
表

示

装
置

を
設

置
す

る
設

計
と

す
る

。
ま

た
、

発
電

所
内

の
関

係
要

員
へ

の
指

示

及
び

発
電

所
外

関
係

箇
所

と
の

通
信

連

絡
を

行
う

た
め

に
必

要
な

設
備

と
し

て
、

衛
星

電
話

、
緊

急
時

衛
星

通
報

シ

ス
テ

ム
、

携
行

型
通

話
装

置
、

統
合

原

子
力

防
災

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

に
接

続
す

る

通
信

連
絡

設
備

、
運

転
指

令
設

備
、

電

力
保

安
通

信
用

電
話

設
備

、
加

入
電

話
、

加
入

フ
ァ

ク
シ

ミ
リ

、
無

線
通

話

装
置

及
び

社
内

Ｔ
Ｖ

会
議

シ
ス

テ
ム

を

設
置

又
は

保
管

す
る

設
計

と
す

る
。

 

ま
た

、
室

内
の

酸
素

濃
度

及
び

二
酸

化
炭

素
濃

度
が

活
動

に
支

障
が

な
い

範

囲
に

あ
る

こ
と

を
把

握
で

き
る

よ
う

、

酸
素

濃
度

計
及

び
二

酸
化

炭
素

濃
度

計

を
保

管
す

る
。

 

緊
急

時
対

策
所
（

緊
急

時
対

策
所

建
屋

内
）
は

、
有

毒
ガ

ス
が

重
大

事
故

等
に

対

処
す

る
た

め
に

必
要

な
指

示
を

行
う

要

員
に

及
ぼ

す
影

響
に

よ
り

、
当

該
要

員
の

対
処

能
力

が
著

し
く

低
下

し
な

い
よ

う
、

当
該

要
員

が
緊

急
時

対
策

所
（

緊
急

時
対

策
所

建
屋

内
）
内

に
と

ど
ま

り
、
事

故
対

策
に

必
要

な
各

種
の

指
示
・
操

作
を

行
う

こ
と

が
で

き
る

設
計

と
す

る
。

 

 

ヌ
．
そ

の
他

発
電

用
原

子
炉

の
附

属
施

設
の

構
造

及
び

設
備

 

 
(
3
)
 
そ

の
他

の
主

要
な

事
項

 

(
ⅷ

)
 
緊

急
時

対
策

所
 

１
次

冷
却

系
統

に
係

る
原

子
炉

施

設
の

損
壊

そ
の

他
の

異
常

が
発

生
し

た
場

合
に

適
切

な
措

置
を

と
る

た
め

、

緊
急

時
対

策
所
（

緊
急

時
対

策
所

建
屋

内
）
は

１
号

炉
及

び
２

号
炉

並
び

に
３

号
炉

及
び

４
号

炉
中

央
制

御
室

以
外

の
場

所
に

設
置

す
る

。
 

         

1
0
.
1
0
.
1
.
2
 
設

計
方

針
 

緊
急

時
対

策
所

（
緊

急
時

対
策

所
建

屋
内

）
は

以
下

の
と

お
り

の
設

計
と

す

る
。

 

(
1
)
 
１

次
冷

却
系

統
に

係
る

原
子

炉
施

設
の

損
壊

そ
の

他
の

異
常

が
発

生
し

た
場

合
に

適
切

な
措

置
を

と
る

た
め

に
必

要
な

指
示

を
行

う
要

員
を

収
容

で
き

る
設

計
と

す
る

。
 

(
2
)
 
１

次
冷

却
系

統
に

係
る

原
子

炉
施

設
の

損
壊

そ
の

他
の

異
常

に
対

処
す

る
た

め
に

必
要

な
指

示
が

で
き

る
よ

う
、
異

常
等

に
対

処
す

る
た

め
に

必
要

な
情

報
を

把
握

で
き

る
設

備
を

設
置

す
る

設
計

と
す

る
。

 

(
3
)
 
発

電
所

内
外

の
通

信
連

絡
を

す
る

必
要

の
あ

る
場

所
と

通
信

連
絡

を
行

う
た

め
に

必
要

な
設

備
を

設
置

又
は

保
管

す
る

設
計

と
す

る
。
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本

文
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R
0
2
.
0
1
.
2
9
許

可
 

設
置

変
更

許
可

申
請

書
（

添
付

書
類

）
 

R
0
2
.
0
1
.
2
9
許

可
 

原
子

炉
施

設
保

安
規

定
 

社
内

規
定

文
書

 

記
載

す
べ

き
内

容
 

記
載

の
考

え
方

 
該

当
規

定
文

書
 

記
載

内
容

の
概

要
 

    緊
急

時
対

策
所
（

緊
急

時
対

策
所

建

屋
内

）
は

、
有

毒
ガ

ス
が

重
大

事
故

等

に
対

処
す

る
た

め
に

必
要

な
指

示
を

行
う

要
員

に
及

ぼ
す

影
響

に
よ

り
、
重

大
事

故
等

に
対

処
す

る
た

め
に

必
要

な
指

示
を

行
う

要
員

の
対

処
能

力
が

著
し

く
低

下
し

、
安

全
施

設
の

安
全

機

能
が

損
な

わ
れ

る
こ

と
が

な
い

設
計

と
す

る
。

 

そ
の

た
め

に
、
固

定
源

及
び

可
動

源

そ
れ

ぞ
れ

に
対

し
て

有
毒

ガ
ス

防
護

に
係

る
影

響
評

価
を

実
施

す
る

。
 

有
毒

ガ
ス

防
護

に
係

る
影

響
評

価

に
当

た
っ

て
は

、
有

毒
ガ

ス
が

大
気

中

に
多

量
に

放
出

さ
れ

る
か

の
観

点
か

ら
有

毒
化

学
物

質
の

性
状

、
貯

蔵
状

況

等
を

踏
ま

え
、
固

定
源

及
び

可
動

源
を

特
定

す
る

。
ま

た
、
固

定
源

の
有

毒
ガ

ス
影

響
を

軽
減

す
る

こ
と

を
期

待
す

る
防

液
堤

等
は

、
現

場
の

設
置

状
況

を

踏
ま

え
、

評
価

条
件

を
設

定
す

る
。

 

        固
定

源
に

対
し

て
は

、
重

大
事

故
等

に
対

処
す

る
た

め
に

必
要

な
指

示
を

行
う

要
員

の
吸

気
中

の
有

毒
ガ

ス
濃

度
の

評
価

結
果

が
、
有

毒
ガ

ス
防

護
の

た
め

の
判

断
基

準
値

を
下

回
る

よ
う

設
計

す
る

。
 

      可
動

源
に

対
し

て
は

、
緊

急
時

対
策

所
換

気
設

備
の

隔
離

等
の

対
策

に
よ

り
重

大
事

故
等

に
対

処
す

る
た

め
に

必
要

な
指

示
を

行
う

要
員

を
防

護
で

き
る

設
計

と
す

る
。

 

   

(
4
)
 
室

内
の

酸
素

濃
度

及
び

二
酸

化
炭

素
濃

度
が

活
動

に
支

障
が

な
い

範
囲

に
あ

る
こ

と
を

把
握

で
き

る
よ

う
、
酸

素
濃

度
計

及
び

二
酸

化
炭

素
濃

度
計

を
保

管
す

る
設

計
と

す
る

。
 

(
5
)
 
有

毒
ガ

ス
が

重
大

事
故

等
に

対
処

す
る

た
め

に
必

要
な

指
示

を
行

う
要

員
に

及
ぼ

す
影

響
に

よ
り

、
当

該
要

員

の
対

処
能

力
が

著
し

く
低

下
し

な
い

よ
う

、
当

該
要

員
が

緊
急

時
対

策
所

（
緊

急
時

対
策

所
建

屋
内

）
内

に
と

ど

ま
り

、
事

故
対

策
に

必
要

な
各

種
の

指

示
・
操

作
を

行
う

こ
と

が
で

き
る

設
計

と
す

る
。

 

そ
の

た
め

に
、
有

毒
ガ

ス
評

価
ガ

イ

ド
を

参
照

し
、
有

毒
ガ

ス
防

護
に

係
る

影
響

評
価

を
実

施
す

る
。

 

有
毒

ガ
ス

防
護

に
係

る
影

響
評

価

に
当

た
っ

て
は

、
有

毒
ガ

ス
が

大
気

中

に
多

量
に

放
出

さ
れ

る
か

の
観

点
か

ら
、
有

毒
化

学
物

質
の

揮
発

性
等

の
性

状
、
貯

蔵
量

、
建

屋
内

保
管

、
換

気
等

の
貯

蔵
状

況
等

を
踏

ま
え

、
敷

地
内

及

び
中

央
制

御
室

等
か

ら
半

径
1
0
k
m
以

内
に

あ
る

敷
地

外
の

固
定

源
並

び
に

可
動

源
を

特
定

し
、
特

定
し

た
有

毒
化

学
物

質
に

対
し

て
有

毒
ガ

ス
防

護
の

た
め

の
判

断
基

準
値

を
設

定
す

る
。
ま

た
、
固

定
源

の
有

毒
ガ

ス
影

響
を

軽
減

す
る

こ
と

を
期

待
す

る
防

液
堤

等
は

、

現
場

の
設

置
状

況
を

踏
ま

え
、
評

価
条

件
を

設
定

す
る

。
 

 固
定

源
に

対
し

て
は

、
貯

蔵
容

器
す

べ
て

が
損

傷
し

、
有

毒
化

学
物

質
の

全

量
流

出
に

よ
っ

て
発

生
し

た
有

毒
ガ

ス
が

大
気

中
に

放
出

さ
れ

る
事

象
を

想
定

し
、
重

大
事

故
等

に
対

処
す

る
た

め
に

必
要

な
指

示
を

行
う

要
員

の
吸

気
中

の
有

毒
ガ

ス
濃

度
の

評
価

結
果

が
、
有

毒
ガ

ス
防

護
の

た
め

の
判

断
基

準
値

を
下

回
る

よ
う

設
計

す
る

。
 

   可
動

源
に

対
し

て
は

、
「

1
0
.
1
3
 
通

信
連

絡
設

備
」
に

記
載

す
る

通
信

連
絡

設
備

に
よ

る
連

絡
、
緊

急
時

対
策

所
換

気
設

備
の

隔
離

、
防

護
具

の
着

用
等

に

よ
り

重
大

事
故

等
に

対
処

す
る

た
め

に
必

要
な

指
示

を
行

う
要

員
を

防
護

で
き

る
設

計
と

す
る

。
 

                                 添
付

２
 

７
 

有
毒

ガ
ス

 
７

．
４

手
順

書
の

整
備

 

ａ
．

有
毒

ガ
ス

防
護

の
確

認
に

関
す

る
手

順
 

(
a
)
 
各

課
（

室
）
長

は
、
発

電
所

敷
地

内
外

に
お

い
て

貯
蔵

施
設

に
保

管

さ
れ

て
い

る
有

毒
ガ

ス
を

発
生

さ
せ

る
お

そ
れ

の
あ

る
有

毒
化

学
物

質
（

以
下

、「
固

定
源

」
と

い
う

。
）
に

対
し

て
、
(
b
)
項

、
(
c
)
項

お
よ

び
c
.
項

の
実

施
に

よ
り

、
運

転
員

等
の

吸
気

中
の

有
毒

ガ
ス

濃
度

を

有
毒

ガ
ス

防
護

の
た

め
の

判
断

基
準

値
を

下
回

る
よ

う
に

す
る

。
 

 

(
b
)
 
各

課
（

室
）

長
は

、
発

電
所

敷
地

内
お

よ
び

中
央

制
御

室
等

か
ら

半
径

１
０

ｋ
ｍ

近
傍

に
新

た
な

有
毒

化
学

物
質

お
よ

び
有

毒
化

学
物

質
の

性
状

、
貯

蔵
状

況
等

の
変

更
を

確
認

し
、

固
定

源
の

見
直

し
が

あ
る

場
合

は
、

有
毒

ガ
ス

が
発

生
し

た
場

合
の

吸
気

中
の

有
毒

ガ
ス

濃
度

評
価

を
実

施
し

、
評

価
結

果
に

基
づ

き
必

要
な

有
毒

ガ
ス

防
護

を
実

施
す

る
。

可
動

源
の

見
直

し
が

あ
る

場
合

は
、

必
要

な
有

毒
ガ

ス
防

護
を

実
施

す
る

。
 

     

                                  〇
 
有

毒
ガ

ス
発

生
時

の
運

転
員

等
の

防
護

の
活

動
の

う
ち

、

設
置

許
可

で
約

束
し

た
個

別

の
運

用
事

項
を

規
定

す
る

。
 

 〇
 
固

定
源

に
対

す
る

影
響

を
基

準
値

以
下

す
る

こ
と

に
つ

い

て
、

既
存

の
固

定
源

に
対

し

て
は

防
液

堤
等

の
運

用
管

理
・
保

守
管

理
で

担
保

し
、
将

来
発

生
し

得
る

固
定

源
に

つ

い
て

は
、

有
毒

化
学

物
質

の

確
認

、
影

響
評

価
、
防

護
措

置

の
実

施
に

よ
り

担
保

す
る

。
 

                                  運
転

管
理

通
達
（

既
存

）
 

 

                                  ・
運

転
管

理
通

達
（

２
次

文
書

）
に

紐
づ

く

３
次

文
書

に
お

い
て

、
有

毒
ガ

ス
発

生
時

の
体

制
の

整
備

に
係

る
計

画
策

定
と

し

て
、

社
内

標
準

を
作

成
し

、
具

体
的

活
動

を
定

め
る

。
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（
２

）
本

文
五

号
 

＋
 

添
付

書
類
八

（
10

.1
0 

緊
急

時
対

策
所
）

 
設

置
変

更
許

可
申

請
書

（
本

文
）

 

R
0
2
.
0
1
.
2
9
許

可
 

設
置

変
更

許
可

申
請

書
（

添
付

書
類

）
 

R
0
2
.
0
1
.
2
9
許

可
 

原
子

炉
施

設
保

安
規

定
 

社
内

規
定

文
書

 

記
載

す
べ

き
内

容
 

記
載

の
考

え
方

 
該

当
規

定
文

書
 

記
載

内
容

の
概

要
 

有
毒

ガ
ス

防
護

に
係

る
影

響
評

価

に
お

い
て

、
有

毒
ガ

ス
影

響
を

軽
減

す

る
こ

と
を

期
待

す
る

防
液

堤
等

は
、
必

要
に

応
じ

て
保

守
管

理
及

び
運

用
管

理
を

適
切

に
実

施
す

る
。

 

緊
急

時
対

策
所
（

緊
急

時
対

策
所

建

屋
内

）
は

、
重

大
事

故
等

が
発

生
し

た

場
合

に
お

い
て

も
当

該
重

大
事

故
等

に
対

処
す

る
た

め
に

必
要

な
指

示
を

行
う

要
員

が
と

ど
ま

る
こ

と
が

で
き

る
よ

う
、
適

切
な

措
置

を
講

じ
た

設
計

と
す

る
と

と
も

に
、
重

大
事

故
等

に
対

処
す

る
た

め
に

必
要

な
情

報
を

把
握

で
き

る
設

備
及

び
発

電
所

内
外

の
通

信
連

絡
を

す
る

必
要

の
あ

る
場

所
と

通
信

連
絡

を
行

う
た

め
に

必
要

な
設

備
を

設
置

又
は

保
管

す
る

設
計

と
す

る
。
ま

た
、
重

大
事

故
等

に
対

処
す

る

た
め

に
必

要
な

数
の

要
員

を
収

容
で

き
る

設
計

と
す

る
。

 

緊
急

時
対

策
所
（

緊
急

時
対

策
所

建

屋
内

）
は

、
異

常
等

に
対

処
す

る
た

め

に
必

要
な

指
示

を
行

う
た

め
の

要
員

を
収

容
で

き
る

設
計

と
す

る
。

ま
た

、

異
常

等
に

対
処

す
る

た
め

に
必

要
な

情
報

を
中

央
制

御
室

内
の

運
転

員
を

介
さ

ず
に

正
確

か
つ

速
や

か
に

把
握

で
き

る
設

備
と

し
て

、
安

全
パ

ラ
メ

ー

タ
表

示
シ

ス
テ

ム
（

Ｓ
Ｐ

Ｄ
Ｓ

）
、
安

全
パ

ラ
メ

ー
タ

伝
送

シ
ス

テ
ム

及
び

Ｓ
Ｐ

Ｄ
Ｓ

表
示

装
置

を
設

置
す

る
設

計
と

す
る

。
ま

た
、
発

電
所

内
の

関
係

要
員

へ
の

指
示

及
び

発
電

所
外

関
係

箇
所

と
の

通
信

連
絡

を
行

う
た

め
に

必
要

な
設

備
と

し
て

、
衛

星
電

話
、
緊

急
時

衛
星

通
報

シ
ス

テ
ム

、
携

行
型

通

話
装

置
、
統

合
原

子
力

防
災

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

に
接

続
す

る
通

信
連

絡
設

備
、
電

力
保

安
通

信
用

電
話

設
備

、
加

入
電

話
、
加

入
フ

ァ
ク

シ
ミ

リ
、
無

線
通

話

装
置

及
び

社
内

Ｔ
Ｖ

会
議

シ
ス

テ
ム

を
設

置
又

は
保

管
す

る
設

計
と

す
る

。
 

緊
急

時
対

策
所
（

緊
急

時
対

策
所

建

屋
内

）
は

、
重

大
事

故
等

が
発

生
し

た

場
合

に
お

い
て

も
当

該
事

故
等

に
対

処
す

る
た

め
の

適
切

な
措

置
が

講
じ

ら
れ

る
よ

う
、
そ

の
機

能
に

係
る

設
備

を
含

め
、
基

準
地

震
動

に
対

す
る

地
震

力
に

対
し

、
機

能
を

喪
失

し
な

い
よ

う

に
す

る
と

と
も

に
、
基

準
津

波
の

影
響

を
受

け
な

い
設

計
と

す
る

。
地

震
及

び

津
波

に
対

し
て

は
、

「
ロ

．
(
1
)
(
ⅱ

)
 

重
大

事
故

等
対

処
施

設
の

耐
震

設

有
毒

ガ
ス

防
護

に
係

る
影

響
評

価

に
お

い
て

、
有

毒
ガ

ス
影

響
を

軽
減

す

る
こ

と
を

期
待

す
る

防
液

堤
等

は
、
必

要
に

応
じ

て
保

守
管

理
及

び
運

用
管

理
を

適
切

に
実

施
す

る
。

 

 

(
c
)
 
各

課
（

室
）
長

は
、
有

毒
ガ

ス
防

護
に

係
る

影
響

評
価

に
お

い
て

、

有
毒

ガ
ス

影
響

を
軽

減
す

る
こ

と
を

期
待

す
る

堰
お

よ
び

覆
い

（
以

下
、「

防
液

堤
等

」
と

い
う

。
）
に

つ
い

て
、
適

切
に

運
用

管
理

を
実

施

す
る

。
 

 

ｃ
．

施
設

管
理

、
点

検
 

各
課
（

室
）
長

は
、
有

毒
ガ

ス
防

護
に

係
る

影
響

評
価

に
お

い
て

、

有
毒

ガ
ス

影
響

を
軽

減
す

る
こ

と
を

期
待

す
る

防
液

堤
等

は
、

有

毒
ガ

ス
影

響
を

軽
減

す
る

機
能

を
維

持
す

る
た

め
、

施
設

管
理

計

画
に

基
づ

き
適

切
に

施
設

管
理

、
点

検
を

実
施

す
る

と
と

も
に

、

必
要

に
応

じ
補

修
を

行
う

。
 

  添
付

２
 

７
 

有
毒

ガ
ス

 
７

．
４

手
順

書
の

整
備

 

ｂ
．

有
毒

ガ
ス

発
生

時
の

防
護

に
関

す
る

手
順

 

(
a
)
 
各

課
（

室
）
長

は
、
可

動
源

に
対

し
て

、
立

会
人

の
随

行
、
通

信
連

絡
手

段
に

よ
る

連
絡

、
中

央
制

御
室

換
気

設
備

（
１

号
炉

お
よ

び

２
号

炉
）
、
中

央
制

御
室

空
調

装
置
（

３
号

炉
お

よ
び

４
号

炉
）
お

よ
び

緊
急

時
対

策
所

換
気

設
備

の
隔

離
、

防
護

具
の

着
用

な
ら

び

に
終

息
活

動
等

の
対

策
を

実
施

す
る

。
 

  

(
c
)
 
各

課
（

室
）
長

は
、
有

毒
ガ

ス
防

護
に

係
る

影
響

評
価

に
お

い
て

、

有
毒

ガ
ス

影
響

を
軽

減
す

る
こ

と
を

期
待

す
る

堰
お

よ
び

覆
い

（
以

下
、「

防
液

堤
等

」
と

い
う

。
）
に

つ
い

て
、
適

切
に

運
用

管
理

を
実

施

す
る

。
 

 ｃ
．

施
設

管
理

、
点

検
 

各
課
（

室
）
長

は
、
有

毒
ガ

ス
防

護
に

係
る

影
響

評
価

に
お

い
て

、

有
毒

ガ
ス

影
響

を
軽

減
す

る
こ

と
を

期
待

す
る

防
液

堤
等

は
、

有

毒
ガ

ス
影

響
を

軽
減

す
る

機
能

を
維

持
す

る
た

め
、

施
設

管
理

計

画
に

基
づ

き
適

切
に

施
設

管
理

、
点

検
を

実
施

す
る

と
と

も
に

、

必
要

に
応

じ
補

修
を

行
う

。
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（
２

）
本

文
五

号
 

＋
 

添
付

書
類
八

（
10

.1
0 

緊
急

時
対

策
所
）

 
設

置
変

更
許

可
申

請
書

（
本

文
）

 

R
0
2
.
0
1
.
2
9
許

可
 

設
置

変
更

許
可

申
請

書
（

添
付

書
類

）
 

R
0
2
.
0
1
.
2
9
許

可
 

原
子

炉
施

設
保

安
規

定
 

社
内

規
定

文
書

 

記
載

す
べ

き
内

容
 

記
載

の
考

え
方

 
該

当
規

定
文

書
 

記
載

内
容

の
概

要
 

計
」
、
「

ロ
．
(
2
)
(
ⅱ

)
 
重

大
事

故
等

対
処

施
設

に
対

す
る

耐
津

波
設

計
」
に

基
づ

く
設

計
と

す
る

。
ま

た
、
緊

急
時

対
策

所
（

緊
急

時
対

策
所

建
屋

内
）
の

機
能

に
係

る
設

備
は

、
１

号
炉

及
び

２

号
炉

並
び

に
３

号
炉

及
び

４
号

炉
中

央
制

御
室

と
の

共
通

要
因

に
よ

り
同

時
に

機
能

喪
失

し
な

い
よ

う
、
１

号
炉

及
び

２
号

炉
並

び
に

３
号

炉
及

び
４

号
炉

中
央

制
御

室
に

対
し

て
独

立
性

を
有

す
る

設
計

と
す

る
と

と
も

に
、
１

号
炉

及
び

２
号

炉
並

び
に

３
号

炉
及

び
４

号
炉

中
央

制
御

室
と

は
離

れ
た

位
置

に
設

置
又

は
保

管
す

る
設

計
と

す
る

。
 

緊
急

時
対

策
所
（

緊
急

時
対

策
所

建

屋
内

）
は

、
重

大
事

故
等

に
対

処
す

る

た
め

に
必

要
な

指
示

を
行

う
要

員
に

加
え

、
原

子
炉

格
納

容
器

の
破

損
等

に

よ
る

発
電

所
外

へ
の

放
射

性
物

質
の

拡
散

を
抑

制
す

る
た

め
の

対
策

に
対

処
す

る
た

め
に

必
要

な
数

の
要

員
を

含
め

、
重

大
事

故
等

に
対

処
す

る
た

め

に
必

要
な

数
の

要
員

を
収

容
す

る
こ

と
が

で
き

る
設

計
と

す
る

。
 

重
大

事
故

等
が

発
生

し
、
緊

急
時

対

策
所
（

緊
急

時
対

策
所

建
屋

内
）
の

外

側
が

放
射

性
物

質
に

よ
り

汚
染

し
た

よ
う

な
状

況
下

に
お

い
て

、
対

策
要

員

が
緊

急
時

対
策

所
の

外
側

か
ら

室
内

に
放

射
性

物
質

に
よ

る
汚

染
を

持
ち

込
む

こ
と

を
防

止
す

る
た

め
、
身

体
サ

ー
ベ

イ
及

び
作

業
服

の
着

替
え

等
を

行
う

た
め

の
区

画
を

設
置

す
る

設
計

と
す

る
。
身

体
サ

ー
ベ

イ
の

結
果

、
対

策
要

員
の

汚
染

が
確

認
さ

れ
た

場
合

は
、
対

策
要

員
の

除
染

を
行

う
こ

と
が

で
き

る
区

画
を

、
身

体
サ

ー
ベ

イ
を

行

う
区

画
に

隣
接

し
て

設
置

す
る

こ
と

が
で

き
る

よ
う

考
慮

す
る

。
 

重
大

事
故

等
が

発
生

し
た

場
合

に

お
い

て
も

当
該

事
故

等
に

対
処

す
る

た
め

に
必

要
な

指
示

を
行

う
要

員
が

と
ど

ま
る

こ
と

が
で

き
る

よ
う

、
緊

急

時
対

策
所

（
緊

急
時

対
策

所
建

屋
内

）

の
居

住
性

を
確

保
す

る
た

め
の

設
備

と
し

て
、
以

下
の

重
大

事
故

等
対

処
設

備
（

居
住

性
の

確
保

）
を

設
け

る
。

 

重
大

事
故

等
対

処
設

備
（

居
住

性
の

確
保

）
と

し
て

、
緊

急
時

対
策

所
遮

蔽
、

緊
急

時
対

策
所

換
気

設
備

、
酸

素
濃

度

計
、
二

酸
化

炭
素

濃
度

計
及

び
緊

急
時

対
策

所
内

可
搬

型
エ

リ
ア

モ
ニ

タ
並
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（
２

）
本

文
五

号
 

＋
 

添
付

書
類
八

（
10

.1
0 

緊
急

時
対

策
所
）

 
設

置
変

更
許

可
申

請
書

（
本

文
）

 

R
0
2
.
0
1
.
2
9
許

可
 

設
置

変
更

許
可

申
請

書
（

添
付

書
類

）
 

R
0
2
.
0
1
.
2
9
許

可
 

原
子

炉
施

設
保

安
規

定
 

社
内

規
定

文
書

 

記
載

す
べ

き
内

容
 

記
載

の
考

え
方

 
該

当
規

定
文

書
 

記
載

内
容

の
概

要
 

び
に

緊
急

時
対

策
所

外
可

搬
型

エ
リ

ア
モ

ニ
タ

を
使

用
す

る
。

 

緊
急

時
対

策
所
（

緊
急

時
対

策
所

建

屋
内

）
の

居
住

性
に

つ
い

て
は

、
想

定

す
る

放
射

性
物

質
の

放
出

量
等

を
東

京
電

力
株

式
会

社
福

島
第

一
原

子
力

発
電

所
事

故
と

同
等

と
し

、
か

つ
、
緊

急
時

対
策

所
（

緊
急

時
対

策
所

建
屋

内
）
内

で
の

マ
ス

ク
の

着
用

、
交

代
要

員
体

制
及

び
安

定
よ

う
素

剤
の

服
用

が
な

く
、
仮

設
設

備
を

考
慮

し
な

い
条

件
に

お
い

て
、
１

号
炉

、
２

号
炉

、
３

号
炉

及
び

４
号

炉
の

同
時

被
災

を
考

慮
し

て
も

、
緊

急
時

対
策

所
（

緊
急

時

対
策

所
建

屋
内

）
に

と
ど

ま
る

要
員

の

実
効

線
量

が
事

故
後

7
日

間
で

1
0
0
m
S
v

を
超

え
な

い
こ

と
を

判
断

基

準
と

す
る

。
 

緊
急

時
対

策
所

遮
蔽

は
、
重

大
事

故

等
が

発
生

し
た

場
合

に
お

い
て

、
緊

急

時
対

策
所

（
緊

急
時

対
策

所
建

屋
内

）

の
気

密
性

及
び

緊
急

時
対

策
所

換
気

設
備

の
性

能
と

あ
い

ま
っ

て
、
居

住
性

に
係

る
判

断
基

準
で

あ
る

緊
急

時
対

策
所

に
と

ど
ま

る
要

員
の

実
効

線
量

が
事

故
後

7
日

間
で

1
0
0
m
S
v
を

超
え

な
い

設
計

と
す

る
。

 

緊
急

時
対

策
所

換
気

設
備

は
、
重

大

事
故

等
が

発
生

し
た

場
合

に
お

い
て

、

緊
急

時
対

策
所
（

緊
急

時
対

策
所

建
屋

内
）
内

へ
の

希
ガ

ス
等

の
放

射
性

物
質

の
侵

入
を

低
減

又
は

防
止

す
る

た
め

適
切

な
換

気
設

計
を

行
い

、
緊

急
時

対

策
所
（

緊
急

時
対

策
所

建
屋

内
）
の

気

密
性

及
び

緊
急

時
対

策
所

遮
蔽

の
性

能
と

あ
い

ま
っ

て
、
居

住
性

に
係

る
判

断
基

準
で

あ
る

緊
急

時
対

策
所
（

緊
急

時
対

策
所

建
屋

内
）
に

と
ど

ま
る

要
員

の
実

効
線

量
が

事
故

後
7

日
間

で

1
0
0
m
S
v

を
超

え
な

い
設

計
と

す
る

。

な
お

、
換

気
設

計
に

当
た

っ
て

は
、
緊

急
時

対
策

所
（

緊
急

時
対

策
所

建
屋

内
）
の

気
密

性
に

対
し

て
十

分
な

余
裕

を
考

慮
し

た
設

計
と

す
る

。
緊

急
時

対

策
所

換
気

設
備

と
し

て
、
緊

急
時

対
策

所
非

常
用

空
気

浄
化

フ
ァ

ン
、
緊

急
時

対
策

所
非

常
用

空
気

浄
化

フ
ィ

ル
タ

ユ
ニ

ッ
ト

及
び

空
気

供
給

装
置

を
保

管
す

る
設

計
と

す
る

。
 

緊
急

時
対

策
所
（

緊
急

時
対

策
所

建

屋
内

）
に

は
、
室

内
の

酸
素

濃
度

及
び

二
酸

化
炭

素
濃

度
が

活
動

に
支

障
が

な
い

範
囲

に
あ

る
こ

と
を

把
握

で
き
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社
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記
載
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べ

き
内

容
 

記
載

の
考

え
方

 
該

当
規

定
文

書
 

記
載

内
容

の
概

要
 

る
よ

う
酸

素
濃

度
計

及
び

二
酸

化
炭

素
濃

度
計

を
保

管
す

る
と

と
も

に
、
室

内
へ

の
希

ガ
ス

等
の

放
射

性
物

質
の

侵
入

を
低

減
又

は
防

止
す

る
た

め
の

確
実

な
判

断
が

で
き

る
よ

う
放

射
線

量
を

監
視

、
測

定
す

る
緊

急
時

対
策

所

内
可

搬
型

エ
リ

ア
モ

ニ
タ

及
び

緊
急

時
対

策
所

外
可

搬
型

エ
リ

ア
モ

ニ
タ

を
保

管
す

る
設

計
と

す
る

。
 

緊
急

時
対

策
所
（

緊
急

時
対

策
所

建

屋
内

）
に

は
、
重

大
事

故
等

が
発

生
し

た
場

合
に

お
い

て
も

当
該

事
故

等
に

対
処

す
る

た
め

に
必

要
な

指
示

が
で

き
る

よ
う

、
重

大
事

故
等

に
対

処
す

る

た
め

に
必

要
な

情
報

を
把

握
で

き
る

設
備

と
し

て
、
以

下
の

重
大

事
故

等
対

処
設

備
（

情
報

の
把

握
）

を
設

け
る

。
 

重
大

事
故

等
対

処
設

備
（

情
報

の
把

握
）
と

し
て

、
重

大
事

故
等

に
対

処
す

る
た

め
に

必
要

な
情

報
を

中
央

制
御

室
の

運
転

員
を

介
さ

ず
に

緊
急

時
対

策
所
（

緊
急

時
対

策
所

建
屋

内
）
に

お

い
て

把
握

で
き

る
情

報
収

集
設

備
を

使
用

す
る

。
 

緊
急

時
対

策
所
（

緊
急

時
対

策
所

建

屋
内

）
の

情
報

収
集

設
備

と
し

て
、
事

故
状

態
等

の
必

要
な

情
報

を
把

握
す

る
た

め
に

必
要

な
パ

ラ
メ

ー
タ

等
を

収
集

し
、
緊

急
時

対
策

所
（

緊
急

時
対

策
所

建
屋

内
）

で
表

示
で

き
る

よ
う

、

安
全

パ
ラ

メ
ー

タ
表

示
シ

ス
テ

ム
（

Ｓ

Ｐ
Ｄ

Ｓ
）
、
安

全
パ

ラ
メ

ー
タ

伝
送

シ

ス
テ

ム
及

び
Ｓ

Ｐ
Ｄ

Ｓ
表

示
装

置
を

設
置

す
る

設
計

と
す

る
。

 

原
子

炉
補

助
建

屋
に

設
置

す
る

安

全
パ

ラ
メ

ー
タ

表
示

シ
ス

テ
ム
（

Ｓ
Ｐ

Ｄ
Ｓ

）
及

び
安

全
パ

ラ
メ

ー
タ

伝
送

シ

ス
テ

ム
に

つ
い

て
は

、
全

交
流

動
力

電

源
が

喪
失

し
た

場
合

に
お

い
て

も
、
代

替
電

源
設

備
で

あ
る

空
冷

式
非

常
用

発
電

装
置

か
ら

給
電

で
き

る
設

計
と

す
る

。
 

緊
急

時
対

策
所
（

緊
急

時
対

策
所

建

屋
内

）
に

は
、
重

大
事

故
等

が
発

生
し

た
場

合
に

お
い

て
も

発
電

所
の

内
外

の
通

信
連

絡
を

す
る

必
要

の
あ

る
場

所
と

通
信

連
絡

を
行

う
た

め
の

設
備

と
し

て
、
以

下
の

重
大

事
故

等
対

処
設

備
（

通
信

連
絡

）
を

設
け

る
。

 

重
大

事
故

等
対

処
設

備
（

通
信

連

絡
）
と

し
て

、
緊

急
時

対
策

所
（

緊
急

時
対

策
所

建
屋

内
）

か
ら

中
央

制
御

室
、
屋

内
外

の
作

業
場

所
、
原

子
力

事
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記
載

内
容

の
概

要
 

業
本

部
、
本

店
、
国

、
地

方
公

共
団

体
、

そ
の

他
関

係
機

関
等

の
発

電
所

の
内

外
の

通
信

連
絡

を
す

る
必

要
の

あ
る

場
所

と
通

信
連

絡
を

行
う

た
め

、
通

信

連
絡

設
備

を
使

用
す

る
。

 

緊
急

時
対

策
所
（

緊
急

時
対

策
所

建

屋
内

）
の

通
信

連
絡

設
備

と
し

て
、
衛

星
電

話
、

緊
急

時
衛

星
通

報
シ

ス
テ

ム
、
携

行
型

通
話

装
置

及
び

統
合

原
子

力
防

災
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
に

接
続

す
る

通
信

連
絡

設
備

を
設

置
又

は
保

管
す

る
設

計
と

す
る

。
 

緊
急

時
対

策
所
（

緊
急

時
対

策
所

建

屋
内

）
は

、
代

替
電

源
設

備
か

ら
の

給

電
を

可
能

と
す

る
よ

う
、
以

下
の

重
大

事
故

等
対

処
設

備
（

電
源

の
確

保
）
を

設
け

る
。

 

全
交

流
動

力
電

源
が

喪
失

し
た

場

合
、
代

替
電

源
設

備
と

し
て

の
電

源
車

（
緊

急
時

対
策

所
用

）
を

使
用

す
る

。
 

代
替

電
源

設
備

と
し

て
の

電
源

車

（
緊

急
時

対
策

所
用

）
は

、
1
台

で
緊

急
時

対
策

所
（

緊
急

時
対

策
所

建
屋

内
）
に

給
電

す
る

た
め

に
必

要
な

容
量

を
有

す
る

も
の

を
予

備
も

含
め

て
3

台
保

管
す

る
こ

と
で

、
多

重
性

を
有

す

る
設

計
と

す
る

。
 

緊
急

時
対

策
所

遮
蔽

は
、

「
チ

．

(
1
)
(
ⅲ

)
 
遮

蔽
設

備
」

に
記

載
す

る
。
 

緊
急

時
対

策
所

換
気

設
備

は
、「

チ
．

(
1
)
(
ⅳ

)
 
換

気
設

備
」

に
記

載
す

る
。
 

緊
急

時
対

策
所

内
可

搬
型

エ
リ

ア

モ
ニ

タ
及

び
緊

急
時

対
策

所
外

可
搬

型
エ

リ
ア

モ
ニ

タ
は

、「
チ

．
(
1
)
(
ⅰ

)
 

放
射

線
監

視
設

備
」

に
記

載
す

る
。

 

空
冷

式
非

常
用

発
電

装
置

は
、「

ヌ
．

(
2
)
(
ⅳ

)
 
代

替
電

源
設

備
」
に

記
載

す

る
。

 

電
力

保
安

通
信

用
電

話
設

備
（

１

号
、

２
号

、
３

号
及

び
４

号
炉

共
用

）
 

（
「

緊
急

時
対

策
所

」
及

び
「

通
信

連
絡

設
備

」
と

兼
用

）
 
一

式
 

加
入

電
話
（

１
号

、
２

号
、
３

号
及

び
４

号
炉

共
用

）
 

 

（
「

緊
急

時
対

策
所

」
及

び
「

通
信

連
絡

設
備

」
と

兼
用

）
 
一

式
 

無
線

通
話

装
置
（

１
号

、
２

号
、
３

号
及

び
４

号
炉

共
用

）
 

（
「

緊
急

時
対

策
所

」
及

び
「

通
信

連
絡

設
備

」
と

兼
用

）
 
一

式
 

社
内

Ｔ
Ｖ

会
議

シ
ス

テ
ム

（
１

号
、

２
号

、
３

号
及

び
４

号
炉

共
用

）
 

（
「

緊
急

時
対

策
所

」
及

び
「

通
信
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２
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３
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及
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、
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部
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設
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（
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急

時
対

策
所

」
及

び
「

通
信

連
絡

設
備

」
と

兼
用

）
 
一
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安
全

パ
ラ

メ
ー
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伝

送
シ

ス
テ

ム
 

（
１

号
、
２

号
、
３

号
及

び
４

号
炉

共
用

、
既

設
）

 

（
「

緊
急

時
対

策
所

」
及

び
「

通
信

連
絡

設
備

」
と

兼
用

）
 
一

式
 

Ｓ
Ｐ

Ｄ
Ｓ

表
示

装
置
（

１
号

、
２

号
、

３
号

及
び

４
号

炉
共

用
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（
「

緊
急

時
対

策
所

」
及

び
「

通
信

連
絡

設
備

」
と

兼
用

）
 
一

式
 

衛
星

電
話
（

固
定

）
（

１
号

、
２

号
、

３
号

及
び

４
号

炉
共

用
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（
「

緊
急

時
対

策
所

」
及

び
「

通
信

連
絡

設
備

」
と

兼
用

）
 
一

式
 

緊
急

時
衛

星
通

報
シ

ス
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ム
（

１

号
、

２
号

、
３

号
及

び
４

号
炉

共
用

）
 

（
「

緊
急

時
対

策
所

」
及

び
「

通
信

連
絡

設
備

」
と

兼
用

）
 
一

式
 

統
合

原
子

力
防

災
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク

に
接

続
す

る
通

信
連

絡
設

備
 

（
１

号
、
２

号
、
３

号
及

び
４

号
炉

共
用

）
 

（
「

緊
急

時
対

策
所

」
及

び
「

通
信

連
絡

設
備

」
と

兼
用

）
 
一

式
 

安
全

パ
ラ

メ
ー

タ
表

示
シ

ス
テ

ム

（
Ｓ

Ｐ
Ｄ

Ｓ
）
、
安

全
パ

ラ
メ

ー
タ

伝

送
シ

ス
テ

ム
、

Ｓ
Ｐ

Ｄ
Ｓ

表
示

装
置

、

衛
星

電
話
（

固
定

）
、
緊

急
時

衛
星

通

報
シ

ス
テ

ム
及

び
統

合
原

子
力

防
災

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

に
接

続
す

る
通

信
連

絡
設

備
は

、
設

計
基

準
事

故
時

及
び

重

大
事

故
等

時
共

に
使

用
す

る
。

 

［
可

搬
型

重
大

事
故

等
対

処
設

備
］
 

酸
素

濃
度

計
（

１
号

、
２

号
、
３

号

及
び

４
号

炉
共

用
）

 
個

 
数

 
1

（
予

備
2
）

 

二
酸

化
炭

素
濃

度
計

 

（
１

号
、
２

号
、
３

号
及

び
４

号
炉

共
用

）
 
個

 
数

 
1
（

予
備

2
）

 

衛
星

電
話
（

携
帯

）
（

１
号

、
２

号
、

３
号

及
び

４
号

炉
共

用
）

 

（
「

緊
急

時
対

策
所

」
及

び
「

通
信

連
絡

設
備

」
と

兼
用

）
 
一

式
 

衛
星

電
話
（

可
搬

）
（

１
号

、
２

号
、

３
号

及
び

４
号

炉
共

用
）
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（
２

）
本

文
五

号
 

＋
 

添
付

書
類
八

（
10

.1
0 

緊
急

時
対

策
所
）

 
設

置
変

更
許

可
申

請
書

（
本

文
）

 

R
0
2
.
0
1
.
2
9
許

可
 

設
置

変
更

許
可

申
請

書
（

添
付

書
類

）
 

R
0
2
.
0
1
.
2
9
許

可
 

原
子

炉
施

設
保

安
規

定
 

社
内

規
定

文
書

 

記
載

す
べ

き
内

容
 

記
載

の
考

え
方

 
該

当
規

定
文

書
 

記
載

内
容

の
概

要
 

（
「

緊
急

時
対

策
所

」
及

び
「

通
信

連
絡

設
備

」
と

兼
用

）
 
一

式
 

携
行

型
通

話
装

置
（

１
号

、
２

号
、

３
号

及
び

４
号

炉
共

用
）

 

（
「

緊
急

時
対

策
所

」
及

び
「

通
信

連
絡

設
備

」
と

兼
用

）
 
一

式
 

電
源

車
（

緊
急

時
対

策
所

用
）
（

１

号
、

２
号

、
３

号
及

び
４

号
炉

共
用

）
 

台
 
数

 
2
（

予
備

1
）

 

容
 
量

 
約

2
2
0
k
V
A（

1
台

当
た

り
）
 

酸
素

濃
度

計
、

二
酸

化
炭

素
濃

度

計
、

衛
星

電
話

（
携

帯
）
、

衛
星

電
話

（
可

搬
）

及
び

携
行

型
通

話
装

置
は

、

設
計

基
準

事
故

時
及

び
重

大
事

故
等

時
共

に
使

用
す

る
。

 

 

896



（
３

）
本

文
十

号
 

＋
 

添
付

書
類
十

（
5.

1 
重

大
事

故
等

対
策
）

 
設

置
変

更
許

可
申

請
書

（
本

文
）

 

R
0
2
.
0
1
.
2
9
許

可
 

設
置

変
更

許
可

申
請

書
（

添
付

書
類

）
 

R
0
2
.
0
1
.
2
9
許

可
 

原
子

炉
施

設
保

安
規

定
 

社
内

規
定

文
書

 

記
載

す
べ

き
内

容
 

記
載

の
考

え
方

 
該

当
規

定
文

書
 

記
載

内
容

の
概

要
 

十
、
発

電
用

原
子

炉
の

炉
心

の
著

し
い

損
傷

そ
の

他
の

事
故

が
発

生
し

た
場

合
に

お

け
る

当
該

事
故

に
対

処
す

る
た

め
に

必

要
な

施
設

及
び

体
制

の
整

備
に

関
す

る

事
項

 

 ハ
．
重

大
事

故
に

至
る

お
そ

れ
が

あ
る

事
故

（
運

転
時

の
異

常
な

過
渡

変
化

及
び

設

計
基

準
事

故
を

除
く

。
）

又
は

重
大

事
故

 

事
故

に
対

処
す

る
た

め
に

必
要

な
施

設
及

び
体

制
並

び
に

発
生

す
る

と
想

定

さ
れ

る
事

故
の

程
度

及
び

影
響

の
評

価

を
行

う
た

め
に

設
定

し
た

条
件

及
び

そ

の
評

価
の

結
果

 

 

 
 

 
 

 

(
1
)
 
重

大
事

故
の

発
生

及
び

拡
大

の
防

止

に
必

要
な

措
置

を
実

施
す

る
た

め
に

必
要

な
技

術
的

能
力

 

東
京

電
力
（

株
）
福

島
第

一
原

子
力

発
電

所
の

事
故

の
教

訓
を

踏
ま

え
た

設
備

強
化

等
の

重
大

事
故

等
対

策
に

加
え

、
重

大
事

故
に

至
る

お
そ

れ
が

あ

る
事

故
若

し
く

は
重

大
事

故
が

発
生

し
た

場
合

又
は

大
規

模
な

自
然

災
害

若
し

く
は

故
意

に
よ

る
大

型
航

空
機

の
衝

突
そ

の
他

の
テ

ロ
リ

ズ
ム

に
よ

る
発

電
用

原
子

炉
施

設
（

以
下
「

原
子

炉
施

設
」
と

い
う

。
）
の

大
規

模
な

損

壊
（

以
下
「

大
規

模
損

壊
」
と

い
う

。
）

が
発

生
す

る
お

そ
れ

が
あ

る
場

合
又

は
発

生
し

た
場

合
に

お
け

る
以

下
の

重
大

事
故

等
対

処
設

備
に

係
る

事
項

、

復
旧

作
業

に
係

る
事

項
、
支

援
に

係
る

事
項

及
び

手
順

書
の

整
備

、
教

育
及

び

訓
練

の
実

施
並

び
に

体
制

の
整

備
を

考
慮

し
、

運
用

面
で

の
対

策
を

行
う

。
 

「
(
ⅰ

)
 
重

大
事

故
等

対
策

」
に

つ

い
て

手
順

を
整

備
し

、
重

大
事

故
等

の

対
応

を
実

施
す

る
。
「

(
ⅱ

)
大

規
模

な

自
然

災
害

又
は

故
意

に
よ

る
大

型
航

空
機

の
衝

突
そ

の
他

の
テ

ロ
リ

ズ
ム

へ
の

対
応

に
お

け
る

事
項

」
の
「

a
.
 
可

搬
型

設
備

等
に

よ
る

対
応

」
は

、「
(
ⅰ

)
 

重
大

事
故

等
対

策
」
の

対
応

手
順

を
基

に
大

規
模

損
壊

が
発

生
す

る
お

そ
れ

が
あ

る
場

合
又

は
発

生
し

た
場

合
の

様
々

な
状

況
に

お
い

て
も

、
事

象
進

展

の
抑

制
及

び
緩

和
を

行
う

た
め

の
手

順
を

整
備

し
、
大

規
模

損
壊

が
発

生
す

る
お

そ
れ

が
あ

る
場

合
又

は
発

生
し

た
場

合
に

対
処

す
る

。
 

ま
た

、
重

大
事

故
等

又
は

大
規

模
損

壊
に

対
処

す
る

た
め

の
体

制
に

お
い

5
.
 
重

大
事

故
の

発
生

及
び

拡
大

の
防

止
に

必
要

な
措

置
を

実
施

す
る

た
め

に
必

要

な
技

術
的

能
力

 

東
京

電
力
（

株
）
福

島
第

一
原

子
力

発

電
所

の
事

故
の

教
訓

を
踏

ま
え

た
設

備

強
化

等
の

重
大

事
故

等
対

策
に

加
え

、
重

大
事

故
に

至
る

お
そ

れ
が

あ
る

事
故

若

し
く

は
重

大
事

故
が

発
生

し
た

場
合

又

は
大

規
模

な
自

然
災

害
若

し
く

は
故

意

に
よ

る
大

型
航

空
機

の
衝

突
そ

の
他

の

テ
ロ

リ
ズ

ム
に

よ
る

発
電

用
原

子
炉

施

設
（

以
下

「
原

子
炉

施
設

」
と

い
う

。
）

の
大

規
模

な
損

壊
（

以
下
「

大
規

模
損

壊
」

と
い

う
。
）
が

発
生

す
る

お
そ

れ
が

あ
る

場
合

又
は

発
生

し
た

場
合

に
お

け
る

以

下
の

重
大

事
故

等
対

処
設

備
に

係
る

事

項
、
復

旧
作

業
に

係
る

事
項

、
支

援
に

係

る
事

項
及

び
手

順
書

の
整

備
、
教

育
及

び

訓
練

の
実

施
並

び
に

体
制

の
整

備
を

考

慮
し

、
運

用
面

で
の

対
策

を
行

う
。

 

「
5
.
1
重

大
事

故
等

対
策

」
に

つ
い

て

手
順

を
整

備
し

、
重

大
事

故
等

の
対

応
を

実
施

す
る

。
「

5
.
2
大

規
模

な
自

然
災

害

又
は

故
意

に
よ

る
大

型
航

空
機

の
衝

突

そ
の

他
の

テ
ロ

リ
ズ

ム
へ

の
対

応
に

お

け
る

事
項

」
の
「

5
.
2
.
1
可

搬
型

設
備

等

に
よ

る
対

応
」
は

、
「

5
.
1
重

大
事

故
等

対
策

」
の

対
応

手
順

を
基

に
大

規
模

損
壊

が
発

生
す

る
お

そ
れ

が
あ

る
場

合
又

は

発
生

し
た

場
合

の
様

々
な

状
況

に
お

い

て
も

、
事

象
進

展
の

抑
制

及
び

緩
和

を
行

う
た

め
の

手
順

を
整

備
し

、
大

規
模

損
壊

が
発

生
す

る
お

そ
れ

が
あ

る
場

合
又

は

発
生

し
た

場
合

に
対

処
す

る
。

 

ま
た

、
重

大
事

故
等

又
は

大
規

模
損

壊

に
対

処
す

る
た

め
の

体
制

に
お

い
て

技

術
的

能
力

を
維

持
管

理
し

て
い

く
た

め

に
必

要
な

事
項

を
、
「

核
原

料
物

質
、

核
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（
３

）
本

文
十

号
 

＋
 

添
付

書
類
十

（
5.

1 
重

大
事

故
等

対
策
）

 
設

置
変

更
許

可
申

請
書

（
本

文
）

 

R
0
2
.
0
1
.
2
9
許

可
 

設
置

変
更

許
可

申
請

書
（

添
付

書
類

）
 

R
0
2
.
0
1
.
2
9
許

可
 

原
子

炉
施

設
保

安
規

定
 

社
内

規
定

文
書

 

記
載

す
べ

き
内

容
 

記
載

の
考

え
方

 
該

当
規

定
文

書
 

記
載

内
容

の
概

要
 

て
技

術
的

能
力

を
維

持
管

理
し

て
い

く
た

め
に

必
要

な
事

項
を

、
「

原
子

炉

等
規

制
法

」
に

基
づ

く
原

子
炉

施
設

保

安
規

定
等

に
お

い
て

規
定

す
る

。
 

重
大

事
故

の
発

生
及

び
拡

大
の

防

止
に

必
要

な
措

置
に

つ
い

て
は

、
「

実

用
発

電
用

原
子

炉
に

係
る

発
電

用
原

子
炉

設
置

者
の

重
大

事
故

の
発

生
及

び
拡

大
の

防
止

に
必

要
な

措
置

を
実

施
す

る
た

め
に

必
要

な
技

術
的

能
力

に
係

る
審

査
基

準
」
（

以
下
「

技
術

的

能
力

審
査

基
準

」
と

い
う

。
）
で

規
定

す
る

内
容

に
加

え
、
「

実
用

発
電

用
原

子
炉

及
び

そ
の

附
属

施
設

の
位

置
、
構

造
及

び
設

備
の

基
準

に
関

す
る

規
則

」

（
以

下
「

設
置

許
可

基
準

規
則

」
と

い

う
。
）
に

基
づ

い
て

整
備

す
る

設
備

の

運
用

手
順

等
に

つ
い

て
も

考
慮

し
た

第
1
0
.
1
表

に
示

す
「

重
大

事
故

等
対

策
に

お
け

る
手

順
書

の
概

要
」
を

含
め

て
手

順
書

等
を

適
切

に
整

備
す

る
。

 

(
ⅰ

)
 
重

大
事

故
等

対
策

 

（
中

略
）

 

 

燃
料

物
質

及
び

原
子

炉
の

規
制

に
関

す

る
法

律
」（

以
下
「

原
子

炉
等

規
制

法
」
と

い
う

。
）

に
基

づ
く

原
子

炉
施

設
保

安
規

定
等

に
お

い
て

規
定

す
る

。
 

重
大

事
故

の
発

生
及

び
拡

大
の

防
止

に
必

要
な

措
置

に
つ

い
て

は
、
「

実
用

発

電
用

原
子

炉
に

係
る

発
電

用
原

子
炉

設

置
者

の
重

大
事

故
の

発
生

及
び

拡
大

の

防
止

に
必

要
な

措
置

を
実

施
す

る
た

め

に
必

要
な

技
術

的
能

力
に

係
る

審
査

基

準
」（

以
下
「

技
術

的
能

力
審

査
基

準
」
と

い
う

。
）
で

規
定

す
る

内
容

に
加

え
、「

実

用
発

電
用

原
子

炉
及

び
そ

の
附

属
施

設

の
位

置
、
構

造
及

び
設

備
の

基
準

に
関

す

る
規

則
」（

以
下
「

設
置

許
可

基
準

規
則

」

と
い

う
。
）

に
基

づ
い

て
整

備
す

る
設

備

の
運

用
手

順
等

に
つ

い
て

も
考

慮
し

た

第
5
.
1
.
1
表

に
示

す
「

重
大

事
故

等
対

策

に
お

け
る

手
順

書
の

概
要

」
を

含
め

て
手

順
書

等
を

適
切

に
整

備
す

る
。
整

備
す

る

手
順

書
に

つ
い

て
は

、「
追

補
1
 
重

大
事

故
の

発
生

及
び

拡
大

の
防

止
に

必
要

な

措
置

を
実

施
す

る
た

め
に

必
要

な
技

術

的
能

力
」

の
1
.
1
か

ら
1
.
1
9
に

て
補

足

す
る

。
 

5
.
1
 
重

大
事

故
等

対
策

 

重
大

事
故

等
対

策
に

お
い

て
、

１
号

炉
、
２

号
炉

、
３

号
炉

及
び

４
号

炉
の

同

時
被

災
の

過
酷

な
状

態
に

お
い

て
も

、
号

炉
ご

と
に

独
立

し
て

事
故

対
応

に
あ

た

る
こ

と
を

原
則

と
し

、
1
つ

の
号

炉
の

事

故
対

応
が

他
号

炉
（

１
号

炉
、

２
号

炉
、

３
号

炉
及

び
４

号
炉

の
う

ち
自

号
炉

を

除
く

。
）
の

事
故

対
応

に
干

渉
す

る
こ

と

の
な

い
よ

う
に

以
下

の
点

を
考

慮
し

、
重

大
事

故
等

対
処

設
備

に
係

る
事

項
、
復

旧

作
業

に
係

る
事

項
、
支

援
に

係
る

事
項

及

び
手

順
書

の
整

備
、
教

育
及

び
訓

練
の

実

施
並

び
に

体
制

の
整

備
に

係
る

事
項

を

規
定

す
る

。
 

・
可

搬
型

重
大

事
故

等
対

処
設

備
は

、
他

号
炉
（

１
号

炉
、
２

号
炉

、
３

号
炉

及

び
４

号
炉

の
う

ち
自

号
炉

を
除

く
。
）

の
設

備
の

融
通

を
前

提
と

せ
ず

、
号

炉
ご

と
に

必
要

な
数

量
を

確
保

す

る
。

 

・
重

大
事

故
等

対
策

要
員

は
、

１
号

炉
、

２
号

炉
、

３
号

炉
及

び
４

号
炉

同
時

に
事

故
対

応
を

行
う

た
め

、
号

炉
ご

と
に

必
要

な
要

員
を

発
電

所
内

及
び

発
電

所
近

傍
に

常
時

確
保

す
る

。
 

・
事

故
対

応
に

係
る

号
炉

ご
と

の
作

業

の
干

渉
を

回
避

で
き

る
よ

う
、

号
炉
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（
３

）
本

文
十

号
 

＋
 

添
付

書
類
十

（
5.

1 
重

大
事

故
等

対
策
）

 
設

置
変

更
許

可
申

請
書

（
本

文
）

 

R
0
2
.
0
1
.
2
9
許

可
 

設
置

変
更

許
可

申
請

書
（

添
付

書
類

）
 

R
0
2
.
0
1
.
2
9
許

可
 

原
子

炉
施

設
保

安
規

定
 

社
内

規
定

文
書

 

記
載

す
べ

き
内

容
 

記
載

の
考

え
方

 
該

当
規

定
文

書
 

記
載

内
容

の
概

要
 

ご
と

に
作

業
場

所
を

分
離

す
る

。
ま

た
、

１
号

炉
及

び
２

号
炉

並
び

に
３

号
炉

及
び

４
号

炉
の

そ
れ

ぞ
れ

に
専

用
の

屋
外

ア
ク

セ
ス

ル
ー

ト
及

び
海

水
の

取
水

ポ
イ

ン
ト

を
設

定
す

る
。

 

・
指

揮
命

令
系

統
は

、
号

炉
ご

と
に

設
置

す
る

指
揮

者
の

下
で

独
立

し
て

事
故

対
応

を
行

う
体

制
と

し
、
他

号
炉
（

１

号
炉

、
２

号
炉

、
３

号
炉

及
び

４
号

炉

の
う

ち
自

号
炉

を
除

く
。
）
の

影
響

を

排
除

す
る

こ
と

に
よ

り
事

故
対

応
を

円
滑

に
実

施
す

る
。
ま

た
、
本

部
長

は

１
号

炉
、
２

号
炉

、
３

号
炉

及
び

４
号

炉
の

状
況

把
握

に
努

め
、
号

炉
ご

と
に

独
立

し
た

対
応

が
困

難
な

場
合

に
お

い
て

は
、
要

員
、
設

備
及

び
資

機
材

等

の
融

通
を

行
う

等
、
必

要
に

応
じ

て
号

炉
間

の
調

整
を

行
い

、
柔

軟
な

対
応

を

行
う

こ
と

に
よ

り
迅

速
な

事
故

収
束

に
努

め
る

。
 

 

5
.
1
.
1
 
重

大
事

故
等

対
処

設
備

に
係

る
事

項
 変
更

前
の
「

5
.
1
.
1
 
重

大
事

故
等

対
処

設
備

に
係

る
事

項
」

の
記

載
に

同
じ

。
 

 5
.
1
.
2
 
復

旧
作

業
に

係
る

事
項

 

変
更

前
の
「

5
.
1
.
2
 
復

旧
作

業
に

係
る

事
項

」
の

記
載

に
同

じ
。

 

 5
.
1
.
3
 
支

援
に

係
る

事
項

 

変
更

前
の

「
5
.
1
.
3
 
支

援
に

係
る

事

項
」

の
記

載
に

同
じ

。
 

 

d
.
 
手

順
書

の
整

備
、

教
育

及
び

訓
練

の
実

施
並

び
に

体
制

の
整

備
 

     

(
a
)
 
手

順
書

の
整

備
 

重
大

事
故

等
発

生
時

に
お

い

て
、
事

象
の

種
類

及
び

事
象

の
進

展

に
応

じ
て

重
大

事
故

等
に

的
確

か

つ
柔

軟
に

対
処

で
き

る
よ

う
手

順

書
を

整
備

す
る

。
 

ま
た

、
手

順
書

は
使

用
主

体
に

応
じ

て
、
運

転
員

が
使

用
す

る
手

順

書
（

以
下

「
運

転
手

順
書

」
と

い

う
。
）
、
緊

急
時

対
策

本
部

が
使

用

す
る

手
順

書
（

以
下
「

緊
急

時
対

策

本
部

用
手

順
書

」
と

い
う

。
）
及

び

5
.
1
.
4
 
手

順
書

の
整

備
、
教

育
及

び
訓

練
の

実
施

並
び

に
体

制
の

整
備

 

重
大

事
故

等
発

生
時

に
的

確
か

つ

柔
軟

に
対

処
で

き
る

よ
う

、
手

順
書

を

整
備

し
、
教

育
及

び
訓

練
を

実
施

す
る

と
と

も
に

、
要

員
を

確
保

す
る

等
の

必

要
な

体
制

を
整

備
す

る
。

 

(
1
)
 
手

順
書

の
整

備
 

重
大

事
故

等
発

生
時

に
お

い
て

、
事

象
の

種
類

及
び

事
象

の
進

展
に

応
じ

て
重

大
事

故
等

に
的

確
か

つ
柔

軟
に

対
処

で
き

る
よ

う
手

順
書

を
整

備
す

る
。

 

ま
た

、
手

順
書

は
使

用
主

体
に

応
じ

て
、
運

転
員

が
使

用
す

る
手

順
書
（

以

下
「

運
転

手
順

書
」
と

い
う

。
）
、
緊

急
時

対
策

本
部

が
使

用
す

る
手

順
書

（
以

下
「

緊
急

時
対

策
本

部
用

手
順

書
」
と

い
う

。
）
及

び
緊

急
時

対
策

本
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（
３

）
本

文
十

号
 

＋
 

添
付

書
類
十

（
5.

1 
重

大
事

故
等

対
策
）

 
設

置
変

更
許

可
申

請
書

（
本

文
）

 

R
0
2
.
0
1
.
2
9
許

可
 

設
置

変
更

許
可

申
請

書
（

添
付

書
類

）
 

R
0
2
.
0
1
.
2
9
許

可
 

原
子

炉
施

設
保

安
規

定
 

社
内

規
定

文
書

 

記
載

す
べ

き
内

容
 

記
載

の
考

え
方

 
該

当
規

定
文

書
 

記
載

内
容

の
概

要
 

緊
急

時
対

策
本

部
の

う
ち

支
援

組

織
が

使
用

す
る

手
順

書
（

以
下
「

支

援
組

織
用

手
順

書
」
と

い
う

。
）
を

整
備

す
る

。
 

(
a
-
1
)
 
す

べ
て

の
交

流
動

力
電

源
及

び
常

設
直

流
電

源
系

統
の

喪
失

、

安
全

系
の

機
器

若
し

く
は

計
測

器
類

の
多

重
故

障
又

は
１

号
炉

、

２
号

炉
、
３

号
炉

及
び

４
号

炉
の

同
時

被
災

の
過

酷
な

状
態

に
お

い
て

、
限

ら
れ

た
時

間
の

中
で

原

子
炉

施
設

の
状

態
の

把
握

及
び

実
施

す
べ

き
重

大
事

故
等

対
策

の
適

切
な

判
断

に
必

要
な

情
報

の
種

類
、
そ

の
入

手
の

方
法

及
び

判
断

基
準

を
整

理
し

、
手

順
を

整

備
す

る
。

 

原
子

炉
施

設
の

状
態

の
把

握

が
困

難
な

場
合

に
も

対
処

で
き

る
よ

う
、
パ

ラ
メ

ー
タ

を
計

測
す

る
計

器
故

障
時

に
原

子
炉

施
設

の
状

態
を

把
握

す
る

た
め

の
手

順
、
パ

ラ
メ

ー
タ

の
把

握
能

力
を

超
え

た
場

合
に

原
子

炉
施

設
の

状
態

を
把

握
す

る
た

め
の

手
順

及
び

計
測

に
必

要
な

計
器

電
源

が
喪

失
し

た
場

合
の

手
順

を
整

備
す

る
。

 

具
体

的
に

は
、

第
1
0
.
1
表

に

示
す
「

重
大

事
故

等
対

策
に

お
け

る
手

順
書

の
概

要
」

の
う

ち

「
1
.
1
5

事
故

時
の

計
装

に
関

す

る
手

順
等

」
の

内
容

を
含

む
も

の

と
す

る
。

 

(
a
-
2
)
 
炉

心
の

著
し

い
損

傷
及

び
原

子
炉

格
納

容
器

の
破

損
を

防
止

す
る

た
め

に
、
最

優
先

す
べ

き
操

作
等

を
迷

う
こ

と
な

く
判

断
し

実
施

で
き

る
よ

う
、
判

断
基

準
を

明
確

に
し

た
手

順
を

以
下

の
と

お
り

整
備

す
る

。
 

炉
心

損
傷

が
発

生
し

た
場

合

に
お

い
て

、
原

子
炉

格
納

容
器

の

破
損

防
止

の
対

処
に

迷
う

こ
と

な
く

移
行

で
き

る
よ

う
、
原

子
炉

格
納

容
器

へ
の

注
水

を
最

優
先

す
る

判
断

基
準

を
明

確
に

し
た

手
順

を
整

備
す

る
。

 

炉
心

の
著

し
い

損
傷

又
は

原

子
炉

格
納

容
器

の
破

損
を

防
止

す
る

た
め

に
注

水
す

る
淡

水
源

が
枯

渇
又

は
使

用
で

き
な

い
状

況
に

お
い

て
は

、
迷

わ
ず

海
水

注

部
の

う
ち

支
援

組
織

が
使

用
す

る
手

順
書

（
以

下
「

支
援

組
織

用
手

順
書

」

と
い

う
。

）
を

整
備

す
る

。
 

 

a
.
 
す

べ
て

の
交

流
動

力
電

源
及

び
常

設
直

流
電

源
系

統
の

喪
失

、
安

全
系

の
機

器
若

し
く

は
計

測
器

類
の

多

重
故

障
又

は
１

号
炉

、
２

号
炉

、
３

号
炉

及
び

４
号

炉
の

同
時

被
災

の

過
酷

な
状

態
に

お
い

て
、
限

ら
れ

た

時
間

の
中

で
原

子
炉

施
設

の
状

態

の
把

握
及

び
実

施
す

べ
き

重
大

事

故
等

対
策

の
適

切
な

判
断

に
必

要

な
情

報
の

種
類

、
そ

の
入

手
の

方
法

及
び

判
断

基
準

を
整

理
し

、
運

転
手

順
書

及
び

緊
急

時
対

策
本

部
用

手

順
書

に
ま

と
め

る
。

 

原
子

炉
施

設
の

状
態

の
把

握
が

困
難

な
場

合
に

も
対

処
で

き
る

よ

う
、
パ

ラ
メ

ー
タ

を
計

測
す

る
計

器

故
障

時
に

原
子

炉
施

設
の

状
態

を

把
握

す
る

た
め

の
手

順
、
パ

ラ
メ

ー

タ
の

把
握

能
力

を
超

え
た

場
合

に

原
子

炉
施

設
の

状
態

を
把

握
す

る

た
め

の
手

順
及

び
計

測
に

必
要

な

計
器

電
源

が
喪

失
し

た
場

合
の

手

順
を

整
備

す
る

。
 

具
体

的
に

は
、
第

5
.
1
.
1
表

に
示

す
「

重
大

事
故

等
対

策
に

お
け

る
手

順
書

の
概

要
」
の

う
ち
「

1
.
1
5
事

故

時
の

計
装

に
関

す
る

手
順

等
」
の

内

容
を

含
む

も
の

と
す

る
。

 

  

b
.
 
炉

心
の

著
し

い
損

傷
及

び
原

子

炉
格

納
容

器
の

破
損

を
防

止
す

る

た
め

に
、
最

優
先

す
べ

き
操

作
等

を

迷
う

こ
と

な
く

判
断

し
実

施
で

き

る
よ

う
、
判

断
基

準
を

明
確

に
し

た

手
順

を
以

下
の

と
お

り
整

備
す

る
。
 

 

炉
心

損
傷

が
発

生
し

た
場

合
に

お
い

て
、
原

子
炉

格
納

容
器

の
破

損

防
止

の
対

処
に

迷
う

こ
と

な
く

移

行
で

き
る

よ
う

、
原

子
炉

格
納

容
器

へ
の

注
水

を
最

優
先

す
る

判
断

基

準
を

明
確

に
し

た
手

順
を

整
備

す

る
。

 

炉
心

の
著

し
い

損
傷

又
は

原
子

炉
格

納
容

器
の

破
損

を
防

止
す

る

た
め

に
注

水
す

る
淡

水
源

が
枯

渇

又
は

使
用

で
き

な
い

状
況

に
お

い

て
は

、
迷

わ
ず

海
水

注
水

を
行

え
る
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（
３

）
本

文
十

号
 

＋
 

添
付

書
類
十

（
5.

1 
重

大
事

故
等

対
策
）

 
設

置
変

更
許

可
申

請
書

（
本

文
）

 

R
0
2
.
0
1
.
2
9
許

可
 

設
置

変
更

許
可

申
請

書
（

添
付

書
類

）
 

R
0
2
.
0
1
.
2
9
許

可
 

原
子

炉
施

設
保

安
規

定
 

社
内

規
定

文
書

 

記
載

す
べ

き
内

容
 

記
載

の
考

え
方

 
該

当
規

定
文

書
 

記
載

内
容

の
概

要
 

水
を

行
え

る
よ

う
判

断
基

準
を

明
確

に
し

た
手

順
を

整
備

す
る

。
 

全
交

流
動

力
電

源
喪

失
時

等

に
お

い
て

、
準

備
に

長
時

間
を

要

す
る

可
搬

型
設

備
を

必
要

な
時

期
に

使
用

可
能

と
す

る
た

め
、
準

備
に

掛
か

る
時

間
を

考
慮

の
上

、

手
順

着
手

の
判

断
基

準
を

明
確

に
し

た
手

順
を

整
備

す
る

。
 

炉
心

の
著

し
い

損
傷

時
に

お

い
て

水
素

爆
発

を
懸

念
し

、
水

素

濃
度

制
御

設
備

の
必

要
な

起
動

時
期

を
見

失
う

こ
と

が
な

い
よ

う
、
水

素
濃

度
制

御
設

備
を

速
や

か
に

起
動

す
る

判
断

基
準

を
明

確
に

し
た

手
順

を
整

備
す

る
。

 

そ
の

他
、
炉

心
の

著
し

い
損

傷

及
び

原
子

炉
格

納
容

器
の

破
損

を
防

止
す

る
た

め
に

必
要

な
各

操
作

に
つ

い
て

は
、
重

大
事

故
等

対
処

設
備

を
必

要
な

時
期

に
使

用
可

能
と

す
る

た
め

、
手

順
着

手

の
判

断
基

準
を

明
確

に
し

た
手

順
を

整
備

す
る

。
 

重
大

事
故

等
対

策
時

に
お

い

て
、
設

計
基

準
事

故
に

用
い

る
操

作
の

制
限

事
項

が
継

続
し

て
適

用
さ

れ
る

こ
と

で
事

故
対

応
に

悪
影

響
を

及
ぼ

さ
な

い
よ

う
手

順
を

区
別

す
る

と
と

も
に

、
重

大

事
故

等
発

生
時

に
は

速
や

か
に

移
行

で
き

る
よ

う
判

断
基

準
を

明
確

に
し

た
手

順
を

整
備

す
る

。
 

(
a
-
3
)
 
重

大
事

故
等

対
策

の
実

施
に

お
い

て
、
財

産
（

設
備

等
）
保

護

よ
り

も
安

全
を

優
先

す
る

共
通

認
識

を
持

ち
、

行
動

で
き

る
よ

う
、
社

長
が

あ
ら

か
じ

め
方

針
を

示
す

。
 

重
大

事
故

等
発

生
時

の
運

転

操
作

に
お

い
て

、
当

直
課

長
が

躊

躇
せ

ず
指

示
で

き
る

よ
う

、
財

産

（
設

備
等

）
保

護
よ

り
も

安
全

を

優
先

す
る

方
針

に
基

づ
き

定
め

た
判

断
基

準
を

運
転

手
順

書
に

整
備

す
る

。
 

重
大

事
故

等
発

生
時

の
発

電

所
の

緊
急

時
対

策
本

部
活

動
に

お
い

て
重

大
事

故
等

対
策

を
実

施
す

る
際

に
、
発

電
所

の
緊

急
時

対
策

本
部

長
が

、
財

産
（

設
備

等
）

保
護

よ
り

も
安

全
を

優
先

す
る

方
針

に
し

た
が

っ
た

判
断

を
実

よ
う

判
断

基
準

を
明

確
に

し
た

手

順
を

整
備

す
る

。
 

全
交

流
動

力
電

源
喪

失
時

等
に

お
い

て
、
準

備
に

長
時

間
を

要
す

る

可
搬

型
設

備
を

必
要

な
時

期
に

使

用
可

能
と

す
る

た
め

、
準

備
に

掛
か

る
時

間
を

考
慮

の
上

、
手

順
着

手
の

判
断

基
準

を
明

確
に

し
た

手
順

を

整
備

す
る

。
 

炉
心

の
著

し
い

損
傷

時
に

お
い

て
水

素
爆

発
を

懸
念

し
、
水

素
濃

度

制
御

設
備

の
必

要
な

起
動

時
期

を

見
失

う
こ

と
が

な
い

よ
う

、
水

素
濃

度
制

御
設

備
を

速
や

か
に

起
動

す

る
判

断
基

準
を

明
確

に
し

た
手

順

を
整

備
す

る
。

 

そ
の

他
、
炉

心
の

著
し

い
損

傷
及

び
原

子
炉

格
納

容
器

の
破

損
を

防

止
す

る
た

め
に

必
要

な
各

操
作

に

つ
い

て
は

、
重

大
事

故
等

対
処

設
備

を
必

要
な

時
期

に
使

用
可

能
と

す

る
た

め
、
手

順
着

手
の

判
断

基
準

を

明
確

に
し

た
手

順
を

整
備

す
る

。
 

重
大

事
故

等
対

策
時

に
お

い
て

、

設
計

基
準

事
故

に
用

い
る

操
作

の

制
限

事
項

が
継

続
し

て
適

用
さ

れ

る
こ

と
で

事
故

対
応

に
悪

影
響

を

及
ぼ

さ
な

い
よ

う
手

順
を

区
別

す

る
と

と
も

に
、
重

大
事

故
等

発
生

時

に
は

速
や

か
に

移
行

で
き

る
よ

う

判
断

基
準

を
明

確
に

し
た

手
順

を

整
備

す
る

。
 

 

c
.
 
重

大
事

故
等

対
策

の
実

施
に

お

い
て

、
財

産
（

設
備

等
）
保

護
よ

り

も
安

全
を

優
先

す
る

共
通

認
識

を

持
ち

、
行

動
で

き
る

よ
う

、
社

長
が

あ
ら

か
じ

め
方

針
を

示
す

。
 

 重
大

事
故

等
発

生
時

の
運

転
操

作
に

お
い

て
、
当

直
課

長
が

躊
躇

せ

ず
指

示
で

き
る

よ
う

、
財

産
（

設
備

等
）
保

護
よ

り
も

安
全

を
優

先
す

る

方
針

に
基

づ
き

定
め

た
判

断
基

準

を
運

転
手

順
書

に
整

備
す

る
。

 

 重
大

事
故

等
発

生
時

の
発

電
所

の
緊

急
時

対
策

本
部

活
動

に
お

い

て
重

大
事

故
等

対
策

を
実

施
す

る

際
に

、
発

電
所

の
緊

急
時

対
策

本
部

長
が

、
財

産
（

設
備

等
）
保

護
よ

り

も
安

全
を

優
先

す
る

方
針

に
し

た

が
っ

た
判

断
を

実
施

す
る

。
ま

た
、
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書
類
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（
5.

1 
重

大
事

故
等

対
策
）

 
設

置
変

更
許

可
申

請
書

（
本

文
）

 

R
0
2
.
0
1
.
2
9
許

可
 

設
置

変
更

許
可

申
請

書
（

添
付

書
類

）
 

R
0
2
.
0
1
.
2
9
許

可
 

原
子

炉
施

設
保

安
規

定
 

社
内

規
定

文
書

 

記
載

す
べ

き
内

容
 

記
載

の
考

え
方

 
該

当
規

定
文

書
 

記
載

内
容

の
概

要
 

施
す

る
。
ま

た
、
財

産
（

設
備

等
）

保
護

よ
り

も
安

全
を

優
先

す
る

方
針

に
基

づ
き

定
め

た
判

断
基

準
を

緊
急

時
対

策
本

部
用

手
順

書
に

整
備

す
る

。
 

(
a
-
4
)
 
重

大
事

故
等

対
策

時
に

使
用

す
る

手
順

書
と

し
て

、
発

電
所

内

の
実

施
組

織
と

支
援

組
織

が
連

携
し

事
故

の
進

展
状

況
に

応
じ

て
実

効
的

に
重

大
事

故
等

対
策

を
実

施
す

る
た

め
、
運

転
員

用
及

び
支

援
組

織
用

の
手

順
書

を
適

切
に

定
め

る
。

 

     

運
転

手
順

書
は

、
重

大
事

故
等

対
策

を
的

確
に

実
施

す
る

た
め

に
、
事

故
の

進
展

状
況

に
応

じ
て

構
成

し
定

め
る

。
 

                               

財
産
（

設
備

等
）
保

護
よ

り
も

安
全

を
優

先
す

る
方

針
に

基
づ

き
定

め

た
判

断
基

準
を

緊
急

時
対

策
本

部

用
手

順
書

に
整

備
す

る
。

 

 

d
.
 
重

大
事

故
等

対
策

時
に

使
用

す

る
手

順
書

と
し

て
、
発

電
所

内
の

実

施
組

織
と

支
援

組
織

が
連

携
し

事

故
の

進
展

状
況

に
応

じ
て

実
効

的

に
重

大
事

故
等

対
策

を
実

施
す

る

た
め

、
運

転
員

用
及

び
支

援
組

織
用

の
手

順
書

を
適

切
に

定
め

る
。

 

な
お

、
降

灰
、
竜

巻
等

の
自

然
災

害
に

よ
る

重
大

事
故

等
対

処
設

備

へ
の

影
響

を
低

減
さ

せ
る

た
め

、
火

山
灰

の
除

灰
及

び
竜

巻
時

の
固

縛

等
の

対
処

を
行

う
手

順
に

つ
い

て

も
整

備
す

る
。

 

運
転

手
順

書
は

、
重

大
事

故
等

対

策
を

的
確

に
実

施
す

る
た

め
に

、
事

故
の

進
展

状
況

に
応

じ
て

、
以

下
の

よ
う

に
構

成
し

定
め

る
。

 

・
警

報
に

対
処

す
る

運
転

手
順

書
 

機
器

の
異

常
を

検
知

す
る

警
報

発
信

時
の

対
応

処
置

に
使

用
 

・
事

象
の

判
別

を
行

う
運

転
手

順

書
 

原
子

炉
ト

リ
ッ

プ
及

び
非

常
用

炉
心

冷
却

設
備

作
動

直
後

に
実

施

す
べ

き
事

象
の

判
別

及
び

対
応

処

置
に

使
用

 

・
故

障
及

び
設

計
基

準
事

故
に

対

処
す

る
運

転
手

順
書

 

運
転

時
の

異
常

な
過

渡
変

化
及

び
設

計
基

準
事

故
の

対
応

措
置

に

使
用

 

・
炉

心
の

著
し

い
損

傷
及

び
原

子

炉
格

納
容

器
の

破
損

を
防

止
す

る
運

転
手

順
書

（
安

全
機

能
ベ

ー
ス

と
事

象
ベ

ー
ス

で
構

成
）

 

安
全

機
器

の
多

重
故

障
等

が
発

生
し

、
設

計
基

準
事

故
を

超
え

た
場

合
の

対
応

措
置

に
使

用
 

・
炉

心
の

著
し

い
損

傷
が

発
生

し

た
場

合
に

対
処

す
る

運
転

手
順

書
 

炉
心

損
傷

時
に

、
炉

心
の

著
し

い

損
傷

の
緩

和
及

び
原

子
炉

格
納

容

器
の

破
損

を
防

止
す

る
た

め
に

実

施
す

る
対

応
措

置
に

使
用

 

実
施

組
織

が
重

大
事

故
等

対
策

を
的

確
に

実
施

す
る

た
め

の
そ

の

他
の

対
応

手
順

と
し

て
、
大

気
、
海
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1 
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対
策
）

 
設

置
変
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可
申

請
書

（
本

文
）

 

R
0
2
.
0
1
.
2
9
許

可
 

設
置

変
更

許
可

申
請

書
（

添
付

書
類

）
 

R
0
2
.
0
1
.
2
9
許

可
 

原
子

炉
施

設
保

安
規

定
 

社
内

規
定

文
書

 

記
載

す
べ

き
内

容
 

記
載

の
考

え
方

 
該

当
規

定
文

書
 

記
載

内
容

の
概

要
 

     緊
急

時
対

策
本

部
用

手
順

書

に
、
体

制
、
通

報
及

び
緊

急
時

対

策
本

部
内

の
連

携
等

に
つ

い
て

明
確

に
し

、
そ

の
中

に
支

援
組

織

用
手

順
書

を
整

備
し

、
支

援
の

対

応
等

、
重

大
事

故
等

対
策

を
的

確

に
実

施
す

る
た

め
の

必
要

事
項

を
明

確
に

示
し

た
手

順
を

定
め

る
。

 

な
お

、
運

転
手

順
書

は
、
事

故

の
進

展
状

況
に

応
じ

て
、
構

成
を

明
確

化
し

、
手

順
書

相
互

間
を

的

確
に

移
行

で
き

る
よ

う
、
移

行
基

準
を

明
確

に
す

る
。

 

事
故

発
生

時
は

、
故

障
及

び
設

計
基

準
事

故
に

対
処

す
る

運
転

手
順

書
に

よ
り

事
象

判
別

及
び

初
期

対
応

を
行

う
。
多

重
故

障
等

に
よ

り
設

計
基

準
事

故
を

超
え

た
場

合
は

、
炉

心
の

著
し

い
損

傷

及
び

原
子

炉
格

納
容

器
の

破
損

を
防

止
す

る
事

象
ベ

ー
ス

の
運

転
手

順
書

に
移

行
す

る
。

 

事
象

判
別

及
び

初
期

対
応

を

行
っ

て
い

る
場

合
又

は
事

象
ベ

ー
ス

の
運

転
手

順
書

に
て

事
故

対
応

操
作

中
は

、
安

全
機

能
パ

ラ

メ
ー

タ
を

常
に

監
視

し
、
あ

ら
か

じ
め

定
め

た
適

用
条

件
が

成
立

す
れ

ば
、
炉

心
の

著
し

い
損

傷
及

び
原

子
炉

格
納

容
器

の
破

損
を

防
止

す
る

安
全

機
能

ベ
ー

ス
の

運
転

手
順

書
に

移
行

す
る

。
 

    た
だ

し
、
原

因
が

明
確

で
か

つ

そ
の

原
因

除
去

あ
る

い
は

対
策

が
優

先
さ

れ
る

べ
き

場
合

は
、
安

全
機

能
ベ

ー
ス

の
運

転
手

順
書

に
は

移
行

せ
ず

、
そ

の
原

因
に

対

す
る

事
象

ベ
ー

ス
の

運
転

手
順

書
を

優
先

す
る

。
 

多
重

故
障

が
解

消
さ

れ
安

全

機
能

が
回

復
す

れ
ば

、
故

障
及

び

設
計

基
準

事
故

に
対

処
す

る
運

転
手

順
書

に
戻

り
処

置
を

行
う

。
 

洋
へ

の
放

射
性

物
質

の
拡

散
の

抑

制
、
中

央
制

御
室

維
持

、
モ

ニ
タ

リ

ン
グ

設
備

、
緊

急
時

対
策

本
部

設
営

及
び

通
信

連
絡

設
備

に
関

す
る

手

順
書

を
定

め
る

。
 

緊
急

時
対

策
本

部
用

手
順

書

に
、
体

制
、
通

報
及

び
緊

急
時

対
策

本
部

内
の

連
携

等
に

つ
い

て
明

確

に
し

、
そ

の
中

に
支

援
組

織
用

手
順

書
を

整
備

し
、
支

援
の

対
応

等
、
重

大
事

故
等

対
策

を
的

確
に

実
施

す

る
た

め
の

必
要

事
項

を
明

確
に

示

し
た

手
順

を
定

め
る

。
 

 な
お

、
運

転
手

順
書

は
、
事

故
の

進
展

状
況

に
応

じ
て

、
構

成
を

明
確

化
し

、
手

順
書

相
互

間
を

的
確

に
移

行
で

き
る

よ
う

、
移

行
基

準
を

明
確

に
す

る
。

 

事
故

発
生

時
は

、
故

障
及

び
設

計
基

準
事

故
に

対
処

す
る

運
転

手

順
書

に
よ

り
事

象
判

別
及

び
初

期

対
応

を
行

う
。
多

重
故

障
等

に
よ

り

設
計

基
準

事
故

を
超

え
た

場
合

は
、

炉
心

の
著

し
い

損
傷

及
び

原
子

炉

格
納

容
器

の
破

損
を

防
止

す
る

事

象
ベ

ー
ス

の
運

転
手

順
書

に
移

行

す
る

。
 

事
象

判
別

及
び

初
期

対
応

を
行

っ
て

い
る

場
合

又
は

事
象

ベ
ー

ス

の
運

転
手

順
書

に
て

事
故

対
応

操

作
中

は
、

安
全

機
能

パ
ラ

メ
ー

タ

（
未

臨
界

性
、

炉
心

の
冷

却
機

能
、

蒸
気

発
生

器
の

除
熱

機
能

、
原

子
炉

格
納

容
器

の
健

全
性

、
放

射
性

物
質

の
放

出
防

止
及

び
１

次
冷

却
系

保

有
水

の
維

持
）
を

常
に

監
視

し
、
あ

ら
か

じ
め

定
め

た
適

用
条

件
が

成

立
す

れ
ば

、
炉

心
の

著
し

い
損

傷
及

び
原

子
炉

格
納

容
器

の
破

損
を

防

止
す

る
安

全
機

能
ベ

ー
ス

の
運

転

手
順

書
に

移
行

す
る

。
 

た
だ

し
、

原
因

が
明

確
で

か
つ

そ
の

原
因

除
去

あ
る

い
は

対
策

が

優
先

さ
れ

る
べ

き
場

合
は

、
安

全
機

能
ベ

ー
ス

の
運

転
手

順
書

に
は

移

行
せ

ず
、
そ

の
原

因
に

対
す

る
事

象

ベ
ー

ス
の

運
転

手
順

書
を

優
先

す

る
。

 

多
重

故
障

が
解

消
さ

れ
安

全
機

能
が

回
復

す
れ

ば
、
故

障
及

び
設

計

基
準

事
故

に
対

処
す

る
運

転
手

順

書
に

戻
り

処
置

を
行

う
。
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（
３

）
本

文
十

号
 

＋
 

添
付

書
類
十

（
5.

1 
重

大
事

故
等

対
策
）

 
設

置
変

更
許

可
申

請
書

（
本

文
）

 

R
0
2
.
0
1
.
2
9
許

可
 

設
置

変
更

許
可

申
請

書
（

添
付

書
類

）
 

R
0
2
.
0
1
.
2
9
許

可
 

原
子

炉
施

設
保

安
規

定
 

社
内

規
定

文
書

 

記
載

す
べ

き
内

容
 

記
載

の
考

え
方

 
該

当
規

定
文

書
 

記
載

内
容

の
概

要
 

炉
心

の
著

し
い

損
傷

及
び

原

子
炉

格
納

容
器

の
破

損
を

防
止

す
る

運
転

手
順

書
に

よ
る

対
応

で
事

故
収

束
せ

ず
炉

心
損

傷
に

至
っ

た
場

合
は

、
炉

心
の

著
し

い

損
傷

が
発

生
し

た
場

合
に

対
処

す
る

運
転

手
順

書
に

移
行

し
対

応
処

置
を

実
施

す
る

。
 

(
a
-
5
)
 
重

大
事

故
等

対
策

実
施

の
判

断
基

準
と

し
て

確
認

さ
れ

る
水

位
、
圧

力
、
温

度
等

の
計

測
可

能

な
パ

ラ
メ

ー
タ

を
整

理
し

、
運

転

手
順

書
に

明
記

す
る

。
 

重
大

事
故

等
に

対
処

す
る

た

め
に

監
視

す
る

こ
と

が
必

要
な

パ
ラ

メ
ー

タ
を

、
あ

ら
か

じ
め

選

定
し

、
重

要
な

監
視

パ
ラ

メ
ー

タ

と
有

効
な

監
視

パ
ラ

メ
ー

タ
に

位
置

づ
け

運
転

手
順

書
に

明
記

す
る

。
通

常
使

用
す

る
パ

ラ
メ

ー

タ
が

故
障

等
に

よ
り

計
測

不
能

な
場

合
は

、
代

替
パ

ラ
メ

ー
タ

に

て
当

該
パ

ラ
メ

ー
タ

を
推

定
す

る
方

法
を

運
転

手
順

書
に

明
記

す
る

。
な

お
、
記

録
が

必
要

な
パ

ラ
メ

ー
タ

及
び

直
流

電
源

が
喪

失
し

て
も

可
搬

型
計

測
器

に
よ

り
計

測
可

能
な

パ
ラ

メ
ー

タ
を

あ
ら

か
じ

め
選

定
し

、
運

転
手

順

書
に

明
記

す
る

。
 

        ま
た

、
重

大
事

故
等

対
策

実
施

時
に

お
け

る
パ

ラ
メ

ー
タ

挙
動

予
測

、
影

響
評

価
す

べ
き

項
目

及

び
監

視
パ

ラ
メ

ー
タ

等
を

手
順

書
に

整
理

す
る

。
 

有
効

性
評

価
等

に
て

整
理

し

た
有

効
な

情
報

に
つ

い
て

、
運

転

員
が

監
視

す
べ

き
パ

ラ
メ

ー
タ

の
選

定
、
状

況
の

把
握

及
び

進
展

予
測

並
び

に
対

応
処

置
の

参
考

情
報

と
し

、
運

転
手

順
書

に
整

理

す
る

。
 

ま
た

、
有

効
性

評
価

等
に

て
整

理
し

た
有

効
な

情
報

に
つ

い
て

、

発
電

所
緊

急
時

対
策

本
部

要
員

炉
心

の
著

し
い

損
傷

及
び

原
子

炉
格

納
容

器
の

破
損

を
防

止
す

る

運
転

手
順

書
に

よ
る

対
応

で
事

故

収
束

せ
ず

炉
心

損
傷

に
至

っ
た

場

合
は

、
炉

心
の

著
し

い
損

傷
が

発
生

し
た

場
合

に
対

処
す

る
運

転
手

順

書
に

移
行

し
対

応
処

置
を

実
施

す

る
。

 

e
.
 
重

大
事

故
等

対
策

実
施

の
判

断

基
準

と
し

て
確

認
さ

れ
る

水
位

、
圧

力
、
温

度
等

の
計

測
可

能
な

パ
ラ

メ

ー
タ

を
整

理
し

、
運

転
手

順
書

に
明

記
す

る
。

 

重
大

事
故

等
に

対
処

す
る

た
め

に
監

視
す

る
こ

と
が

必
要

な
パ

ラ

メ
ー

タ
を

、
あ

ら
か

じ
め

原
子

炉
施

設
の

状
態

を
監

視
す

る
パ

ラ
メ

ー

タ
の

中
か

ら
選

定
し

、
耐

震
性

、
耐

環
境

性
の

あ
る

計
測

機
器

で
の

確

認
可

否
に

よ
り

、
重

要
な

監
視

パ
ラ

メ
ー

タ
と

有
効

な
監

視
パ

ラ
メ

ー

タ
に

位
置

づ
け

運
転

手
順

書
に

明

記
す

る
。
重

要
な

監
視

パ
ラ

メ
ー

タ

と
有

効
な

監
視

パ
ラ

メ
ー

タ
は

、
通

常
使

用
す

る
主

要
な

パ
ラ

メ
ー

タ

と
そ

の
代

替
パ

ラ
メ

ー
タ

に
よ

り

構
成

し
、
主

要
な

パ
ラ

メ
ー

タ
が

故

障
等

に
よ

り
計

測
不

能
な

場
合

は
、

代
替

パ
ラ

メ
ー

タ
に

て
当

該
パ

ラ

メ
ー

タ
を

推
定

す
る

方
法

を
運

転

手
順

書
に

明
記

す
る

。
な

お
、
重

要

な
監

視
パ

ラ
メ

ー
タ

と
有

効
な

監

視
パ

ラ
メ

ー
タ

の
中

か
ら

、
記

録
が

必
要

な
パ

ラ
メ

ー
タ

及
び

直
流

電

源
が

喪
失

し
て

も
可

搬
型

計
測

器

に
よ

り
計

測
可

能
な

パ
ラ

メ
ー

タ

を
あ

ら
か

じ
め

選
定

し
、
運

転
手

順

書
に

明
記

す
る

。
 

ま
た

、
重

大
事

故
等

対
策

実
施

時

に
お

け
る

パ
ラ

メ
ー

タ
挙

動
予

測
、

影
響

評
価

す
べ

き
項

目
及

び
監

視

パ
ラ

メ
ー

タ
等

を
手

順
書

に
整

理

す
る

。
 

有
効

性
評

価
等

に
て

整
理

し
た

有
効

な
情

報
に

つ
い

て
、
運

転
員

が

監
視

す
べ

き
パ

ラ
メ

ー
タ

の
選

定
、

状
況

の
把

握
及

び
進

展
予

測
並

び

に
対

応
処

置
の

参
考

情
報

と
し

、
運

転
手

順
書

に
整

理
す

る
。

 

 ま
た

、
有

効
性

評
価

等
に

て
整

理

し
た

有
効

な
情

報
に

つ
い

て
、
発

電

所
緊

急
時

対
策

本
部

要
員

（
以

下

                                                     

904



（
３

）
本

文
十

号
 

＋
 

添
付

書
類
十

（
5.

1 
重

大
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故
等

対
策
）

 
設

置
変

更
許

可
申

請
書

（
本

文
）

 

R
0
2
.
0
1
.
2
9
許

可
 

設
置

変
更

許
可

申
請

書
（

添
付

書
類

）
 

R
0
2
.
0
1
.
2
9
許

可
 

原
子

炉
施

設
保

安
規

定
 

社
内

規
定

文
書

 

記
載

す
べ

き
内

容
 

記
載

の
考

え
方

 
該

当
規

定
文

書
 

記
載

内
容

の
概

要
 

（
以

下
「

緊
急

時
対

策
本

部
要

員
」

と
い

う
。
）

が
運

転
操

作
を

支
援

す
る

た
め

の
パ

ラ
メ

ー
タ

挙
動

予
測

や
影

響
評

価
の

た
め

の
判

断
情

報
と

し
、
支

援
組

織
用

手
順

書
に

整
理

す
る

。
 

(
a
-
6
)
 
前

兆
事

象
と

し
て

把
握

が
で

き
る

か
、
重

大
事

故
を

引
き

起
こ

す
可

能
性

が
あ

る
か

を
考

慮
し

て
、
設

備
の

安
全

機
能

の
維

持
及

び
事

故
の

未
然

防
止

対
策

を
あ

ら
か

じ
め

検
討

し
て

お
き

、
前

兆

事
象

を
確

認
し

た
時

点
で

事
前

の
対

応
が

で
き

る
体

制
及

び
手

順
を

整
備

す
る

。
 

大
津

波
警

報
が

発
令

さ
れ

た

場
合

、
原

則
と

し
て

取
水

路
防

潮

ゲ
ー

ト
の

閉
止

、
原

子
炉

の
停

止

及
び

冷
却

操
作

を
行

う
手

順
を

整
備

す
る

。
 

                  そ
の

他
の

前
兆

事
象

を
伴

う

事
象

に
つ

い
て

は
、
気

象
情

報
の

収
集

、
巡

視
点

検
の

強
化

及
び

事

故
の

未
然

防
止

の
対

応
を

行
う

手
順

を
整

備
す

る
。

 

   

「
緊

急
時

対
策

本
部

要
員

」
と

い

う
。
）
が

運
転

操
作

を
支

援
す

る
た

め
の

パ
ラ

メ
ー

タ
挙

動
予

測
や

影

響
評

価
の

た
め

の
判

断
情

報
と

し
、

支
援

組
織

用
手

順
書

に
整

理
す

る
。
 

 

f
.
 
前

兆
事

象
と

し
て

把
握

が
で

き

る
か

、
重

大
事

故
を

引
き

起
こ

す
可

能
性

が
あ

る
か

を
考

慮
し

て
、
設

備

の
安

全
機

能
の

維
持

及
び

事
故

の

未
然

防
止

対
策

を
あ

ら
か

じ
め

検

討
し

て
お

き
、
前

兆
事

象
を

確
認

し

た
時

点
で

事
前

の
対

応
が

で
き

る

体
制

及
び

手
順

を
整

備
す

る
。

 

 

大
津

波
警

報
が

発
令

さ
れ

た
場

合
、
原

則
と

し
て

取
水

路
防

潮
ゲ

ー

ト
の

閉
止

、
原

子
炉

の
停

止
及

び
冷

却
操

作
を

行
う

手
順

を
整

備
す

る
。

ま
た

、
所

員
の

高
台

へ
の

避
難

及
び

水
密

扉
の

閉
止

を
行

い
、
津

波
監

視

カ
メ

ラ
及

び
潮

位
計

に
よ

る
津

波

の
継

続
監

視
を

行
う

手
順

を
整

備

す
る

。
 

台
風

進
路

に
想

定
さ

れ
た

場
合

、

屋
外

設
備

の
暴

風
雨

対
策

の
強

化

及
び

巡
視

点
検

の
強

化
を

実
施

し

災
害

発
生

時
に

迅
速

な
対

応
を

行

う
手

順
を

整
備

す
る

。
 

竜
巻

の
発

生
が

予
測

さ
れ

る
場

合
、
車

両
の

退
避

又
は

固
縛

、
屋

外

作
業

の
中

止
、
燃

料
取

扱
作

業
の

中

止
、
使

用
済

燃
料

ピ
ッ

ト
の

竜
巻

飛

来
物

防
護

対
策

設
備

の
設

置
状

態

の
確

認
、
換

気
空

調
系

の
ダ

ン
パ

等

の
閉

止
、
デ

ィ
ー

ゼ
ル

建
屋

の
水

密

扉
及

び
そ

の
他

扉
の

閉
止

状
態

を

確
認

す
る

手
順

を
整

備
す

る
。

 

そ
の

他
の

前
兆

事
象

を
伴

う
事

象
に

つ
い

て
は

、
気

象
情

報
の

収

集
、
巡

視
点

検
の

強
化

及
び

事
故

の

未
然

防
止

の
対

応
を

行
う

手
順

を

整
備

す
る

。
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R
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.
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原
子

炉
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設
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定
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内
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書

 

記
載

す
べ
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記
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当
規

定
文

書
 

記
載

内
容

の
概

要
 

       (
a
-
7
)
 
有

毒
ガ

ス
発

生
時

に
、

事
故

対
策

に
必

要
な

各
種

の
指

示
・
操

作
を

行
う

こ
と

が
で

き
る

よ
う

、

運
転

員
（

当
直

員
）
、
緊

急
時

対

策
本

部
要

員
及

び
緊

急
安

全
対

策
要

員
の

吸
気

中
の

有
毒

ガ
ス

濃
度

を
有

毒
ガ

ス
防

護
の

た
め

の
判

断
基

準
値

以
下

と
す

る
た

め
の

手
順

と
体

制
を

整
備

す
る

。
 

 固
定

源
に

対
し

て
は

、
運

転
員

（
当

直
員

）
、
緊

急
時

対
策

本
部

要
員

及
び

緊
急

安
全

対
策

要
員

の
吸

気
中

の
有

毒
ガ

ス
濃

度
を

有
毒

ガ
ス

防
護

の
た

め
の

判
断

基
準

値
を

下
回

る
よ

う
に

す
る

。
 

                

         

可
動

源
に

対
し

て
は

、
換

気
空

調

設
備

の
隔

離
等

に
よ

り
、
運

転
員

（
当

直
員

）
及

び
緊

急
時

対
策

本

部
要

員
が

事
故

対
策

に
必

要
な

各
種

の
指

示
・
操

作
を

行
う

こ
と

       g
.
 
有

毒
ガ

ス
発

生
時

に
、

事
故

対

策
に

必
要

な
各

種
の

指
示
・
操

作
を

行
う

こ
と

が
で

き
る

よ
う

、
運

転
員

（
当

直
員

）
、
緊

急
時

対
策

本
部

要

員
及

び
緊

急
安

全
対

策
要

員
の

吸

気
中

の
有

毒
ガ

ス
濃

度
を

有
毒

ガ

ス
防

護
の

た
め

の
判

断
基

準
値

以

下
と

す
る

た
め

の
手

順
と

体
制

を

整
備

す
る

。
 

 敷
地

内
外

に
お

い
て

貯
蔵

施
設

に

保
管

さ
れ

て
い

る
有

毒
ガ

ス
を

発

生
さ

せ
る

お
そ

れ
の

あ
る

有
毒

化

学
物

質
（

以
下
「

固
定

源
」
と

い
う

。
）

に
対

し
て

は
、
運

転
員
（

当
直

員
）
、

緊
急

時
対

策
本

部
要

員
及

び
緊

急

安
全

対
策

要
員

の
吸

気
中

の
有

毒

ガ
ス

濃
度

を
有

毒
ガ

ス
防

護
の

た

め
の

判
断

基
準

値
を

下
回

る
よ

う

に
す

る
。

 

                     敷
地

内
に

お
い

て
輸

送
手

段
の

輸

送
容

器
に

保
管

さ
れ

て
い

る
有

毒

ガ
ス

を
発

生
さ

せ
る

お
そ

れ
の

あ

る
有

毒
化

学
物

質
（

以
下
「

可
動

源
」

と
い

う
。
）
に

対
し

て
は

、
換

気
空

添
付

３
 

 １
 

重
大

事
故

等
対

策
 

（
中

略
）

 

１
．

３
 
 
手

順
書

の
整

備
 

(
1
)
 
 

（
中

略
）

 

ケ
 

安
全

・
防

災
室

長
お

よ
び

発
電

室
長

は
、

有
毒

ガ
ス

発
生

時
に

、

事
故

対
策

に
必

要
な

各
種

の
指

示
・
操

作
を

行
う

こ
と

が
で

き
る

よ

う
、

運
転

員
（

当
直

員
）
、

緊
急

時
対

策
本

部
要

員
お

よ
び

緊
急

安

全
対

策
要

員
の

吸
気

中
の

有
毒

ガ
ス

濃
度

を
有

毒
ガ

ス
防

護
の

た

め
の

判
断

基
準

値
以

下
と

す
る

た
め

の
手

順
お

よ
び

体
制

を
社

内

標
準

に
定

め
る

。
 

    (
ｱ
)
 

安
全

・
防

災
室

長
は

、
発

電
所

敷
地

内
外

の
固

定
源

に
対

し

て
、
有

毒
化

学
物

質
の

確
認

、
防

液
堤

等
の

運
用

管
理

お
よ

び
防

液
堤

等
の

施
設

管
理

の
実

施
に

よ
り

、
運

転
員

（
当

直
員

）
、

緊

急
時

対
策

本
部

要
員

お
よ

び
緊

急
安

全
対

策
要

員
の

吸
気

中
の

有
毒

ガ
ス

濃
度

を
有

毒
ガ

ス
防

護
の

た
め

の
判

断
基

準
値

を
下

回
る

よ
う

に
す

る
手

順
お

よ
び

体
制

を
社

内
標

準
に

定
め

る
。

 

 

添
付

２
 

７
 

有
毒

ガ
ス

 
７

．
４

手
順

書
の

整
備

 

ａ
．

有
毒

ガ
ス

防
護

の
確

認
に

関
す

る
手

順
 

(
b
)
 
各

課
（

室
）

長
は

、
発

電
所

敷
地

内
お

よ
び

中
央

制
御

室
等

か
ら

半
径

１
０

ｋ
ｍ

近
傍

に
新

た
な

有
毒

化
学

物
質

お
よ

び
有

毒
化

学
物

質
の

性
状

、
貯

蔵
状

況
等

の
変

更
を

確
認

し
、

固
定

源
の

見
直

し
が

あ
る

場
合

は
、

有
毒

ガ
ス

が
発

生
し

た
場

合
の

吸
気

中
の

有
毒

ガ
ス

濃
度

評
価

を
実

施
し

、
評

価
結

果
に

基
づ

き
必

要
な

有
毒

ガ
ス

防
護

を
実

施
す

る
。

可
動

源
の

見
直

し
が

あ
る

場
合

は
、

必
要

な
有

毒
ガ

ス
防

護
を

実
施

す
る

。
 

 (
c
)
 
各

課
（

室
）
長

は
、
有

毒
ガ

ス
防

護
に

係
る

影
響

評
価

に
お

い
て

、

有
毒

ガ
ス

影
響

を
軽

減
す

る
こ

と
を

期
待

す
る

堰
お

よ
び

覆
い

（
以

下
、「

防
液

堤
等

」
と

い
う

。
）
に

つ
い

て
、
適

切
に

運
用

管
理

を
実

施

す
る

。
 

 

ｃ
．

施
設

管
理

、
点

検
 

各
課
（

室
）
長

は
、
有

毒
ガ

ス
防

護
に

係
る

影
響

評
価

に
お

い
て

、

有
毒

ガ
ス

影
響

を
軽

減
す

る
こ

と
を

期
待

す
る

防
液

堤
等

は
、

有

毒
ガ

ス
影

響
を

軽
減

す
る

機
能

を
維

持
す

る
た

め
、

施
設

管
理

計

画
に

基
づ

き
適

切
に

施
設

管
理

、
点

検
を

実
施

す
る

と
と

も
に

、

必
要

に
応

じ
補

修
を

行
う

。
 

  

（
添

付
３

）
 

(
ｲ
)
 

安
全
・
防

災
室

長
お

よ
び

発
電

室
長

は
、
可

動
源

に
対

し
て

、

運
転

員
（

当
直

員
）
お

よ
び

緊
急

時
対

策
本

部
要

員
が

事
故

対
策

に
必

要
な

各
種

の
指

示
・
操

作
を

行
う

こ
と

が
で

き
る

よ
う

立
会

人
の

随
行

、
通

信
連

絡
手

段
に

よ
る

連
絡

、
中

央
制

御
室

換
気

設

備
（

１
号

炉
お

よ
び

２
号

炉
）
、

中
央

制
御

室
空

調
装

置
（

３
号

       〇
 
有

毒
ガ

ス
発

生
時

の
運

転
員

等
の

防
護

の
活

動
の

う
ち

、

Ｓ
Ａ

要
求

に
つ

い
て

、
設

置

許
可

で
約

束
し

た
個

別
の

運

用
事

項
を

規
定

す
る

。
 

     〇
 
固

定
源

に
対

す
る

影
響

を
基

準
値

以
下

す
る

こ
と

に
つ

い

て
、

既
存

の
固

定
源

に
対

し

て
は

防
液

堤
等

の
運

用
管

理

（
添

付
２

 
7
.
4
 a
.
(
c
)
）
・

保

守
管

理
（

添
付

２
 
7
.
4
 
c
.
）

で
担

保
し

、
将

来
発

生
し

得

る
固

定
源

に
つ

い
て

は
、

有

毒
化

学
物

質
の

確
認

、
影

響

評
価

、
防

護
措

置
の

実
施
（

添

付
２

 
7
.
4
 
a
.
(
b
)
）

に
よ

り

担
保

す
る

。
 

                   〇
 
有

毒
ガ

ス
発

生
時

の
運

転
員

等
の

防
護

の
活

動
の

う
ち

、

Ｓ
Ａ

要
求

に
つ

い
て

、
設

置

許
可

で
約

束
し

た
個

別
の

運

用
事

項
を

規
定

す
る

。
 

       運
転

管
理

通
達
（

既
存

）
 

                                     

  

 運
転

管
理

通
達
（

既
存

）
 

       ・
運

転
管

理
通

達
（

２
次

文
書

）
に

紐
づ

く

３
次

文
書

に
お

い
て

、
有

毒
ガ

ス
発

生
時

の
体

制
の

整
備

に
係

る
計

画
策

定
と

し

て
、

社
内

標
準

を
作

成
し

、
具

体
的

活
動

を
定

め
る

。
 

                                    ・
運

転
管

理
通

達
（

２
次

文
書

）
に

紐
づ

く

３
次

文
書

に
お

い
て

、
有

毒
ガ

ス
発

生
時

の
体

制
の

整
備

に
係

る
計

画
策

定
と

し

て
、

社
内

標
準

を
作

成
し

、
具

体
的

活
動

を
定

め
る

。
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（
３

）
本

文
十

号
 

＋
 

添
付

書
類
十

（
5.

1 
重

大
事

故
等

対
策
）

 
設

置
変

更
許

可
申

請
書

（
本

文
）

 

R
0
2
.
0
1
.
2
9
許

可
 

設
置

変
更

許
可

申
請

書
（

添
付

書
類

）
 

R
0
2
.
0
1
.
2
9
許

可
 

原
子

炉
施

設
保

安
規

定
 

社
内

規
定

文
書

 

記
載

す
べ

き
内

容
 

記
載

の
考

え
方

 
該

当
規

定
文

書
 

記
載

内
容

の
概

要
 

が
で

き
る

よ
う

に
す

る
。

 

    

予
期

せ
ぬ

有
毒

ガ
ス

の
発

生

に
お

い
て

も
、
運

転
員
（

当
直

員
）

及
び

緊
急

時
対

策
本

部
要

員
の

う
ち

初
動

対
応

を
行

う
者

に
対

し
て

配
備

し
た

防
護

具
を

着
用

す
る

こ
と

に
よ

り
、
事

故
対

策
に

必
要

な
各

種
の

指
示
・
操

作
を

行

う
こ

と
が

で
き

る
よ

う
手

順
と

体
制

を
整

備
す

る
。

 

      有
毒

ガ
ス

の
発

生
に

よ
る

異

常
を

検
知

し
た

場
合

、
通

信
連

絡

設
備

に
よ

り
、
有

毒
ガ

ス
の

発
生

を
発

電
所

内
の

必
要

な
要

員
に

周
知

す
る

手
順

を
整

備
す

る
。

 

   

(
b
)
 
教

育
及

び
訓

練
の

実
施

 

（
以

下
略

）
 

 

 

調
設

備
の

隔
離

等
に

よ
り

、
運

転
員

（
当

直
員

）
及

び
緊

急
時

対
策

本
部

要
員

が
事

故
対

策
に

必
要

な
各

種

の
指

示
・
操

作
を

行
う

こ
と

が
で

き

る
よ

う
に

す
る

。
 

予
期

せ
ぬ

有
毒

ガ
ス

の
発

生
に

お
い

て
も

、
運

転
員
（

当
直

員
）
及

び
緊

急
時

対
策

本
部

要
員

の
う

ち

初
動

対
応

を
行

う
者

に
対

し
て

配

備
し

た
防

護
具

を
着

用
す

る
こ

と

に
よ

り
、
事

故
対

策
に

必
要

な
各

種

の
指

示
・
操

作
を

行
う

こ
と

が
で

き

る
よ

う
手

順
と

体
制

を
整

備
す

る
。
 

       有
毒

ガ
ス

の
発

生
に

よ
る

異
常

を
検

知
し

た
場

合
は

、
運

転
員
（

当

直
員

）
に

連
絡

し
、
運

転
員
（

当
直

員
）
が

通
信

連
絡

設
備

に
よ

り
、
発

電
所

内
の

必
要

な
要

員
に

有
毒

ガ

ス
の

発
生

を
周

知
す

る
手

順
を

整

備
す

る
。

  

(
2
)
 
教

育
及

び
訓

練
の

実
施

 

（
以

下
略

）
 

 

炉
お

よ
び

４
号

炉
）

お
よ

び
緊

急
時

対
策

所
換

気
設

備
の

隔
離

、

防
護

具
の

着
用

な
ら

び
に

終
息

活
動

等
の

手
順

を
社

内
標

準
に

定
め

る
。

 

    

(
ｳ
)
 

安
全
・
防

災
室

長
お

よ
び

発
電

室
長

は
、
予

期
せ

ぬ
有

毒
ガ

ス

の
発

生
に

お
い

て
も

、
運

転
員
（

当
直

員
）
お

よ
び

緊
急

時
対

策

本
部

要
員

の
う

ち
初

動
対

応
を

行
う

要
員

に
対

し
て

配
備

し
た

防
護

具
を

着
用

す
る

こ
と

な
ら

び
に

防
護

具
の

バ
ッ

ク
ア

ッ
プ

体
制

を
整

備
す

る
こ

と
に

よ
り

、
事

故
対

策
に

必
要

な
各

種
の

指

示
・
操

作
を

行
う

こ
と

が
で

き
る

よ
う

手
順

お
よ

び
体

制
を

社
内

標
準

に
定

め
る

。
 

 

（
添

付
２

）
 

ｂ
．

有
毒

ガ
ス

発
生

時
の

防
護

に
関

す
る

手
順

 

(
b
)
 
各

課
（

室
）
長

は
、
予

期
せ

ぬ
有

毒
ガ

ス
の

発
生

に
対

し
て

、

防
護

具
の

着
用

お
よ

び
防

護
具

の
バ

ッ
ク

ア
ッ

プ
体

制
整

備
の

対
策

を
実

施
す

る
。

 

 

（
添

付
３

）
 

(
ｴ
)
 

安
全
・
防

災
室

長
は

、
有

毒
ガ

ス
の

発
生

に
よ

る
異

常
を

検
知

し
た

場
合

は
、
運

転
員
（

当
直

員
）
に

連
絡

し
、
運

転
員
（

当
直

員
）
が

通
信

連
絡

設
備

に
よ

り
、
発

電
所

内
の

必
要

な
要

員
に

有

毒
ガ

ス
の

発
生

を
周

知
す

る
手

順
を

社
内

標
準

に
定

め
る

。
 

（
以

下
略

）
 

 

       ○
 
Ｄ

Ｂ
事

象
下

に
お

け
る

予
期

せ
ぬ

有
毒

ガ
ス

対
応

に
つ

い

て
、

添
付

２
に

も
明

確
化

す

る
。
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添付３－２  
 
 
 
 
 
 
 

上流文書（工事計画）から保安規定への記載内容 

【有毒ガス】 
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基本設計方針他に記載された運用事項の整理 

 

 

１．本資料の構成について 

  今回の整理では、要目表、基本設計方針及び添付説明書にて記載された運用要求事項は、条文毎にそれぞ

れ対応する記載を横並びで整理する。 

 

２．運用要求事項の抽出方法及びその結果について 

  今回の整理における運用要求の抽出は、要目表、基本設計方針及び添付資料をそれぞれに対して以下のス

テップで実施した。 

（１）運用要求の抽出 

要目表、基本設計方針及び添付資料における運用要求の抽出は、以下の手順で実施した。抽出のフロー

を図１に示す。 

Step1※１：基本設計方針については、「設計及び工事に係る品質管理の方法等に関する説明書」に規定する

「様式－８」※２にて逐条的に整理された基本設計方針のうち、要求種別が「運用要求」と整理

された基本設計方針条文の抽出を行う。 

Step2※１：Step1 にて要求種別が「運用要求」以外と整理された基本設計方針条文、要目表及び添付資料に

おいて「保安規定に定める」等と記載され、かつ設計所管が運用で担保する事項であると判断し

た箇所の抽出を行う。 

Step3  ：今回の変更（補正含む）申請に含まれる運用事項に関する条文の変更を示す観点から、保安規

定変更（補正含む）申請の前後で、保安規定及び社内標準の変更を伴うものを「基本設計方針他

に記載された運用事項の整理」としてまとめた。また、変更を伴わないものは別リストとした。 

 

※１ 運用としての変更の有無に関わらず抽出 

※２ 様式－８：基準適合性を確保するための設計結果と適合性確認状況一覧表 

 

 

上記の抽出フローに基づいて抽出された運用に対し、関連する保安規定、社内標準及び社内標準の具

体的記載案を整理した。 

結果については、別添１「基本設計方針他に記載された運用事項の整理」及び別添２「保安規定及び

社内標準の変更を伴わない運用要求」にまとめた。  
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工認記載（要目表、基本設計方針、添付資料※１） 

YES 

運用要求事項として抽出 

STEP-1 

NO 

YES 

STEP-2 

様式-8 において「運

用要求」に分類され

ている事項か？※２ 

運用要求事項ではない 

「保安規定に定め

る」等と記載されて

いる条文か？※２ 

YES 

保安規定及び社内標準の変更を伴

わない運用要求（別添２） 

NO 
 

STEP-3 

「基本設計方針他に記載された運用事

項の整理」の記載対象（別添１） 

保安規定及び社内標準

の変更を伴う事項か？ 

図１ 基本設計方針抽出フロー 

NO 

※１ 工認の申請方法（号機寄せ）により、関連する他号炉の添付資料も含む。 

※２ 運用としての変更の有無に関わらず抽出する。 

YES 
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３．保安規定への反映フォーマットの説明 

項  目 説 明 内 容 

基本設計方針 ○「青字（青下線）」により、保安規定および関連する社内規定文書

（2次文書他）に記載すべき内容を明確にする。 

○「緑字（緑下線）」により、関連する社内規定文書（2 次文書他）

に記載すべき内容を明確にする。 

○「様式条文」にて技術基準規則条文を示す。 

○「施設区分」にて工事計画変更認可申請書における施設区分を示

す。 

説明資料 ○「青字（青下線）」により、保安規定および関連する社内規定文書

（2次文書他）に記載すべき内容を明確にする。 

○「緑字（緑下線）」により、関連する社内規定文書（2 次文書他）

に記載すべき内容を明確にする。 

○説明書番号／記載ページにて工事計画変更認可申請書（説明書）

における説明書番号及び記載ページを示す。 

原子炉施設保安規定 

（記載すべき内容） 

○「黒下線」により、工事計画変更認可申請書（基本設計方針・説明

書）に定義した「保安規定」に定めるべき内容に対応した記載を

示す。 

〇「赤字」により、保安規定変更箇所を明確にする。 

原子炉施設保安規定 

（記載の考え方） 

○「保安規定（内容）」の補足説明を示す。 

社内規定文書 

（該当規定文書） 

○ 該当する社内規定文書（2次文書他）を記載する。 

 

社内規定文書 

（記載内容の概要） 

○ 社内標準における記載内容の概要を示す。 
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手

段

に
よ

る
連

絡
、

中
央

制
御

室
換

気
設

備

（
１

号
炉

お
よ

び
２

号
炉

）
、
中

央
制

御

室
空

調
装

置
（

３
号

炉
お

よ
び

４
号

炉
）

お
よ

び
緊

急
時

対
策

所
換

気
設

備
の

隔

離
、

防
護

具
の

着
用

な
ら

び
に

終
息

活

動
等

の
対

策
を

実
施

す
る

。
 

 

〇
 
有

毒
ガ

ス
発

生
時

の
運

転

員
等

の
防

護
の

活
動

の
う

ち
、
工

認
で

約
束

し
た

個
別

の
運

用
事

項
を

規
定

し
て

い
る

。
 

運
転

管
理

通
達

 

 

・
運

転
管

理
通

達
（

２
次

文

書
）
に

紐
づ

く
３

次
文

書

に
お

い
て

、
有

毒
ガ

ス
発

生
時

の
体

制
の

整
備

に

係
る

計
画

策
定

と
し

て
、

社
内

標
準

を
作

成
し

、
具

体
的

活
動

を
定

め
て

い

る
。

 

第
3
8
条

 
計

測
制

御
系

統

施
設

 

（
中

央

制
御

室
）
 

計
測

制
御

系
統

施
設

 
 

発
電

用
原

子
炉

の
運

転
を

管
理

す
る

た
め

の
制

御
装

置
に

係
る

も
の

に
あ

っ
て

は
次

の
事

項
 
 

２
 
中

央
制

御
室

機
能

及
び

中
央

制
御

室
外

原
子

炉
停

止
機

能
 

(
1
)
 
中

央
制

御
室

機
能

 
d
.
 
有

毒
ガ

ス
に

対
す

る
防

護
措

置
 

（
中

略
）

 
可

動
源

に
対

し
て

は
、

中
央

制
御

室
換

気
設

備
の

隔
離

等
の

対
策

に
よ

り
運

転
員

を
防

護
で

き
る

設
計

と
す

る
。

 
 

 

資
料

３
１

 
T
1
-
添

3
1
-
1
4
 

 

資
料

３
１

 
中

央
制

御
室

の
機

能
に

関
す

る
説

明
書

 

3
.
 
中

央
制

御
室

の
機

能
に

係
る

詳
細

設
計

 

3
.
6
.
2
 
可

動
源

に
対

す
る

防
護

措
置

 

 
(
1
)
 
立

会
人

の
随

行
 

発
電

所
敷

地
内

に
可

動
源

が
入

構
す

る
場

合
に

は
、

立
会

人
を

随
行

さ
せ

る
こ

と
で

、
可

動
源

か
ら

有
毒

ガ

ス
が

発
生

し
た

場
合

に
認

知
可

能
な

体
制

を
整

備
す

る
。

 
 

添
付

２
 

７
 

有
毒

ガ
ス

 

７
．

４
手

順
書

の
整

備
 

ｂ
．
有

毒
ガ

ス
発

生
時

の
防

護
に

関
す

る

手
順

 

(
a
)
 
各

課
（

室
）
長

は
、
可

動
源

に
対

し

て
、

立
会

人
の

随
行

、
通

信
連

絡
手

段

に
よ

る
連

絡
、

中
央

制
御

室
換

気
設

備

（
１

号
炉

お
よ

び
２

号
炉

）
、
中

央
制

御

室
空

調
装

置
（

３
号

炉
お

よ
び

４
号

炉
）

お
よ

び
緊

急
時

対
策

所
換

気
設

備
の

隔

離
、

防
護

具
の

着
用

な
ら

び
に

終
息

活

動
等

の
対

策
を

実
施

す
る

。
 

 

〇
 
有

毒
ガ

ス
発

生
時

の
運

転

員
等

の
防

護
の

活
動

の
う

ち
、
工

認
で

約
束

し
た

個
別

の
運

用
事

項
を

規
定

し
て

い
る

。
 

運
転

管
理

通
達

 

 

・
運

転
管

理
通

達
（

２
次

文

書
）
に

紐
づ

く
３

次
文

書

に
お

い
て

、
有

毒
ガ

ス
発

生
時

の
体

制
の

整
備

に

係
る

計
画

策
定

と
し

て
、

社
内

標
準

を
作

成
し

、
具

体
的

活
動

を
定

め
て

い

る
。

 

第
3
8
条

 
計

測
制

御
系

統

施
設

 

（
中

央

制
御

室
）
 

計
測

制
御

系
統

施
設

 
 

発
電

用
原

子
炉

の
運

転
を

管
理

す
る

た
め

の
制

御
装

置
に

係
る

も
の

に
あ

っ
て

は
次

の
事

項
 
 

２
 
中

央
制

御
室

機
能

及
び

中
央

制
御

室
外

原
子

炉
停

止
機

能
 

(
1
)
 
中

央
制

御
室

機
能

 
d
.
 
有

毒
ガ

ス
に

対
す

る
防

護
措

置
 

（
中

略
）

 
可

動
源

に
対

し
て

は
、

中
央

制
御

室
換

気
設

備
の

隔
離

等
の

対
策

に
よ

り
運

転
員

を
防

護
で

き
る

設
計

と
す

る
。

 
 

 

資
料

３
１

 

T
1
-
添

3
1
-
1
4
 

 

資
料

３
１

 
中

央
制

御
室

の
機

能
に

関
す

る
説

明
書

 

3
.
 
中

央
制

御
室

の
機

能
に

係
る

詳
細

設
計

 

3
.
6
.
2
 
可

動
源

に
対

す
る

防
護

措
置

 

 
(
2
)
 
通

信
連

絡
 
 

可
動

源
か

ら
有

毒
ガ

ス
が

発
生

し
た

場
合

に
お

い

て
、

発
電

所
内

の
通

信
連

絡
を

す
る

必
要

の
あ

る
場

所

と
の

通
信

連
絡

設
備

（
発

電
所

内
）

に
よ

る
連

絡
体

制

を
整

備
す

る
。

 

具
体

的
な

通
信

連
絡

設
備

に
つ

い
て

は
、
資

料
１

０

「
通

信
連

絡
設

備
に

関
す

る
説

明
書

」
に

示
す

。
 

添
付

２
 

７
 

有
毒

ガ
ス

 

７
．

４
手

順
書

の
整

備
 

ｂ
．
有

毒
ガ

ス
発

生
時

の
防

護
に

関
す

る

手
順

 

(
a
)
 
各

課
（

室
）
長

は
、
可

動
源

に
対

し

て
、

立
会

人
の

随
行

、
通

信
連

絡
手

段

に
よ

る
連

絡
、

中
央

制
御

室
換

気
設

備

（
１

号
炉

お
よ

び
２

号
炉

）
、
中

央
制

御

室
空

調
装

置
（

３
号

炉
お

よ
び

４
号

炉
）

お
よ

び
緊

急
時

対
策

所
換

気
設

備
の

隔

離
、

防
護

具
の

着
用

な
ら

び
に

終
息

活

動
等

の
対

策
を

実
施

す
る

。
 

 

〇
 
有

毒
ガ

ス
発

生
時

の
運

転

員
等

の
防

護
の

活
動

の
う

ち
、
工

認
で

約
束

し
た

個
別

の
運

用
事

項
を

規
定

す
る

。
 

運
転

管
理

通
達

 

 

・
運

転
管

理
通

達
（

２
次

文

書
）
に

紐
づ

く
３

次
文

書

に
お

い
て

、
有

毒
ガ

ス
発

生
時

の
体

制
の

整
備

に

係
る

計
画

策
定

と
し

て
、

社
内

標
準

を
作

成
し

、
具

体
的

活
動

を
定

め
る

。
 

914



別
添

２
（

１
）
：「

保
安
規

定
及
び

社
内
標

準
の
変

更
を
伴

わ
な
い

運
用
要

求
」
（

高
浜

１
号

機
）

 
基

本
設

計
方

針
 

説
明

資
料

 
原

子
炉

施
設

保
安

規
定

 
社

内
規

定
文

書
 

様
式

 

条
文

案
 

施
設

 

区
分

 

基
本

設
計

方
針

 
説

明
書

番
号

 

／
記

載
ﾍ
ﾟ
ｰ
ｼ
ﾞ
 

説
明

書
記

載
 

記
載

す
べ

き
内

容
 

記
載

の
考

え
方

 
該

当
規

定

文
書

 

記
載

内
容

の
概

要
 

第
3
8
条

 
計

測
制

御
系

統

施
設

 

（
中

央

制
御

室
）
 

計
測

制
御

系
統

施
設

 
 

発
電

用
原

子
炉

の
運

転
を

管
理

す
る

た
め

の
制

御
装

置
に

係
る

も
の

に
あ

っ
て

は
次

の
事

項
 
 

２
 
中

央
制

御
室

機
能

及
び

中
央

制
御

室
外

原
子

炉
停

止
機

能
 

(
1
)
 
中

央
制

御
室

機
能

 
d
.
 
有

毒
ガ

ス
に

対
す

る
防

護
措

置
 

（
中

略
）

 
可

動
源

に
対

し
て

は
、

中
央

制
御

室
換

気
設

備
の

隔
離

等
の

対
策

に
よ

り
運

転
員

を
防

護
で

き
る

設
計

と
す

る
。

 
 

 

資
料

３
１

 

T
1
-
添

3
1
-
1
4
 

 

資
料

３
１

 
中

央
制

御
室

の
機

能
に

関
す

る
説

明
書

 

3
.
 
中

央
制

御
室

の
機

能
に

係
る

詳
細

設
計

 

3
.
6
.
2
 
可

動
源

に
対

す
る

防
護

措
置

 

 
(
4
)
 
防

護
具

の
着

用
 
 

可
動

源
か

ら
発

生
し

た
有

毒
ガ

ス
か

ら
運

転
員

を

防
護

す
る

た
め

、
防

毒
マ

ス
ク

及
び

酸
素

呼
吸

器
（

1
2

個
、
１
・
２

号
機

共
用

）
を

配
備

す
る

。
防

毒
マ

ス
ク

及

び
酸

素
呼

吸
器

の
配

備
場

所
を

第
3
図

に
示

す
。

可
動

源
か

ら
有

毒
ガ

ス
が

発
生

し
た

場
合

に
は

、
当

直
課

長

の
指

示
に

よ
り

、
運

転
員

は
防

毒
マ

ス
ク

又
は

酸
素

呼

吸
器

を
着

用
す

る
。

 

添
付

２
 

７
 

有
毒

ガ
ス

 

７
．

４
手

順
書

の
整

備
 

ｂ
．
有

毒
ガ

ス
発

生
時

の
防

護
に

関
す

る

手
順

 

(
a
)
 
各

課
（

室
）
長

は
、
可

動
源

に
対

し

て
、

立
会

人
の

随
行

、
通

信
連

絡
手

段

に
よ

る
連

絡
、

中
央

制
御

室
換

気
設

備

（
１

号
炉

お
よ

び
２

号
炉

）
、
中

央
制

御

室
空

調
装

置
（

３
号

炉
お

よ
び

４
号

炉
）

お
よ

び
緊

急
時

対
策

所
換

気
設

備
の

隔

離
、

防
護

具
の

着
用

な
ら

び
に

終
息

活

動
等

の
対

策
を

実
施

す
る

。
 

 

〇
 
有

毒
ガ

ス
発

生
時

の
運

転

員
等

の
防

護
の

活
動

の
う

ち
、
工

認
で

約
束

し
た

個
別

の
運

用
事

項
を

規
定

し
て

い
る

。
 

運
転

管
理

通
達

 

 

・
運

転
管

理
通

達
（

２
次

文

書
）
に

紐
づ

く
３

次
文

書

に
お

い
て

、
有

毒
ガ

ス
発

生
時

の
体

制
の

整
備

に

係
る

計
画

策
定

と
し

て
、

社
内

標
準

を
作

成
し

、
具

体
的

活
動

を
定

め
て

い

る
。

 

第
3
8
条

 
計

測
制

御
系

統

施
設

 

（
中

央

制
御

室
）
 

計
測

制
御

系
統

施
設

 
 

発
電

用
原

子
炉

の
運

転
を

管
理

す
る

た
め

の
制

御
装

置
に

係
る

も
の

に
あ

っ
て

は
次

の
事

項
 
 

２
 
中

央
制

御
室

機
能

及
び

中
央

制
御

室
外

原
子

炉
停

止
機

能
 

(
1
)
 
中

央
制

御
室

機
能

 
d
.
 
有

毒
ガ

ス
に

対
す

る
防

護
措

置
 

（
中

略
）

 

有
毒

ガ
ス

防
護

に
係

る
影

響
評

価
に

お
い

て
、

有
毒

ガ
ス

影
響

を
軽

減
す

る
こ

と
を

期
待

す
る

防

液
堤

等
は

、
必

要
に

応
じ

て
保

守
管

理
及

び
運

用
管

理
を

適
切

に
実

施
す

る
。

 

      

な
し

 
な

し
 

添
付

２
 

７
 

有
毒

ガ
ス

 

７
．

４
手

順
書

の
整

備
 

 
(
c
)
 
各

課
（

室
）
長

は
、
有

毒
ガ

ス
防

護
に

係
る

影
響

評
価

に
お

い
て

、
有

毒
ガ

ス
影

響
を

軽
減

す
る

こ
と

を

期
待

す
る

堰
お

よ
び

覆
い

（
以

下
、

「
防

液
堤

等
」

と
い

う
。
）

に
つ

い

て
、

適
切

に
運

用
管

理
を

実
施

す

る
。

 

ｃ
．

施
設

管
理

、
点

検
 

各
課
（

室
）
長

は
、
有

毒
ガ

ス
防

護

に
係

る
影

響
評

価
に

お
い

て
、

有
毒

ガ
ス

影
響

を
軽

減
す

る
こ

と
を

期
待

す
る

防
液

堤
等

は
、

有
毒

ガ
ス

影
響

を
軽

減
す

る
機

能
を

維
持

す
る

た

め
、

施
設

管
理

計
画

に
基

づ
き

適
切

に
施

設
管

理
、

点
検

を
実

施
す

る
と

と
も

に
、
必

要
に

応
じ

補
修

を
行

う
。
 

 

〇
 
有

毒
ガ

ス
発

生
時

の
運

転

員
等

の
防

護
の

活
動

の
う

ち
、
工

認
で

約
束

し
た

個
別

の
運

用
事

項
を

規
定

し
て

い
る

。
 

運
転

管
理

通
達

 

 

・
運

転
管

理
通

達
（

２
次

文

書
）
に

紐
づ

く
３

次
文

書

に
お

い
て

、
有

毒
ガ

ス
発

生
時

の
体

制
の

整
備

に

係
る

計
画

策
定

と
し

て
、

社
内

標
準

を
作

成
し

、
具

体
的

活
動

を
定

め
て

い

る
。

 

第
4
6
条

 
そ

の
他

発
電

用

原
子

炉

の
附

属

施
設

 

（
緊

急

時
対

策

所
）

 

そ
の

他
発

電
用

原
子

炉
の

附
属

施
設

 
 

９
 
緊

急
時

対
策

所
 
 

２
 
緊

急
時

対
策

所
の

基
本

設
計

方
針

、
適

用
基

準

及
び

適
用

規
格

 
 

（
１

）
基

本
設

計
方

針
 

第
２

章
 
個

別
項

目
 

１
．

緊
急

時
対

策
所

 
 

１
．

１
 
緊

急
時

対
策

所
の

設
置

等
 

（
３

）
緊

急
時

対
策

所
（

緊
急

時
対

策
所

建
屋

内
）

は
、
以

下
の

措
置

又
は

設
備

を
備

え
る

こ
と

に
よ

り

緊
急

時
対

策
所

機
能

を
確

保
す

る
。

 

ｄ
．

有
毒

ガ
ス

に
対

す
る

防
護

措
置

 
 

（
中

略
）

 

可
動

源
に

対
し

て
は

、
緊

急
時

対
策

所
換

気
設

備

（
１
・
２
・
３
・
４

号
機

共
用

）
の

隔
離

等
の

対
策

に
よ

り
指

示
要

員
を

防
護

で
き

る
設

計
と

す
る

。
 
 

資
料

４
３

 

T
1
-
添

4
3
-
1
1
 

資
料

４
３

 
緊

急
時

対
策

所
の

機
能

に
関

す
る

説
明

書
 

3
.
 
緊

急
時

対
策

所
（

緊
急

時
対

策
所

建
屋

内
）
の

機
能

に
係

る
詳

細
設

計
 
 

3
.
4
 
有

毒
ガ

ス
に

対
す

る
防

護
措

置
 

3
.
4
.
2
 
可

動
源

に
対

す
る

防
護

措
置

 

可
動

源
に

対
し

て
は

、
立

会
人

の
随

行
、
通

信
連

絡

設
備

に
よ

る
連

絡
、

緊
急

時
対

策
所

換
気

設
備

の
隔

離
、
防

護
具

の
着

用
等

に
よ

り
指

示
要

員
を

防
護

す
る

こ
と

で
、
技

術
基

準
規

則
別

記
－

９
に

基
づ

く
有

毒
ガ

ス
の

発
生

を
検

出
す

る
た

め
の

装
置

及
び

当
該

装
置

が
有

毒
ガ

ス
の

発
生

を
検

出
し

た
場

合
に

自
動

的
に

警
報

す
る

た
め

の
装

置
の

設
置

を
不

要
と

す
る

設
計

と
す

る
。

 
ま

た
、
可

動
源

か
ら

有
毒

ガ
ス

が
発

生
し

た
場

合
に

お
い

て
は

、
漏

え
い

に
対

す
る

希
釈

等
の

終
息

活
動

に

よ
り

有
毒

ガ
ス

の
発

生
を

低
減

す
る

た
め

の
活

動
を

実
施

す
る

。
 

 

添
付

２
 

７
 

有
毒

ガ
ス

 

７
．

４
手

順
書

の
整

備
 

ｂ
．
有

毒
ガ

ス
発

生
時

の
防

護
に

関
す

る

手
順

 

(
a
)
 
各

課
（

室
）
長

は
、
可

動
源

に
対

し

て
、

立
会

人
の

随
行

、
通

信
連

絡
手

段

に
よ

る
連

絡
、

中
央

制
御

室
換

気
設

備

（
１

号
炉

お
よ

び
２

号
炉

）
、
中

央
制

御

室
空

調
装

置
（

３
号

炉
お

よ
び

４
号

炉
）

お
よ

び
緊

急
時

対
策

所
換

気
設

備
の

隔

離
、

防
護

具
の

着
用

な
ら

び
に

終
息

活

動
等

の
対

策
を

実
施

す
る

。
 

 

〇
 
有

毒
ガ

ス
発

生
時

の
運

転

員
等

の
防

護
の

活
動

の
う

ち
、
工

認
で

約
束

し
た

個
別

の
運

用
事

項
を

規
定

し
て

い
る

。
 

運
転

管
理

通
達

 

 

・
運

転
管

理
通

達
（

２
次

文

書
）
に

紐
づ

く
３

次
文

書

に
お

い
て

、
有

毒
ガ

ス
発

生
時

の
体

制
の

整
備

に

係
る

計
画

策
定

と
し

て
、

社
内

標
準

を
作

成
し

、
具

体
的

活
動

を
定

め
て

い

る
。
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別
添

２
（

１
）
：「

保
安
規

定
及
び

社
内
標

準
の
変

更
を
伴

わ
な
い

運
用
要

求
」
（

高
浜

１
号

機
）

 
基

本
設

計
方

針
 

説
明

資
料

 
原

子
炉

施
設

保
安

規
定

 
社

内
規

定
文

書
 

様
式

 

条
文

案
 

施
設

 

区
分

 

基
本

設
計

方
針

 
説

明
書

番
号

 

／
記

載
ﾍ
ﾟ
ｰ
ｼ
ﾞ
 

説
明

書
記

載
 

記
載

す
べ

き
内

容
 

記
載

の
考

え
方

 
該

当
規

定

文
書

 

記
載

内
容

の
概

要
 

第
4
6
条

 
そ

の
他

発
電

用

原
子

炉

の
附

属

施
設

 

（
緊

急

時
対

策

所
）

 

そ
の

他
発

電
用

原
子

炉
の

附
属

施
設

 
 

９
 
緊

急
時

対
策

所
 
 

２
 
緊

急
時

対
策

所
の

基
本

設
計

方
針

、
適

用
基

準

及
び

適
用

規
格

 
 

（
１

）
基

本
設

計
方

針
 

第
２

章
 
個

別
項

目
 

１
．

緊
急

時
対

策
所

 
 

１
．

１
 
緊

急
時

対
策

所
の

設
置

等
 

（
３

）
緊

急
時

対
策

所
（

緊
急

時
対

策
所

建
屋

内
）

は
、
以

下
の

措
置

又
は

設
備

を
備

え
る

こ
と

に
よ

り

緊
急

時
対

策
所

機
能

を
確

保
す

る
。

 

ｄ
．

有
毒

ガ
ス

に
対

す
る

防
護

措
置

 
 

（
中

略
）

 

可
動

源
に

対
し

て
は

、
緊

急
時

対
策

所
換

気
設

備

（
１
・
２
・
３
・
４

号
機

共
用

）
の

隔
離

等
の

対
策

に
よ

り
指

示
要

員
を

防
護

で
き

る
設

計
と

す
る

。
 
 

資
料

４
３

 

T
1
-
添

4
3
-
1
1
 

資
料

４
３

 
緊

急
時

対
策

所
の

機
能

に
関

す
る

説
明

書
 

3
.
 
緊

急
時

対
策

所
（

緊
急

時
対

策
所

建
屋

内
）
の

機
能

に
係

る
詳

細
設

計
 
 

3
.
4
 
有

毒
ガ

ス
に

対
す

る
防

護
措

置
 

3
.
4
.
2
 
可

動
源

に
対

す
る

防
護

措
置

 

(
1
)
 
立

会
人

の
随

行
 
 

発
電

所
敷

地
内

に
可

動
源

が
入

構
す

る
場

合
に

は
、

立
会

人
を

随
行

さ
せ

る
こ

と
で

、
可

動
源

か
ら

有
毒

ガ

ス
が

発
生

し
た

場
合

に
認

知
可

能
な

体
制

を
整

備
す

る
。

 
 

添
付

２
 

７
 

有
毒

ガ
ス

 

７
．

４
手

順
書

の
整

備
 

ｂ
．
有

毒
ガ

ス
発

生
時

の
防

護
に

関
す

る

手
順

 

(
a
)
 
各

課
（

室
）
長

は
、
可

動
源

に
対

し

て
、

立
会

人
の

随
行

、
通

信
連

絡
手

段

に
よ

る
連

絡
、

中
央

制
御

室
換

気
設

備

（
１

号
炉

お
よ

び
２

号
炉

）
、
中

央
制

御

室
空

調
装

置
（

３
号

炉
お

よ
び

４
号

炉
）

お
よ

び
緊

急
時

対
策

所
換

気
設

備
の

隔

離
、

防
護

具
の

着
用

な
ら

び
に

終
息

活

動
等

の
対

策
を

実
施

す
る

。
 

 

〇
 
有

毒
ガ

ス
発

生
時

の
運

転

員
等

の
防

護
の

活
動

の
う

ち
、
工

認
で

約
束

し
た

個
別

の
運

用
事

項
を

規
定

し
て

い
る

。
 

運
転

管
理

通
達

 

 

・
運

転
管

理
通

達
（

２
次

文

書
）
に

紐
づ

く
３

次
文

書

に
お

い
て

、
有

毒
ガ

ス
発

生
時

の
体

制
の

整
備

に

係
る

計
画

策
定

と
し

て
、

社
内

標
準

を
作

成
し

、
具

体
的

活
動

を
定

め
て

い

る
。

 

第
4
6
条

 
そ

の
他

発
電

用

原
子

炉

の
附

属

施
設

 

（
緊

急

時
対

策

所
）

 

そ
の

他
発

電
用

原
子

炉
の

附
属

施
設

 
 

９
 
緊

急
時

対
策

所
 
 

２
 
緊

急
時

対
策

所
の

基
本

設
計

方
針

、
適

用
基

準

及
び

適
用

規
格

 
 

（
１

）
基

本
設

計
方

針
 

第
２

章
 
個

別
項

目
 

１
．

緊
急

時
対

策
所

 
 

１
．

１
 
緊

急
時

対
策

所
の

設
置

等
 

（
３

）
緊

急
時

対
策

所
（

緊
急

時
対

策
所

建
屋

内
）

は
、
以

下
の

措
置

又
は

設
備

を
備

え
る

こ
と

に
よ

り

緊
急

時
対

策
所

機
能

を
確

保
す

る
。

 

ｄ
．

有
毒

ガ
ス

に
対

す
る

防
護

措
置

 
 

（
中

略
）

 

可
動

源
に

対
し

て
は

、
緊

急
時

対
策

所
換

気
設

備

（
１
・
２
・
３
・
４

号
機

共
用

）
の

隔
離

等
の

対
策

に
よ

り
指

示
要

員
を

防
護

で
き

る
設

計
と

す
る

。
 
 

資
料

４
３

 

T
1
-
添

4
3
-
1
1
 

資
料

４
３

 
緊

急
時

対
策

所
の

機
能

に
関

す
る

説
明

書
 

3
.
 
緊

急
時

対
策

所
（

緊
急

時
対

策
所

建
屋

内
）
の

機
能

に
係

る
詳

細
設

計
 
 

3
.
4
 
有

毒
ガ

ス
に

対
す

る
防

護
措

置
 

3
.
4
.
2
 
可

動
源

に
対

す
る

防
護

措
置

 

(
2
)
 
通

信
連

絡
 
 

可
動

源
か

ら
有

毒
ガ

ス
が

発
生

し
た

場
合

に
お

い

て
、

発
電

所
内

の
通

信
連

絡
を

す
る

必
要

の
あ

る
場

所

と
の

通
信

連
絡

設
備

（
発

電
所

内
）

に
よ

る
連

絡
体

制

を
整

備
す

る
。

 
 

具
体

的
な

通
信

連
絡

設
備

に
つ

い
て

は
、
資

料
１

０

「
通

信
連

絡
設

備
に

関
す

る
説

明
書

」
に

示
す

。
 

添
付

２
 

７
 

有
毒

ガ
ス

 

７
．

４
手

順
書

の
整

備
 

ｂ
．
有

毒
ガ

ス
発

生
時

の
防

護
に

関
す

る

手
順

 

(
a
)
 
各

課
（

室
）
長

は
、
可

動
源

に
対

し

て
、

立
会

人
の

随
行

、
通

信
連

絡
手

段

に
よ

る
連

絡
、

中
央

制
御

室
換

気
設

備

（
１

号
炉

お
よ

び
２

号
炉

）
、
中

央
制

御

室
空

調
装

置
（

３
号

炉
お

よ
び

４
号

炉
）

お
よ

び
緊

急
時

対
策

所
換

気
設

備
の

隔

離
、

防
護

具
の

着
用

な
ら

び
に

終
息

活

動
等

の
対

策
を

実
施

す
る

。
 

 

〇
 
有

毒
ガ

ス
発

生
時

の
運

転

員
等

の
防

護
の

活
動

の
う

ち
、
工

認
で

約
束

し
た

個
別

の
運

用
事

項
を

規
定

し
て

い
る

。
 

運
転

管
理

通
達

 

 

・
運

転
管

理
通

達
（

２
次

文

書
）
に

紐
づ

く
３

次
文

書

に
お

い
て

、
有

毒
ガ

ス
発

生
時

の
体

制
の

整
備

に

係
る

計
画

策
定

と
し

て
、

社
内

標
準

を
作

成
し

、
具

体
的

活
動

を
定

め
て

い

る
。

 

第
4
6
条

 
そ

の
他

発
電

用

原
子

炉

の
附

属

施
設

 

（
緊

急

時
対

策

所
）

 

そ
の

他
発

電
用

原
子

炉
の

附
属

施
設

 
 

９
 
緊

急
時

対
策

所
 
 

２
 
緊

急
時

対
策

所
の

基
本

設
計

方
針

、
適

用
基

準

及
び

適
用

規
格

 
 

（
１

）
基

本
設

計
方

針
 

第
２

章
 
個

別
項

目
 

１
．

緊
急

時
対

策
所

 
 

１
．

１
 
緊

急
時

対
策

所
の

設
置

等
 

（
３

）
緊

急
時

対
策

所
（

緊
急

時
対

策
所

建
屋

内
）

は
、
以

下
の

措
置

又
は

設
備

を
備

え
る

こ
と

に
よ

り

緊
急

時
対

策
所

機
能

を
確

保
す

る
。

 

ｄ
．

有
毒

ガ
ス

に
対

す
る

防
護

措
置

 
 

（
中

略
）

 

可
動

源
に

対
し

て
は

、
緊

急
時

対
策

所
換

気
設

備

（
１
・
２
・
３
・
４

号
機

共
用

）
の

隔
離

等
の

対
策

に
よ

り
指

示
要

員
を

防
護

で
き

る
設

計
と

す
る

。
 
 

資
料

４
３

 

T
1
-
添

4
3
-
1
1
 

資
料

４
３

 
緊

急
時

対
策

所
の

機
能

に
関

す
る

説
明

書
 

3
.
 
緊

急
時

対
策

所
（

緊
急

時
対

策
所

建
屋

内
）
の

機
能

に
係

る
詳

細
設

計
 
 

3
.
4
 
有

毒
ガ

ス
に

対
す

る
防

護
措

置
 

3
.
4
.
2
 
可

動
源

に
対

す
る

防
護

措
置

 

(
3
)
 
換

気
設

備
 
 

可
動

源
か

ら
発

生
し

た
有

毒
ガ

ス
に

対
し

て
、
緊

急

時
対

策
所

換
気

設
備

の
外

気
取

入
れ

を
手

動
で

遮
断

す

る
こ

と
に

よ
り

、
外

部
雰

囲
気

か
ら

隔
離

で
き

る
設

計

と
す

る
。

 
 

具
体

的
な

、
換

気
設

備
の

機
能

に
つ

い
て

は
、
資

料

４
４

「
緊

急
時

対
策

所
の

居
住

性
に

関
す

る
説

明
書

」

に
示

す
。

 

添
付

２
 

７
 

有
毒

ガ
ス

 

７
．

４
手

順
書

の
整

備
 

ｂ
．
有

毒
ガ

ス
発

生
時

の
防

護
に

関
す

る

手
順

 

(
a
)
 
各

課
（

室
）
長

は
、
可

動
源

に
対

し

て
、

立
会

人
の

随
行

、
通

信
連

絡
手

段

に
よ

る
連

絡
、

中
央

制
御

室
換

気
設

備

（
１

号
炉

お
よ

び
２

号
炉

）
、
中

央
制

御

室
空

調
装

置
（

３
号

炉
お

よ
び

４
号

炉
）

お
よ

び
緊

急
時

対
策

所
換

気
設

備
の

隔

離
、

防
護

具
の

着
用

な
ら

び
に

終
息

活

動
等

の
対

策
を

実
施

す
る

。
 

 

〇
 
有

毒
ガ

ス
発

生
時

の
運

転

員
等

の
防

護
の

活
動

の
う

ち
、
工

認
で

約
束

し
た

個
別

の
運

用
事

項
を

規
定

し
て

い
る

。
 

運
転

管
理

通
達

 

 

・
運

転
管

理
通

達
（

２
次

文

書
）
に

紐
づ

く
３

次
文

書

に
お

い
て

、
有

毒
ガ

ス
発

生
時

の
体

制
の

整
備

に

係
る

計
画

策
定

と
し

て
、

社
内

標
準

を
作

成
し

、
具

体
的

活
動

を
定

め
て

い

る
。
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別
添

２
（

１
）
：「

保
安
規

定
及
び

社
内
標

準
の
変

更
を
伴

わ
な
い

運
用
要

求
」
（

高
浜

１
号

機
）

 
基

本
設

計
方

針
 

説
明

資
料

 
原

子
炉

施
設

保
安

規
定

 
社

内
規

定
文

書
 

様
式

 

条
文

案
 

施
設

 

区
分

 

基
本

設
計

方
針

 
説

明
書

番
号

 

／
記

載
ﾍ
ﾟ
ｰ
ｼ
ﾞ
 

説
明

書
記

載
 

記
載

す
べ

き
内

容
 

記
載

の
考

え
方

 
該

当
規

定

文
書

 

記
載

内
容

の
概

要
 

第
4
6
条

 
そ

の
他

発
電

用

原
子

炉

の
附

属

施
設

 

（
緊

急

時
対

策

所
）

 

そ
の

他
発

電
用

原
子

炉
の

附
属

施
設

 
 

９
 
緊

急
時

対
策

所
 
 

２
 
緊

急
時

対
策

所
の

基
本

設
計

方
針

、
適

用
基

準

及
び

適
用

規
格

 
 

（
１

）
基

本
設

計
方

針
 

第
２

章
 
個

別
項

目
 

１
．

緊
急

時
対

策
所

 
 

１
．

１
 
緊

急
時

対
策

所
の

設
置

等
 

（
３

）
緊

急
時

対
策

所
（

緊
急

時
対

策
所

建
屋

内
）

は
、
以

下
の

措
置

又
は

設
備

を
備

え
る

こ
と

に
よ

り

緊
急

時
対

策
所

機
能

を
確

保
す

る
。

 

ｄ
．

有
毒

ガ
ス

に
対

す
る

防
護

措
置

 
 

（
中

略
）

 

可
動

源
に

対
し

て
は

、
緊

急
時

対
策

所
換

気
設

備

（
１
・
２
・
３
・
４

号
機

共
用

）
の

隔
離

等
の

対
策

に
よ

り
指

示
要

員
を

防
護

で
き

る
設

計
と

す
る

。
 
 

資
料

４
３

 

T
1
-
添

4
3
-
1
1
 

資
料

４
３

 
緊

急
時

対
策

所
の

機
能

に
関

す
る

説
明

書
 

3
.
 
緊

急
時

対
策

所
（

緊
急

時
対

策
所

建
屋

内
）
の

機
能

に
係

る
詳

細
設

計
 
 

3
.
4
 
有

毒
ガ

ス
に

対
す

る
防

護
措

置
 

3
.
4
.
2
 
可

動
源

に
対

す
る

防
護

措
置

 

(
4
)
 
防

護
具

の
着

用
 
 

可
動

源
か

ら
発

生
し

た
有

毒
ガ

ス
か

ら
指

示
要

員

を
防

護
す

る
た

め
、
防

毒
マ

ス
ク

及
び

酸
素

呼
吸

器
（

3
1

個
、
１
・
２
・
３
・
４

号
機

共
用

）
を

配
備

す
る

。
防

毒

マ
ス

ク
及

び
酸

素
呼

吸
器

の
配

備
場

所
を

第
6
図

に
示

す
。

可
動

源
か

ら
有

毒
ガ

ス
が

発
生

し
た

場
合

に
は

、

全
体

指
揮

者
の

指
示

に
よ

り
、

指
示

要
員

は
防

毒
マ

ス

ク
又

は
酸

素
呼

吸
器

を
着

用
す

る
。

 

添
付

２
 

７
 

有
毒

ガ
ス

 

７
．

４
手

順
書

の
整

備
 

ｂ
．
有

毒
ガ

ス
発

生
時

の
防

護
に

関
す

る

手
順

 

(
a
)
 
各

課
（

室
）
長

は
、
可

動
源

に
対

し

て
、

立
会

人
の

随
行

、
通

信
連

絡
手

段

に
よ

る
連

絡
、

中
央

制
御

室
換

気
設

備

（
１

号
炉

お
よ

び
２

号
炉

）
、
中

央
制

御

室
空

調
装

置
（

３
号

炉
お

よ
び

４
号

炉
）

お
よ

び
緊

急
時

対
策

所
換

気
設

備
の

隔

離
、

防
護

具
の

着
用

な
ら

び
に

終
息

活

動
等

の
対

策
を

実
施

す
る

。
 

 

〇
 
有

毒
ガ

ス
発

生
時

の
運

転

員
等

の
防

護
の

活
動

の
う

ち
、
工

認
で

約
束

し
た

個
別

の
運

用
事

項
を

規
定

し
て

い
る

。
 

運
転

管
理

通
達

 

 

・
運

転
管

理
通

達
（

２
次

文

書
）
に

紐
づ

く
３

次
文

書

に
お

い
て

、
有

毒
ガ

ス
発

生
時

の
体

制
の

整
備

に

係
る

計
画

策
定

と
し

て
、

社
内

標
準

を
作

成
し

、
具

体
的

活
動

を
定

め
て

い

る
。

 

第
4
6
条

 
そ

の
他

発
電

用

原
子

炉

の
附

属

施
設

 

（
緊

急

時
対

策

所
）

 

そ
の

他
発

電
用

原
子

炉
の

附
属

施
設

 
 

９
 
緊

急
時

対
策

所
 
 

２
 
緊

急
時

対
策

所
の

基
本

設
計

方
針

、
適

用
基

準

及
び

適
用

規
格

 
 

（
１

）
基

本
設

計
方

針
 

第
２

章
 
個

別
項

目
 

１
．

緊
急

時
対

策
所

 
 

１
．

１
 
緊

急
時

対
策

所
の

設
置

等
 

（
３

）
緊

急
時

対
策

所
（

緊
急

時
対

策
所

建
屋

内
）

は
、
以

下
の

措
置

又
は

設
備

を
備

え
る

こ
と

に
よ

り

緊
急

時
対

策
所

機
能

を
確

保
す

る
。

 

ｄ
．

有
毒

ガ
ス

に
対

す
る

防
護

措
置

 
 

（
中

略
）

 

有
毒

ガ
ス

防
護

に
係

る
影

響
評

価
に

お
い

て
、

有
毒

ガ
ス

影
響

を
軽

減
す

る
こ

と
を

期
待

す
る

防

液
堤

等
は

、
必

要
に

応
じ

て
保

守
管

理
及

び
運

用
管

理
を

適
切

に
実

施
す

る
。

 

な
し

 
な

し
 

添
付

２
 

７
 

有
毒

ガ
ス

 

７
．

４
手

順
書

の
整

備
 

 
(
c
)
 
各

課
（

室
）
長

は
、
有

毒
ガ

ス
防

護
に

係
る

影
響

評
価

に
お

い
て

、
有

毒
ガ

ス
影

響
を

軽
減

す
る

こ
と

を

期
待

す
る

堰
お

よ
び

覆
い

（
以

下
、

「
防

液
堤

等
」

と
い

う
。
）

に
つ

い

て
、

適
切

に
運

用
管

理
を

実
施

す

る
。

 

ｃ
．

施
設

管
理

、
点

検
 

各
課
（

室
）
長

は
、
有

毒
ガ

ス
防

護

に
係

る
影

響
評

価
に

お
い

て
、

有
毒

ガ
ス

影
響

を
軽

減
す

る
こ

と
を

期
待

す
る

防
液

堤
等

は
、

有
毒

ガ
ス

影
響

を
軽

減
す

る
機

能
を

維
持

す
る

た

め
、

施
設

管
理

計
画

に
基

づ
き

適
切

に
施

設
管

理
、

点
検

を
実

施
す

る
と

と
も

に
、
必

要
に

応
じ

補
修

を
行

う
。
 

〇
 
有

毒
ガ

ス
発

生
時

の
運

転

員
等

の
防

護
の

活
動

の
う

ち
、
工

認
で

約
束

し
た

個
別

の
運

用
事

項
を

規
定

し
て

い
る

。
 

運
転

管
理

通
達

 

 

・
運

転
管

理
通

達
（

２
次

文

書
）
に

紐
づ

く
３

次
文

書

に
お

い
て

、
有

毒
ガ

ス
発

生
時

の
体

制
の

整
備

に

係
る

計
画

策
定

と
し

て
、

社
内

標
準

を
作

成
し

、
具

体
的

活
動

を
定

め
て

い

る
。
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別
添

２
（

２
）
：「

保
安
規

定
及
び

社
内
標

準
の
変

更
を
伴

わ
な
い

運
用
要

求
」
（

高
浜

２
号

機
）

 
基

本
設

計
方

針
 

説
明

資
料

 
原

子
炉

施
設

保
安

規
定

 
社

内
規

定
文

書
 

様
式

 

条
文

案
 

施
設

 

区
分

 

基
本

設
計

方
針

 
説

明
書

番
号

 

／
記

載
ﾍ
ﾟ
ｰ
ｼ
ﾞ
 

説
明

書
記

載
 

記
載

す
べ

き
内

容
 

記
載

の
考

え
方

 
該

当
規

定

文
書

 

記
載

内
容

の
概

要
 

第
3
8
条

 
計

測
制

御
系

統

施
設

 

（
中

央

制
御

室
）
 

計
測

制
御

系
統

施
設

 
 

発
電

用
原

子
炉

の
運

転
を

管
理

す
る

た
め

の
制

御
装

置
に

係
る

も
の

に
あ

っ
て

は
次

の
事

項
 
 

２
 
中

央
制

御
室

機
能

及
び

中
央

制
御

室
外

原
子

炉
停

止
機

能
 

(
1
)
 
中

央
制

御
室

機
能

 
d
.
 
有

毒
ガ

ス
に

対
す

る
防

護
措

置
 

（
中

略
）

 
可

動
源

に
対

し
て

は
、

中
央

制
御

室
換

気
設

備
の

隔
離

等
の

対
策

に
よ

り
運

転
員

を
防

護
で

き
る

設
計

と
す

る
。

 
 

 

資
料

３
１

 

T
2
-
添

3
1
-
1
4
 

 

資
料

３
１

 
中

央
制

御
室

の
機

能
に

関
す

る
説

明
書

 

3
.
 
中

央
制

御
室

の
機

能
に

係
る

詳
細

設
計

 

3
.
6
.
2
 
可

動
源

に
対

す
る

防
護

措
置

 

可
動

源
に

対
し

て
は

、
立

会
人

の
随

行
、
通

信
連

絡

設
備

に
よ

る
連

絡
、

中
央

制
御

室
換

気
設

備
の

隔
離

、

防
護

具
の

着
用

等
に

よ
り

運
転

員
を

防
護

す
る

こ
と

で
、
技

術
基

準
規

則
別

記
－

９
に

基
づ

く
有

毒
ガ

ス
の

発
生

を
検

出
す

る
た

め
の

装
置

及
び

当
該

装
置

が
有

毒
ガ

ス
の

発
生

を
検

出
し

た
場

合
に

自
動

的
に

警
報

す
る

た
め

の
装

置
の

設
置

を
不

要
と

す
る

設
計

と
す

る
。

 
ま

た
、
可

動
源

か
ら

有
毒

ガ
ス

が
発

生
し

た
場

合
に

お
い

て
は

、
漏

え
い

に
対

す
る

希
釈

等
の

終
息

活
動

に

よ
り

有
毒

ガ
ス

の
発

生
を

低
減

す
る

た
め

の
活

動
を

実
施

す
る

。
 

 

添
付

２
 

７
 

有
毒

ガ
ス

 

７
．

４
手

順
書

の
整

備
 

ｂ
．
有

毒
ガ

ス
発

生
時

の
防

護
に

関
す

る

手
順

 

(
a
)
 
各

課
（

室
）
長

は
、
可

動
源

に
対

し

て
、

立
会

人
の

随
行

、
通

信
連

絡
手

段

に
よ

る
連

絡
、

中
央

制
御

室
換

気
設

備

（
１

号
炉

お
よ

び
２

号
炉

）
、
中

央
制

御

室
空

調
装

置
（

３
号

炉
お

よ
び

４
号

炉
）

お
よ

び
緊

急
時

対
策

所
換

気
設

備
の

隔

離
、

防
護

具
の

着
用

な
ら

び
に

終
息

活

動
等

の
対

策
を

実
施

す
る

。
 

 

〇
 
有

毒
ガ

ス
発

生
時

の
運

転

員
等

の
防

護
の

活
動

の
う

ち
、
工

認
で

約
束

し
た

個
別

の
運

用
事

項
を

規
定

し
て

い
る

。
 

運
転

管
理

通
達

 

 

・
運

転
管

理
通

達
（

２
次

文

書
）
に

紐
づ

く
３

次
文

書

に
お

い
て

、
有

毒
ガ

ス
発

生
時

の
体

制
の

整
備

に

係
る

計
画

策
定

と
し

て
、

社
内

標
準

を
作

成
し

、
具

体
的

活
動

を
定

め
て

い

る
。

 

第
3
8
条

 
計

測
制

御
系

統

施
設

 

（
中

央

制
御

室
）
 

計
測

制
御

系
統

施
設

 
 

発
電

用
原

子
炉

の
運

転
を

管
理

す
る

た
め

の
制

御
装

置
に

係
る

も
の

に
あ

っ
て

は
次

の
事

項
 
 

２
 
中

央
制

御
室

機
能

及
び

中
央

制
御

室
外

原
子

炉
停

止
機

能
 

(
1
)
 
中

央
制

御
室

機
能

 
d
.
 
有

毒
ガ

ス
に

対
す

る
防

護
措

置
 

（
中

略
）

 
可

動
源

に
対

し
て

は
、

中
央

制
御

室
換

気
設

備
の

隔
離

等
の

対
策

に
よ

り
運

転
員

を
防

護
で

き
る

設
計

と
す

る
。

 
 

 

資
料

３
１

 
T
2
-
添

3
1
-
1
4
 

 

資
料

３
１

 
中

央
制

御
室

の
機

能
に

関
す

る
説

明
書

 

3
.
 
中

央
制

御
室

の
機

能
に

係
る

詳
細

設
計

 

3
.
6
.
2
 
可

動
源

に
対

す
る

防
護

措
置

 

(
1
)
 
立

会
人

の
随

行
 

発
電

所
敷

地
内

に
可

動
源

が
入

構
す

る
場

合
に

は
、

立
会

人
を

随
行

さ
せ

る
こ

と
で

、
可

動
源

か
ら

有
毒

ガ

ス
が

発
生

し
た

場
合

に
認

知
可

能
な

体
制

を
整

備
す

る
。

 
 

添
付

２
 

７
 

有
毒

ガ
ス

 

７
．

４
手

順
書

の
整

備
 

ｂ
．
有

毒
ガ

ス
発

生
時

の
防

護
に

関
す

る

手
順

 

(
a
)
 
各

課
（

室
）
長

は
、
可

動
源

に
対

し

て
、

立
会

人
の

随
行

、
通

信
連

絡
手

段

に
よ

る
連

絡
、

中
央

制
御

室
換

気
設

備

（
１

号
炉

お
よ

び
２

号
炉

）
、
中

央
制

御

室
空

調
装

置
（

３
号

炉
お

よ
び

４
号

炉
）

お
よ

び
緊

急
時

対
策

所
換

気
設

備
の

隔

離
、

防
護

具
の

着
用

な
ら

び
に

終
息

活

動
等

の
対

策
を

実
施

す
る

。
 

 

〇
 
有

毒
ガ

ス
発

生
時

の
運

転

員
等

の
防

護
の

活
動

の
う

ち
、
工

認
で

約
束

し
た

個
別

の
運

用
事

項
を

規
定

し
て

い
る

。
 

運
転

管
理

通
達

 

 

・
運

転
管

理
通

達
（

２
次

文

書
）
に

紐
づ

く
３

次
文

書

に
お

い
て

、
有

毒
ガ

ス
発

生
時

の
体

制
の

整
備

に

係
る

計
画

策
定

と
し

て
、

社
内

標
準

を
作

成
し

、
具

体
的

活
動

を
定

め
て

い

る
。

 

第
3
8
条

 
計

測
制

御
系

統

施
設

 

（
中

央

制
御

室
）
 

計
測

制
御

系
統

施
設

 
 

発
電

用
原

子
炉

の
運

転
を

管
理

す
る

た
め

の
制

御
装

置
に

係
る

も
の

に
あ

っ
て

は
次

の
事

項
 
 

２
 
中

央
制

御
室

機
能

及
び

中
央

制
御

室
外

原
子

炉
停

止
機

能
 

(
1
)
 
中

央
制

御
室

機
能

 
d
.
 
有

毒
ガ

ス
に

対
す

る
防

護
措

置
 

（
中

略
）

 
可

動
源

に
対

し
て

は
、

中
央

制
御

室
換

気
設

備
の

隔
離

等
の

対
策

に
よ

り
運

転
員

を
防

護
で

き
る

設
計

と
す

る
。

 
 

 

資
料

３
１

 

T
2
-
添

3
1
-
1
4
 

 

資
料

３
１

 
中

央
制

御
室

の
機

能
に

関
す

る
説

明
書

 

3
.
 
中

央
制

御
室

の
機

能
に

係
る

詳
細

設
計

 

3
.
6
.
2
 
可

動
源

に
対

す
る

防
護

措
置

 

(
2
)
 
通

信
連

絡
 
 

可
動

源
か

ら
有

毒
ガ

ス
が

発
生

し
た

場
合

に
お

い

て
、

発
電

所
内

の
通

信
連

絡
を

す
る

必
要

の
あ

る
場

所

と
の

通
信

連
絡

設
備

（
発

電
所

内
）

に
よ

る
連

絡
体

制

を
整

備
す

る
。

 

具
体

的
な

通
信

連
絡

設
備

に
つ

い
て

は
、
資

料
１

０

「
通

信
連

絡
設

備
に

関
す

る
説

明
書

」
に

示
す

。
 

添
付

２
 

７
 

有
毒

ガ
ス

 

７
．

４
手

順
書

の
整

備
 

ｂ
．
有

毒
ガ

ス
発

生
時

の
防

護
に

関
す

る

手
順

 

(
a
)
 
各

課
（

室
）
長

は
、
可

動
源

に
対

し

て
、

立
会

人
の

随
行

、
通

信
連

絡
手

段

に
よ

る
連

絡
、

中
央

制
御

室
換

気
設

備

（
１

号
炉

お
よ

び
２

号
炉

）
、
中

央
制

御

室
空

調
装

置
（

３
号

炉
お

よ
び

４
号

炉
）

お
よ

び
緊

急
時

対
策

所
換

気
設

備
の

隔

離
、

防
護

具
の

着
用

な
ら

び
に

終
息

活

動
等

の
対

策
を

実
施

す
る

。
 

 

〇
 
有

毒
ガ

ス
発

生
時

の
運

転

員
等

の
防

護
の

活
動

の
う

ち
、
工

認
で

約
束

し
た

個
別

の
運

用
事

項
を

規
定

し
て

い
る

。
 

運
転

管
理

通
達

 

 

・
運

転
管

理
通

達
（

２
次

文

書
）
に

紐
づ

く
３

次
文

書

に
お

い
て

、
有

毒
ガ

ス
発

生
時

の
体

制
の

整
備

に

係
る

計
画

策
定

と
し

て
、

社
内

標
準

を
作

成
し

、
具

体
的

活
動

を
定

め
て

い

る
。
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別
添

２
（

２
）
：「

保
安
規

定
及
び

社
内
標

準
の
変

更
を
伴

わ
な
い

運
用
要

求
」
（

高
浜

２
号

機
）

 
基

本
設

計
方

針
 

説
明

資
料

 
原

子
炉

施
設

保
安

規
定

 
社

内
規

定
文

書
 

様
式

 

条
文

案
 

施
設

 

区
分

 

基
本

設
計

方
針

 
説

明
書

番
号

 

／
記

載
ﾍ
ﾟ
ｰ
ｼ
ﾞ
 

説
明

書
記

載
 

記
載

す
べ

き
内

容
 

記
載

の
考

え
方

 
該

当
規

定

文
書

 

記
載

内
容

の
概

要
 

第
3
8
条

 
計

測
制

御
系

統

施
設

 

（
中

央

制
御

室
）
 

計
測

制
御

系
統

施
設

 
 

発
電

用
原

子
炉

の
運

転
を

管
理

す
る

た
め

の
制

御
装

置
に

係
る

も
の

に
あ

っ
て

は
次

の
事

項
 
 

２
 
中

央
制

御
室

機
能

及
び

中
央

制
御

室
外

原
子

炉
停

止
機

能
 

(
1
)
 
中

央
制

御
室

機
能

 
d
.
 
有

毒
ガ

ス
に

対
す

る
防

護
措

置
 

（
中

略
）

 
可

動
源

に
対

し
て

は
、

中
央

制
御

室
換

気
設

備
の

隔
離

等
の

対
策

に
よ

り
運

転
員

を
防

護
で

き
る

設
計

と
す

る
。

 
 

 

資
料

３
１

 

T
2
-
添

3
1
-
1
4
 

 

資
料

３
１

 
中

央
制

御
室

の
機

能
に

関
す

る
説

明
書

 

3
.
 
中

央
制

御
室

の
機

能
に

係
る

詳
細

設
計

 

3
.
6
.
2
 
可

動
源

に
対

す
る

防
護

措
置

 

(
4
)
 
防

護
具

の
着

用
 
 

可
動

源
か

ら
発

生
し

た
有

毒
ガ

ス
か

ら
運

転
員

を

防
護

す
る

た
め

、
防

毒
マ

ス
ク

及
び

酸
素

呼
吸

器
（

1
2

個
、
１
・
２

号
機

共
用

）
を

配
備

す
る

。
防

毒
マ

ス
ク

及

び
酸

素
呼

吸
器

の
配

備
場

所
を

第
3
図

に
示

す
。

可
動

源
か

ら
有

毒
ガ

ス
が

発
生

し
た

場
合

に
は

、
当

直
課

長

の
指

示
に

よ
り

、
運

転
員

は
防

毒
マ

ス
ク

又
は

酸
素

呼

吸
器

を
着

用
す

る
。

 

添
付

２
 

７
 

有
毒

ガ
ス

 

７
．

４
手

順
書

の
整

備
 

ｂ
．
有

毒
ガ

ス
発

生
時

の
防

護
に

関
す

る

手
順

 

(
a
)
 
各

課
（

室
）
長

は
、
可

動
源

に
対

し

て
、

立
会

人
の

随
行

、
通

信
連

絡
手

段

に
よ

る
連

絡
、

中
央

制
御

室
換

気
設

備

（
１

号
炉

お
よ

び
２

号
炉

）
、
中

央
制

御

室
空

調
装

置
（

３
号

炉
お

よ
び

４
号

炉
）

お
よ

び
緊

急
時

対
策

所
換

気
設

備
の

隔

離
、

防
護

具
の

着
用

な
ら

び
に

終
息

活

動
等

の
対

策
を

実
施

す
る

。
 

 

〇
 
有

毒
ガ

ス
発

生
時

の
運

転

員
等

の
防

護
の

活
動

の
う

ち
、
工

認
で

約
束

し
た

個
別

の
運

用
事

項
を

規
定

し
て

い
る

。
 

運
転

管
理

通
達

 

 

・
運

転
管

理
通

達
（

２
次

文

書
）
に

紐
づ

く
３

次
文

書

に
お

い
て

、
有

毒
ガ

ス
発

生
時

の
体

制
の

整
備

に

係
る

計
画

策
定

と
し

て
、

社
内

標
準

を
作

成
し

、
具

体
的

活
動

を
定

め
て

い

る
。

 

第
3
8
条

 
計

測
制

御
系

統

施
設

 

（
中

央

制
御

室
）
 

計
測

制
御

系
統

施
設

 
 

発
電

用
原

子
炉

の
運

転
を

管
理

す
る

た
め

の
制

御
装

置
に

係
る

も
の

に
あ

っ
て

は
次

の
事

項
 
 

２
 
中

央
制

御
室

機
能

及
び

中
央

制
御

室
外

原
子

炉
停

止
機

能
 

(
1
)
 
中

央
制

御
室

機
能

 
d
.
 
有

毒
ガ

ス
に

対
す

る
防

護
措

置
 

（
中

略
）

 

有
毒

ガ
ス

防
護

に
係

る
影

響
評

価
に

お
い

て
、

有
毒

ガ
ス

影
響

を
軽

減
す

る
こ

と
を

期
待

す
る

防

液
堤

等
は

、
必

要
に

応
じ

て
保

守
管

理
及

び
運

用
管

理
を

適
切

に
実

施
す

る
。

 

      

な
し

 
な

し
 

添
付

２
 

７
 

有
毒

ガ
ス

 

７
．

４
手

順
書

の
整

備
 

 
(
c
)
 
各

課
（

室
）
長

は
、
有

毒
ガ

ス
防

護
に

係
る

影
響

評
価

に
お

い
て

、
有

毒
ガ

ス
影

響
を

軽
減

す
る

こ
と

を

期
待

す
る

堰
お

よ
び

覆
い

（
以

下
、

「
防

液
堤

等
」

と
い

う
。
）

に
つ

い

て
、

適
切

に
運

用
管

理
を

実
施

す

る
。

 

ｃ
．

施
設

管
理

、
点

検
 

各
課
（

室
）
長

は
、
有

毒
ガ

ス
防

護

に
係

る
影

響
評

価
に

お
い

て
、

有
毒

ガ
ス

影
響

を
軽

減
す

る
こ

と
を

期
待

す
る

防
液

堤
等

は
、

有
毒

ガ
ス

影
響

を
軽

減
す

る
機

能
を

維
持

す
る

た

め
、

施
設

管
理

計
画

に
基

づ
き

適
切

に
施

設
管

理
、

点
検

を
実

施
す

る
と

と
も

に
、
必

要
に

応
じ

補
修

を
行

う
。
 

〇
 
有

毒
ガ

ス
発

生
時

の
運

転

員
等

の
防

護
の

活
動

の
う

ち
、
工

認
で

約
束

し
た

個
別

の
運

用
事

項
を

規
定

し
て

い
る

。
 

運
転

管
理

通
達

 

 

・
運

転
管

理
通

達
（

２
次

文

書
）
に

紐
づ

く
３

次
文

書

に
お

い
て

、
有

毒
ガ

ス
発

生
時

の
体

制
の

整
備

に

係
る

計
画

策
定

と
し

て
、

社
内

標
準

を
作

成
し

、
具

体
的

活
動

を
定

め
て

い

る
。

 

第
4
6
条

 
そ

の
他

発
電

用

原
子

炉

の
附

属

施
設

 

（
緊

急

時
対

策

所
）

 

そ
の

他
発

電
用

原
子

炉
の

附
属

施
設

 
 

９
 
緊

急
時

対
策

所
 
 

２
 
緊

急
時

対
策

所
の

基
本

設
計

方
針

、
適

用
基

準

及
び

適
用

規
格

 
 

（
１

）
基

本
設

計
方

針
 

第
２

章
 
個

別
項

目
 

１
．

緊
急

時
対

策
所

 
 

１
．

１
 
緊

急
時

対
策

所
の

設
置

等
 

（
３

）
緊

急
時

対
策

所
（

緊
急

時
対

策
所

建
屋

内
）

は
、
以

下
の

措
置

又
は

設
備

を
備

え
る

こ
と

に
よ

り

緊
急

時
対

策
所

機
能

を
確

保
す

る
。

 

ｄ
．

有
毒

ガ
ス

に
対

す
る

防
護

措
置

 
 

（
中

略
）

 

可
動

源
に

対
し

て
は

、
緊

急
時

対
策

所
換

気
設

備

（
１

号
機

設
備

、
１
・
２
・
３
・
４

号
機

共
用

）
の

隔
離

等
の

対
策

に
よ

り
指

示
要

員
を

防
護

で
き

る

設
計

と
す

る
。

 

資
料

４
３

 

T
2
-
添

4
3
-
1
1
 

資
料

４
３

 
緊

急
時

対
策

所
の

機
能

に
関

す
る

説
明

書
 

3
.
 
緊

急
時

対
策

所
（

緊
急

時
対

策
所

建
屋

内
）
の

機
能

に
係

る
詳

細
設

計
 
 

3
.
4
 
有

毒
ガ

ス
に

対
す

る
防

護
措

置
 

3
.
4
.
2
 
可

動
源

に
対

す
る

防
護

措
置

 

可
動

源
に

対
し

て
は

、
立

会
人

の
随

行
、
通

信
連

絡

設
備

に
よ

る
連

絡
、

緊
急

時
対

策
所

換
気

設
備

の
隔

離
、
防

護
具

の
着

用
等

に
よ

り
指

示
要

員
を

防
護

す
る

こ
と

で
、
技

術
基

準
規

則
別

記
－

９
に

基
づ

く
有

毒
ガ

ス
の

発
生

を
検

出
す

る
た

め
の

装
置

及
び

当
該

装
置

が
有

毒
ガ

ス
の

発
生

を
検

出
し

た
場

合
に

自
動

的
に

警
報

す
る

た
め

の
装

置
の

設
置

を
不

要
と

す
る

設
計

と
す

る
。

 
ま

た
、
可

動
源

か
ら

有
毒

ガ
ス
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す
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。
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）
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は
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に
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て
、
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会

人
の

随
行

、
通
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連
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手
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に
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る
連
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、

中
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制
御
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換
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備
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お
よ

び
２

号
炉

）
、
中

央
制

御

室
空

調
装

置
（

３
号

炉
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よ
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４
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炉
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よ
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急
時

対
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所
換

気
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の

隔

離
、
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護

具
の

着
用
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活
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。
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ガ
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の
運
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３
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。
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２
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２
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２
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３
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４
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を
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連
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に
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、
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。
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．
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３
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指
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。
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連
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連
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。
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。
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２
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。
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添付４ 
有毒化学物質及び固定源に対する運用管理について 

 
設置許可本文十号に記載された「固定源に対しては、運転員（当直員）、緊急時対策本部要員及び緊

急安全対策要員の吸気中の有毒ガス濃度を有毒ガス防護のための判断基準値を下回るようにする。」※１

を受け、既存の固定源及び将来発生し得る固定源に対する具体的な活動は次のとおり。 
 

 
固定源 基準値以下とする活動 保安規定記載箇所 

既存の固定源 有毒ガス影響の軽減を期待する防液堤等の維持

（運用管理及び施設管理） 
添付２ 

7.4(1)a.(c) 
7.4(1)c. 

将来発生し得る

固定源 
（既存固定源の

変更含む） 

新たな有毒化学物質の確認、濃度評価、対策の

実施 
（具体的な運用フローは添付参照） 

添付２ 
7.4(1)a.(b) 

 

 
本活動については、次頁の保安規定記載のとおり記載している。これらの活動は、高浜発電所として

定めたものであり、１号炉及び２号炉への有毒ガスの適用にあたり追加となる運用事項はない。 
 
※１：設置許可本文五号においても、中央制御室においては運転員、緊急時対策所においては重大事故

等に対処するために必要な指示を行う要員に対して、同様の記載あり。 
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保安規定記載 

（固定源からの影響が基準値を下回る活動（本文五号）） 
添付２ ７．４（１）ａ． 

(a) 各課（室）長は、発電所敷地内外において貯蔵施設に保管されている有毒ガ

スを発生させるおそれのある有毒化学物質（以下、「固定源」という。）に対し

て、(b)項、(c)項および c.項の実施により、運転員等の吸気中の有毒ガス濃度

を有毒ガス防護のための判断基準値を下回るようにする。 

 
（固定源からの影響が基準値を下回る活動（本文十号）） 
添付３ １．３（１）ケ 

(ｱ) 安全・防災室長は、発電所敷地内外の固定源に対して、有毒化学物質の確認、

防液堤等の運用管理および防液堤等の保守管理の実施により、運転員（当直

員）、緊急時対策本部要員および緊急安全対策要員の吸気中の有毒ガス濃度を

有毒ガス防護のための判断基準値を下回るようにする手順および体制を社内

標準に定める。 

 
（有毒化学物質の確認） 
添付２ ７．４（１）ａ． 

(b) 各課（室）長は、発電所敷地内および中央制御室等から半径１０ｋｍ近傍に

新たな有毒化学物質および有毒化学物質の性状、貯蔵状況等の変更を確認し、

固定源の見直しがある場合は、有毒ガスが発生した場合の吸気中の有毒ガス濃

度評価を実施し、評価結果に基づき必要な有毒ガス防護を実施する。可動源の

見直しがある場合は、必要な有毒ガス防護を実施する。 

 
（防液堤等の運用管理） 
添付２ ７．４（１）ａ． 

(c) 各課（室）長は、有毒ガス防護に係る影響評価において、有毒ガス影響を軽

減することを期待する堰および覆い（以下、「防液堤等」という。）について、適

切に運用管理を実施する。 

 
（防液堤等の施設管理） 
添付２ ７．４（１） 

ｃ．施設管理、点検 

各課（室）長は、有毒ガス防護に係る影響評価において、有毒ガス影響を軽

減することを期待する防液堤等は、有毒ガス影響を軽減する機能を維持するた

め、施設管理計画に基づき適切に施設管理、点検を実施するとともに、必要に

応じ補修を行う。 
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（保安規定の主語の考え方） 
保安規定に記載される主語は、行為内容に対する行為者を記載し、責任範囲を明確にすることとし

ているが、複数課（室）において所掌する業務においては「各課（室）長」とし、関係する各課

（室）が責任を持つ活動であることを明示している。 
なお、有毒化学物質の確認、濃度評価、防護対策の実施については、添付の社内標準案のとおり、

複数課（室）において所掌する活動であり、社内標準において責任及び権限を明確にする。 
 
なお、敷地内外の有毒化学物質においては、放射線管理課長（敷地内）及び安全・防災室長（敷地

外）において情報を管理する※２とともに、社内標準においてリスト管理を行うことで、新たな有毒

化学物質の確認もれを防ぐ体制とする。 
 
 

※２：生活用品として一般的に使用されているもの、製品性状により影響がないことが明らかなもの、

ボンベ等、有毒ガスを多量に発生する恐れのない容器に保管されているもの、試薬類等、輸送量

が少量であるもの等、有毒ガスが多量に発生するおそれがないことが明らかな化学物質は、化学

物質を取り扱う各課（室）長が判断し、対象外とする。 

 
 

また、本プロセスの具体案及び有毒化学物質整理表案（社内標準案）を別紙４－１、４－２に示

す。 
 

以上 
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別紙４－１ 
社内標準反映案 

 
新たな化学物質および有毒化学物質の性状、貯蔵状況等の変更確認について 

 
１． 発電所敷地内における確認 

（１） 各課（室）長は、作業等で新たな化学物質※１を取り扱う場合および発電所敷地内に保管する有毒化

学物質の性状、貯蔵状況等※2の変更を行う場合は、当該化学物質が有毒ガスを発生させるおそれ

のある有毒化学物質であるか、現状の評価条件に影響を与えるものであるかの確認を放射線管理課

長に依頼する。 

（２） 放射線管理課長は、各課（室）長からの確認依頼に基づき、当該化学物質が調査対象の有毒化学

物質であるか※３、現状の評価条件に影響を与えるものであるかの確認を実施する。 

（３） 放射線管理課長は、確認の結果、調査対象の有毒化学物質であると判断した場合、現状の評価条

件に影響を与えるものであると判断した場合には、放射線管理GCMに濃度評価の必要性の検討を

依頼する。 

（４） 放射線管理GCMは、確認の結果、固定源に該当すると判断した場合、現状の評価条件に影響を与

えると連絡を受けた場合には、安全技術GCMへ有毒ガス濃度評価を依頼し、結果を放射線管理課

長へ連絡する。 

可動源に該当すると判断した場合には、必要な防護措置を実施のうえ作業を実施するよう放射線管

理課長に連絡する。 

（５） 放射線管理課長は、依頼元の各課（室）長に濃度評価の結果を連絡し、必要により防護措置の検討

および防護措置の実施※４を依頼する。 

 

※１ 「発電所の化学物質整理表 表1-4～1-6」に記載する、生活用品として一般的に使用されてい

るもの、製品性状により影響がないことが明らかなもの、ボンベ等、有毒ガスを多量に発生する恐

れのない容器に保管されているもの、試薬類等、輸送量が少量（20kg容器以下）であるもの等、有

毒ガスが多量に発生するおそれがないことが明らかな化学物質は対象外とする。 

※2 「発電所の化学物質整理表 表1-1～1-3」に記載の化学物質の濃度、貯蔵容量、設置場所の

変更をいう。 

※3 調査対象の化学物質であるかの確認は、ガス化・エアロゾル化するか、屋内保管であるか等の

観点から実施する。 

※4 固定源に対する有毒ガス濃度評価結果が有毒ガス防護のための判断基準値を超過する場合

には、防護措置の検討結果を踏まえ、再度有毒ガス濃度評価を行い、有毒ガス防護のための判

断基準値を下回るまで防護措置の検討および防護措置の実施を繰り返した後、作業等を行う。 
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図 1 新たな化学物質を取扱う場合および有毒化学物質の性状、貯蔵状況等を変更する場合の 

有毒ガス防護に係る影響評価業務フロー 
  

管　理　項　目 各課（室） 放射線管理課 放射線管理グループ 安全技術グループ 備考

手順を定める社内標準 ― 化学管理業務所則
原子力発電所　放射線・

化学管理業務要綱
―

新たな化学物質を取扱う場
合および有毒化学物質の性
状、貯蔵状況等を変更する
場合の有毒ガス防護に係る
影響評価

「調査対象の有毒化学物質
特定チェックシート」に基づき、
調査対象の有毒化学物質に
該当するかを確認

有毒ガス濃度評価
を実施

有毒化学物質
の評価依頼

調査対象の有毒化学物
質が「固定源」または「可
動源」に該当するかを確
認

固定源に該当

評価結果の確認

調査対象外

調査対象

可動源に該当必要な防護措置の確認
（立会人の随行等）

必要な防護措置
を実施

評価結果の通知

防護判断基準値未満
※

※

※

防護判断基準値超過

工事の実施

防護措置の検討

評価条件に
影響あり

評価条件に
影響なし

評価条件に
影響あり
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２． 発電所敷地外における確認（発電所敷地外の固定源設置状況調査） 

（１） 安全・防災室長は、原子力事業本部 総務ＧＣＭに1回/5年の頻度で中央制御室から半径10km近傍

の範囲における新たな固定源の設置状況について調査を依頼する。 

また、これに限らず、当該範囲において新たに固定源となるおそれのある化学物質の貯蔵施設等の

設置、既存の固定源での現状の評価に影響を与えるような性状、貯蔵状況等の変更に関する情報を

入手した場合には、原子力事業本部 総務ＧＣＭに調査を依頼し、新たな固定源の有無を確認する。 

（２） 総務ＧＣＭは、安全・防災室長からの依頼に基づき、中央制御室から半径10km近傍の範囲における

発電所敷地外の化学物質の設置状況について地方公共団体への届け出内容を調査し、届け出内容

に変更があった場合は、放射線管理ＧＣＭへ固定源に係る確認を依頼する。 

（３） 放射線管理ＧＣＭは、総務ＧＣＭの調査結果に基づき、新たな化学物質が固定源に該当するかの確

認を行い、固定源に該当する場合および既存の固定源での性状、貯蔵状況等の変更が確認された場

合は、安全技術ＧＣＭへ有毒ガス濃度評価を依頼する。 

（４） 安全技術ＧＣＭは、有毒ガス濃度評価を実施し、その結果を放射線管理ＧＣＭに通知する。 

（５） 放射線管理ＧＣＭは、有毒ガス濃度評価結果および固定源調査結果を総務ＧＣＭに連絡する。 

（６） 総務ＧＣＭは、依頼を受けた安全・防災室長に有毒ガス濃度評価結果および固定源調査結果を連絡

する。 

（７） 安全・防災室長は有毒ガス濃度評価結果および固定源調査結果を放射線管理課長に通知する。 

（８） 各課（室）長は必要に応じて防護措置を講じ、有毒ガス防護のための判断基準値を下回るようにする。 
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図２ 発電所敷地外の固定源調査を実施する場合の有毒ガス防護に係る影響評価業務フロー 

管　理　項　目 安全・防災室 放射線管理課 総務グループ 放射線管理グループ 安全技術グループ 備考

発電所敷地外の固定源調
査を実施する場合の有毒ガ
ス防護に係る影響評価

各課（室）は、評価結果を
踏まえ、必要により防護措
置を講じる。

手順を定める社内標準 一般防災業務要綱
放射線・化学管理

業務要綱
―DB所達

届出状況調査

中央制御室から半径10km
近傍における新たな固定
源の設置、既存の固定源
の届出内容変更調査依頼

固定源に該当

届出内容に
変更あり

固定源に非該当

調査結果、評価結果
の通知

調査結果、評価結果
の連絡

届出内容に

変更なし

調査結果、評価結果
の確認

調査対象の有毒化学
物質が「固定源」に該
当するかを確認

有毒ガス濃度評価
を実施

評価結果の確認

性状、貯蔵状況

等に変更あり
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高浜発電所 有毒化学物質整理表 
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38
.4

%
 

1.
5 

m
3  

○
 

－
 

×
 

×
 

○
 

－
 

－
 

1,
2u

 タ
ー

ビ
ン

建
屋

 
1u

 B
-ヒ

ド
ラ

ジ
ン

原
液

タ
ン

ク
 

38
.4

%
 

1.
5 

m
3  

○
 

－
 

×
 

×
 

○
 

－
 

－
 

1,
2u

 タ
ー

ビ
ン

建
屋

 
1u

 C
-ヒ

ド
ラ

ジ
ン

原
液

タ
ン

ク
 

38
.4

%
 

1.
5 

m
3  

○
 

－
 

×
 

×
 

○
 

－
 

－
 

1,
2u

 タ
ー

ビ
ン

建
屋

 
1u

 D
-ヒ

ド
ラ

ジ
ン

原
液

タ
ン

ク
 

38
.4

%
 

1.
5 

m
3  

○
 

－
 

×
 

×
 

○
 

－
 

－
 

1,
2u

 タ
ー

ビ
ン

建
屋

 
1u

 E
-ヒ

ド
ラ

ジ
ン

原
液

タ
ン

ク
 

38
.4

%
 

1.
5 

m
3  

○
 

－
 

×
 

×
 

○
 

－
 

－
 

1,
2u

 タ
ー

ビ
ン

建
屋

 
2u

 A
-ヒ

ド
ラ

ジ
ン

原
液

タ
ン

ク
 

38
.4

%
 

1.
5 

m
3  

○
 

－
 

×
 

×
 

○
 

－
 

－
 

1,
2u

 タ
ー

ビ
ン

建
屋

 
2u

 B
-ヒ

ド
ラ

ジ
ン

原
液

タ
ン

ク
 

38
.4

%
 

1.
5 

m
3  

○
 

－
 

×
 

×
 

○
 

－
 

－
 

1,
2u

 タ
ー

ビ
ン

建
屋

 
2u

 C
-ヒ

ド
ラ

ジ
ン

原
液

タ
ン

ク
 

38
.4

%
 

1.
5 

m
3  

○
 

－
 

×
 

×
 

○
 

－
 

－
 

1,
2u

 タ
ー

ビ
ン

建
屋

 
2u

 D
-ヒ

ド
ラ

ジ
ン

原
液

タ
ン

ク
 

38
.4

%
 

1.
5 

m
3  

○
 

－
 

×
 

×
 

○
 

－
 

－
 

1,
2u

 タ
ー

ビ
ン

建
屋

 
2u

 E
-ヒ

ド
ラ

ジ
ン

原
液

タ
ン

ク
 

38
.4

%
 

1.
5 

m
3  

○
 

－
 

×
 

×
 

○
 

－
 

－
 

1,
2u

 タ
ー

ビ
ン

建
屋

 
1u

 A
-ヒ

ド
ラ

ジ
ン

溶
解

タ
ン

ク
 

3%
 

1.
5 

m
3  

×
 

×
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

1,
2u

 タ
ー

ビ
ン

建
屋

 
1u

 B
-ヒ

ド
ラ

ジ
ン

溶
解

タ
ン

ク
 

3%
 

1.
5 

m
3  

×
 

×
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

1,
2u

 タ
ー

ビ
ン

建
屋

 
1u

 C
-ヒ

ド
ラ

ジ
ン

溶
解

タ
ン

ク
 

0.
1%

 
1.

5 
m

3  
×

 
×

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
a 

：
ガ

ス
化

す
る

 
b 

：
エ

ア
ロ

ゾ
ル

化
す

る
 

1 
：
ボ

ン
ベ

等
に

保
管

さ
れ

て
い

る
 

2 
：
試

薬
類

で
あ

る
か

 
3 

：
屋

内
に

保
管

さ
れ

て
い

る
 

4 
：
開

放
空

間
で

の
人

体
へ

の
影

響
が

な
い
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表

1
-
1 

高
浜

発
電

所
の

敷
地

内
固
定

源
整

理
表

（
タ

ン
ク

類
）（

３
／

４
）
 

化
学

物
質

 
保

管
場

所
 

貯
蔵

施
設

 
濃

度
 

内
容

量
 

単
位

 
有

毒
ガ

ス
判

断
 

調
査

対
象

整
理

 
調

査

対
象

 
a 

b 
1 

2 
3 

4 

ヒ
ド

ラ
ジ

ン
 

（
続

き
） 

1,
2u

 タ
ー

ビ
ン

建
屋

 
2u

 A
-ヒ

ド
ラ

ジ
ン

溶
解

タ
ン

ク
 

3%
 

1.
5 

m
3  

×
 

×
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

1,
2u

 タ
ー

ビ
ン

建
屋

 
2u

 B
-ヒ

ド
ラ

ジ
ン

溶
解

タ
ン

ク
 

3%
 

1.
5 

m
3  

×
 

×
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

1,
2u

 タ
ー

ビ
ン

建
屋

 
2u

 C
-ヒ

ド
ラ

ジ
ン

溶
解

タ
ン

ク
 

0.
1%

 
1.

5 
m

3  
×

 
×

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
1,

2u
 タ

ー
ビ

ン
建

屋
 

1u
低

濃
度

ヒ
ド

ラ
ジ

ン
タ

ン
ク

 
0.

12
%

 
1.

5 
m

3  
×

 
×

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
1,

2u
 タ

ー
ビ

ン
建

屋
 

2u
低

濃
度

ヒ
ド

ラ
ジ

ン
タ

ン
ク

 
0.

12
%

 
1.

5 
m

3  
×

 
×

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
屋

外
（
3u

 復
水

処
理

装
置

）
 

3u
ヒ

ド
ラ

ジ
ン

原
液

タ
ン

ク
 

38
.4

%
 

15
.9

 
m

3  
○

 
－

 
×

 
×

 
×

 
×

 
対

象
 

屋
外

（
4u

 復
水

処
理

装
置

）
 

4u
ヒ

ド
ラ

ジ
ン

原
液

タ
ン

ク
 

38
.4

%
 

15
.9

 
m

3  
○

 
－

 
×

 
×

 
×

 
×

 
対

象
 

3u
 タ

ー
ビ

ン
建

屋
 

3u
 A

-ヒ
ド

ラ
ジ

ン
タ

ン
ク

（希
釈

タ
ン

ク
）
 

3%
 

0.
9 

m
3  

×
 

×
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

3u
 タ

ー
ビ

ン
建

屋
 

3u
 B

-ヒ
ド

ラ
ジ

ン
タ

ン
ク

（
希

釈
タ

ン
ク

）
 

3%
 

0.
9 

m
3  

×
 

×
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

3u
 タ

ー
ビ

ン
建

屋
 

3u
 C

-ヒ
ド

ラ
ジ

ン
タ

ン
ク

（
希

釈
タ

ン
ク

）
 

3%
 

0.
9 

m
3  

×
 

×
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

4u
 タ

ー
ビ

ン
建

屋
 

4u
 A

-ヒ
ド

ラ
ジ

ン
タ

ン
ク

（希
釈

タ
ン

ク
）
 

3%
 

0.
9 

m
3  

×
 

×
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

4u
 タ

ー
ビ

ン
建

屋
 

4u
 B

-ヒ
ド

ラ
ジ

ン
タ

ン
ク

（
希

釈
タ

ン
ク

）
 

3%
 

0.
9 

m
3  

×
 

×
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

4u
 タ

ー
ビ

ン
建

屋
 

4u
 C

-ヒ
ド

ラ
ジ

ン
タ

ン
ク

（
希

釈
タ

ン
ク

）
 

3%
 

0.
9 

m
3  

×
 

×
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

3u
 タ

ー
ビ

ン
建

屋
 

3u
 A

-ス
チ

ー
ム

コ
ン

バ
ー

タ
薬

注
タ

ン
ク

 
2%

 
0.

3 
m

3  
×

 
×

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
3u

 タ
ー

ビ
ン

建
屋

 
3u

 B
-ス

チ
ー

ム
コ

ン
バ

ー
タ

薬
注

タ
ン

ク
 

2%
 

0.
3 

m
3  

×
 

×
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

3u
 タ

ー
ビ

ン
建

屋
 

3u
ヒ

ド
ラ

ジ
ン

タ
ン

ク
（
低

濃
度

）
 

0.
2%

 
0.

9 
m

3  
×

 
×

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
4u

 タ
ー

ビ
ン

建
屋

 
4u

 A
-ス

チ
ー

ム
コ

ン
バ

ー
タ

薬
注

タ
ン

ク
 

2%
 

0.
3 

m
3  

×
 

×
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

4u
 タ

ー
ビ

ン
建

屋
 

4u
 B

-ス
チ

ー
ム

コ
ン

バ
ー

タ
薬

注
タ

ン
ク

 
2%

 
0.

3 
m

3  
×

 
×

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
4u

 タ
ー

ビ
ン

建
屋

 
4u

ヒ
ド

ラ
ジ

ン
タ

ン
ク

（
低

濃
度

）
 

0.
2%

 
0.

9 
m

3  
×

 
×

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
3,

4u
 補

助
ボ

イ
ラ

室
 

3,
4u

 
A-

補
助

ボ
イ

ラ
ヒ

ド
ラ

ジ
ン

注
入

タ
ン

ク
 

7%
 

0.
23

 
m

3  
×

 
×

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
3,

4u
 補

助
ボ

イ
ラ

室
 

3,
4u

 
B-

補
助

ボ
イ

ラ
ヒ

ド
ラ

ジ
ン

注
入

タ
ン

ク
 

7%
 

0.
23

 
m

3  
×

 
×

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 

ほ
う
酸

 

1u
 補

助
建

屋
 

1u
 A

-ほ
う
酸

タ
ン

ク
 

≧
21

00
0p

pm
 

30
.3

 
m

3  
×

 
×

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
1u

 補
助

建
屋

 
1u

 B
-ほ

う
酸

タ
ン

ク
 

≧
21

00
0p

pm
 

30
.3

 
m

3  
×

 
×

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
1u

 補
助

建
屋

 
1u

 ほ
う
酸

注
入

タ
ン

ク
 

≧
20

00
0p

pm
 

3.
4 

m
3  

×
 

×
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

屋
外

 
1u

 燃
料

取
替

用
水

タ
ン

ク
 

≧
22

00
pp

m
 

17
20

 
m

3  
×

 
×

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
1u

原
子

炉
格

納
容

器
 

1u
 A

-ア
キ

ュ
ー

ム
レ

ー
タ

 
≧

22
00

pp
m

 
41

.1
 

m
3  

×
 

○
 

×
 

×
 

○
 

－
 

－
 

1u
原

子
炉

格
納

容
器

 
1u

 B
-ア

キ
ュ

ー
ム

レ
ー

タ
 

≧
22

00
pp

m
 

41
.1

 
m

3  
×

 
○

 
×

 
×

 
○

 
－

 
－

 
1u

原
子

炉
格

納
容

器
 

1u
 C

-ア
キ

ュ
ー

ム
レ

ー
タ

 
≧

22
00

pp
m

 
41

.1
 

m
3  

×
 

○
 

×
 

×
 

○
 

－
 

－
 

2u
 補

助
建

屋
 

2u
 A

-ほ
う
酸

タ
ン

ク
 

≧
21

00
0p

pm
 

30
.3

 
m

3  
×

 
×

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
2u

 補
助

建
屋

 
2u

 B
-ほ

う
酸

タ
ン

ク
 

≧
21

00
0p

pm
 

30
.3

 
m

3  
×

 
×

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
2u

 補
助

建
屋

 
2u

 ほ
う
酸

注
入

タ
ン

ク
 

≧
20

00
0p

pm
 

3.
4 

m
3  

×
 

×
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

a 
：
ガ

ス
化

す
る

 
b 

：
エ

ア
ロ

ゾ
ル

化
す

る
 

1 
：
ボ

ン
ベ

等
に

保
管

さ
れ

て
い

る
 

2 
：
試

薬
類

で
あ

る
か

 
3 

：
屋

内
に

保
管

さ
れ

て
い

る
 

4 
：
開

放
空

間
で

の
人

体
へ

の
影

響
が

な
い
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表

1
-
1 

高
浜

発
電

所
の

敷
地

内
固
定

源
整

理
表

（
タ

ン
ク

類
）（

４
／

４
）
 

化
学

物
質

 
保

管
場

所
 

貯
蔵

施
設

 
濃

度
 

内
容

量
 

単
位

 
有

毒
ガ

ス
判

断
 

調
査

対
象

整
理

 
調

査

対
象

 
a 

b 
1 

2 
3 

4 

ほ
う
酸

 
（
続

き
） 

屋
外

 
2u

 燃
料

取
替

用
水

タ
ン

ク
 

≧
22

00
pp

m
 

17
20

 
m

3  
×

 
×

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
2u

原
子

炉
格

納
容

器
 

2u
 A

-ア
キ

ュ
ー

ム
レ

ー
タ

 
≧

22
00

pp
m

 
41

.1
 

m
3  

×
 

○
 

×
 

×
 

○
 

－
 

－
 

2u
原

子
炉

格
納

容
器

 
2u

 B
-ア

キ
ュ

ー
ム

レ
ー

タ
 

≧
22

00
pp

m
 

41
.1

 
m

3  
×

 
○

 
×

 
×

 
○

 
－

 
－

 
2u

原
子

炉
格

納
容

器
 

2u
 C

-ア
キ

ュ
ー

ム
レ

ー
タ

 
≧

22
00

pp
m

 
41

.1
 

m
3  

×
 

○
 

×
 

×
 

○
 

－
 

－
 

3u
 補

助
建

屋
 

3u
 A

-ほ
う
酸

タ
ン

ク
 

≧
70

00
pp

m
 

80
 

m
3  

×
 

×
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

3u
 補

助
建

屋
 

3u
 B

-ほ
う
酸

タ
ン

ク
 

≧
70

00
pp

m
 

80
 

m
3  

×
 

×
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

3u
 補

助
建

屋
 

3u
 ほ

う
酸

注
入

タ
ン

ク
 

≧
21

00
0p

pm
 

3.
41

 
m

3  
×

 
×

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
3u

 補
助

建
屋

 
3u

 燃
料

取
替

用
水

タ
ン

ク
 

≧
28

00
pp

m
 

18
00

 
m

3  
×

 
×

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
3u

原
子

炉
格

納
容

器
 

3u
 A

-蓄
圧

タ
ン

ク
 

≧
28

00
pp

m
 

41
 

m
3  

×
 

○
 

×
 

×
 

○
 

－
 

－
 

3u
原

子
炉

格
納

容
器

 
3u

 B
-蓄

圧
タ

ン
ク

 
≧

28
00

pp
m

 
41

 
m

3  
×

 
○

 
×

 
×

 
○

 
－

 
－

 
3u

原
子

炉
格

納
容

器
 

3u
 C

-蓄
圧

タ
ン

ク
 

≧
28

00
pp

m
 

41
 

m
3  

×
 

○
 

×
 

×
 

○
 

－
 

－
 

4u
 補

助
建

屋
 

4u
 A

-ほ
う
酸

タ
ン

ク
 

≧
70

00
pp

m
 

80
 

m
3  

×
 

×
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

4u
 補

助
建

屋
 

4u
 B

-ほ
う
酸

タ
ン

ク
 

≧
70

00
pp

m
 

80
 

m
3  

×
 

×
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

4u
 補

助
建

屋
 

4u
 ほ

う
酸

注
入

タ
ン

ク
 

≧
21

00
0p

pm
 

3.
41

 
m

3  
×

 
×

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
4u

 補
助

建
屋

 
4u

 燃
料

取
替

用
水

タ
ン

ク
 

≧
28

00
pp

m
 

18
00

 
m

3  
×

 
×

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
4u

原
子

炉
格

納
容

器
 

4u
 A

-蓄
圧

タ
ン

ク
 

≧
28

00
pp

m
 

41
 

m
3  

×
 

○
 

×
 

×
 

○
 

－
 

－
 

4u
原

子
炉

格
納

容
器

 
4u

 B
-蓄

圧
タ

ン
ク

 
≧

28
00

pp
m

 
41

 
m

3  
×

 
○

 
×

 
×

 
○

 
－

 
－

 
4u

原
子

炉
格

納
容

器
 

4u
 C

-蓄
圧

タ
ン

ク
 

≧
28

00
pp

m
 

41
 

m
3  

×
 

○
 

×
 

×
 

○
 

－
 

－
 

硫
酸

 

屋
外

（
1,

2u
 復

水
処

理
建

屋
付

近
）
 

1,
2u

硫
酸

タ
ン

ク
 

98
%

 
6.

8 
m

3  
×

 
×

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
屋

外
（
3,

4u
 純

水
装

置
室

）
 

3,
4u

硫
酸

タ
ン

ク
 

98
%

 
14

.4
 

m
3  

×
 

×
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

屋
外

（廃
樹

脂
貯

蔵
庫

）
 

廃
樹

脂
処

理
装

置
用

 
硫

酸
タ

ン
ク

 
70

%
 

2.
4 

m
3  

×
 

×
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

1,
2u

タ
ー

ビ
ン

建
屋

 
1,

2u
硫

酸
計

量
槽

（純
水

装
置

2
床

用
） 

98
%

 
0.

45
 

m
3  

×
 

×
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

1,
2u

タ
ー

ビ
ン

建
屋

 
1,

2u
硫

酸
計

量
槽

（純
水

装
置

混
床

用
）
 

98
%

 
0.

16
 

m
3  

×
 

×
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

1,
2u

タ
ー

ビ
ン

建
屋

 
1,

2u
硫

酸
希

釈
槽

（純
水

装
置

2
床

用
） 

30
%

 
1.

3 
m

3  
×

 
×

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
1,

2u
タ

ー
ビ

ン
建

屋
 

1,
2u

硫
酸

希
釈

槽
（純

水
装

置
混

床
用

）
 

30
%

 
0.

2 
m

3  
×

 
×

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
1,

2u
タ

ー
ビ

ン
建

屋
 

1,
2u

硫
酸

計
量

槽
（中

和
用

）
 

10
%

 
0.

5 
m

3  
×

 
×

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
3,

4u
純

水
装

置
室

 
3,

4u
硫

酸
計

量
タ

ン
ク

（純
水

装
置

2
床

用
） 

98
%

 
0.

34
 

m
3  

×
 

×
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

3,
4u

純
水

装
置

室
 

3,
4u

硫
酸

計
量

タ
ン

ク
（純

水
装

置
混

床
用

）
 

98
%

 
0.

14
 

m
3  

×
 

×
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

3,
4u

純
水

装
置

室
 

3,
4u

硫
酸

希
釈

タ
ン

ク
（純

水
装

置
2

床
用

） 
30

%
 

2.
1 

m
3  

×
 

×
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

3,
4u

純
水

装
置

室
 

3,
4u

硫
酸

希
釈

タ
ン

ク
（純

水
装

置
混

床
用

）
 

30
%

 
1 

m
3  

×
 

×
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

3,
4u

純
水

装
置

室
 

3,
4u

硫
酸

希
釈

タ
ン

ク
（廃

液
中

和
用

）
 

10
%

 
0.

8 
m

3  
×

 
×

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
ガ

ソ
リ
ン

※
 

危
険

物
貯

蔵
庫

 
ド

ラ
ム

缶
 

10
0%

 
20

0L
×

73
缶

 
○

 
－

 
×

 
×

 
○

 
－

 
－

 
軽

油
 

危
険

物
貯

蔵
庫

 
ド

ラ
ム

缶
 

10
0%

 
20

0L
×

6
缶

 
×

 
×

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
a 

：
ガ

ス
化

す
る

 
b 

：
エ

ア
ロ

ゾ
ル

化
す

る
 

1 
：
ボ

ン
ベ

等
に

保
管

さ
れ

て
い

る
 

2 
：
試

薬
類

で
あ

る
か

 
3 

：
屋

内
に

保
管

さ
れ

て
い

る
 

4 
：
開

放
空

間
で

の
人

体
へ

の
影

響
が
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表
1
-
2
 
高

浜
発

電
所

の
敷

地
内

固
定
源

整
理

表
（
機

器
（
冷

媒
）
）
（１

／
３

） 
有

毒
化

学
物

質
 

保
管

場
所

 
貯

蔵
施

設
 

濃
度

 
内

容
量

 
単

位
 

有
毒

ガ
ス

判
断

 
調

査
対

象
整

理
 

調
査

対
象

 
a 

b 
1 

2 
3 

4 

R-
11

※
 

3u
 外

周
建

屋
 

チ
ラ

ー
ユ

ニ
ッ

ト
（
BT

RS
） 

10
0%

 
30

0 
kg

 
○ 

― 
×

 
×

 
○

 
― 

― 
4u

 外
周

建
屋

 
チ

ラ
ー

ユ
ニ

ッ
ト
（
BT

RS
） 

10
0%

 
30

0 
kg

 
○ 

― 
×

 
×

 
○

 
― 

― 

R-
12

※
 

2u
 

原
子

炉
補

助
建

屋
 

エ
ア

ー
ド

ラ
イ

ヤ
（
2u

可
搬

型
ト
リ
チ

ウ
ム

サ
ン

プ
ラ

） 
10

0%
 

0.
11

 
kg

 
○ 

― 
×

 
×

 
○

 
― 

― 
固

体
廃

棄
物

処
理

建
屋

 
エ

ア
ー

ド
ラ

イ
ヤ

（
1,

2u
ア

ス
固

化
可

搬
型

ト
リ
チ

ウ
ム

サ
ン

プ
ラ

）
 

10
0%

 
0.

11
 

kg
 

○ 
― 

×
 

×
 

○
 

― 
― 

4u
 

原
子

炉
補

助
建

屋
 

除
湿

機
（
4u

 A
/B

-2
m

） 
10

0%
 

0.
29

 
kg

 
○ 

― 
×

 
×

 
○

 
― 

― 

R-
22

※
 

1u
 中

間
建

屋
 

CR
D

M
ス

ィ
ッ

チ
ギ

ヤ
室

空
調

装
置

 
10

0%
 

8.
8×

2 
kg

 
○ 

― 
×

 
×

 
○

 
― 

― 
2u

 中
間

建
屋

 
CR

D
M

ス
ィ

ッ
チ

ギ
ヤ

室
空

調
装

置
 

10
0%

 
8.

8×
2 

kg
 

○ 
― 

×
 

×
 

○
 

― 
― 

ア
ス

固
化

建
屋

 
空

調
用

チ
ラ

ー
ユ

ニ
ッ

ト
 

10
0%

 
10

×2
 

kg
 

○ 
― 

×
 

×
 

○
 

― 
― 

3u
 中

間
建

屋
（
ホ

ッ
ト
工

作
室

内
）
 

ホ
ッ

ト
工

具
室

空
調

機
 

10
0%

 
15

 
kg

 
○ 

― 
×

 
×

 
○

 
― 

― 
4u

 
原

子
炉

補
助

建
屋

 
エ

ア
ー

ド
ラ

イ
ヤ

（
4u

サ
ン

プ
ル

パ
ッ

ケ
ー

ジ
 A

/B
-S

） 
10

0%
 

0.
11

 
kg

 
○ 

― 
×

 
×

 
○

 
― 

― 
4u

 
原

子
炉

補
助

建
屋

 
エ

ア
ー

ド
ラ

イ
ヤ

（
4u

サ
ン

プ
ル

パ
ッ

ケ
ー

ジ
 C

/V
-S

） 
10

0%
 

0.
11

 
kg

 
○ 

― 
×

 
×

 
○

 
― 

― 
4u

 
原

子
炉

補
助

建
屋

 
エ

ア
ー

ド
ラ

イ
ヤ

（
4u

サ
ン

プ
ル

パ
ッ

ケ
ー

ジ
 C

/V
内

） 
10

0%
 

0.
11

 
kg

 
○ 

― 
×

 
×

 
○

 
― 

― 
第

二
事

務
所

別
館

 
除

湿
機

（
モ

ニ
タ

校
正

室
管

理
区

域
内

）
 

10
0%

 
0.

68
 

kg
 

○ 
― 

×
 

×
 

○
 

― 
― 

R-
12

3※
 

1u
 中

間
建

屋
 

チ
ラ

ー
ユ

ニ
ッ

ト
 

10
0%

 
40

0×
2 

kg
 

○ 
― 

×
 

×
 

○
 

― 
― 

3u
 中

間
建

屋
 

チ
ラ

ー
ユ

ニ
ッ

ト
 

10
0%

 
60

0×
2 

kg
 

○ 
― 

×
 

×
 

○
 

― 
― 

3u
 中

間
建

屋
 

チ
ラ

ー
ユ

ニ
ッ

ト
 

10
0%

 
60

0×
2 

kg
 

○ 
― 

×
 

×
 

○
 

― 
― 

R-
13

4a
※

 

1u
 

燃
料

取
扱

建
屋

 
エ

ア
ド

ラ
イ

ヤ
（
１
使

用
済

燃
料

ピ
ッ

ト
エ

リ
ア

監
視

カ
メ

ラ
空

冷
装

置
）
 

10
0%

 
0.

11
 

kg
 

○ 
― 

×
 

×
 

○
 

― 
― 

2u
 

燃
料

取
扱

建
屋

 
エ

ア
ド

ラ
イ

ヤ
（
2

使
用

済
燃

料
ピ

ッ
ト
エ

リ
ア

監
視

カ
メ

ラ
空

冷
装

置
）
 

10
0%

 
0.

11
 

kg
 

○ 
― 

×
 

×
 

○
 

― 
― 

1u
 

燃
料

取
扱

建
屋

 
エ

ア
ド

ラ
イ

ヤ
（
12

使
用

済
燃

料
ピ

ッ
ト
エ

リ
ア

監
視

カ
メ

ラ
空

冷
装

置
・
予

備
）
 

10
0%

 
0.

11
 

kg
 

○ 
― 

×
 

×
 

○
 

― 
― 

3u
 

燃
料

取
扱

建
屋

 
３

Ａ
使

用
済

燃
料

ピ
ッ

ト
エ

リ
ア

監
視

カ
メ

ラ
空

冷
装

置
（
ド

ラ
イ

ヤ
）
 

10
0%

 
0.

11
 

kg
 

○ 
― 

×
 

×
 

○
 

― 
― 

3u
 

燃
料

取
扱

建
屋

 
３

Ａ
使

用
済

燃
料

ピ
ッ

ト
エ

リ
ア

監
視

カ
メ

ラ
空

冷
装

置
（
ド

ラ
イ

ヤ
）
 

10
0%

 
0.

11
 

kg
 

○ 
― 

×
 

×
 

○
 

― 
― 

3u
 

燃
料

取
扱

建
屋

 
３

Ｂ
使

用
済

燃
料

ピ
ッ

ト
エ

リ
ア

監
視

カ
メ

ラ
空

冷
装

置
（
ド

ラ
イ

ヤ
）
 

10
0%

 
0.

11
 

kg
 

○ 
― 

×
 

×
 

○
 

― 
― 

3u
 

燃
料

取
扱

建
屋

 
３

Ｂ
使

用
済

燃
料

ピ
ッ

ト
エ

リ
ア

監
視

カ
メ

ラ
空

冷
装

置
（
ド

ラ
イ

ヤ
）
 

10
0%

 
0.

11
 

kg
 

○ 
― 

×
 

×
 

○
 

― 
― 

3u
 

原
子

炉
補

助
建

屋
 

３
４
使

用
済

燃
料

ピ
ッ

ト
エ

リ
ア

監
視

カ
メ

ラ
空

冷
装

置
（３

Ａ
ド

ラ
イ

ヤ
）（

予
備

）
 

10
0%

 
0.

11
 

kg
 

○ 
― 

×
 

×
 

○
 

― 
― 

3u
 

原
子

炉
補

助
建

屋
 

３
４
使

用
済

燃
料

ピ
ッ

ト
エ

リ
ア

監
視

カ
メ

ラ
空

冷
装

置
（３

Ａ
ド

ラ
イ

ヤ
）（

予
備

）
 

10
0%

 
0.

11
 

kg
 

○ 
― 

×
 

×
 

○
 

― 
― 

3u
 

原
子

炉
補

助
建

屋
 

３
４
使

用
済

燃
料

ピ
ッ

ト
エ

リ
ア

監
視

カ
メ

ラ
空

冷
装

置
（３

Ｂ
ド

ラ
イ

ヤ
）
（予

備
）
 

10
0%

 
0.

11
 

kg
 

○ 
― 

×
 

×
 

○
 

― 
― 

3u
 

原
子

炉
補

助
建

屋
 

３
４
使

用
済

燃
料

ピ
ッ

ト
エ

リ
ア

監
視

カ
メ

ラ
空

冷
装

置
（３

Ｂ
ド

ラ
イ

ヤ
）
（予

備
）
 

10
0%

 
0.

11
 

kg
 

○ 
― 

×
 

×
 

○
 

― 
― 

4u
 

燃
料

取
扱

建
屋

 
４

Ａ
使

用
済

燃
料

ピ
ッ

ト
エ

リ
ア

監
視

カ
メ

ラ
空

冷
装

置
（
ド

ラ
イ

ヤ
）
 

10
0%

 
0.

11
 

kg
 

○ 
― 

×
 

×
 

○
 

― 
― 

4u
 

燃
料

取
扱

建
屋

 
４

Ａ
使

用
済

燃
料

ピ
ッ

ト
エ

リ
ア

監
視

カ
メ

ラ
空

冷
装

置
（
ド

ラ
イ

ヤ
）
 

10
0%

 
0.

11
 

kg
 

○ 
― 

×
 

×
 

○
 

― 
― 

a 
：
ガ

ス
化

す
る

 
b 

：
エ

ア
ロ

ゾ
ル

化
す

る
 

1 
：
ボ

ン
ベ

等
に

保
管

さ
れ

て
い

る
 

2 
：
試

薬
類

で
あ

る
か

 
3 

：
屋

内
に

保
管

さ
れ

て
い

る
 

4 
：
開

放
空

間
で

の
人

体
へ

の
影

響
が

な
い

 
※

 
：
冷

媒
（フ

ロ
ン

類
）
は

防
護

判
断

基
準

値
(1

,0
00

～
32

,0
00

pp
m

)が
高

く
、

漏
え

い
し

た
場

合
で

も
建

屋
内

で
希

釈
さ

れ
る

こ
と

で
防

護
判

断
基

準
値

を
下

回
り

、
大

気
中

に
大

量
に

放
出

さ
れ

る
お

そ
れ

が
な

い
た

め
、

調
査

対
象

外
 

    
 

934



 

 

 

 

表
1
-
2
 
高

浜
発

電
所

の
敷

地
内

固
定
源

整
理

表
（
機

器
（
冷

媒
）
）
（２

／
３

） 
有

毒
化

学
物

質
 

保
管

場
所

 
貯

蔵
施

設
 

濃
度

 
内

容
量

 
単

位
 

有
毒

ガ
ス

判
断

 
調

査
対

象
整

理
 

調
査

対
象

 
a 

b 
1 

2 
3 

4 

R-
13

4a
 

（
続

き
） 

4u
 

燃
料

取
扱

建
屋

 
４

Ｂ
使

用
済

燃
料

ピ
ッ

ト
エ

リ
ア

監
視

カ
メ

ラ
空

冷
装

置
（
ド

ラ
イ

ヤ
）
 

10
0%

 
0.

11
 

kg
 

○ 
― 

×
 

×
 

○
 

― 
― 

4u
 

燃
料

取
扱

建
屋

 
４

Ｂ
使

用
済

燃
料

ピ
ッ

ト
エ

リ
ア

監
視

カ
メ

ラ
空

冷
装

置
（
ド

ラ
イ

ヤ
）
 

10
0%

 
0.

11
 

kg
 

○ 
― 

×
 

×
 

○
 

― 
― 

4u
 

原
子

炉
補

助
建

屋
 

３
４
使

用
済

燃
料

ピ
ッ

ト
エ

リ
ア

監
視

カ
メ

ラ
空

冷
装

置
（４

Ａ
ド

ラ
イ

ヤ
）（

予
備

）
 

10
0%

 
0.

11
 

kg
 

○ 
― 

×
 

×
 

○
 

― 
― 

4u
 

原
子

炉
補

助
建

屋
 

３
４
使

用
済

燃
料

ピ
ッ

ト
エ

リ
ア

監
視

カ
メ

ラ
空

冷
装

置
（４

Ａ
ド

ラ
イ

ヤ
）（

予
備

）
 

10
0%

 
0.

11
 

kg
 

○ 
― 

×
 

×
 

○
 

― 
― 

4u
 

原
子

炉
補

助
建

屋
 

３
４
使

用
済

燃
料

ピ
ッ

ト
エ

リ
ア

監
視

カ
メ

ラ
空

冷
装

置
（４

Ｂ
ド

ラ
イ

ヤ
）
（予

備
）
 

10
0%

 
0.

11
 

kg
 

○ 
― 

×
 

×
 

○
 

― 
― 

4u
 

原
子

炉
補

助
建

屋
 

３
４
使

用
済

燃
料

ピ
ッ

ト
エ

リ
ア

監
視

カ
メ

ラ
空

冷
装

置
（４

Ｂ
ド

ラ
イ

ヤ
）
（予

備
）
 

10
0%

 
0.

11
 

kg
 

○ 
― 

×
 

×
 

○
 

― 
― 

3u
 

外
周

建
屋

 
３

Ａ
可

搬
型

格
納

容
器

内
水

素
濃

度
計

測
装

置
用

冷
却

器
 

10
0%

 
0.

14
 

kg
 

○ 
― 

×
 

×
 

○
 

― 
― 

3u
 

原
子

炉
補

助
建

屋
 

３
Ｂ

可
搬

型
格

納
容

器
内

水
素

濃
度

計
測

装
置

用
冷

却
器

 
10

0%
 

0.
14

 
kg

 
○ 

― 
×

 
×

 
○

 
― 

― 
3u

 
燃

料
取

扱
建

屋
 

３
Ｃ

可
搬

型
格

納
容

器
内

水
素

濃
度

計
測

装
置

用
冷

却
器

 
10

0%
 

0.
14

 
kg

 
○ 

― 
×

 
×

 
○

 
― 

― 
4u

 
外

周
建

屋
 

４
Ａ

可
搬

型
格

納
容

器
内

水
素

濃
度

計
測

装
置

用
冷

却
器

 
10

0%
 

0.
14

 
kg

 
○ 

― 
×

 
×

 
○

 
― 

― 
4u

 
原

子
炉

補
助

建
屋

 
４

Ｂ
可

搬
型

格
納

容
器

内
水

素
濃

度
計

測
装

置
用

冷
却

器
 

10
0%

 
0.

14
 

kg
 

○ 
― 

×
 

×
 

○
 

― 
― 

4u
 

燃
料

取
扱

建
屋

 
４

Ｃ
可

搬
型

格
納

容
器

内
水

素
濃

度
計

測
装

置
用

冷
却

器
 

10
0%

 
0.

14
 

kg
 

○ 
― 

×
 

×
 

○
 

― 
― 

34
u

コ
ー

ル
ド

計
器

室
 

３
４
Ａ

使
用

済
燃

料
ピ

ッ
ト
エ

リ
ア

監
視

カ
メ

ラ
空

冷
装

置
（
予

備
）
 

10
0%

 
0.

11
 

kg
 

○ 
― 

×
 

×
 

○
 

― 
― 

34
u

コ
ー

ル
ド

計
器

室
 

３
４
Ａ

使
用

済
燃

料
ピ

ッ
ト
エ

リ
ア

監
視

カ
メ

ラ
空

冷
装

置
（
予

備
）
 

10
0%

 
0.

11
 

kg
 

○ 
― 

×
 

×
 

○
 

― 
― 

34
u

コ
ー

ル
ド

計
器

室
 

３
４
Ｂ

使
用

済
燃

料
ピ

ッ
ト
エ

リ
ア

監
視

カ
メ

ラ
空

冷
装

置
（
予

備
）
 

10
0%

 
0.

11
 

kg
 

○ 
― 

×
 

×
 

○
 

― 
― 

34
u

コ
ー

ル
ド

計
器

室
 

３
４
Ｂ

使
用

済
燃

料
ピ

ッ
ト
エ

リ
ア

監
視

カ
メ

ラ
空

冷
装

置
（
予

備
）
 

10
0%

 
0.

11
 

kg
 

○ 
― 

×
 

×
 

○
 

― 
― 

1u
 

原
子

炉
補

助
建

屋
 

エ
ア

ー
ド

ラ
イ

ヤ
（
1u

定
置

型
ガ

ス
モ

ニ
タ

用
除

湿
機

 
A/

B-
S）

 
10

0%
 

0.
11

 
kg

 
○ 

― 
×

 
×

 
○

 
― 

― 
1u

 
原

子
炉

補
助

建
屋

 
エ

ア
ー

ド
ラ

イ
ヤ

（
1u

定
置

型
ガ

ス
モ

ニ
タ

用
除

湿
機

 
C/

V-
S）

 
10

0%
 

0.
11

 
kg

 
○ 

― 
×

 
×

 
○

 
― 

― 
2u

 
原

子
炉

補
助

建
屋

 
エ

ア
ー

ド
ラ

イ
ヤ

（
2u

定
置

型
ガ

ス
モ

ニ
タ

用
除

湿
機

 
A/

B-
S）

 
10

0%
 

0.
11

 
kg

 
○ 

― 
×

 
×

 
○

 
― 

― 
2u

 
原

子
炉

補
助

建
屋

 
エ

ア
ー

ド
ラ

イ
ヤ

（
2u

定
置

型
ガ

ス
モ

ニ
タ

用
除

湿
機

 
C/

V-
S）

 
10

0%
 

0.
11

 
kg

 
○ 

― 
×

 
×

 
○

 
― 

― 
3u

 
原

子
炉

補
助

建
屋

 
エ

ア
ー

ド
ラ

イ
ヤ

（
3u

サ
ン

プ
ル

パ
ッ

ケ
ー

ジ
 A

/B
-S

） 
10

0%
 

0.
11

 
kg

 
○ 

― 
×

 
×

 
○

 
― 

― 
3u

 
原

子
炉

補
助

建
屋

 
エ

ア
ー

ド
ラ

イ
ヤ

（
3u

サ
ン

プ
ル

パ
ッ

ケ
ー

ジ
 C

/V
-S

） 
10

0%
 

0.
11

 
kg

 
○ 

― 
×

 
×

 
○

 
― 

― 
3u

 
原

子
炉

補
助

建
屋

 
エ

ア
ー

ド
ラ

イ
ヤ

（
3u

サ
ン

プ
ル

パ
ッ

ケ
ー

ジ
 C

/V
内

） 
10

0%
 

0.
11

 
kg

 
○ 

― 
×

 
×

 
○

 
― 

― 
廃

樹
脂

処
理

建
屋

 
エ

ア
ー

ド
ラ

イ
ヤ

（
廃

樹
脂

庫
可

搬
型

ト
リ
チ

ウ
ム

サ
ン

プ
ラ

） 
10

0%
 

0.
11

 
kg

 
○ 

― 
×

 
×

 
○

 
― 

― 
固

型
化

処
理

設
備

サ
イ

ロ
建

屋
 

環
境

16
エ

ア
ー

ド
ラ

イ
ヤ

（サ
イ

ロ
棟

４
Ｆ

）
 

10
0%

 
0.

28
 

kg
 

○ 
― 

×
 

×
 

○
 

― 
― 

生
コ

ン
プ

ラ
ン

ト
 

チ
ラ

ー
 

10
0%

 
98

 
kg

 
○ 

― 
○

 
― 

― 
― 

― 
a 

：
ガ

ス
化

す
る

 
b 

：
エ

ア
ロ

ゾ
ル

化
す

る
 

1 
：
ボ

ン
ベ

等
に

保
管

さ
れ

て
い

る
 

2 
：
試

薬
類

で
あ

る
か

 
3 

：
屋

内
に

保
管

さ
れ

て
い

る
 

4 
：
開

放
空

間
で

の
人

体
へ

の
影

響
が

な
い

 
※

 
：
冷

媒
（フ

ロ
ン

類
）
は

防
護

判
断

基
準

値
(1

,0
00

～
32

,0
00

pp
m

)が
高

く
、

漏
え

い
し

た
場

合
で

も
建

屋
内

で
希

釈
さ

れ
る

こ
と

で
防

護
判

断
基

準
値

を
下

回
り

、
大

気
中

に
大

量
に

放
出

さ
れ

る
お

そ
れ

が
な

い
た

め
、

調
査

対
象

外
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表
1
-
2
 
高

浜
発

電
所

の
敷

地
内

固
定
源

整
理

表
（
機

器
（
冷

媒
）
）
（３

／
３

） 
有

毒
化

学
物

質
 

保
管

場
所

 
貯

蔵
施

設
 

濃
度

 
内

容
量

 
単

位
 

有
毒

ガ
ス

判
断

 
調

査
対

象
整

理
 

調
査

 
a 

b 
1 

2 
3 

4 
対

象
 

R-
40

7C
※

 

ア
ス

固
化

建
屋

 
換

気
用

チ
ラ

ー
ユ

ニ
ッ

ト
 

10
0%

 
13

0 
kg

 
○ 

― 
×

 
×

 
○

 
― 

― 
1u

 タ
ー

ビ
ン

建
屋

 
1R

15
ド

ラ
イ

ヤ
本

体
 

10
0%

 
1.

3 
kg

 
○ 

― 
×

 
×

 
○

 
― 

― 
2u

 タ
ー

ビ
ン

建
屋

 
2R

15
ド

ラ
イ

ヤ
本

体
 

10
0%

 
1.

3 
kg

 
○ 

― 
×

 
×

 
○

 
― 

― 
3u

 タ
ー

ビ
ン

建
屋

 
3R

43
ド

ラ
イ

ヤ
本

体
 

10
0%

 
1.

3 
kg

 
○ 

― 
×

 
×

 
○

 
― 

― 
4u

 タ
ー

ビ
ン

建
屋

 
4R

43
ド

ラ
イ

ヤ
本

体
 

10
0%

 
1.

3 
kg

 
○ 

― 
×

 
×

 
○

 
― 

― 
1u

 
原

子
炉

補
助

建
屋

 
エ

ア
ー

ド
ラ

イ
ヤ

（
1u

サ
ン

プ
ル

パ
ッ

ケ
ー

ジ
 A

/B
-S

） 
10

0%
 

0.
11

 
kg

 
○ 

― 
×

 
×

 
○

 
― 

― 
1u

 
原

子
炉

補
助

建
屋

 
エ

ア
ー

ド
ラ

イ
ヤ

（
1u

サ
ン

プ
ル

パ
ッ

ケ
ー

ジ
 C

/V
-S

） 
10

0%
 

0.
11

 
kg

 
○ 

― 
×

 
×

 
○

 
― 

― 
1u

 
原

子
炉

補
助

建
屋

 
エ

ア
ー

ド
ラ

イ
ヤ

（
1u

サ
ン

プ
ル

パ
ッ

ケ
ー

ジ
 C

/V
内

） 
10

0%
 

0.
11

 
kg

 
○ 

― 
×

 
×

 
○

 
― 

― 
2u

 
原

子
炉

補
助

建
屋

 
エ

ア
ー

ド
ラ

イ
ヤ

（
2u

サ
ン

プ
ル

パ
ッ

ケ
ー

ジ
 A

/B
-S

） 
10

0%
 

0.
11

 
kg

 
○ 

― 
×

 
×

 
○

 
― 

― 
2u

 
原

子
炉

補
助

建
屋

 
エ

ア
ー

ド
ラ

イ
ヤ

（
2u

サ
ン

プ
ル

パ
ッ

ケ
ー

ジ
 C

/V
-S

） 
10

0%
 

0.
11

 
kg

 
○ 

― 
×

 
×

 
○

 
― 

― 
2u

 
原

子
炉

補
助

建
屋

 
エ

ア
ー

ド
ラ

イ
ヤ

（
2u

サ
ン

プ
ル

パ
ッ

ケ
ー

ジ
 C

/V
内

） 
10

0%
 

0.
11

 
kg

 
○ 

― 
×

 
×

 
○

 
― 

― 
固

体
廃

棄
物

処
理

建
屋

 
エ

ア
ー

ド
ラ

イ
ヤ

（
1,

2u
ア

ス
固

化
サ

ン
プ

ル
パ

ッ
ケ

ー
ジ

）
 

10
0%

 
0.

11
 

kg
 

○ 
― 

×
 

×
 

○
 

― 
― 

3u
 

原
子

炉
補

助
建

屋
 

エ
ア

ー
ド

ラ
イ

ヤ
（
3.

4u
可

搬
型

ト
リ
チ

ウ
ム

サ
ン

プ
ラ

）
 

10
0%

 
0.

11
 

kg
 

○ 
― 

×
 

×
 

○
 

― 
― 

廃
樹

脂
処

理
建

屋
 

水
冷

式
ド

ラ
イ

ヤ
（
廃

樹
脂

庫
サ

ン
プ

ル
パ

ッ
ケ

ー
ジ

）
 

10
0%

 
0.

11
 

kg
 

○ 
― 

×
 

×
 

○
 

― 
― 

a 
：
ガ

ス
化

す
る

 
b 

：
エ

ア
ロ

ゾ
ル

化
す

る
 

1 
：
ボ

ン
ベ

等
に

保
管

さ
れ

て
い

る
 

2 
：
試

薬
類

で
あ

る
か

 
3 

：
屋

内
に

保
管

さ
れ

て
い

る
 

4 
：
開

放
空

間
で

の
人

体
へ

の
影

響
が

な
い

 
※

 
：
冷

媒
（フ

ロ
ン

類
）
は

防
護

判
断

基
準

値
(1

,0
00

～
32

,0
00

pp
m

)が
高

く
、

漏
え

い
し

た
場

合
で

も
建

屋
内

で
希

釈
さ

れ
る

こ
と

で
防

護
判

断
基

準
値

を
下

回
り

、
大

気
中

に
大

量
に

放
出

さ
れ

る
お

そ
れ

が
な

い
た

め
、

調
査

対
象

外
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表
1
-
3 

高
浜

発
電

所
の

敷
地

内
固
定

源
整

理
表

（
し

ゃ
断

器
）
 

有
毒

化
学

物
質

 
保

管
場

所
 

貯
蔵

施
設

 
濃

度
 

内
容

量
 

単
位

 
有

毒
ガ

ス
判

断
 

調
査

対
象

整
理

 
調

査

対
象

 
a 

b 
1 

2 
3 

4 

六
フ

ッ
化

硫
黄

 

特
高

開
閉

所
（
1L

 0
3）

 
遮

断
器

 
10

0%
 

2,
78

3 
kg

 
○

 
―

 
×

 
×

 
×

 
○

 
―

 
特

高
開

閉
所

（
2L

 0
4）

 
遮

断
器

 
10

0%
 

2,
49

9 
kg

 
○

 
―

 
×

 
×

 
×

 
○

 
―

 
特

高
開

閉
所

（
Bu

sT
ie

 9
0）

 
遮

断
器

 
10

0%
 

1,
61

2 
kg

 
○

 
―

 
×

 
×

 
×

 
○

 
―

 
特

高
開

閉
所

（
セ

ク
シ

ョ
ン

50
） 

遮
断

器
 

10
0%

 
1,

25
5 

kg
 

○
 

―
 

×
 

×
 

×
 

○
 

―
 

特
高

開
閉

所
（
セ

ク
シ

ョ
ン

 6
0）

 
遮

断
器

 
10

0%
 

1,
25

5 
kg

 
○

 
―

 
×

 
×

 
×

 
○

 
―

 
特

高
開

閉
所

（
1S

uT
r）

 
遮

断
器

 
10

0%
 

4,
56

2 
kg

 
○

 
―

 
×

 
×

 
×

 
○

 
―

 
特

高
開

閉
所

（
2S

uT
r）

 
遮

断
器

 
10

0%
 

4,
70

0 
kg

 
○

 
―

 
×

 
×

 
×

 
○

 
―

 
特

高
開

閉
所

（甲
２
母

線
）
 

遮
断

器
 

10
0%

 
2,

91
6 

kg
 

○
 

―
 

×
 

×
 

×
 

○
 

―
 

特
高

開
閉

所
（乙

２
母

線
）
 

遮
断

器
 

10
0%

 
3,

10
4 

kg
 

○
 

―
 

×
 

×
 

×
 

○
 

―
 

特
高

開
閉

所
（
1L

 0
1）

 
遮

断
器

 
10

0%
 

4,
12

6 
kg

 
○

 
―

 
×

 
×

 
×

 
○

 
―

 
特

高
開

閉
所

（
1L

 0
2）

 
遮

断
器

 
10

0%
 

4,
12

6 
kg

 
○

 
―

 
×

 
×

 
×

 
○

 
―

 
特

高
開

閉
所

（
Bu

sT
ie

 8
0）

 
遮

断
器

 
10

0%
 

3,
11

4 
kg

 
○

 
―

 
×

 
×

 
×

 
○

 
―

 
特

高
開

閉
所

（
3u

 1
30

） 
遮

断
器

 
10

0%
 

3,
30

0 
kg

 
○

 
―

 
×

 
×

 
×

 
○

 
―

 
特

高
開

閉
所

（
4u

 1
40

） 
遮

断
器

 
10

0%
 

3,
30

0 
kg

 
○

 
―

 
×

 
×

 
×

 
○

 
―

 
特

高
開

閉
所

（
3,

4u
 S

T3
0）

 
遮

断
器

 
10

0%
 

4,
73

7 
kg

 
○

 
―

 
×

 
×

 
×

 
○

 
―

 
特

高
開

閉
所

（
ST

10
） 

遮
断

器
 

10
0%

 
2,

39
1 

kg
 

○
 

―
 

×
 

×
 

×
 

○
 

―
 

特
高

開
閉

所
（甲

１
母

線
）
 

遮
断

器
 

10
0%

 
10

,9
51

 
kg

 
○

 
―

 
×

 
×

 
×

 
○

 
―

 
特

高
開

閉
所

（乙
１
母

線
）
 

遮
断

器
 

10
0%

 
10

,8
90

 
kg

 
○

 
―

 
×

 
×

 
×

 
○

 
―

 
特

高
開

閉
所

（
E1

0）
 

遮
断

器
 

10
0%

 
11

5 
kg

 
○

 
―

 
×

 
×

 
×

 
○

 
―

 
特

高
開

閉
所

（屋
内

設
備

）
 

遮
断

器
※

 
10

0%
 

53
0 

kg
 

○
 

―
 

×
 

×
 

○
 

―
 

―
 

1u
タ

ー
ビ

ン
建

屋
 

遮
断

器
※

 
10

0%
 

75
 

kg
 

○
 

―
 

×
 

×
 

○
 

―
 

―
 

2u
タ

ー
ビ

ン
建

屋
 

遮
断

器
※

 
10

0%
 

75
 

kg
 

○
 

―
 

×
 

×
 

○
 

―
 

―
 

3u
タ

ー
ビ

ン
建

屋
 

遮
断

器
※

 
10

0%
 

13
0 

kg
 

○
 

―
 

×
 

×
 

○
 

―
 

―
 

4u
タ

ー
ビ

ン
建

屋
 

遮
断

器
※

 
10

0%
 

13
0 

kg
 

○
 

―
 

×
 

×
 

○
 

―
 

―
 

3u
中

間
建

屋
 

遮
断

器
※

 
10

0%
 

60
 

kg
 

○
 

―
 

×
 

×
 

○
 

―
 

―
 

4u
中

間
建

屋
 

遮
断

器
※

 
10

0%
 

60
 

kg
 

○
 

―
 

×
 

×
 

○
 

―
 

―
 

a 
：
ガ

ス
化

す
る

 
b 

：
エ

ア
ロ

ゾ
ル

化
す

る
 

1 
：
ボ

ン
ベ

等
に

保
管

さ
れ

て
い

る
 

2 
：
試

薬
類

で
あ

る
か

 
3 

：
屋

内
に

保
管

さ
れ

て
い

る
 

4 
：
開

放
空

間
で

の
人

体
へ

の
影

響
が

な
い

 
※

  
：六

フ
ッ

化
硫

黄
は

防
護

判
断

基
準

値
（
22

0,
00

0p
pm

）が
高

く
、

漏
え

い
し

た
場

合
で

も
建

屋
内

で
希

釈
さ

れ
た

時
点

で
防

護
判

断
基

準
値

を
下

回
り
、

大
気

中
に

多
量

に
放

出
さ

れ
る

お
そ

れ
が

な
い

た
め

、
調

査
対

象
外
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表
1
-
4 

高
浜

発
電

所
の

敷
地

内
固
定

源
整

理
表

（
特

定
重

大
事
故

等
対

処
施

設
）
 

                         a 
：
ガ

ス
化

す
る

 
b 

：
エ

ア
ロ

ゾ
ル

化
す

る
 

1 
：
ボ

ン
ベ

等
に

保
管

さ
れ

て
い

る
 

2 
：
試

薬
類

で
あ

る
 

3 
：
屋

内
に

保
管

さ
れ

て
い

る
 

4 
：
開

放
空

間
で

の
人

体
へ

の
影

響
が

な
い
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表
1
-
5 

高
浜

発
電

所
の

敷
地

内
固
定

源
整

理
表
 

（
性

状
に

よ
り

影
響

が
な

い
こ

と
が
明

ら
か

な
も

の
）
 

有
毒

化
学

物
質

 
保

管
場

所
 

容
器

 
内

容
量

 
単

位
 

有
毒

ガ
ス

判
断

 
 

調
査

対
象

整
理

 
調

査

対
象

 
a 

b 
1 

2 
3 

4 

潤
滑

油
 

潤
滑

油
 

各
機

器
 

機
器

 
－

 
－

 
― 

― 
― 

― 
― 

― 
― 

東
谷

油
倉

庫
 

ド
ラ

ム
缶

 
－

 
－

 
― 

― 
― 

― 
― 

― 
― 

廃
油

 
東

谷
油

倉
庫

 
ド

ラ
ム

缶
 

－
 

－
 

― 
― 

― 
― 

― 
― 

― 
絶

縁
油

 
 

各
変

圧
器

 
機

器
 

－
 

－
 

― 
― 

― 
― 

― 
― 

― 

バ
ッ

テ
リ
ー

 
水

酸
化

カ
リ
ウ

ム
 

各
機

器
 

容
器

 
－

 
－

 
― 

― 
― 

― 
― 

― 
― 

希
硫

酸
 

各
機

器
 

容
器

 
－

 
－

 
― 

― 
― 

― 
― 

― 
― 

セ
メ

ン
ト

 
ポ

ル
ト
ラ

ン
ド

セ
メ

ン
ト

 
固

型
化

処
理

建
屋

 
袋

 
－

 
－

 
― 

― 
― 

― 
― 

― 
― 

放
射

性
固

体
廃

棄
物

 
ア

ス
フ

ァ
ル

ト
固

化
体

 
ア

ス
フ

ァ
ル

ト
固

化
建

屋
、

廃
棄

物
庫

 
固

型
化

処
理

建
屋

 
ド

ラ
ム

缶
 

－
 

－
 

― 
― 

― 
― 

― 
― 

― 

セ
メ

ン
ト
固

化
体

 
廃

棄
物

庫
 

ド
ラ

ム
缶

 
－

 
－

 
― 

― 
― 

― 
― 

― 
― 

モ
ル

タ
ル

充
て

ん
固

化
体

 
固

型
化

処
理

建
屋

 
ド

ラ
ム

缶
 

－
 

－
 

― 
― 

― 
― 

― 
― 

― 
酸

素
呼

吸
器

 
 

各
配

備
場

所
 

ボ
ン

ベ
 

－
 

－
 

― 
― 

― 
― 

― 
― 

― 
a 

：
ガ

ス
化

す
る

 
b 

：
エ

ア
ロ

ゾ
ル

化
す

る
 

1 
：
ボ

ン
ベ

等
に

保
管

さ
れ

て
い

る
 

2 
：
試

薬
類

で
あ

る
か

 
3 

：
屋

内
に

保
管

さ
れ

て
い

る
 

4 
：
開

放
空

間
で

の
人

体
へ

の
影

響
が

な
い

 
  

表
1
-
6 

高
浜

発
電

所
の

敷
地

内
固
定

源
整

理
表
 

（
生

活
用

品
と

し
て

一
般

的
に

使
用
さ

れ
る

も
の

）
 

有
毒

化
学

物
質

 
保

管
場

所
 

容
器

 
内

容
量

 
単

位
 

有
毒

ガ
ス

判
断

 
調

査
対

象
整

理
 

調
査

対
象

 
a 

b 
1 

2 
3 

4 

生
活

用
品

 
洗

剤
、

エ
ア

コ
ン

冷
媒

、
殺

虫
剤

、
自

動
販

売
機

冷
媒

、
調

味
料

、
車

、
電

池
、

消
毒

液
、

消
火

器
、

飲
料

、
融

雪
剤

、
ス

プ
レ

ー
缶

、
作

業
用

品
 

事
務

所
等

 
－

 
－

 
－

 
― 

― 
― 

― 
― 

― 
― 

a 
：
ガ

ス
化

す
る

 
b 

：
エ

ア
ロ

ゾ
ル

化
す

る
 

1 
：
ボ

ン
ベ

等
に

保
管

さ
れ

て
い

る
 

2 
：
試

薬
類

で
あ

る
か

 
3 

：
屋

内
に

保
管

さ
れ

て
い

る
 

4 
：
開

放
空

間
で

の
人

体
へ

の
影

響
が

な
い

 
  

939



 

 

 

 

 
表

1
-
7 

高
浜

発
電

所
の

敷
地

内
固
定

源
整

理
表
 

（
貯

蔵
状

況
等

に
よ

り
影

響
が

な
い
こ

と
が

明
ら

か
な

も
の

）
 

品
名

 
保

管
場

所
 

容
器

 
内

容
量

 
単

位
 

有
毒

ガ
ス

判
断

 
調

査
対

象
整

理
 

調
査

対
象

 
a 

b 
1 

2 
3 

4 

ボ
ン

ベ
等

に
保

管
さ

れ
た

ガ
ス

類
 

ボ
ン

ベ
庫

等
 

ボ
ン

ベ
 

－
 

－
 

― 
― 

― 
― 

― 
― 

― 

試
薬

、
作

業
で

使
用

す
る

溶
剤

等
、

貯
蔵

量
が

少
量

の
も

の
 

化
学

室
等

 
試

薬
瓶

等
 

20
 

L
以

下
 

― 
― 

― 
― 

― 
― 

― 
a 

：
ガ

ス
化

す
る

 
b 

：
エ

ア
ロ

ゾ
ル

化
す

る
 

1 
：
ボ

ン
ベ

等
に

保
管

さ
れ

て
い

る
 

2 
：
試

薬
類

で
あ

る
か

 
3 

：
屋

内
に

保
管

さ
れ

て
い

る
 

4 
：
開

放
空

間
で

の
人

体
へ

の
影

響
が

な
い

940



 

 

 

 

２
．

敷
地

内
可

動
源
 

表
2
-
1 

高
浜

発
電

所
の

敷
地

内
可
動

源
整

理
表
 

有
毒

化
学
物
質

 
輸

送
先
（
代

表
例
）

 
輸

送
形
態

 
輸

送
量

 
単
位

 
有

毒
ガ

ス
判

断
 

調
査

対
象

整
理

 
調
査

 
対
象

 
a 

b 
1 

2 
3 

ア
ス

フ
ァ
ル
ト
 

1
,
2u

ア
ス

固
化
 
ア
ス
フ

ァ
ル
ト

タ
ン
ク
 

3
,
4u

ア
ス

固
化
 
ア
ス
フ

ァ
ル
ト

タ
ン
ク
 

タ
ン

ク
ロ
ー

リ
ー

 
14

.7
 

m
3  

×
 

×
 

－
 

－
 

－
 

－
 

ア
ン

モ
ニ
ア
 

3u
ア

ン
モ

ニ
ア
貯

槽
、
4u

ア
ン

モ
ニ
ア

貯
槽
 

タ
ン

ク
ロ
ー

リ
ー

 
6 

m
3  

○
 

－
 

×
 

×
 

×
 

対
象
 

エ
タ

ノ
ー
ル

ア
ミ
ン
 

1
,
2u

エ
タ

ノ
ー
ル

ア
ミ
ン

貯
蔵
タ

ン
ク
 

タ
ン

ク
ロ
ー

リ
ー

 
12

 
m

3  
×

 
×

 
－

 
－

 
－

 
－

 
塩
酸
 

3u
塩

酸
貯

槽
、
4u

塩
酸

貯
槽
 

タ
ン

ク
ロ
ー

リ
ー

 
12

 
m

3  
○
 

－
 

×
 

×
 

×
 

対
象
 

水
酸

化
ナ
ト

リ
ウ
ム
 

1
,
2u

苛
性

ソ
ー
ダ

貯
槽
、
3
,
4u

純
水

装
置
 
苛
性

ソ
ー
ダ

タ
ン
ク
 

3u
苛

性
ソ

ー
ダ
貯

槽
、
4u

苛
性

ソ
ー
ダ

貯
槽
 

タ
ン

ク
ロ
ー

リ
ー

 
9.

3 
m

3  
×
 

×
 

－
 

－
 

－
 

－
 

ヒ
ド

ラ
ジ
ン
 

1u
ヒ

ド
ラ

ジ
ン
原

液
タ
ン

ク
、
2u

ヒ
ド

ラ
ジ
ン
原

液
タ
ン
ク
 

3u
ヒ

ド
ラ

ジ
ン
原

液
タ
ン

ク
、
4u

ヒ
ド

ラ
ジ
ン
原

液
タ
ン
ク
 

タ
ン

ク
ロ
ー

リ
ー

 
10

 
m

3  
○
 

－
 

×
 

×
 

×
 

対
象
 

硫
酸
 

1
,
2u

硫
酸

タ
ン
ク

、
3
,
4u

硫
酸

タ
ン
ク
 

タ
ン

ク
ロ
ー

リ
ー

 
6 

m
3  

×
 

×
 

－
 

－
 

－
 

－
 

軽
油
 

危
険

物
貯
蔵
庫
 

ド
ラ

ム
缶
 

0.
2 

m
3  

×
 

×
 

－
 

－
 

－
 

－
 

a 
：
ガ

ス
化

す
る

 
b 

：
エ

ア
ロ

ゾ
ル

化
す

る
 

1 
：
ボ

ン
ベ

等
で

輸
送

さ
れ

る
 

2 
：
輸

送
量

が
少

量
で

あ
る

 
3 

：
開

放
空

間
で

の
人

体
へ

の
影

響
が

な
い

 
 

表
2
-
2 

高
浜

発
電

所
の

敷
地

内
可
動

源
整

理
表
 

（
製

品
性

状
に

よ
り

影
響

が
な

い
こ
と

が
明

ら
か

な
も

の
）

 

品
名

 
輸

送
先
（
代

表
例
）

 
輸

送
形
態

 
内

容
量

 
単

位
 

有
毒

ガ
ス

判
断

 
調

査
対

象
整

理
 

調
査

対
象

 
a 

b 
1 

2 
3 

潤
滑

油
 

潤
滑

油
 

各
機

器
 

機
器

 
－

 
－

 
― 

― 
― 

― 
― 

― 
東

谷
油

倉
庫

 
ド

ラ
ム

缶
 

－
 

－
 

― 
― 

― 
― 

― 
― 

廃
油

 
東

谷
油

倉
庫

 
ド

ラ
ム

缶
 

－
 

－
 

― 
― 

― 
― 

― 
― 

バ
ッ

テ
リ
ー

 
水

酸
化

カ
リ
ウ

ム
 

各
機

器
 

容
器

 
－

 
－

 
― 

― 
― 

― 
― 

― 
希

硫
酸

 
各

機
器

 
容

器
 

－
 

－
 

― 
― 

― 
― 

― 
― 

セ
メ

ン
ト

 
ポ

ル
ト
ラ

ン
ド

セ
メ

ン
ト

 
固

型
化

処
理

建
屋

 
袋

 
－

 
－

 
― 

― 
― 

― 
― 

― 

放
射

性
固

体
廃

棄
物

 
ア

ス
フ

ァ
ル

ト
固

化
体

 
ア

ス
フ
ァ
ル

ト
固
化

建
屋
、

廃
棄
物
庫
 

固
型

化
処
理

建
屋

 
ド

ラ
ム

缶
 

－
 

－
 

― 
― 

― 
― 

― 
― 

セ
メ

ン
ト
固

化
体

 
廃

棄
物
庫

 
ド

ラ
ム

缶
 

－
 

－
 

― 
― 

― 
― 

― 
― 

モ
ル

タ
ル

充
て

ん
固

化
体

 
固

型
化
処
理

建
屋

 
ド

ラ
ム

缶
 

－
 

－
 

― 
― 

― 
― 

― 
― 

a 
：
ガ

ス
化

す
る

 
b 

：
エ

ア
ロ

ゾ
ル

化
す

る
 

1 
：
ボ

ン
ベ

等
で

輸
送

さ
れ

る
 

2 
：
輸

送
量

が
少

量
で

あ
る

 
3 

：
開

放
空

間
で

の
人

体
へ

の
影

響
が

な
い
 

  

941



 

 

 

 

表
2
-
3 

高
浜

発
電

所
の

敷
地

内
可
動

源
整

理
表
 

（
生

活
用

品
と

し
て

一
般

的
に

使
用
さ

れ
る

も
の

）
 

品
名

 
輸

送
先
（
代

表
例
）

 
輸

送
形
態

 
内

容
量

 
単

位
 

有
毒

ガ
ス

判
断

 
調

査
対

象
整

理
 

調
査

対
象

 
a 

b 
1 

2 
3 

生
活

用
品

 
洗

剤
、

エ
ア

コ
ン

冷
媒

、
殺

虫
剤

、
自

動
販

売
機

冷
媒

、
調

味
料

、
車

、
電

池
、

消
毒

液
、

消
火

器
、

飲
料

、
融

雪
剤

、
ス

プ
レ

ー
缶

、
作

業
用

品
 

事
務

所
等

 
－

 
－

 
－

 
― 

― 
― 

― 
― 

― 

a 
：
ガ

ス
化

す
る

 
b 

：
エ

ア
ロ

ゾ
ル

化
す

る
 

1 
：
ボ

ン
ベ

等
で

輸
送

さ
れ

る
 

2 
：
輸

送
量

が
少

量
で

あ
る

 
3 

：
開

放
空

間
で

の
人

体
へ

の
影

響
が

な
い
 

 
表

2
-
4 

高
浜

発
電

所
の

敷
地

内
可
動

源
整

理
表
 

（
貯

蔵
状

況
等

に
よ

り
影

響
が

な
い
こ

と
が

明
ら

か
な

も
の

）
 

品
名

 
輸

送
先
（
代

表
例
）

 
輸

送
形
態

 
内

容
量

 
単

位
 

有
毒

ガ
ス

判
断

 
調

査
対

象
整

理
 

調
査

対
象

 
a 

b 
1 

2 
3 

ボ
ン

ベ
等

に
保

管
さ

れ
た

ガ
ス

類
 

ボ
ン

ベ
庫

等
 

ボ
ン

ベ
 

－
 

－
 

― 
― 

― 
― 

― 
― 

試
薬

、
作

業
で

使
用

す
る

溶
剤

等
、

貯
蔵

量
が

少
量

の
も

の
 

化
学

室
等

 
試

薬
瓶

等
 

20
 

L
以

下
 

― 
― 

― 
― 

― 
― 
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３
．

敷
地

外
固

定
源
 

表
3
-
1 

高
浜

発
電

所
の

敷
地

外
固
定

源
整

理
表

（
地

域
防

災
計
画

）
 

品
名

 
有

毒
ガ

ス
判

断
 

調
査

対
象

整
理

 
調

査
対
象

 
a 

b 
1 

2 
3 

4 
該

当
な

し
 

― 
― 

― 
― 

 
― 

― 
ａ
：ガ

ス
化

す
る

 
ｂ
：
エ

ア
ロ

ゾ
ル

化
す

る
 

１
：ボ

ン
ベ

等
に

保
管

さ
れ

て
い

る
 

２
：試

薬
類

で
あ

る
か

 
３

：屋
内

に
保

管
さ

れ
て

い
る

 
４

：開
放

空
間

で
の

人
体

へ
の

影
響

が
な

い
 

 

表
3
-
2 

高
浜

発
電

所
の

敷
地

外
固
定

源
整

理
表

（
消

防
法

）
 

品
名

 
貯

蔵
量

 
有

毒
ガ

ス
判

断
 

調
査

対
象

整
理

 
調

査
対
象

 
a 

b 
1 

2 
3 

4 
LP

G
 

―
 

○
 

－
 

○
 

－
 

－
 

－
 

－
 

プ
ロ

パ
ン

 
― 

○
 

－
 

○
 

－
 

－
 

－
 

－
 

ブ
タ

ン
 

― 
○

 
－

 
○

 
－

 
－

 
－

 
－

 

ア
セ

チ
レ

ン
ガ

ス
 

― 
○

 
－

 
○

 
－

 
－

 
－

 
－

 

セ
レ

ン
 

― 
×

 
×

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 

濃
硫

酸
 

― 
×

 
×

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 

硫
酸

 
― 

×
 

×
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

液
体

塩
素

 
9
0
0k

g 
○

 
－

 
×

 
×

 
×

 
×

 
対

象
 

ａ
：ガ

ス
化

す
る

 
ｂ
：
エ

ア
ロ

ゾ
ル

化
す

る
 

１
：ボ

ン
ベ

等
に

保
管

さ
れ

て
い

る
 

２
：試

薬
類

で
あ

る
か

 
３

：屋
内

に
保

管
さ

れ
て

い
る

 
４

：開
放

空
間

で
の

人
体

へ
の

影
響

が
な

い
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表
3
-
3 

高
浜

発
電

所
の

敷
地

外
固
定

源
整

理
表

（
高

圧
ガ

ス
保
安

法
）
 

品
名

 
貯

蔵
量

 
有

毒
ガ

ス
判

断
 

調
査

対
象

整
理

 
調

査
対
象

 
a 

b 
1 

2 
3 

4 

液
化

酸
素

 
 

―
 

○
 

－
 

○
 

－
 

－
 

－
 

－
 

ブ
タ

ン
 

 
 

―
 

○
 

－
 

○
 

－
 

－
 

－
 

－
 

液
化

酸
素

 
 

―
 

○
 

－
 

○
 

－
 

－
 

－
 

－
 

酸
素

ガ
ス

 
―

 
○

 
－

 
○

 
－

 
－

 
－

 
－

 

ア
ン

モ
ニ

ア
 

7
.1

4
t 

○
 

－
 

×
 

×
 

×
 

×
 

対
象

 

液
化

石
油

ガ
ス

、
液

化
天

然
ガ

ス
、

圧
縮

空
気

 
―

 
○

 
－

 
○

 
－

 
－

 
－

 
－

 

二
酸

化
炭

素
 

―
 

○
 

－
 

○
 

－
 

－
 

－
 

－
 

液
化

酸
素

、
液

化
プ

ロ
ピ

レ
ン

、
液

化
炭

酸

ガ
ス

 
―

 
○

 
－

 
○

 
－

 
－

 
－

 
－

 

圧
縮

水
素

、
液

化
石

油
ガ

ス
 

―
 

○
 

－
 

○
 

－
 

－
 

－
 

－
 

ａ
：ガ

ス
化

す
る

 
ｂ
：
エ

ア
ロ

ゾ
ル

化
す

る
 

１
：ボ

ン
ベ

等
に

保
管

さ
れ

て
い

る
 

２
：試

薬
類

で
あ

る
か

 
３

：屋
内

に
保

管
さ

れ
て

い
る

 
４

：開
放

空
間

で
の

人
体

へ
の

影
響

が
な

い
 

 

表
3
-
4 

高
浜

発
電

所
の

敷
地

外
固
定

源
整

理
表

（
毒

物
お

よ
び
劇

物
取

締
法

）
 

品
名

 
貯

蔵
量

 
有

毒
ガ

ス
判

断
 

調
査

対
象

整
理

 
調

査
対
象

 
a 

b 
1 

2 
3 

4 

該
当

な
し

 
―

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 

ａ
：ガ

ス
化

す
る

 
ｂ
：
エ

ア
ロ

ゾ
ル

化
す

る
 

１
：ボ

ン
ベ

等
に

保
管

さ
れ

て
い

る
 

２
：試

薬
類

で
あ

る
か

 
３

：屋
内

に
保

管
さ

れ
て

い
る

 
４

：開
放

空
間

で
の

人
体

へ
の

影
響

が
な

い
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添付５ 
可動源に対する対策と運用について 

 
敷地内可動源から発生する有毒ガスの影響により、運転・指示要員の対処能力

が著しく損なわれることがないように、中央制御室及び緊急時対策所（緊急時対

策所建屋内）の運転・指示要員に対して、可動源の防護措置を実施する。 
 
可動源の防護措置は、 
1) 可動源に対する立会人の随行 
2) 通信連絡設備による連絡体制の整備 
3) 換気設備（中央制御室、緊急時対策所）の隔離 
4) 防護具の着用 
5) 可動源からの有毒ガス発生時の終息活動 
に分けられるが、1)、2)、5)については、高浜発電所の可動源対策として整備済

であり、3)も１，２号炉の中央制御室の運用として整備済であり、4)は４機運転を

前提とした数量を配備することとしているため、今回追加となる運用事項はない。 

そのうえで、保安規定においては、１、２号炉の設置変更許可申請書に記載の設

備名称との整合の観点で１，２号炉の中央制御室換気設備の名称を明確化する。 
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保安規定記載 

（可動源に対する防護措置（本文五号）） 
添付２ ７．４（１）ｂ． 

(a) 各課（室）長は、可動源に対して、立会人の随行、通信連絡手段

による連絡、中央制御室換気設備（１号炉および２号炉）、中央制御

室空調装置（３号炉および４号炉）および緊急時対策所換気設備の

隔離、防護具の着用ならびに終息活動等の対策を実施する。 

 
（可動源に対する防護措置（本文十号）） 
添付３ １．３（１）ケ 

(ｲ) 安全・防災室長および発電室長は、可動源に対して、運転員（当

直員）および緊急時対策本部要員が事故対策に必要な各種の指示・

操作を行うことができるよう立会人の随行、通信連絡手段による連

絡、中央制御室換気設備（１号炉および２号炉）、中央制御室空調

装置（３号炉および４号炉）および緊急時対策所換気設備の隔離、

防護具の着用ならびに終息活動等の手順を社内標準に定める。 

 
 

1) 可動源に対する立会人の随行 
敷地内可動源に対する有毒ガスの発生の検出のための実施体制及び手順を別

紙 5-1 のとおり整備する。 
敷地内可動源である薬品タンクローリーからの有毒化学物質の漏えいは、発電

所敷地内の移動経路の何れの場所でも発生しうるため、有毒ガスの発生の検出は、

人の認知によることとする。 
したがって、特定した敷地内可動源が発電所敷地内に入構する場合は、発電所

構内に勤務している要員（協力会社員含む）が発電所入構から薬品タンク等への

受入（納入）完了まで随行・立会いを実施すること（以下、随行・立会いを実施

する者を「立会人」という。）で、速やかな有毒ガスの発生の検出を可能とする。

なお、立会人は、重大事故等対策に必要な要員以外の者（受入等作業担当課（協

力会社員含む））が対応することとする。 
 

2) 通信連絡設備による連絡体制の整備 
中央制御室及び緊急時対策所（緊急時対策所建屋内）の運転・指示要員に対し

て、敷地内可動源からの有毒ガス防護に係る実施体制・手順を別紙 5-2 のとおり

整備する。 
薬品タンクローリーから有毒化学物質が漏えいし、有毒ガスの発生による異常

を認知した場合、立会人は速やかに中央制御室の当直課長に通信連絡設備等を用

いて連絡する。 
立会人から連絡を受けた中央制御室の当直課長は、緊急時対策所（緊急時対策
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所建屋内）に発電所原子力緊急時対策本部（以下、発電所対策本部という。）が

設置されている場合は、通信連絡設備等を用いて緊急時対策所（緊急時対策所建

屋内）の全体指揮者に有毒ガスの発生による異常を連絡する。 
通信連絡設備は、既存のもの（設置許可基準規則第 35 条、第 62 条）を使用す

る。 
 
3) 換気設備（中央制御室、緊急時対策所）の隔離 

中央制御室及び緊急時対策所（緊急時対策所建屋内）の運転・指示要員に対

して、敷地内可動源からの有毒ガス防護に係る実施体制及び手順を別紙 5-2 の

とおり整備する。 
中央制御室の運転員は、敷地内可動源からの有毒ガスの発生による異常の連

絡を受けた場合は、速やかに中央制御室の換気空調設備を隔離する。また、緊

急時対策所（緊急時対策所建屋内）に発電所対策本部が設置されている場合に

おいて、緊急時対策所（緊急時対策所建屋内）の指示要員は、敷地内可動源か

らの有毒ガスの発生による異常の連絡を受けた場合は、緊急時対策所（緊急時

対策所建屋内）の換気空調設備を隔離する。 
また、中央制御室及び緊急時対策所（緊急時対策所建屋内）の換気空調設備

を隔離した場合は、酸素濃度計や二酸化炭素濃度計を用いて酸素濃度及び二酸

化炭素濃度を監視する。 
敷地内可動源からの有毒ガスの発生が終息したことを確認した場合は、速や

かに外気取入れを再開する。 
 

4) 防護具の着用 
中央制御室及び緊急時対策所（緊急時対策所建屋内）の運転・指示要員に対

して、第5-1表、第5-2表及び第5-3表のとおり防毒マスク等を配備する。 
中央制御室の運転員は、敷地内可動源からの有毒ガスの発生による異常の連

絡を受けた場合は、防毒マスクの着用及び酸素呼吸器の着用準備を行い、酸素

呼吸器の着用準備が整い次第、防毒マスクから酸素呼吸器に切り替える。また、

緊急時対策所（緊急時対策所建屋内）に発電所対策本部が設置されている場合

は、緊急時対策所（緊急時対策所建屋内）の指示要員は、敷地内可動源からの

有毒ガスの発生による異常の連絡を受けた場合は、防毒マスクの着用及び酸素

呼吸器の着用準備を行い、酸素呼吸器の着用準備が整い次第、防毒マスクから

酸素呼吸器に切り替える。 
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第5-1表 防毒マスクの配備 

対象箇所 
（防護対象者） 要員数 防毒マスク数量 

（吸収缶数量） 配備場所 

中央制御室 
（運転員） ２４人 

２４個 
（各２４個、 
対象ガス別※） 

1、2号炉 中央制御室 
3、4号炉 中央制御室 

緊急時対策所 
（緊急時対策所建屋内） 

（指示要員） 
３１人 

３１個 
（各３１個、 
対象ガス別※） 

緊急時対策所 
（緊急時対策所建屋内） 

又は事務棟 
※塩酸用、アンモニア・ヒドラジン用の計 2 種類 

 
第5-2表 酸素呼吸器の配備 

対象箇所 
（防護対象者） 要員数 酸素呼吸器数量 配備場所 

中央制御室 
（運転員） ２４人 ２４個 1、2号炉 中央制御室 

3、4号炉 中央制御室 
緊急時対策所 

（緊急時対策所建屋内） 
（指示要員） 

３１人 ３１個 
緊急時対策所 

（緊急時対策所建屋内） 
又は事務棟 

 
第5-3表 酸素ボンベの配備 

対象箇所 
（防護対象者） 要員数 酸素ボンベ※数量 配備場所 

中央制御室 
（運転員） ２４人 ２４本 1、2号炉 中央制御室 

3、4号炉 中央制御室 
緊急時対策所 

（緊急時対策所建屋内） 
（指示要員） 

３１人 ３１本 
緊急時対策所 

（緊急時対策所建屋内） 
又は事務棟 

※酸素ボンベ 1 本当たり 6 時間以上使用可能 
 

5) 可動源からの有毒ガス発生時の終息活動 
敷地内の有毒化学物質が漏えいし、有毒ガスの発生による異常が発生した場

合の敷地内可動源に対する有毒化学物質の処理等の措置に係る実施体制及び手

順を、別紙 5-3 のとおり整備する。 
終息活動は、立会人を含め最低 3名で実施する体制とする。 

敷地内可動源からの有毒ガスの発生による異常の連絡を受けた中央制御室

の当直課長は、作業所管課長へ有毒ガスの発生を終息させるための活動を依頼
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する。 
当直課長から依頼を受けた作業所管課長は、有毒ガスの発生を終息させるた

めに、有毒化学物質の希釈等の措置を実施する。 
作業所管課長は、有毒ガスの発生を終息させた場合は、中央制御室の当直課

長に連絡する。連絡を受けた中央制御室の当直課長は、緊急時対策所（緊急時

対策所建屋内）に発電所対策本部が設置されている場合には、緊急時対策所（緊

急時対策所建屋内）の全体指揮者に有毒ガスの発生の終息を連絡する。 
また、多量の有毒ガスの発生時に有毒ガス発生の終息活動を行う要員に対し

て、第 5-4 表に示す防護具を配備する。なお、有毒ガス発生の終息活動を行う

要員については、重大事故等対策に必要な要員以外の者（受入等作業担当課（協

力会社員含む））が対応することとする。 
 

第5-4表 防毒マスクの配備 

防護対象者 要員数 防護具 配備場所 

終息活動要員 ３人 

・耐薬品手袋 
・耐薬品長靴 
・防毒マスク 
・吸収缶（対象ガス別※） 

2次系化学室 

※塩酸用、アンモニア・ヒドラジン用の計 2 種類 
 

  

3 セット 
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別紙 5-1 

 
敷地内可動源に対する有毒ガスの発生の検出のための実施体制及び手順について 

 
１．実施体制 
 
 
 
 
 
２．実施手順 
（１）有毒化学物質を積載した薬品タンクローリー（以下、「可動源」）が発電所敷

地内へ入構する際、守衛は作業所管課に連絡する。  
（２）連絡を受けた作業所管課は、立会人を入構箇所に派遣する。 
（３）立会人は、受入（納入）箇所まで可動源に随行し、受入（納入）完了まで立

会いを実施する。立会人は、防護具等を常備する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
３．その他 
（１）可動源の入構は、原則平日通常勤務時間帯とする。 
（２）発電所で重大事故等が発生した場合は、既に入構している可動源は立会人随

行の上速やかに敷地外に退避させ、また、新たな可動源を敷地内に入構させ

ないこととする。 
（３）立会人については、重大事故等対策に必要な要員以外の者（受入等作業担当

課（協力会社員含む））が対応する。 
なお、化学物質の管理にあたっては、教育訓練等により、立会人等は化学

物質の取り扱いに関して十分な力量を有する。 

＜入構箇所＞ 

守衛 

立会人 

作業所管課 

守衛所 

移動・随行 
タンク 

立会人 

可動源 

敷地内 

敷地外 

＜発電所敷地内＞ 

受入 
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別紙 5-2 

 
敷地内可動源からの有毒ガス防護に係る実施体制及び手順について 

 
１．実施体制 
 
 
 
 
 
 
 
 
２．実施手順 
（１）立会人は、有毒ガスの発生による異常を認知した場合、通信連絡設備等によ

り当直課長に連絡する。 
（２）当直課長は、運転員に有毒ガスの発生による異常を認知したことを連絡する

とともに、中央制御室換気空調設備の隔離及び防護具の着用を指示する。 
（３）当直課長は、緊急時対策所（緊急時対策所建屋内）に発電所対策本部が設置

されている場合は、通信連絡設備等を用いて緊急時対策所（緊急時対策所建

屋内）の全体指揮者に有毒ガスの発生による異常を認知したことを連絡する。 
（４）緊急時対策所の全体指揮者は、緊急時対策本部要員（指示要員）に有毒ガス

の発生による異常を認知したことを連絡するとともに、緊急時対策所可搬型

空気浄化装置の隔離及び防護具の着用を指示する。 
（５）運転員は、中央制御室換気空調設備を隔離するとともに、定められた手順に

従い防毒マスクの着用及び酸素呼吸器の着用準備を行う。 
（６）緊急時対策本部要員（指示要員）は、緊急時対策所可搬型空気浄化装置を隔

離するとともに、定められた手順に従い防毒マスクの着用及び酸素呼吸器の

着用準備を行う。 
（７）運転員及び緊急時対策本部要員（指示要員）は、酸素呼吸器の着用準備が整

い次第、防毒マスクから酸素呼吸器に切り替える。 
  

＜発電所敷地内＞ ＜中央制御室＞ ＜緊急時対策所＞ 
（緊急時対策所建屋内） 

○発見・認知

○防護措置の指示 

○防護措置の実施 

立会人 

緊急時対策本部要員
（指示要員） 運転員 

当直課長 全体指揮者 
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別紙 5-3 
 

敷地内可動源に対する有毒化学物質の処理等の措置に係る実施体制及び手順について 
 
１．実施体制 
 

 
 
 
 
 

２．実施手順 
（１）敷地内可動源からの有毒ガスの発生による異常を認知したことの連絡を受け

た当直課長は、作業所管課長に有毒ガスの発生を終息させるための活動を依

頼する。 
（２）作業所管課長は、対応要員に防護具の着用を指示するとともに、有毒ガスの

発生を終息させるための活動を実施するよう指示する。 
（３）対応要員は、防護具を着用するとともに、有毒ガスの発生を終息させるため

に速やかに希釈等の措置を実施する。 
（４）対応要員は、有毒ガスの発生が終息したことを確認すれば、作業所管課長へ

有毒ガスの発生が終息したことを連絡する。 
（５）作業所管課長は、当直課長に有毒ガスの発生が終息したことを連絡する。 
（６）当直課長は、運転員に有毒ガスの発生が終息したことを連絡する。また、緊

急時対策所（緊急時対策所建屋内）に発電所対策本部が設置されている場合

は、緊急時対策所（緊急時対策所建屋内）の全体指揮者に有毒ガスの発生が

終息したことを連絡する。 
（７）全体指揮者は、緊急時対策本部要員（指示要員）に有毒ガスの発生が終息し

たことを連絡する。 
 
３．その他 
（１） 終息活動要員については、重大事故等対策に必要な要員以外の者が対応する。 

 
 
 
 
 

 

○終息活動の依頼 

○終息活動の指示 

○終息活動の実施 

当直課長 

対応要員 

作業所管課長 

＜中央制御室＞ 

【終息完了の報告】 

【終息完了の連絡】 

 

＜発電所敷地内＞ 
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添付６ 
予期せず発生する有毒ガスに対する対策と運用について 

 
予期せず発生する有毒ガスが及ぼす影響により、中央制御室の運転員及び緊急時

対策所（緊急時対策所建屋内）の重大事故等に対処するために必要な指示を行う要

員のうち初動対応を行う者（以下「運転・初動要員」という）の対処能力が著しく

損なわれることがないように、運転・初動要員に対して、以下の対策を実施する。 
なお、４機運転を前提としたを防護具を配備することとしており、バックアップ

体制は高浜発電所として整備済であるため、今回追加となる運用事項はない。 
 

保安規定記載 
（予期せぬ有毒ガスに対する防護措置） 
添付２ ７．４（１）ｂ． 

(b) 各課（室）長は、予期せぬ有毒ガスの発生に対して、防護具の着用およ

び防護具のバックアップ体制整備の対策を実施する。 

 
（予期せぬ有毒ガスに対する防護措置） 
添付３ １．３（１）ケ 

(ｳ) 安全・防災室長および発電室長は、予期せぬ有毒ガスの発生において

も、運転員（当直員）および緊急時対策本部要員のうち初動対応を行う

要員に対して配備した防護具を着用することならびに防護具のバックア

ップ体制を整備することにより、事故対策に必要な各種の指示・操作を

行うことができるよう手順および体制を社内標準に定める。 

 
 
1)防護具等の配備等 

中央制御室及び緊急時対策所（緊急時対策所建屋内）の運転・初動要員に対し

て、必要人数分の酸素呼吸器を配備するとともに、予期せず発生する有毒ガスか

らの防護のための実施体制及び手順を整備する。 
酸素ボンベについては、酸素呼吸器を 1 人当たり 6 時間使用するために必要と

なる数量を配備する。 
さらに、予期せず発生する有毒ガスに対し、継続的な対応が可能となるよう、

バックアップの供給体制を整備する。 
 

(1) 必要人数分の酸素呼吸器の配備 
中央制御室及び緊急時対策所（緊急時対策所建屋内）の運転・初動要員に対し

て、予期せぬ有毒ガスの発生に対応するため、第 6-1 表に示す、必要となる酸素

呼吸器の数量を確保し、所定の場所に配備する。 
なお、配備する酸素呼吸器は敷地内可動源より発生する有毒ガスに関する対策

において配備する酸素呼吸器と兼用する。  
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第6-1表 酸素呼吸器の配備 

対象箇所 
（防護対象者） 要員数 酸素呼吸器数量 配備場所 

中央制御室 
（運転員） ２４人 ２４個 1、2号炉 中央制御室 

3、4号炉 中央制御室 

緊急時対策所（緊急時

対策所建屋内） 
（初動要員） 

１１人 １１個 
緊急時対策所 

（緊急時対策所建屋内） 
又は事務棟 

 
(2) 一定量の酸素ボンベの配備 

中央制御室及び緊急時対策所（緊急時対策所建屋内）の運転・初動要員に対

して、予期せず発生する有毒ガスから、一定期間防護が可能となるよう、第6-2
表に示す、必要となる酸素ボンベの数量を確保し、所定の場所に配備する。 
なお、配備する酸素ボンベは敷地内可動源より発生する有毒ガスに関する対

策において配備する酸素ボンベと兼用する。 
 

第6-2表 酸素ボンベの配備 
対象箇所 

（防護対象者） 要員数 酸素ボンベ※数量 配備場所 

中央制御室 
（運転員） ２４人 ２４本 1、2号炉 中央制御室 

3、4 号炉 中央制御室 

緊急時対策所（緊急時

対策所建屋内） 
（初動要員） 

１１人 １１本 
緊急時対策所 

（緊急時対策所建屋内） 
又は事務棟 

※有毒ガス防護に係る影響評価ガイドに基づき、１人当たり酸素呼吸器を６時間

使用するのに必要となる酸素ボンベの数量を設定（別紙6-1参照） 
 

(3) 防護のための実施体制及び手順 
中央制御室及び緊急時対策所（緊急時対策所建屋内）の運転・初動要員に対し

て、予期せず発生する有毒ガス防護に係る実施体制及び手順を、別紙6-1のとお

り整備する。 
 

(4) バックアップの供給体制の整備 
中央制御室及び緊急時対策所（緊急時対策所建屋内）の運転・初動要員に対

して、予期せぬ有毒ガスの発生が継続した場合を考慮し、継続的な対応が可能と
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なるよう、敷地外からの酸素ボンベバックアップの供給体制を、別紙6-2整備す

る。 
 

2) 通信連絡設備による伝達 
中央制御室及び緊急時対策所（緊急時対策所建屋内）の運転・初動要員に対し

て、予期せぬ有毒ガスの発生を知らせるための実施体制及び手順を、別紙 6-1 の

とおり整備する。 
敷地外からの連絡があった場合、又は敷地内で異臭等の異常が確認された場合

には、これらの異常の内容を中央制御室の当直課長に通信連絡設備等を用いて連

絡する。 
連絡を受けた中央制御室の当直課長は、緊急時対策所（緊急時対策所建屋内）

に発電所対策本部が設置されている場合は、同様に通信連絡設備等を用いて緊急

時対策所（緊急時対策所建屋内）の全体指揮者に有毒ガスの発生による異常を連

絡する。 
なお、通信連絡設備は、既存のもの（設置許可基準規則第 35 条、第 62 条）を

使用する。 
 

3) 敷地外からの連絡 
敷地外から予期せぬ有毒ガスの発生に係る情報を入手した場合に、中央制御室

の当直課長に対して敷地外の予期せぬ有毒ガスの発生を知らせるための仕組みに

ついては、6.2 の手順及び実施体制と同様である。 
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別紙 6-1 

 
予期せず発生する有毒ガス防護に係る実施体制及び手順について 

 
１．実施体制 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
２．実施手順 
（１）臭気等により異常を認知した場合、発見者は予期せぬ有毒ガス発生を当直課

長へ連絡する。また、敷地外からの有毒ガス発生に関する情報を入手した場

合、情報入手者は予期せぬ有毒ガス発生を当直課長へ連絡する。 
（２）当直課長は、臭気等により異常を認知した場合、又は予期せぬ有毒ガス発生

の連絡を受けた場合、運転員に酸素呼吸器の着用を指示する。 
（３）当直課長は、緊急時対策所（緊急時対策所建屋内）に発電所対策本部が設置

されている場合は、緊急時対策所（緊急時対策所建屋内）の全体指揮者に予

期せぬ有毒ガスが発生したことを通信連絡設備等により連絡する。 
（４）緊急時対策所（緊急時対策所建屋内）の全体指揮者は、臭気等により異常を

認知した場合、又は予期せぬ有毒ガス発生の連絡を受けた場合、初動要員に

酸素呼吸器の着用を指示する。 
（５）運転員は、当直課長から指示された場合、定められた着用手順に従い酸素呼

吸器を着用する。 
（６）初動要員は、緊急時対策所（緊急時対策所建屋内）の全体指揮者から指示さ

れた場合、定められた手順に従い酸素呼吸器を着用する。 
 
 
 
 
 

○発見・認知 

○防護措置の指示 

○防護措置の実施 

＜発電所敷地内＞ 
 

発見者 
 

運転員 
 

＜中央制御室＞ 
 

当直課長 
 

＜緊急時対策所＞ 
（緊急時対策所建屋内） 

全体指揮者 

敷地外から
情報入手者 

初動要員 
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３．酸素ボンベの必要配備数量 
（１）防護対象者の人数 

中央制御室及び緊急時対策所（緊急時対策所建屋内）における必要要員数か

ら、防護対象者となる人数を設定した。 
 

中央制御室 
（運転員） 

緊急時対策所 
（緊急時対策所建屋内） 

（初動要員） 

人数 ２４人 １１人 

 
（２）酸素ボンベ配備数量 

酸素ボンベの仕様から、一人当たり必要数量を算定し、全要員に対する配備

数量を設定した。 
   

 中央制御室 
（運転員） 

 

緊急時対策所 
（緊急時対策所建屋内） 

（初動要員） 
種類 酸素ボンベ 

仕様 公称使用時間：３６０分/本 

酸素ボンベ 
必要数量 

（一人当たり） 

① 酸素ボンベ１本の使用可能時間 
 ３６０分/本 

② ６時間使用の必要酸素ボンベ数 
 ６時間×６０分÷３６０分/本＝１本/人 

酸素ボンベ 
必要数量 

（全要員） 

１本/人×２４人 
＝２４本 

１本/人×１１人 
＝１１本 
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別紙 6-2 

 
予期せず発生する有毒ガス防護に係るバックアップの供給体制について 

 
１．バックアップの供給体制 

予期せず発生する有毒ガスに対し、予備ボンベを確保し、バックアップ用ボン

ベとして配備する。さらに、継続的な対応が可能となるよう、敷地外からの酸素

ボンベの供給体制を図１のとおり整備する。バックアップの供給イメージを図２

に示す。 
予期せず発生した有毒ガスに係る対応が発生した場合は、高圧ガス事業者にボ

ンベの運搬を依頼する。連絡を受けた高圧ガス事業者は、酸素ボンベを運搬し、

発電所正門等にて発電所員との受渡しを行う。発電所員は発電所敷地内を運搬す

る。 
 

 
図１ バックアップの供給体制 

 
  

 
図２ バックアップの供給イメージ 
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     図３ 敷地外からの供給ルート 

 
2.予備ボンベ 

発電所に保管する予備ボンベの数量は、高圧ガス事業者に連絡後、発電所に到着す

るまでの必要時間を考慮して設定している。 

美浜町の高圧ガス事業者から発電所までは通常 2 時間程度で到着できる距離である

ことから、約 12 時間分のボンベを発電所内に配備し、順次高圧ガス事業者から充填さ

れた酸素ボンベを受け取ることで対応が可能である。 

 予備ボンベについては、中央制御室および免震事務棟において、各々酸素呼吸器と

ともに転倒防止対策を施したうえで配備する。配備場所を図 4、5、6に示す。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 4 酸素呼吸器予備ボンベ配備場所（1,2 号炉中央制御室） 
 

本資料のうち、枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。 
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図 5 酸素呼吸器予備ボンベ配備場所（3,4 号炉中央制御室） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
図 6 酸素呼吸器予備ボンベ配備場所（事務棟） 

 

本資料のうち、枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。 
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